
平成 22 年版の白書を刊行いたします。環境問題

を広く、詳しく知っていただくため、環境白書、循

環型社会白書、生物多様性白書を 1冊にして公表し

ます。

地球温暖化に対する政府の取組は大きく変化しま

した。私は「わが国を脱化石燃料社会へ変革する」

という強い意志の下、地球温暖化対策を進めていま

す。地球温暖化対策が経済と相反するという考え方

を変え、環境が成長を牽引するという発想の転換を

したからにほかなりません。わが国は、一定の前提

の下、1990 年比で 2020 年までに温室効果ガスの排

出を 25％削減することを表明しています。すでに、

地球温暖化対策基本法案において、国内排出量取引

制度、地球温暖化対策税、再生可能エネルギーの全

量固定価格買取制度を 3本柱とする政策の全体像を

明らかにしました。また、目標にいたるまでの道筋

として、「地球温暖化対策に係る中長期ロードマッ

プ（環境大臣小沢鋭仁試案）」を提案し、この白書

でも取り上げました。本年１月から温室効果ガスを

25％削減するための国民的運動「チャレンジ 25キャ

ンペーン」を展開しており、一人でも多くの方に参

加いただきたいと思います。

国際的には、11 月の気候変動枠組条約第 16 回締

約国会議（COP16）において、アメリカ、中国等

を含む主要な排出国が加わる枠組みが構築されるよ

う、わが国も積極的な役割を果たす決意です。

10 月には、「国連地球生きもの会議」（生物多様性

条約第 10 回締約国会議（COP10））が愛知県名古

屋市で開催されます。この会議では、生物多様性に

関する 2010 年以降の世界目標の策定や遺伝資源へ

のアクセスと利益配分（ABS）に関する国際枠組み

の構築など、地球上の生きものの将来を左右する議

論が行われます。46 億年前にこの宇宙の中に地球

が誕生し、およそ 40 億年前に生命が生まれたとい

われています。長い歳月を経てはぐくまれた多様な

生きものや環境が、私たち人間の活動によって危機

に瀕しています。こうした状況にストップをかけ、

唯一の「生命の星である地球」をきちんと後世に伝

えていくことが、いまを生きる私たちの責務です。

COP10 では、地球規模での人と自然の共生の実現

に向けて、国際社会をリードしていきます。

人口、エネルギー、水を含む資源利用、経済等の

人間の活動を地球規模で見ると、資源やエネルギー

を持続可能な形で利用しなくてはならない状況であ

り、循環型社会の構築、それを推進する技術革新が

不可欠です。

未来志向の国づくりのためには、過去の教訓に学

び、再び繰り返さないことが必要です。水俣病は、

環境庁発足の契機ともなった公害の原点ですが、半

世紀を超えて今なお苦しんでいる方がいらっしゃい

ます。3月には和解の基本的合意が成立し、4月に

は救済措置の方針を閣議決定しました。5月1日には、

歴代首相として初めて鳩山総理大臣が水俣病犠牲者

慰霊式に参列し、祈りの言葉を捧げました。今後も

水俣病問題の解決に全力で取り組んで参ります。

この豊かな地球を着実に引き継ぐため、私たちは

将来への約束を決め、現代の責任を果たしていかな

くてはなりません。そのためには、環境と成長が両

立する社会の実現が不可欠です。その思いを皆様と

共有するためにこの白書が役立てば大変嬉しく思い

ます。

刊行に当たって
環境大臣
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　この白書は、第174回国会に提出された以下に掲げる報告及び文書をまとめたものです。

１　環境基本法第12条の規定に基づく
　　（1）「平成21年度環境の状況」
　　（2）「平成22年度環境の保全に関する施策」

２　循環型社会形成推進基本法第14条の規定に基づく
　　（1）「平成21年度循環型社会の形成の状況」
　　（2）「平成22年度循環型社会の形成に関する施策」

３　生物多様性基本法第10条の規定に基づく
　　（1） 「平成21年度生物の多様性の状況」
　　（2）「平成22年度生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策」
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第1部│序章　地球の行方　－世界はどこに向かっているのか、日本はどういう状況か－平成21年度

序章
地球の行方
－世界はどこに向かっているのか、日本はどういう状況か－

平成21年度 平成21年度　環境の状況／平成21年度　循環型社会の形成の状況／平成21年度　生物の多様性の状況
序章　地球の行方

　地球の歴史を 1年に例えると、ヒトの歴史は約 4時
間に相当します。産業革命が起きた 18 世紀以降の人
類の歴史は、わずかに 1秒ほどです。地球にうまれた
生命が長い歳月をかけてつくり上げてきた豊かで精妙
な生態系の中で、さまざまな資源を活用することによ
って、ヒトはめざましい発展を遂げてきました。しか
し、その発展の結果、ヒトの活動は「最後の 1秒」で、
自然の恵みを急激に消費し、地球の環境さえ変えてし

まうほど規模の大きなものになっています。われわれ
の住む地球は、どこへ向かっているのでしょうか。
　序章では、地球の歴史と人類の歴史を眺めつつ、近
年の世界人口の変動や、資源の状況、経済活動などに
ついて、マクロデータを通して世界規模のトレンドを
概観するとともに、日本の状況についても考察してい
きます。また、その分析を通じて、地球規模での環境
への影響を考えます。

　この地球に生命が誕生したのはおよそ 40 億年前と
されます。その後、単細胞のバクテリアが全地球に広
がったものと考えられ、特に、シアノバクテリア（藍
色細菌）は、光合成によって水と二酸化炭素から有機
物を合成し、同時に酸素をつくり出すことが知られて
います。カンブリア紀（6 億年前～）になると、現在
生存している多細胞生物の主要なグループ（動物門）
が一斉に現れたとされています。水中の光合成生物の
活動によって生じた酸素は大気に溜り、やがてオゾン
層が生成したことで紫外線がカットされ、およそ 5億
年前に生物が陸上に進出できるようになったようです
が、それまで陸上は文字どおり不毛の地であったと見
られています。その後、古生代のデボン紀（約 4 億
1000 万年前～）になると魚類が、石炭紀（約 3 億
6000万年前～）になると両生類が繁栄したとされます。
爬虫類が陸地から水中や空中にもその生息域を拡大し
ていったとみられる中生代の三畳紀中期（約 2億 3000
万年前～）には、哺乳類が誕生し、霊長類の祖先が生
まれたのは、およそ 8500 万年前頃とされています。
今から約 6500 万年前、恐竜をはじめとする巨大爬虫
類が絶滅すると生息空間の空きが生じ、今度は哺乳類
が爆発的に生息域を広げていったとされています。
　サルからヒトへの進化について分子進化学の推定す
るところでは、ヒトへと続く系統からテナガザルの系
統が 1800 万年～1200 万年前に分かれ、オランウータ
ンの系統が1200万年前に分かれたと考えられています。
さらに、400 万年～800 万年前にゴリラが分かれ、そ
の後、400 万年～500 万年前に、DNA塩基配列上、ヒ

トとはわずか1～2%の違いしかないチンパンジーが分
かれていったとされます。ヒト属（ホモ属）はおよそ
200 万年前にアフリカでアウストラロピテクス属から
分化し、現生人類であるホモ・サピエンスは 40 万年
～25 万年前に現れたとされています。
　多くの生物種は、長い時間をかけて環境の変化に身
体の形態を変えて適応させてきました。しかし、後に
見る人類による環境の改変は、こうした適応に必要な
速度をはるかに上回って行われています。人類も一生
物種であり、自ら急速に改変しつつある環境に身体の
形態を変化させるという方法によって適応できないこ
とは、ほかの生物と全く同様です。
　人類は、進化とともに生活状態を改善させてきたと
みられます。例えば、簡単な礫器の使用により、獲物
の量が増え、獲物を捕らえる労力の節約は、生活を楽
にしたものと考えられます。また、原人は進歩した石
器作成技術によって、礫器に刃を付け、火をつくり出
すことにも成功しています。旧人から新人にかけて道
具の多様化と技術の精緻化が見られ、豊かな精神活動
も営まれるようになったようです。新石器時代に始ま
ったとされる原始農耕と家畜飼育は、古代に至り一層
進展し、また、発明された金属器によって著しく生活
様式が変わりました。我々はこうして、豊かな生活を
実現してきたのです。特に産業革命以降、1 人当たり
の環境負荷は増大し、爆発的に増加した人口との相乗
的な効果により環境への負荷が増大します。人類の活
動は飛躍的に拡大し、これに伴って環境は改変され、
環境への負荷も著しく増えていくことになります。

1　地球に生まれた人類



序
章　

地
球
の
行
方

3

 

0 300 600 900 地球のようす
科の数

カンブリア紀型生物
古生代型生物
現代型生物

オルドビス紀／
シルル紀境界1

フラスニア階／
ファメニア階境界2

古生代／
中生代境界3

三畳紀／
ジュラ紀境界4

中生代／
新生代境界5

カ
ン
ブ
リ
ア
紀

オ
ル
ド
ビ
ス
紀
シ
ル
ル
紀

デ
ボ
ン
紀

石
炭
紀

ベ
ル
ム
紀

三
畳
紀

ジ
ュ
ラ
紀

白
亜
紀

第
三
紀
・
第
四
紀

古
生
代

中
生
代

新
生
代

ゴンドワナ・
ローレンシア

パンゲア
超大陸

プランクトン、海生無脊椎動物、哺
乳類

プランクトン、海生無脊椎動物、哺
乳類

プランクトン、海生無脊椎動物（含
造礁生物）海生爬虫類、恐竜

底生原生動物、海生無脊椎動物（含
造礁生物）、哺乳類様爬虫類

プランクトン、海生無脊椎動物（含
造礁生物）、原始的な魚類

百万年

資料：季刊生命誌「大量絶滅　生物進化の加速装置（磯崎行雄）」及びスタンレー「生物と大絶滅」より環境省作成

重要な進化上の出来事おもな犠牲者

65
プランクトン、哺乳類

213

最初の鳥類の出現

最初の哺乳類の出現

最初の爬虫類の出現

脊椎動物の陸上への進出

陸上植物の繁茂

最初の魚類の出現

海生生物の大分化

海生無脊椎動物、哺乳類様爬虫類
海生無脊椎動物

海生無脊椎動物
海生無脊椎動物、恐竜

24

144

被子植物の陸上での優勢

海生無脊椎動物（含造礁生物）

海生無脊椎動物（三葉虫）

248

286

320

360

408
438

505

590

人類が出現する

図序-1-1　5回あった顕生代の大量絶滅

推計人口

1,000

0

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

西
暦
元
年

紀
元
前
7
0
0
0
〜
6
0
0

2
0
5
0

2
0
0
0

1
9
5
0

1
9
0
0

1
8
5
0

1
8
0
0

1
7
5
0

1
6
5
0

資料：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集（2010）」より環境省作成

推
計
人
口

（年）

（100万人）
図序-1-2　世界人口の推移と推計：紀元前～2050年



4

第1部│序章　地球の行方　－世界はどこに向かっているのか、日本はどういう状況か－平成21年度

（1）人口及び都市化：人口増加と都市への集
中

　私たちの行う生産・消費活動は、資源採取、温室効
果ガスや廃棄物の排出などを通じて、環境に負荷を与
えています。一般に、人口の増加に伴って生産・消費
活動は増加し、環境に与える影響もこれに伴って増加
していくものと考えられます。したがって、人口動向
を地域別に見ていくことで、今後、どの地域で環境へ
の影響が増大していくと見込まれるのかを推測するて
がかりが得られます。
　国連人口基金の発表した世界人口白書 2009（State 
of World Population 2009）によると、2009 年の世界
人口は約 68 億人です。World Population Prospects 
2008 によると、2011 年には 70 億人に達し、2050 年
には 90 億人を突破すると見込まれています（図序-2-1）。
人口の地域別割合を見ると、アジア地域が他地域に比
べて大きな人口を占めており、特に、インドを含む南
中央アジア地域と中国を含む東アジア地域の二地域が
大きな人口を占めています（図序-2-2）。
　人口の成長率について見ると、これら二地域の人口
動向には大きな違いが見られます。南中央アジアは今
後も大きく人口が増える見込みですが、東アジアでは
人口が 2030 年頃から減少に転じると予測されていま
す（図序-2-2）。このことから、アジア地域においては、
全般に環境への負荷の増加が懸念されますが、特に、
南中央アジアにおいて、より長期にわたってそうした
懸念が続くと考えられます。
　アジア以外の地域を見てみると、アフリカの人口増
加率が際立って高いことが分かります（図序-2-3）。

2010 年から 2050 年の間の平均人口成長率を年率で見
ると、アフリカの人口成長率は約 1.6％強と、大きな
伸びを見せています。他方で、ヨーロッパの人口成長
率はマイナス 0.15％程度となっています。
　一方、日本の総人口は今後一貫して減少傾向を示す
ものと予測されており、平成 17 年（2005 年）の約 1
億 2,777 万人をピークに減少率を高めながら年々減少
し、2050 年までに、総人口が 1 億人を割り込むと予
測されています（図序-2-4）。人口の増減という観点か
ら見れば、日本の総人口の減少は、一面では、環境へ
の負荷を和らげる効果があると考えられますが、環境
への影響については、生産・消費形態や産業構造、少
子・高齢化の進展による生活パターンや生活水準の変
化などさまざまな側面からとらえていく必要があります。
　アジアやアフリカの人口増加に牽引される形で世界
人口が近年一貫して増加傾向にある中で、居住地につ
いては、急速に都市化が進んでいます。国連人口基金
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図序 -2-2　アジア地域の人口推移
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図序-2-3　アジアを除く各地域の人口推移

2　世界のトレンド概観
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のレポートによると、2009 年には世界人口の半数に
当たる 34 億人が都市地域に居住しています。この都
市化の傾向は今後も続き、2030 年までに約 50 億人が、
2050 年までには世界人口の約 7 割に当たる約 64 億人
が都市地域に居住すると予測されています（図序
-2-5）。こうした都市化の傾向は、アジアやアフリカと
いった開発途上の地域で顕著に見られます（図序
-2-6）。
　このような開発途上地域における急激な都市化は、
環境に悪影響を与える側面を持ちます。
　消費面では、都市化によるライフスタイルの変化に
併せて、大量消費に伴う大量の廃棄物・生活排水が発
生し、いわゆる生活型の環境負荷が高まります。一方
で、開発途上地域は、急速な発展を支える大量生産を
担う第二次産業において汚染除去技術の導入が一般に
不十分で、生産活動からの排水や廃棄物の処理が適正
に行われないことが懸念されます。
　また、経済産業面では、経済の発展とともに第三次
産業への移行が進み、経済の海外依存とインフォーマ
ル部門への依存が高まり都市における労働需要の増加

が起きますが、それに伴う人口の急激な流入により、
過剰都市化が進行するとともに、失業、スラム化が進
むため、それらへの対応が財政を圧迫し、インフラ整
備の慢性的遅延を引き起こすものと考えられます。
　さらに、途上国でのモータリゼーションを伴った都
市化とそれに伴う郊外化は、インフラ不足と相まって、
交通混雑や二酸化炭素排出などの環境負荷を加速度的
に増加させることになります。
　日本について、都市化の状況を見てみると、世界の
流れとは異なる様子が見えてきます。日本の都市人口
は 2010 年以降、8500 万人前後で安定的に推移すると
見られる一方、地方人口は大きく減少する傾向にある
と予測されています（図序-2-7）。このことから、日本
では、人口減少の影響が地方に大きく現れることが分
かります。このため、地方において、里地里山の保全・
管理の担い手不足を通じた環境保全上の問題や、高齢
化に伴う限界集落の問題などが、より一層深刻化する
ことが懸念されます。
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図序-2-5　世界の都市及び地方の人口予測及び都市人口割合

アフリカ アジア ヨーロッパ

南米・カリブ海沿岸諸国 北アメリカ

オセアニア

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000
（千人）

１
９
５
０

１
９
５
５

１
９
６
０

１
９
６
５

１
９
７
０

１
９
７
５

１
９
８
０

１
９
８
５

１
９
９
０　

１
９
９
５

２
０
０
０

２
０
０
５

２
０
１
０

２
０
１
５

２
０
２
０

２
０
２
５

２
０
３
０

２
０
３
５

２
０
４
０

２
０
４
５

２
０
５
０（年）

資料：国連人口部「World Urbanization Prospects：The 2007 
Revision Population Database」より環境省作成

図序-2-6　世界の各地域における都市人口の推移
（1950‒2050）
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図序-2-4　日本の総人口及び人口成長率の推移
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図序-2-7　日本の都市及び地方の人口予測並びに都市人口割合
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（2）水：偏在する水資源

　水は人間が生存する上で欠かせません。世界自然保
護基金（WWF）のレポートによると、世界で使われ
ている水のおよそ 7 割が農業用に、2 割が工業用に、
1割が家庭用に、使用されています。（図序-2-8）。また、
1960 年から 2000 年にかけて、世界の水使用量は約 2
倍に増えていますが、この期間に人口もおよそ 2倍に
増えており、人間 1人当たりの水使用量は、ほぼ一定
であることが分かります。したがって、今後も世界人
口の増加に伴って、世界の水使用量も増えていくこと
が予想されます。
　このように水資源の使用量は世界的に高まると予測
されますが、水資源は偏在し、不足してきています。
世界における年間 1人当たりの水資源量を見ると、カ
ナダやノルウェー、ニュージーランドには水資源が非
常に潤沢に存在する一方、中東などの国では、水資源
が不足していることが分かります（図序-2-9）。
　また、1 人当たり水資源量と人口の関係を見ると、
水資源の偏在性がより明らかになります。人間 1人が
1年間に必要とする水は約4000m3といわれていますが、
それ以下の水資源量しか持たない国に約 45 億人が住
んでいます。また、人口 1人当たりの最大利用可能水
資源量が 1,700m3 未満にある状態を「水ストレス」の
状態、1,000m3 未満にある状態を「水不足」の状態と
いい、それらの状態にある人口は、2008 年に、それ
ぞれ約 20 億人、約 3.3 億人にも上ります（図序-2-
10）。
　わが国の年間 1人当たり水資源量を見てみると、約
3,400m3 であり、上述したような「水ストレス」状態

にはないものの、近年は少雨の年と多雨の年の年降水
量の開きが大きく、10 年に 1 度程度の割合で発生す
る少雨時の利用可能な水資源量が減少する傾向にあり、
利水安全度が低下してきています。
　国連（UNESCO）が2006年に発表したレポートでは、
2030 年までに、深刻な水のストレス（制約）を受け
る地域に住む人口は 2005 年に比べ 10 億人増え、39
億人に達するものと見込まれています。今後、アジア
での水利用が著しく増加するものと予測され、1995
年の 2.16 兆 m3 に比べ 2025 年には 3.10 兆 m3 と、約 1
兆 m3 増加すると見込まれています。これは、1995 年
の北米における水使用量のおよそ 1.4 倍に相当します
（図 4-1-9）。
　こうした水の偏在や枯渇のため、水の入手可能性が
発展の制約になりつつあり、十分な水供給に向けて相
当規模の投資が必要となってきています。
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図序 -2-8　セクター別で見た世界の水利用量
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図序-2-9　世界における年間1人当たりの水の資源量
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（3）食料：食料需要の増加と需給のひっ迫

ア　穀物の需給動向

　人間の生存を支える穀物の需要は、人口の増加に伴
って高まります。具体的には、近年の人口の増加に比
例した需要増加、所得の向上に伴う畜産物や油脂など
の需要増加を背景として 1970 年の 11 億トンから
2007 年には 21 億トンへと 1.8 倍に増加しています。
　穀物の生産は、おおむね食料の需要に応じる形で増
えてきています。農産物の生産量は、過去 50 年、収
穫面積がほぼ横ばいとなっている一方で、単位面積当
たりの収穫量（単収）を大幅に伸ばすことで、需要の
増加に対応してきています。しかし、近年、単収が伸
び悩む中で、主要穀物の主産地における干ばつや不作
などの影響も加わり、生産量も伸び悩んでいます。穀
物収穫面積の大幅な拡大が見込まれない中で、穀物単
収の伸びの鈍化、地球温暖化や砂漠化の進行が今後の
食料生産に影響を及ぼすことが懸念されます。
　これまでは、過不足分を期末在庫で調整しつつ、食

料需要の増加に生産量が対応する形で穀物の需給バラ
ンスがとられてきました。しかし最近では、穀物需要
がますます増加する一方で、主要穀物の連年の不作に
より生産が減少し、2007 年の期末在庫率は 15.0％と、
食料危機といわれた 1970 年代初めの水準まで低下し、
国連食糧農業機関（FAO）が定める安全在庫水準（全
穀物平均）である 17～18％を下回っています。
　今後、食料需要がこれまでの見通し以上に増大する
可能性がある中で、生産の拡大が着実に図られなけれ
ば、食料需給はひっ迫し、現在、上昇傾向にある農産
物価格はより高い水準へとシフトする可能性がありま
す。
　穀物の地域別貿易量（純輸出量及び純輸入量）の見
通しによると、2007年から2019年にかけて、アフリカ、
アジア及び中東の地域で純輸入量が増大する一方、欧
州やオセアニアでは、純輸出量が増大することが予測
されています（図序-2-11）。また、北米は、1995 年か
ら 2019 年にかけて純輸出量が減少するものの、依然
として世界の主な穀物の純輸出地域であり続けること
が予測されています。グローバル化により食料の生
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図序-2-10　1人当たり水資源量と人口（2008)
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産・輸出国の偏在化が進んでいるため、何らかの需給
変化が生じると国際価格への影響が大きく、不安心理
による輸出規制、投機資金の流入が生じやすく価格高
騰がより増幅されやすくなっていることが懸念されま
す。
　次に、日本の食料自給率についてみて見ると、過去
数十年にわたって減少傾向にあることが分かります。
カロリーベースで見た場合の食料自給率は、昭和 36
年度（1961 年度）の 78%から近年は約 40%前後へと
低下しており、日本の食の欧米化などが影響している
といわれています（図序-2-12）。一方、イギリスでは、
日本とは対照的に、食料自給率が上昇しています。イ
ギリスのカロリーベースでみた食料自給率は、近年低
下傾向にあるものの、昭和 36 年の 42%から平成 5 年
の 70%へと上昇しており、これは、イギリスの土地が
平坦で効率的な農業生産が可能なことや、EC 加盟に
よる農業補助の恩恵を受けて小麦等の生産が伸びたこ
となどが理由として挙げられています。
　平成 19 年（2007 年）から平成 20 年（2008 年）に

かけて起きた穀物価格の上昇は、途上国における穀物
需要の増大やバイオ燃料原料用の需要拡大、干ばつの
影響による穀物供給量の減少、また投機的な需要の増
大などが理由として挙げられるほか、世界の穀物価格
の上昇後に中国やロシアを含む主要な国々が穀物の輸
出禁止や制限を実施した事も理由としていわれていま
す。このように、需給のひっ迫が起きると、穀物の輸
出国がいわば食料の「囲い込み」を行い得るため、食
料の 6割を海外に依存するわが国としては、国内生産
の増大を図ることを基本として、これと輸入、備蓄と
を適切に組み合わせていく国内方針の下で、食料自給
率の向上に積極的に取り組む必要があります。なお、
わが国では一年間に約 1,900 万トンの食料が廃棄され
ており、これは平成 19 年に国連世界食糧計画が行っ
た食料援助量 330 万トンの約 6倍となっています。

イ　魚介類の需給動向

　1 人当たり需要量の増加に人口の増加が相まって、
世界の魚介類の需要量は、1970 年の 5,628 万トンから
2003 年の 1 億 2,600 万トンへと 2 倍に増加しており、
特に中国では、405 万トンから 4,756 万トンへと 11.7
倍に増大しています。また、世界の年間 1人当たり食
用魚介類の需要量は、1970 年の 11.1kg から 2003 年の
16.1kg へと 1.5 倍に増加しています。主要国・地域別
同期間における同需要量をみると、アメリカでは1.4倍、
EUでは 1.3 倍、中国では 5.7 倍に、それぞれ増加して
います。
　今後、人口増加と所得の向上に伴い、世界的に魚介
類の需要量は増加するものと見通されます。特に、中
国においては、牛肉などの肉類よりも、魚介類が贅沢
品として考えられていることから、所得の向上に伴い
魚介類の需要量は増加すると見込まれます。これに併
せて、交通道路網、加工技術・加工場、冷凍・冷蔵施
設が整備されるなど、流通インフラや加工・冷凍技術
の進展に伴い、市場が広がっていることも、こうした
需要の増加に影響を与えています。また、アジア地域
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出典：農林水産省「2019年における世界の食料需給見通しー世界

食料需給モデルによる予測結果ー」

図序-2-11　穀物の地域別貿易量（純輸出入量）の見通し
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資料：農林水産省「食料需給表（平成19年度版）」より環境省作成
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においても、所得の向上により、魚介類の需要が増加
すると見込まれます。
　魚介類の生産（供給）量は、1990 年代以降は、漁
獲量が 9,000 万トン程度で頭打ちとなる一方、主に養
殖量の増加に支えられて、需要量の増加に対応する形
で増加してきています（図序-2-13）。2007 年の生産量
1 億 5,600 万トンのうち、4 割を養殖業が占めています。
漁業生産量について OECD加盟国と非 OECD 加盟国
とを比べると、OECD 加盟国の漁業生産量が減少す
る一方、非 OECD 加盟国のそれは増加しており、特に、
非 OECD 加盟国加盟国の養殖業の生産量が近年著し
く増大していることが分かります（図序-2-13）。漁獲
生産量を国別でみると、中国が世界最大の魚介類生産
国となっており、2005 年の生産量は 6,063 万トンと世
界の生産量の 4 割を占めています。また、中国の生産

量の 7 割が養殖業によるものとなっており、干潟の開
発・転用などを伴う内水面養殖が増加しています。
　水産資源の利用について、FAOによれば、約半分
が満限利用、4 分の 1 が乱獲などによる過剰漁獲の状
況にあります（図序-2-14）。今後、漁業は漁獲量の停
滞が続くと見込まれることから、生産量の増加は、養
殖業に頼らざるを得ない状況になると考えられます。
　世界的に水産物需要が増加する中で、需給は引き締
まってきており、一部の魚介類 では価格の上昇傾向
がみられます。今後の魚介類の需給は、FAOによると、
水産資源に制約がある中で、人口増加と所得の向上に
伴い増加する需要量に対し、養殖業を主体に生産量も
増加するものの、潜在的には需要量が生産量を上回る
ものとみられています。このため、最終的には価格の
上昇やほかのたんぱく質食料への転換などを通じ、需
給均衡が図られるとみられており、需要量は 1999 年
～2001 年の平均の 1.3 億トンから 2015 年には 1.8 億ト
ンへと、1.4 倍に増加するとともに、価格は 2010 年ま
では年率 3.0％、それ以降 2015 年までは年率 3.2％の
ペースで上昇すると見通されています。
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図序-2-13　世界の漁業生産量の推移（1950～2007）
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図序 -2-14　水産資源の利用状況（2005年）
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（4）エネルギー：エネルギー需要の増加と加
速する再生可能エネルギーの導入

　エネルギーの消費は、二酸化炭素の排出等を通じて
環境への負荷に大きく関係しており、長期的には今後
も増加傾向にあると考えられています。国際エネルギ
ー機関（IEA）の見通しでは、金融・経済危機の結果、
2009 年の世界のエネルギー消費量の減少はほぼ確実
な状況にあるものの、現行のエネルギー政策のままで
は、ひとたび景気が回復に転じれば、すぐに長期的な
増加傾向に戻るとしています。
　世界のエネルギー消費量（一次エネルギー）は、
1971 年の 55 億 TOE（原油換算トン）から、2007 年
には 120 億 TOE と 40 年弱の間に 2 倍以上に増加し
ています（図序-2-15）。今後も新興国を中心に経済発
展が見込まれる中で、エネルギー消費量の増加傾向は
続くと考えられますが、エネルギー消費量をエネルギ
ー源別に見た場合、石油が約 1／3 を占めており、また、
IEA の見通しでは、各国政府が既存の政策や対策を
全く変えなかった場合、依然として化石燃料が世界の
一次エネルギー源の大部分を占め、2007～2030 年の
エネルギー消費増加分の 4分の 3 以上は化石燃料によ
るものと予測しています（図序-2-15）。さらに IEAの
同見通しでは、化石燃料の中でも、石炭の需要が発電
用需要の増大に牽引され今後大きく伸びていくと予想
されており、ほかのエネルギー源と比較して二酸化炭
素排出量が大きいこと（図序-2-16）を併せ考えると、
化石燃料の利用の高度化等の取組が世界規模で積極的
にされない場合、環境負荷が一層増大することが懸念

されます。
　世界全体のエネルギー消費量が今後も増加していく
ことが見込まれる中、化石燃料に比べ二酸化炭素の排
出が少ない再生可能エネルギーの重要性は増していま
す。世界の再生可能エネルギーの需要量は 2008 年の
15.2 億 TOE から 2030 年の 23.8 億 TOE へと増大する
ことが見込まれています（図序-2-15）。また、世界の国々
では、エネルギーの消費量や供給量に占める再生可能
エネルギーの割合について目標を掲げ、同エネルギー
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資料：IEA「World Energy Outlook 2009」エネルギーバランス表より環境省作成
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図序-2-16　主な燃料の二酸化炭素排出係数
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の積極的な導入に向けた動きが出てきています（表序
-2-1）。
　日本の一次エネルギー国内供給は、昭和 40 年（1965
年）から平成 19 年（2007 年）にかけて約 3.6 倍に増

加しています。一次エネルギー国内供給のエネルギー
源別構成割合をみると、近年、石油に対する依存の割
合が減少するとともに、天然ガスによるエネルギー供
給が高まってきていることが分かります（図序-2-17）。
また、再生可能エネルギーを主な内容とする水力及び
新エネルギー・地熱等（1,000kw 以下の自家発電は未
計上）の構成割合についてみると、1990 年以降大き
な変化は見られないことが分かります。 
　日本の将来のエネルギー供給のあり方については、
現在、エネルギー基本計画の見直しにおいて、地球温
暖化対策のあり方や新成長戦略の観点も踏まえながら
検討が進められています。

（5）土地：進む森林消失と砂漠化

　人口の増加とそれに伴う生産活動の増大により、土
地利用にも大きな変化が現れてきています。ミレニア
ム生態系評価では、生態系構造の最も大きな変化とし
て、地球の土地の約 4分の 1 が開墾されてきたことを
挙げるとともに、1700 年から 1850 年までの 150 年間
より、1950 年からの 30 年間に、より多くの土地が農
地に改変されたと指摘しています。平成 17 年現在、
全陸地の 12％が農用地として利用されており、平成
12 年に比べ、約 1.7％増加しています。
　このように、農用地面積が拡大する一方で、森林の
面積は大きく減少しています。UNEPによると、現
代のような気候となって以降、人間の影響が広がる以
前から現存していた森林は、主に人間の活動により、
およそ半分が消失したとされています（図序-2-18）。
現在残る森林は全陸地の約 30％を占めていることを
考えると、森林の開発という点のみでみても、人間の
影響によりこれまで全陸地の約 3割に相当する森林が
利用され消失したといえます。UNEP は、こうした
森林の消失は農業、畜産、木材や燃料としての森林の
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める再生可能エネルギーの割合

資料：欧州議会採択文書及びRenewables 2007 Global Status 
Reportより環境省作成

表序-2-1　各国における2020年の再生可能エネルギー
の導入目標一覧
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注１：総合エネルギー統計では、1990年度以降、数値について算出方法が変更されている
　２：総合エネルギー統計では、1,000kw以下の自家発電は計上されていない
資料：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」より環境省作成

■石油 ■石炭 ■天然ガス ■原子力 ■水力 ■新エネルギー・地熱等 総計（右軸）

図序 -2-17　日本の一次エネルギー総供給の推移
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伐採、そして人口密集地の拡大といった活動の結果に
よるものとしています。
　今後、開発途上国の経済発展による所得向上に伴っ
て、食生活における肉類や魚類への嗜好が高まること
になれば、穀物などの農作物の生産に比べてより多く
の土地や水資源等が必要となり、環境への負荷が高ま
ることが懸念されます。例えば、肉類の生産に必要な
土地及び水の消費量を穀物などの農作物の生産と比較
して見てみると、肉類の方がより多くの資源を消費す
ることが分かります。食料の生産に必要となる土地面
積量を、タンパク質 1kg 当たりで見た場合、穀物の
生産に必要な土地面積に比べて、鶏肉の生産に必要な
土地の面積は約 7 倍、豚肉では約 12 倍、牛肉で約 20
倍であるとされています（図序-2-19）。このように、
開発途上国の所得の向上と、それに伴う食生活の変化

により、今後、これまで以上に地球の土地資源等が利
用される可能性があります。
　また、砂漠化も、土地に関する環境問題として挙げ
られます。砂漠化の影響を受けやすい乾燥地域は、地
表面積の約 41%を占めており、そこで暮らす人々は
20 億人以上に及び、その少なくとも 90%は開発途上
国の人々です（図序-2-20）。砂漠化は、気候的な要因
としては地球的規模での気候変動、干ばつ、乾燥化な
どが、また、人為的要因としては過放牧、森林の過伐
採（薪炭材の過剰採取）、過耕作など乾燥地域の脆弱
な生態系の中で、その許容限度を超えて行われる人間
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図序 -2-19　食料ごとの土地及び水の消費量
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図序 -2-18　原森林の残存地域の世界分布
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活動が原因といわれています。
　砂漠化は食料の供給不安、水不足、貧困の原因にも
なっており、今後の世界人口の増加や都市化の進展、
市場経済の発展を通じて砂漠化が進行することで、社
会不安の一層の悪化が懸念されます。
　わが国の国土利用の動向をみると、「農用地」面積
が減少する一方で、「宅地」及び「道路」面積が増加
していることが分かります。平成 19 年（2007 年）の
地目別面積を昭和40年（1965年）のそれと比較すると、
「農用地」が 170 万 ha 減少し、昭和 40 年と比較して
約 26％の減少となっています（表序-2-2）。一方、昭
和 40 年に比べて増加した地目をみると、「宅地」は
102 万 ha、また「道路」は 52 万 ha、それぞれ増加し
ており、昭和 40 年からの増加割合をみるとそれぞれ、
120％及び 63％の増加となります。このように、昭和
40 年以降の日本においては、「農用地」面積の減少と

ともに「宅地」及び「道路」面積の増加が見られてき
ました。近年においてもそのような傾向は見られるも
のの、農林業的土地利用（農林地及び埋立地）から都
市的土地利用（住宅地、公共用地、工業用地等）への
転換面積は近年減少傾向にあり、過去見られたような
「農用地」から「宅地」及び「道路」へといった土地
利用形態の転換傾向が緩和されてきているといえま
す。

（6）生物多様性：進む生物多様性の喪失

　2008 年の生物多様性条約第 9回締約国会議（COP9）
の閣僚級会合で発表されたレポート「生態系と生物多
様性の経済学」（TEEB）の中間報告によると、2000
年には、世界の自然界に元々存在する生物多様性の約
73%しか残されておらず、こうした生物多様性の急激

（単位：万ha）

資料：国土交通省「国土のモニタリング」及び「土地白書」より環境省作成

農用地
森林
原野
水面・河川・水路
道路
宅地
その他

643
2516
64
111
82
85
270

599
2523
56
112
91
111
282

576
2529
43
128
89
124
286

561
2526
33
115
104
140
298

548
2530
31
130
107
150
282

534
2524
27
132
114
161
285

513
2514
24
132
121
170
302

491
2511
27
135
127
179
309

478
2510
28
134
132
185
312

473
2506
28
133
134
187
316

－170
－10
－36
22
52
102
46

1965 1972 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 1965～2007
増減面積

表序-2-2　日本の地目別面積の推移（全国）

豊富度の色分け 0－10 10－20 20－30 30－40 40－50

50－60 60－70 70－80 80－90 90－100

1970年の平均生物種豊富度 2000年の平均生物種豊富度

2010年の平均生物種豊富度

出典：「生態系と生物多様性の経済学」中間報告

2050年の平均生物種豊富度

図序 -2-21　世界の平均生物種豊富度（1970年・2000年・2010年・2050年）
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な減少は、文明が最初に発達した熱帯の草原や森林で
生じたとしています。また、2050 年までに、さらに
陸上の生物多様性の 11%が失われ、地域によっては
20％が失われるとする予測が紹介されています。さら
に、同中間報告では、こうした生物多様性の損失の背
景として、自然地域の農耕地への転換や、継続的なイ
ンフラ施設の拡大、気候変動の影響の増加が大きく関
係し、世界全体で、2000 年から 2050 年にかけて生じ
る自然地域の損失は、オーストラリア大陸の面積に匹
敵する 750 万㎢にのぼるものと予測しています。
　生物多様性の損失を平均生物種豊富度（MSA: 
Mean Species Abundance）という指標によって計測し、
1970、2000、2010、2050 年の変化を見ると、アフリカ、
インド、中国、ヨーロッパで、顕著な影響があらわれ
ると予測されています（図序-2-21）。
　人間活動による影響のため深刻な被害を受ける可能
性が指摘されている生態系の一つに、サンゴ礁があり
ます。2009 年に IUCNから発表された分析によると、
サンゴ礁の「レッドリスト指標」（近い将来においても、
追加的な対策をせずに生存すると見込まれる種の割合。
値が 1 の場合、すべての種が「Least Concern（軽度
懸念）」に分類されることを表し、0 の場合、すべて
の種が「Extinct（絶滅）」に分類されることを表す）
は 1996 年以降急激に悪化しており、この主な原因は
1998 年に起きたサンゴの白化現象によるものとして
います（図序-2-22）。また、こうしたサンゴの白化現
象は、頻度が増加するとともに長期化してきており、
これは、世界的な気候変動の兆候である海水温の上昇
と関係があるともしています。
　同様に、2009 年に発表された TEEBの政策立案者
向け要約版によると、海岸の開発や過剰な漁業活動な
どの人間活動の結果として、現在、20％以上のサンゴ
礁がすでに危機的な状況にあるか、差し迫った損失の

危機にあるとされています。また、今後 10 年間で、
地球温暖化や海洋の酸性化により、サンゴ礁の半減な
いし全滅の可能性についても指摘しつつ、長期的にサ
ンゴ礁が保全できるかどうかは、サンゴ礁が存在する
地域の環境負荷の低減と二酸化炭素の大幅な削減次第
であろうとしています。同 TEEB の要約版では、こ
うしたサンゴの危機的状況に対応するため、公的部門
による強力な政策が必要であり、社会的な公平性、生
態系への効果及び経済的効率性を考慮して対策が採ら
れるべきとしています。
　日本の生物多様性の状況については、次の第 1章で
触れます。

（7）資源循環と廃棄物：不安定な市場と増大
する廃棄物

　平成 16 年（2004 年）時点の年間資源使用総量（ほぼ、
採掘される岩石量に相当）は、全世界で約 220 億ﾄﾝで
あり、平成 2年（1990 年）からの年間増加量 5.6 億ﾄﾝ
は、かつて資源枯渇の危機が叫ばれた 1960～70 年代
の年間増加量 3.8 億ﾄﾝを上回る勢いです（図序-2-23）。
一方で、主要資源の可採年数は、銅 32 年、鉄 73 年、
アルミニウム 771 年と金属種によってばらつきがある
ものの、可採年数が限られているものがあります。ま
た、リチウムイオン電池や液晶パネルの透明電極など
に用いられ、今後需要の伸びが予想されるレアメタル
については、可採年数は、リチウム 47 年、インジウ
ム 51 年、プラチナ 392 年など、資源量が限られたも
のもあります。さらに、これらのレアメタル資源は特
定の地域に偏在しており（表序-2-3）、資源の安定した
確保のため、資源の有効活用をさらに進める必要性が
あります。（独）物質材料・研究機構の予測によると、
世界中が日本と同じレベルの省資源型社会に転換した

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
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0.80
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0.90

（年）
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悪
い

種
の
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存
の
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ド
リ
ス
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標

出典：IUCN 「Wildlife in a Changing World」

図序-2-22　レッドリスト指標の推移（哺乳類・鳥類・両生類・サンゴ礁）
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としても 2050 年には埋蔵量を超える資源需要が見込
まれています（図序-2-24）。
　循環型社会を推し進めることは、資源の安定的な確
保にもつながります。過去 10 年間の資源価格の推移
を見てみると、資源価格の変動幅の大きさが目立ちま
す（図序-2-25）。こうした価格の変動は、輸入価格の
高騰や、それに伴う物価の上昇といった形で、経済に
大きな影響を与えます。資源の価格変動によるリスク
を減らし、資源輸入国である日本の経済的安定性を確

保するためにも、循環型社会を推進し、資源の安定的
な供給体制の確保を図っていくことが求められます。
　世界の廃棄物総排出量に関する将来予測によれば、
2050 年の廃棄物総排出量は約 270 億トンとなる見込
みであり、2000 年の約 127 億トンに比べ約 2.1 倍にな
るものと見込まれています。同時期の世界人口の増加
（約 1.5 倍）よりも、廃棄物の方が大きな割合で増加
するとの見込みです（図序-2-26）。1 人当たり年間廃
棄物排出量をみると、2000 年において 1 人当たり年

その他

銀

鉛

チタン

モリブデン

リチウム

ケイ素

レニウム

クロム

白金

ホウ素

ストロンチウム

マンガン

亜鉛

ジルコニウム

ニッケル

スズ

アルミニウム

金

銅

鉄

25,000
（百万トン）

20,000

15,000

10,000

5,000

0

380million ton/y

560million ton/y

1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004
（年）

各資源の消費量に関与物質総量係数
を掛けて足しあわせた資源使用総量
（ほぼ、採掘される岩石量に匹敵）は、
1960-70年代（年間3.8億トン増）
より急速に増大（1990年代で年間
5,6億トン増）している。

出典：独立行政法人物質・材料研究機構プレスリリース「持続可能な資源利用には資源使用総量の1/8化が必要」

図序-2-23　資源利用総量の推移

資源（鉱石）の上位産出国（2009年） 上位三か国の
合計シェア資源名

レアアース
バナジウム
白金
タングステン
モリブデン
リチウム注1

インジウム注2

鉛
コバルト
マンガン
亜鉛
銅
ニッケル

1位 2位
中国
中国
南アフリカ
中国
中国
チリ
中国
中国
コンゴ
中国
中国
チリ
ロシア

97％
37％
79％
81％
39％
41％
50％
43％
40％
25％
25％
34％
19％

インド
南アフリカ
ロシア
ロシア
米国
豪州
韓国
豪州
豪州
豪州
ペルー
ペルー
インドネシア

2％
35％
11％
4％
25％
24％
14％
13％
10％
17％
13％
8％
13％

3位
ブラジル
ロシア
ジンバブエ
カナダ
チリ
中国
日本
米国
中国・ロシア
南アフリカ
豪州
米国
カナダ

1％
26％
3％
3％
16％
13％
10％
10％
10％
14％
12％
8％
13％

99％
98％
93％
89％
80％
78％
74％
67％
60％
55％
50％
49％
44％

注1：但し、米国の生産量（不詳）を除いたシェア
2：地金ベース（Refinery production）によるシェア

資料：米国地質調査所「Mineral Commodity Summaries 2010」より環境省作成

表序-2-3　非鉄金属資源の偏在性
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間約 2.1 トンであった廃棄物排出量が、2050 年に約
2.9 トンと、約 1.4 倍に拡大することが予測されてい

ます。1 人当たりの廃棄物量が引き続き増加していく
ことは、有限な資源の非効率な利用や廃棄物の埋立て

銀
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鉄
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累
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緑のラインがGDPとの関係より
算定されたもの。棒グラフは金属
ごとの積み上げ、赤の線は現有埋
蔵量に相当する関与物質総量の
値であり、2050年にはそれを突
破することが予想される。

出典：独立行政法人物質・材料研究機構プレスリリース「持続可能な資源利用には資源使用総量の1/8化が必要」

図序 -2-24　累積関与物質総量

石炭（＄/t）【左軸】

鉄鉱石（セント/乾燥重量t）【左軸】
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銅（＄/t）【右軸】
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資料：IMF ‶Primary Commodity Prices” より環境省作成

図序-2-25　資源価格の推移
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処分等による環境への負荷を高めることにもつながる
ため、廃棄物をできる限り少なくし、より効率的な資
源利用を目指した循環型社会の構築に向けた取組が、
国際的規模で進められる必要があります。

（8）経済活動の動向： 現在の経済システムの
不安定性・経済の中心のアジアへのシフ
ト

　世界経済は、2007 年アメリカで発生したサブプラ
イムローン問題や、それに続く 2008 年のアメリカの
大手証券会社の倒産等の影響を受け、2009 年にはマ
イナス成長を記録すると見込まれています。こうした
金融危機の根本的な原因は、市場参加者がリスクを適
正に評価せず、適切なデュー・ディリジェンスの実施
を怠っていたことなどに加え、不適切なリスク管理慣
行や、複雑で不透明な金融商品、過度のレバレッジが
組み合わさって、金融システムの脆弱性をつくりだし
たことにあると指摘されています。この金融危機に端
を発する世界的な経済危機に対しては、各国でこれを
積極的な環境関連投資等によって乗り切ろうとする、
いわゆるグリーン・ニューディールへと向かう動きが
見られたところです。
　2010 年以降は、世界経済は再びプラス成長を続け
ると見込まれています。世界銀行の見通しによると、
実質 GDP で見た世界経済は、第 2 次世界大戦後最悪
といわれる景気後退を受け、2009 年にはマイナス成
長となる見込みですが、2010 年以降、再びプラス成
長に入ると予測されています（図序-2-27）。さらに世
界を高所得国と中・低所得国の二つに分けて経済成長
率の動きを見てみると、2000 年以降、中・低所得国

の経済成長率が高所得国のそれを上回っていることが
分かります。また、その傾向は少なくとも 2011 年ま
で続くものと見込まれています。
　中・低所得国が大きく経済成長を遂げる中、地域・
グループの GDP が世界経済全体に占める割合は大き
く変化してきています。中国を含むアジア途上国のグ
ループが世界経済に占める割合を大きく伸ばしてきて
おり、今後も同様の傾向にあると見込まれている一方、
主要先進国（G7）、先進国全体、そして EUといった
グループは急速にシェアを落としてきています（図序
-2-28）。このことは、まさに、経済の趨勢がアジアへ
シフトしつつあることを表しています。これまでの経
済発展が環境に負荷をかけつつ行われてきたことを考
えると、これらの地域での環境対策の必要性は今後よ
り一層高まるものと言えます。
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資料：世界銀行「World Development Indicators」 及び
　　　「Prospects for Developing Economies」より環境省作成

（推定値）

図序-2-27　GDP成長率の所得区分別の比較
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2000年～2050年にかけて、
世界の廃棄物排出量の伸び率
（約2.1倍）は、世界人口の
伸び率（約1.5倍）を上回る。

出典：吉沢佐江子、田中勝、Ashok V.Shekdar「世界の廃棄物発生量の推定と将来予測に関する研究」

2050年：
約270億㌧

2000年：
約127億㌧

図序-2-26　世界の廃棄物排出量の将来予測（2000年-2050年）
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（9）貧困・格差の動向：国の発展段階で異な
る経済成長の重要性

　世界の貧困の状況について、国連のレポートによる
と、一日当たり 1.25 ドル（2005 年物価水準）未満で
生活をしている極度の貧困状態にある開発途上地域の

人口数は平成 2 年（1990 年）の 18 億人から平成 17
年（2005 年）で 14 億人となっています。この結果、
極度の貧困状態にある人は、平成 2年には開発途上国
の人口の約半数であったのが、平成 17 年には 4 分の
1 強となっています（図序-2-29）。
　貧困率の推移や貧困状態にある人口を地域的にみる
と、平成 2 年から平成 17 年にかけて貧困率の劇的な
減少が東アジアで起きましたが、これは、中国の急速
な経済成長に大きく依るもので、これにより 4 億
7500 万人が極度の貧困状態から脱け出したとされて
います。一方で、サハラ以南のアフリカでは、平成 2
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より環境省作成

図序-2-28　世界の地域・グループが世界全体に占める
GDPシェアの推移
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図序-2-29　一日1.25ドル未満で生活する人々の割合
（％、1990年・1999年・2005年）
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表序-2-4　2000年代半ばにおける所得の不平等さの
比較
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資料：OECD「OECD Factbook 2009」より環境省作成

図序-2-30　OECD加盟国の1980年代半ばから2000
年代半ばにかけてのジニ係数の変化
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年から平成 17 年にかけて極度の貧困状態にある人口
が 1億人増えており、貧困率は引き続き 50%以上とな
っています。
　国連では 2015 年においても、依然として 10 億人も
の人が極度の貧困状態にあるものと予測しています。
　先進国においては、相対的な貧困、つまり所得の格
差が問題となります。所得の不平等の度合いを表す指
標の一つとして、ジニ係数（0 から 1 の間の数値で示
され、1 に近いほど格差が大きい）があります。1980
年代半ばから 2000 年代半ばにかけての OECD加盟国
のジニ係数の変化を見ると、24 か国中 19 か国につい
てジニ係数の値が上昇しており、多くの国で不平等の
度合いが高まっています（表序-2-4、図序-2-30）。
　日本のジニ係数については、当初所得については
年々上昇していますが、再分配所得についてみると、
平成 11 年の調査以降ほぼ横ばいで推移してきていま
す（図序-2-31）。厚生労働省が行った平成 17 年所得再
分配調査結果によると、平成 17 年のジニ係数は当初
所得で約 0.53、再分配所得で約 0.39 となっています。
また、税・社会保障の再分配によるジニ係数の改善度
は、近年、調査ごとに大きくなってきており、平成
17 年の調査では 26.4％と過去最高を記録しています。
　所得で見た場合の格差が広がりつつある中、必ずし
も所得といった経済的な指標だけでは「生活の質」を
測れないとする考えもあります。EU が 2008 年に発
表した調査結果によると、「生活の質」に影響を与え
る要素について、EUの人々の 84%が経済的な要素が
大きな影響を与えるとする一方で、環境の状況が「生

活の質」に影響を与えるとする人も80%に上ります（図
序-2-32）。また、同調査結果では、3 分 2 以上の EU
の人々が、社会の発展度合いの測定において、経済的
な側面だけでなく、社会的、環境的指標も等しく扱わ
れるべきだとする調査結果を報告しています。欧州委
員会によると、2007 年に民間の調査会社が 5 大陸 10
か国に対して行った同様の調査においては、さらに高
い 75%の支持が得られたとしています。

0.0000

0.0500

0.1000

0.1500

0.2000

0.2500

0.3000

0.3500

0.4000

0.4500

0.5000

0.5500

0.6000

税による
改善度

0.4394
17.0％ 18.3％

19.2％ 23.5％ 26.4％

0.3645

12.7

5.0

0.3606

0.4412

15.2

3.8

0.4720

0.3814

16.8

2.9 3.4

20.8

0.3812 0.3873

24.0

3.2

0.0

10.0

20.0

30.0
（％）

0.4983
0.5263

平成5年 平成8年 平成11年 平成14年 平成17年

改
善
度

注：平成11年以前の現物給付は医療のみであり、平成14年以降については医療、介護、保育である
出典：厚生労働省資料

社会保障
による改
善度

再分配に
よる改善

再分配所
得の格差

当初所得
の格差

所
得
格
差
（
ジ
ニ
係
数
）

高

低

図序 -2-31　日本における所得再分配によるジニ係数の変化
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出典：欧州委員会「Special Eurobarometer 295」

問：以下の要素は、どの程度あなたの「生活の質」に影響を
与えますか？

注：この質問では、回答の選択肢として「Very much（非常に影響
を与える）」、「Quite a lot（かなり影響を与える）」、「Not 
much（そこまで影響を与えない）」、「Not at all（全く影響を
与えない）」及び「DK（わからない）」があり、上の図で表さ
れた数字は「Very much」及び「Quite a lot」の割合の和を
表している

図序-2-32　EUが2008年に発表した調査結果（抜
粋）

　人口の推移から貧困・格差の状況まで、環境問題に
関わりの深い幾つかの経済社会事象を世界的な視野で
見てきました。
　さまざまなデータを通して浮かび上がったのは、人

口増加や経済活動の増大に伴って資源消費や環境への
負荷も増大していること、また国際的な経済社会の趨
勢や資源の有限性を考慮すると、これまでのような大
量生産、大量消費、大量廃棄型の経済社会活動を継続

まとめ
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もし地球の外から人類を1日観察すると…コラム

　地球に人類が誕生したのは、ついこのあいだと
言えます。この数百年であっという間に 68 億人ま
で人口を増やしました。1日に約 37 万人が生まれ、
約 16 万人が亡くなり、差引き毎日約 22 万人が増
えています。
　
　人類は淡水を 1日 150km3 ほど使いますが、その
大部分で、1日に約 800 万トンの食料を生産してい
ます。一方でその少なからぬ部分を捨てている事
実もあります。
　
　粗鋼を毎日 約 370 万トン生産しています。自動
車を 1日 20 万台製造する一方で、古くなった約 12
万台を廃棄しています。それほど使用しない場合
でも自動車は個々に所有しており、所有価値から
利用価値への転換は緒についたばかりのようです。
また毎日 約 108 万トンの紙を生産しています。
　
　エネルギーの動力利用を覚えたのは、わずか 200
年前です。100 年前には、1日 100 万バレルの原油
しか使っていませんでしたが、今ではその 80 倍の
8000 万バレルを使っています。これらの化石燃料
などによって電力を 1日に 65TWh生みだし、二酸
化炭素は 1日に約 8,000 万 t-CO2 排出しています。
　
　岩石を 1日 6,000 万トンほど採掘し、鉱物資源を
消費しています。また、1日約 3,500 万トンの廃棄
物は、この 50 年で倍増する予測もあります。
　
　熱帯林等を切開き、焼払いにより農地を広げ、
ほかの生きものの生息域を奪うことで、個体数を

増やし、寿命を伸ばしてきた面があります。その
過程で、地球の森林は半分になり、不毛な土地が
増え、1日に 100 もの種が絶滅しています。
　
　1cmの土壌をつくるのに自然は 100 年～1,000 年
かけること、豊かな森林は数千年かけて形成され
ること、また、枯渇性鉱物資源や豊かな生態系の
形成には、天文学的な時間が必要なことを認識す
る必要があります。この億年の実りを 1日で費消
してしまうようではいけません。
　
　これまでさまざまな叡智を結集して数々の危機
を乗り切ってきた人類ですが、この危機は、うま
く乗り切れるのでしょうか。

写真出典：NASA Earth Observatory

することは極めてむずかしい、ということでした。人
口増加に伴う食料需要の増加は、土地資源や水資源の
需要増大につながり、経済活動の進展に伴ってエネル
ギーのニーズが高まるとともに、各種資源の消費が増
加します。また、途上国で顕著に見られる人口増加は
都市への人口集中を加速させ、さまざまな環境問題を
惹起、深刻化させるとともに開発に伴って生物多様性
が損なわれていくこととなります。このように、これ
まで人類が遂げてきた進歩の過程を見ると、必ずしも
環境の保全が図られてこなかったと言えます。
　その一方で、生活の質は必ずしも経済的な側面だけ
では測れないという意識が高まり、多くの人々が、こ
うした資源の有限性を無視した際限ない発展を指向す
るあり方に疑問を感じています。近年、世界の多くの

国や地方、その他さまざまな主体が地球温暖化対策や
生物多様性の保全などの取組を積極的に行うようにな
っています。また、多くの国々や国際機関においては、
「グリーン成長」と呼ばれる環境を軸とした経済発展
のあり方が模索されています。これまでの発展のあり
方を見直し、環境の重要性を認識した上で人類のさら
なる発展を希求する、人類の発展史上重要なパラダイ
ムシフトが、今、起きているのです。
　以降では、第 1章でわが国の環境の現状を見ていき
ます。また、第 2章から第 5章にかけて、地球温暖化、
生物多様性、水問題そして環境と経済というそれぞれ
切り口から、人類がいかに環境を保全しながら発展し
ていこうとしているのか、また、それが可能なのかを
検証していきます。
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第1章
地球とわが国の環境の現状

　私たちの日々の暮らしや、それを支える経済活動は、
地球環境という基盤があってはじめて成り立ちます。
豊かな地球環境が損なわれてしまえば、暮らしや経済
活動を将来にわたって持続することはできません。安
定した気候、清らかな水や大気、多様な生態系や自然
環境は、人類が健康で文化的な生活を営むために欠か

せないものです。地球環境の恩恵を将来にわたって受
けられるようにするためには、現在の地球の状況を十
分理解する必要があります。本章では、具体的なデー
タを交えて、私たちを取り巻く地球環境の状況をまと
めました。

　現在進行している地球温暖化の状況は、世界の年平
均地上気温の平年差から見ることができます。2009
年の世界の平均気温は、平年（1971 年～2000 年）よ
り 0.31℃高く、統計開始（1891 年）以降 3 番目に高
い値でした（図 1-1-1）。国内は平年より 0.58℃高く、
統計開始（1898 年）以降 7 番目に高い値となりまし
た（図 1-1-2）。世界の平均気温は 100 年当たり 0.68℃
のペースで上昇しており、1990 年代後半から高温に
なる年が相次いでいます。世界の年平均気温について、
統計開始以降の各年の気温を順位付けすると、21 世
紀に入ってからの各年は2008年を除いてすべての年が、
最も気温の高かった 10 位までに入っています（表

1-1-1）。
　地球温暖化の原因となる温室効果ガスの大部分は二
酸化炭素です。二酸化炭素の大気中の濃度及び人為的
排出量は、一貫して増加傾向にあり（図 1-1-3）、気温
上昇の一因として寄与していると考えられます。日本
の平均気温の上昇は 100 年間で約 1.1℃です。東京で
は同じ期間に約 3℃、札幌、名古屋、大阪、福岡とい
った大都市では約 2℃以上上昇していることが分かり
ますが、これらの都市部の気温上昇は、地球温暖化に
よる気温上昇だけではなく、ヒートアイランド現象の
影響も加わって顕著になっていると考えられます（図
1-1-4）。

＋1.0

＋0.5

0.0

－0.5

－1.0

平
年
差

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010（年）
注：観測機器によって得られた資料にもとづく、1891年以後の世界全体の年平均気温の推移を示す。棒グラフは各年の平均気温の平年差（平年値との差）
を示している。青線は平年差の5年移動平均を示し、赤線（直線）は平年差の長期的傾向を直線として表示したものである。平年値は1971～2000
年の30年平均値。

出典：気象庁、2009

（℃）
図1-1-1　世界の年平均気温平年差

1　地球温暖化の状況
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　地球温暖化による影響の可能性がある事象として、
氷床の融解が挙げられますが、例えば北極の海氷面積
は年々減少傾向にあり、衛星観測によると、平成 19
年 9 月には観測史上最小となりました。平成 19 年に
公表された IPCC第 4 次評価報告書では、1978 年か
らの衛星観測によると、北極の年平均海氷面積が 10
年当たり 2.7［2.1～3.3］％縮小し、特に夏季の縮小は、
10 年当たり 7.4［5.0～9.8］％と大きくなる傾向にあり
ます（［　］の中の数値は最良の評価を挟んだ 90%の
信頼区間）。また、北極の晩夏の海氷が 21 世紀後半ま
でにほぼ消滅する予測もあることを指摘しています。

さらに、同報告書では、世界平均気温が 20 世紀末と
比べて 1～4℃上昇した状態が継続されれば、グリー
ンランドや西南極の氷床の融解が数百年から数千年に
かけて進み、4～6m もしくはそれ以上の海面上昇を
もたらすことになるとしています。なお、国連環境計
画（UNEP）の取りまとめによると、IPCC 第 4 次評
価報告書における予測よりも、北極海の氷の消失時期、
海面上昇幅などで変動が加速しているという指摘もあ
ります。
　日本では、近年の雪の降り方に変化が起きていると
ころもあります。図 1-1-5 を見ると、年最深積雪はす

順位 年 平年差（℃）
1 1998 ＋0.37
2 2005 ＋0.32
3 2009 ＋0.31
〃 2006 ＋0.31
〃 2003 ＋0.31
〃 2002 ＋0.31
7 2007 ＋0.28
8 2004 ＋0.27
〃 2001 ＋0.27
10 1997 ＋0.24
11 2008 ＋0.20
12 1990 ＋0.19
13 1995 ＋0.16

出典：気象庁ホームページ

表1-1-1　世界の年平均気温の順位
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注：国内17地点での年平均気温の推移を示す。棒グラフは各年の平均気温の平年差（平年値との差）を示している。青線は平年差の5年移動平均を示し、
　　赤線（直線）は平年差の長期的傾向を直線として表示したものである。平年値は1971～2000年の30年平均値。
出典：気象庁、2009
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図1-1-2　日本の年平均気温平年差
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注1：基準観測点：ハワイ・マウナロア島（北緯19度32分、西経155
度35分）

　2：年平均濃度は、米国海洋大気庁地球システム研究所（NOAA/ 
ESRL）のホームページより
（http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/）

　3：ppm：乾燥空気に対する100万分の1（体積比）
出典：NOAA/ESRL、米国オークリッジ国立研究所

図1-1-3　大気中二酸化炭素濃度と人為的排出量
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べての地域において、1980 年代はじめの極大期から
1990 年代はじめにかけて大きく減少しています。そ
れ以降やや増加傾向がみられるものの、1980 年以前
に比べると少ない状態が続いていることが分かります。
1962 年～2004 年の 10 年当たりの長期変化傾向は、北
日本日本海側、東日本日本海側、西日本日本海側にお
いてそれぞれ、－ 4.7％、－ 12.9％、－ 18.3％となっ
ており、東日本日本海側、西日本日本海側で有意な減
少傾向が認められます。この主な要因として、北日本
から西日本にかけて冬平均気温が 1980 年代後半に顕
著に上昇したことが挙げられます。
　また、降雪量の変化の要因は地球温暖化に伴う気温
上昇や長期的、短期的な気候の変化など、複数の要因
があると考えられますが、気象庁の地球温暖化予測情
報第 7 巻によれば、21 世紀末までの 100 年間で気温
が約 2.8℃上昇する場合、北海道を除く地域で降雪量
が減少すると予測されています（図1-1-6）。その原因は、
東北以南では気温上昇に伴って雪ではなく雨として降
る場合が増える一方、北海道では気温が上昇しても雪
が降る程度に十分寒冷であり、気温上昇による大気中

の水蒸気量の増加によって、降雪量が増加するためと
しています。

平
年
比

300
（％）
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250
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50

0
（年）

注：各地域とも、細線は年々の値、太線は11年移動平年値
出典：異常気象レポート2005（気象庁、2005）

北日本日本海側
東日本日本海側
西日本日本海側

図1-1-5　日本の年最深積雪平年比の経年変化

　地球環境問題としては、地球温暖化に加え、オゾン 層の破壊、酸性雨・黄砂、海洋汚染、森林減少、砂漠
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注：各年のオゾンホールの面積の年間最大値を示す。横線は南極大
陸の面積（約1,400万km2）である。

　　米国航空宇宙局（NASA）提供の衛星データをもとに気象庁で
作成。

出典：気象庁「オゾン層観測報告：2008」

（万km2） （倍）
図1-2-1　南極オゾンホールの年最大面積の推移
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出典：環境省「平成20年度フロン等オゾン層影響微量ガス監視調査」
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図1-2-2　北海道における特定物質の大気中平均濃度
の経年変化

図1-1-6　100年後の寒候期（12～3月）における
総降雨量の将来変化予測

注： 降水量に換算した値（mm）で示す。大気海洋結合地域気候モ
デルによるA1Bシナリオの予測結果。

出典： 文部科学省、気象庁、環境省「日本の気候変動とその影響」
（2009年 10月）

2　地球環境、大気環境、水環境及び土壌環境の状況
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注：日本の平均気温は国内17地点の平均。いずれも年平均値で、
　　1901～1930年の30年平均値からの差を示す。
出典：気象庁ホームページ
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図1-1-4　日本の大都市の気温、日本の平均気温、
日本周辺海域の海面水温の推移
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化、南極の環境問題等が挙げられます。オゾン層の破
壊の状況の指標として、南極上空のオゾンホール面積
の推移を見ると、現在のところ縮小の兆しは見られま
せん（図 1-2-1）。なお、これまでの規制の成果により
成層圏におけるオゾン層破壊物質の総量は減少傾向に
あります。オゾン層破壊物質等の国内における観測結
果をみると、CFC等は減少又は横ばい傾向でしたが、
一方で、HCFC、HFCの濃度が急速に増加している

ことが分かりました（図 1-2-2、3）。
　オゾン層の破壊によって懸念されるのは、有害紫外
線の増加ですが、現在のところ国内では、人の皮膚に
紅斑（赤い日焼け）を引き起こす紫外線量を表す紅斑
紫外線量の顕著な増加は報告されていません（図
1-2-4）。黄砂については、北東アジア地域で頻度と被
害が大きくなる傾向にあります。近年わが国でも観測
される日数が多くなっていますが、年々変動が大きく、
長期的な傾向は明瞭ではありません（図 1-2-5）。
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出典：環境省　平成20年度フロン等オゾン層影響微量ガス監視調査
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図1-2-3　北海道におけるHCFC-141b、HCFC-142b
及びHFC-134aの大気中平均濃度の経年変化
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平均したものに1年の日数をかけたもの。

出典：気象庁「オゾン層観測報告：2008」

（kJ／m2）

図1-2-4　紅斑紫外線量年積算値の推移
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図1-2-5　年別黄砂観測日数
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資料：環境省「平成20年度大気汚染状況報告書」

図1-2-6　光化学オキシダント濃度レベル毎の測定局数
の推移（一般局と自排局の合計）
（平成16年度～平成20年度）

資料：環境省「平成21年光化学大気汚染関係資料」　
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図1-2-7　 注意報等発令延べ日数、被害届出人数の推移
（平成12年～21年）
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　国内の大気汚染の状況について見ると、平成 20 年
度末現在、1,549 局の一般環境大気測定局（以下「一
般局」という。）及び 438 局の自動車排出ガス測定局（以
下「自排局」という。）の全国 1,987 局において常時
監視が行われています。平成20年度の大気汚染状況は、
環境基準が定められている物質のうち、光化学オキシ
ダントの環境基準達成率が極めて低く、一般局で
0.1%、自排局で 0％となっており、一層の対策が求め
られています（図 1-2-6）。環境基準を超えた場合に発
令される光化学オキシダント注意報等の延べ発令日数
は、全国で平成 21 年度に 123 日で、20 年度（144 日）
と比べて減少しました（図 1-2-7）。
　二酸化窒素は、一般局では近年ほとんどすべてのか
所で環境基準を達成しており、達成率は平成 18 年度
から 3 年連続で 100％となりました。また、自排局で

一般環境大気測定局
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資料：環境省「平成20年度大気汚染状況報告書」

達成率 達成率

図1-2-8　二酸化窒素の環境基準達成状況の推移（平成16年度～20年度）
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　２：達成率（％）=（　　　　　　  　  ）×100
出典：環境省「平成20年度公共用水域水質測定結果」
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図1-2-10　環境基準達成率の推移（BOD又はCOD）
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資料：環境省「平成20年度大気汚染状況報告書」

図1-2-9　浮遊粒子状物質の環境基準達成状況の推移（平成16年度～20年度）
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は 95.5％となっています（図 1-2-8）。浮遊粒子状物質
の環境基準達成率は、一般局で 99.6％、自排局で
99.3%となり、平成 19 年度と比較すると一般局、自排
局とも改善しました（図 1-2-9）。
　水環境では、水質汚濁に係る環境基準のうち、人の
健康の保護に関する環境基準（健康項目）は、ほとん
どの地点で基準を満たしていますが、生活環境の保全
に関する項目（生活環境項目）は、湖沼の化学的酸素
要求量（COD）の環境基準達成率が 53.0%となり、有
機物が多すぎる状況にあるなど、依然として達成率が
低い水域が存在します（図 1-2-10）また、地下水の水
質については、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の環境基
準超過率が高い状況が続いています（図 1-2-11）。
　土壌環境は、近年、土壌汚染事例の判明件数が増加
しており、土壌の汚染に係る環境基準又は土壌汚染対
策法（平成 14 年法律第 53 号）の指定基準を超える汚
染の判明事例を年度別に調べた結果では、平成 20 年
度には 697 件となっています（図 1-2-12）。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
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注１：概況調査における測定井戸は、年ごとに異なる
（同一の井戸で毎年測定を行っているわけではない）

　２：地下水の水質汚濁に係る環境基準は、平成9年に設定された
ものであり、それ以前の基準は評価基準とされていた。また、
平成5年に、砒素の評価基準は「0.05mg/ℓ以下」から
「0.01mg/ℓ以下」に、鉛の評価基準は「0.1mg/ℓ以下」か
ら「0.001mg/ℓ以下」に改定された。

　３：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素は、平成11
年に環境基準に追加された

　４：このグラフは環境基準超過率が比較的高かった項目のみ対象
としている

出典：環境省「平成20年度地下水質測定結果」

図1-2-11　地下水の水質汚濁に係る環境基準の超過率
（概況調査）の推移

出典：環境省「平成20年度　土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染状況調査・対策事例等に関する調査結果」
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図1-2-12　年度別の土壌汚染判明事例件数

　これまでの大量生産、大量消費型の経済社会活動は、
結果として大量廃棄に結びついていると考えられ、環
境保全と適切な物質循環を構築することが強く求めら
れています。

　廃棄物に関する重要な指標である最終処分場の残余
年数は、新規の最終処分場の確保が難しくなっている
ことに伴い、一般廃棄物が18.0年（平成20年度末時点）、
産業廃棄物が 7.5 年（平成 18 年度末時点）と厳しい

3　廃棄物の発生等に関する状況
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中間処理後最終処分量 直接最終処分量 １人１日当たりの最終処分量
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図1-3-3　最終処分量と１人１日当たり最終処分量の推移

資料：環境省
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図1-3-1　最終処分場の残余容量及び残余年数の推移
（一般廃棄物）

図1-3-2　最終処分場の残余容量及び残余年数の推移
（産業廃棄物）
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図1-3-4　 ペットボトルの国別集計結果
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状況が続いています（図 1-3-1、2）。
　一方で、一般廃棄物の最終処分量（直接最終処分量
と中間処理後に最終処分された量との合計）は 553 万
トン、1人1日当たりの最終処分量は119g（図1-3-3）（い
ずれも平成 20 年度末現在）であり、減少傾向が継続
しています。
　近年、国内の沿岸地域で問題となっている漂流・漂
着ゴミの実態について、平成 19 年度、20 年度に全国
7 県の 11 海岸にモデル地域を設けて実態調査を行っ
たところ、モデル海岸で回収されたペットボトルは、

対馬（長崎県）、石垣島、西表島（以上、沖縄県）な
どの離島では外国のものがほとんどを占め、それ以外
の地域ではわが国のものが半数以上を占めるという状
況でした（図 1-3-4）。ゴミの種類としては、日本海側
はプラスチック類が 3～4 割、山形県、三重県、熊本
県は流木・潅木が 7～9 割、沖縄県は、多くの種類の
ゴミが混ざるなど、地域によって漂着物の種類に違い
がありました。また、1 年を通して行った漂流・漂着
ゴミの回収・処理調査から年間の漂着量を推定したと
ころ、図 1-3-5 のとおりでした。

　私たちの身の回りには、さまざまな化学物質や化学
物質を利用した製品があり、私たちの暮らしを便利に

しています。しかし、化学物質の中には人の健康や生
態系に有害な影響を及ぼすものもあり、そのような悪

ベンゼン 451［459］ 1［3］地点 1.4［1.5］μg/m3

0.65［0.76］μg/m3 200μg/m3以下

3μg/m3以下

200μg/m3以下

150μg/m3以下

0.23［0.25］μg/m3

2.3［2.3］μg/m3

0［0］地点

0［0］地点

0［0］地点

399［399］

399［395］

397［402］

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ジクロロメタン

物質名 測定地点数 環境基準
超過地点数

全地点平均値
（年平均値）

環境基準
（年平均値）

注１：年平均値は、月１回、年12回以上の測定値の平均値である
　２：[　]内は平成19年度実績である
出典：環境省「平成20年度 大気汚染状況について（有害大気汚染物質モニタリング調査結果）」

表1-4-1　平成20年度有害大気汚染物質の環境基準達成状況等

図1-3-5　 1年間に漂着するゴミの量（推定）

①山形県酒田市（飛島西海岸）
　年間漂着重量（推定）13トン
　（海岸線の長さ 1.7km）

②山形県酒田市（赤川河口部）
　年間漂着重量（推定）207トン
　（海岸線の長さ 4.5km）

⑤三重県鳥羽市答志島
　（桃取東地先海岸他）
　年間漂着重量（推定）64トン
　（海岸線の長さ 7.4km）

④福井県坂井市（梶地先海岸～安島地先海岸）
　年間漂着重量（推定）21トン
　（海岸線の長さ 9.5km）

⑨熊本県天草郡（富岡海岸）
　年間漂着重量（推定）35トン
　（海岸線の長さ 3km）

⑧熊本県上天草市（樋島海岸）
　年間漂着重量（推定）99トン
　（海岸線の長さ 5km）

⑩沖縄県石垣市（吉原海岸～米原海岸）
　年間漂着重量（推定）52トン
　（海岸線の長さ 5km）

⑪沖縄県竹富町（住吉海岸～星砂の浜～上原海岸）
　年間漂着重量（推定）32トン
　（海岸線の長さ 5km）

⑦長崎県対馬市（志多留海岸）
　年間漂着重量（推定）6トン
　（海岸線の長さ 0.26km）

③石川県羽咋市（羽咋・滝海岸）
　年間漂着重量（推定）45トン
　（海岸線の長さ 8.4km）

⑥長崎県対馬市（越高海岸）
　年間漂着重量（推定）6トン
　（海岸線の長さ 0.25km）

資料：環境省「平成19・20年度漂流・漂着ゴミ国内削減方策モデル調査」
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4　化学物質と環境リスクの状況
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1kgに換算したもの。

資料：厚生労働省・環境省資料より環境省作成

図1-4-3　日本におけるダイオキシン類の1人1日摂
取量の推移

影響を及ぼすおそれ（環境リスク）を評価し、そのリ
スクの程度に応じて管理を行うことが必要です。
　平成 20 年度大気汚染状況について（有害大気汚染
物質モニタリング調査）の結果、環境基準が設定され
ている 4物質についての大気中の年平均値、環境基準
超過地点等については、表 1-4-1 のとおりです。ベン
ゼンは 1 地点（平成 19 年度：3 地点）で環境基準を
超過しましたが、その他の 3物質は、すべての地点で
環境基準を満たしていました。
　化学物質が環境中にどの程度排出されているかにつ

いては、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び
管理の改善の促進に関する法律（平成11年法律第86号。
以下「化管法」という。）の対象物質のうち、環境基
準又は指針値が設定されている物質等の大気への排出
量の合計は、平成 20 年度において約 22,700 トンとな
っており、減少傾向にあります（図 1-4-1）。同年の公
共用水域への排出量は約 7,500 トンとなっており、減
少傾向にあります（図 1-4-2）。
　環境リスクが特に高い物質は、製造、輸入、使用が
禁止されています。これらのうち、例えば PCB類の
環境中の濃度は、水質で 0.18ng／L 等となっています
（表 1-4-2）。なお、平成 20 年度の調査において、人が
一日に食事及び環境中から平均的に摂取するダイオキ
シン類の量は、体重 1kg 当たり約 0.94pg-TEQ と推定
されました。この数値は経年的な減少傾向から大きく

水質（ng/L）

0.18［0.0029］

底質（ng/L）

6.1［0.0015］

生物（ng/L）

8.47［0.018］

大気（ng/L）

0.16 ［0.00013］

注1：数値は幾何平均値、検出下限値未満の場合は検出下限値の
1/2として算出したもの

　2：［　］は検出下限値（同族体ごとの合計値）
　3：生物は貝類、魚類、鳥類を平均したもの
　4：大気は温暖期、寒冷期を平均したもの
出典：平成20年度版「化学物質と環境」

表1-4-2　平成19年度PCB類に係る化学物質
 環境実態調査（検出状況表）

雑穀・芋 0.1%
その他 0.9%

（計約0.94　pg-TEQ/kg/day）

大気 1.1%

土壌 0.6%

魚介類 92.2%魚介類 92.2%

肉・卵 4.2%

乳・乳製品 0.8%

有色野菜 0.1%

資料：厚生労働省、環境省資料より環境省作成

図1-4-4　日本におけるダイオキシン類の1人1日
　　　　　摂取量（平成20年度）

資料：PRTRデータの概要より環境省作成
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図1-4-1　PRTR法の対象物質のうち環境基準・指針値
が設定されている物質等の大気への排出量

資料：PRTRデータの概要より環境省作成
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図1-4-2　PRTR法の対象物質のうち環境基準・指針値が
設定されている物質等の公共用水域への排出量
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外れるものではなく、耐容一日摂取量を下回っていま
す（図 1-4-3、4）。
　近年、各国で子どもの健康悪化が指摘され（図
1-4-5、6）、周辺環境との関係を解明しようとする努力
が続けられています。わが国でも「子どもの健康と環

境に関する全国調査」が平成 22 年度から本格的にス
タートし、出生時から13歳頃までの追跡調査によって、
子どもの健康に悪影響を及ぼす環境要因を突き止めよ
うとしています。

（1）世界の生物多様性の状況

　地球上には、未知の生物も含めると約 3,000 万種の
生物がいるともいわれていますが、私たちが知ってい
るのは、このうちの約 175 万種にすぎません。2009
年（平成 21 年）11 月に国際自然保護連合（IUCN）
が公表したレッドリストでは、評価を行った 47,677
種の野生生物のうち、約 36％にあたる 17,291 種が絶
滅のおそれのある種に選定されています。このうち、
ほかの分類群に比べて評価が進んでいる両生類、哺乳
類、鳥類でみると、それぞれ 30％、21％、12％に当

たる種に絶滅のおそれがあります（図 1-5-1）。
　2010 年（平成 22 年）5 月に、生物多様性条約事務
局が公表した「地球規模生物多様性概況第3版（GBO3）」

絶滅のおそれのある種
上記以外の評価種
評価を行っていない種

21%
（21%）

79%

哺乳類
5,490種

12%
（12%）

88%

鳥類
9,998種

5%
（28%）

13%

82%

爬虫類
9,084種

30%
（30%）

68%

2%

両生類
6,433種

5%
（32%）

10%

86%

魚類
31,300種

3%
（70%）

1%

96%

維管束植物
294,842種

注1：絶滅のおそれのある種は、絶滅危惧ⅠA類（CR）、絶滅危惧
ⅠB類（EN）、絶滅危惧Ⅱ類（VU）に選定された種

　2：円グラフの中心は、各分類群の既知種数
　3：括弧は、評価種数に占める絶滅のおそれのある種の割合
　4：維管束植物は、IUCNレッドリストの分類群のシダ植物、裸子

植物、被子植物を集計したもの
資料：IUCN「レッドリスト2009 」より環境省作成

図1-5-1　世界の絶滅のおそれのある野生生物の種の
割合

5　生物多様性の状況

重点分野 ヘッドライン指標 指標の変化

特定の種の個体数及び分布

絶滅危惧種の状況の変化

保護地域の指定範囲

海洋食物連鎖指数（平均栄養段階）

生態系の連続性と分断化

水域生態系の水質

生物多様性に対する脅威 
窒素の集積

侵略的外来種の動向

持続可能な利用 

伝統的知識・工夫・慣行
の状況 

ABSの状況 ABS指標の開発 ?

?

資源移転の状況 

 ：好ましくない変化 

 ：好ましい変化 

 ：地球規模での明確な傾向はない。地域や生物群系により、好ましい・
　好ましくない変化が見られる 

 ：結論付ける十分な情報がない

資料：生物多様性条約事務局
「地球規模生物多様性概況第3版（GBO3）」より環境省作成 

生物多様性の構成
要素の状況と推移

生態系の一体性と生態系
が提供する財とサービス 

特定の生物群系、生態系及び生息地の
規模

家畜、農作物、養殖魚の遺伝的多様性

持続可能な管理下にある森林、農業、
水産業生態系の面積

生物多様性条約の支援に提供される政
府開発援助（ODA）

言語の多様性と先住民言語の話し手の数

エコロジカル･フットプリントとその関
連概念

図1-5-2　地球規模生物多様性概況第3版（GBO3）
における生物多様性条約2010年目標に関
する指標の傾向

ダウン症

二分脊椎症
水頭症
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万
人
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出典：国際先天異常監視機構（ICBDSR）

（人）

図1-4-6　わが国における先天異常発生頻度の推移

幼稚園

小学校

中学校

高校

4.00

3.00

2.00

1.00

0

被患率
（％）

昭和55 平成
元

10 20（年）

出典：文部科学省「学校保健統計」

図1-4-5　わが国における児童等のぜんそく被患率の推移
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では、2002 年（平成 14 年）に生物多様性条約第 6 回
締約国会議（COP6）で採択された「世界は生物多様
性の損失速度を 2010 年までに顕著に減少させる」と
いう、いわゆる「2010 年目標」は、達成されなかっ
たと結論づけました（図 1-5-2）。また、生息地の変化、
乱獲・乱開発、汚染、侵略的な外来種、気候変動の影
響は、現在も継続しており、これによって生じる熱帯
林の減少、湖沼の富栄養化、海水温の上昇や漁業資源
の乱獲などは、将来においても、人類の生存を脅かす
ものになると指摘しています。

（2）日本の生物多様性の状況

　わが国は四方を海に囲まれ、6,800 余りもの多くの
島々からなっています。国土面積は約 38 万㎢であり、
海岸線は延長が約 35,000km もあり、地球 1 周の 9 割
弱もの距離になります。海岸から深山幽谷にいたる複
雑な地形を有していることも特徴です。全国的に降水
量に恵まれ、多くの地域で四季が存在し、南北約
3,000km、標高差約 3,800 ｍの中に、亜寒帯から亜熱
帯にいたる幅広い気候帯が存在します。多様な自然環
境の中に約 9万種以上の生物種がおり、わが国でのみ
確認されている固有種は陸上の哺乳類の約 4割、両生
類の約 8割を占めています。また、環境省のレッドリ
ストによると、わが国の絶滅のおそれのある野生生物
は 3,155 種で、日本に生息、生育する爬虫類、両生類、
汽水・淡水魚類、貝類の 3割強、哺乳類、維管束植物
の 2割強、鳥類の 1割強に当たる種が、絶滅のおそれ
があります（図 1-5-3）。
　環境省が設置した「生物多様性総合評価検討委員会」
が平成 22 年 5 月に取りまとめた「生物多様性総合評
価報告」では、過去 50 年間のわが国の生物多様性の
状況について評価を行った結果、生物多様性の損失は
すべての生態系に及び、その傾向は今も続いていると
しています。特に、河川・湖沼、沿岸・海洋、島嶼で
は、この 50 年で生物多様性が大きく損なわれ、現在
も影響が続いているうえに、今後、さらに取り返しの
つかない影響が及ぶおそれがあるとしています（表
1-5-1）。
　損失の要因としては、1950 年代から 70 年代にかけ
ての高度成長期を中心に、「第 1の危機（開発・改変、
直接的利用、水質汚濁）」の影響で生物多様性は大き
く損なわれましたが、現在は、この速度はやや緩和さ
れています。一方、「第 2の危機（里地里山等の利用・
管理の縮小）」は、現在もなお緩やかに影響が増大し
ており、また、近年は「第 3の危機（外来種・化学物

質）」のうち、特に外来種による影響が顕著となって
います。さらに、地球温暖化の危機は、特に、高山、
サンゴ礁、島嶼などで影響が懸念されています。

23％ 13％
32％

34％ 36％
24％

哺乳類
180種

鳥類
約700種

爬虫類
98種

維管束植物
約7,000種

汽水・
淡水魚類
約400種

両生類
62種

注1：円グラフの中心には「日本産野生生物目録（環境庁編1993、
1995、1998）」等による各分類群の評価対象種数（亜種等
を含む）を記載している

　2：維管束植物の評価対象種数は日本植物分類学会の集計による
出典：環境省

図1-5-3　日本の絶滅のおそれのある野生生物の種の
割合（評価対象種に占める割合）

損失の状態と傾向 損失の要因（影響力の大きさ）と現在の傾向

第１の危機 第２の危機 第３の危機

森林生態系
※

農地生態系 －

都市生態系 － －

陸水生態系
※

沿岸・海洋生態系 －
※

島嶼生態系 －

評価対象 凡例
損なわれていない やや損なわれている 損なわれている 大きく損なわれている

損失の現在の
傾向

回復 横ばい 損失 急速な損失

弱い 中程度 強い 非常に強い

減少 横ばい 増大 急速な増大

本来の生態
系の状態か
らの損失

1950年代後
半の状態から
の損失と現在
の傾向

開発・改変
直接的利用
水質汚濁

利用・管理
の縮小

外来種
化学物質

地球
温暖化の
危機

状
態

要
因

現在の損失の
大きさ

評価期間にお
ける影響力の
大きさ

要因の影響力
の現在の傾向

注1：影響力の大きさの評価の破線表示は情報が十分ではないこと
を示す

　2：※は、当該指標が評価する要素やデータが複数あり、全体の影
響力・損失の大きさや傾向の評価と異なる傾向を示す要素やデ
ータがあることに特に留意が必要であることを示す

出典：生物多様性総合評価検討委員会
　　　「生物多様性総合評価報告書」

表1-5-1　1950年代後半から2010年までの日本の
生物多様性の損失
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第2章
地球温暖化にいち早く対応する現在世代の責任
－チャレンジ25－

第1節　増加する地球温暖化の被害

　地球温暖化については、人為起源による気候変化、
影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社
会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的
として、1988 年（昭和 63 年）に世界気象機関（WMO）
と国連環境計画（UNEP）により設立された「気候変
動に関する政府間パネル（IPCC：Intergovernmental 
Panel on Climate Change）」などを中心に、科学的な
知見の集積が進められてきました。最新の報告書であ
る IPCC 第 4 次評価報告書では、「気候システムの温
暖化には疑う余地がない。このことは、大気や海洋の
世界平均温度の上昇、雪氷の広範囲にわたる融解、世
界平均海面水位の上昇が観測されていることから今や
明白である。」とされています（図 2-1-1）。

　地球温暖化による影響の可能性がある事象として、
極地や高地の雪氷の減少、森林火災や干ばつの増加、
強い台風の増加などが挙げられます。例えば、北極の
年平均海氷面積が 10 年当たり 2.7［2.1～3.3］％縮小し、
特に夏季においては 10 年当たり 7.4［5.0～9.8］％と、
大きな縮小傾向にあります（［　］の中の数値は最良
の評価を挟んだ 90％の信頼区間）。
　図 2-1-2 からも海氷の減少傾向が読み取れます。図
2-1-4 は、衛星観測による昭和 54 年 9 月と平成 19 年 9
月の海氷の状況を比べたもので、平成 19 年は、北極
の海氷面積が観測史上最小となりました。IPCC 第 4
次評価報告書では、北極の晩夏の海氷は、21 世紀後
半までにはほぼ完全に消滅するとの予測もあるとされ

1　現在生じている被害

北アメリカ
ラテン
アメリカ

355 455

94％ 92％

極地

120 24

91％ 100％

海洋・淡水

1 85

100％ 99％

アジア

106 8

96％ 100％

アフリカ

5 2

100％100％

ヨーロッパ

119

28,115

94％ 89％

陸上

764

28,586

94％ 90％

全球

765

28,671

94％ 90％

53 5

98％ 100％

オーストラリア・
ニュージーランド

6 0

100％ －

物理・生物環境の変化に関する29,000以上のデータのうち、
89％以上が温暖化への反応として予想される方向性と一致した。

観測地

ヨーロッパの
観測データ数表示

1‒30
31‒100
101‒800
801‒1200
1201‒7500

物理環境
生物環境

気温変化（℃）1970‒2004

－1.0－0.2 0.2 1.0 2.0 3.5

温暖化と一致した有意
な観測の割合

温暖化と一致した有意
な観測の割合

有意な変化がみられた
観測の数

物理環境
有意な変化がみられた
観測の数

生物環境

※「極地」は海洋や淡水生物環境での観測された変化を含む。「海洋・淡水」は、海洋、小島岬及び大陸の中の地点や広域において観測された変化を含む。広
域な海洋変化の観測地点は地図上に示されていない。
※1：観測結果は、577の研究成果の約80,000のデータ群から選ばれた、約29,000のデータ（約75の研究成果に基づく）から得られたものである。デー

タ選出の基準は以下の3点である。（1）データが1990年以降に終了していること、（2）最低20年間継続されていること、（3）いずれかの方向に
有意な変化を示していること

※2：ここでの物理環境とは氷雪、凍土、水循環、沿岸部などに関する物理的な事象を、生物環境とは陸上、海洋、淡水における生物に関する事象を意味する
出典：IPCC第４次評価報告書統合報告書政策決定者向け要約

図2-1-1　世界各地で観測※1された物理・生物環境※2の変化と温暖化の相関
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第1節　増加する地球温暖化の被害

ています。アフリカ大陸最高峰のキリマンジャロでは、
太陽の日射量の変化、植生変化、人間の干渉など複数
の要因も重なって、氷河と積雪面積が後退しているこ
とは明らかです（図 2-1-3）。
　森林火災に関するカリフォルニア大学等の研究では、
アメリカ西部において 1970 年代以降に春から夏にか
けての気温が 2℃程度高くなる年が増加しているとの

結果が示されています。このため、1980 年代半ばか
ら森林火災が急増しており、1970～1986 年（昭和 45
～61 年）の平均と比べて、火災の頻度が約 4 倍、焼
失面積が 6.7 倍以上となっていることが分かっていま
す。
　森林火災の原因は、地球温暖化を一因とする気温上
昇、干ばつや降雨の状況などさまざまですが、アメリ
カ航空宇宙局（NASA）の統計では、多い年で年間約
50 万平方キロ（＝ 5,000 万 ha）の森林が世界で焼失

1980 1985 1990 1995 2000 2005

海
氷
域
面
積

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

注：点線は線形トレンドを示す
出典：気象庁ホームページ

（年）

（×104km2）

図2-1-2　北極域の海氷域面積の年最小値の経年変化
（1979年～2008年）

出典：NASA
（http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=3054）

1993年2月

2000年2月

図2-1-3　キリマンジャロの氷冠と積雪の変化

注：昭和54年の海氷分布はNASAの走査型多周波マイクロ波放射計（SMMR）、平成19年はJAXAの改良型高性能マイクロ波放射計（AMSR-E）による
観測データ

出典：独立行政法人宇宙航空研究開発機構

昭和54年9月 平成19年9月

図2-1-4　衛星観測による昭和54年9月と平成19年9月（観測史上最小面積時）の北極の海氷の比較

出典：MODIS Rapid Response System Global Fire Map
　　　（http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/firemaps/）

図2-1-5　衛星（MODIS）の検知した世界の森林火災
（平成22年3月22日～31日）
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しているとされています（図 2-1-5）。これは、植林、
植生の修復、森林の自然回復による増加等を差し引い
て年間に減少する森林面積約 730 万 ha の 7 倍にも相
当します。また、アメリカ国立大気研究センターの研
究では、アメリカ本土とアラスカでの森林火災で年間
約 2.9 億トンの二酸化炭素が排出されると推定してい
ます。IPCC第 4 次評価報告書によると、森林火災に
よる地球全体の年間の二酸化炭素放出量は、62～150
億トンと見積もられています。さらに、オーストラリ
アでは、2000年代に入ってから干ばつが頻繁に起こり、
小麦の生産量が大きく変動しています（図 2-1-6）。
　国内において、地球温暖化が寄与していると考えら
れる事例として、熱中症患者の増加、デング熱等を媒
介するヒトスジシマカの分布拡大、生物の分布が北方
あるいは高標高に変化する現象、コメや果実の品質低
下などがすでに起きています。
　熱中症患者の推移をみると、多くの都市で平成 19 年

に過去最大の熱中症患者（救急搬送数）を記録するなど、
熱中症患者の増加が報告されています（図 2-1-7）。
　また、健康に影響を与えることとして、感染症を媒
介する蚊などの分布拡大も確認されています。ヒトス
ジシマカが生息する条件として年平均気温がおよそ
11℃程度とされており、1950 年代には栃木県が分布
の北限でしたが、2000 年代には東北北部にまで分布
拡大が確認さています（図 2-1-8）。
　生物への影響としては、生物の分布が北方あるいは
高標高に変化する現象が報告さています。例えば、ナ
ガサキアゲハは、分布の北限地の平均気温が 15℃程

その他

中国

エジプト

インド

マレーシア

韓国

インドネシア

日本

干
ば
つ

干
ば
つ

干
ば
つ

干
ば
つ

生産量

輸出量

約21,400千トン

（千トン）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1994 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 （年）

出典：各国貿易統計、米国農務省「PS&D（2008.08）」

図2-1-6　オーストラリアの小麦生産量及び輸出量
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広島市
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東京都

0
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出典：独立行政法人国立環境研究所

図2-1-7　地域別に見た熱中症患者の年次推移
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出典：Kobayashi, M., Komagata O., Nihei N., 2008 : Global 
warming and vector-borne infectious diseases, J. 
Disast. Res, 3(2), 105-112. Fig.2

図2-1-8　東北地方におけるヒトスジシマカ分布の
北限の変化
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第1節　増加する地球温暖化の被害

　近年、地球温暖化の将来予測に関する研究が進み、
一定の不確実性を含みつつも 50 年、100 年後の地球
の姿が描かれるようになってきています。ここでは、
気候の変化として強い台風の増加、大雨の発生頻度、
海面の上昇、熱帯夜や冬日の増減、また、地球温暖化
の影響としてブナ林の適域の減少、マツ枯れ危険域の
拡大について、まず、わが国に関する将来予測につい
て取り上げます。
　台風の将来予測については、高解像度の全球大気気
候モデルを用いることで台風の再現性が向上し、地球

温暖化に伴う台風の変化予測の信頼性が向上していま
す。このモデルを用いた結果、地球温暖化に伴って発
生する熱帯低気圧の総数は減少するものの、全球的に
「非常に強い（最大風速 44m／s 以上）」熱帯低気圧（台
風を含む）の数が増え、これに伴う雨も強くなる傾向
が示されました（図 2-1-13）。また、高解像度の地域
気候モデルによる大雨の頻度の予測として、日降水量
が 100mm 以上に達する大雨の日数は、21 世紀末の
20 年間と 20 世紀末の 20 年間を比較して、九州の南
部を除き、多くの地域で増加すると予測されています

2　将来予測される被害

整粒

背白粒

乳白粒

写真提供：九州沖縄農業研究センター森田敏上席研究員

図2-1-11　コメの白未熟粒による品質低下

写真提供：農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所カンキツ研
究チーム

高温、水不足で
日焼けが起き、
品質が低下して
しまう。

図2-1-12　ミカンの「日焼け果」

分布が北に広がっている
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0 125 250

km

N

出典：北原正彦「チョウ類の分布域拡大現象と地球温暖化」（2008年，昆
虫と自然）

2000
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図2-1-9　ナガサキアゲハの分布北上

白
化
率

（％）
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20072006
（年）

注：継続してデータのある調査地点（26地点）の平均値
資料：環境省

図2-1-10　石西礁湖におけるサンゴの白化率

度とされており、1950 年代から 2000 年代にかけて分
布の北上が確認されています（図 2-1-9）。また、高山
植物群落の衰退やサンゴの白化なども確認されていま
す（図 2-1-10）。
　さらに、農作物への影響をみると、高温により、コ
メでは白未熟粒（白濁した玄米）や胴割れ（玄米に亀
裂が生じる）、ミカンでは日焼け果の発生などの影響
が生じています（図 2-1-11、12）。
　これらの現象が地球温暖化によるものか、短期間の

単発的な高温の影響によるものか断定することはむず
かしいと言えます。これは、日本全国の平均気温を見
ても、長期的には過去 100 年間で約 1.1℃上昇してい
ますが、短期的には平成 16 年に平年差で＋ 1.00℃を
記録することもあり、どちらが原因かを見分けること
がむずかしいためです。これらの被害の原因が、直接
的には短期的な高温の影響であっても、背景としては、
長期的な地球温暖化が影響している可能性が高いと考
えられています。
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（図 2-1-14）。
　環境省地球環境研究総合推進費による戦略的研究開
発プロジェクト「温暖化の危険な水準及び温室効果ガ
ス安定化レベル検討のための温暖化影響の総合的評価
に関する研究（以下「温暖化影響総合予測プロジェク
ト」という。）」によると、地球温暖化に対して何も対
策をとらない場合 2100 年までに世界平均で海面水位
が約 25cm 上昇すると予測されています。また、同シ
ナリオで西日本の高潮浸水面積を予測したところ、21
世紀末には年間約 200km2 増加することが示され、こ
れまで相対的に海岸の防水水準が低かった地域に浸水
の危険があると試算されました（図 2-1-15）。
　すでに、熱帯夜の増加や冬日の減少は肌で感じるよ
うになってきていますが、文部科学省・気象庁・環境
省が 2009 年 10 月にまとめた温暖化の観測・予測及び
影響評価統合レポート「日本の気候変動とその影響」
によると、日本各地の 100 年後の冬日（日最低気温 0
℃未満）の日数は、特に、本州の山間部や東北地方、
北海道で減少が大きく、熱帯夜（日最低気温 25℃以上）

の日数は関東地方と近畿以南での増加が大きいと予測
されています（図 2-1-16）。
　こうした気温の変化は、植生などに大きな影響を及
ぼします。温暖化影響総合予測プロジェクトでは、何
も対策を行わない場合、21 世紀末にはブナ林の分布
適域が 7割弱減少すると予測されており、また、マツ
枯れの危険域についても、20 世紀末にはマツ枯れ危
険域ではなかったマツ分布地域のうち約 5割が新たに
危険域となると予測されています（図 2-1-17）。
　一方、諸外国に関しても、将来の地球温暖化の影響
についてさまざまな予測がなされています。地球温暖
化の影響には、洪水リスクの増大や水供給量の低下な
ど「水」を介したものが多く、その被害は、地球温暖
化が進むにつれて急激に増加するものと考えられます。
また、気候変動は、特に開発途上地域において大きな
脅威となります。これらの地域はもともと温暖な場合
が多く、降雨パターンの大きな変化によって被害を受
けやすい状況にあります。また、開発途上国の経済は、
気候変動の影響を強く受ける農業に依存している場合

年
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現
数
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0

現在気候の再現実験
海面水温の上昇が大きい場合の予測実験
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注：海面水温観測値による再現実験、温暖化の程度が小さい海面水
温予測値（海面水温の上昇が小さい）による実験、及び、温暖
化の程度が大きい海面水温予測値（海面水温の上昇が大きい）
による実験の結果

出典：気象研究所他、2007

（m/s）

図2-1-13　温暖化実験による熱帯低気圧の強度別に示
した熱帯低気圧の年平均出現数の頻度分布
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出典：文部科学省、気象庁、環境省「日本の気候変動とその影響」
（2009年10月）

図2-1-14　日本各地の降水量の変化の予測
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出典：温暖化影響総合予測プロジェクトチーム2009　　　

450S／温室効果ガス濃度450ppm、2100年時点の気温上昇約2.1℃（産業革命前比）のシナリオ
550S／温室効果ガス濃度550ppm、2100年時点の気温上昇約2.9℃（産業革命前比）のシナリオ
BaU／ 2100年時点の気温上昇が約3.8℃（産業革命前比）のシナリオ

図2-1-15　シナリオ別の世界全体の海面上昇量及び西日本の高潮浸水面積
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第1節　増加する地球温暖化の被害

が多く、このことも大きなリスク要因となっています。
最後に、貧困ゆえに、自力では気候変動への対応策を
講じることが困難な場合が多いのです。
　以下、表 2-1-1 に、IPCC第 4 次評価報告書に示さ

れたアフリカ、アジア、ラテンアメリカ及び小島嶼地
域に関して予測されている気候変動の影響事例をまと
めました。
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マツ枯れ危険域に変わっていく割合ブナ林の適域変化

出典：温暖化影響総合予測プロジェクトチーム2009　　　

450S：温室効果ガス濃度450ppm、2100年時点の気温上昇約2.1℃（産業革命前比）のシナリオ
550S：温室効果ガス濃度550ppm、2100年時点の気温上昇約2.9℃（産業革命前比）のシナリオ
BaU：2100年時点の気温上昇が約3.8℃（産業革命前比）のシナリオ

図2-1-17　地球温暖化による日本への影響（ブナ林の適域変化、マツ枯れ危険域に変わっていく割合）
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注1：2081～2100年の20年平均値と1981～2000年の20年平均値との差
　2：水平解像度20kmの地域気候モデル（RCM20）によるA2シナリオの予測結果
　3：この計算結果は、単一モデルによる単一シナリオの結果であり、モデル・シナリオが異なると計算結果に違いが生じる可能性がある
出典：文部科学省、気象庁、環境省「日本の気候変動とその影響」（2009年10月）

図2-1-16　日本各地の熱帯夜及び冬日の年間出現日数の変化（単位：日）

3　必要な対応策

　これまでみてきたように、地球温暖化が寄与してい
ると考えられる被害はすでに現実のものとして発生し
始めており、適切な適応策（気候の変動やそれに伴う

気温・海水面の上昇などに対して自然や人間社会のあ
り方を調整することで悪影響を軽減するための方策）
を講じることが必要になっています。
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気候シナリオ/影響分野
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高潮浸水被害コスト（西日本）
高潮浸水被害コスト（三大湾）
熱ストレス死亡リスク

熱ストレス（熱中症）死亡被害コスト

高潮浸水人口（西日本）

土砂災害

ブナ林

マツ枯れ
コメ

砂浜

高潮

熱ストレス

出典：温暖化影響総合予測プロジェクトチーム2009

表2-1-2　安定化レベル別の気候シナリオ及び影響（全国値）

アフリカ

アジア

ラテンアメリカ

小島嶼

出典：文部科学省、経済産業省、気象庁、環境省訳「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第4次評価報告書統合報告書政策決定者向け要約」

・2020年までに、7,500万～2億5千万人の人々が気候変動に伴う水ストレスの増大にさらされると予測される。
・2020年までに、いくつかの国では、天水農業における収量は、最大50％まで減少し得る。多くのアフリカ諸国において、
食料へのアクセスも含む農業生産は、激しく損なわれると予測される。このことは、食料安全保障に一層の悪影響を与え、
栄養不良を悪化させるだろう。

・21世紀末に向けて、予測される海面上昇は、大きな人口を擁する低平な沿岸域に影響を及ぼすであろう。その適応の
コストは、国内総生産（GDP）の少なくとも5～10％に達し得る。

・2080年までには、一連の気候シナリオによると、アフリカでは乾燥地と半乾燥地が5～8 ％増加すると予測される。

・2050年代までに、中央アジア、南アジア、東アジア及び東南アジアにおける淡水利用可能量は、特に大河川の流域に
おいて減少すると予測される。

・沿岸地域、特に南アジア、東アジア及び東南アジアの人口が稠密なメガデルタ地帯は、海からの洪水の増加によって、
またいくつかのメガデルタでは河川の洪水によって、最大のリスクに直面する。

・気候変動は、急速な都市化、工業化、経済発展に伴う自然資源及び環境への圧力と複合すると予測される。
・風土病の罹病率や主に洪水及び干ばつに伴う下痢性疾患による死亡者数は、水循環に予測される変化によって、東アジ
ア、南アジア及び東南アジアで上昇すると予想される。

・今世紀半ばまでに、気温の上昇とそれに伴う土壌水分量の減少により、アマゾン東部地域の熱帯雨林がサバンナに徐々
に取って代わられると予測される。半乾燥地域の植生は、乾燥地植生に取って代わられる傾向にある。

・熱帯ラテンアメリカの多くの地域においては、生物種の絶滅による重大な生物多様性の喪失リスクが存在する。
・いくつかの重要な農作物の生産性が下がり、家畜生産力も低下するため、食料安全保障に悪影響をもたらすと予測される。
温帯地域では、大豆の収量が増加すると予測される。全体として、飢餓リスクにさらされる人口が増加すると予測される。
・降水パターンの変化と氷河の消滅は、飲料水、農業、エネルギー生産のための水利用可能量に著しい影響を与えると予
測される。

・海面水位上昇は、浸水、高潮、浸食及びその他の沿岸災害を悪化させ、その結果、島の地域社会を支える肝要なインフラ、
住宅地、及び施設を脅かすと予想される。

・例えば、海岸侵食やサンゴの白化などによる沿岸の状態の悪化は、地域の資源に影響を及ぼすと予想される。
・今世紀半ばまでに、気候変動は、カリブ海や太平洋などの多くの小島嶼において、小雨期における需要を満たすのに不
足するところまで水資源を減少させると予想される。

・気温上昇に伴い、特に中・高緯度の小島嶼において、非在来種の侵入が増加すると予想される。

表2-1-1　地域における予測される影響の例

　具体的には、水災害・沿岸分野における高潮被害を
防ぐための防波堤や堤防の整備、局地的大雨による洪
水被害を軽減するための一時貯水施設の整備、自然生
態系分野における地球温暖化によって生息・生育地を
失う動植物の避難場所の確保、森林の枯損の早期発見
と防除、食料分野における高温耐性のある農作物の開
発等が挙げられます。
　英国で財務大臣の下で検討を進めた結果を取りまと
めた「スターン・レビュー」では、今後、地球温暖化
に対して特別に対策をしなかった場合には、気候変動
による総被害額は、1 人当たりの消費額に置き換える
と 5～20％の減少に相当するとしています。一方、排
出量削減のための対策コストは、わが国の掲げる中期
目標で想定される対策強度よりも低い水準である
2050 年に大気中の温室効果ガスの濃度を 500～

550ppm での安定化のために必要な年間の排出削減コ
ストについて、GDP の 1％程度ですむと予測していま
す。
　表 2-1-2 は、国内の地球温暖化影響による被害コス
トを見積もった環境省による温暖化影響総合予測プロ
ジェクトの研究結果です。緩和策によって世界的に温
室効果ガスの排出を削減した場合、影響・被害も相当
程度に減少すると見込まれますが、追加的な対策を行
わなかった場合（BaU）には、2090 年代には毎年、
洪水氾濫で 8.3 兆円、土砂災害で 0.94 兆円、ブナ林の
適域喪失被害コスト 2,324 億円、砂浜の喪失被害コス
ト 430 億円、高潮浸水被害コスト 7.4 兆円（西日本）、
熱ストレス（熱中症）死亡被害コスト 1,192 億円が最
大見込まれることが分かりました。
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第2節　地球温暖化対策による経済上の効果

温暖化への疑問にお答えします。コラム

　今般、IPCC第 4次評価報告書に関して、記載の
誤りなど、報告書の信頼性について議論が起きて
います。
　しかし、これらの誤りは約 1,000 ページに及ぶ報
告書の一部におけるものであり、報告書の地球温
暖化をめぐる科学的根拠の信頼性は、依然として
変わりはないものです。なお、IPCC では今般の問
題を受け、IPCC 報告書作成プロセス及び手続の独
立したレビューをインター・アカデミー・カウン
シル（Inter Academy Council：IAC）に要請しま
した。IAC のレビュー結果は、本年の IPCC 総会
で議論され、第 5次評価報告書（平成 25 年～26 年
に公表予定）の作成に反映される予定です。
　ここでは、IPCC 第 4 次評価報告書等による科学
的知見をもとに、地球温暖化に関する疑問につい
て解説します。
①　 地球温暖化の主要な原因は、人為起源の温室

効果ガスの増加であるという証拠は十分なの
か。

　世界平均気温を変化させる要因には、温室効果
ガスの排出等の人為要因だけではなく、太陽活動、
火山噴火によって排出されるエアロゾル等の自然
要因も含まれ、これらさまざまな要因が組み合わ
さって気温の上昇や低下がもたらされます。20 世
紀中頃には、大気中の温室効果ガス濃度が増加し
ていたにもかかわらず、ほかの要因との相殺で世
界平均気温が横ばいとなった時期がありました。
IPCC 第 4 次評価報告書では、1906 年から 2005 年
の気候のシミュレーションを行った結果、人為的
な温室効果ガスの増加を考慮しないと、最近数十
年に観測された急激な地球温暖化を再現できない
としており、20 世紀半ば以降に観測された世界平
均気温の上昇のほとんどは、人為起源の温室効果
ガスの観測された増加によってもたらされた可能
性が非常に高いとしています。
②　 温室効果が一番大きいのは水蒸気であり、二

酸化炭素が少し増えるくらいでは影響はない
のでは。

　現在の大気において、水蒸気が最も大きな温室

効果を有する（約 6割）のは事実ですが、二酸化
炭素もその寄与分は約 3割と重要な役割を果たし
ています。大気中の水蒸気の量は、大気と海洋・
陸面との間の交換（蒸発・降水）によって決まり
ます。直接的に人間活動の有り様によって、その
量が大きく増減することはありません。また、水
蒸気は、気温が上昇すると、大気中でその量が増
加し、ますます地球温暖化を促進すると考えられ
ていますが、その気温上昇への寄与については、
人間活動による二酸化炭素の排出に拠るところが
大きいのです。つまり、水蒸気は現状において温
室効果を有しており、将来、地球温暖化を増幅さ
せる可能性をもつという点において、確かに注視
しなければなりませんが、その増加をもたらさな
いためには、二酸化炭素をはじめとする温室効果
ガスの排出を抑えることが有効です。
③　 地球温暖化の主な原因は、温室効果ガス濃度

の増加ではなく、太陽活動の活発化などにあ
るのでは。

　地球の平均気温を変化させる要因には①で示し
たとおり、温室効果ガス濃度の増加だけでなく、
太陽活動の活発化（太陽の放射エネルギーの増加）
なども挙げられます。しかし、太陽活動のよい指
標である太陽黒点数の最新の観測データを見ると、
20 世紀半ば以降はほぼ横ばいか減少傾向で、太陽
活動が活発化している可能性は小さいと考えられ
ます。また、地球に到達する宇宙線（宇宙空間を
漂っている電気を帯びた原子核）は雲を形成する
といわれ、太陽活動が活発な時はこの宇宙線が減
少し、これに伴い雲量が減って気温が上昇する、
との説がありますが、現段階では宇宙線と雲量の
相関については明瞭な対応が見られず、物理的な
機構も解明されていません。IPCC 第 4 次評価報告
書では、このような太陽活動や宇宙線等の自然要
因に関する科学的議論も踏まえ評価した上で、20
世紀後半の気温上昇の主要因は人為起源の温室効
果ガスの増加である可能性が非常に高いと結論づ
けています。

第2節　地球温暖化対策による経済上の効果
　地球温暖化対策には、経済へのプラスの効果とマイ
ナスの効果の双方があると考えられますが、このうち
経済へのプラスの効果として、具体的には、まず、さ
まざまな産業、サービスにわたって、かなりの新ビジ

ネスのチャンスがあると考えられます。低炭素エネル
ギー製品の市場は、今後相当の成長が見込める分野で
す。わが国も、このビジネスの好機を生かすよう努力
しなければなりません。
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　また、気候変動への対策は、現存する非効率性を根
絶する一助となる可能性があります。企業レベルでも、
地球温暖化対策の導入は、経費の節約につながる場合
があるでしょうし、経済全体のレベルでは、気候変動
対策は、非効率的なエネルギーシステムの改善につな
がる可能性があると考えられます
　さらに、気候変動対策を講じることの副次的な便益
として、例えば大気汚染による健康被害が減ったり、
世界の生物多様性の大きな割合を占めている森林が保
全されたりすることにつながることも期待できます。

　最後に、地球温暖化対策の一環として、エネルギー
効率を向上させるとともにエネルギー源及びエネルギ
ー供給を分散化することは、国家のエネルギー安全保
障に役立ち、また、エネルギーに関する長期的な政策
枠組みを明らかにすることにも役立ちます。
　このように、温暖化対策の推進は、負担のみに着目
するのではなく、新たな成長の柱と考えることが発想
の転換として大切です。平成 21 年 12 月に閣議決定さ
れた「新成長戦略（基本方針）」にも、環境関連の事
業を、国の内外で短期的にも長期的にも潜在的な需要

スマートグリッドコラム

　「スマートグリッド（次世代送電網）」という言
葉はさまざまな意味で使われていますが、例えば
通信機能を持った専用の機器やソフトウェアを組
み込み、電力の流れを供給側・需要側の両方から
制御し、最適化できるようにした送配電網を指す
といった使われ方がなされたりします。
　いわゆる「スマートグリッド」をどのようなも
のと考えるかは各々の国や地域によって異なりま
す。米国では、オバマ政権がグリーン・ニューデ
ィール政策の柱として打ち出し注目を集めていま
すが、老朽化した送電網の更新という狙いが大き
いようです。また、基本的な事情として、わが国
と異なり、米国は電力需要がこれからも伸びてい
くので、送電線の更新・増強自体の必要性が高い
という違いがあります。

　一方、日本の送電網は高効率、高信頼度といわ
れており、例えば、停電時間をほかの先進国と比
較すると、わが国の電力の信頼度が非常に高いこ
とが分かります。しかし、今後、欧州などと同様に、
天候や気候に左右され、出力が不安定な太陽光発
電や風力発電などといった再生可能エネルギーが
大量に入ってくると、電力の安定供給のために系
統安定化対策が必要となります。例えば、電力需
要が少ない時に供給量が増加するような場合には、
電力需給バランスを調整するために、太陽光発電
等の出力抑制や据え置き型の大型蓄電池に蓄電す
るなど系統安定化対策を講じる必要があります。
日本においては、電力の安定供給の保持と再生可
能エネルギーの導入拡大がスマートグリッドに取
り組む一つの目的です。

火力発電所
原子力発電所

水力発電所

風力発電所

太陽光発電所

蓄電池

蓄電池

蓄電池 電気自動車

工場

変電所

オフィスビル

住宅

EV用
充電設備

太陽光発電/ガ
スタービン発電
機/蓄電池設備
付きビル

ITによる制御
商業施設

エネルギー
貯蔵設備

太陽光パネル
制御

スマート
メーター

太陽光発電/蓄電池
設備付き住宅

送配電網
電気の流れ
ITによる制御

出典：経済産業省「次世代エネルギーシステムに係る国際標準化に向けて」

スマートグリットの概念図
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第2節　地球温暖化対策による経済上の効果

が見込まれる持続的な成長分野と位置づけた上で、グ
リーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国
を目指し、2020年までに50兆円超の環境関連新規市場、
140 万人の環境分野の新規雇用を創設するという目標
が掲げられました。このことについては、本章第 4節
で詳しく説明します。
　リーマンショック後の世界的な不況の中、新たなビ
ジネスを求めて、さまざまな企業が新たな分野に活路
を見いだそうとしています。中でも環境ビジネスは、
さまざまな分野ですでに芽を出し、その葉を広げつつ
あるものと言えます。
　自然エネルギーの利用は、今後ますます世界でその
重要性が増すと考えられる分野です。代表的な自然エ
ネルギー利用である太陽光発電については、IEA（国
際エネルギー機関）の PV ロードマップ 2009 の試算
では、発電量ベースで世界全体で 2020 年までに現在
の約 5倍と大きな需要拡大が予測されており、太陽光
発電で高い技術を持つわが国にとって、今後の成長の
望める産業分野です。わが国においても、全量固定価
格買取制度の創設、再生可能エネルギー利用設備の設
置の促進、電力系統の設備の促進、規制の適切な見直
し等による再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、
地熱、太陽熱、バイオマス等）の普及拡大支援策の導
入が予定されており、国内での普及拡大に伴う量産効
果によって製造コストが下がり、国際的にも価格競争
力が増すものと期待されています。

　また、再生可能エネルギーの効率的な利用を実現す
る「スマートグリッド」については、欧米諸国をはじ
めとして、その導入に向けた取組が行われています。
わが国の企業も太陽電池、二次電池といった電池技術
を活かし、活発に事業を展開しています。
　経済産業省では、このスマートグリッド事業を次世
代のビジネスと位置づけ、すぐれた製品・サービスを
有する日本の企業が、海外にシステムとして事業展開
することを支援するため、積極的かつ戦略的にスマー
トグリッドの国際標準化に貢献していくべく、平成
21 年 8 月に「次世代エネルギーシステムに係る国際
標準化に関する研究会」を発足させました。同研究会
では、平成 22 年 1 月には 26 の重要アイテムを特定し、
「スマートグリッドに関する国際標準化ロードマップ」
として取りまとめを行ったところです。
　また、将来的には、スマートグリッドに警備システ
ムや家電を操作する機能を付加した新たなサービスの
展開も考えられます。
　リチウムイオン電池などの二次電池は、スマートグ
リッド以外に電気自動車などでも必須となる技術であ
り、わが国が得意とする分野です。環境省では、これ
まで大容量ラミネート型リチウムイオン電池に係る研
究開発を支援してきたほか、経済産業省でも、高性能・
低価格な革新型蓄電池を推進しています。実際に、昨
年度から電気自動車やプラグインハイブリッド自動車
の本格的な市場投入が開始されているほか、今後、大

・低炭素社会の実現のためにはトップランナー機器をリースし、サービスを買う社会スタイ
ルに変革することが必要

・特に適切なメンテナンスが必要な太陽熱利用システムの普及のためには、リース方式によ
り利用者の安心を確保することが重要

■わが国における導入量の減少※

太陽熱利用機器販売台数推移

0
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台

資料：ソーラーシステム振興協会
住宅用太陽熱利用システム

設置からメンテナンスまで
一貫したサービスを提供す
る事業者を支援

エネルギー変換効率が高い太陽
熱利用システムの住宅への設置

リース方式によるビジ
ネスモデルの普及拡大

家庭部門のCO2排出量を
1戸あたり約14％削減

・太陽熱利用は、エネルギー
変換効率が40～60％と高
い（太陽光発電は最高20％
程度）

※ヨーロッパ、中国等にお
いては急速に導入が拡大
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図2-2-1　家庭用太陽熱利用システムの普及加速化について
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容量ラミネート型リチウムイオン電池を搭載した電気
自動車も実用化が予定されています。二次電池は、次
世代の環境配慮型製品の開発にとり欠かせない要素と
なっています。
　地球温暖化対策は、家計に光熱費の削減をもたらし
ます。例えば、給湯器等の太陽熱利用システムは、太
陽光エネルギーの利用方法としては、そのエネルギー
効率が 40～60％と高く、価格も安い機器です。太陽
熱利用システムは、欧州や中国などでは急速に導入が
拡大しているものであり、わが国でも、リース契約を

主とした形で普及を図ることにより、メンテナンス時
のトラブルをなくし、安心して利用できる仕組みとし
ていきます（図 2-2-1）。
　また、例えば、戸建住宅において太陽光発電、高断
熱化、高効率給湯器を導入するとともに省エネ家電に
買い換えた場合には、その導入・買い換えコストが発
生するものの、光熱費の削減等の効果も得られます。
さらに、住宅の高断熱化は、夏は涼しく冬は暖かく、
より快適で健康的な居住空間となるという副次的な効
果ももたらします。

スターン・レビューコラム

　「スターン・レビュー：気候変動の経済学」は、
英国政府が、2005 年（平成 17）7 月の主要国首
脳会議を受け、ニコラス・スターン元世界銀行上
級副総裁に作成を依頼した気候変動問題の経済影
響に関する報告書で、2006 年（平成 18 年）10
月に公表されました。スターン・レビューでは、
気候変動の影響による経済的コスト、温室効果ガ
スの排出削減対策で必要となるコスト、排出削減
対策でもたらされる便益について、以下の 3つの
方法で分析しています。
①　個別の要素をみる方法
　気候変動が経済活動、人間の生活、環境に及ぼ
す物理的な影響を一つずつ明らかにし、温室効果
ガスを削減するさまざまな対策技術や方策に必要
なコストを積み上げる分析手法です。
　スターン・レビューでは、被害額を貨幣単位で
評価することを目的に、まず、統合評価モデルを
使用して分析を行っています。スターン・レビュ
ーでは、不確実性が極めて高い要素についても、
そのリスクを確率によって評価できるモデルを使
用しており、気候変動による金銭的影響は、従前
の多くの研究が予測したものよりも大きな額に予
想されています。
　今後 2世紀にわたるBAUシナリオでの排出条
件下における気候変動による影響とリスクにかか
わる総コストは、世界の 1人当たり消費額を少な
くとも 5％減少させる額に相当するものと予測さ
れました。さらに、「非市場的」な環境と人の健
康に関する直接的な影響などを加味するとともに、
気候変動の負荷が世界の貧しい地域に集中する不
均衡性を適切に評価した場合には、BAU時にお
ける総被害額は、1人当たり消費を 20％減少さ
せる額に相当するものと予測されました。
②　経済モデルを用いた手法
　気候変動の経済的影響を推定できる統合評価モ
デルや、経済システムが低炭素エネルギーシステ
ムへ移行するのに必要なコストと効果を検討でき

るマクロ経済学モデルを用いた分析手法です。
　スターン・レビューでは、温室効果ガス排出量
削減のための方策として、
・ 温室効果ガス排出量の大きな機器やサービスの
需要を抑制
・ エネルギー効率を高め、エネルギーコスト抑制
と排出量削減の両立を目指す
・ 森林減少の防止などの非エネルギー起源の排出
対策推進
・ 電力部門、熱供給部門、交通部門における低炭
素技術への転換
の 4つを念頭に置いた上で、各削減対策手法にお
ける資源コストをBAUの場合と比較してコスト
の上限値を求める方法と、低炭素エネルギー経済
への転換による効果を経済システム全体でみるた
めにマクロ経済モデルを用いるといった 2種類の
方法を使い、500～550ppm で安定化させる場合
のコストを計算しました。その結果、いずれの方
法でも、2050 年まで平均して年間 GDP のおよ
そ 1％が必要という結論となりました。多くのマ
クロ経済モデルの計算から、「対応の遅れは高く
つく」という重要な示唆が得られました。さらに、
今後の 10～20 年間に実施される対策が弱いもの
であったなら、二酸化炭素換算 550ppm の安定化
ですら手が届かないものとなり、しかもこのレベ
ルでさえ深刻なリスクがあるかもしれないとの警
告をも発しています。
③　コストを比較する手法
　緩和策に係るコストの推定額と、何も対策を取
らなかった場合の気候変動のコストの推定額とを
比較する分析手法であり、炭素削減に係る限界費
用と炭素の社会的費用を比較するものです。
　スターン・レビューでは、リスクに関する最新
の知見を取り込み、BAUの軌道をたどり続ける
と仮定して、炭素の今日の社会的費用を二酸化炭
素 1トン当たりほぼ 85 ドルと推定しました。こ
の数字は、多くの部門での限界削減費用をはるか
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第3節　地球温暖化に対する世界の動き

　地球温暖化に伴う被害はすでに発生し始めており、
適切な緩和策を講じ、その被害によるコストを最小限
に食い止めることが必要です。一方、わが国だけが高
い目標を掲げても地球温暖化を食い止めることはでき

ません。この一国だけでは対処しきれない大きな問題
に対し、国際交渉の場では、先進国と途上国、先進国
の間、途上国の間と各国の間で短期的利害が一致せず、
根気の要る議論が続けられています。

第3節　地球温暖化に対する世界の動き

　気候変動枠組条約に基づき 1997 年の気候変動枠組
条約第 3 回締約国会議（COP3）で採択された京都議
定書では、温室効果ガス排出量を削減する国際的な取
組は、まず先進国から始めることとして、京都議定書
第一約束期間（2008～2012 年）中の先進国の温室効
果ガス削減の数値目標を決めています。しかし、京都
議定書には、米国が参加しておらず、また途上国に削
減目標が課せられないため、削減目標を負っている国
のエネルギー起源二酸化炭素の総排出量は、2007 年
時点で世界全体の約 28％です。削減目標を負ってい
ない途上国の経済発展に伴い、温室効果ガスの世界の
排出量は今後も増え続けると予測されています。こう
したことから、今後、実効的な温室効果ガス削減を行
うためには、京都議定書を批准していない米国やエネ
ルギー消費の増大が見込まれる中国等の新興国を含む
世界全体で地球温暖化対策に取り組んでいくことが必
要です。 
　2013 年以降の温室効果ガス排出削減枠組みに関す
る国際交渉について、2007 年（平成 19 年）12 月にイ
ンドネシアのバリ島で開催された COP13 において、

バリ行動計画が採択され、2013 年以降の行動の内容
について、すべての締約国が参加して 2009 年の
COP15 までに合意を得ることが決まりました。
　一方、2008 年に開催された G8 北海道洞爺湖サミッ
トでは、2050 年までに世界全体の温室効果ガス排出
量の少なくとも半減を達成する目標を気候変動枠組条
約の全締約国と共有し採択することを求めることにつ
いて G8 間で共通理解が持たれました。そして 2009
年 7 月に開催された G8 イタリア・サミットで世界全
体の排出量を 2050 年までに少なくとも半減すること
を再確認するとともに、この一部として先進国全体で
80％以上削減することや、気温上昇を 2℃以下に抑え
るべきとの科学的知見への認識について、G8 間で合
意が得られました。その後、わが国としては、　2009
年 9 月にニューヨーク国連本部で開催された国連気候
変動首脳級会合において、鳩山内閣総理大臣より、す
べての主要国による公平かつ実効性のある国際枠組み
の構築及び意欲的な目標の合意を前提とした上で、わ
が国の中期目標として、地球温暖化を止めるための科
学が要求する水準に基づくものとして、2020 年まで

1　地球温暖化に対する国際社会のこれまでの歩み

に上回るものです。BAU の道筋と CO2 換算
550ppm での安定化に向かう道筋における炭素の
社会的費用を比較すると、強固な緩和策を今年中
に実施し、世界をよりよい道筋に移行させること
によって、便益がコストを上回り、その純便益は
約2兆5千億ドル程度にのぼると予測されました。
　また、強力な政策によるイノベーションによっ
て、結果的に社会の炭素排出原単位を下げ、低炭
素技術が成熟するにつれて、消費者は自らの支払
う費用を低減できることになるとしています。
　スターン・レビューでは、これら 3つの分析結
果を総合し、早期対策でもたらされる便益は、対
策を講じなかった場合の被害額を大きく上回ると
結論しています。

　なお、スターン・レビューには、経済モデル計

算における「割引率」の設定が過小であり、長期
の影響を過大に評価しているのではないかと批判
する声もあります。従前の経済学的な解析では、
現実の人々の行動を観察した結果を踏まえて、も
っと大きな割引率を適用することが多かったため、
スターン・レビューは適切でないともいわれます。
これに対し、スターン卿自身は、スターン・レビ
ューの中で、むしろ、割引率を小さく設定し、地
球温暖化により影響を受ける自然システム及びそ
れに依存して生活する人間システムについては、
長期の便益を重視しなければならないと主張して
います。

　資料： AIM（Asia-Pacifi c Integrated Modelling）チーム及び（独）
国立環境研究所訳　スターン・レビュー「気候変動の経済学」概
要
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　わが国としては、京都議定書第一約束期間後の温室
効果ガス削減について、すべての主要国による公平か
つ実効性のある国際枠組みの構築及び意欲的な目標の
合意を目指し、野心的な目標を率先して掲げるととも
に、「鳩山イニシアティブ」による途上国支援により、
COP15 に向けた国際的な気運の醸成に貢献しました。
COP15 の政治合意において、わが国としては、米中
を含む主要排出国が参加する公平かつ実効性のある枠
組みを得ることを目指して交渉に臨み、また、適応、
キャパシティビルディング分野などでの途上国支援の
道筋を付けること等に尽力しました。
　平成 21 年 12 月 7 日から 19 日までデンマークのコ
ペンハーゲンにおいて開催された COP15、CMP5（京
都議定書第 5回締約国会合）等の交渉では、前半の交
渉官級の特別作業部会における議論、閣僚級での協議
等を経て、17 日夜から 18 日深夜にかけては 30 近く
の国・機関の首脳級による協議・交渉が行われた結果、
「コペンハーゲン合意」（Copenhagen Accord）が取り
まとめられ翌日の全体会合で「条約締約国会議（COP）
としてコペンハーゲン合意に留意する」ことが決定さ
れました。また、2009 年末に終了することになって
いた枠組条約の下の長期的協力について話しあう特別
作業部会（AWG-LCA）も、京都議定書の下で 2013
年以降の先進国の数値目標について検討する特別作業
部会（AWG-KP）とともに作業を継続することとさ
れました。
　以下、交渉の経緯について順を追って紹介しますと、
交渉の前半では、まず、AWG-KP 議長から、京都議
定書の附属書を改正し先進国の次期削減目標を定める
案が提示されました。京都議定書の附属書の改正を先
議すべきと主張する多くの途上国は、この議長提案を
歓迎しましたが、先進諸国は、京都議定書のみでは世
界規模の温室効果ガス削減に不十分であるとして、京
都議定書を締結していない先進国（米国）や同議定書
の下で義務を負わない主要途上国（中国、インド等）
の排出削減を含めた包括的かつ実効的法的枠組みを構
築すべきと主張し、議長提案に反対しました。
　また、AWG-LCA議長からも提案がなされましたが、
京都議定書の附属書の改正を前提とし、先進国を米国
と京都議定書締約国に区別するものでした。その後、
COP 議長が、両AWGの報告を踏まえた新たな文書
を提出して議論を進展させたいとの発言をしたところ、
中国、インド、ブラジル等の主要途上国が、両AWG
からの報告文書に基づき交渉をすべきと強く反発しま

した。先進国は、少数国会合の実施及び議長国デンマ
ークによる新提案の提示を求めたのですが、途上国は
AWG-LCA 及び AWG-KP の議長提案をもとに議論す
ることを主張し、議論は平行線状態となり、進展が危
ぶまれました。 
　わが国は、鳩山内閣総理大臣、小沢環境大臣より、
日本は、すべての主要排出国が参加する公平で実効性
のある枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前提に、
2020 年までに 90 年比 25％の削減を目指すことを改め
て表明するとともに、「鳩山イニシアティブ」として、
温室効果ガスの排出削減など気候変動対策に積極的に
取り組む途上国や、気候変動の悪影響に脆弱な状況に
ある途上国を広く対象として、2012 年末までの約 3
年間で 1 兆 7,500 億円（おおむね 150 億ドル、そのう
ち公的資金は 1兆 3,000 億円（おおむね 110 億ドル））
の支援を実施していく旨発表し、各国から歓迎される
とともに、交渉の進展に弾みを付けました。 
　こうした中、17 日夜の首脳晩餐会後、少数国によ
る首脳級の会合が開催されました。鳩山総理をはじめ、
オバマ米大統領、ブラウン英首相、ラッド豪首相、メ
ルケル独首相、サルコジ仏大統領、中国、インド、ブ
ラジル、南ア、小島嶼諸国グループやアフリカ諸国グ
ループといった途上国地域代表等 30 近くの国・機関
の首脳級が参加し、18 日深夜になって、これらの国々
の間で「コペンハーゲン合意」が取りまとめられまし
た。
　その後、19 日未明にかけて「コペンハーゲン合意」
を COP 全体会合にかけたところ、先進国、小島嶼国、
後発開発途上国を含め数多くの国が賛同し、その採択
を求めましたが、数ヶ国が、同合意の作成過程が不透
明であったこと等を理由に採択に反対したため、最終
的に、条約締約国会議として「同合意に留意する（take 
note）」ことが決定されました。

　「コペンハーゲン合意」の主な内容は次のとおりで
す。
①　 世界全体の気温の上昇が 2℃以内にとどまるべき

であるとの科学的見解を認識し、長期の協力的行
動を強化する。

②　 附属書Ⅰ国（先進国）は 2020 年の削減目標を、
非附属書Ⅰ国（途上国）は削減行動を、それぞれ
付表Ⅰ及びⅡの様式により、2010 年 1 月 31 日ま
でに事務局に提出する。

③　 附属書Ⅰ国の行動はMRV（測定／報告／検証）

2　COP15の成果と残された課題

に 1990 年比 25％削減を目指すものとする演説を行い
ました。また、2009 年（平成 21 年）11 月に日米両国
首脳の間で発表された「気候変動交渉に関する日米共
同メッセージ」において、2050 年までに自国の排出

量を 80％削減することを目指すとともに、同年まで
に世界全体の排出量を半減するとの目標を支持するこ
とを両国で合意しました。
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第3節　地球温暖化に対する世界の動き

の対象となる。非附属書Ｉ国が自発的に行う削減
行動は国内的なMRVを経た上で、国際的な協議・
分析の対象となるが、支援を受けて行う削減行動
については、国際的なMRVの対象となる。

④　�先進国は、途上国に対する支援として、2010～
2012 年の間に 300 億ドルに近づく新規かつ追加
的な資金の供与を共同で行うことにコミットし、
また、2020 年までには年間 1,000 億ドルの資金を
共同で調達するとの目標にコミットする。気候変
動枠組条約の資金供与の制度の実施機関として
「コペンハーゲン緑の気候基金」の設立を決定す
る。

⑤　�2015 年までに合意の実施に関する評価の完了を
要請する。

　コペンハーゲン合意にはすでに 110 を超える国が賛
同しており、そのエネルギー起源の二酸化炭素排出量
の合計は世界の 8割以上に相当し、コペンハーゲン合
意は、今後の交渉の重要な基盤と位置付けていくこと
が重要です。（図 2-3-1、図 2-3-2）。

　わが国も、コペンハーゲン合意に基づき、「コペン
ハーゲン合意」に賛同する意思を表明し、2020 年の
排出削減目標として、「90 年比で 25％削減、ただし、
すべての主要国による公平かつ実効性のある国際枠組
みの構築及び意欲的な目標の合意を前提とする」との
内容を、2010 年 1 月に気候変動枠組条約事務局に提
出しました。この目標は、地球温暖化対策に向けて、
わが国として、他の主要な国々の背中を押して意欲的
な取組を促すために、率先して提示したものです。�

2020年の排出削減量 基準年
日本 1990

米国 2005

カナダ 2005
ロシア 1990

豪州 5%から15%又は25%削減（注2） 2000
EU 20%／30%削減（注3） 1990

国名国名 削減目標・行動
中国

インド

ブラジル

南アフリカ

韓国

25％削減、ただし、すべての主要国による公
平かつ実効性のある国際枠組みの構築及び意
欲的な目標の合意を前提

17％程度削減、ただし、成立が想定される米
国エネルギー気候法に従うもので、最終的な
目標は成立した法律に照らして事務局に対し
て通報される（注1）

15-25%（前提条件：人為的排出の削減に関
する義務の履行へのロシアの森林のポテン
シャルの適切な算入、すべての大排出国によ
る温室効果ガスの人為的排出の削減に関する
法的に意義のある義務の受入れ）

17％削減、米国の最終的な削減目標と連携

2020年のGDP当たりCO2排出量を2005年比
で40～45%削減、 2020年までに非化石エネル
ギーの割合を15％、2020年までに2005年比
で森林面積を4千万ha増加等。これらは自発的な
行動。

2020年までにBAU比で36.1-38.9%。具体的
な行動として、熱帯雨林の劣化防止、セラード（サ
バンナ地域の植生の一種）の劣化防止、穀倉地の
回復、エネルギー効率の改善、バイオ燃料の増加、
水力発電の増加、エネルギー代替、鉄鋼産業の改
善等
2020年までにBAU比で34%、2025年までに
BAU比で42%の排出削減。これらの行動には先
進国の支援が必要であり、メキシコ会合において
条約及び議定書の下での野心的、公平、効果的か
つ拘束力のある合意が必要。先進国の支援があれ
ば、排出量は2020年から2025年の間にピーク
アウトし、10年程度安定し、その後減少。

2020年までにGDP当たりの排出量を2005年
比20～25%削減（農業部門を除く）。削減行動
は自発的なもので、法的拘束力を持たない。

温室効果ガスの排出量を追加的な対策を講じな
かった場合（BAU）の排出と比べて2020年まで
に30%削減。

注1：米国）審議中の法案における削減経路は、2050年までに83％削
減すべく、2025年には30％減、2030年には42％減。
注2：豪州）大気中の温室効果ガス濃度を450ppm又はそれ以下に安定
化させる合意がなされる場合は、2020年までに2000年比で25%削
減。また、条件なしに2020年までに2000年比5%減、主要途上国が
排出抑制を約束し、先進国が比較可能な約束を行う場合には、2020年
までに2000年比15%減。
注3：EU）ほかの先進国・途上国がその責任及び能力に応じて比較可能
な削減に取り組むのであれば、2020年までに1990年比30%減。

図2-3-1　主要国の削減目標

【京都議定書における削減義務国のシェア】 【コペンハーゲン合意への賛同国のシェア】
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図2-3-2　各国のエネルギー起源二酸化炭素排出量（2007）
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COP15とコペンハーゲン後の温暖化交渉の課題

　COP15 とコペンハーゲン後の温暖化交渉の課題
について、中央環境審議会地球環境部会の委員で
あり、COP15 に全日参加された高村ゆかり龍谷大
学教授のご意見を紹介します。

　「留意する」とコペンハーゲン会議（COP15）が
決定したコペンハーゲン合意は、どのように評価
できるのでしょうか。正式に採択できず「留意する」
決定にとどまったことで、コペンハーゲン合意は、
それに同意する国のみを拘束する政治合意となり、
大多数の国が支持したといっても、この合意が自
動的に次期枠組み交渉の基礎となるわけではあり
ません。この点が、COP がコペンハーゲン合意を
採択していた場合との基本的な違いと考えられま
す。
　これまでの交渉に照らしてみると、コペンハー
ゲン合意にはいくつかの前進点があります。第一に、
先進国の削減努力と途上国の削減努力が一つの文
書に規定され、「約束する先進国」と「約束しない
途上国」という従来の二分構造を超えた合意とな
ったことがあります。ここ 10 年ほどの間に急速に
排出が増加した新興国の登場といった新たな事態
に対して、ドグマティックな二分法を超えて、地
球温暖化防止に向けてより効果的な枠組み構築へ
の可能性を示しました。第二に、途上国の削減努
力が、具体的かつ制度的に約束され、その進展と
効果は国際的な監視の下に置かれることになりま
す。削減目標の実施を約束する先進国と異なり、
途上国は、削減行動を実施し、その行動を提出し
ます。国際的支援を受ける行動は、国際的ルール
にしたがって測定、報告、検証され、国際的支援
を受けない行動は、その国の国内ルールにしたが
って測定、報告、検証され、その結果が国際的な
協議と分析の対象となります。ただし、国際的監

視の程度と効果は、今後作成される指針いかんです。
第三に、当面の、そして、2020 年に向けた、先進
国全体の資金目標が合意されました。2010～12 年
の間に、先進国全体で、新規で追加的に 300 億米
ドルを途上国の地球温暖化対策と適応策に提供し
ます。そして、途上国の意味ある削減行動と実施
の透明性を条件に、公的資金か民間資金かを問わず、
2020 年までに毎年 1000 億米ドルの資金・投資の動
員を目指します。
　これらの前進の一方で課題も多いと考えられま
す。何よりも、上記の削減策と資金目標を除くと、
COP15 での合意が期待されていた次期枠組みの骨
格となる事項の多くがなお未決着のままです。約
束が法的拘束力のある約束かどうか、次期枠組み
の最終的な法形式も合意には明記されていません。
　また、コペンハーゲン合意では、先進国の削減
目標は、京都議定書交渉時のように、国家間の国
際交渉によって決めるのではなく、各国が自発的
に目標を決定し誓約する方式が示されています。
こうした自発的誓約に基づく方式が、全体として
地球温暖化防止の究極的な目的の達成を可能とす
る水準の削減を担保し得るか、そして、日本を含
め米国以外の先進国が懸念する「削減努力の同等性」
が確保されるかは不透明であると考えられます。
　世界の首脳が作成し、米国、新興国を含め国際
社会の多数の国が賛同するコペンハーゲン合意は、
なかなか進展しない温暖化交渉を進めるための貴
重な手がかりです。コペンハーゲン合意で合意さ
れた事項を継続する交渉の文書に反映し、十分に
明確でない事項やまだ合意されていない事項の交
渉を進めて、いかに次期枠組みの最終的な合意を
形成していくかが、今後の温暖化交渉の課題とな
ります。

コラム

　地球温暖化対策をどのように進めるかについては、
第 3節でみてきたとおり、世界で粘り強く議論が続け
られています。それと並行して、わが国においてどの

ように地球温暖化対策を進め、国際的にわが国に課せ
られた役割を果たしていくかも大きな検討課題です。

第4節　チャレンジ25という将来世代への約束

　今後、2013 年（平成 25 年）以降の次期枠組みにつ
いて、コペンハーゲン合意を基礎として、すべての主
要国が参加する公平かつ実効的な国際枠組みが構築さ

れ、意欲的な目標が合意されるべく、リーダーシップ
を発揮していきます。
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第4節　チャレンジ25という将来世代への約束

　IPCCが「地球温暖化は疑う余地がない」と断定し
ているように、地球温暖化問題は待ったなしの状況で
あり、わが国としても着実に対策を講じる必要があり
ます。わが国はコペンハーゲン合意に基づき、2020
年までに 25％削減という削減目標を気候変動枠組条
約事務局に提出しました。これから 10 年で 25％削減
目標を達成するためには、あらゆる政策を総動員して
いく必要があります。
　そのためには、産業界は言うに及ばず、すべての国
民が力をあわせていくことが不可欠です。政府では、
「地球と日本の環境」を守り、未来に引き継いでいく
ための行動を「チャレンジ 25」と名付け、すべての
主体の力を結集するために積極的な取組を進めていま
す。
　一方、世界同時不況から脱するための取組は、まさ
にこれから正念場を迎えます。このため、新たな持続
的な需要と雇用を確保することが求められています。
これに対し、平成 21 年 12 月に閣議決定された「新成
長戦略（基本方針）」では、わが国の強みを活かす成
長分野の筆頭に、グリーン・イノベーションによる環
境・エネルギー大国戦略が掲げられています。環境関
連の事業は、国の内外で短期的にも長期的にも潜在的
な需要が見込まれる持続的な成長分野と言えます。ま
た、英国で 2006 年（平成 18 年）10 月に公表された「ス
ターン・レビュー」等においては、今、環境関連の事
業に取り組まなければ、将来莫大な費用が必要になる
との予測も示されています。
　このような状況を踏まえ、今こそ、環境関連投資等
の思い切った政策を行うことで、経済発展を牽引し雇
用を創出する必要があります。さらには、このような
政策を通じて、社会のあり方全体を未来に向けて持続
可能なものに変えていかなければなりません。

新成長戦略（基本方針）

　わが国は今、長い衰退のトンネルの中にいるといえ
るのかも知れません。「リーマンショック」の傷跡、
65 年前の終戦当時の状況にまで悪化した財政、少子
高齢社会への急激な突入など、私たちの前には大きな
課題が迫ってきています。しかしながら、環境大国、
科学・技術立国というわが国が元来もつ強み、個人金
融資産（1,400 兆円）や住宅・土地等実物資産（1,000
兆円）を活かしつつ、アジア、地域を成長のフロンテ
ィアと位置づけて取り組めば、成長の機会は十分存在
します。このような観点に立ってまとめられた「新成
長戦略（基本方針）」では、グリーン・イノベーショ
ン（環境エネルギー分野革新）による環境・エネルギ
ー大国戦略、すなわちグリーンイノベーションが牽引
する経済成長がその筆頭に掲げられています。

　今後のグリーン・イノベーションによる成長として、
具体的には、まず、電力の固定価格買取制度の拡充等
による再生可能エネルギー（太陽光、風力、小水力、
バイオマス、地熱等）の普及拡大支援策や、低炭素投
融資の促進（図 2-4-1）、情報通信技術の活用等を通じ
て日本の経済社会を低炭素型に革新することとしてい
ます。また、安全を第一として、国民の理解と信頼を
得ながら、原子力利用について着実に取り組みます。
　さらに、蓄電池や次世代自動車、火力発電所の効率
化、情報通信システムの低消費電力化など、革新的技
術開発の前倒しを行うこととしています。また、モー
ダルシフトの推進、省エネ家電の普及等により、運輸・
家庭部門での総合的な温室効果ガス削減を実現しま
す。
　そして、電力供給側と電力ユーザー側を情報システ
ムでつなぐ日本型スマートグリッドにより効率的な電
力需給を実現し、家庭における関連機器用の新たな需
要を喚起することで、成長産業として振興を図ります。
さらに、成長する海外の関連市場の獲得を支援するこ
ととしています。
　低炭素社会への転換を図りつつ、経済成長を実現す
る上で、快適性・生活の質の向上によるライフスタイ
ルの変革も重要な課題です。エコ住宅の普及、再生可
能エネルギーの利用拡大や、ヒートポンプの普及拡大、
LEDや有機 EL などの次世代照明の 100％化の実現な
どにより、住宅・オフィス等のゼロ・エミッション化
を推進することとしています。これはまた、居住空間
の快適性・生活の質を高めることにも直結し、人々の
ライフスタイルを自発的に低炭素型へと転換させる大
きなきっかけとなることが期待されます。こうした家
庭部門でのゼロ・エミッション化を進めるため、各家
庭にアドバイスをする「環境コンシェルジュ制度」を
創設します。
　また、老朽化した建築物の建替え、改修の促進等に
よる「緑の都市」化も同時に進めなければなりません。
日本の都市を、温室効果ガスの排出が少ない「緑の都
市」としていくため、都市計画のあり方や都市再生・
再開発のあり方を環境・低炭素化の観点から抜本的に
見直します。そして、老朽化し、温室効果ガスの排出
や安全性の面で問題を抱えるオフィスビル等の再開
発・建て替えや改修を促進するため、必要な規制緩和
措置や支援策を講じていきます。
　このように経済社会構造を変革していくには、個々
の地方がそれぞれ経済社会構造の変革を成し遂げてい
く必要があります。そのため、公共交通の利用促進等
による都市・地域構造の低炭素化、再生可能エネルギ
ーやそれを支えるスマートグリッドの構築、適正な資
源リサイクルの徹底、情報通信技術の活用、住宅等の
ゼロ・エミッション化など、エコ社会形成の取組を支

1　チャレンジ25を実現する国全体の制度
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援します。規制改革、税制のグリーン化を含めた総合
的な政策パッケージを活用しながら、環境のみならず、
健康、観光を柱とする集中投資事業を行い、自立した
地方からの持続可能な経済社会構造の変革を実現する
第一歩を踏み出します。
　これらの施策を総合的に実施することにより、2020 
年までに 50 兆円超の環境関連新規市場、140 万人の
環境分野の新規雇用の創設といった経済成長を目標と
しつつ、低炭素社会への転換を図ります。

地球温暖化対策（低炭素化促進）のための税
制全体のグリーン化

　他方、いわゆる環境税の取扱を含め、税制のグリー
ン化も重要な課題です。平成22年度税制改正大綱では、
個別間接税に関連し、「グッド減税、バッド課税」と
いう考え方が採られています。これは、特定の財・サ
ービスが環境や健康などに影響をもたらす場合に、そ
れが好影響であるときには税負担を軽減し、悪影響で
あるときには税負担を課すという考え方です。「グッ
ド減税、バッド課税」という考え方に立ち、地球規模
での課題に対応した税制の検討が行われました。
　化石燃料に課税される揮発油税、地方揮発油税、軽
油引取税については、平成 22 年度税制改正において、

平成 20 年 4 月から 10 年間のものとして定められてい
た暫定税率は廃止されました。しかしながら、厳しい
財政事情や、化石燃料消費が地球温暖化に与える影響
等から、当分の間、これらの税については現在の税率
水準を維持することとされました。具体的には暫定税
率を廃止した上で、当分の間、揮発油税、地方揮発油
税、軽油引取税について改正前の税率水準を維持する
こととしました。ただし、指標となるガソリン価格の
平均が、連続 3ヶ月にわたり、160 円／ℓを超えるこ
ととなった場合には、燃料課税の本則税率を上回る部
分の課税を停止する等の措置を実施することとされま
した。また、自動車重量税については、車体の環境負
荷に応じて、段階的な複数税率を設定することでグリ
ーン化を行うこととされ、また、いわゆる「エコカー
減税」についても制度の仕組みを維持することとされ
ました。
　他方、環境関連税制全般については、1990 年代以降、
欧州各国を中心として、諸外国においてエネルギー課
税や自動車関連税制などを含む環境税制の見直し・強
化が進んできているところであり（図 2-4-2）、わが国
の環境関連税制による税収の対 GDP 比は、欧州各国
に比べれば低い状況にあります。地球温暖化対策のた
めの税については、環境省が、中央環境審議会グリー
ン税制とその経済分析等に関する専門委員会を開催し、

低炭素型産業を新たな経済成長の柱として育成し、我が国を低炭素型産業の世界拠点に。
（「新成長戦略（基本方針）」（平成21年12月30日閣議決定）の早期実現）

成長の柱である低炭素分野で
あっても、投資規模大、返済期
間長期の資金供給は不十分

海外（米、独、仏等）では、
低利・長期の金融支援
（＝「誘致合戦」）

初期投資コストを抑える
リース活用は有用
しかし、金融危機後、
与信条件が厳格化

○エネルギー・環境分野において、経済成長の柱となる産業の育成と、産業全般の低炭素化への革新は、喫緊の課題。
○そのため、①低炭素型製品の開発・製造を行う事業者に対して、日本政策金融公庫による低利・長期資金を供給するとともに、
　②中小企業等がリースによる低炭素型の設備導入を行いやすくするために、新たな保険制度を創設。

株式会社日本政策金融公庫による
低利・長期資金供給（ツーステップローン）

リースによる低炭素型設備の
導入促進のための新たな保険制度

背景

支援措置

○「低炭素型製品」の開発・製造は、今後の経済成長と雇用創出
　のカギであり、これを担う者への資金供給の円滑化が不可欠。

低炭素型製品：省エネ性能の高い機器・主要部品や、非化石エ
　　　　　　　ネルギーを利用した発電設備等

（例）

太陽光パネル 電気自動車 リチウムイオン電池

○中小企業等では、初期投資コストが高いこともあり、
　低炭素型設備の導入が進まないのが実態。
（例）

高性能工業炉 高効率ボイラー 業務用冷蔵庫

財投
貸付 資金供給

(低利・
長期)

融資
国

日
本
政
策
金
融
公
庫

指
定
金
融
機
関

事
業
会
社

低炭素型製品を開
発・製造する事業。

このうち、高度技術を
利用し、技術水準の向
上や、新事業の創出を
もたらす事業を支援。

リース料の回収が不可能
となった場合（事業者の
倒産等）に残リース料の
一部を支払う内容の保険

低炭素関連設備
リース契約

リース料
支払

保険契約 指定法人

出典：経済産業省

リース会社

事業会社

図2-4-1　エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律案【低炭素投資促進法案】
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地球温暖化対策税を含むグリーン税制の経済分析等に
ついて審議を行いました。環境省では、平成 21 年度
においても地球温暖化対策税の創設について要望する
とともに、経済産業省からも地球温暖化対策税の検討
について要望が行われました。平成 22 年度の所得税
法等の一部を改正する法律附則においては、地球温暖
化対策のための税について、「当分の間規定する税率
の取扱いを含め、平成 23 年度の実施に向けた成案を
得るよう検討を行うものとする」と規定されました。
　その他、自動車の低公害化、低燃費化や省エネ住宅
の推進に係る特例措置も盛り込まれました。
　さらに、平成 22 年度税制改正大綱では、地球規模
の問題解決のため、国際連帯税について早急に検討を
進めることとされました。国際連帯税は、環境問題の
ほか、国際金融危機、貧困問題などの地球規模の問題
への対策の一つとして注目を集めており、金融危機対
策の財源確保や投機の抑制を目的として国際金融取引
に課税する手法や、途上国の開発支援の財源確保など
のために国境を越える輸送に課税する手法など、さま
ざまな手法が議論されているもので、すでにフランス、
チリ、韓国などが航空券連帯税を導入するなど国際的
な広がりを見せているものです。
　また、これらの税制による税収の使途について、地
球温暖化問題に関する閣僚委員会タスクフォースの経
済モデル分析からは、すべての炭素排出に炭素比例で
課税する地球温暖化対策税を導入したとして、その税
収を地球温暖化対策に充てた場合、家計に一括還流す
る場合と比較して、実質可処分所得への影響が顕著に
緩和されるという結果が得られていることは注目に値
します。

地球温暖化対策基本法の制定と対策の推進

　わが国の地球温暖化対策の基本的な方向性を明らか
にするために、地球温暖化対策に関しての基本原則や
国、地方公共団体、事業者及び国民の責務、温室効果
ガス排出量の削減に関する中長期的な目標、地球温暖
化対策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計
画、基本的施策等を盛り込んだ地球温暖化対策基本法
案を平成 22 年 3 月に閣議決定し、国会に提出しまし
た（図 2-4-3）。
　地球温暖化対策基本法案では、その目的として、地
球温暖化を防止すること及び地球温暖化に適応するこ
とが人類共通の課題であり、すべての主要国が参加す
る公平かつ実効性のある国際的な枠組みの下で取り組
むことが重要であることにかんがみ、地球全体の温室
効果ガス排出量の削減に貢献するとともに、国際社会
の中で率先して社会経済構造の転換を促進しつつ、脱
化石燃料化を図ること等により、温室効果ガスの排出
量をできる限り削減し、吸収作用を保全・強化し、地
球温暖化に適応することができる社会を実現するため、
経済成長、雇用の安定やエネルギー安定供給の確保を
図りつつ地球温暖化対策を推進することを掲げていま
す。
　この目的の達成に向けて、上記のとおりさまざまな
事項を定めており、その中でも特に重要な基本原則、
中長期的な目標、基本的施策の概要は次のとおりです。
　まず、基本原則として、地球温暖化対策を行うに当
たっての基本的な原則を定めており、次の 7項目を盛
り込んでいます。
・ 新たな生活様式の確立等を通じて、豊かな国民生活
と国際競争力が確保された経済の持続的な成長を実

1980年代からの環境問題に対する関心の高まり、気候変動枠組条約国際交渉（1990年～）など

・1990年 フィンランド いわゆる炭素税（Additional duty）導入

・1991年 スウェーデン 二酸化炭素税（CO2 tax）導入

ノルウェー 二酸化炭素税（CO2 tax）導入

・1992年　気候変動枠組条約採択【1994年3月発効】、6月地球サミット（リオデジャネイロ）

・1992年 デンマーク 二酸化炭素税（CO2 tax）導入

オランダ 一般燃料税（General fuel tax）導入

・1993年 イギリス 炭化水素油税（Hydrocarbon oil duty）の段階的引上げ（～1999年）

・1996年 オランダ 規制エネルギー税（Regulatory energy tax）導入

1997年　京都議定書採択【2005年2月発効】

・1999年 ドイツ 鉱油税（Mineral oil tax）の段階的引上げ（～2003年）、電気税（Electricity tax）導入

イタリア 鉱油税（Excises on mineral oils）の改正（石炭等を追加）

・2001年 イギリス 気候変動税（Climate change levy）導入

2003年10月　「エネルギー製品と電力に対する課税に関する枠組みEC指令」公布【2004年1月発効】
：各国はエネルギー製品及び電力に対して最低税率を上回る税率を設定

・2004年 オランダ

・2006年 ドイツ 鉱油税をエネルギー税（Energy tax）に改組（石炭を追加）

・2007年 フランス 石炭税（Coal tax）導入

・2008年 スイス 二酸化炭素税（CO2 levy）導入

出典：各国政府及びOECD資料

一般燃料税を既存のエネルギー税制に統合（石炭についてのみ燃料税として存続（Tax on coal））。
規制エネルギー税をエネルギー税（Energy tax）に改組

図2-4-2　諸外国における温暖化対策に関連する主な税制改正の経緯
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現しつつ、温室効果ガスの排出量を削減し、吸収作
用を保全・強化することができる社会を構築するこ
と。

・ わが国に蓄積された知識、技術、経験等を生かして、
及び国際社会においてわが国の占める地位に応じて、
国際的協調の下に積極的に推進すること。

・ 地球温暖化の防止等に資する研究開発・成果の普及
が図られるようにすること。

・ 地球温暖化の防止等に資する産業の発展及び就業の
機会の増大、雇用の安定が図られるようにすること。

・ エネルギーに関する施策との連携を図りつつ、エネ
ルギーの安定供給の確保が図られるようにするこ
と。

・ 防災、生物の多様性の保全、食料の安定供給の確保
等に関する施策との連携を図ること。

・ 経済活動・国民生活に及ぼす効果・影響について事
業者・国民の理解を得つつ、適切な財政運営にも配
慮すること。

　中長期的な目標には、温室効果ガス排出量の削減に
関する中長期的な目標と再生可能エネルギーの供給量
に関する中期的な目標があり、具体的な数値を明記し
ています。前者については、温室効果ガス排出量につ
いて、すべての主要国による公平かつ実効性のある国
際的な枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提と
して 2020 年までに 1990 年比で 25％を削減すること、
2050 年までに 1990 年比で 80％を削減し、2050 年ま
でに世界全体の温室効果ガス排出量を少なくとも半減
するとの目標を、すべての国と共有するよう努めるこ
とを明記しています。後者については、温室効果ガス
排出量の削減に関する中長期的な目標の達成に関して、
再生可能エネルギーの供給量について、2020 年まで
に一次エネルギー供給量に占める割合を 10％に達す
ることを定めています。
　基本的施策には、国内排出量取引制度の創設、地球
温暖化対策のための税の検討その他の税制全体の見直
し、再生可能エネルギーに係る全量固定価格買取制度

○目的

○基本原則

○中長期目標

○基本計画

○基本的施策

　地球温暖化の防止及び地球温暖化への適応が人類共通の課題であり、すべての主要国が参加する公平かつ実効性のある国際的枠
組みの下、地球温暖化の防止に取り組むことが重要であることにかんがみ、地球全体における排出量の削減に貢献するとともに、
我が国における温室効果ガスの排出量をできる限り削減すること等ができる社会を実現する、経済の成長、雇用の安定及びエネル
ギーの安定的な供給の確保を図りつつ地球温暖化対策を推進し、地球環境の保全並びに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活
の確保に寄与

　地球温暖化対策として以下の原則を規定
・新たな生活様式の確立等を通じて、豊かな国民生活と国際競争力が確保された経済の持続的な成長を実現しつつ、温室効果ガスの
排出削減ができる社会を構築

・国際的協調の下の積極的な推進
・地球温暖化の防止等に資する産業の発展及び就業の機会の増大、雇用の安定
・エネルギーに関する施策との連携、エネルギーの安定的な供給の確保　
・経済活動・国民生活に及ぼす効果・影響についての理解を得る　　　等

・温室効果ガス削減目標：公平かつ実効性ある国際的枠組みの構築や意欲的な目標の合意を前提として、1990年比で2020年ま
でに25％を削減。また、1990年比で2050年までに80％を削減し、この場合において、2050年までに世界全体の温室効
果ガスの排出量を少なくとも半減するとの目標を、すべての国と共有するよう努める。

・一次エネルギー供給に占める再生可能エネルギーの割合を10％（2020年）とする。

地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画を策定

〈地域づくり〉
・都市機能の集積等による地域社会の形成に係る施策
・自動車の適正使用等による交通に係る排出抑制
・森林の整備、緑化の推進等温室効果ガスの吸収作用の保全及
び強化

・地方公共団体に対する必要な措置

〈地球温暖化対策のうち特に重要な具体的施策〉
・国内排出量取引制度の創設 （法制上の措置について、施行
後1年以内を目途に成案を得る）

・地球温暖化対策のための税の平成23年度からの実施に向
けた検討その他の税制全体のグリーン化

・再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度の創設その他
の再生可能エネルギーの利用の促進

〈国際協調等〉
・国際的連携の確保
・技術・製品の提供等を通じた自国以外の排出抑制等への貢
献を評価する仕組の構築　　

資料：環境省

〈ものづくり〉
・革新的な技術開発の促進
・機械器具・建築物等の省エネの促進
・温室効果ガスの排出の量がより少ないエネルギーへの転換、
化石燃料の有効利用の促進

・地球温暖化の防止等に資する新たな事業の創出
・原子力に係る施策
・地球温暖化への適応
・政策形成への民意の反映　　　等

 〈日々の暮らし〉
 ・機械器具・建築物等の省エネの促進
 ・自発的な活動の促進
 ・教育及び学習の振興
 ・排出量情報等の公表

図2-4-3　地球温暖化対策基本法案（平成22年３月12日閣議決定）の概要
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の創設という主要な 3つの制度の構築に加え、全量固
定価格買取制度以外の再生可能エネルギーの普及拡大
に関する施策、原子力に係る施策、エネルギーの使用
の合理化の促進、交通に係る施策、革新的な技術開発
の促進、教育・学習の振興、自発的な活動の促進、地
域社会の形成に当たっての施策、吸収作用の保全・強
化、地球温暖化への適応、国際的協調のための施策、
政策形成への民意の反映等について定めています。
　基本的施策に定める主要な 3つの制度のうち、国内
排出量取引制度については、温室効果ガス排出量の着
実な削減のため、温室効果ガスの排出者の一定期間に
おける温室効果ガス排出量の限度を定めるとともに、
その遵守のためのほかの排出者との取引等を認める制
度を創設するものとし、このために必要な法制上の措

置について、地球温暖化のための税と並行して検討を
行い、地球温暖化対策基本法の施行後 1年以内を目途
に成案を得るものとしています。その検討においては、
排出者の範囲や一定の期間における温室効果ガスの排
出量の限度を定める方法など制度の適正な実施に関し
必要な事項について検討を行うものとしています。そ
のうち、一定の期間における温室効果ガスの排出量の
限度を定める方法については、一定の期間における温
室効果ガスの排出量の総量の限度として定める方法を
基本としつつ、生産量その他事業活動の規模を表す量
の一単位当たりの温室効果ガスの排出量の限度として
定める方法についても、検討を行うものとしています。
　また、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を
図るため、地球温暖化対策に関する基本的な計画（基

日々の暮らし～ゼロエミ住宅・建築の普及～

注：目標年について記載のないものは、2020年までの中間的な目標
資料：環境省

【中長期ロードマップで伝えたいこと】
①地球と日本の環境を守るためには、温暖化対策は喫緊の課題。2020年に25％削減、2050年に80％削減を実現するための対策・
施策の道筋を提示。
②エコ投資を進め、低炭素生活スタイル（エコスタイル）を実践することにより、我慢ではなく快適で豊かな暮らしを実現すること
が可能。中長期目標の達成のためには、「チャレンジ25」を通じた、国民一人ひとりの取組が重要。
③温暖化対策は負担のみに着目するのではなく、新たな成長の柱と考えることが重要。低炭素社会構築のための投資は市場・雇用の
創出につながるほか、地域の活性化、エネルギー安全保障の確保といったさまざまな便益をもたらす。

【目標】新築の改定省エネ基準達成率100％＊
・躯体（建物）と、家電等の消費機器、太陽光などの創エネ
機器を統合したゼロエミ基準策定
・省エネ基準・ゼロエミ基準の達成義務化
・新築・既築改修促進のための税制等
・ラベリング制度と環境性能表示の義務化
・住宅・GHG診断士によるゼロエミ化サポート
・住宅性能の見える化と削減量に応じたインセンティブ付与
の仕掛けづくり

地域づくり～歩いて暮らせる地域づくり～

【目標】旅客1人当たり自動車走行量の1割削減＊
・全自治体で低炭素地域づくり実行計画を策定
・居住・就業・商業の駅勢圏・徒歩圏への集約化
・LRT・BRTの延伸や計画路線の早期着工
・歩道・自転車の走行空間の整備
・公共交通の利用を市民に促す仕掛けづくり
・都市未利用熱を逃さずに最大限活用
・地域の自然資本を活かす低炭素街区の整備
・物流・地域間旅客交通の低炭素化

日々の暮らし～鉄道・船舶・航空の低炭素化～

・省エネ型の鉄道車両・船舶（エコシップ）・航空機（エコプレー
ン）の導入促進

・低炭素燃料の導入促進
・荷主が低CO2輸送業者を選ぶ仕組み

日々の暮らし～環境対応車（自動車）市場～

【目標】次世代自動車販売台数を250万台＊
・CO2排出量等に応じた税の重課・軽課
・燃料基準の段階的強化
・E10対応車の認証
・ハイブリッド・電気自動車の導入促進
・高性能電池、次世代電池の開発
・エコドライブ、カーシェアリングの促進

エネルギー供給～低炭素社会を見据えた次世代のエネルギー供給～

【目標】再生可能エネルギーの割合を10％以上に（2020年）、スマートグリッド普及率100％（2030年）
・事業投資を促す水準（内部収益率8％以上など）での固定価格買取制度、熱のグリーン証書化
・事業リスクや初期負担を低減し、再生可能エネルギー普及を目指す企業や地域を育成
・再生可能エネルギーの導入義務化、普及段階に応じた社会システムの変革
・再生可能エネルギー大量導入に耐えられる系統連系・貯蔵システムの強化、スマートグリッドの整備
・燃料転換、高効率火力発電技術による火力発電の低炭素化、安全の確保を大前提とした電子力発電の利用拡大

低炭素社会構築のための基幹的な社会システム

・キャップ・アンド・トレード方式による国内排出量取引制度、地球温暖化対策税

地域づくり～農山漁村地域のゼロカーボン化～

・全地域でゼロカーボン地域計画を策定し達成
・建築物等への木材利用促進、バイオマス資源の利用促進、
森林・農地等の吸収源の活用
・地域エネルギービジネスモデルの全国展開

ものづくり～低炭素ものづくりの世界展開～

【目標】エネルギー消費を3～4割減（2050年）
・排出削減をする企業が報われる市場づくり
・排出削減をする企業を金融面で支える環境づくり
・有価証券報告書等を通じた情報開示促進
・ライフサイクル排出量を評価する算定報告公表制度
・中小企業GHG診断士制度による取組サポート
・革新的技術の開発支援
・低炭素ものづくりの担い手育成
・脱フロン徹底（代替フロン等3ガス排出抑制等）

図2-4-4　地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ（概要）～環境大臣小沢鋭仁試案～
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本計画）を定めることとしていますが、まずは 2020
年 25％、2050 年 80％削減を実現するための具体的な
対策・施策の一つの絵姿、及びその場合の経済効果を

提示するため、2010 年（平成 22 年）3 月 31 日に「地
球温暖化対策に係る中長期ロードマップ（環境大臣試
案）」を発表しました（図 2-4-4）。今回の試案は、今
後国民の御意見を伺いながら、より充実したものとな
るよう精査していく予定です。
　そして、そのような道筋を踏まえ、すべての国民が
力をあわせて「地球と日本の環境」を守り、未来に引
き継いでいくためのチャレンジ 25 を推進する国民運
動「チャレンジ 25 キャンペーン」を展開し、エコな
生活スタイルの選択、省エネ製品の選択など「6 つの
チャレンジ」の実践を呼びかけることにより、ものづ
くりから日々の暮らしまで、さまざまな活動に伴う二
酸化炭素の排出の削減を進めます（図 2-4-5）。
　さらに、米国、中国などすべての主要国が参加する
公平で実効性ある枠組みづくりに向け、国際交渉を主
導していきます。また、先進国と途上国の架け橋とし
ての役割を果たすため、今後の国際交渉の状況を注視
しつつ、気候変動対策に意欲的に取り組む途上国に対
し「鳩山イニシアティブ」による途上国支援を進めて
いきます。

◆「チャレンジ25キャンペーン」が
　推進する「6つのチャレンジ」

1．エコな生活スタイルを選択しよう

2．省エネ製品を選択しよう

3．自然を利用したエネルギーを
 選択しよう

4．ビル・住宅のエコ化を選択しよう

5．CO2削減につながる取組を
 応援しよう

6．地域で取組む温暖化防止活動に
 参加しよう

◆キャンペーンのロゴマーク

ロゴマークのデザインと、「未来が変わる、日本
が変える」というスローガンは、地球温暖化は
世界全体の問題であり、25％排出削減に向け、
国民各界各層が力強くCO2排出削減の実践に取
り組み、挑戦の輪を拡げていくことを表現して
います。「企業・団体チャレンジャー」（地方公
共団体、企業、NPO等各団体）が、地球温暖化
防止に向けた情報提供やさまざまな普及啓発活
動を行う場合に、「企業・団体チャレンジャー」
として登録した上で、ポスター、パンフレット、
社内報、CM、名刺、ホームページ等さまざまな
媒体にこのロゴマークを使用していただくこと
ができます。

資料：環境省

図2-4-5　チャレンジ25キャンペーン
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温暖化防止の国民運動チャレンジ25キャンペーンコラム

　地球温暖化という人類の生存に
かかわる脅威に対して、世界が立
ち向かおうとしています。　
　日本は、京都議定書を批准し、
2008 年から 2012 年の間に二酸化
炭素などの温室効果ガス排出量を
1990 年に比べて 6％削減すること
を世界に約束しています。
　このような中、昨年 9 月、鳩山
内閣総理大臣はニューヨークの国
連気候変動サミットにおいて、「わ
が国は、すべての主要国による公
平かつ実効性のある枠組みの構築
と意欲的な目標の合意を前提とし
て、温室効果ガス排出量を 2020 年
までに 1990 年比で 25％削減する」
という目標を表明しました。 政府
では、地球と日本の環境を守り未
来の子どもたちに引き継いでいく
ため、「チャレンジ 25」と名付け、
あらゆる政策を総動員して地球温
暖化の防止を進めています。
　そのための国民的運動を、「チャ
レンジ 25キャンペーン」として本
年 1月 14日からスタートし、二酸
化炭素削減に向けた具体的な行動
の実践を呼び掛けています。各界
で活躍されている著名な方々もキャ
ンペーン応援団として参加していま
す。皆さんもぜひご参加下さい。

　チャレンジ 25 キャンペーン応援団のキ
ャプテンを務めている加山雄三です。国民
の皆様の中には、具体的な温暖化防止のア
クションは始めてはいないが、地球の将来
を考えて、きちんとやらないといけないと
思っている方もたくさんいると思います。
私も、今日から新しいスタートという気持
ちで、皆さんと一緒に CO2 削減にチャレ
ンジしていきますので、皆様もどうぞ、一
緒に参加しましょう。

「チャレンジ 25 キャンペーン」応援団
キャプテン
　加山　雄三　（かやま ゆうぞう）
　俳優、シンガーソングライター

「チャレンジ 25 キャンペーン」スーパ
ーアドバイザー
　小宮山　宏　（こみやま ひろし）
　 工学博士（東京大学、1972年）、
　第28代東京大学総長
　 2009年 4月より三菱総合研究所理
事長、東京大学総長顧問

　私はエコハウスに住んでおり 81％の
CO2 削減を実現しましたが、良さはそれだ
けではありません。結露しなかったり、家
の中でトイレが寒くなかったり、また、初
期投資も回収できるなど、とにかく、住み
やすいことがポイントです。私も、スーパ
ーアドバイザーとして全力で頑張りますの
で、皆さんも CO2 削減に向けチャレンジ
してください。

　マイ箸やマイバックを利用するなどして、
エコ活動に取り組んでいます。
最近では、ソーラーパネルの付いた携帯電
話が出てくるなど、そうした身近に使える、
エコな電化製品も増えてきています。
私も、毎日の生活の中でエコな取組を実践
し、CO2 をダイエットしていきますので、
皆さんも一緒に、CO2 ダイエットにチャレ
ンジしましょう。

「チャレンジ 25キャンペーン」応援団
　上戸　彩　（うえと　あや）
　女優

「チャレンジ 25キャンペーン」応援団
　大林素子　（おおばやしもとこ）
　 スポーツキャスター、（財）オリンピ
ック委員会スポーツアンバサダー

　50 年後、100 年後、スキーやビーチバレ
ーなどの競技が出来なくなるかもしれない
と言われています。私たちアスリートも、
各試合会場で、こどもたちに、温暖化防止
に向けたメッセージを送るなどの活動を行
っていますが、これからもそうした活動に
より一層取り組んでいきます。

　再生可能エネルギーを日本に広める団体
の代表発起人を務めるなど、温暖化防止に
取り組んでおりますが、自分自身の生活を
顧みますと、まだまだやりきれていない部
分があります。これから努力していきたい
と思います。

「チャレンジ 25キャンペーン」応援団
　岡田武史　（おかだたけし）
　 サッカー日本代表監督、地球環境イニ
シアティブ発起人

　開発の犠牲になる野生動物や、美しい自
然を見るたびに、心を痛めています。
また、その都度、人間の傲慢さと愚かさを
感じています。
愛と思いやりを持ってエコ活動に取組み、
意識を高めていきたいと思っています。

「チャレンジ 25キャンペーン」応援団
　杉本　彩　（すぎもと　あや）
　女優、作家

「チャレンジ 25キャンペーン」応援団
　杉山 愛　（すぎやま あい）
　 プロテニスプレイヤー、グランドスラ
ム62回連続出場の世界記録保持者、
グランドスラム3度優勝（ダブルス）、
オリンピック4回出場。

　温暖化による気温上昇は、海外でプレー
していても肌で感じることで、私たちのプ
レーする環境も、その暑さ等により、どん
どん厳しい状況になっています。まずは、
省エネ家電に買い替えるなど、自分のライ
フスタイルをエコに変えていきたいと思っ
ています。

　俳優の傍ら、国際短編映画祭の代表を務
めており、2008 年からストップ！温暖化
部門を設立しました。毎年、世界の映像ク
リエーターから温暖化防止のメッセージが
込められた映像が寄せられていますが、そ
んな映像の持つ力を活かして、日本はもち
ろん、世界中の人々に温暖化防止のメッセ
ージを伝えていきたい。皆さん、ともにチ
ャレンジしましょう。

「チャレンジ 25キャンペーン」応援団
　別所 哲也　（べっしょ てつや）
　 俳優／「ショートショート フィルム
フェスティバル ＆ アジア」代表
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2　チャレンジ25につながるさまざまな主体の取組

　このような政府の取組と相前後して、民間企業など
あらゆる主体で地球温暖化に対する問題意識が高まり、
さまざまな二酸化炭素削減の取組が始まっています。
環境省が平成 3年度から実施している「環境にやさし
い企業行動調査」においては、最近 10 年近くにわたり、
一貫して地球温暖化防止への取組を「方針を定めて取
組を行っている」とする企業が最も多く、その割合も
増え続ける傾向にあるという結果が得られています。
また、同じく環境省の実施している「環境にやさしい
ライフスタイル実態調査」では、インターネットを用
い、広く国民の環境問題に対する意識や行動をアンケ
ート調査していますが、近年の調査結果では、関心の
ある環境問題分野として「地球温暖化」を挙げる人が
最も多く、その割合も実に回答者の 8～9 割に達する
状況が継続しているなど、人々の地球温暖化に対する
問題意識の高まりが見て取れます。
　このような状況の中、近年のわが国の二酸化炭素排
出量は、総体としては残念ながらあまり削減が進んで
いない状況にあります。2008 年度の温室効果ガスの

総排出量は 12 億 8200 万トン（二酸化炭素換算）であ
り、京都議定書の規定による基準年（CO2、CH4、
N2O は 1990 年度、HFCs、PFCs、SF6は 1995 年）の
総排出量と比べると 1.6％上回っています※。
　部門別に排出量の推移をみると、産業部門（工場等）
や運輸部門（自動車・船舶等）では、さまざまな削減
努力の効果があってゆるやかに減少傾向にあるのです
が、商業・サービス・事務所等を含む業務その他部門
及び家庭部門では、二酸化炭素排出量は増加傾向にあ
り、総体としては産業部門等の削減効果を打ち消す形
となってしまっています（図 2-4-6）。なお、産業部門
等で平成 19 年度から 20 年度にかけて二酸化炭素排出
量の減少がみられますが、これは金融危機の影響によ
る年度後半の急激な景気後退が原因と考えられます。
　商業・サービス・事務所等で排出量が増加傾向にあ
る原因としては、事務所や小売店等の延床面積が増加
したこと、それに伴う空調・照明設備の増加、そして
オフィスの OA化の進展による電力消費の増加など
が挙げられます。また、家庭部門における増加につい
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注：カッコ内の数字は各部門の2008年度排出量の基準年排出量からの変化率
出典：環境省

図2-4-6　二酸化炭素の部門別排出量（電気・熱配分後）の推移

※ 原子力発電所の利用率が長期停止の影響を受けていない時の水準（1998 年度の実績値）にあったと仮定して総排出量を推計すると、
2008 年度の総排出量は基準年比で 3.4％減となります。
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ては、世帯数の増加による電力消費の増加などが原因
と考えられています。これらの部門は、いずれも既製
のエネルギー消費機器を購入して使用するというエネ
ルギー消費形態であり、オフィスや家庭内のどこから

どれだけ排出されているのかといった専門知識にも乏
しいことから、産業部門（工場など）が自ら工程を見
直して排出削減を行うのと同じように取り組むという
ことはむずかしいと思われているものです。しかしな

「見える化」によるソリューション
―企業の利益創出と二酸化炭素排出量削減の両立に向けて―

コラム

　エネルギーの消費によって発生する温室効果ガ
スは、地球温暖化を引き起こす大きな原因となり
ます。快適な生活を守り、住みやすい地球を子孫
に残していくために、近年では企業や工場をはじめ、
店舗、住宅にも省エネへの取組が求められていま
す。
　電気・ガスなどのエネルギーは無形のため、通常、
使用量を目で見ることはできないのですが、これ
をセンサー等を使用して「見える化」することに
より、いつ・どこで・どのくらいのエネルギーを
使っているか、より詳しい分析を行うことが可能
となります。従来、二酸化炭素削減対策がむずか
しいと思われてきた業務民生分野であるオフィス・
家庭などでも、電力消費量を「見える化」するこ
とで、意外とかなりのムラ ･ムダが見つかるものな
のです。
　近年では、顧客の工場やオフィス等で、この目
に見えない使用エネルギー量を「見える化」し、
それによって見えたムダ ･ムラを指摘、改善をア
ドバイスするといった事業も始まり、それを利用
した省エネ・環境対策活動が活発化してきています。
　特に製造業においては、過去から省エネ活動が
取り組まれており、もう改善はやりつくしたと思
われがちですが、より細かなエネルギー計測を行い、

設備ごと・生産ラインごとに「見える化」を行うと、
意外とまだまだ改善の余地があることが分かりま
す。また、年々二酸化炭素排出量が増えてきてい
る民生業務分野では、さらに省エネの改善余地が
あることが想定されます。多店舗型業態の企業は
店舗に注目されがちですが、企業全体を捉え、物流・
倉庫・工場等、エネルギー使用量の多い拠点の管
理も行うことにより、さらに二酸化炭素排出の削
減余地が出てくることが見込まれます。
　「見える化」からの省エネ活動は、先進的に京都
市立の幼稚園・小中高等学校において「京都モデル」
として活発なエコ活動として取り組まれており、
大きな省エネ効果を出しています。さらには「見
える化」を利用した環境教育により、持続可能な
社会に向けた人づくりへの取組が始まっています。
学校を起点とし、家庭・地域へ波及していくこと
により、さらなる省エネ ･環境対策活動の広がり
が期待されます。
　今後、太陽光発電などの普及が進むとともに、
二酸化炭素を排出しない再生可能エネルギーを優
先して使用するなど電力の最適な融通を行うこと
により、快適な生活と二酸化炭素削減の両立が実
現可能となり、環境と人々の暮らしを豊かにする
社会の実現が期待されます。

7月よりも9月の方が

気温が低いにもかかわらず、

9月の方が電力量が多い

中間期には冷暖房の

混在運転などのムダがある

●設備の運用・管理方法の改善による省エネを実現

●空調自動制御で、デマンド、消費エネルギーを削減

気温データと店舗の電力量（℃） （kWh）
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資料：オムロン株式会社資料より環境省作成

「見える化」による改善の事例
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がら、「環境にやさしいライフスタイル実態調査」結
果からもわかるように、本質的には、今の人々は自ら
の二酸化炭素排出を削減したがっているものと考えら
れます。また、これらの部門は、現状で削減対策がで
きていないだけに、エネルギー使用のムダやムラが潜
んでおり、まだまだ対策の余地があるものといえまし
ょう。

　対策の余地という観点では、製品製造工程等の最も
主要と思われる二酸化炭素排出過程のみならず、原材
料調達過程（上流側）や製品の出荷・物流過程、使用、
廃棄等（下流側）での排出にも留意し、サプライチェ
ーン全体で可能な対策を講じることも非常に重要です。
また、サプライチェーン全体での対策を検討する上で
は、自社の活動に起因する二酸化炭素排出のみならず、
海外を含めて、事業活動上の関連企業の活動に起因す
る排出についても留意すべきです。
　このようなサプライチェーン全体を見渡した上での
排出削減の取組としては、すでにある総合化学メーカ
ーにおいて、資源調達過程に着目し、廃材アルミをク
ローズドループリサイクル化することで、一から精錬
する場合と比べて精錬から製造までに排出される二酸
化炭素を 74％削減できることを明らかにするなどの
動きがあります。部品を海外から調達したり、組立工
程を海外に移転しており、そこで多くの二酸化炭素が
排出されているような場合には、わが国の技術を移転
し、海外の工程での排出を削減することも考えられま
す。また、別の製造業企業においても、これまであま

り顧みられることのなかった物流過程に着目した結果、
トラックの平均積載量にかなりの余裕、すなわちムダ
があることが判明するなど、今後このような取組のま
すますの普及が望まれます。
　上流から下流までをトータルでとらえるという考え
方を国全体に拡げると、さまざまな産業で原材料調達
などを環境配慮度合いの低い海外に依存せざるを得な
い場合もありますし、大量に二酸化炭素を排出して製
造された製品が輸入されることもあります。一方で、
国内では、環境配慮型の工程で製造された製品や、製
品そのものが環境性能が高いというものも多数あり、
そのような製品が輸出されて、海外での排出削減に貢
献している場合も多数あると考えられます。これらを
トータルで捉えて、わが国の産業全体として、世界全
体でみて二酸化炭素排出を削減できるような産業構造
とすることが望まれます。
　このような考え方に立つと、例えば、わが国の製鉄
業では、同じ量の粗鋼を生産する際に排出される二酸
化炭素の量で比較して、海外より 4割程度少なくて済
んでいます。このすぐれた技術を活かして製造した鉄
鋼を大量に輸出することにより、わが国が逆に外国か
ら輸入している分の影響を差し引いても、平成 19 年
時点で、世界全体で 1,400 万トン（わが国の総排出量
の 1％強に相当）の排出削減に貢献しているものと計
算されます。また、ある自動車メーカーでは、同社の
「サスティナビリティレポート 2009」において、海外
も含めてハイブリッド自動車を累計で 180 万台以上販
売しており、世界全体での累積二酸化炭素排出削減効

排出削減・吸収活動
プロジェクト実施事業者

検証機関

＜排出削減・吸収活動プロジェクトの例＞

森林バイオマス活用

森林管理

プロジェクト計画
プロジェクト実施

モニタリング報告書を提出

検証報告書を提出

J-VERを登録簿の口座内に保有

J-VERを登録簿の
口座内に取得

J-VER
登録簿資金

温室効果ガス排出企業等
Ｊ-VERをカーボン・オフセット等に利用

オフセット・クレジット
（J-VER）認証運営委員会

（環境省）

〇国内で実施されたプロジェクトによる温室効果ガス排出削減・吸収量を、カーボン・オフセットに用いられる一定の信頼性が確保され
たオフセット・クレジット（J-VER）として認証する制度。環境省が平成20年11月に創設。

〇本制度により、市民・企業・自治体等がカーボン・オフセットを行うための資金（J-VER購入資金）が、地方の森林整備や地域地場産
業等の国内の排出削減・吸収プロジェクト事業者に還流される。

②申請
③受理、審査、登録

④モニタリングを実施

⑥認証⑤検証を実施

口座 J-VER

口座 J-VER

①ポジティブリスト・方法論等の設計・公表

⑦クレジット発行

図2-4-7　オフセット・クレジット（J-VER）制度について

出典：環境省
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果は 1,000 万トン以上に達しているとしています。ほ
かにも、海水淡水化などの浄水処理方法として、わが
国の企業が得意とする技術に逆浸透膜法があり、ある
膜製造メーカーでは、同社の膜技術を世界に普及させ、
旧来の蒸発法と置き換えることにより、平成 19 年現
在で約 940 万トンの二酸化炭素削減に貢献しているも
のと見積もっています。これらの事例のように、すで
に大きく海外での温室効果ガスの削減に寄与している
ケースも現れていますが、わが国としては、さらにさ
まざまな産業において同様の努力を継続し、新成長戦
略にあるとおり、民間ベースの技術を活かした世界の
温室効果ガスの削減として、わが国の総排出量に匹敵
する約 13 億トン -CO2 の削減を目指すべきと考えられ
ます。

　地球温暖化に問題意識を持ち、生活や事業活動から
排出される二酸化炭素を削減したい人々（個人、法人
とも）に対して、利用するさまざまな商品やサービス
からの二酸化炭素排出量の情報提供、すなわち「見え
る化」は、その行動を強く後押しします。また、人々
の地球温暖化に対する問題意識の高まりに呼応して、
二酸化炭素の排出削減に取り組む姿勢が、企業や商品
のブランド価値を高める時代になってきました。この
ような状況を背景として、例えばカーボン・オフセッ
ト付き商品サービスを提供することにより、自社ブラ
ンドのイメージを向上させることも狙って、海外から
買い取った二酸化炭素排出権を国に寄付し、カーボ
ン・オフセットを行う企業が増加中です。また、類似
の仕組みであるグリーン電力証書制度についても、契
約電力量が近年急激に増加しているところです。カー
ボン・オフセットについては、行政においても、例え
ば環境省において、その普及を後押しすることによっ
て二酸化炭素排出削減・吸収に貢献するとともに、民
間資金を国内の山村地域に還流して地域活性化を図る

ことを目的に、オフセット・クレジット（J-VER）制
度の運営などが行われています（図 2-4-7）。
　中小企業等の二酸化炭素削減努力を後押しするため、
平成 20 年 10 月、排出量取引の国内統合市場の試行的
実施に併せて、大企業の技術・資金等を提供して中小
企業等が行った温室効果ガス排出抑制のための取組に
よる排出削減量を認証し、大企業が自主行動計画等の
目標達成のために活用する仕組みである国内クレジッ
ト制度が始まりました。

　また、大胆に街ぐるみで住宅や商業施設からの二酸
化炭素排出削減に取り組む事例も現れてきました。東
京都千代田区では、平成 20 年 1 月に制定した千代田
区地球温暖化対策条例に基づき、区有施設などにおい
て率先して電力量の削減に取り組むため、平成 20 年
度から区が管理する街路灯を省エネルギー型の照明に
交換しています。すべての街路灯 5,501 基が交換され
たと仮定すると電力量は約 250万 Kwh削減されます。
これは、一般家庭約 700 世帯が 1 年間に消費する電力
量に相当します。また、埼玉県越谷市では、独立行政
法人都市再生機構（UR都市機構）を施行者とする「越
谷レイクタウン」土地区画整理事業において、自転車
専用レーンを設け、ほとんどの住まいを駅徒歩 15 分
圏内とするコンパクトな街づくり、調節池から流れる
冷気の活用、集合住宅における太陽熱セントラルヒー
ティングの活用のほか、大型複合商業施設では、都市
ガスを利用した高効率の冷暖房（ハイブリッドガスエ
コシステム）や太陽光発電を導入して従来型ショッピ
ングセンターと比べ二酸化炭素排出を 20％削減する
など環境共生のまちづくりがなされています（図
2-4-8）。
　なお、「越谷レイクタウン」は、このような取組に
より「環境に配慮した住みよいまちづくり国際賞」と
して唯一の国際的表彰制度である「リブコムアワード

ビオトープ
浮島

水辺のまちづくり館

エコストア（大型複合商業施設）

大相模調節池

越谷レイクタウン駅

環境モデル地区
（集合住宅・戸建て住宅地区）

［凡例］
レイクサイドウォーク

※パースは計画に基に書きおこしたもので実際とは異なります。

出典：独立行政法人都市再生機構 埼玉地域支社

おおさがみ

図2-4-8　越谷レイクタウン土地区画整理事業
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2009」において、日本で初めてプロジェクト賞の金賞
を受賞しました。
　これらの取組事例のように、企業が自主的に二酸化
炭素排出権や割高なグリーン電力を購入したり、民間
主導で二酸化炭素削減を目的とした大型プロジェクト
が実行されたりするようになってきたということは、
それだけ地球温暖化対策の意義が人々の間で浸透して
きたことの現れであり、同時に環境を保全しながら経
済をも発展させるための具体的な方法論が産み出され
てきたことの現れであると考えられます。
　地球温暖化対策の取組は、わが国一国にとどまるも
のではありません。また、地球温暖化問題の解決のた
めに、人々の文化や豊かさが犠牲になるようでは、継
続的に対策を行うことはできないでしょう。生活水準
を落とさずに対策を行うには、革新的な技術が必要で
す。そして新成長戦略にも掲げられているとおり、わ
が国の環境技術は、今後の日本経済にとり最大の強み
であり、世界の二酸化炭素排出削減に貢献できるもの
であるといえるほどのすぐれたものと考えられます。
　ハイブリッド車や二次電池、あるいはヒートポンプ
技術などでの国際的な技術優位性については改めて指
摘するまでもありませんが、ほかにも省消費電力型デ
ィスプレイや次世代の照明として有望視される有機
EL の材料では、わが国の企業が世界シェアの 90％を
占めているほか（図 2-4-9）、太陽光発電システムやハ
イブリッド車などに使用され、市場規模では年率 20
％近い成長を続けるパワーデバイス（パワー半導体）
などの分野においても、わが国は世界有数の技術やシ
ェアを誇っています。さらには、前述したように、新
成長戦略において、わが国の民間ベースの技術を活か
した世界の温室効果ガスの削減目標値として約 13 億
トン -CO2 が掲げられているところであり、正に「環
境が牽引する経済発展」を実現するに足る条件が備わ
っていると考えられます。
　しかしながら、それぞれの国情や激しい国際競争の
実態にかんがみると、全世界にわが国の製品や技術を
普及させることは、必ずしも容易ではありません。わ
が国のもつ省エネルギー技術などは、最適な操業を行
うための維持管理に高度な知識を要することや、一部
の途上国には技術移転に係る費用の負担が大きすぎる
場合があること、企業の持続的な開発・普及に不可欠
な知的財産権の適切な保護等が必要であることから、
技術の移転・普及に向けては、当該国の国情に応じた
最適な技術の特定・開発や、技術の維持・管理のため
の人材育成、適切な資金支援や法制度整備を行ってい
く必要があります。こうした取組を促進するためにも、

鳩山イニシアティブを通じ途上国支援の仕組みを有効
に活用するとともに、日本が世界に誇るクリーンな技
術や製品・インフラ・生産設備などの提供を行った企
業の貢献が適切に評価される仕組みの構築など、相手
国とウィン－ウィンの関係をもって進めることも検討
の視野に入れるべきでしょう。
　他方で、わが国の産業界は、世界に先駆けてさらな
る環境技術の高度化を追求し、率先してそのようなト
ップランナーの生産技術を導入することも忘れてはな
りません。これにより、潜在的な可能性としては、例
えば、（独）新エネルギー・産業技術開発機構（NEDO）
の調査結果によれば、わが国の石炭火力発電所の熱効
率がトップランナー機器に置き換わったと仮定すると、
約 400 万トンの二酸化炭素排出の削減が可能であると
されています。
　これらには技術的に大きなチャレンジがありますが、
その可能性を秘めているのがわが国の底力であり、わ
が国には、その技術力を発揮することによる地球温暖
化問題解決への貢献が求められます。こうしたチャレ
ンジを克服していく過程で、今後のわが国の経済を強
力に牽引する「輸出商品」が誕生することにつながる
と考えられます。

写真提供：財団法人山形県産業技術振興機構

図2-4-9　有機ELラウンジ
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量子ドット太陽光発電

　地球温暖化対策にとって、太陽電池技術は極め
て重要です。しかし、太陽電池のエネルギー変換
効率が、シリコンの理論上の限界とされる 29％に
近付きつつあり、この限界を乗り越える新材料や
新構造の出現が期待されています。量子ドットは、
この太陽電池の性能限界の突破に向けて重要な役
割を果たすことが期待されています。量子ドット
を用いると、理想的には 60％以上の効率を図るこ
とができます。集光システムを用いれば、既存の
太陽電池パネルの 1000 分の 1 の面積で同等の電力
を生成することが可能になります。
　半導体量子ドットは、荒川教授らの研究によっ
て1982年に生まれた日本発の革新的基礎技術です。
太陽電池の仕組みは、半導体に太陽光が当たり電
子が動くことで電流が生じます。しかし、現在の
シリコンなどの半導体ではその中の電子が自由に
動き回るため、電極に達した電子しか取り出せて
いないため、限界があります。今、この中に「量
子ドット」という 10 ナノメートル（ナノは 10 億
分の 1）程度の寸法を有する箱を置いたとします。
もし箱のポテンシャルが電子にとって低ければ、
電子は箱の中に閉じ込められ運動の自由度を失い
ます（右図）。量子ドットに閉じこめられた電子は、
効率よく電極に達することになります。箱の形を
変えたりすれば、電子のエネルギー（振動数）を
制御することができます。ちょうど管楽器が形に
よって音色や音程を変えていることに相当します。
左図に示すように、自然界で勝手に飛び回ってい
た電子を量子ドットという小さな箱の中に捕捉し、
これにより電子の性質を自由自在に変えてやるこ
とができるのです。
　太陽電池の変換効率の限界を決めているエネル
ギー損失の主たる要因として、太陽光のすべての

波長のエネルギーを吸収できないという透過損失
と、受け取り可能な光エネルギーより大きなエネ
ルギーを吸収した場合、それが半導体内部で熱に
変わって失われてしまうという熱損失があります。
量子ドットのエネルギーの離散性を活用すると、
熱損失を抑制することが可能になります。また、
いろいろ工夫することにより、透過損失も解消で
きます。これらにより、理想的には、60％以上の
効率の実現を図ることができます。
　材料としては、これまでは主として化合物半導
体による量子ドットが用いられてきていますが、
最終的にはシリコン系量子ドットによる太陽電池
の実現が期待されています。しかし、現時点は大
きな課題が山積しており、今後長期的な視点で研
究開発を行っていく必要があります。例えば、量
子ドットの寸法と位置の完全制御や、高品質な材
料開発も不可欠です。さらに、原理的にも明らか
にしなければならないことがたくさんあります。
　量子ドットは、日本の研究者が世界をリードし
てこれまで研究開発を推進してきた研究分野です。
量子ドット太陽電池への展開についても今後わが
国の英知をさらに結集させることにより、世界の
先頭を切って高効率太陽電池の実現に貢献できる
ものと期待されます。ただし、短期的に過大な期
待をするのは危険であり、20～30 年の長期的な研
究開発の取組が必要です。幅広い裾野をもつ多数
の研究開発者の人材育成を含めて、今後わが国と
して研究開発体制を確立することが必要であると
考えられます。将来、量子ドット太陽電池は、グ
リーン・イノベーション創出に向けて最も重要な
基盤デバイスの一つとして位置づけられることに
なるでしょう。

コラム

量子ドットの概念図と電子顕微鏡写真

写真提供：東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構長荒川泰彦教授
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シナリオA：活力、成長志向 シナリオB：ゆとり、足るを知る

都市型/個人を大事に 分散型/コミュニティ重視

より便利で快適な社会を目指す 社会・文化的価値を尊ぶ

GDP1人当たり2％成長 GDP1人当たり1％成長

集中生産・リサイクル
技術によるブレイクスルー

地産地消、必要な分の生産・消費
もったいない

絵：今川朱美

資料：2050日本低炭素社会シナリオチーム（独立行政法人国立環境研究所、国立大学法人京都大学、みずほ情報総研株式会社）より環境省作成

図2-4-10　低炭素社会構築に向けた2つの社会ビジョン

　あらゆる主体の参加による地球温暖化対策が功を奏
して温室効果ガスの排出が削減された社会、低炭素社
会というのはどのような社会なのでしょうか。ここま
で環境対策を経済成長の制約要因と考えるのではなく、
むしろ経済成長のためにグリーンイノベーション、環
境産業を振興すべきと述べてきました。地球温暖化対
策は長期にわたる努力が必要です。長期目標の目標年
である 2050 年の日本社会はどのようなものになって
いるのでしょうか。
　二酸化炭素削減の方法はさまざま、技術や施策の導
入年もさまざまなシナリオが考えられ、当然、シナリ
オによって 2050 年の社会の姿は変わります。
　望ましい社会経済の姿は人ぞれぞれ、一つではあり
ません。例えば、環境省では、地球環境研究総合推進
費による戦略的研究開発プロジェクト「脱温暖化社会
に向けた中長期的政策オプションの多面的かつ総合的
な評価・予測・立案手法の確立に関する総合研究プロ
ジェクト（以下「2050 年脱温暖化社会プロジェクト」
という。）」において、初めに望ましい 2050 年の社会
経済の姿を想定し、それが実現可能かどうか、そして
実現するためには何をすべきなのかを検証するという
アプローチ（バックキャスティング手法）を用いて、
将来像に幅を持たせ、経済発展・技術志向型のビジョ
ンAと地域重視・自然志向型のビジョンBを想定して、
それぞれエネルギーサービスの需要を含むその具体的
な姿を描きました（図 2-4-10）。
　ビジョン A「活力・成長志向」では、次のような
将来像を想定しました。すなわち、企業や政府などの

積極的な技術開発投資を背景に技術進歩率は高く、ま
た社会全体として経済活動は活発であり、1 人当たり
年間経済成長率 2％／人 ･ 年を維持しているような社
会です。これらの高い経済成長率を支える要素として
は、技術進歩に加えて個人レベルでの活発な消費と高
い労働意欲が挙げられます。就業に関しては老若男女
や国籍の区別がほとんどなく、個人の能力、特性、専
門性に応じた雇用が標準となり、機会の平等が実現し
ています。また、これまで女性が担ってきた家事は大
部分が外部化・機械化されており、仕事以外の空いた
時間は自分のキャリアアップのために活用するなど、
人々は「自分の夢」のために費やす時間が多くなって
います。また、消費に関しては新しい技術や製品・サ
ービスを積極的に受け入れるため、消費は旺盛であり
買い替えのサイクルも比較的短い社会です。一世帯の
構成人数は減少し、家族よりも個が重視され、若者や
高齢者の一人暮らしが増加します。地方より都心部、
戸建て住宅よりも集合住宅に居住する人口が増加し、
利便性の高い生活を好む風潮が強くなると考えられま
す。
　一方、ビジョン B「ゆとり・足るを知る」では、A
と異なり、1 人当たり年間経済成長率は 1％／人 ･ 年
であるが、ボランティア活動など経済として現れない
活動も活発に行われるため、必要なサービスは充分享
受できるとしました。そのほか、地方においても充分
な医療サービスや教育を受けることが可能になるなど、
不便のない生活が可能になっていくため、自らのライ
フスタイルに合った特色のある地域（地方等）に移り

3　温室効果ガスの排出が削減された将来世代の暮らし
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第4節　チャレンジ25という将来世代への約束

住んでいく人が増加し、結果的に都心から地方への人
口・資本の分散が進むものと想定しました。その結果、
農村などで庭付き一戸建てをもつ人が増加するなど、
戸建て住宅に居住する人が増加し、一世帯当たりの構
成人数と床面積が増加すると考えられます。ワークス
タイルとしては、各家庭のライフプランにあわせて二
人でバランスをとりながら収入を確保するスタイルが
普及・定着しています。そして家事については家族内
で分担されたり、地域内のボランティアや NGOなど
がそれぞれの地域で提供している無償のサービスなど
を活用したりするケースが多く見られます。一方で家
族と過ごす時間が増加し、余暇時間には趣味やスポー
ツ、習い事などのほかに、ボランティア活動や農作業、
地域活動に従事する人が増加するでしょう。このよう
に、一つの地域の中にも多様な個性が存在するが、そ
の分他者を尊重し、共に強みを出し合って協力しあう
知恵を持って生活しているといった社会経済がイメー
ジされています。
　環境省の委託調査である 2050 年脱温暖化社会プロ
ジェクトでは、ビジョンAもビジョン Bも、実のと

ころ、従来のさまざまな日本社会長期将来見通しと大
差なく、諸想定の範囲内に収まっているものであり、
実際には、これらの社会経済ビジョンへいたる 2つの
シナリオは調和しながら混在しつつ進行していくのだ
ろうとしています。また、同プロジェクトでは、いず
れのビジョンについても、2050 年にわが国の二酸化
炭素排出量を 1990 年比で 70％削減することが可能で
あることを示しました。さらに、環境省では、この研
究成果を踏まえて、経済性、政策的実現性も考慮して
技術的に二酸化炭素を 80％削減しつつ需要に見合う
エネルギーの供給が可能かどうかを検証しており、80
％削減は可能という結論に達しました。

　一方、技術革新の観点から将来像を想像することも
できます。平成 20 年度に、18 人有識者ヒアリングや
一般からの意見募集を踏まえて、中央環境審議会地球
環境部会において取りまとめられた低炭素社会の具体
的イメージでは、例えば図 2-4-11 のような社会像が示
されており、低炭素社会の実現に向け、①カーボンミ
ニマム、②豊かさを実感できる簡素な暮らし、及び③

大都市・中都市

■住みやすく、にぎわいのあるコンパクト
な都市が形成。

■道路は自転車が安全に走行できるよう整
備。

■パーソナル移動体を活用。
■都市規模や既設インフラに応じ、鉄道・
バス・LRTを組み合わせた公共交通網が
整備。

■集合住宅比率が高く、職場と住居は近接。
■下水汚泥等都市における未利用エネル
ギーの積極的活用（小都市も同様）。また、
熱輸送管が整備され地区レベルで排熱を
含むエネルギーを有効に活用。

■風の通り道となる緑地や水辺などが確保
され、ヒートアイランド現象が緩和。

■屋外照明・広告の減少等により星空の観
察が可能。

■集中豪雨に伴い都市型浸水が起こること
がないような治水施設が整備。

小都市

■世帯数が減少する局面においては、例え
ば鉄道駅等が拠点となり周辺に業務・商
業施設、居住地域がコンパクトに集積し、
都市周辺部は緑地・農地等の保全が図ら
れている。
■ICTの進展により利便性が大幅に向上した
バスが公共交通機関として中心的役割を
果たす。需要に応じてさまざまなサイズ
のバス運行（農山漁村も同様）。
■都市部周辺には農地があり、地産地消が
行われやすい環境にある。
■中層建築物について、国産材を活用した
木造建築及び木造・鉄骨のハイブリッド
建築物の比率が高まる。
■多自然川づくりにより、地域の暮らしや
歴史・文化に配慮し、自然が本来有して
いる生物環境や河川景観を保全創出しつ
つ治水が行われ、災害に強いまちになっ
ている。

農山漁村

■森林の設備・保全の推進によるCO2吸収
源の確保。
■経営規模の拡大、効率的な生産により、
第一次産業は活性化。
■移動については自動車の比重が高いが、
自動車はモータ駆動もしくはバイオ燃料
で走行。
■住居・建築物のほとんどは木造。
■地域で発生する廃棄物系バイオマス、稲
わらや間伐材等の未利用バイオマス、資
源作物などがエネルギーや製品の供給源。
■地域関係者連携の下、地域に賦存するバ
イオマスを総合的に利活用する取組が全
国に広がっている。
■通信システムの高度化により、自然豊か
な地域に居住しながらの就業が可能。ま
た、医療サービスや教育の十分な享受も
可能。
■森林の整備・保全を通じた公益的機能の
さらなる発揮により、山地災害の防止に
寄与。地域に応じた適応策。

低炭素社会における
「まち」のイメージ図

小都市

地産地消

バーチャルコミュニケーションシステム
風の道

熱輸送管 大・中都市 農山漁村

まちの規模と低炭素社会の構成要素
ほかの地域と比べて普及率が高い部分に線を引いている。

交通

住宅・
建築物※

エネ
ルギー

大都市・中都市 小都市 農山漁村

パーソナル移動体
鉄道・LRT

バス

自動車（モーター駆動・バイオ燃料）

高層住宅・建築物
中層住宅・建築物（木造比率の増加）

低層住宅・建築物

太陽光・熱
熱融通

バイオエネルギー供給源

風力

徒歩・自転車

※低層は2～3階、中層は4～7階、高層はそれ以上と大まかに分類

資料：2050日本低炭素社会シナリオチーム（独立行政法人国立環境研究所、国立大学法人京都大学、みずほ情報総研株式会社）より環境省作成

図2-4-11　低炭素社会の具体的イメージ　まち
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第1部│第2章　地球温暖化にいち早く対応する現在世代の責任　－チャレンジ25－平成21年度

自然との共生の実現を基本理念として、あらゆる主体
が取組を進めていくことが必要とされています。
　また、現時点ではまだそれほど普及していない、あ

るいは実用化の目途は立っていないが、将来的に有望
視されているような地球温暖化対策に資する技術は数
多くあります。例えば工場・発電所や廃棄物焼却炉な

・家でも仕事場でも、無駄にエネルギーを使わないようにする。自然のエネルギー
は有効に利用するという心構えが当たり前になっている。
・「見える化」技術によって提供される正確な情報に基づき、省エネ行動を実践
している。
・無駄なエネルギーを使わないようにするということについて、家庭、マンショ
ン住民、社員といったそれぞれの構成員が、常に高い環境意識の下に協働して
省エネを実現している。
・洗練された高度情報技術の活用によって、自宅の立地に関わらず、自宅や自宅
近辺の施設において会社と同様の作業環境を構築することができ、働き方の自
由度が大幅に増している。企業にとっても、立地の自由度が高まり、大都市に
立地せずとも世界市場での仕事ができるようになる。

・わが国の「ものづくり」力を集結したエネルギー効率の高い機器（高効率ヒー
トポンプ、高効率照明など）や自然エネルギー利用技術が開発され、広く普及
している。
・電力や熱は、太陽エネルギー利用や燃料電池などによって住宅・建築物におい
て生産されたもの、系統電力や熱輸送管などを通じて外部から供給されたもの
が合理的に組み合わさって消費されている。
・ITによる高度制御技術によって照明や空調は生活者の動きにあわせて運転され
ている。

・木造住宅・建築物の普及が拡大。中層階の建築物にも木造が採用されている。
・地域それぞれの気候条件に適した住宅を生み出すデザイナーと匠が育成され、
自然を建物内に上手に取り入れ、また、冬季は暖房を使わなくとも十分に暖か
い、快適な空間を提供する建物が普及している。
・長期にわたって使用可能な質の高い住宅（「200年住宅」）や、建築物の寿命
を延ばす工法、エコ改修が普及。既存住宅の流通シェアが拡大している。
・各自が使用している機器のCO2排出量を、いつでもどこでも把握できる「見
える化」（環境負荷の表示、環境配慮行動に関するアドバイスなど）インフラ
が整備されている。

行動 Behavior

技術 Technology

行動や技術を支える基盤 Foundation

太陽光発電＆
太陽熱温水器

遮熱・遮光

エコナビゲーション
システム（環境負荷
表示など）

高効率ヒートポンプ
（冷暖房・給湯）

地中熱ヒートポンプ

屋上緑化

高断熱住宅

高効率照明

噴射式冷暖房

燃料電池

持続電力削減

バーチャルコミュニケーション
システム

ペーパーレス

太陽光発電

COOLBIZ
WARMBIZ

高効率な機器

自然遮光

自転車通勤 BEMS（ビルエネルギー
マネジメントシステム）

行動 技術 活動の場

注）エアコン、断熱、ヒートポンプはノンフロン化
低炭素社会における
「就業空間」のイメージ図

低炭素社会における
「居住空間」のイメージ図

資料：2050日本低炭素社会シナリオチーム（独立行政法人国立環境研究所、国立大学法人京都大学、みずほ情報総研株式会社）より環境省作成

図2-4-11　低炭素社会具体的イメージ　居住

低炭素社会における
「移動」のイメージ図 車体の軽量化

エンジン効率改善
モーター駆動自動車

カーシェアリング

エコドライブ

高度道路交通システム

パーソナル輸送

徒歩・自転車で
暮らせる街づくり

大・中都市

誰もが利用しやすい
公共交通機関

バイオ燃料
水素燃料

小都市

：行動 ：技術 ：活動の場

日本の誇り高い
公共交通機関利用率
100％

80％

60％

40％

20％

0％

7％

53％

7％

32％

1％

87％

6％
6％

5％

78％

8％
8％

2％

84％

5％
10％

20％

78％

2％
1％

日本 イギ
リス

ドイツ フラ
ンス

米国

航空

乗用車

バス

鉄道

先進国の旅客輸送量の内訳
日：2003．英・独・仏：2002．
米：2001（国土交通省資料）

すぐれた移動体技術

プラグインハイブリッド
自動車

新幹線

行動　Behavior

技術　Technology

・車体の軽量化、エンジン効率改善、モーター駆動自動車（プラグイン
ハイブリッド自動車・電気自動車・燃料電池自動車）の普及により、
自動車単体は大幅に高効率化。自動車による大気汚染問題は大きく改
善されている。
・さまざまな種類のパーソナル移動体（1人乗り）が数多く誕生。移動
手段の選択は大幅に広がる。
・高度道路交通システムが渋滞緩和、輸送効率改善に寄与。移動体の自
律的な運転も実現。安全性も大きく向上し交通事故が大幅に減少して
いる。

行動や技術を支える基盤　Foundation

・都市の規模・特性に応じて鉄道、バス、モノレール、LRTなどといっ
た公共交通機関が適切に選択、組み合わされて運用されている。
・物流については先端的情報技術によって高度管理が行われ、また、貨
物鉄道駅や港湾等の貨物に関するインフラが整備されることで、鉄道・
船舶・自動車・台車が適切に組み合わされ、低炭素物流システムが形
成されている。（大量輸送機関、共同集配による効率化）
・公共交通機関の駅を中心としてトランジットモールや自転車道等が形
成されるなど、歩行者や自転車利用者、高齢者にやさしいコンパクト
な街が形成されている。
・カーシェアリングシステムが整備され、人々は必要なときに必要なサ
イズの自動車をレンタルする。
・自転車についても、高度情報技術を用いた管理システムによるレンタ
ルサービスが各所に普及。
・環状道路整備等の渋滞対策、ボトルネック踏切等の対策、多様で弾力
的な高速道路の料金施策等の推進により渋滞がなくスムーズに走れる
道路が実現。また、高度道路交通システムの活用等道路交通情報の提
供の充実等により自動車交通の運用の効率化が図られている。

・移動手段ごとのCO2の排出量の「見える化」や高度道路交通システ
ムによって、移動者は公共交通機関の運行情報をいつでも把握するこ
とができ、その情報に基づき環境負荷の小さい移動手段を選択。
・都市部での自動車利用は共同所有やレンタルが主流。
・地域の物づくりに住民はさまざまな形で積極的に参加している。
・貨物の荷主・物流事業者は低炭素な輸送手段を積極的に選択。

1人乗り
モビリティ

資料：2050日本低炭素社会シナリオチーム（独立行政法人国立環境研究所、国立大学法人京都大学、みずほ情報総研株式会社）より環境省作成

図2-4-11　低炭素社会具体的イメージ　移動
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第4節　チャレンジ25という将来世代への約束

どから発生する廃熱の利用は、現在も施設内等では比
較的多く用いられていますが、デンマークなどでは、
さらに大規模な利用がなされています。例えば、コペ
ンハーゲン市では総配管延長 1,500km の地域熱供給
システムが完成しており、約 50 万人の住民が地域暖
房ネットワークに接続済みとなっています。熱源とし
ては、化石燃料又はバイオマスを燃料とするコージェ
ネプラント（熱電併給）が約 6割、廃棄物焼却からの
廃熱が 2～3 割となっています。わが国では、現時点
では熱供給事業の搬送距離は最大でも 2km 程度と欧
米に比べ小規模な水準にとどまっていますが、熱エネ
ルギーをそのまま熱として利用することはエネルギー
効率が良く、現時点で活用されていない熱自体も多量
にあることから、今後、廃熱利用のインフラストラク
チャーが整備され、廃熱の有効活用が進むことが大い
に期待されます。
　交通・運輸部門では、陸上交通ではすでに実用化さ
れつつある電気自動車に加え、水素自動車や燃料電池
車が普通に街を走る時代がすぐにやってくるかも知れ
ません。内燃機関で動く乗り物では、自動車のほか航
空機や船舶にもイノベーションの波は押し寄せていま
す。外洋を航海し、大量に物資を輸送する船舶は、か
つて大航海時代には「風力」で走っていたものでした
が、今後また、風力や太陽光などの「再生可能エネル
ギー」で動くようになるかも知れません。平成 20 年
4 月に発足した民間プロジェクトでは、重油を燃料と
する従来のディーゼル機関に代えて燃料電池を採用し、
風力、太陽光も活用したほか、船底にはサメの肌を参
考に水の抵抗を軽減する特殊塗装も施し、現在のコン
テナ船に比べ、二酸化炭素の排出を 69％も削減でき
るエコシップを構想しました（図 2-4-12）。同プロジ
ェクトでは、2050 年を目標に二酸化炭素を排出しな
いゼロ・エミッション船の実現も目指しています。
　さらに、化石燃料に代わるエネルギー源として、現

在も太陽光やバイオマスなどが利活用されていますが、
現時点ではまだ商業利用には至っていないものとして、
ボトリオコッカスなどの微細藻類によるオイル生産が
あります。微細藻類のオイル生産性は、とうもろこし
等のほかの産油植物と比べて格段に高く、世界の石油
需要をすべてとうもろこしから産生される燃料に置き
換えたとすると、地球上の全耕作地の 14 倍もの面積
が必要となるのに対し、微細藻類では、理論上、全耕
作地の 1.8～4.2％でまかなうことが可能とされていま
す。また、究極の再生可能エネルギー技術として、
2050 年頃には宇宙空間で太陽光を利用した発電が行
われているかも知れません。地球上の限りある資源を
節約しながら使う時代から、無尽蔵でクリーンな太陽
エネルギーを、天候に左右されることなく安定的に利
用する技術。つくり出した電力はマイクロ波やレーザ
ーに変換して地上に送ります。これは一見荒唐無稽に
も思えますが、実は何百年も未来の物語ではなく、独
立行政法人科学技術振興機構において、2033 年（平
成 45 年）頃に適用されるのではないかと真剣に予想
されている「技術」なのです。

写真提供：日本郵船（株）

図2-4-12　エコシップ構想の例
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　本章では、ここまで、地球温暖化の被害の状況や対
策の経済上の効果を論じた上で、温暖化対策に関する
国内外の取組を紹介してきました。地球温暖化対策の
進め方にはさまざまなオプションがあり得ますが、い
ずれにしても、地球温暖化問題の解決のために、私た
ちの文化や豊かさが犠牲になることがあってはいけま

せん。地球温暖化の進行には、私たちの日々の活動す
べてが大きく関係しています。そして、その悪影響は、
私たちだけでなく、未来の子どもたちまで永く続きま
す。私たちは、すぐにでも手立てを講じてこの問題に
立ち向かい、温室効果ガスの排出が削減された持続可
能な経済社会、新しい日本を目指します。

まとめ

微細藻類の可能性コラム

　微細藻類は、「オイルシェル（石油頁岩）」を作
った生物として知られています。藻類には、脂肪
や炭化水素を大量に産出する種が多く、これらの
藻類をバイオマスエネルギーの原料として利用す
ることは、1970 年の石油危機後から主に米国で研
究されてきました。藻類のオイル生産能力は年間
約 47 トン～140 トン／ha と算定され、トウモロコ
シ、大豆、ベニバナ、ヒマワリ、アブラナ、オイ
ルパームなどの産油植物と比較すると、25～120 倍
もあります。
　例えば、米国の輸送で費やされるオイル量の半
分を藻類オイルで賄うとすれば、藻類の培養に必
要なプールの面積はコロラド州の 1／7～1／20 程
度にすぎない 190～560 万 ha でこと足ります。米
国では輸送部門のエネルギー消費量が全消費量の
約 7割を占めていることから、広大な砂漠を利用
した藻類ディーゼル生産技術開発が注目されてい
ます。
　緑藻類Botryococcus  braunii （以後「ボトリオコ
ッカス」という。）は、藻体乾燥重量当たり 20～70
％の重油相当の炭化水素を産出することで知られ
ている藻類です。ボトリオコッカスは、「細胞内、
及びコロニー内部にオイル成分を産出する」こと
が特徴で、細胞を壊さずにオイルのみを採取する
ことが可能です。また一般的な植物性オイルは、
金属を酸化させたり、残余オイルが固形化したり
するのに対し、この微細藻類が産出する炭化水素は、
化石燃料のように既存システムを用いて精製利用
をすることができます。筑波大学では、この有望
なボトリオコッカス株を取得しており、コスト面
で有利な大規模開放系利用の研究開発を進めてい
ます。
　筑波大学における当面の研究開発目標は、「オイ
ル生産効率を 1桁向上させる（収量で 1,000 ｔ／ha

／年）」ことです。2020 年までに実規模生産プラン
トで実証し、2025 年までにそれを社会へ適用して
いく計画を描いています。
　近年、わが国では、耕作放棄地の荒廃が問題に
なっています。22 万 ha ある「耕作放棄地」のすべ
てに微細藻類培養槽を設けることで、年間石油輸
入量に当たる 2.2 億トンのオイル生産、約 6.57 億
t-CO2／年の二酸化炭素排出削減に寄与できる可能
性があります。太陽光発電との用地競合も考えら
れますが、将来の低炭素社会においても素材製造、
飛行機燃料など、「油の火力ニーズ」は存在すると
考えられます。
　ボトリオコッカスは、国産の新しいエネルギー
として期待されています。

参考文献、写真提供：藻類バイオマスエネルギー技術の展望、筑波大学生
命環境科学研究科　渡邉　信

選択培養試料から培養株として確立されたオイル生産微細藻株
A．20mM NaHCO3条件で選抜されたボトリオコッカス培養株
B．0.35％海水条件で選抜された単細胞性緑藻株
C．20mM NaHCO3条件で選抜されたクロロコッカム様緑藻株

A

B C
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第4節　チャレンジ25という将来世代への約束

宇宙エネルギー利用システムコラム

太陽電池パネル

太陽光

宇
宙

大
気
層

地
上

マイクロ波発振器

送電アンテナ

レクテナ（受電アンテナ）

商用電源網

季節変動/夏至の影響88％

光電（DC）変換効率17％

集電効率93％

DC/マイクロ波変換効率75％

大気透過率98％

マイクロ波/DC変換効率75％

接続効率95％

出典：独立行政法人宇宙航空研究開発機構ホームページ

マイクロ波によるエネルギー伝送の概念 マイクロ波SSPSのイメージ

　宇宙エネルギー利用システム（SSPS：Space 
Solar Power Systems）とは、太陽光という無尽蔵
なクリーンエネルギーを赤道上空約 36,000kmの静
止軌道上で収集し地上へ送り届けるエネルギー供
給施設です。
　SSPS のシステム構成や形状については、これま
でに国内外でさまざまな種類のものが検討されて

きています。一例として、マイクロ波 SSPS は、静
止軌道上の太陽電池で発電した電力をマイクロ波
に変換して地上に伝送します。地上では、受けた
マイクロ波を電力に再度変換して利用します。軌
道上の集光設備を直径数 kmの規模とすることで
100 万 kW程度（原子力発電所 1基分相当）の発電
を行うことができます。
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第3章
生物多様性の危機と私たちの暮らし
－未来につなぐ地球のいのち－

第1節　加速する生物多様性の損失
　国連のミレニアム生態系評価によると、現在の生物
の絶滅速度は、過去の絶滅速度と比べ、100～1,000 倍
に達し、生態系サービス（人々が生態系から得ること
のできる便益）の状態を示すほとんどの指標が悪化傾
向にあります。生物多様性の損失が私たちの暮らしに

与える影響（農林漁業からの産物の減少）、生態系サ
ービスが低下することによる経済的損失などについて
取り上げ、生物多様性の損失を止め、生物多様性を向
上させる必要性を訴えます。

生物多様性とはコラム

　「生物多様性」とは、一言でいうと「深海から高
地まで、地球上のさまざまな環境に適応したたく
さんの生きものが暮らしていること」です。この
言葉の中には次の 3つの側面が含まれています。
森林、河川、湿原、干潟、サンゴ礁、海洋といっ
た多様なタイプの生態系があることを「生態系の
多様性」、このような生態系の中にいろいろな種類
の生きものがいることを「種の多様性」、同じ種の
中でも体の大きさや模様が異なったり、疾病への
抵抗力に違いがあったりするなど、さまざまな遺
伝的な差異があることを「遺伝子の多様性」とい
います。
　この 3つの側面についてもう少し掘り下げてみ
ましょう。
　生態系の多様性とは、地球上のさまざまな循環
によって、多様な環境がつくられていることを指
します。例えば、降雨が地面にしみ込み草木から
蒸散して雲となり雨を降らせるという水の循環。
食物連鎖によって消費者を巡った有機物が、最後
は分解者によって無機物に戻り、再び生産者が有
機物をつくり出すという物質の循環。私たちの経
済活動も含め、地球上の生きものの活動に伴って
排出される二酸化炭素を森林が吸収し、酸素を生
み出すという大気の循環。これらのさまざまな循
環が、例えば、特定の池や林という小さい単位から、
それらが集まった流域という単位、いくつもの流
域からなる列島や大陸という単位、さらに地球全
体というように切れ目なくつながって地球の生態
系が成り立っていて、全く同じ生態系は存在しま

せん。それが、生態系の多様性ということです。
　種の多様性とは、地球上のさまざまな環境にあ
わせて生きものが進化した結果、未知の生物も含め、
現在約 3,000 万種ともいわれる多様な生物が暮らし
ていることを指します。また、生きものの種類が
多様だと、生きもの相互の作用も多様になります。
食べる・食べられる、寄生する・住み場所を提供
する、資源をめぐって競争する、死んだ生きもの
を分解するなど、直接・間接のさまざまな相互の
作用が生じます。例えば、食べる・食べられると
いう関係において、食べられるものは何でも餌に
するという利用の仕方もあれば、この昆虫はこの
種類の草の葉っぱだけを食べるといったように特
定の種同士が強く結びついている関係もあります。
生態系がつくり出すさまざまな物理環境が存在す
ること、生きものと物理環境との関係や生きもの
同士の関係といったさまざまな相互作用によって
種の自然な淘汰が起きること、進化を引き起こす
ような遺伝的な差異があること、これらによって
種の多様性が生まれているといえます。
　遺伝子の多様性とは、生物が個体として生命を
維持したり、繁殖により次の世代を残したりする
など、存続しようとする存在であることを念頭に
その意味を考える必要があります。現在、私たち
が見ている多様な生きものは、長い進化の過程を
経て生み出されてきたものです。生物の個体の間
に遺伝的な差異があり、その差が生存や繁殖に影
響するとき、まさにそこで進化が起きます。少し
でも生き残りやすい性質が次の世代として広がっ
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第1節　加速する生物多様性の損失

ていきます。どのような性質が生き残りやすいかは、
生きものの周辺の環境に左右されます。違う環境
の下では、違った性質が進化します。すなわち生
物（個体）の間に存在する遺伝的な多様性（差異）は、
生物の進化の源であり、今私たちが目にしている
生物多様性は、遺伝的な多様性があってこそ生ま
れたものといえます。
　では、生物多様性によって、私たち人間はどの
ような恩恵を受けているのでしょうか。生態系の
多様性があることで、森林が光合成によって酸素
を生み出したり、水源をかん養したりすること、
河川が肥沃な土壌をもたらしてくれること、干潟
が汚れた水を浄化してくれること、サンゴ礁が多
くの種の産卵、成育、採餌の場であって豊富な魚
介類をもたらしてくれることなど、さまざまな恩
恵があります。人間はこのような環境のなかで進
化し、文明を築いてきました。種の多様性がある
ことで、人間は、これらの多様な生きものの中か
ら利用できるものを探し、穀物や野菜、家畜など
食料を大量に生産できる方法を生み出し、食料の
確保を容易にするといった恩恵を受けました。さ
らに、遺伝子の多様性は、「生物多様性があること」

の全体を支えており、人間も含めた地球の生物に
とって欠くことのできないものであると認識しな
くてはなりません。
　私たち人間が生態系から得ている恩恵をより具
体的に見てみると、生態系は、動物や植物が再生
産される仕組みを内在しており、この仕組みのお
かげで、人間は食料や水、木材や燃料といった生
存に必要なものを得ることができています。また、
生態系は、気候変動や洪水の緩和、水の浄化、病
気や害虫の抑制など生物の生息環境を安定させる
調整機能もあります。さらに、私たちの精神や文
化にも生態系の要素が深くかかわっています。例
えば、自然に対して畏敬の念を抱くことや、レジ
ャーとして風景を観賞したり、動植物を観察した
りすること、絵画や俳句の対象として自然物が使
われることなどが挙げられます。こうしたさまざ
まな生態系の恩恵を人間が享受するときに、その
総体を「生態系サービス」といいます。
　では、生物多様性とそれを基盤とする生態系サ
ービスの劣化はどのような形で現れているのでし
ょうか。まず、私たちが日常的に口にするものの
ほとんどは、植物や動物といった生きものに由来

矢印の色：
社会経済因子による仲介の可能性

矢印の幅：
生態系サービスと人間の福利との関連の強さ

低
中
高

弱
中
強

出典：ミレニアム生態系評価

生態系サービス

供給サービス
　食糧
　淡水
　木材および繊維
　燃料
　その他

調整サービス
　気候調整
　洪水制御
　疾病制御
　水の浄化
　その他

文化的サービス
　審美的
　精神的
　教育的
　レクリエーション的
　その他

福利を構成する要素

安全
　個人の安全
　資源利用の確実性
　災害からの安全

豊かな生活の基本資材
　適切な生活条件
　十分に栄養のある食糧
　住居
　商品の入手

健康
　体力
　精神的な快適さ
　清浄な空気および水

良い社会的な絆
　社会的な連帯
　相互尊重
　扶助能力

選択と行動の自由
個人個人の価値観で
行いたいこと、そう
ありたいことを達成
できる機会

基盤サービス
　栄養塩の循環
　土壌形成
　一次生産
　その他

地球の生命─生物多様性

生態系サービスと人間の福利の関係
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するものです。そうでないものは、水と塩ぐらい
です。自然の中の生きものを直接利用することも
あれば、自然に暮らしている生きものを排除して
人間にとって有用な穀物や家畜を育てることもあ
ります。人間による環境の汚染によって生活の場
所を失ってしまった生きものも少なくありません。
さらに、人口の増加やライフスタイルの変化に伴
って、その負荷は増加し続け、あまりにも大きく
なりました。例えば、地球上の森林は人間の活動
によって、その影響が広がる以前に存在していた
面積の半分が消失し、漁業資源は過剰利用してい
る割合が増え続けています。このように、自然に
負荷をかけていることは明らかです。生物多様性
条約事務局が公表した地球規模生物多様性概況第 3
版では、生態系サービスの変化について分析して
おり、その結果からも分かります。食料に関する
世界的な動向は、穀物や家畜、水産養殖のサービ
スは増加しているものの、漁獲、野生下の食物の
サービスは低下しています。（図 1-5-2）。忘れては
ならないことは、生物多様性とそれを基盤とする
生態系サービスは、およそ 40 億年という長い進化
の歴史を経て形成されてきたものであり、工場で
つくられる製品のように人の手でつくり出せるも
のではなく、一度失ってしまえば容易には元に戻
らないということです。
　生物多様性や生態系サービスを良好な状態に保
ち、将来の世代にも引き継いでいくために私たち

は何ができるでしょうか。環境に対して影響を及
ぼしているという観点から人間の活動は非常に大
きいものであり、生態系サービスに依存する社会
全体としての取組が必要です。例えば、生物資源
に依存する製造業や建設業において、原材料の選
択や加工、廃棄などの各工程を生物多様性に配慮
した持続可能なものに転換することや、市民を含
めたさまざまな主体による生態系サービスへの適
切な支払いによって、人類共通の財産として管理
していくことなどが挙げられます。また、私たち
個人ができることも積極的に取り組むべきでしょ
う。昔の人たちは、来年も収穫や漁獲が得られる
かに気を配って生活していました。大半の人が自
ら生産活動を行わなくなった現代では、直接こう
したことに配慮する場面は少なくなりました。し
かし、日々いのちをいただいて生きていることを
感じ、食べものを大切にして無駄にしないこと、
都会であっても街路樹の新緑や紅葉、タンポポや
桜の開花、季節ごとに移り変わる鳥のさえずりや
虫の鳴き声に気付くことはできるはずです。こう
した日常の感覚をもち、もったいないと思う気持ち、
いのちの恵みに感謝する気持ちを基本に行動する
ことが大切です。社会全体から個人まで、生物多
様性に配慮し、生態系サービスを維持する取組を
進めれば、この地球で上手に生きていくことがで
きるでしょう。

　生物多様性を理解する上で、「種」は最も基本的な
単位です。地球上の生物は、およそ 40 億年の進化の
歴史の中でさまざまな環境に適応してきました。進化
の結果として、未知の生物も含めると、現在 3,000 万
種とも推定される数多くの生物が存在しています。そ
のうち、私たちの知っている種の数は約 175 万種であ
り、全体のほんのわずかにすぎません（図 3-1-1）。生
命の誕生以降、私たちを取り巻く地球の生態系は、地
球上で生物が活動を続けてきた長い歴史の上に成立し
ているものです。一度失ってしまえば、その回復には
気の遠くなる時間が必要になることは想像に難くあり
ません。生物の生存に不可欠な酸素は植物によってつ
くられていること、穀物や野菜、果物といった農作物
は野生の植物を改良したものであり、生物多様性があ
ってこそ生み出されていること、生物の種が生き残る
ためには、気候の変化や病気の蔓延などが原因で絶滅
しないように、さまざまな環境変化に適応できる遺伝
的多様性が必要であることなどからも生物多様性が私

たちの生存に不可欠であることが分かります。
　過去に地球上で起きた生物の大量絶滅は 5回あった
といわれていますが、これらの自然状態での絶滅は数
万年～数十万年の時間がかかっており、平均すると一
年間に 0.001 種程度であったと考えられています。一
方で、人間活動によって引き起こされている現在の生
物の絶滅は、過去とは桁違いの速さで進んでいること
が問題です。1975 年以降は、一年間に 4 万種程度が
絶滅しているといわれ、実際、人間は、あっという間
に生物を絶滅させてしまう力をもっています（図
3-1-2）。
　また、2009 年（平成 21 年）11 月に国際自然保護連
合（IUCN）が発表した IUCN レッドリストによると、
評価対象の 47,662 種のうち 17,285 種が絶滅危惧種と
され、前年の結果よりも 363 種増加していました（図
3-1-3）。絶滅の危機に追いやる要因は、生息地の破壊
が最も大きく、そのほか、狩猟や採集、外来種の持ち
込み、水や土壌の汚染など多岐にわたります。評価を

1　急速に失われる地球上の生物多様性
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行った哺乳類（5,490 種）のうち 21％、両生類（6,285 種）
のうち 30％、鳥類（9,998 種）のうち 12％、爬虫類（1,677
種）のうち 28％、魚類（4,443 種）のうち 32％、植物
（12,151 種）のうち 70％、無脊椎動物（7,615 種）の
うち 35％が、絶滅の危機にさらされていることが分
かりました。私たちは、生物がもつ未知の遺伝子とい
う有益な財産を急速に失っていることになります。
　生物の過剰な乱獲や密猟は、生物多様性に影響を与
えていますが、希少な動植物の取引に対する国際的な
取決めとしてワシントン条約（正式名：「絶滅のおそ
れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」）
があります。ワシントン条約は、野生動植物の特定の
種が過度に国際取引に利用されることのないようこれ
らの種を保護することを目的とした条約で、1975年（昭
和 50 年）に発効し、日本は 1980 年（昭和 55 年）に
加盟しました。同条約への加盟国数は、1975 年（昭
和 50 年）の 18 か国から平成 22 年 2 月時点で 175 か
国へと増加してきています（図 3-1-4）。
　実際に生物多様性の劣化が、各地で観察されるよう
になっています。野生のトラは、ベンガルトラ、アム
ールトラなど 9つの亜種が知られていますが、すでに
3 亜種は絶滅してしまいました（写真 3-1-1）。世界自
然保護基金（WWF）の調べによると、21 世紀までの
100 年間で生息数が 10 万頭から約 3,400～5,100 頭にま

で減少したと推定されています。原因は、美しい毛皮
や漢方薬の原料を目当てにした密猟、農地開発による
生息地の破壊などが挙げられます。
　国内では、沖縄のサンゴの被度の減少や、東京湾の
底棲魚介類の動態の変化、尾瀬でのシカ食害による高
山植物の減少などが顕著な例として挙げられます。サ
ンゴは、海水温の上昇、オニヒトデの急増、赤土や栄
養塩の流入など、さまざまなストレスにさらされてい
ます。現地調査と航空写真の解析結果からは、2003
年には 1980 年と比べて、被度が 50％以上の高被度域
がわずか 18％程度に減少してしまったことが分かっ
ています（図 3-1-5）。
　東京湾では、30 年間以上（1977 年～現在）にわた
って内湾部の 20 定点における長期モニタリングが同

生物多様性円グラフ

モズ
ネコ

カメムシ
112,000

ハエ
125,000

ハチ
150,000 チョウ

160,000

甲虫
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コスギゴケ
（スギゴケ科）

その他コケ植物
20,000

シダ植物
10,000

ヤブソテツ
（オシダ科）

裸子植物
620

イチョウ
（イチョウ科）

クマガイソウ
（ラン科）

コオロギ

バッタ
20,000

アザミウマ
5,000

その他
50,000

アザミウマ

アカアシクワガタ

アオスジアゲハ
スズメバチ

ハナアブ

アカスジ
キンカメムシ

細菌＞4,000
脊椎動物（ヒト他）

45,000

菌70,000

原生生物
80,000

ベニテングタケ

（イラスト：福本陽子、羽冨阿紀）

植物
270,000

昆虫
970,000

セイヨウタンポポ（キク科）

トンボ

納豆菌

現在私たちが把握している生物の種類数
うち植物は15％を占める

全生物
174万種

昆虫97万種

植物27万種

その他動物
300,000

出典：独立行政法人国立科学博物館筑波実験植物園ホームページ

図3-1-1　既知の動植物種の数と割合

恐竜時代 0.001種

1600～1900年 0.250種

1900～1975年 1種

1975～2000年 40,000種

1975年 1,000種

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
（一年間に絶滅する種の数）

出典：ノーマン・マイヤーズ著「沈みゆく箱舟」（1981）
より環境省作成

図3-1-2　種の絶滅速度
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じ手法で続けられており、世界的に見ても貴重な知見
が蓄積されています。人間活動の影響を強く受ける沿
岸海域において、底棲魚介類群集全体の個体数、重量、
種数を調査しています。これによると、東京湾では、
1970 年代～1980 年代後半にかけて、水質の改善など
から個体数、重量ともに増加傾向を見せたものの、
1980 年代終わり～1990 年代にかけて、個体数、重量
ともに激減し、2000 年代に入ってからは、個体数は
低水準のままで、魚類の重量だけが増加し、それまで
普通に見られたシャコ、マコガレイ、ハタタテヌメリ
といった種類が減り大型魚類が増えるなど、生物相が
変化したと考えられる状況になっています（図
3-1-6）。原因は明らかになっていませんが、貧酸素水
塊の出現、埋立てによる浅海域の減少等繁殖環境の何

らかの変化等が想定され、それらの問題を解決しない
限り、資源の回復は見込めないと考えられます。
　平成 19 年に新たに誕生した尾瀬国立公園では、
1990年代半ばにニホンジカの生息が確認されてからは、
湿原などの植生が食害によってかく乱されています。
生息数調査の結果、20 年には 10 年前の 3.4 倍となる
305頭のニホンジカが生息していると推定されており、
これまでニホンジカの影響を全く受けてこなかった生
態系に回復不可能な影響が及ぶおそれがあります。長
い歴史の中で成り立ってきた生態系が壊れてしまうこ
とはもちろんのこと、景観や学術調査の対象といった
文化的な価値が損なわれたり、景観の悪化が国立公園
を探勝する利用客の減少を招き、地域の経済への損失
につながったりする可能性があります。

（種）

絶滅危惧種数（2002年）

絶滅危惧種数（2004年）

絶滅危惧種数（2006年）
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資料：IUCNレッドリストより環境省作成

図3-1-3　分類群別にみた世界の絶滅のおそれのある動物種数
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資料：ワシントン条約事務局ホームページより環境省作成
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N

小浜島

石垣島

竹富島

黒島
新城島

西表島

小浜島

石垣島

竹富島

黒島新城島

西表島

5km

1980年

2003年

■ 枝状ミドリイシ高被度地域

5km

資料：環境省

図3-1-5　石西礁湖におけるサンゴ被度の変化

　2001 年から 2005 年にかけて行われた国連のミレニ
アム生態系評価では、過去 50 年間で人間活動により
生物多様性に大規模で不可逆的な変化が発生している
と指摘しています。また、21 世紀の前半にはさらに
生態系サービスの低下が進行し、加速度的かつ不可逆
的な変化が生じるリスクも増加すると指摘しており、
これに貧困の悪化が加わり、解決に向かわない場合は
将来世代が受ける利益が大幅に減少すると結論付けて
います。
　生物多様性を劣化させる主な原因としては、森林の
減少、生物資源の過剰利用などがあり、いずれによる
生物多様性への負荷も継続しているか、増大している
ことが分かります。世界の森林面積は、1990 年には
40 億 7,728 万 ha ありましたが、1990 年～2000 年の間
の森林の減少は年間 890 万 ha（－ 0.22％）、2000 年～
2005 年の間の森林の減少は年間 730 万 ha（－ 0.18％）
と、減少率が鈍化しているものの、この減少分は、植
林、植生の復元、森林の自然回復等による増加分を差
し引いたものであり、依然として年間約 730 万 ha も
の広大な森林が減少していることは大きな問題です
（図 3-1-7、8）。特に、アフリカやラテンアメリカでは森

林の減少に歯止めがかかっていないことが分かります。
　一方で、世界の木材需要は、今後年率 1％あまりの
増加が予測されています（図 3-1-9）。生産力の高い人
工林の面積も増加していることから、木材需要のひっ
迫が長期的に生じることはないと予測されていますが、
引き続き、持続可能な森林経営に向けた取組を進めて
いくことが必要です。
　また、世界の漁業生産量は、1950 年から 2000 年の
50 年間で 6 倍以上に達しており、人口が同時期に約
2.4 倍になったのを遙かに超える伸びであり、過剰利
用の割合も増加しています（図 3-1-10、11）。
　将来必要とされる魚介類の資源量は、今後も需要が
伸びると推計されており、資源が回復する範囲内で利
用しなければ、早晩私たちの暮らしに影響がでるもの
と考えられます（表 3-1-1）。平成 21 年 12 月の中部太
平洋まぐろ類委員会（WCPFC）では、中西部太平洋
のクロマグロ漁について、2002 年～2004 年の漁船数
や操業日数より増加させないことが決定され、2010
年から規制されます。同 11 月には、大西洋産の漁獲
量削減も決定されており、中長期的な資源維持に向け
た取組が始まっています。

2　生物多様性の損失と私たちの暮らしとの関係

写真3-1-1　ベンガルトラ

出典：Hollingsworth, John and Karen／アメリカ魚類野生生物局
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図3-1-6　東京湾における漁獲量（個体数・重量）及び
　　　　　種数の経年変化
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資料：FAO「Global Forest Resources Assessment 2005」より
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図3-1-7　地域別森林面積の推移（1990～2005年）
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図3-1-8　森林地域の年間実質変化率
　　　　　（2000～2005年）
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出典：水産庁資料

表3-1-1　水産物需要の将来予測
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出典：FAO「世界漁業・養殖業白書」2006年

図3-1-11　世界の漁業資源の利用状況
　　　　　　（1974～2006年）
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出典：独立行政法人森林総合研究所 
平成18年度研究成果選集（平成19年）
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図3-1-9　産業用丸太の用途別需要量（世界合計）の
実績と将来推計
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図3-1-10　世界の漁業生産量の推移
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第1節　加速する生物多様性の損失

　生物多様性の損失が私たちの暮らしに与える影響を
客観的に把握するため、生態系サービスの経済的な価
値を把握する取組がなされています。生態系サービス
にはさまざまな種類があり、中にはサービスの特性か
ら経済的な評価が困難なものがあるものの、貨幣価値
に換算することが可能な範囲で試算がなされたものと
して、世界的には、これまで表 3-1-2 に示すような例
が報告されています。
　このように、経済的な価値を把握しようとする動き
が盛んですが、生態系サービスの経済的評価の対象と

なる自然環境は一つとして同じものはなく、地球温暖
化対策において二酸化炭素の排出量に価格を付けると
いったような単一の尺度による評価が非常に困難であ
るため、経済的な評価の検討に当たっては、この点に
十分留意する必要があります。
　自然環境の価値を評価するに当たっては、その価値
の多様性を踏まえ、利用価値と非利用価値に分け、さ
らに細かく価値を設定して評価する方法が考えられま
す。例えば、図 3-1-12 のような分類が考えられますが、
さらにそれぞれの価値の中には、次の 2つの評価軸が

3　生態系サービスの劣化による経済的損失

出典：Barton（1994）

非抽出的
　観光／教育
　景観

抽出的
　漁獲
　養殖
　観賞魚取引
　薬学

直接消費される生
産活動やサービス直接利用価値

地球的生命維
持システム
　炭素蓄積

物理的擁護
・他の海岸生態系
・海岸線
・航海

生物学的サポート
　海鳥
　カメ
　漁業
　他の生態系

間接的な機能利益

・種
・生息地
・生活様式
・伝統的利用と係わる
生活様式

残存物利用の価値
と子孫の利用価値

間接利用価値

将来の直接的・
間接的利用

期待される不可逆
的損失回避の新情
報

・種
・生息地
・生物多様性

オプション価値

準選択価値

遺贈価値

・危機に瀕しているサ
ンゴ礁
・絶滅危惧種
・カリスマ的な種
・美しいサンゴ礁景観

道徳信条等を基盤
とする継続存在価
値

存在価値

利用価値

非利用価値

自然環境の価値

図3-1-12　自然環境の価値とサンゴ礁に帰する経済価値

項　目 生態系サービスの貨幣価値 試算者

地球全体 年間約33兆ドル 米メリーランド大学ロバート・コスタンザ博士、1997年
英科学誌ネイチャー

花粉媒介昆虫の働き 年間約24兆円 フランス国立農業研究所、2008年
米科学誌エコロジカル・エコノミックス

熱帯雨林 年平均で1ha当たり約54万円、
全世界で約982兆円

国際自然保護連合、2009年

森林生態系の劣化 2050年には、約220兆円～500兆円の
経済的な損失が生じる

マングローブ林 ベトナムのマングローブ林の保護や植樹の
コスト110万ドルが、堤防の維持費用
730万ドルの節約になっている

生態系と生物多様性の経済学（TEEB）D1（政策決定者向け）、
2009年

世界の保護地域の保全 年間約450億ドルを要するが、この自然が
果たす機能（二酸化炭素の吸収、飲料水の
保全、洪水防止等）の価値は、年間5兆ド
ルに達する

生態系と生物多様性の経済学（TEEB）D1（政策決定者向け）、
2009年

生態系と生物多様性の経済学（TEEB）中間報告、2008年

表3-1-2　生態系サービスの貨幣価値の評価事例
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あることを意識して行う必要があります。
①　 自然科学的評価：自然がどのような状態であるか、

どのような問題にさらされているのかを調べて示
すこと

②　 社会科学的評価：人間にとってどのような意味が
あるのか、どのような価値をもたらしてくれてい
るのかを示すこと

　また、自然環境のもつ価値をすでに市場価格を有す
るものに置き換えて評価する手法として、生産高評価
法、防止支出法、損害費用法、代替法等がありますが、
置き換えることができる市場財がなければ評価するこ
とはできません。貨幣換算できない価値は、定性的評
価にならざるを得ず、例えば、景観や生態系保全の機
能には、置き換えることができる市場財が存在しない
ため、これらの方法では評価ができません。
　生態系と生物多様性の経済学（TEEB）D1（政策決
定者向け）によると、地域の開発案件がある場合、往々
にして民間部門の利益が重視され、生態系サービスが
過小に評価されるため、開発行為がビジネスとしても
成立するとの判断をもたらす傾向があります。しかし、
政府からの補助金を除いたり、利用後の復元に要する
費用などを考慮したりすると、生態系サービスが予想
以上に大きく、開発しない方が開発するよりも利益が
上回ると分析しています。例えば、マングローブ林を
伐採してエビ養殖場を設ける場合、開発者が得られる
収益という面からのみ評価されることがほとんどです。
エビ養殖場のもたらす経済効果とマングローブのもた
らす便益が比較され、前者が相当大きいと判断されま
す（図 3-1-13 の左のグラフ）。しかし、エビ養殖場の
開発には政府の補助金が入っており、この支援を除い
た場合は、開発による経済効果が 8分の 1 程度に減少
します（同図の真ん中）。さらに、開発者が得られる
収益だけでなく、例えば、5 年後にエビ養殖場を原状
回復してマングローブ林の機能を蘇らせる場合に必要
な公的コストとマングローブ林を残した場合にもたら
される公的便益も含めて開発と保全のどちらがよいか
比較すると、保全する方の便益が開発する場合を上回

る結果となりました（同図の右）。
　一方、わが国においても生態系サービスを経済的に
評価する取組が行われています。例えば、ガンカモ類
の国内有数の飛来地である蕪栗沼（宮城県大崎市、ラ
ムサール条約湿地）を対象地として、周辺で行われて
いる環境保全型農業などによって保護された生態系サ
ービス（現在のガンカモ類の飛来数（7 万羽）を維持
する）の経済的な価値が分析されています。この分析
は、複数の環境保全策の案を回答者に示して、その好
ましさを尋ねることで環境の価値を分析するコンジョ
イント法で行われました。全国規模のアンケート調査
をインターネットで行った結果、6 日間で 3,257 名の
回答（回答率 21.6％）が得られました。その結果、各
世帯の平均支払い意志額は1世帯当たり年間で1,007円、
全国の世帯数 5,288 万世帯（平成 21 年 3 月現在）に
広げた場合の合計額は 532 億円と試算されました（環
境経済の政策研究　馬奈木准教授、栗山教授より）。
　このように生態系サービスの経済価値を貨幣価値に
換算することで、開発して得られる経済的価値と保全
することで保たれる経済的価値や両者に係るコストの
比較が行えるようになります。

エビ養殖場を開発する場合
マングローブ林を保全する場合

補助金
を含む
民間収
益

補助金
を含ま
ない民
間収益

マング
ローブ
林の民
間収益

マング
ローブ
林の民
間収益

0

5,000

10,000

1ha当たり米ドル
（1996年）

正味現在価値
（9年間）

$12,392

$1,220

$9,632

$584 $584

－$9,318

5年後に
原状回復
するため
の公的コ
スト

マングロー
ブからの公
的便益を追
加

資料：「生態系と生物多様性の経済学（TEEB）」より環境省作成

図3-1-13　エビ養殖場の開発による便益と
マングローブ林のもつ公的便益の関係
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第2節　生物多様性と地球温暖化

サンゴとカニの相利共生の世界コラム

　カニ、エビ、巻貝、小魚といったさまざまな生
きものがサンゴの枝の間をすみかとして利用して
います。ハナヤサイサンゴとサンゴガニ類の関係
について研究が進んでいますので、その相利共生
（共生していることで、双方にとって利点があるこ
と）の関係について紹介します。
　サンゴガニ類は、サンゴがつくる粘液を餌にし
ています。これがサンゴと共生する利点です。一
方で、サンゴはサンゴガニ類に天敵であるオニヒ
トデから守ってもらっています。サンゴを食べに
きたオニヒトデに対して、管足を切ったり、棘を
つかんだり、切ったりして撃退する様子が観察さ
れています。沖縄のサンゴ礁で確認されている 10
種類以上のサンゴガニ類は、すべてこのような行
動をします。
　一方で、まだ解明されていないこととして、同
一のサンゴ群体の中に同属の複数種類のサンゴガ
ニ類がともに暮らしている場合があり、「生態の似
た種は同じ場所には生息しないという原則」に当
てはまらないことが挙げられます。一つの仮説と
して、次のような説の解明が進められています。「サ
ンゴガニ類がサンゴと共生する関係においては、
オニヒトデの存在が関係し、オニヒトデがいると
サンゴガニ類はサンゴを守るために多くの種が集
まり、オニヒトデがいないとそれを追い払う努力
がいらないので、サンゴガニ類の種同士が争い、
強い種がサンゴに残るのではないか。さらに、残
った種の中で個体同士の争いが起き、大きな雌雄
のペアが一つの群体を占拠する状態になる。」とい

う説です。
　このことが解明されるとサンゴをオニヒトデか
ら守るヒントが得られるかも知れません。この例
に限らず、生態系の仕組みについてはまだまだ未
解明なことがたくさんあります。それすら知らな
いまま計り知れない恩恵をもたらしてくれる生物
多様性を損なっていくことは、人間を含めた地球
上のすべての生きものにとって大きな損失となる
でしょう。

写真提供：琉球大学理学部教授 土屋誠

同一サンゴ群体で確認された複数種類のサンゴガニ類

第2節　生物多様性と地球温暖化

　IPCC第 4 次評価報告書によると、全球平均気温の
上昇の程度に応じて種の絶滅リスクが高まると予測さ
れています。また、温暖化に伴う干ばつや森林火災の
増加により、食料生産や生態系が脅かされる状況にあ

り、森林の減少といった生物多様性の劣化が地球温暖
化を加速させる面もあります。したがって、生物多様
性保全と地球温暖化対策の両方は関連付けて進める必
要があります。

1　地球温暖化による生物多様性への影響

　IPCC 第 4 次評価報告書では、北極の年平均海氷面
積は 10 年当たりで 2.7［2.1～3.3］％縮小し、特に夏
季においては、10 年当たり 7.4［5.0～9.8］％と大きく
なる傾向にあります（［　］の中の数字は最良の評価
を挟んだ 90％の信頼区間）。アメリカの魚類野生生物

局は、海氷の変化が予測どおり進むと、21 世紀中頃
までに、全世界のホッキョクグマの生息数の 3 分の 2
が失われると推測しています。また、IPCC 同報告書
では、約 1～3℃の海面水温の上昇は、熱に対するサ
ンゴの適応や順応がない限り、より頻繁なサンゴの白
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化現象と広範な死滅をもたらすと予測されています。
　さらに、生物の生息にとって欠かせない基盤である
海洋や森林にも変化が起きています。産業革命以前、
大気中の二酸化炭素濃度が 280ppm であった頃の表面
海水は pH8.17 程度でしたが、二酸化炭素濃度が
380ppm に達した現在、pH はすでに 8.06 程度にまで
低下しています（図 3-2-1）。海洋には、炭酸カルシウ
ムの殻や骨格をもつ生物が多くいます。例えば、貝は
防御のために殻をつくり、魚はからだのバランスを保
つ耳石に炭酸カルシウムを利用します。サンゴは炭酸
カルシウムの骨格を残して次の世代を育てます。しか
し、大気から溶け込み海水の二酸化炭素濃度が高まる
と二酸化炭素から生ずる酸（H+）によって、炭酸カ
ルシウムの原料である炭酸イオン（CO32-）が中和さ
れて濃度が下がり、炭酸カルシウムの生成が難しくな
ります。ドイツの科学者評議会によると、炭酸カルシ
ウムの殻をつくる海洋生物への決定的影響を避けるに

は、産業革命以前からの pH 低下は 0.2 を超えるべき
でないとされました。一方で、気温の上昇を 2℃以内
に抑えるには、二酸化炭素濃度は 450ppm を超えない
ようにしなくてはならないといわれています。二酸化
炭素濃度が 450ppm ならば、海水の pH低下は 0.17 程
度ですみ、海洋生物への決定的な影響を避ける pH低
下の目安である0.2にかろうじて収まります。くしくも、
気候変動が大きな影響をもたらす気温上昇の目安の 2
℃と海洋生物への決定的影響回避の目安とが、同じ二
酸化炭素濃度目標 450ppm に相当するのです。
　また、森林火災に関するカリフォルニア大学等の研
究では、アメリカ西部において 1970 年代以降に春か
ら夏にかけて気温が 2℃程度高くなる年が増加してい
るとの結果が示されています。このため、1980 年代
半ばから森林火災が急増しており、1970 年〜1986 年
の平均と比べて、火災の頻度が約 4 倍、焼失面積が
6.7 倍以上となっていることが分かっています。生態
系全体への影響としては、IPCC 第 4 次評価報告書に
おいて、世界平均気温の上昇が1.5〜2.5℃を超えた場合、
これまで評価された植物及び動物種の約 20〜30％は
絶滅リスクが増加する可能性が高いと予測されていま
す。
　転じて、日本国内での生態系に関連する影響として、
地球環境研究総合推進費による戦略的研究開発プロジ
ェクト「温暖化の危険な水準及び温室効果ガス安定化
レベル検討のための温暖化影響の総合的評価に関する
研究（以下「温暖化影響総合予測プロジェクト」とい
う。）」では、ブナ林の適域の減少や、マツ枯れ危険域
の拡大が予測されており、温室効果ガスの厳しい安定
化レベルである 450ppm に抑えた場合、影響・被害も
相当程度に減少すると見込まれるが、一定の被害が生
じることは避けられないと予測されています（図
3-2-2）。
　また、生物多様性の劣化が地球温暖化に影響を及ぼ
す側面もあります。地球全体が 1年間で自然吸収する
二酸化炭素の量は、約 31 億炭素トンであり、そのう
ち陸上の生態系（森林や草原、農地など）は約 18 億
炭素トンを吸収しているとされています。第 1節で見
たとおり、森林面積の減少は止まっておらず、二酸化
炭素を吸収する能力は徐々に下がっています。森林生
態系の減少や劣化が地球温暖化を加速させることにな
ります。また、大気中の二酸化炭素濃度が高まれば、
地球上で排出される二酸化炭素の 25％を吸収してい
る海洋は、酸性化がさらに進み、海洋生態系に重大な
影響を及ぼす可能性があります。

産業革命
以前 現在ガードレール 2倍 5倍 大気の二酸化炭素濃度
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層
海
水
の
酸
性
度

で
き
や
す
い

で
き
に
く
く
な
る

で
き
な
く
な
る

炭酸カルシウムが...

とける

640ppm

水温25℃
過飽和度

水温2℃
過飽和度

水温25℃
のpH

水温2℃
のpH

7.84pH

4

3

2

1

0

7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

8.2

8.4
（pH）

0 280 560 840 1120 1400 1680 1960 2240（ppm）

0 280 560 840 1120 1400 1680 1960 2240（ppm）
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※1

※1　アラゴナイト：炭酸カルシウムには結晶系の異なるカルサイ
トとアラゴナイトがあり、海洋酸性化影響がより顕著なアラ
ゴナイトで殻をつくる生物に、翼足類（浮遊性の巻き貝）や
サンゴなどがある。

出典：独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター
　　　「ココが知りたい温暖化」
http://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa_index-j.html

図3-2-1　表層海水の酸性度と炭酸カルシウム形成の
関係
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第2節　生物多様性と地球温暖化

90

80

70

60

50

40

30

ブ
ナ
林
の
適
域
（
１
９
９
０
年
＝
１
０
０
％
）

マ
ツ
枯
れ
危
険
域

0

10

20

30

40

50

60
（％） （％）

（年代）2020s 2030s 2040s 2050s 2060s 2070s 2080s 2090s （年代）2020s 2030s 2040s 2050s 2060s 2070s 2080s 2090s

出典：温暖化影響総合予測プロジェクトチーム2009　　　

：450S：温室効果ガス濃度450ppm、2100年時点の気温上昇約2.1℃（産業革命前比）のシナリオ
：550S：温室効果ガス濃度550ppm、2100年時点の気温上昇約2.9℃（産業革命前比）のシナリオ
：BaU：2100年時点の気温上昇が約3.8℃（産業革命前比）のシナリオ

図3-2-2　地球温暖化によるブナ林の適域、マツ枯れ危険域の変化の推移

　以上のように、生物多様性と地球温暖化は密接に関
連するものであり、これらに対する取組についても、
双方に資するものを行うことが効果的といえます。気
候変動が経済に及ぼす影響を示した「スターン・レビ
ュー」では、森林減少の抑制が、「温室効果ガス排出
量の削減における費用対効果の非常に高い方法であ
る。」と述べているほか、生物多様性の保全等にもつ
ながると指摘しています。
　世界の温室効果ガス総排出量の約 2割は、途上国の
森林の減少や劣化などによるものとされています。こ
うした中、気候変動枠組条約の下では、途上国におけ
る森林減少や劣化を食い止める取組に経済的インセン
ティブを付与する「REDD（Reducing emissions from 
deforestation and forest degradation in developing 
countries、森林の劣化・減少による排出削減）」と呼
ばれるメカニズムについての検討が進められています。
さらに、近年では、REDD に、生物多様性保全にも
資する森林保全や持続可能な森林経営といった観点も
念頭とした「REDD プラス」と呼ばれる仕組みにつ
いても議論が行われており、2009 年（平成 21 年）12
月にコペンハーゲン（デンマーク）で開催された気候
変動枠組条約第 15 回締結国会議で取りまとめられた
コペンハーゲン合意では、REDD プラスも含めた、
必要な資金確保のためのメカニズムの創設が盛り込ま
れました。また、REDD を生物多様性保全及び地球
温暖化対策の双方から効果的に進めるため、国連環境

計画（UNEP）の世界自然保全モニタリングセンター
では、熱帯地域の 6か国について、炭素貯留の能力が
高い地域と生物多様性上重要な地域の両方が分かる地
図を作成しています。パナマの国土を示す図3-2-3では、
パナマの排出量全体の 20％の炭素が、炭素貯留能力
が高く、かつ、生物多様性の高い地域に貯留されてい
ると見積もられています。このような取組は、REDD
を行うべき地域の優先度を客観的に把握することに貢
献すると考えられます。
　また、例えば、水源の確保のための水源林のかん養
等、生態系サービスを維持するための手法である「生
態系サービスへの支払い制度（PES（Payment for 
Ecosystem Services））」は、その結果として森林が適
切に保全されれば、二酸化炭素吸収源としての機能も
果たすものと期待されます。例えば、マダガスカルを
例に、次のような地図がつくられています。左の図で
色が付けられている区域は、森と湿地の二つの生態系
サービスの共通部分を示しています。右の図の赤色の
区域は、生態系サービスと支払いのコストにかんがみ
て、どこの地域が支払いに適しているかを示していま
す（図 3-2-4）。
　このように、生物多様性保全と地球温暖化対策は、
一方の取組が別の相乗効果や付加価値をもたらすこと
につながるため、両者を関連付けて取り組むことが効
果的といえます。

2　生物多様性の保全と地球温暖化対策は車の両輪
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N

図3-2-4　マダガスカルにおける生態系サービスの支出対象

　人と自然の共生を実現し、生物多様性に配慮した社
会経済への転換を図るためには、生物多様性の保全と
持続可能な利用を、地球規模から身近な市民生活のレ

ベルまで、さまざまな社会経済活動の中に組み込む（生
物多様性の主流化）必要があります。
　このため、これまでかかわりが薄いと考えられてき

第3節　生物多様性に配慮した社会経済への転換（生物多様性の主流化）

出典：カポス他（2008）

（単位：炭素 トン/ha）
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図3-2-3　国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター（UNEP WCMC）の全国地図の一例（パナマ）
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第3節　生物多様性に配慮した社会経済への転換（生物多様性の主流化）

　生物多様性とビジネスに関する国際的な動きは、
2006 年（平成 18 年）にブラジルのクリチバで開催さ
れた生物多様性条約 COP8 で、民間事業者の参画の
重要性に関する決議が初めて採択されたことに始まり
ます。生物多様性に関する民間事業者の参画の遅れを
指摘しつつ、①生物多様性に大きな影響力をもつ民間
事業者が模範的な実践を採択・促進していくことは、
生物多様性の損失防止に相当な貢献ができること、②
政治及び世論に対する影響力が大きい民間事業者は、
生物多様性の保全と持続可能な利用を広める鍵となる
こと、③生物多様性に関する知識・技術の蓄積及びよ
り全般的なマネジメント・研究開発・コミュニケーシ
ョンの能力が民間事業者にはあり、生物多様性の保全
と持続可能な利用の実践面での活躍が期待できること、
といった民間事業者が果たし得る貢献への期待が決議
に盛り込まれました。
　また、2008 年（平成 20 年）の COP9（ドイツ・ボン）
の閣僚級会合では、生物多様性条約の目的達成に民間
企業の関与をさらに高めるため、ドイツ政府が主導す
る「ビジネスと生物多様性イニシアティブ（B&B イ
ニシアティブ）」の「リーダーシップ宣言」の署名式
が行われました。この宣言は、生物多様性条約の 3つ
の目的に同意し、これを支持し、経営目標に生物多様

性への配慮を組み込み、企業活動に反映させるという
もので、日本企業 9社を含む全 34 社が参加しました。
さらに、2007 年（平成 19 年）、2008 年（平成 20 年）、
2009 年（平成 21 年）の G8 環境大臣会合などにおい
ても、生物多様性が重要議題となり、産業界を巻き込
む政策の強化、生物多様性の損失に伴う経済的影響を
検討する必要性などが示されました。
　一方、国内では、上記のような国際的な動向を踏ま
え、平成 19 年に策定された「第三次生物多様性国家
戦略」において、企業の自主的な活動の指針となるガ
イドラインを策定することが示されました。また、20
年に施行された生物多様性基本法（平成 20 年法律第
58 号）では、事業者や国民などの責務が規定された
ほか、国の施策の一つとして生物多様性に配慮した事
業活動の促進が規定されました。さらに、21 年 8 月
には、事業者が自主的に生物多様性の保全と持続可能
な利用に取り組む際の指針となる「生物多様性民間参
画ガイドライン」を環境省が発表しました。ガイドラ
インでは、事業者が生物多様性に配慮した取組を自主
的に行うに当たっての理念、取組の方向や進め方、基
本原則などを記述しています（図 3-3-1）。
　こうした中、経済界の取組も始まっています。平成
21 年 3 月には、（社）日本経済団体連合会が「日本経

1　生物多様性とビジネス

理念　①生物多様性の保全
 ②生物多様性の構成要素の持続可能な利用

①事業活動と生物多様性との関わり（恵みと影響）を把握するよう努める。
②生物多様性に配慮した事業活動等を行うこと等により、生物多様性に及ぼす影響の低減を図り、持続可能な利用に
努める。

③取組の推進体制を整備するよう努める。

①生物多様性の保全と持続可能な利用に取り組むという姿勢を示す。
②実現可能性も勘案しながら、優先順位に従い取組を進める。

基本原則
①生物多様性に及ぼす
影響の回避・最小化

②予防的な取組と
順応的な取組 ③長期的な観点

考慮すべき視点
①地域重視と広域的・グローバルな認識
②多様なステークホルダーとの連携と配慮
③社会貢献
④地球温暖化対策等その他の環境対策等との関連

取組の方向

取組の進め方

⑤サプライチェーンの考慮
⑥生物多様性に及ぼす影響の検討
⑦事業者の特性・規模等に応じた取組

注：予防的な取組／不確実な事柄について、科学的な証拠が完全でなくても、予防的に対策を講じる取組
　　順応的な取組／不確実な事柄について、当初の予測がはずれることを考慮して、モニタリングを行いながらその結果にあわせて

対応を変える取組
出典：環境省「生物多様性民間参画ガイドライン」

図3-3-1　生物多様性民間参画ガイドラインの概要

た企業活動や都市と生物多様性との関係を明らかにす
るとともに、生物多様性に配慮したライフスタイルへ

の転換の必要性や、主流化に向けた各主体のすぐれた
事例を示します。
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団連生物多様性宣言」を発表し、生物多様性に積極的
に取り組んでいく決意と具体的な行動に取り組む際の
指針を示しています。また、20 年 4 月には、生物多
様性の保全と持続可能な利用に関する学習などを目的
とした日本企業による「企業と生物多様性イニシアテ
ィブ（JBIB）」が設立されました。さらに、21 年 4 月
には、滋賀経済同友会が、企業活動を通じた生物多様
性保全のモデル構築を目指し、「最低 1種類もしくは 1
か所の生息地の保全に責任を持ちます」などの 10 項
目の宣言文からなる「琵琶湖いきものイニシアティブ」
を公表するなど、さまざまな取組が始まっています。
　また、生物多様性のための取組が意識される以前か
ら、本業あるいは CSR活動の一環として生物多様性
保全につながる活動を行っている企業もあります。
　例えば、ある総合商社が、ボルネオ島のマレーシア
領で実施している、危機的状況にある熱帯林の生態系
を早期に限りなく自然林に近い状態に再生する実験プ
ロジェクトは、社員と専門家や地域の人々が連携して

取り組み、平成2年から20年間も続けられています（写
真 3-3-1）。
　ある損害保険会社は、平成 19 年度に、自然エネル
ギーの利用や植林したマングローブによる二酸化炭素
吸収・削減効果によって、国内事業所から排出される
二酸化炭素を相殺するカーボンニュートラルを実現し
ています。同社が NGOとのパートナーシップの下、
10 年間行ってきたマングローブの植林は、インドネ
シア、タイ、フィリピン、ベトナム、ミャンマーとフ
ィジー諸島で約 5,900ha にも及んでいます（写真
3-3-2）。また、契約者との契約更新時に発行する約款を、
紙ではなく、ウェブサイトで閲覧することに賛同して
くれた契約 1件につきマングローブ 2本の植林に相当
する金額を同社が寄付するプロジェクトも始まってい
ます。
　ある林業会社では、国内の社有林による平成 20 年
度の二酸化炭素吸収量は 11 万 6,000 トンであり、同
年に同社が販売した木造住宅に使用された木材に固定
されている二酸化炭素は21万トンになるとしています。
このように本業で環境保全に貢献している企業もあり
ます。また、林業は、二酸化炭素吸収の面だけではな
く、生物多様性保全にも貢献するものです。同社はす
でに18年に社有林全てが、『緑の循環』認証会議（SGEC）
から適切に管理されている森林と認証されています。
これをきっかけに、皆伐地を中心に動植物の生息、生
育状況をモニタリングする調査を開始しています。ま
た、同社はインドネシアで年間 190 万 ha もの森林減
少が起きていることへの対策として、22 年以降の 5
年間で国立公園の保護林 300ha と保護林以外の荒廃地
に 1,200ha の植林を行うことを決めました（写真
3-3-3）。
　このように、国内外で生物多様性に配慮した企業活
動が盛んになってきています。

写真提供：東京海上日動火災保険株式会社

写真3-3-2　タイのラノーンにおける
マングローブの植林

写真提供：住友林業株式会社

写真3-3-3　荒廃した森林での植林
（インドネシア、東ジャワ州）

2　都市と生物多様性

　1988 年（昭和 63 年）に保全生物学者のノーマン・ マイヤーズが提唱した「生物多様性ホットスポット」

写真提供：三菱商事株式会社

写真3-3-1　ボルネオ島（マレーシア領）での
熱帯林再生実験プロジェクト
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第3節　生物多様性に配慮した社会経済への転換（生物多様性の主流化）

という言葉は、その地域に維管束植物の固有種が
1,500 種以上生育し、高い生物多様性を有する一方で、
自然植生が 70％以上損なわれていて破壊の危機に瀕
している地域を指します。世界で 34 の地域が指定さ
れており、わが国もその一つに入っています。ホット
スポットは、地球の表面積のわずか 2.3％であり、人
口が集中する地域を多く含むことから、開発の圧力が
高いことがうかがえます（図 3-3-2）。
　また、序章でみたとおり、今や世界人口の半分は都
市で生活しており、面積的には地球のたった 2.8％の
土地に住んでいる状況です。都市の人口は増加を続け、
2050 年には世界人口の 2／3 が都市で生活すると予測
されています。都市の住民と経済活動は、人類が使用
する資源の 75％を消費しており、都市は、周辺から
もたらされる生物多様性の恩恵（生態系サービス）に
かなり依存しているといえるでしょう。実際に、農林
水産省が発表している各都道府県の平成 19 年度の食
料自給率をみると、東京都 1％、大阪府 2％、神奈川
県 3％といったように、大都市はその地域内で食料を
賄っていない実態が明らかです。
　しかし、都市の成り立ちはさまざまであり、土地の
利用形態、市街化の程度、経済・社会・文化といった
背景も異なっています。また、図 3-3-3 や第 2 部図
5-1-5 のように生物の分布が都市の発達に応じて、後
退している場合と拡大している場合があるため、それ
ぞれの都市に合った生物多様性との関係の構築が必要
と考えられます。
　平成 21 年 11 月には、国内 103 の地方自治体が参加
して「生物多様性自治体会議 2009（主催：愛知県、
名古屋市、COP10 支援実行委員会）」が愛知県名古屋
市で開催されました。COP10 にあわせて開催予定の

「生物多様性国際自治体会議」に向けて、国内の地方
自治体共通の課題を抽出し、生物多様性保全の取組に
関する情報交換を行いました。会議総括では、「生物
多様性」という総合的視点、循環共生の知恵など、今
後地方自治体が取組を進める上で重要と思われる事項
が確認されました。
　こうした地方自治体の連携は、世界的にも展開され
ており、すでに平成 2 年に 43 か国 200 以上の自治体
がニューヨークの国連に集まって開催した「持続可能
な未来のための自治体世界会議」で持続可能性を目指
す自治体協議会（ICLEI（International Council for 
Local Environmental Initiatives））が発足しています。
平成 21 年 12 月現在、世界で 68 か国、1,100 以上の自
治体が参加しています。同協議会は、気候変動防止、
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資料：コンサベーション・インターナショナル資料（www.conservation.or.jp）より環境省作成

図3-3-2　ホットスポットと人口集中地域

出典：東京都「東京都鳥類繁殖状況調査報告書」及び
　　　「東京都鳥類繁殖調査報告書」より環境省作成
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多摩地区

調査したメッシュ（1km四方）
記録されたメッシュ（1km四方）

東京特別区
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N

図3-3-3　東京都におけるヒバリの分布の変化
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3　生物多様性に配慮したライフスタイル

（1）製品や食品の選択による生物多様性への
配慮

　これまで見てきたとおり、人間の衣食住に不可欠な
資源や原料は、大半が生態系からもたらされる生態系
サービスとして供給されています。ここでは、消費者
の立場として、私たちができることを述べていきます。
まず、基本的なことは、生態系サービスは、再生可能
なものとして自然のサイクルの中で生み出されること
から、その再生産の機能を損なわない持続可能な形で
生態系サービスを得ていくことが必要となります。内
閣府が平成 21 年に行った世論調査によれば、生物多
様性に配慮した生活のためのこれまでの取組として、
「環境に配慮した製品を優先的に購入している」と答
えた人の割合は 26％にとどまっており、今後、さら

に生物多様性に配慮した製品の普及を促進していく必
要があります（図 3-3-5）。次に、木材、漁業資源、農
産物について、持続可能な生産を行っている取組と、
私たち消費者が選択できることを紹介していきます。
　平成 20 年の国内の木材需要量（用材）は 7,797 万
㎥ですが、わが国はそのうち約 76％を輸入に頼って
います。輸入先は、主に北アメリカ、東南アジア、ロ
シア、ヨーロッパ、オーストラリアとなっていますが、
例えば、インドネシアでは、森林火災や違法伐採によ
り年間約 190 万 ha（四国の面積に相当）の森林が失
われています。違法伐採を減らして、原産国の生物多
様性を維持するために私たちができることの一つとし
て、合法性・持続可能性の証明された木材・木材製品
を購入することが挙げられます。政府は平成 18 年か
ら「グリーン購入法」に基づき、合法性・持続可能性

総合的な水管理、生物多様性の保全、持続可能な地域
社会づくり、持続可能性の管理といったテーマで自治
体間の連携を行い、地域でつくられた施策が、地域、
国家、世界全体の持続可能性を実現する費用対効果の
高い方法であるという考え方で活動しています。また、
20 年に開催された COP9 では、都市及び地方自治体
の参加促進に関する初の決議が採択され、生物多様性
条約の下で都市や地方自治体の果たす役割が認識され
ました。
　都市と生物多様性に関する取組では、国内で新しい
試みが検討されています。名古屋市では、都心部の建
築物について容積率を緩和することと引き替えに、市
の郊外で民有地の森林を保全（都市計画制度の運用）
する仕組みを検討中です。
　国内の民間事業者では、例えば、都市再開発におけ
る緑地計画で、現況調査や文献調査をもとに在来種や

潜在自然植生に配慮し、自然の再生を目指す取組が日
本で初めて行われました。この再開発では、JHEP と
いう第三者機関による客観的な定量評価が行われ、最
高ランクを取得しています（図 3-3-4）。JHEP とは、
1980 年代にアメリカ内務省で開発された、ハビタッ
ト（野生生物の生息地）の観点から自然環境を定量的
に評価する方法である「ハビタット評価認証（HEP）」
の日本版として新たに構築されたものです。HEP は、
客観性や再現性にすぐれ、分かりやすさなど合意形成
のツールとしてもすぐれている点が評価され、アメリ
カでは環境アセスメントや自然再生事業でも広く使わ
れています。また、企業などが積極的に保全・活用に
取り組む優良な緑地を認定する「社会・環境貢献緑地
評価システム（SEGES）」により、平成 22 年 3 月末
現在、33 サイトが認定されており、緑地保全に関す
る活動の意欲の向上や取組の強化に役立っています。

複合棟

住宅棟

常緑樹を中心としたゾーン
(斜面のタブノキ、イノデなど)
常緑樹を中心としたゾーン
(台地上のスダジイなど)
落葉樹を中心とした
ゾーン

虎ノ門・六本木地区第一種市街地再開発事業における生物多様性への取組 

当事業は、以下の点において生物多様性の保
全や回復に貢献しています。 

1．在来種・潜在自然植生をベースとした緑地： 
計画地の地域植生を再生する 
※主な在来種：スダジイ、タブノキ、ア

ラカシ、エゴノキ、ヤマ
ボウシ ほか

 
2．まとまりのある緑地：
緑化効果を高め周囲と結ぶ

3．緑被ボリュームの高い立体的な緑地： 
生きものの住みやすさに貢献する

4．特殊な環境要素： 
枯れ木・樹洞・落ち葉といった環境要素
への配慮

出典：森ビル株式会社

図3-3-4　再開発事業における生物多様性への取組
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の証明された木材を政府調達の対象としています。ま
た、持続可能な森林運営を推進するため、わが国が利
用を推進する木材・木材製品が備えるべき要件をガイ
ドラインとして国内外に示してきました。こうした取
組により、全国で合法性・持続可能性の証明された木
材・木材製品の調達が可能となっています。消費者は、
木材だけでなく、家具や文具、生活雑貨、紙といった
木を原料とする製品を購入する際、こうした製品を選
ぶことで、生物多様性の保全と持続可能な利用に貢献
することができます。合法性・持続性の証明された木
材を選ぶ際に参考になるのが森林認証です。森林認証

500,000ha
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面積合計：816,437.70ha
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［平成22年3月現在］

図3-3-7　日本のSGEC認証森林分布図（都道府県別）

出典：「緑の循環」認証会議

総数（N＝1,919人，M. T．＝260.4％）

（複数回答）
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出典：内閣府「環境問題に関する世論調査」

図3-3-5　生物多様性に配慮した生活のための
これまでの取組
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出典：FSC国際本部
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図3-3-6　世界のFSC認証森林の面積
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とは、「法律や国際的な取決めを守っているか」、「多
くの生物がすむ豊かな森であるか」などの観点から、
森林が適切に管理されているかを第三者機関が認証し、
その森林から産出される木材を区別して管理し、ラベ
ル表示を付けて流通させる民間主体の制度です。森林
認証制度には、森林認証プログラム（PEFC）、森林
管理協議会（FSC）、『緑の循環』認証会議（SGEC）
などがあります。FSC の認証を受けた森林の面積は
世界中で増加しており（図 3-3-6）、SGEC の認証を受

けた国内の森林は、平成 22 年 3 月現在で 93 件、面積
にして 816,438ha に広がっています（図 3-3-7）。
　日本人の 1人当たりの水産物消費量は、世界第 3位
で、世界平均の 4 倍程度もあります（図 3-3-8）。豊富
な水産資源を安定して得るためには、それを供給する
生物多様性が保全されている必要があります。持続可
能な漁業を行うためには漁獲量や種類、期間、漁法な
どに一定のルールを決め、漁業資源を枯渇させない取
組が必要です。こうした取組を行っている漁業に対し

4,500
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2,000

1,500

1,000
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出典：MSC日本事務所

図3-3-9　MSCラベル付き製品数の推移
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図3-3-8　主な国の１人当たりの年間水産物消費量
（2005年）

農林水産省

登録認定機関

●小売業者　●消費者

［認定事業者］
認定された生産者、製造業者、小分け業者、輸入業者

独立行政法人
　農林水産消費技術センター

登
録
・
監
査

立
入
検
査
・
調
査

認
定
・
調
査

JASマークを貼付

監視体制

・登録認定機関は、認定事業者が基準に適合してい
るか、格付や表示が適正に行われているかどうか
を、定期的に調査しています。

・農林水産省及び（独）農林水産消費技術センター
は、認定事業者に対し、立入検査・調査、市販品
の買い上げ調査を行います。

出典：農林水産省パンフレット「有機食品っていいね」

図3-3-10　有機食品検査認証制度の概要
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て第三者機関による認証を与える制度として、海洋管
理協議会（MSC）やマリン・エコラベル・ジャパン（MEL
ジャパン）などの認証制度があります。MSC ラベル
の製品は世界で販売を拡大しており、平成 22 年 1 月
には、3,855 品目に達しています（図 3-3-9）。また、
国内では、21 年 6 月現在で約 170 の製品が流通して
います。
　有機農産物の生産は、平成 13 年 4 月から施行され
た農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法
律（昭和 25 年法律第 175 号）に基づき、統一したル
ールの下で行われています。これは、有機 JAS 規格
を満たす農産物について、認定事業者が格付け表示の

認定を行い、その農産物に有機 JAS マークを付ける
ことができる制度です（図 3-3-10）。有機農産物の生
産方法の基準は、①堆肥等による土づくりを行い、原
則として（播種・植付け前 2年以上及び栽培中に）化
学肥料及び農薬は使用せず土壌の性質に由来する農地
の生産力を発揮させること、②農業生産に由来する環
境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用
したほ場において生産されること、③遺伝子組換え種
苗は使用しないこととされており、これにより農業の
自然循環機能の維持増進を目的としています。私たち
が、有機 JAS マークの農産物を購入することで、農
薬による生物への影響といった環境負荷の少ない農業
が促進され、生物多様性の保全につながります。実際、
13 年～20 年の間に、国内の格付け数量は、33,734 ト
ンから 55,928 トンへと約 1.7 倍増加しています（図
3-3-11）。総生産量に占める有機格付けの割合は、まだ
低い状況であり、有機農産物の普及のためには、私た
ちの賢い選択が必要です。

（2）食品廃棄物の削減による生物多様性への
配慮

　わが国では、年間約 1,900 万トンの食品廃棄物が排
出されており、そのうち、本来食べられるにもかかわ
らず廃棄されている、いわゆる「食品ロス」が約 500
～900 万トンあると推計されています（図 3-3-12）。食
品関連事業者が排出する食品廃棄物のうち、焼却・埋
立処分されたとみなされる量は、年々減少傾向にあり、

野菜 果樹 米
麦
その他の農産物

大豆
有機の割合

緑茶（荒茶）

0.2

0.1

0

10,000

0

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

20（年）

（t）

平成13 14 15 16 17 18 19

資料：農林水産省「平成20年度認定事業者に係る格付実績」より
環境省作成

（%）

図3-3-11　有機農産物の格付数量と総生産量に
占める割合

食用仕向量
（9,100万トン）
粗食料＋加工用

①食品関連事業者
・食品製造業
・食品卸売業、小売業
・外食産業

②一般家庭

廃棄物
（1,100万トン）

廃棄物
（800万トン）

うち可食部分と考えられる量
（食べ残し、過剰除去、直接廃棄）

（200～400万トン）

食品由来の廃棄物
※（1,900万トン）

うち可食部分と考えられる量
（500～900万トン）
※いわゆる「食品ロス」

焼却等
（1,400万トン）

再生利用量
（500万トン）

資料：「平成17年度食料需給表」（農林水産省大臣官房）
「平成18年食品循環資源の再生利用等実態調査報告（平成17年度実績）」（農林水産省統計部）
「平成17年度食品ロス統計調査」（農林水産省統計部）
「一般廃棄物の排出及び処理状況、産業廃棄物の排出及び処理状況等」（平成17年度実績、環境省試算）を基に農林水産省において試算の上、作成

有価取引される
製造副産物
※大豆ミール等
（300万トン）

食品廃棄物等排出量
（1,100万トン）

うち可食部分と考えられる量
（規格外品、返品、
売れ残り、食べ残し）
（300～500万トン）

食
品
資
源
の
利
用
主
体

図3-3-12　食品廃棄物等の発生の流れ
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6 割程度になっています（図 3-3-13）。一方で、一般家
庭からの排出量のうち、再生利用されている量は約
64 万トンであり、残りの 94％が焼却・埋立処分され
ている状況です（第 2部　表 3-2-4）。
　FAOによると、2009 年の栄養不足人口は、世界で
10 億 2,000 万人にも達し、初めて 10 億人を超えたと
推定されています。わが国は、カロリーベースでみる
と、平均 2,473kcal／人・日（平成 20 年度）に相当す
る食料が供給されています（図 3-3-14）。国民全体（1
億 2,769 万人、平成 20 年 10 月 1 日現在）では、約
315,777 百万 kcal となります。供給熱量と摂取熱量の
差が食料の廃棄や食べ残しの目安といわれており、わ
が国では、この差が国民 1 人 1 日あたり 708kcal（平
成 19 年度）であることから、国民全体で 90,405 百万

kcal が 1 日で無駄になっていると考えられます。成人
が栄養不足にならない最低限といわれる 2,200kcal／
人・日で割ると、約 4,193 万人分の栄養に相当します。
世界には十分に食料を得られない人々がいる中で、生
態系サービスからもたらされる食料を効果的に行き渡
らせる必要があります。
　近年、米飯給食の促進や地域の農作物を給食で用い
るなど、食育が盛んになってきていますが、その目指
すところは、食べものへの感謝の心を大切にして、「残
さず食べる」「感謝の心をもつ」といった基本的な習
慣を身につけることにあります。その基本は、家庭で
食品の廃棄を減らす場合でも同じです。個人ですぐに
できることは、例えば、賞味期限や消費期限の意味を
正しく理解し、賞味期限を過ぎてもすぐに食べられな

2,497

2,202 2,191

2,046
1,985

2,518
2,596

2,654 （H18）
2,550

（H18）
1,836

（H19）
1,843

（H19）
2,551（H20）

2,473

供給熱量

摂取熱量

注：1 酒類を含まない。
　　2 両熱量は、統計の調査方法及び熱量の算出方法が全く異なり、単純には比較できないため、両熱量の差はあくまで食べ残し・廃棄の目安として位置付け
資料：農林水産省「食料需給表」、厚生労働省「国民健康・栄養調査」

昭和40 45 50 55 60 平成2 7 12 20
（年度）

3,000

2,500

2,000

1,500

（kcal）

図3-3-14　供給熱量（食料需給表）と摂取熱量（国民健康・栄養調査）の推移

（万t）
2,000

1,500

1,000

500

0
平成12 13 14 15 16 17 18 19 平成12 13 14 15 16 17 18 19 平成12

発生量 焼却・埋立処分量 再生利用量 （年度）
13 14 15 16 17 18 19

注：1　四捨五入しているため合計があわない場合がある
　　2　食品廃棄物の発生量については、一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成19年度実績）産業廃棄物の排出及び処理状況等（平成19年度実績）

より環境省試算。
　　3　家庭系一般廃棄物の再生利用量については、同様に環境省試算。　
　　4　事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の再生利用量（内訳を含む）については、農林水産省「平成20年食品循環資源の再生利用等実態調査結果」より試算。
資料：農林水産省、環境省

一般廃棄物家庭系

一般廃棄物事業系

産業廃棄物

図3-3-13　食品廃棄物の発生及び処理状況（平成12年度～19年度）
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くなる訳ではないので、きちんと食品を使い切るよう
にすること、食品を買いすぎないために買い物の前に
冷蔵庫にある食品の種類や量を確認すること、日頃か
ら賞味期限や消費期限を確認して順番に使い切ること
などが挙げられます。

（3）事業者の取組における生物多様性への配慮

　事業者は、製品やサービスを通じて、生物多様性の
恵みを広く社会に供給する重要な役割を担っています。
平成 21 年 6 月の内閣府の世論調査では、生物多様性
に配慮した企業活動を評価するとした人が 82％に上
ります。事業者の活動は、消費者の意識に支えられて
おり、国民一人ひとりの消費行動に応じて変わらなけ
ればならないと同時に、その活動をより一層生物多様
性に配慮したものにし、生物多様性に配慮した製品や
サービスを提供することを通じて、消費者のライフス
タイルの転換を促していくことも期待されています。
　また、事業者の活動は、さまざまな場面で生物多様
性に影響を与えたり、その恩恵を受けたりしています。
例えば、食料、木材、紙、繊維、燃料、水などは、事
業活動に不可欠です。多様な遺伝子は、医薬品の開発、
品種改良などに役立ちます。物質の供給以外にも、気
候の安定、がけ崩れや洪水等の自然災害の防止も、安
定的な事業活動に必要なものです。さらに、自然界の
形態や機能からヒントを得て、技術革新につながるこ
とがあります。これは生きものの真似という意味で「バ
イオミミクリー」と呼ばれ、カワセミのくちばしをま
ねた、空気抵抗の少ない新幹線の先頭車両のデザイン
などが有名です。
　一方、鉄などの鉱物資源、石油などの化石燃料など
の開発・利用は、土地の改変や地球温暖化などにより、
生物多様性に影響を及ぼします。また、廃棄物の処分、
排水の処理、事業所や工場の建設などは、その過程で、
生物多様性に影響を与えることがあります。さらには、
こうした経済活動への投融資や社会貢献活動などを通
じて、生物多様性にかかわることもあります。
　このように、農林水産業、建設業、製造業、そして
小売業や金融業、マスメディアなどであっても、生物
資源の利用、サプライチェーン、投融資などを通じて、
生物多様性に影響を与えたり、その恵みに依存したり
しています。また、このような恵みや影響は、国内外
を問いません。特に、天然資源に乏しいわが国は、そ
の多くを海外に依存しており、海外の生態系サービス
を利用することで、現在の私たちの生活が成り立って
いるということを忘れてはいけません。
　これまでの事業者の取組は、どちらかというと
CSR活動が中心でしたが、これからは、本業の中でも、
生物多様性に取り組んでいくことが重要となります。
「生物多様性民間参画ガイドライン」では、それぞれ
の事業者の取組の方向として、①事業活動と生物多様
性とのかかわり（恵みと影響）を把握すること、②生

物多様性に及ぼす影響の低減を図り、持続可能な利用
に努めること、③取組の推進体制等を整備することを
挙げています。生物多様性とのかかわりは、それぞれ
の事業者の業態や規模などによって異なっており、ま
ずは自らの事業活動と生物多様性とのかかわりを把握
し、実現可能性も考慮しながら、優先順位に従い取組
を進めていくことが重要です。
　事業者が生物多様性に取り組むことには、リスクと
チャンスが存在しています（表 3-3-1）。例えば、原材
料調達を生物多様性の観点から洗い直す作業には追加
的なコストが必要となりますが、原材料調達に係るリ
スクの低減により、経営の安定化が期待されます。日
本は、食料の約 6割、木材の約 8割、鉱物資源や化石
燃料のほとんどを海外に依存しており、その意味で生
物多様性に関する取組は、資源戦略としても重要だと
いえます。
　以上のように、事業者が、消費者を含めた多様な主
体と連携しながら、生物多様性に取り組むことは、社
会全体の動きを自然共生社会の実現に向けて加速させ
るだけでなく、自らの事業を将来にわたって継続して
いくためにも必要なことなのです。
　例えば、あるオフィス機器メーカーでは、原材料の
調達、設計・製造、輸送・販売、使用・保守、回収・

分　類 リスクとチャンスの例

操業関連 リスク ・生物資源の減少による、原材料の不足又は原材
料調達コストの増大

・生物資源の調達量の減少による、生産量又は生
産性の低下、業務の中断

チャンス ・生物資源の持続可能な使用や使用量の削減策に
よる、生物資源の減少等の影響を受けにくい生
産プロセスの構築

・サプライヤーの取組の促進によるサプライ
チェーンの強化

規制・
法律関連

リスク ・生物多様性保全に関連する法規制違反による、
罰金の支払い、許可又は免許の停止・棄却、訴
訟等

・生物資源の使用割当量の減少、あるいは使用料
金の発生

チャンス ・生物多様性に配慮することによる、操業拡大の
正式な許可の取得

・生物多様性に関する新たな規制等に適合した新
製品の開発・販売

世評関連 リスク ・生物多様性への悪影響の顕在化による、ブラン
ドや企業イメージへの被害や、社会的「操業許可」
の危機

チャンス ・生物多様性への配慮を明示することによる、ブ
ランドイメージの向上、消費者へのアピールや
同業他社との差別化

・生物多様性に配慮することで、地域住民等のス
テークホルダーの理解を得、関係を強化

市場・
製品関連

リスク ・公共部門や民間部門におけるグリーン調達の
推進による顧客の減少

・環境品質の劣位による製品・サービスの市場
競争力の低下

チャンス ・生物多様性に配慮した新製品やサービス、認
証製品等の市場の開拓

・生物多様性の保全と持続可能な利用を促進す
る新技術や製品等の開発

・企業や製品等の環境配慮に敏感な倫理観の強
い消費者へのアピール

財務関連 リスク ・金融機関の融資条件の厳格化による、融資が
受けられない可能性

チャンス ・社会的責任を重視する投資家へのアピール

社会関連 リスク ・従業員の士気の低下

チャンス ・従業員の士気の向上

出典：環境省「生物多様性民間参画ガイドライン」

表3-3-1　事業者の活動によるリスクとチャンスの例
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エネルギー資源

鉱物資源

原油
（燃料）

原油
（燃料）

原油
（燃料）

原油
（原料）

原油
（燃料）

原油
（燃料）

エネルギー資源

原材料の調達
設計・製造

回収リサイクル
土地利用

（工場建設・植栽）

物質の導入・除去

土地改変

複写機

輸送・販売

使用・保守

再生可能資源

再生可能資源

大気への
化学物質排出

水域への
化学物質排出

土壌への
化学物質排出

水

NOx

NOx

SOx

SOx

NOx SOx

CxHy NMVOC

CO2

CO2

CO2

NOx SOxCO2

N2O CH4 CO BOD COD SS スラグ 汚泥類不特定固形廃棄物

dust

エネルギー資源

化学物質排出

エネルギー資源

エネルギー資源

化学物質排出

化学物質排出

石炭

鉄鉱石 ボーキサイト 錫鉱石 金鉱石

亜鉛鉱石 ニッケル鉱石 銅鉱石 銀鉱石

クロム鉱石 マンガン鉱石 鉛鉱石

天然ガス

水 木材
木材再生可能資源

・生息地の喪失
・外来生物種の導入　・汚染
・気候変動　・乱獲　・過剰消費

・生息地の喪失
・外来生物種の導入
・汚染
・気候変動

・生息地の喪失
・外来生物種の導入
・汚染
・気候変動

事業活動

・生息地の喪失　・外来生物種の導入
・汚染　・気候変動　・乱獲　・過剰消費

出典：株式会社リコー

■現在の姿 ■私たちの目指す姿

地球環境 地球環境
ストレス（A）

ストレス（B）

生態系保全
ダメージ

ダメージダメージ
増加 資源

資源

限界を超えたダメージ

ダメージ増加

経済 経済

社会

社会

生産活動
生産活動

消費活動
消費活動

お金
お金

環境負荷

環境負荷

許容内の負荷

再資源化

商品
商品

人間社会が地球環境に与える負荷が、地球の包容力・再生能力の
限界を超えた状態

環境負荷が、地球環境の再生能力の範囲内に抑えられている社会

図3-3-15　企業と生物多様性の関係性マップ

リサイクルという一連の事業活動全体で、それぞれの
段階において生物多様性との関係を把握し、事業活動
による負荷を減らしていく取組を進めています。事業
活動による生態系への影響としては、複写機事業を例
にすると、紙パルプや金属資源などの原材料の調達、
生産時に利用する水資源などが大きいことが分かりま
した。また、このメーカーでは、資源を投入して製品
を製造し、最終的には環境中に廃棄する直線的な事業
活動ではなく、地球環境の再生能力に収まる事業活動
のあり方を目指しています（図 3-3-15）。
　ある家電メーカーは、平成 20 年 10 月から、WWF
が進める地球環境保護施策の一つである「北極圏プロ
ジェクト」を支援することにより、生物多様性保全の
取組を始めています。WWFのプロジェクトは、以下
の 4つの手法によって北極圏への理解を促進し、生態
系を管理することを目指しています。

　1． 北極圏の気候変動が地球全体に与える影響につ
いて伝える 

　2． 北極生物圏が新たな二酸化炭素の排出源になら
ないことを確認する 

　3． 生態系を壊すような乱獲により引き起こされる
環境上の負荷を取り除く 

　4． 北極圏の生態系や生物を将来にわたって保護す
る体制を確立する 

　このメーカーは、「地球環境との共生」を事業活動
の指針としており、「北極圏における環境破壊の脅威
を取り除き、地球温暖化に大きな影響を与える北極圏
一帯の環境を保全する」ことへの貢献は、まさに事業
活動の目的に合致したものとなっています。支援は、
主に資金援助の形で行われ、3 年間に 47 万ユーロの
支援が計画されています。双方の協力により、北極圏
の環境分析・調査やホッキョクグマを頂点とする生態
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フードバンク活動コラム

　近年「フードバンク」という活動が広がりを見
せています。フードバンクとは、包装材の破損や
印字ミスなど、食品としての品質には問題がない
ものの、通常の流通ルートでは支障がある食品や
食材を、食品メーカーや小売店等から無償で寄付
を受け、支援を必要とする福祉施設や団体に無償
で寄贈するシステムで多くのボランティア活動で
支えられています。アメリカでは約40年の実績（全
米に 220 団体、年間取扱総量 200 万ｔ）がある活動で、
世界 18ヵ国が加盟する国際組織も存在します。日
本では、この国際組織にも加盟しているセカンド
ハーベスト・ジャパン（特定非営利活動法人 2002
年設立：東京都台東区）の活動が最も規模が大き
いものとなっており、平成 20 年の年間取扱量は
850 トン、金額換算で約 5億 1千万円、食品提供企

業の廃棄経費削減額の見込みが約 9,200 万円という
実績を上げています。
　同団体へ食品を提供する支援企業は、累計で約
500 社、このほか物流企業の協力など支援の輪が広
がっており、企業の CSR活動の一環ともなってい
ると考えられます。扱う食品も主食（米、パン、
麺類ほか）、副食類、嗜好品（菓子、飲料）、調味料、
生鮮食品、冷蔵冷凍食品、インスタント食品、防
災備蓄品など多岐にわたります。近年、全国に十
数団体が設立され、都市部から地方へと活動の輪
も広がっています。支援企業側と支援を受ける施
設や団体の双方にメリットがある仕組みであり、
また、食品を大切にするという本来の目的からも、
さらなる広がりが期待されます。

年 取扱量
（t）

福祉貢献度
（万円） 寄付乗数 企業貢献度

（万円）
2006
2007
2008
2009

255
370
850
560

15,300
22,200
51,000
33,000

10.0
8.0
14.0
11.4

2,766
3,900
9,200
5,600

出典：特定非営利活動法人セカンドハーベスト・ジャパン事務局

フードバンク活動の実績

系を維持する取組が進められています。

耕作放棄地の活用コラム

　全国には、平成 17 年度時点で約 39 万 ha の耕作
放棄地があります。耕作放棄地とは、「過去 1年以
上作物を栽培せず、しかも、この数年の間に再び
耕作するはっきりした考えのない土地」のことで
あり、昭和 60 年には 13.5 万 ha でしたが、20 年間
で約2.5倍にも増加しています。耕作放棄地を再生・
利用していく目的としては、中長期的な世界の食
料需給のひっ迫が見込まれる中、食料の安定供給
を図る必要があること、国土の保全、水源のかん養、
病虫害・鳥獣被害の防止や中山間地の適切な管理
による生物多様性の保全といったさまざまな機能
を確保する必要があることなどが挙げられます。

耕作放棄地面積（土地持ち非農家）
耕作放棄地面積（総農家）

資料：農林水産省「農林業センサス」

（万ha）
40

35

30

25

20

15
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5

0
昭和50 55 60 平成2 7 12 17

13.1 12.3 13.5

21.7
24.4

34.3
38.6

16.3

22.3

（年）

耕作放棄地面積の推移
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4　「主流化」に向けた芽生え

　生物多様性に配慮した社会経済活動の取組は、すで
にさまざまな主体によって始まっています。ここでは、
地方公共団体や企業、NGO などによる取組を、平成
21 年 6 月に、環境省と（財）イオン環境財団が生物
多様性の保全と持続可能な利用の推進を目的に創設し
た「生物多様性 日本アワード」の第 1 回優秀賞に選
ばれた取組を中心に紹介します。

（1）地方公共団体による取組

　都道府県や市町村では、従来から、自然公園などの
保護地域の保全、野生鳥獣の保護管理、希少な野生生
物の保護、都市緑地の保全・再生、外来種対策など生
物多様性の保全に関するさまざまな取組を進めていま
す。例えば、希少な野生生物の保護では、平成 17 年
までにすべての都道府県でレッドデータブックやレッ
ドリストが作成されており、21 年度までに 27 都道府
県で希少な野生生物の保護のための条例が制定されて
います。また、森林や、水源の保全を目的とした、森
林環境税などの制度が21年度までに30県で導入され、
これらを財源とした取組が進められています。
　こうした取組に加え、地域の自然的社会的な特性に
応じて、生物多様性の保全と持続可能な利用を総合的
かつ計画的に進めていくため、生物多様性基本法に基
づく生物多様性地域戦略の策定が進んでいます。平成
22 年 3 月末現在、埼玉県、千葉県、愛知県、滋賀県、
兵庫県、長崎県、流山市、名古屋市、高山市などが策
定済みのほか、多くの地方公共団体で策定に向けた検
討が進んでいます。

（2）企業による取組

　ある建設会社では、関係機関と共同で、従来のエコ
ロジカルネットワークに関する先行研究を発展させ、
都市開発事業が地域生態系へ与える影響を分かりやす
く評価するシステムを開発し、病院や業務ビルなどの
実際の建設プロジェクトに適用しています。また、在
来種であるニホンミツバチを飼育し、都市環境の指標
種として、飛行経路や距離、蜜源植物などのデータを
収集・解析し、生物多様性に配慮した都市づくりに役
立てています。
　ある住宅メーカーでは、持続可能な木材利用を可能
にするため、木材供給事業者や NGOと協働し、平成
19 年に、調達木材の合法性だけでなく、生物多様性
の保全や伐採地の住民の暮らし、国内林業の活性化な
ど、幅広い視野をもった 10 の調達指針からなる「木
材調達ガイドライン」を制定し、調達方針ごとの評価
点の合計で木材を 4つのランクに分類したうえで、よ
り生物多様性に配慮した木材の割合を増やす取組を行

っています。こうした取組は、供給事業者側にとって
も、客観的な基準に沿って自主的に木材を変更できる
といった利点もあります。
　ある信用金庫では、地元・愛知県名古屋市で開催さ
れる COP10 への関心を高め、生物多様性の重要性へ
の理解を深めるため、「生物多様性について考えてみ
ませんか定期」を販売し、約 2万人を超える顧客一人
ひとりと職員が面談し、相互に生物多様性の重要性や
COP10 についての理解と関心を深める活動を行いま
した。この商品は、当初の予定よりも 2か月早く完売
し、4,164 件（約 3,400 人）、30 億 7,600 万円の契約が
あり、預入金額の 0.01％が COP10 支援実行委員会に
寄付されました。
　ある洗剤メーカーでは、ヤシノミ洗剤の売上げの 1
％をマレーシア政府認可の「ボルネオ保全トラスト」
に支援することで、熱帯雨林回復のための土地購入や、
生息地を追われたボルネオゾウなどの保全活動に取り
組んでいます。また、資金援助だけではなく、消費者
を対象にしたボルネオ視察エコツアーを実施し、環境
保全意識を高めるための普及啓発活動も行っています。
こうした取組は、消費者からも大きな支持を集めてい
ます。

（3）NGOなどによる取組

　（財）知床財団は、世界自然遺産の知床半島のヒグマ、
エゾシカ、海棲哺乳類、オジロワシなどの大型野生動
物の生息状況に関する長期モニタリングや生態調査、
遺伝的多様性に関する調査を行ってきました。また、
それらの成果を活用した環境教育や体験型教育プログ
ラムを通じて、地域住民や来訪者に対して、知床の自
然と生物多様性の重要性を伝える活動を行っています。
さらに、設立者である斜里町・羅臼町からの委託を受
けて、ヒグマなどの野生動物の保護管理、わが国のナ
ショナルトラスト運動の先駆けの一つである「しれと
こ 100 平方メートル運動」など、多岐にわたる継続的
な取組を通じて、地域の生物多様性保全に貢献してい
ます。
　特定非営利活動法人農と自然の研究所は、平成 13
年の設立以来、害虫でも益虫でもない「ただの虫」が
水田環境を形成しているという視点に立ち、水田の動
植物 5,470 種類を網羅する目録や生息分布の調査リス
トを作成し、研究機関に提出しています。また、水田
の生物多様性を評価するため、動物植物それぞれ 230
種類を指標化する取組を行っています。さらに、無農
薬栽培における水田と畦の生物種の調査分析を実施し、
それらを活用した農業技術を開発し、その評価手法を
提案しています。こうした研究成果を、農家、自然保
護団体、環境教育関係者などに普及しています。
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第4節　地球のいのちの行方を決める生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）

（4）企業やNGOなどが連携した取組

　特定非営利活動法人アサザ基金は、霞ヶ浦の水源地
である谷津田を再生し、平成 20 年から地域の酒造会
社の協力により、再生された谷津田で生産された酒米
を用いて日本酒を製造しています。販売に当たっては、
地域の小売販売店との連携により大きな効果が得られ
ており、売上げの一部は、谷津田の再生のために活用
されています。また、同様の企業やボランティアとの
協働による谷津田再生の取組を流域全体で展開してい
ます。
　兵庫県豊岡市では、野生復帰したコウノトリのエサ
場となる生物多様性が豊かな水田を確保するため、
JA たじま、コウノトリ湿地ネット、豊岡市、兵庫県

豊岡農業改良普及センターなどが連携し、減農薬・無
農薬で、安全・安心なお米と多様な生きものを同時に
育む「コウノトリ育む農法」に取り組んでいます。ま
た、農家自らが実施できる調査手法を確立し、市民や
消費者と連携しながら水田の生きもの調査を実施して
います。この方法で作付される「コウノトリ育むお米」
の売上代金の一部は、豊岡市コウノトリ基金に寄付さ
れ、コウノトリのエサ場づくりなど生息環境の整備に
利用されています。価格は、通常のお米と比べて無農
薬米で 5割、減農薬米で 2割ほど高くなっていますが、
販売は好調で、生産に取り組む農家も年々増加してお
り、平成 20 年産で 520t（約 200 ヘクタール）、約 1.7
億円を売り上げています。

　人類の生存基盤を健全に保つためには、地球温暖化
対策だけではなく、生物多様性の保全と持続可能な利
用が欠かせません。このため、達成に失敗した 2010
年目標の経験を踏まえ、2010 年以降の新たな目標の

設定に向け、国際社会は大きく動き出しています。議
長国として、COP10 を成功させ、生態系サービスを
持続的に利用していくための取組を推進していきま
す。

第4節　 地球のいのちの行方を決める生物多様性条約第10回締約国会議
（COP10）

　COP9 の閣僚級会合において発表された「生態系と
生物多様性の経済学（TEEB）」の前書きでは、人間
の社会では、人的資本、社会的資本、自然的資本とい
ったいくつかの概念で価値をとらえようとしており、
これらの資本が有する価値が何であるかを長年追求し
ているとしています。人的資本は、労働に対する対価

の支払いで価値付けされ、社会的資本は、提供される
サービスへの支払いによって価値付けされている一方、
自然的資本については、生態系サービスのごく一部は
価格が付けられて売買されていますが、大半の生態系
サービスは、無償で利用され、価値付けは行われてき

1　大きな転換期を迎えた国際社会

生物多様性条約　発効
（目的）
・生物多様性の保全
・生物多様性の構成要素の持続可能な利用
・遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ
衡平な配分

生物多様性条約戦略計画　採択
2010年目標：生物多様性の損失速度を2010年

までに顕著に減少させる

地球規模生物多様性概況第2版（GBO2）発表
生物多様性の損失が依然進行

G8環境大臣会合（ドイツ）で生物多様性が
初めて主要議題に

生物多様性条約COP10の愛知県名古屋市での
開催決定

地球規模生物多様性概況第3版（GBO3）発表
2010年目標の達成に失敗

資料：環境省

1993年

2002年
（COP6）

2006年
（COP8）

2008年
（COP9）

2010年
（COP10）

2007年

図3-4-2　国際的な取組の経緯と動向
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資料：生物多様性条約事務局ホームページより環境省作成

図3-4-1　生物多様性条約締約国数の推移
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　2010 年（平成 22 年）に開催される COP10 では、
2010 年目標を評価するとともに、それをもとに 2010
年以降の生物多様性に関する新たな世界目標、いわゆ
る「ポスト 2010 年目標」が議論されます（図 3-4-3）。
　また、2006 年（平成 18 年）の国連総会で、2010 年
（ 平 成 22 年 ） を「 国 際 生 物 多 様 性 年（IYB：
International Year of Biodiversity）」とすることが決
定されました。生物多様性条約事務局が国際生物多様
性年の担当機関とされており、生物多様性条約の 3つ
の目的（①生物多様性の保全、②生物多様性の構成要
素の持続可能な利用、③遺伝資源の利用から生ずる利
益の公正かつ衡平な配分）とポスト 2010 年目標を達
成するための認識を高めることや、国家的な委員会を
設置して国際生物多様性年の式典を挙行することなど
を締約国に求めています。条約事務局が決定したロゴ
マーク（図 3-4-4）とスローガン「生物多様性、それ
はいのち　生物多様性、それは私たちの暮らし」の下、
2010 年（平成 22 年）には世界各地でさまざまな活動
が展開されます。さらに、同年 9月には国連総会で生

物多様性に関する首脳級のハイレベル会合が予定され
ています。この国際的にも大きな節目となる年に、今
後の世界の生物多様性の行く末を決定する国際会議が
日本で開催されることになります。
　COP10 では、ポスト 2010 年目標以外にも重要な議
題が予定されています。COP10 までに国際的な枠組
みの検討を完了するとされている遺伝資源へのアクセ
スと利益配分（ABS：Access and Benefit Sharing）
もその一つです。生物多様性条約では、各国は、自国
の天然資源に対して主権的権利を有するものと認めら
れ、遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に
配分することが条約の第 3 の目的とされています。
ABS とは、遺伝資源の利用から生じた利益が生物多
様性の保全と持続可能な利用に資するものとなるよう、
遺伝資源の利用者が円滑に提供国の遺伝資源にアクセ
スできる仕組みを整え、同時に利用者がその遺伝資源
から得た利益を、提供国に対しても公正かつ衡平に配
分することを目指すものです。
　ABS の国際的な枠組みが、遺伝資源への円滑なア
クセスを確保し、遺伝資源から開発された医薬品等に

2　2010年と生物多様性条約COP10の意義

●2010年目標の評価と2010年以降の次期目標
（ポスト2010年目標）の採択

●ABS（遺伝資源へのアクセスと利益配分）に関する
国際的枠組みの検討完了

●生物多様性の持続可能な利用、保護地域、
　ビジネスと生物多様性、広報普及啓発、
　国際生物多様性年　など

資料：環境省

図3-4-3　COP10で議論が予定される主なテーマ

ませんでした。この価値付けの欠如が生物多様性の損
失と生態系の劣化の根本的な原因の一つと考えられま
す。この原因を取り除いていくことが生態系サービス
を持続的に利用するうえで必要としています。
　生物多様性条約は、1992 年（平成 4 年）にブラジ
ルのリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議
（地球サミット）で気候変動枠組条約とともに署名が
開始されました。そのため、この 2つの条約は双子の
条約ともいわれます。現在、生物多様性条約には 193
の国と地域が、気候変動枠組条約には 192 の国と地域
が、それぞれ加盟しています。この 2つの条約には地
球上のほとんどの国が参加していることとなり、国際
的な関心の高さが分かります。条約の締約国には生物
多様性国家戦略を定めることが義務付けられており、
現在 170 の国が国家戦略を策定しています（図
3-4-1）。このように生物多様性の喪失に対する危機感
を共有する国々が増えてきており、今後の各国の対策、
国際的な取組が一層進展することが期待されます。
　1993 年（平成 5 年）に生物多様性条約が発効して

以降、図 3-4-2 のように国際社会での取組が進んでき
ました。「対話から行動へ」をテーマに 2002 年（平成
14 年）にオランダのハーグで開催された生物多様性
条約 COP6 では、「生物多様性の損失速度を 2010 年
までに顕著に減少させる」という「2010 年目標」を
含む「生物多様性条約戦略計画」が採択されました。
COP10 で 2010 年目標の達成状況を評価するため、
2010（平成 22 年）年 5 月に条約事務局が公表した「地
球規模生物多様性概況第 3 版（GBO3）」では、世界
の生物多様性の状況を表す 15 の指標のうち 9 の指標
で悪化傾向であることが示されるなど（図1-5-2）、「2010
年目標は達成されず、生物多様性は引き続き減少して
いる」と評価されています。
　このまま生物多様性の劣化が止まらなければ、生態
系サービスを大きく損ない深刻な事態になりかねない
という危機感が高まっています。その一方で、生物多
様性の科学的な把握、評価はいまだ不十分であり、手
法の確立とともに生物多様性のモニタリング体制の整
備なども世界的に進めていく必要があります。

出典：生物多様性条約事務局

図3-4-4　　国際生物多様性年ロゴマーク
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よる人類の福利への貢献と、得られた利益の適切な配
分による世界的な生物多様性の保全の推進に資する仕
組みとなることが重要です（図 3-4-5）。現在、生物多
様性条約の下で関係国が検討を進めており、COP10
の議長国であるわが国は、交渉の進展に向けてリーダ
ーシップを発揮していくことが求められています。
　そのほかにも、生物多様性の持続可能な利用、保護
地域、ビジネスと生物多様性、広報普及啓発及び国際
生物多様性年等が主な議題として予定されています。
COP10 は、生物多様性条約の 3 つの目標に対応した
国際的な枠組みや取組に道筋を付ける重要な場となり
ます。

科学研究 商業研究
開発

製品の
市場投入

商業利益

遺伝資源地域社会

企業
技術・情報・特許を獲得

先進国

途上国

遺伝資源の獲得
遺伝資源の探索

南
北
の
格
差
拡
大

資料：林希一郎 編著「生物多様性・生態系と経済の基礎知識」（2010）

図3-4-5　生物多様性条約採択前の遺伝資源の利用に
関連する先進国と途上国の関係

（1）日本の経験を踏まえた国際貢献

　COP10 は、今後の世界の生物多様性の方向性を議
論するたいへん重要な会議です。わが国は議長国とし
て COP10 を成功させるだけでなく、日本の経験を踏
まえた提案を行うことなどを通じ、会議の成果を実り
あるものとしていく必要があります。COP10 の主要
議題であるポスト 2010 年目標の設定に関連して、こ

れまでの 2010 年目標は、目標自体が抽象的で明確さ
に欠け、客観的・数値的な評価を行える手法がなく、
危機意識をもって緊急の対策を行うことへの理解が得
られないものであったという点が指摘されています。
こうしたこともあり、生物多様性を損失させる開発や
気候変動、森林の減少や過剰な漁獲などへの対策は、
これらの問題を解決するうえで十分なものではありま
せんでした。COP9では、ポスト2010年目標について、

3　議長国としての日本の責任

人と自然の共生を世界中で広く実現させ、生物多様性の状態を現状以上に豊かなものとするとともに、人類が享受する生態系サービスの恩
恵を持続的に拡大させていく。

（1）生物多様性への影響が間接的で広範な主体に関連する目標
　　　個別目標1：生物多様性の保全と持続可能な利用に対する多様な主体の参加を促進する。
　　　個別目標2：開発事業、貧困対策と生態系の保全を調和させるための手法を普及・確立させる。
（2）生物多様性への影響が直接的で対象が限定される目標
　　　個別目標3：生物資源を用いる農林水産業などの活動において、持続可能な方法による生産の比率を高める。
　　　個別目標4：生物多様性への脅威に対する対策を速やかに講じる。
（3）生物多様性の状態それ自体を改善するための目標
　　　個別目標5：生物種を保全する活動を拡充し、生態系が保全される面積を拡大する。
（4）生物多様性が人間にもたらす恩恵に関する目標
　　　個別目標6：生態系サービスの恩恵を持続的に享受するための仕組を整備し、人類の福利向上への貢献を図る。
（5）上記の目標を効果的に実現するための目標
　　　個別目標7：伝統的知識の保護とABS（遺伝資源へのアクセスと利益配分）の取組を促進するための体制を整備する。
　　　個別目標8：地球規模で、生物多様性及び生態系サービスの状態を的確に把握し、その結果を科学的知見に基づき分析評価するとともに、それに対

する認識を広め、理解を促進する。
　　　個別目標9：生物多様性の保全と持続可能な利用を達成するための資金的、人的、科学的、技術的な能力を向上させる。

生物多様性の損失を止めるために、2020年までに
①生物多様性の状態を科学的知見に基づき地球規模で分析・把握する。生態系サービスの恩恵に対する理解を社会に浸透させる。
②生物多様性の保全に向けた活動の拡大を図る。将来世代にわたる持続可能な利用の具体策を広く普及させる。人間活動の生物多様性への
悪影響を減少させる手法を構築する。
③生物多様性の主流化、多様な主体の参画を図り、各主体が新たな活動を実践する。

中長期目標（2050年）

個別目標

短期目標（2020年）

資料：環境省

図3-4-6　生物多様性条約ポスト2010年目標に関する日本提案
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意欲的かつ現実的で、計測可能な目標として 2020 年
までの短期目標と 2050 年までの中長期目標を設定し、
分かりやすく行動指向的なものとすることが決議され
ています。これらを踏まえ、平成 22 年 1 月に、わが
国の経験を踏まえた「ポスト 2010 年目標に関する日
本提案」を条約事務局へ提出しました（図 3-4-6）。日
本提案では、2050 年までに自然との共生を実現し生
物多様性の状況を現状以上に豊かなものとする中長期
目標（Vision）と、生物多様性の損失を止めるために、
2020 年までに行う行動を示した短期目標（Mission）
を提案しています。短期目標の下に 9 つの個別目標
（Sub-Target）を提示し、その下の 34 の具体的な達
成手法（Means）を多くの具体的な例示とともに示し、
可能なものについては数値指標を提案しています。条
約事務局では、日本をはじめとする各国からの提案を
踏まえポスト 2010 年目標案を作成し、それをもとに
COP10 で最終的な議論がなされます。わが国は日本
提案をもとに、より良い目標となるよう議論に貢献し
ていきます。
　また、後述するように、COP10 で議論が予定され
るテーマである「生物多様性の持続可能な利用」に関
連して、自然資源の持続可能な利用・管理を推進する
ため、わが国において自然資源を持続可能な形で利用
する伝統的な場である里山の名を冠した「SATOYAMA
イニシアティブ」を提案していくこととしています。

（2）国際的な動向の国内施策への反映と加速

　日本政府は生物多様性条約に基づき、これまで平成
7 年、14 年、19 年と 3 次にわたり生物多様性国家戦
略を策定してきました。その後、20 年 6 月に施行さ
れた生物多様性基本法では、政府が生物多様性国家戦
略を策定することを国内の法律で義務付けました。さ
らに、22 年 3 月には、生物多様性基本法に基づく初
の生物多様性国家戦略となる「生物多様性国家戦略

2010」を策定しました（図 3-4-7、8）。
　この生物多様性国家戦略 2010 では、平成 22 年 1 月
に生物多様性条約事務局に提出したポスト 2010 年目
標に対する日本提案の考え方を盛り込み、COP10 で
目指す成果を視野に政府として取り組む事項を追加し
ています。
　生物多様性国家戦略 2010 は大きく 2 部構成となっ
ています。第 1部は戦略本体と呼ぶべき部分で、生物
多様性とは何か、その重要性などの現状認識を確認し
た後、わが国の生物多様性に影響を与えている課題と
して 4 つの危機を整理し、おおむね平成 24 年度まで
に重点的に取り組むべき施策の大きな方向性となる 4
つの基本戦略などを整理しています。平成 19 年に策
定した第三次生物多様性国家戦略では、この 4つの基
本戦略を実施していく際の、長期的視点として自然生
態系の回復する時間を踏まえ 100 年先 を見通した共
通ビジョンである生物多様性から見たグランドデザイ
ンを整理しました。今回、ポスト 2010 年目標の日本
提案を盛り込んだことから、おおむね 2012 年度（平
成 24 年度）、2020 年、2050 年、2110 年と段階的かつ
長期的に戦略を進めていく道筋ができました（図
3-4-9）。
　第 2 部は戦略を実現していくための具体的な行動計
画として各種の施策を体系的に記述しており、実施省
庁を明記した具体的施策の数は、第三次生物多様性国
家戦略の約 660 から約 720 に、数値目標の数は 34 か
ら 35 にそれぞれ増加しています。わが国は生物多様
性国家戦略 2010 に盛り込まれたこれらの施策を着実
に実行することで、COP10 に向けて国内外の施策を
推進していきます。
　また、COP10 終了後に、COP10 でのポスト 2010 年
目標の議論を反映させ生物多様性国家戦略 2010 を見
直していく予定となっています。

（3）国、地方、民間、市民、あらゆる主体の
参画と連携 

　生物多様性国家戦略2010の4つの基本戦略の一つ「生
物多様性を社会に浸透させる」で述べているように、
自然の恵み豊かな国土を将来世代に引き継いでいくた
めにも、私たち一人ひとりの日常の暮らしにとどまら
ず、社会全体で生物多様性について考えたり、意識し
たりすることが必要です。そのため、生物多様性の保
全の重要性が地方公共団体、事業者、国民などにとっ
て常識となり、それぞれの行動に反映される、いわば
「生物多様性の社会における主流化」が実現されるよ
うに、多様な主体に呼びかけ、それぞれの主体に応じ
た取組を推進していくことが必要です。第 3節では、
さまざまな主体による先進的な取組事例を紹介しまし
た。これらさまざまな主体の参画や連携を促し、自主
的な取組を支援するため、生物多様性地域戦略策定の
手引き、生物多様性民間参画ガイドライン、地域生物資料：環境省

平成 5年　日本が生物多様性条約を締結

平成20年　生物多様性条約第9回締約国会議（COP9）

平成20年　生物多様性基本法の施行

平成22年3月16日「生物多様性国家戦略2010」閣議決定

平成 7年　「生物多様性国家戦略」決定

平成14年　「新・生物多様性国家戦略」決定

平成19年　「第三次生物多様性国家戦略」閣議決定

条約第6条　締約国は「生物多様性国家戦略」を作成

平成22年、COP10 愛知県名古屋市開催決定

生物多様性国家戦略の法定義務化

平成21年7月 中央環境審議会 諮問
7月 同審議会自然環境・野生生物合同部会（1回）
7月～11月　同部会生物多様性国家戦略小委員会（4回）
12月～  1月　パブリックコメント・説明会（全国7都市）

平成22年2月～  3月　同審議会自然環境・野生生物合同部会 審議（2回）

図3-4-7　生物多様性国家戦略の策定経緯
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多様性保全活動支援事業などさまざまな取組を進めて
います。

（4）一過性ではなく、市民生活に根付くきっ
かけに

　多くの恵みをもたらす生物多様性は我々人類にとっ
てかけがえのない存在です。一方、日々の生活をはじ
めとする人類の社会経済活動の多くは、生物多様性に
対し大きな負荷を与えています。生物多様性への負荷

の低減には、気候変動問題同様、日常生活や社会経済
活動における取組も行っていく必要があります。
　そのためには、生物多様性という言葉やその意味、
日々の生活や社会経済活動が生物多様性に負荷を与え
ていることを多くの人々が認識し、日常生活等におい
て、生物多様性に対する負荷を低減する行動につなげ
ていくことが重要です。平成 21 年に内閣府が実施し
た世論調査によると、生物多様性という言葉の認知度
（「聞いたことがある」あるいは「言葉の意味を知って
いる」人の割合）は全国で 36.4％にとどまるという結

平成22年3月16日閣議決定

第1部：戦略

第2部：行動計画

【重要性】いのちと暮らしを支える生物多様性生物多様性とは－3つの多様性－

アサリの貝殻の模様は千差万別

生態系の多様性
干潟、サンゴ礁、森林、
草原、湿原、河川　など

種（種間）の多様性

地球上の推定生物種数
500万種～3000万種

種内（遺伝）の多様性

サクラソウ

サンゴ礁 森林

ヤマセミ

生命の存立基盤

・酸素の供給
・気候の安定　など

・災害の防止　など

有用性の源泉
・食物、木材
・遺伝資源
・バイオミミクリー※など

・郷土料理
・祭り・民謡　など

豊かな文化の根源

※ 生物の形態や機能を模倣した
 りヒントを得て、技術等に利用すること

例）サンゴ礁は波浪や
 浸食被害を和らげる サンゴ礁

木材

安全・安心の基礎

例：IPCC第4次評価報告書
全球平均気温が1.5～2.5℃上昇すると…

地球温暖化による危機

人間活動による生態系
の破壊
種の減少・絶滅

第1の危機 第2の危機

外来生物などによる
生態系のかく乱

第3の危機

【課題】生物多様性の危機

多くの種の絶滅や生態系の崩壊

トキ アライグマキキョウ

世界の動植物種の20～30％の
絶滅リスク上昇の可能性

【目標】

生物多様性の損失を止めるため、2020年までに
・生物多様性の状況の分析・把握、保全活動の拡大
・生物多様性を減少させない方法の構築、持続可能な利用
・生物多様性の社会への浸透、新たな活動の実践

・人と自然の共生を国土レベル、地域レベルで広く実現
・生物多様性の状態を現状以上に豊かなものに
・生態系サービスの恩恵を持続的に拡大

中長期目標（2050年） 短期目標（2020年）

生物多様性から見た国土のグランドデザインを、国土の生態系を100年かけて回復する「100年計画」として提示
奥山自然地域 里地里山・田園地域 都市地域 河川・湿原地域 沿岸域 海洋域 島嶼地域

【長期的視点】100年先を見据えたグランドデザイン

Ⅰ　 社会への浸透
生物多様性の社会への浸透、地域レベルの取組の促進・支援　など

Ⅱ 　人と自然の関係の再構築
希少野生動植物の保全施策の充実、自然共生・循環型・低炭素社会の統合的な取組の推進　など

Ⅲ　 森・里・川・海のつながりの確保
海洋の保全・再生の強化　など

Ⅳ　 地球規模の視野を持った行動
COP10の成功、SATOYAMAイニシアティブの推進、科学的な基盤の強化、科学と政策の接点の強化、
経済的視点の導入、途上国の支援　など

【4つの基本戦略】

・約720の具体的施策 ・35の数値目標

資料：環境省

里地里山など人間の
働きかけの減少によ
る影響

図3-4-8　生物多様性国家戦略2010の概要
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果が出ています。5 年前の 16 年に環境省が同様の調
査を行った結果（30.2％）に比べやや増加していますが、
引き続き認知度を上げていく必要があります（図
3-4-10）。
　COP10 はわが国で開催される生物多様性に関する
初の大規模な国際会議となります。1997年（平成9年）
に気候変動枠組条約第 3回締約国会議が京都で開催さ
れたことをきっかけに、国内での地球温暖化問題に対
する認知度や取組は大きく前進しました。生物多様性
条約の COP10 も、生物多様性に対する認知度の向上
とともに、生物多様性の社会における主流化を推進す
る絶好のチャンスとなります。
　環境省は、「国際生物多様性年国内委員会」を平成

22 年 1 月に設立しました。国内委員会の中に設置し
た学識者、経済界、マスコミ、文化人、NGO 等で構
成する「地球生きもの委員会」で記念行事や活動等の
方針を検討していきます（図 3-4-11）。検討結果をも
とに、国際生物多様性年や国際生物多様性の日に関す
る記念行事等、個別事業毎に各事業主体からなる実施
組織「個別事業プロジェクトチーム」を立ち上げ各種
事業を実施していきます。また、主流化をより効率的
に推進していくために、関連事業を自主的に行う団体、
関連する活動に協賛、協力する団体などを「地球生き
ものサポーター」として登録して、より裾野の広い活
動につなげていきます。

2010 2020 2050 2110

回復悪化

資料：環境省

良
い

生
物
多
様
性
の
状
態

悪
い

2010年　現状
わが国の生物多様性の状態は
悪化し続けている

2020年　短期目標
生物多様性の損失を止めるため
に2020年までに行う行動

2050年　中長期目標
生物多様性の状態を現状以上に
豊かなものとする

2110年　グランドデザイン
100年先を見据えた生物多様性
から見た国土の目標像

（年）

図3-4-9　生物多様性の回復イメージ

地域別認知度
全国平均以上
30％台
30％未満

言葉の意味を
知っている
12.8％

意味は知らないが、言
葉は聞いたことがある

23.6％

聞いたこともない
61.5％

わからない
2.1％

全国平均

問：生物多様性という言葉の意味を知っていますか？

資料：内閣府「環境問題に関する世論調査」より環境省作成

北海道
39.6％

東北
27.3％

北陸
33.3％

東山
26.7％

中国
32.1％

九州
33.3％

四国
36.3％

近畿
31.8％

東海
39.9％

関東
43.9％

全国平均＝36.4％
「知っている」又は「聞いたことがある」

図3-4-10　「生物多様性」という言葉の認知度
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第4節　地球のいのちの行方を決める生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）

■自然公園
ふれあい
全国大会
（鹿児島）

★日本生態学会公開講演会（東京）
★大哺乳類展（東京）

■「みどりの日」自然環境功労者表彰
★全国野鳥保護のつどい（石川）

■国際生物多様性の日イベント（東京）
■白書を読む会（全国11か所）

■いきものみっけ

★全国学校ビオトープコンクール（東京）
★グリーンウェイブ2010（全国）

■地球いきもの応援団宣言式（東京）
■地球いきもの応援団による活動

（２）生物多様性に配慮した活動　　●：事業活動の推進　○：ライフスタイルの促進

★生物多様性国際
　ユース会議　(愛知)

（１）生物多様性の普及・広報　　■：政府　○：地方公共団体　★：企業・NGO等（環境省連携）

国際生物多様性年

広く一般の方

生物多様性に
興味がある方

若者・学生

環境月間
環境の日（国連）

COP10

メディア

国際生物
多様性の日

○政府公報TV

（３）生物多様性地域戦略策定の促進　　■：政府　★：NGO等（環境省連携）

■生物多様性地域戦略策定の手引き説明会
　（全国７か所程度）

（４）多様な主体の連携・参画（NGO、企業、学術など）

国際生物多様性年国内委員会設置・活動開始

国際生物多様性の日（グリーンウェイブ2010）

生物多様性保全推進支援事業・地域生物多様性保全活動支援事業（全国）

円卓会議 円卓会議 円卓会議

生物多様性国内対話（福岡、徳島、仙台）

注1　環境省が直接実施又は連携等を予定している主な取組のみを記載（2010年2月現在）
注2　網掛け部分は実施期間を表示

資料：環境省

●企業の森づくりフェア（東京） ○エコライフフェア（東京）
●企業の森づくりフェア（福岡）
●アースウォッチ国際シンポ（東京）
○国際生物多様性年記念IR3S 国際シンポ（東京）

●FSCジャパンフォーラム（東京）
●企業の森づくりフェア（大阪）

●○生物多様性EXPO2010 in 福岡（福岡） 
●○生物多様性EXPO2010 in 大阪（大阪） 

●いきものにぎわい企業活動
　コンテスト（東京）

全国レベル

地域レベル

地方公共団体

国
際
生
物
多
様
性
年
ク
ロ
ー
ジ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
（
石
川
）

Ｃ
Ｏ
Ｐ
・
Ｍ
Ｏ
Ｐ
５
（
愛
知
）

12月2月 3月 8月6月 9月
2010年

10月 11月4月 5月 7月1月

国際生物多様性年
キックオフ

○国際生物多様性年オープニング記念行事（名古屋）
★CBD市民ネット設立１周年総会記念シンポ（名古屋）
■国際生物多様性年キックオフシンポ（三重）

■エコライフフェア（東京）
■新宿御苑みどりフェスタ2010（東京）

■地球いきもの応援団による活動

事業者・
消費者

図3-4-11　生物多様性を社会に浸透させる取組について
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地球のいのち、つないでいこう「地球いきもの応援団」コラム

／

（順不同　敬称略）

　私たちの暮らしは、生物多様性の恵みなく
しては成り立ちません。しかし、生物多様性
という言葉の認知度は低く、生物多様性への
理解が進んでいるとはいえません。このため
環境省では、平成20年11月に著名人からな
る「地球いきもの応援団」を発足し、さまざ
まな機会で、幅広い国民の方々に生物多様性
に関するメッセージを発信していただいてい
ます。
　この「地球いきもの応援団」の皆様から、
自らが生物多様性にどう取り組んでいくかを
宣言する「My行動宣言」をいただきましたの
で、ご紹介します。

さかなクン　東京海洋大学客員准教授／
お魚らいふ・コーディネーター

吉本多香美
女優

あん・まくどなるど
エッセイスト

イルカ
シンガーソングライター

真珠まりこ
イラストレーター

養老孟司
生物学者／東京大学名誉教授

根本美緒
フリーアナウンサー／気象予報士

江戸家猫八
演芸家

ジョン・ギャスライト
農学博士／タレント／コラムニスト／エコロ
ジー／空間プロデューサー

大桃美代子
タレント／キャスター

松本志のぶ
フリーアナウンサー

中嶋朋子
女優

今森光彦
写真家

土屋アンナ
女優／モデル／シンガー

福岡伸一
生物学者

滝川クリステル
フリーキャスター

草野満代
フリーアナウンサー
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第4節　地球のいのちの行方を決める生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）

　生物多様性の保全にとっては、原生的な姿で維持さ
れてきた自然だけでなく、長い年月にわたる持続可能
な農林業などの人間の営みを通じ形成・維持されてき
た二次的な自然が果たす役割も同じく重要です。しか
しながら、これらの二次的な自然は、そこから得られ
る生態系サービスと合わせ、都市化や産業の発展、地
方人口の急激な変化や高齢化など近年発生しているさ
まざまな事情により、その持続性が危ぶまれ、もしく
はすでに失われてしまったところも多くあります。こ
うした地域は世界各地に存在し、例えば、フィリピン
ではムヨン（muyong）やウマ（uma）、パヨ（payoh）、
韓国ではマウル（mauel）、スペンインではデヘサ
（dehesa）、フランスではテロワール（terroirs）、マラ
ウィやザンビアではチテメネ（chitemene）、日本で
は里地里山と呼ばれていますが、地域の気候、地形、
文化、社会経済などの条件により、その特徴はさまざ
まです。これらの地域において生物多様性の保全やそ
の持続可能な利用を進めていくためには、二次的な自
然の価値を認め、その維持保全を図ることの重要性を
世界的に共有しつつ、それぞれの地域の特性に則した
対策を講じることにより、自然共生社会を実現してい
くことが重要です。
　具体的には、各地域における持続可能な生物資源の
利用・管理の方法、直面する問題とその克服の方法を
世界的に共有、分析しあうとともに、生物多様性の保
全と持続可能な利用に関する既存の諸原則を踏まえて、
地方政府、国際機関、NGO の間での連携による関係
者の能力向上や二国間や多国間のODAプロジェクト
の実施が有効です。これをわが国は SATOYAMA イ
ニシアティブとして提唱しており、COP10 を契機に
多様な主体の参加によるパートナーシップを立ち上げ
るなど国際的な連携の強化、取組の拡大を呼びかけ、
取組を推進していくこととしています（図 3-4-12）。

　一方、国内では、SATOYAMAイニシアティブ推
進事業の一環として次のような取組を進めています。
①　 特徴的な取組を行う里地里山の調査・分析と情報

発信
②　 環境教育・エコツーリズムの場や、バイオマスの

利用など、里山の新たな利活用方策の試行と社会
実験

③　 多様な主体が共有の資源として持続的に里山を管
理・利用するルールや枠組みの構築

④　 里地里山に対する国民の関心及び理解を促し、多
様な主体による保全活用の取組を全国各地で国民
運動として展開する「里地里山保全活用行動計画」
の策定

　わが国は、歴史的にも、食材などは身の回りから調
達する「四里四方」という考え方に代表されるように、
比較的限られた生活圏の中で自然との共生を模索した
暮らしが営まれていました。生物多様性に限らず気候
変動、3Rなど、今日、人類が直面するさまざまな問
題を解決するには、地球という閉じた世界でどの様に
生活をするべきかが問われているともいえます。日本
の里地里山に代表されるような地域の自然と調和した
暮らし方は、その問題解決の一つの可能性です。しか
し、我々日本人自身も今日の便利な生活を変えること
は容易ではありませんし、日本という枠にとらわれず
グローバルな視点をもつ必要があります。循環型社会
に向けた考え方の一つに、3R（リデュース・リユース・
リサイクル）に根ざしたライフスタイルやビジネスス
タイルへの変換「Re-style（リ・スタイル）」がありま
す。自然共生社会を実現するためには、現代の社会経
済状況に応じたリ・スタイルが必要です。
　COP10 のロゴマークは、折り紙をモチーフにデザ
インされました（図 3-4-13）。折り紙は日本の智恵と
文化を象徴しています。中央に人間を配置することに
より、人類と多様な生きものとの共生を表現していま
す。また、人間の親子は、豊かな生物多様性を未来に
引き継いでいこうという思いを表現しています。生物
多様性を含む今後の地球環境を考えるには、わが国が

4　世界へ広げる自然共生の知恵と心

中心メンバー

民間企業

研究・教育機関

NGO

国際機関

政府・地方公共団体

地域コミュニティー
資料：環境省

図3-4-12　国際SATOYAMAパートナーシップ
（仮称）の構成イメージ

出典：環境省

図3-4-13　COP10ロゴマーク
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里山の管理と生物多様性の関係

　里山で行われる管理方法の 1つである森林の間
伐が実際に生物多様性の保全や向上に資するかど
うかを調べた（独）森林総合研究所の研究によると、
スギの人工林で本数が約 1／2、木の体積が約 1／3
になる間伐を行い、無間伐の林と比較したところ、
1年後にハナバチ、チョウ、ハナアブ、カミキリム
シは、無間伐の林に比べて間伐した方が種数は多く、

個体数についてもいずれの種も間伐の方が多い結
果となりました。3年後には、無間伐の林との差は
なくなる傾向になりましたが、里山の管理として
の人工林の間伐が、林床の植物の種構成を変え、
短期的には、一部の昆虫の種数と個体数を増加さ
せて森林の生物多様性を高めることが明らかとな
りました。

コラム

ハナバチ

種　

数

チョウ ハナアブ カミキリムシ

間伐
無間伐

ハナバチ

個
体
数

（a）1年後種数 （b）1年後個体数

チョウ ハナアブ カミキリムシ

間伐
無間伐

ハナバチ

種　

数

チョウ ハナアブ カミキリムシ

間伐
無間伐

ハナバチ

個
体
数

（c）3年後種数 （d）3年後個体数

チョウ ハナアブ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

カミキリムシ

間伐
無間伐

0
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0
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50

60

0

50

100
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200

250

間伐1年後と3年後に採集された昆虫の種類と個体数

ポスト 2010 年目標の中長期目標で提案したように、
自然との共生を世界中で広く実現させるという考え方
が重要です。そのためには、このロゴマークを掲げる

COP10 において SATOYAMAイニシアティブを広く
世界に発信するとともに、COP10 をきっかけに国内
における取組を推進していきます。

　第 3 章では、本年 10 月にわが国で開催される
COP10 を控え、議長国としてのわが国の責任や生物
多様性に配慮した社会経済への転換の必要性を示しま
した。生物多様性は通常わたしたちが考えているより
もはるかに大きなスケールで、多方面に及ぶ便益を人
類に与えてくれています。その一方で、かけがえのな
い生物多様性が地球規模で急速に失われつつあり、生
態系から提供されるサービスを将来にわたり持続的に
享受することが困難になってきています。また、生態
系を保全することで得られる便益の大きさは、一度損
なった生態系を回復させるコストより大きいことも分
かってきており、開発行為や自然資源の利用に当たっ
ては、こうした費用効果分析を的確に行ったうえで進

めていくことが大切です。
　わが国は多くの資源を海外に依存することで、世界
の生物多様性に大きな影響を及ぼしており、人類の存
続基盤である生物多様性を保全し、持続的に利用して
いくために、企業活動から私たちのライフスタイルま
で、生物多様性に配慮した社会経済への転換を率先し
て進めていく必要があります。COP10 は、2010 年以
降の新たな世界目標の検討など、世界の生物多様性の
将来を左右する重要な会議です。わが国は議長国とし
て、自然資源の持続可能な利用や管理を進める
「SATOYAMAイニシアティブ」を世界に広げるなど、
地球規模で人と自然の共生を実現するため、先導的な
役割を果たしていく必要があります。

まとめ
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第4節　地球のいのちの行方を決める生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）



102

第1部│第4章　水の星地球　－美しい水を将来へ－平成21年度

第4章
水の星地球
－美しい水を将来へ－

第1節　地球とわが国の水環境の状況

　「青い惑星」といわれる地球は、約 14 億 km3 とさ
れる水によって表面の 70％が覆われています。その
うち、97.5％は塩水で、淡水は残りの 2.5％にすぎま
せん。しかも、淡水のおおよそ 70％が氷河・氷山と
して固定されており、残りの 30％のほとんどは土中
の水分あるいは地下深くの帯水層の地下水となってい
ます。そのため、人間が利用しやすい河川や湖沼に存
在する地表水は淡水のうち約 0.4％です。これは、地
球上のすべての水のわずか 0.01％に当たり、そのうち
約 10 万 km3 だけが、降雨や降雪で再生され、持続的
に利用可能な状態にあります（図 4-1-1）。
　これまで、人口増加や経済成長に伴う水需要の増大
に対して、世界各地で地表水や地下水を中心に水資源

1　地球上の水

注：南極大陸の地下水は含まれていない
資料：World Water Resources at the Beginning of the 

21st Century, UNESCO, 2003より環境省作成

地球上の水の量
約13.86億km3

海水等
97.47％

約13.51億km3

淡水
2.53％

約0.35億km3

氷河等
1.76％

約0.24億km3

地下水
0.76％

約0.11億km3

河川、湖沼等
0.01％

約0.001億km3

図4-1-1　地球上の水の量

凡例
水位の変化

3.0～7.6m
7.6～15.2m
15.2～30.5m
30.5～45.7m
45.7m以上
減少

－3.0m～＋3.0m
微量変化

州界
隆起断層
灌漑による取水が少ない地域
帯水量が少ない地域
15.2m以上
7.6～15.2m
3.0～7.6m
増加

0 100 200km

ワイオミング

コロラド

オクラホマ

カンザス

テキサス

サウス・ダコタ

ネブラスカ

ニュー
メキシコ
ニュー
メキシコ

資料：U.S. Department of the Interior, U.S.Geological Survey「Scientific Investigations Report  2009-5019」より環境省作成

図4-1-2　オガララ帯水層における水位の変化
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第1節　地球とわが国の水環境の状況

2　地球温暖化の影響

　IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第 4 次評
価報告書によると、地球温暖化の進行により、今後、
数億人が水ストレスの増加に直面し、干ばつと洪水の
頻度の増加は、地域の作物生産、とりわけ低緯度地域
の自給作物生産に悪影響を与えると予測しています。
気候変動による世界平均気温の上昇に伴い、水資源に
さまざまな影響が出ることが懸念されています。
　国立環境研究所、東京大学気候システム研究センタ
ー（現・大気海洋研究所）、海洋研究開発機構の共同
研究チームが行った地球温暖化シミュレーションによ
ると、将来の世界が経済重視で国際化が進むと仮定し

たシナリオでは、2071～2100 年の地球の平均気温は
1971～2000 年と比較して 4.0℃上昇する予測となりま
した。また、降水量については、中高緯度と熱帯の一
部で増加、亜熱帯を中心に減少すると予測されました
（図 4-1-3）。
　近年では、地域によって、異常多雨、異常少雨の出
現数に有意な増加・減少傾向がみられます。ヨーロッ
パ域、北米域、南米南部域で異常多雨の出現数の有意
な増加傾向があり、南米南部域、オーストラリア東部
域では異常少雨の出現数の有意な減少傾向があります
（図 4-1-4）。

開発が行われてきました。その結果、例えば、世界最
大級の地下水層といわれるアメリカ合衆国・オガララ
帯水層は、総面積が約 45 万 km2、日本の国土面積の
約 1.2 倍もあります。灌漑農業が始まってから 2007
年までの水位低下は、3,600 を超える井戸の水位調査
によると、平均で約 4.3m 低下し、3.0m 以上低下した
割合が約 26％、7.6m 以上が約 18％、15.2m 以上が約
11％という結果でした。水位が 3.0m 上昇したのは、
わずか 2％でした（図 4-1-2）。
　世界の年間水使用量は 1950 年に約 1,400km3 であっ
たものが、2000 年には約 4,000km3 と約 2.9 倍に増え
ています。これは、琵琶湖の水量約 27.5km3 の 144 倍
に当たります。さらに、2025 年には約 5,200km3 と、
2000 年の約 1.3 倍に増加する見込みです（表 4-1-1）。
　人間が必要とする水需要量に対して、地球全体では
水資源量は足りていますが、地域によって偏在してい

ることが問題です（図序 -2-9）。UNDP の「人間開発
報告書 2006」は、開発途上国に住む 5 人に 1 人（約
11 億人）が、国際基準である「家庭から安全な水源
まで 1km 以内、1 日 20 リットル以上の安全な水」を
確保できない状況にあり、近場の不衛生な水を利用し
て病気を患い、命を失うこともあるとしています。

（km3/年、100万人)
1950 1980 1995 2000 2025

人口 2542 4410 5735 6181 7877
農業 1080 2112 2504 2605（66％） 3189（60.1％）
工業 86.7 219 344 384（9.7％） 607（11.6％）
都市 204 713 752 776（19.5％） 1170（22.3％）
計 1382 3715 3788 3973（100％） 5235（100％）

出典：SHI and UNESCO（1999）

表4-1-1　世界の水需要量の推移

図4-1-3　2100年の世界の降水量の変化予測

　　　　画像提供： 独立行政法人国立環境研究所、国立大学法人東京大学、独立行政法人海洋研究開発機構
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出典：異常気象レポート2005（気象庁、平成17年10月）

図4-1-4　異常多雨・少雨出現数の経年変化

　水資源に大きな悪影響が生じると予測される地域も
あります。例えば、IPCC第 4次評価報告書によれば、
今世紀半ばまでに、カリブ海や太平洋等の多くの小島
嶼において、少雨期の需要が満たせないほど、淡水資
源が減少すると予測されています。これら島嶼地域で
は、降水量変化だけでなく、海面上昇も淡水資源減少
の原因となる場合があります。透水性の岩石からなる
島嶼の地下では、地下水（淡水）が海水（塩水）の上
にレンズ状の形で浮いており（淡水レンズ）、この淡
水レンズが、海面上昇によって押し上げられてしまう
と利用可能な淡水量が減少してしまうためです（図
4-1-5）。
　また、年降水量の変化を長期的にみると、1920 年
代半ばまでと 1950 年代頃に多雨期がみられ、1970 年
代以降は年ごとの変動が大きくなっていることが分か
ります（図 4-1-6）。さらに、日降水量 100mm以上の
日数は、長期的に有意な増加傾向にあり、最近 30 年

使用中の井戸

放棄された井戸

淡水

海水

海面水位が
上がると…

利用可能な
淡水量が減少

地下水位上限

地下水位上限

海面水位

海面水位

海面水位

出典：独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター（2001）
Data Book of Sea-Level Rise 2000

地下水位上限

図4-1-5　海面上昇による淡水レンズへの影響
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海洋の深層循環コラム

　海洋の深層循環について、IPCC第 4次評価報告
書では、深層循環に何らかの傾向が存在するかど
うかを判断する十分な根拠はないとされており、
21 世紀中に深層循環が大規模かつ急激に変化する
可能性は非常に低いとされています。その一方で、
現在のモデル予測により、大西洋の深層循環が 21
世紀の間に弱まる可能性が非常に高いという結果
も出ています。

大気への熱の放出

暖かい表層流

大気への熱の放出

大西洋

インド洋

南大洋

太平洋

冷たく
高塩分の
深層流

全球の海洋循環

出典：IPCC第4次評価報告書

間と 20 世紀初頭の 30 年間を比較すると約 1.2 倍に増
加しています（図 4-1-7）。

平
年
比

130
（％）
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注：国内51地点の年降水量の推移を示す。棒グラフは各年の年降
水量の平年比（平年値に対する比で、％であらわす）を示す。
赤線は平年比の5年移動平均を示す。平年値は1971～2000
年の30年平均値。

出典：気象庁、2009

図4-1-6　日本の年降水量平年比の変化
（1898～2008年）
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注：国内51地点の出現日数から求めた1地点あたりの年間日数。
　　 は年々の値を、　　 は11年移動平均値を示す。

出典：「気候変動監視レポート2009」（気象庁、2010）

図4-1-7　日降水量100mm以上の年間日数の経年変化

3　水を起因とするさまざまな問題

　今後、人口増加、地球温暖化、新興国の成長（工業
用水需要の増大）等により、 2080 年にはさらに 18 億
人が必要な水を利用できない状態になる可能性が指摘
されるなど、世界的に水を巡る状況にはとても深刻な
ものがあります（出典：UNDP「人間開発報告書
2007/2008」）。

①水資源の偏在と需要の見通し

　FAOのデータによると、各国の年間 1 人当たりの
水資源量には大きな差があり、また、水資源量が少な
い国ほど人口が多いなど、水資源が偏在している状況
が分かります（図 4-1-8）。UNESCO によると、今後
アジア地域での大幅な水需要の増加が予測されていま
す（図 4-1-9）。1995 年から 2025 年の 30 年間に世界人

口が約 1.4 倍に増加すると予測されている中で、生活
用水は約 1.8 倍、工業用水は約 1.6 倍と人口増加より
急激に需要が増えることが見込まれており（図
4-1-10）、農業用水は主に灌漑農地の増加が原因で揚水
量が増えると見込まれます（図 4-1-11）。地域によっ
て水資源が偏在している状況も踏まえると、需要を満
たせるかどうかが大きな問題といえます。

②安全・衛生的な水の利用

　図 4-1-8 で示したとおり、世界の水資源は偏在して
おり、安全な水と衛生施設が利用できない人々は、主
にアジア、アフリカ地域に集中しています。UNICEF
及びWHO における調査結果によると、2008 年に世
界中で安全な水を利用できない人々が約8.8億人おり、
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■ 年間1人当たりの
水資源量

■ 人口

図4-1-8　年間1人当たりの水資源量と人口

出典：国土交通省「平成19年度版　日本の水資源」
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アジア地域は約 4.7 億人（53％）を占めています（図
4-1-12）。また、衛生設備がない地域に住んでいる人々
が約 25 億人おり、アジア地域は約 18 億人（70％）と、
いずれも大きな割合を占めています（図 4-1-13）。こ
うした “ 水 ” と “ 衛生 ” の問題によって、毎年 180 万
人もの子どもたちが死亡しています。これらは人類に
おける最も重大な問題の一つであるといえます。

注：カッコ内の数値は1995年と比較した増加分
出典：SHI and UNESCO（1999）

　3,788（10億t）1995年

農業用2,504

工業用752 生活用344

貯水池188

貯水池
269

5,235（＋38％）（10億t）2025年

農業用
3,189（＋27％）

工業用
1,170（＋56％）

生活用
607（＋76％）

図4-1-10　世界の水使用の1995年と2025年の
用途別内訳

かんがい耕地面積 穀物生産量 1人当たりかんがい耕地面積

資料 1：Statistical Databases（国連食糧農業機関）
  2：World Population Prospects：The 2000 Revision, 2001年（国連経済社会局人口部）より環境省作成
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図4-1-11　世界の穀物生産量とかんがい耕地面積の推移
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「PROGRESS ON DRINKING WATER AND SANITATION：
SPECIAL FOCUS ON SANITATION , 2008」より環境省作成

図4-1-12　開発途上国における安全な飲料水を
継続的に利用できない人々の地域別人口
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資料：国連児童基金（UNICEF）及び世界保健機関（WHO）
「PROGRESS ON DRINKING WATER AND SANITATION：
SPECIAL FOCUS ON SANITATION , 2008」より環境省作成

図4-1-13　開発途上国における基本的な衛生施設を
継続的に利用できない人々の地域別人口
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出典：NASA（http://earthobservatory.nasa.gov/Features/
WorldOfChange/aral_sea.php）

写真4-1-1　アラル海の衛星写真（平成12年8月19日）

出典：NASA（http://earthobservatory.nasa.gov/Features/
WorldOfChange/aral_sea.php）

写真4-1-2　アラル海の衛星写真（平成21年8月16日）

※参考文献：滋賀県琵琶湖研究所編「世界の湖」（人文書院，1993年）
出典：JAXAホームページ（http://www.eorc.jaxa.jp/imgdata/

topics/2007/tp071128.html）

68,000※

北アラル海
南アラル海
合計

1960年
－
－

1996.11
3,200
31,300
34,500

2003.10
3,200
17,700
20,900

2006.9～2007.10
3,600
13,000
16,600

1987.6～1989.9
3,400
42,100
45,500

（単位：km2）

表4-1-2　アラル海の海面面積の推移

③ 世界中で起こっている水を起因とするさま
ざまな問題

ア　アラル海の縮小

　中央アジアのカザフスタンとウズベキスタンにまた
がるアラル海は、かつて世界で 4番目に大きな湖でし
た。1960 年代以降、アラル海に注ぐシル ･ ダリヤ川
とアム・ダリヤ川から綿花や穀物の栽培のために大規
模な灌漑用水の取水が行われて水位が下がり、面積の
大きな縮小が続いています。2006 年までの約 50 年間
に面積で約 71％、体積（水量）で 91.5％が失われて
しまいました（図 4-1-14）。干上がった海底からは塩
や砂、農薬が舞い上げられて、周辺の住民に深刻な健

康被害をもたらしています。残された水は、塩分濃度
が急速に上昇し当初の 6倍もの濃度に達しています。
かつては、5 万トンもの漁獲高があったとされる豊か
な海から魚はいなくなり、漁業ができなくなっただけ
でなく、周辺地域の気候を和らげていた水がなくなり、
気候が厳しくなることで、綿花や穀物の生育条件も悪
化したと考えられています。
　写真 4-1-1 の実線は、1960 年頃のアラル海の範囲を
示しており、この頃はひと続きであったものの、1980
年代後半には南北に分かれ、2000 年頃から南アラル
海が東西に分かれて、さらに縮小が進行しています。
2009 年 8 月には南アラル海の東側がついに干上がっ
てしまいました（写真 4-1-2）。北アラル海は、2005 年
8 月のコカラル ･ ダム竣工後、面積が回復しつつあり
ます（表 4-1-2）。
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図4-1-14　アラル海の水量、水位、塩分濃度の推移

イ　バングラデシュ地下水のヒ素汚染

　インドとバングラデシュの国境にまたがる西ベンガル
地域では、1983 年に初めてヒ素汚染が公式報告され、
その後、被害は拡大の一途をたどっています（図
4-1-15）。この地域は、都市部を除き、飲料水や生活用
水の大部分を汲み上げ式の井戸に頼っていますが、両
国では人口増加と社会経済問題を同時に解決するため、
地下水の汲み上げによる灌漑農業を1960 年代から推進
してきました。稲作地帯であることから、機械ポンプに
よって大量の農業用水を汲み上げる方法が取られまし
た。その結果、ヒ素に汚染された地下水で、皮膚がん、
肺がん、角化症、黒皮症などのヒ素中毒患者が多発し
ています（写真 4-1-3）。2000 年時点のバングラデシュ
での被害状況は、ヒ素汚染地域の面積が約 38,000㎢（北
海道の約半分の面積）に及び、汚染地域人口が 3,800
万人（推定）、ヒ素汚染水飲用人口が 1,600 万人（推定）、
発症者数は不明という状況でした。国境を挟んだ西ベ
ンガル州の被害状況は、面積が約 37,000㎢、人口が
3,400 万人、汚染水飲用人口が 100 万人、発症者数は

20 万人という状況でした。ヒ素汚染地域では人口の 20
％以上がヒ素中毒を発症し、年に 8％の割合で患者が増
加するという深刻な事態になっていました。バングラデ
シュ政府は、この状況を受けて、平成 16 年までに全国
の井戸の調査を行い、同年 3月からヒ素緩和国家政策
を実施しています。日本は、平成 10 年からこの問題に
対する支援を行っており、平成 18 年度から、西部の 4
県で約 130 万人の人々に安全な水を供給する体制を強
化するためのヒ素汚染対策プログラムを実施しました。

ウ　水をめぐる地域紛争

　世界では水をめぐって国家間の紛争が起きている地
域があり、その原因として、上流地域の湖や河川、地
下水の過剰取水という水資源配分の問題、上流での汚
染物質排出や地下水汚染など水質汚濁の問題が挙げら
れます。アラル海では水の過剰利用、インダス川、ヨ
ルダン川では水の所有権を巡って、ナイル川、チグリ
ス・ユーフラテス川流域では水資源開発と配分を巡っ
て争われています（図 4-1-16）。
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写真4-1-3　ヒ素中毒症（色素異常）

写真提供：特定非営利活動法人アジア砒素ネットワーク

コロラド川
アメリカ・メキシコ
水の過剰利用と汚染

セネバ川
エクアドル・ペルー
水資源の所有

バラナ川
アルゼンチン・ブラジル・パラグアイ

ダム建設と環境

ヨルダン川
イスラエル・ヨルダン・レバノン他

水源地域の所有と水の配分

ドナウ川
スロバキア・ハンガリー
運河のための水利用

ボスニア
戦時下の水供給停止

ナイル川
エジプト・スーダン・エチオピア

ダム建設と水配分

チグリス・ユーフテラス川
トルコ・シリア・イラク
水資源開発と配分

アラル海（アムダリア・シルダリア川）
カザフスタン・ウズベキスタン他

水の過剰利用と配分

漢江
北朝鮮・韓国
ダム建設と環境

マレーシア・シンガポール
水供給の停止

ガンジス川
インド・バングラデシュ

堰の建設と運用

インダス川
インド・パキスタン
水の所有権

ザンビア
内戦下の水供給停止

資料：‶The World's Water", Peter H. Gleickと ‶Water", Marq de Villiersの資料をもとに第3回世界水フォーラム事務局作成

図4-1-16　世界各地の水紛争の例

インド

インド

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

西
ベ
ン
ガ
ル
州

ネパール

出典：武蔵野大学客員教授　安藤正則

インド側ヒ素汚染地域
バングラデシュ側ヒ素汚染地域

図4-1-15　インド・バングラデシュ国境のヒ素汚染地域
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第1節　地球とわが国の水環境の状況

①家庭における水の使用量

　私たちが「家庭用水」として一日に使用する水の量
は、1 人当たり約 245ℓといわれています。そのうち
飲料用として使用されるのはわずか 2～3ℓで、残り
は炊事、洗濯、風呂、掃除、水洗トイレ、散水など、
ほとんどが洗浄用として使用されています（図
4-1-17）。一方、飲食店、デパート、ホテル等の営業用
水、事業所用水、公園の噴水や公衆トイレ等に用いる
公共用水をまとめて「都市活動用水」と言いますが、
これを含めると、平成 18 年度には有効水量ベースで
1人 1 日平均約 305ℓ使用しています。

②日本の水需給バランス

　日本では、安定した水供給施策の充実により、かつ
てのように水需要の急増に供給が追いつかない状況か
ら脱却しつつあります（図 4-1-18）。他方、地球温暖
化による降雪量の減少等に伴い融雪時期が早まってい
る関係で、河川等管理における計画供給量と水利権量
を対比した需給ギャップの縮小により、施設管理への
影響の検討が必要となっています。

③世界の水への依存を深める日本

　日本は世界の中でも水質、水量ともに安心・安定し
た水道供給がなされていますが、水ストレスと縁がな
いのでしょうか。日本は、食料輸入を通じて多くの世
界の水を消費している国であるということを忘れては
なりません。生産に水を必要とする物資を輸入してい
る国（消費国）において、仮にその物資を生産すると

その他：19.5ℓ
／人・日

風呂：59ℓ
／人・日

トイレ：68.5ℓ
／人・日

炊事：56.5ℓ
／人・日

洗濯：41.5ℓ
／人・日

出典：東京都水道局 一般家庭水利用目的別実態調査

245ℓ／人・日

図4-1-17　家庭用水の使用目的別の割合

4　日本の水需要の現状

水
量

250
（m3/s）

200

150

100

50

0

計画供給量

水利権量（上水＋工水）

想定需要量及び供給目標量

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015（年）

注1：計画供給量　ダム等による開発水量（建設中の施設や冬季における農業合理化事業による転用水は含まない）
2：水利権量　担保されている水利権及び暫定水利権の合計

出典：国土交通省土地・水資源局水資源部

第Ⅰ次フルプラン
（1963～1970）

利根川水系

第Ⅱ次フルプラン
（1970～1975）

利根川水系

第Ⅲ次フルプラン
（1976～1985）
利根川水系及び荒川水系

第Ⅳ次フルプラン
（1988～2000）
利根川水系及び荒川水系

図4-1-18　利根川・荒川水系における水需給ギャップの縮小
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したら、どの程度の水が必要かを推定した水の量を「バ
ーチャルウォーター」といいます。
　日本の食料自給率（カロリーベース）は現在 40％
程度で、1965 年から一貫して減少を続けており、主
な先進国の動向とも異なっています（図 4-1-19）。こ
のことは、食料生産に使用される水の半分以上を海外
に依存し、その度合いが高まっていることを示してい
ます。2005 年に海外から日本に輸入されたバーチャ
ルウォーター量は約 800 億 m3 であり、その大半は食
料に起因しています。これは、日本国内で使用される
生活用水、工業用水、農業用水をあわせた年間の総取
水量と同程度となっています（図 4-1-20）。
　日本の水使用の状況を見ると、生活用水、工業用水、
農業用水ともに需要が横ばいになってきており、水不
足を懸念する状況にはないように思われます。しかし、
食料等の安定供給を考える上で、それを支える水資源
の状況を念頭に置いておかなくてはなりません。

400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

（％）

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 （年）

オーストラリア
カナダ
アメリカ
フランス
イギリス
日本

出典：国際比較にみる日本の政策課題「総合調査報告書」（国立国会
図書館、2010）

図4-1-19　主な先進国のカロリーベースの食料自給率
の推移（1965年～2003年）

（億m3）

200
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
8
6
4
2

58.7

22.1

16.8

7.63.7
2.1

4.4

4.0

14.1

139.8

21.1

2.6

339.5

129.2

31.12.1

5.3

データ：輸入量　工業製品　通商白書（2005年）
　農畜産物　JETRO貿易統計（2005年）、財務省貿易統計（2005年）

　水消費原単位　工業製品　三宅らによる2000年工業統計の値を使用
　農産物　佐藤による2000年の日本の単位収量からの値を使用
　丸太　木材需給等より算定した値を使用

出典：国立大学法人東京大学生産技術研究所　沖教授のデータより環境省算出・作成

図4-1-20　2005年のバーチャルウォーター輸入量
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第2節　水問題解決に向けた取組

第2節　水問題解決に向けた取組

1　水資源の利用における問題点

　第 1節で見たように、人間が利用できる水資源は有
限で偏在しているという問題がありますが、地球温暖
化による水ストレスの増大や、人口増加、経済発展に
よるさらなる需要増が見込まれています。それでは、
私たちは、水資源を無駄なく有効に使っているのでし
ょうか。例えば、すべての水使用量の約 7割を占める
農業利用についてみると、農地へ灌漑する途中の各段
階で失われてしまいます。例えばアジアでは、貯水池
から灌漑地域にいたる段階で灌漑用水の 20％が、ま
た圃場への送水段階で 15％が失われ、圃場では 25％
が浪費されているという報告があります（図 4-2-1）。
この場合、用水の約 60％がロスとなり、作物に利用
されるのは残りの 40％にしかなりません。このような
問題は圃場の平均化、用水路の整備、作物の根の部分
に点滴灌漑する方法等によって改善させることができ
ます。
　また、開発途上国の無収水率（生産水量から販売水
量を引いた量の生産水量に対する割合）は、平均で
40％ともいわれており、アジア各国の主要都市の無収

水率を見ると、漏水して無駄になっている水が多く、
日本は無駄にしている水が非常に少ないことが分かり
ます（図 4-2-2）。平成 20 年度に行われた中国、ベト
ナムの水道事業の概況調査でも、上水の漏水が大きな
問題と指摘されています。中国浙江省では、省内の水
道事業で 20～30％の漏水があると推定されており、
同省の長興県の水道事業でも浄水量に対して給水量が
36％も少なく漏水対策が大きな課題となっています。
　アジア各国における衛生設備の整備状況については、
中国 44％、インドネシア 55％、フィリピン 72％、ベ
トナム 61％、カンボジア 17％、インド 33％、パキス
タン 59％、バングラデシュ39％、と、国によって異
なるものの依然として十分な整備状況にはありません。
下水を適切に浄化処理し、再度水資源として使えるよ
うにすれば、水資源の大幅な有効活用も図れます。漏
水の防止や公共水域に排水する際の適切な汚水処理に
よって、さらに水資源の有効活用を進めていく必要が
あります。

琵琶湖の全循環コラム

　琵琶湖では、夏には表層水温が 26～28℃である
一方、最深部では 6～8℃しかないため、水温の成
層が形成されています。秋から冬にかけて湖面が
冷やされると、表層水の水温が下がって、成層が
消滅し浅部の水と深部の水が混ざり合います。こ
れを「全循環」と言います。しかしながら、気温
上昇により湖水が冷やされず沈み込みが減少する
と、全循環が減少し、湖底に酸素が供給されなく
なって水質が悪化したり、それに伴う生態系への
影響が出たりすることが考えられます。

全循環の発生

酸素の十分な水が
湖底にも供給

気温上昇、風速の減少、等の変化
（ ⇒ 温暖化の影響の可能性）

物理的バランスが変化し
全循環が起こらない

湖底に酸素が
供給されない

（北湖）

琵琶湖

桂川
（南湖）

宇治川

淀川 木津川

出典：国土交通省「平成19年版日本の水資源」

琵琶湖（北湖）の全循環のイメージ
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国別飲料水供給率（2002年） 
 91‒100％
 76‒90％
 51‒75％
 26‒50％
 0‒25％
 データなし

○全世界で10.7億人（17％）が安全な飲料水へのアクセスなし（うち97％が途上国）
○アクセス率の低い地域は、大洋州（52％）、サブサハラ（55％）など

出典：WHO/UNICEF

図4-2-3　安全な飲料水へのアクセス率

2　水問題解決に向けた国際的な目標や取組

（1）ミレニアム開発目標

　2000 年 9 月ニューヨークで開催された国連ミレニ
アムサミットにおいて採択された国連ミレニアム宣言
と、1990 年代に開催された主要な国際会議やサミッ
トで採択された国際開発目標を統合し、一つの枠組み
として「MDGs（ミレニアム開発目標）」がまとめら
れました。加えて、2002 年にヨハネスブルグで開催
された持続可能な開発に関する世界首脳会議における
議論を経て、安全な水の確保と適切に水処理を行う衛

生面の両方について、「2015 年までに安全な飲料水及
び基礎的衛生施設を継続的に利用できない人口の割合
を半減する。」という数値目標が決められました（図
4-2-3、4）。
　その後の水問題に関する国際的な動きは、この目標
をどのように達成するかを軸に進められており、例え
ば、G8 サミット、国連「水と衛生に関する諮問委員会」、
世界水フォーラムなどの場で取り組まれています（図
4-2-5）。

資料：世界の灌漑と排水委員会「世界の灌漑と排水　水と緑の地球
のために」p.140より環境省作成

農場への送水中の
損失
灌漑システムによ
る損失
作物による効果的
水利用
圃場適用中の損失

15％

15％

45％

25％

図4-2-1　世界のかんがい水の平均的損失
※日本全体の有効率は92.4％（平成16年度末）

有収率は89.6％（平成16年度末）
大阪 77
上海
成都

ソウル
香港

プノンペン
タシュケント
ビェンチャン

カラチ
ウランバートル
カトマンズ
ホーチミン
ダッカ

クアラルンプール
ジャカルタ

デリ
コロンボ
マニラ

17
1818

2525
2525
2626
2727
2828
30

3636
3737
3838
40
43

51
53
5555

62

・大阪市は最も無収水量（7％）が少ない
・18都市の平均は34％である

0 10 20 30 40 50 60 70（％）

無収水量の比率

出典：Water in Asian Cities, Utilities' Performance and Civil 
Society Views, Asian Development Bank 2003（デ ー
タは2001年のもの）

図4-2-2　アジア主要都市における無収水量の比率
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第2節　水問題解決に向けた取組

国連ミレニアム開発目標
・2015年までに、安全
な飲料水を利用出来な
い人々、適切な衛生施
設を利用出来ない人々
の割合を半減

ヨハネスブルグ実施計画
・2015年までに、安全な飲
料水を利用出来ない人々、
適切な衛生施設を利用出来
ない人々の割合を半減
・2005年までに総合水資源
管理（IWRM）及び水効率
計画を策定

国
連
（
Ｇ
８
な
ど
）

世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム

1992
リオ地球
サミット

2000
ミレニアム
サミット

2004
CSD12
2005
CSD13

2008
CSD16

2012
CSD20

ボン
淡水会議

水
サ
ミ
ッ
ト

ア
ジ
ア
・
太
平
洋

2003 G8
エビアン
サミット

2007
第1回
日本

第2回

2008 G8
北海道洞爺湖
サミット

TICADⅣ
第4回

アフリカ開発会議

2009 G8
ラクイラ
サミット

2002
WSSD＊1

ヨハネスブルグ

国連
「命のための水」国際行動の10年（2005～ 2015）

2008
国際衛生年

CSD 【持続可能な開発委員会】

◎
２
０
１
５
年
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
達
成
に
向
け
た
国
際
的
な
取
組
へ
の
積
極
的
な
参
画

1997
第1回
モロッコ

2000
第2回
オランダ

2003
第3回
日本

2006
第4回
メキシコ

2009
第5回
トルコ

2012
第6回
フランス

Ｎ
Ｐ
Ｏ

2004～2012
国連水と衛生に関する

諮問委員会

非国連組織
による水に
関する世界
規模の最初
の会議

「世界水ビジョン」
の発表及び、21
世紀における水安
全保障に関する
ハーグ宣言を採択

閣僚級国際会議の
成果として、閣僚
宣言及び水行動集
（PWA）を発表

「水の安全保障」の達成をキー
メッセージの一つとして閣僚
声明が取りまとめられる

＊1：WSSD（持続可能な開発に関する世界首脳会議）
出典：国土交通省土地・水資源局水資源部

図4-2-5　国際的な水に関する議論の流れ

○全世界で26.2億人（42％）が基本的な衛生へのアクセスなし（うち97％が途上国）
○アクセス率の低い地域は、サブサハラ（37％）、南アジア（37％）、東アジア（51％）など
○地方部での改善が特に遅れており、2015年のMDGsの達成は困難とされる。

国別衛生施設整備率（2002年）
91-100％
76-90％
51-75％
26-50％
0-25％
データなし

出典：WHO/UNICEF

図4-2-4　基礎的な衛生施設へのアクセス率
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イ　オーストラリアの例

　オーストラリアでは、広域的水管理として、マーレ
ー・ダーリング水系で、灌漑対策を中心とした取組が
行われています（図 4-2-7）。この流域は、過去 100 年
以上にわたり関係各州政府が水資源の管理を行ってき
ましたが、2000 年以降の少雨傾向により、近年干ば
つが深刻化し、水不足による小麦等の収量の激減、牧

草の育成悪化による家畜飼育への悪影響等が生じてい
ました。その後も引き続き少雨化が進行し、河川流量
がさらに低減していくことが予想されるものの、水資
源の管理を行う州・特別地域政府による水利権の過剰
付与や水使用者による過剰使用などが行われている現
状では問題解決に向けた水資源管理は難しく、連邦政
府がコントロールできる体制への取組が必要とされて
いました。そうした中、2007 年 1 月、ハワード首相

（2）総合的・統合的な水管理

　限られた水資源を有効に活用するため、地域の各国
が協力したり、流域単位で調整したりする総合的・統
合的な水管理が行われるようになってきています。
2002 年のヨハネスブルグ・サミットにおいて、「各国
政府は、総合水資源管理（IWRM）計画を作成するこ
と」と合意されており、水と衛生の問題を解決するた
めの有効な方法として国際的に認識されています。平
成 21 年 3 月には、各国の計画作成を促すため、ユネ
スコを中心に「河川流域における総合水資源管理
（IWRM）のためのガイドライン」がまとめられました。

ア　欧州の例

　ヨーロッパでは、総合的水資源管理の方法として、
EU 水政策枠組み指令（EU Water Framework 
Directive）が導入されています。WFDは、適切な品
質の飲料水や浴用水の供給による人の健康の保護、持
続可能な水管理システムの構築、水域の生態系及びそ
れに関係する地域の生態系の保護、洪水及び渇水の影
響の緩和等を統一的な水管理によって実現することを
目標にしています。また、そのために、水に関連する
さまざまな部門が統合的に取り組むことやさまざまな
利害関係者を含む参加型アプローチとすること、河川
流域管理計画は行政的な区域単位ではなく、河川の流
域単位で策定することなどが特徴です。目標達成のた
めに実施することは、主に次の 4点です。
・ 内陸表流水、河口水、湿地帯、汽水域、沿岸水、地
下水等の水資源を自然界の循環にそって管理するた
めの保護の枠組みを確立すること

・ 流域の水系全体における環境悪化を防ぎ、改善する

こと
・ 優先的に排出や消費を減らすべき物質の段階的削減
と段階的使用停止を実施し、水環境を保全・改善す
ること

・ 地下水の水質と水量を段階的に改善すること
　また、EU内のあらゆる河川流域で、2009 年までに
河川流域管理計画を策定することを義務づけ、取組が
進められました（図 4-2-6）。その手順は、以下のとお
りです。

〈WFD実行の手順〉
2003 年 12 月まで　「EU水政策枠組み指令WFD」の発効、WFDを各国国内法に反映
　　　↓
2006 年 12 月まで　水管理の基礎となるモニタリング計画を策定
　　　↓
2008 年 12 月まで　河川流域管理計画（案）の作成
　　　↓
2009 年 12 月まで　河川流域管理計画の策定（EC（欧州委員会）が承認）
　　　↓
2015 年 12 月まで　計画の実行、評価、調整など

図4-2-6　欧州の河川流域管理計画の流域図

出典：BioOneホームページ

国境
国際取水制限流域
国内取水制限流域
データなし
WFD実施せず

国境
国際取水制限流域
国内取水制限流域
データなし
WFD実施せず



117

第
4
章　

水
の
星
地
球　

│
美
し
い
水
を
将
来
へ
│

第2節　水問題解決に向けた取組

により「国家ウォーター・セキュリティ計画」が発表
されました。この計画は、豪州政府が、マーレー・ダ
ーリング水系の灌漑パイプのオーバーホール計画をは
じめとして、今後 10 年間に 100.5 億豪ドル（当時約
9,500 億円）規模の投資を行い、全国の水資源管理の
抜本的な改善を図ることを目的としていました。また、
同時に、水資源管理に係る連邦政府への権限委譲等が
盛り込まれていたことから、連邦政府と関係州政府機
関との対立も注目を集めました。2007 年 9 月、マー
レー・ダーリング川流域（流域面積 106 万 k㎡）の管
理を部分的に連邦政府機関に権限委譲すること等を定
めた「2007 年連邦水法」が制定されました。この法
律に基づき、専門家で構成された独立機関であるマー
レー・ダーリング川流域庁が設置され、流域一貫の流
域計画を策定することに主眼が置かれました。この流

域計画には、表流水と地下水の総合的かつ持続可能な
水利用限度の設定や、同流域の水資源に対する気候変
動等のリスクの特定及び同リスクのマネジメント戦略
を規定するなどの取組が含まれていることから、流域
の水資源を総合的かつ持続可能な方法で管理するため
に必要な機能と権限が与えられたことになります。こ
うして、豪州政府は、それまで各州政府等の権限とな
っていた水資源管理を、部分的ながらも、連邦政府機
関が行う枠組みを確立しました。

ウ　アジア地域の例

　アジア地域での総合的な水管理を目指し、平成 16
年2月に「アジア河川流域機関ネットワーク（NARBO）」
が水資源機構、アジア開発銀行及びアジア開発銀行研
究所を中心に設立されました（図 4-2-8）。NARBOは、
現在 16 か国 71 機関の加盟機関により構成され、アジ
ア各国の河川流域における総合的水資源管理（IWRM）
の推進のため、河川流域機関や政府機関などへの情報
提供を担う知識提供機関（ナレッジパートナー）、Ｉ
ＷＲＭを推進する研修等の実施機関等として機能する
ことを目的としています。
　また、わが国（環境省）の提唱により、東アジア地

NARBONARBO

河川流域機関

政府機関

知識提供
地域機関

知識提供
広域機関

開発協力機関

出典：アジア河川流域機関ネットワーク

図4-2-8　アジア河川流域機関ネットワークの構成機関

図4-2-7　マーレー・ダーリング川流域図

出典：マーレー川ツーリズム社

○各ドナー間の相互理解を育成
○MRCのプロジェクトに対する
　支援に関しドナー間の調整

メンバー国政府
（カンボジア、ラオス、タイ、ベトナム）

ドナー協議会

○加盟国1名の大臣・閣僚級の代表
○政策決定などを実施

理事会

○各加盟国が、各政府内に設置
○メコン河の水資源管理に関する
　各国の政策の策定、実施を支援
○MRCと連動して活動

国内メコン河委員会

メコン河委員会（MRC）本体

○加盟国1名の局長級の代表
○理事会による決定の遂行、流域
　開発計画、事務局活動の監督等

合同委員会

○理事会、合同委員会に対する技術的
　行政サービスの提供を実施
○約150名のスタッフが所属
　事務局長は理事会が指名

事務局

出典：国土交通省土地・水資源局水資源部

図4-2-9　メコン河委員会（MRC）概要図
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域 11ヶ国（カンボジア、中国、インドネシア、韓国、ラ
オス、ミャンマー、タイ 、マレーシア、フィリピン、ベ
トナム、日本）において、アジア水環境パートナーシッ
プ（WEPA：Water Environment Partnership in Asia）
が設立され、当該地域における環境ガバナンス強化を
目指し、情報データベースの構築、ステークスホルダー
の情報共有化や人材育成・能力向上を一体的に行うこ
とを通じて各国の政策展開に向けた支援を実施してい
ます。この中で、情報基盤整備や人材育成、政策展開と、
アジアモンスーン地域における水環境ガバナンスの強
化・向上を目指した取組が行われています。
　アジア地域での IWRMの取組の一つに、複数の国
が流域にあるメコン川の事例が挙げられます。カンボ
ジア、ラオス、タイ、ベトナムの 4か国政府が 1995 年
にメコン河委員会（MRC）を設置し（図 4-2-9）、流域
全体の持続可能な開発を目的に水利用の調整を行って
います。MRCの活動で近年成果があったこととしては、
流域の洪水被害を少なくするため、洪水管理・緩和プ

ログラム（FMMP）を確立したことが挙げられます。
効果的な協力を行うため、洪水データベースを構築し、
管理能力を向上させるための研修等を実施しています。
1990 年代に河川が整備され、これらの取組も一因とな
って、ベトナムのメコンデルタでは農業生産高が 1995
年の 17.5 億米ドル（約 1,548 億円）から 2004 年には
33 億米ドル（約 2,919 億円）に増加しています。（図
4-2-10）。同様に、メコン河流域であるカンボジアのプ
ノンペンでも農業生産高は増加しています。

エ　世界へのわが国の貢献

　世界の水問題は、限られた国、限られた地域のみの
取組では解決につながりません。日本は、今後、世界
の水問題に対する協調的取組として、MDGs（ミレニ
アム開発目標）を達成するための技術協力等に積極的
に貢献していく必要があります。
　例えば、下水道分野では、わが国の産学官のノウハ
ウを結集し、海外で持続可能な下水道システムを普及
させる為の活動を行うことを目的として、平成 21 年
4 月に下水道グローバルセンター（GCUS）が設立さ
れました。
　GCUS は、①世界の水・衛生問題等の解決に向けた
国際貢献、②下水道関連企業のビジネス展開支援、③
国内の下水道施策への還元、の 3つを目的として活動
しています。JICA等の国際協力活動に対して技術的
側面を中心とした支援を行っていくほか、海外での現
地調査、国際協力活動における情報、日本国内での人
材・技術などの情報を集約し、日本と海外の下水道関
係団体とのネットワークの構築を進めています。（図
4-2-11）
　また、地球温暖化防止への取組や、水環境保全活動・
普及啓発についても政府、事業者、市民が一体となっ
て、世界に向けて先進的取組を発信していく役割を担
う必要があります。

●海外での現地調査
・下水道などの普及状況
・施設の稼動状況
・管理・運営上の問題
　（体制・制度などの整備状況など）
・質的向上のニーズ
　（下水再生水利用、汚泥の資源化など）

●海外での案件形成に資する諸活動
過去に日本で研修を受けた海外政府幹部や
日本から海外に派遣されている職員などと
連携し、現地の情報収集をし、案件形成な
どに活用

●海外での広報活動
・本邦政策・技術に関するワークショップ、
　セミナー等の開催

●日本での研修受入れ支援
海外での現地調査の情報に基づき、研修に
役立てる。また研修生からの情報も集積。

●対象国・地域ニーズに合った
　本邦技術の適用支援
国際協力活動に必要な技術に関するニーズ
の発掘、開発、指針等を整備

●過去の研修実績の評価・蓄積
日本で研修を受けた研修生が自国でどのよ
うに役立てたのかを評価・集積

出典：下水道グローバルセンター（GCUS）

図4-2-11　GCUSの活動内容
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出典：メコン河委員会

図4-2-10　ベトナムのメコンデルタの農業生産高
（1995～2004年）　
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（1）水インフラ対策

ア　施設の老朽化対策

　わが国の水道施設及び下水道施設は、高度経済成長
期に急速にストックが増加しました。その多くが老朽
化する時期に入っており、これらに起因した事故発生
や機能停止を未然に防ぎ、水資源を有効かつ適切に利
用していくために、21 世紀初頭から、ライフサイク
ルコストの最小化の観点を踏まえ、長寿命化対策を含
めた計画的な水インフラの更新や再構築を行っていく
必要があります（図4-2-12）。全国の水道施設の状況は、
全浄水能力が約 8,800 万 m3／日、法定耐用年数を超
えた浄水施設の浄水能力が約 240 万 m3／日であり、
その割合は約 2.7％となっています（図 4-2-13）。また、
導・送・配水管の総延長は約 61 万 km で、法定耐用
年数を超えた管の延長は約 3.8 万 km あり、割合は約
6.3％となっています。

イ　浄化槽の普及

　「水質汚濁防止法」では、工場や事業場からの排水
及び地下への浸透等の規制のほかに、生活排水対策の
実施を推進することも謳われています。

　国内の、主に中山間地域においては、人口減少及び
高齢化の進展による人口密度の低下に伴い、特に人口
5 万人未満の市町村においては、汚水処理人口普及率
が低くなっており、生活排水処理の問題が浮き彫りと
なっています。このような中、普及が進んでいるのが
浄化槽です。浄化槽は、人口が少ない地域でも効率的
な汚水処理が可能であり、しかもコンパクトなため設

3　日本における取組・対応策
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注：全浄水能力は約8,800万m3 ／日で、法定耐用年数を超えた浄
水施設の浄水能力は約240万m3 ／日で、その割合は約2.7％

出典：厚生労働省「水道統計」
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図4-2-13　平成19年度における法定耐用年数を超え
た浄水能力

韓国・清
チョン

渓
ゲ

川
チョン

の復元コラム

　韓国の首都、ソウルの中心部を流れる「清渓川」は、
市民の記憶から少しずつ失われて行きました。清
渓川は、ソウルの中心部を東西に横断する河川で
すが、河川の汚染が進行し、伝染病の温床にもな
っていました。1958 年から 1978 年までの 20 年あ
まりにかけて覆蓋工事が行われ、その覆蓋上に総
延長5.8km、幅16mの清渓高架路が建設されました。
その下にある清渓川道路とあわせて 1日約 17 万台
の自動車が行き交う、ソウル市の動脈の役割を果
たしていました。
　それから約 20 年の歳月を経て、「清渓川」の復
元を求める声が高まり、2003 年、当時市長だった
李明博大統領が、劣化が進んだ高速道路を撤去し、
川沿いに樹木を植えるなど、親水空間の整備を進
めました。
　現在では、ソウル市民の憩いの場となっている
ほか、観光都市ソウルの代表的な名所として多く
の観光客を引きつけています。

写真4-1-4　復元した清渓川

写真提供：ソウル市
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置しやすいという利点があることから、中山間地域に
おける生活排水対策の重要な手段として導入が進めら
れています（図 4-2-14）。このような技術を大規模な
施設整備など多大な費用負担が困難な途上国に、知的
所有権の保護を確保しつつ移転・普及させていくこと
は、目に見える日本の貢献の一つになると考えられま
す。

（2）水問題に取り組む組織やパートナーシッ
プ及び施策

ア　水問題に係るわが国組織、施策

　水問題はさまざまな分野の施策が関係するため、政
府においては、水問題に関する関係省庁連絡会を内閣
官房と 1 府 12 省庁で構成し、国内外の水に関する問
題に対して、関係省庁が情報交換や意見交換を行い、
連携を図っています。また、わが国は、ODAを通じ
て水・衛生分野で多くの国際的な支援を行っています
（図 4-2-15）。世界全体の約 4 割と量的な側面もさるこ
とながらアンタイド率が極めて高く、公正かつ模範的
な貢献をしています。

イ　水戦略タスクフォース

　環境省では、平成 22 年 1 月に、大谷大臣政務官を
座長とする「水環境戦略タスクフォース」を立ち上げ
ました。ここでは、水環境保全の為の政策課題の洗い
出しや、国内行政だけでなく、世界的な水問題解決に

向けた国際貢献のあり方について議論されています。
特に、国際貢献が急務であるとし、水不足が深刻化し
ているアジアやアフリカ地域での水質浄化や衛生対策
などでの支援について議論が行われています。

浄化槽人口普及率
全国平均8.9％

（平成20年度末）

注1：総都市数1,778の内訳は、市784、町802、村194（東京
区部は市に含む）

2：総人口、処理人口は四捨五入を行ったため、合計が合わない
ことがある

資料：環境省
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図4-2-14　都市規模別浄化槽普及率
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図4-2-12　下水管路の年度別整備延長（全国）
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第2節　水問題解決に向けた取組

エネルギー
灌漑
洪水対策
飲料水・衛生
その他

円借款
無償資金協力

日本のODA全体の内訳
（2001年度E/Nベース）
（円借款、一般プロジェクト無償資金協力）

水分野のODA実績
（1997～2001年度E/Nベース）
（円借款、一般プロジェクト無償資金協力）
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出典：「世界の水問題解決に貢献する日本のODA」外務省パンフレット

図4-2-15　日本におけるODAの目的別内訳

ウ　アジア水環境パートナーシップ

　第 3 回世界水フォーラム（2003 年）で環境省が提
唱した取組として、東アジア地域 11ヶ国のパートナ
ーシップの下、当該地域における環境ガバナンス強化
を目指し、情報データベースの構築、ステークスホル
ダーの情報共有化や人材育成・能力向上を一体的に行
うことを通じて各国の政策展開に向けた支援を実施し
ています。わが国が提供しているＷＥＰＡデータベー
スは、「政策情報」「水環境保全技術」「NGO・CBOの
活動情報」「情報源情報」の 4 つのデータベースから
構成され、政策形成及び実施のための基礎背景情報を
提供しています

エ　日中水環境パートナーシップ

　水質汚濁問題が喫緊の課題となっている中国におい
ては、平成 19 年 4 月「日中環境保護協力の一層の強
化に関する共同声明」に署名、第一項目に水質汚濁防
止について協力を実施することが謳われたほか、平成
20 年 5 月には、「農村地域等における分散型排水処理
モデル事業協力実施に関する覚書」が締結され、分散
する農村集落ごとの、コンパクトで地域実情に応じた
排水処理の普及について取組を進めることとされまし
た。そうした中で、日中協力によるセミナー・政策対
話の実施、モデル事業による排水処理技術の実証調査、
評価と効果分析、管理指針、普及方策等の検討など、
中国政府による農村集落への普及促進が進められてい
ます。
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ふゆみずたんぼで水辺地の復活をコラム

　ラムサール条約湿地である、宮城県北部の登米
市・栗原市にまたがる伊豆沼・内沼、及び大崎市
蕪栗沼の周辺では、稲刈りが終わった水田に、冬
期に水を張って管理する「ふゆみずたんぼ」の取
組が行われています。
　「ふゆみずたんぼ」とは、稲刈りが終わった田ん
ぼに冬の期間水を張り続けて管理する農法をいい、
農薬や化学物質を使用しないことから、環境にや
さしい農法として、小規模ながら全国各地の農家
で行われています。
　翌春には耕起、代掻きなしで植付けが可能とな
るほか、冬の期間田んぼに水をたたえつづけるこ
とから、田植え時期の集中取水を防ぎ、水資源の
有効活用にも役立っています。
　また、渡り鳥の越冬地であるこの地域にとっては、
冬の期間田んぼに水をたたえることでこの地を訪
れる多くの渡り鳥たちにねぐらを与え、その渡り
鳥たちの糞が微生物の繁殖をさらに促すなど、水

田の生物多様性の推進に重要な役割を果たしてい
ます。
　現在、蕪栗沼周辺を中心として耕作面積が増加
しており、むずかしい農法ながらも工夫を重ねな
がら、自然との共生を目指す農家の皆さんの取組
がうかがえます。

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

耕
作
面
積

30.0
（ha）

平成
（年度）

16 17 18 19 20 21

出典：大崎市田尻総合支所産業建設課

大崎市田尻（旧田尻町）ふゆみずたんぼの耕作面積

　世界の水ビジネス市場は、産業競争力懇談会による
と、2025年には100兆円規模になると見込まれており、
2005 年～2030 年の間に 22.6 兆ドルの水インフラ投資
が発生すると予測されています（図 4-3-1）。その中で、
日本が得意とする膜の素材供給の市場規模は約 1兆円
にしかすぎず、膜のエンジニアリング、調達、建設等
の浄水設備市場の規模は約10兆円であり、これに対し、
水ビジネス市場全体は、取水、導水、浄水、配水等の
施設管理や事業運営などのマネジメント分野が占めて
います。わが国は、技術面ではすぐれたものをもって
いるのですが、マネジメント分野の市場への進出事例
はごく限られたものとなっています。しかしながら、
ヨーロッパやアジアの企業が活躍している現状を踏ま
え、日本においても、この巨大で有望な市場に積極的
に参画していくことが望まれます。わが国は、すぐれ
た汚水処理技術や漏水防止技術など環境保全や資源の
有効活用に効果的な技術があります。今後、産学官の

連携を深めながら、水ビジネス分野における取組をい
っそう進めていくことが必要です。

北米 6.5

欧州 9.5

15.9

7.5

アジア／
オセアニア

中南米

アフリカ 1.1

中東 0.9

0 5 10 15 20
（兆ドル）

出典：モルガンスタンレーフラッシュレポート（2009年2月）

水道　　電力　　鉄道・道路　　空港・港湾

図4-3-1　地域別インフラ投資予測
 （2005～2030年）

第3節　世界への貢献と水ビジネス

1　世界における水ビジネスの現状
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第3節　世界への貢献と水ビジネス

　世界中で常に水ストレスに悩んでいる国々に比べる
と、日頃から比較的自由に水を使えるわが国は、とも
すれば水に対する危機意識が希薄になりがちです。し
かしながら、1 節 4 で見たとおり、わが国の社会経済
活動は、国内で消費するのと同じくらいの量の水を世
界に依存していることを忘れてはなりません。日本と
しては、世界の国々に対して積極的に国際貢献を果た
していくことが、水の安定供給という面から不可欠で
あり、自分たちの日常生活を守ることにつながること
に気づかなくてはなりません。
　それでは、日本は世界の国々に対してどのような貢
献ができるでしょうか。日本はかつて、深刻な公害に
みまわれた時期がありましたが、それらを一つひとつ
克服する過程において培った知識と技術は、他国にな
いものであり、そうした経験は、途上国における技術
移転や人材育成の分野に大きく貢献できるに違いあり
ません。また、そうした日本のすぐれた技術・経験を
活かした取組を官民一体となって行うことで、ビジネ
ス機会の拡大に大きく貢献するものと期待されます。
わが国は、これまで、水道分野においては、水道事業

体及び水道産業がODAによるインフラ整備を通じて、
関係の深い各国に貢献してきましたが（表 4-3-1）、こ
れからは、ODAの枠を超えて水道産業界が国際競争
力を向上させ、海外での事業を拡大し、さらなる国際
貢献を行っていく必要があります。
　水のインフラ整備が進む開発途上国では、施設建設
後の維持管理や健全な経営のための事業運営に関する
ニーズが高い状況が見られます。しかし、日本の水道
事業は、長年公営企業体が担当してきたため、民間企
業は、施設の設計・建設等の要素技術を持っているも
のの、総合的な施設の維持管理や運営のノウハウの蓄
積が限られ、国際競争入札での資格要件を満たさない
ことがあります。実際、日本のODAで整備した水道
施設について、その維持管理と運営を民間企業に任せ
る段階では欧米企業が参画し、日本企業は近年の動き
に即応できていない状況があります（図 4-3-2）。
　日本の高い技術とノウハウを世界に展開するために
は、水道事業を行う地方公共団体の有する維持管理と
事業運営のノウハウを民間企業へ移転していく必要が
あり、官民の連携が不可欠です。

2　日本が世界にできること

援助形態別実績 （単位：億円）

年　度 無償資金協力 円　借　款
技術協力

国際機関向け拠出 合　　計
JICA分 各省分

2003 187.67（22.7） 1,956.52（35.1） 11.56（0.8） －（－） －（－） 2,155.75（27.6）

2004 200.62（24.3） 2,040.48（31.2） 10.10（0.7） －（－） －（－） 2,251.20（25.5）

2005 235.16（29.2）

2006 216.04（12.1）

2007 245.56　（6.9）

1,783.37（31.5） 12.40（0.8） －（－） －（－） 2,030.93（27.6）

3,385.17（40.1） 8.95　（0.1） －（－） －（－） 3,610.16（30.8）

2,542.61（26.9） 7.82　（0.3） 6.74 32.58（3.7） 2,835.32（20.7）

注1：無償資金協力、円借款は交換公文ベース。技術協力は、研修員受入、専門家派遣および機材供与を対象。JICA経費実績ベース。
　2：合計欄以外の（　）内は、各援助形態ごとの政府開発援助合計に占める割合（％）
　3：合計欄の（　）内は、上記各形態ごとを積算した政府開発援助全体に占める割合（％）
　4：無償資金協力については、2003から2006年度分は一般プロジェクト無償実績、2007年度分については、プロジェクト型無償資金協力（一般プ

ロジェクト無償、コミュニティ開発支援無償、テロ支援等治安無償、防災・災害支援無償、水産無償、研究支援無償）の実績を計上
出典：外務省「ODA白書2008年版参考資料集」

表4-3-1　水と衛生分野における援助実績

水道事業の実施権限を民間企業
に委譲して、施設設備の建設か
ら運営まで一括して民間に任せ
るもの

公共が整備した施設、設備を民間
に長期リースして運営を委託

包括的な労務代替的管理運営委
託を、5～10年程度の期間実施

オペレーションアン
ドメンテナンス契約

波線内：我が国水関連企業
の国内上下水道分野におけ
る事業範囲

海外水メジャーは様々な
契約形態に対応

設備の建設、運営に加え資金調
達までを民間に委託
運営は公共事業体が実施

契約形態

コンセッション契約

アフェルマージュ契約

PFI

内容 監督
規制

施設
所有

サービス
水準設定

料金
設定

事業
経営 投資 EPC

（設計、調達、建設）運転
メンテ
ナンス

顧客
管理

資料：産業競争力懇談会「水処理と水資源の有効活用プロジェクト報告書」より環境省作成

図4-3-2　世界の水ビジネス市場における上下水道運営形態と民間の業務範囲
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　例えば、アジアの都市部では、大量の下水汚泥がそ
のまま埋立て処分されていたり、生ゴミなどの廃棄物
も焼却されずに埋め立てられ、衛生上の問題が生じて
いるところがあります。これらはメタンガスの発生源
となるため、汚泥やゴミの減量、リサイクル、メタン
ガスの回収を行い、二酸化炭素排出削減につながる事
業とすることができればＣＤＭクレジットを生み出す
ことができます。水処理から、エネルギー回収まで、
日本のバイオリサイクルの技術はすぐれており、水の
適切な処理、バイオマスの資源化、バイオマス発電と
いった一連の施設を建設し、運営するというビジネス
モデルは、今後の発展が期待されます（図 4-3-8）。水
処理技術の分野において、日本は世界でもトップクラ
スの技術を有しています。特に、海水淡水化用の膜技
術では、世界で約 7 割のシェアを有しており（図
4-3-3）、あるメーカーの RO膜の出荷量をみると、平
成 21 年 3 月までに、世界 26 の国と地域で合計 100 プ
ラントに採用され、膜を使っている施設の累積造水量

が日量 1,500 万 m3 超（6,000 万人超の生活用水に相当）
に達しています（図 4-3-4）。また、このメーカーが試
算したところでは、従来の海水淡水化の方法で主流を
占めていた蒸発法に比べると必要な熱・電力等のエネ
ルギーが 5 分の 1 以下となります。RO 膜の普及が
2010 年からの 5 年間の増加と同程度で進むと、2020
年頃の二酸化炭素削減への貢献は約 1億トンと見込ま
れています（図 4-3-5）。
　また、1970 年代からRO膜法の技術開発を継続して
きた結果、造水時のエネルギー消費は約 6分の 1になっ
ており、蒸発法とのコスト比較でも下回るようになって
います。このように、地球温暖化対策と水質改善のコベ
ネフィット効果に期待が寄せられています。（図 4-3-6）。
　そのほか、地下水のもつ熱ポテンシャルに着目した
ヒートポンプの技術や、排水処理の分野で力を発揮す
る浄化槽技術など、世界の水インフラ整備に大いに貢
献できる幅広い技術を日本は有しています。ヒートポ
ンプとは熱媒体や半導体等を用いて低温部分から高温
部分へ熱を移動させる技術をいい、身近なところでは
冷蔵庫やエアコンに利用されています。このヒートポ
ンプの熱源として、年間を通して温度が安定している
地下水を利用する技術において日本の企業は世界でも
優秀な技術を有しています。浄化槽については、公共
下水道、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント
などが整備されていない地域でトイレを水洗化すると
きには合併処理浄化槽の設置が義務づけられています
が、現在では国内で 1割弱程度普及しています。合併
処理浄化槽は微生物の働きを利用して家庭からの生活
排水をきれいにするものですが、適切に処理された放
流水を地域に還元するなど、自然環境を守る役割から
も、その重要性が認識されています。
　しかしながら、これら世界でもトップクラスの技術
を有しているわが国ですが、世界の水ビジネス市場で
の活躍はこれからの課題です。わが国が世界の水ビジ
ネス分野で発展していくためには、2で述べたように、
官民の連携を進める必要があります（図 4-3-7）。
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図4-3-4　膜出荷量の推移
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図4-3-5　水処理における二酸化炭素削減貢献量

40%
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30%

70%
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全膜種
（SWRO）
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注：日本には、日本企業の海外グループ会社を含む
調査方法：膜供給会社（膜協会の協力企業14社）のデータ提供＋

公開資料（ IDA Inventory Report 2006）
出典：有限責任中間法人膜分離技術振興協会調査結果（2007年）

図4-3-3　水処理用膜供給における日本の膜メーカーの
 シェア

3　日本の技術力
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事
業

段
階

各　

主　

体　

の　

役　

割

プロジェクト形成 整備計画 施設建設 施設運転・維持管理

国・JICA

民間（建設系） 民間（維持管理系）

総合的なノウハウ
の提供

事業各段階でのアドバイザリー

水道事業体

基本構想・計画 施設整備計画 事業運営計画 人材育成計画

危機管理計画

維持管理計画

施設運転管理

出典：社団法人日本水道協会「水道の安全保障に関する検討会報告書（平成21年3月）」

図4-3-7　水道事業体としての国際貢献のイメージ
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図4-3-6　海水淡水化RO膜・技術の進歩とエネルギー消費量、造水コスト比較
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世界の水メジャーコラム

　上下水道事業の民営化の促進や既存施設の維持・
管理及び運営など、水ビジネスの市場は今後拡大
していくことが予想されますが、現在、世界にお
ける上下水道民営化市場においては、「水メジャー」
と呼ばれる一部の複合企業（コングロマリット）が、
その圧倒的シェアを占めています。
　フランスのヴェオリア社は、1853 年水供給会社
として設立されたジェネラル・デ・ゾー社を前身と
する企業で、その中で総合水事業を展開するヴェ
オリア・ウォーターは、2008 年末現在、給水人口
8,050万人、浄水処理施設5,176か所を有しています。
　同じくフランスのGDFスエズ社は、1880 年、フ
ランス・カンヌにおける上水道事業を開始した会
社です。1997 年、Compagnie financiere de Suez
と合併し、スエズ・エンバイロメントに社名を改
称しました。2008 年末現在、給水人口 7,600 万人、
浄水処理施設 1,746 か所を有しています。
　テムズ・ウォーター社は、1980 年代、イギリス
政府が電気、ガス事業に続いて上下水道市場にお
いても規制緩和を行った際、ロンドンのテムズ水
道局を母体として生まれました。100 パーセントに
及ぶイギリスの民営化水道事業を一手に引き受け
る巨大企業であり、海外にも進出しています。

　以上 3つの企業だけで、世界中の民営水道による
給水人口の約 8割を占めているといわれています。
　これらの企業がここまでシェアを拡大した理由
の一つには、自国政府からの後押しの存在が大きく
関係しているといわれます。特にフランスでは、当
時のシラク大統領が「世界の水ビジネスのトップセ
ールスマン」とも呼ばれるほど、海外の水ビジネス
への参入に力を入れていたといわれています。

出典：産業競争力懇談会（COCN）
「水処理と水資源の有効活用技術プロジェクト報告書」

上位3社による世界の水道市場の寡占化

スエズ（仏） 125

ヴェオリア（仏） 108

70

37

20

16

14.5

13

6

5.5

テムズ・ウォーター（豪）

上位3社により80％独占
SAUR（仏）
ユナイテッド・
ユーティリティズ（英）
AW（英）

Gervern（英）

インターナショナル（英）

Kelda（英）

E.ON（独） （給水人口：百万人）

企業別給水人口

世界の水道市場の現状

余剰電力

発電

出典：産業競争力懇談会「水処理と水資源の有効活用プロジェクト報告書」

図4-3-8　CDM事業を活用した下水汚泥資源化施設の建設と運営のモデル
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第3節　世界への貢献と水ビジネス

　第 4章では、地球上の、有限で偏在している水の保
全に、わが国が果たすべき役割を考察しました。恒常
的に水ストレスの状態にある国々に比べるとわが国は、
すぐれた給水技術・システムのお陰で生存や生活に直
結する資源としての水に対する有りがたさや意識が希
薄になりがちです。しかし、わが国の経済社会活動は、
国内で消費するのと同程度の水を世界の水に負ってい
ることも忘れてはなりません。このことについては、
わが国のすぐれた上水供給や汚水処理技術を、知的所
有権に十分配慮しながら、適切に活用することで世界

の衛生的な水の確保の問題解決に貢献することが出来
ます。もとより国際社会においては、水もまたビジネ
スの対象であり、わが国の有する技術より劣るもので
あっても価格面での競争力が強かったり、要素技術よ
り遙かに巨大な水処理システムの維持・管理市場で日
本はあまり実績がなかったりするなど、わが国の水ビ
ジネスを巡る状況に楽観は禁物です。しかし、良好な
萌芽も見られるところであり、関係者の連携と政府の
一層の後押しによって、水環境の保全と水ビジネスの
振興を世界規模でさらに進めていく必要があります。

まとめ
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第5章
環境産業が牽引する新しい経済社会
－グリーン・イノベーションによる新たな成長－

　アメリカのサブプライムローン問題に端を発した世
界的な経済危機を契機として、各国は、環境・エネル
ギー分野に重点的な投資を行うことにより、景気の回
復と雇用の創出を図るとともに、地球温暖化問題をは
じめとする環境問題の解決につなげようと積極的な取
組を進めています。わが国においても、家電のエコポ
イント制度、エコカー減税・補助金などの政策を講じ
た結果、個人消費について持ち直しの動きが見られる
とともに、家電産業、自動車産業などの内需を下支え
することとなりました。
　こうした動きは一過性のものではなく、例えば、平
成 21 年 6 月の OECD閣僚理事会において採択された

「グリーン成長に関する宣言」では、経済の回復と環
境的・社会的に持続可能な経済成長を成し遂げるため
の「グリーン成長戦略」策定作業を OECD に要請す
るなど、世界規模で環境を軸としたパラダイム・シフ
トが加速しつつあります。
　この章では、経済成長の原動力として期待される環
境産業に焦点を当てて、その現状と今後の見通し、グ
リーン・イノベーションの促進や環境産業の創出・育
成のために講ずべき政策などについて考察するととも
に、持続可能性指標に関する研究の動向を示し、環境
と経済の好循環を生み出す新たな経済社会システムへ
の道筋について論じます。

　わが国は、すべての主要国による公平かつ実効性あ
る国際的枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前提と
して、温室効果ガス排出量を 2020 年までに 1990 年比
25％削減するという中期目標を掲げるとともに、低炭
素社会の実現に向けて 2050 年までに 80％削減するこ
とを長期目標としています。また、国際的にも、地球
温暖化防止や循環型社会の構築、生物多様性の保全と
いった取組は共通の課題であり、すべての国において

相応の対応が必要となります。このような課題の解決
に向けて、わが国のみならず世界中で環境産業の市場
規模や雇用創出が大幅に拡大するなど、環境産業の長
期かつ継続的な発展が見込まれます。
　本節では、世界的な環境産業の現状や見通しを概観
するとともに、わが国の環境産業の現状やその強みに
ついて考察していきます。

第1節　環境産業の現状

1　わが国、世界で拡大する環境産業

（1）世界における環境産業の現状と見通し

　環境産業の世界市場に関する推計を見ると、例えば、
「グリーン・ジョブ：持続可能な低炭素社会における
働きがいのある人間らしい仕事を目指して」（2008 年、
国連環境計画（UNEP）、国際労働機関（ILO）等が
作成。以下「グリーン・ジョブ報告書」という。）では、
2006 年時点で約 1.37 兆ドルとされる環境産業の世界
市場が、2020 年までに 2.74 兆ドルへと倍増すること
が見込まれています。
　また、アメリカの民間会社の推計によると、環境産
業の範囲や分類が異なりますが、2000 年から 2008 年
までの環境産業の世界市場は年率 4％強の割合で伸び

てきています。2009 年には世界的な経済危機を受け
マイナス成長が見込まれるものの、2010 年以降は再
び 3％強の成長を続けるものと予測されています。こ
れを地域別に見ると、2008 年から 2012 年にかけてア
ジアが最も大きく成長し、約 200 億ドルの市場拡大が
見込まれます（図 5-1-1）。
　環境産業に対する雇用への期待も高まっています。
グリーン・ジョブ報告書では、特に、再生可能エネル
ギー分野について、2006 年における世界全体の雇用
規模が約 233 万人であるのに対し、2030 年には、風
力発電で 210 万人、太陽光発電で 630 万人、バイオマ
ス発電で 1,200 万人、合計で少なくとも 2,000 万人の
新規雇用が生み出されるとしています。
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第1節　環境産業の現状

（2）わが国における環境産業の現状と見通し

　環境省においては、OECD の環境分類に基づき、
わが国における環境産業の市場規模及び雇用規模につ
いて調査を行っています。この調査によれば、平成
12 年度以降、わが国における環境産業の市場規模及
び雇用規模は継続して拡大基調にあります（図
5-1-2）。平成 20 年度について見ると、住宅以外の建物
に係る建設リフォームや水道業などのほか、低排出・
低燃費自動車や省エネ家電などの環境保全を考えた消
費者の行動が需要を誘発するビジネスも含めた市場規
模及び雇用規模は、それぞれ約 75 兆円、約 176 万人

と推計されます。
　一方で、環境省が、上場企業及び従業員 500 人以上
の非上場企業等を対象に、平成 21 年度に実施した「環
境にやさしい企業行動調査」（以下「企業行動調査」
という。）によると、4 割を超える企業がすでに環境
産業を展開しており、今後新規参入する予定の企業を
加えると、6 割以上の企業が環境産業を前向きに位置
づけていることが明らかとなりました。このように、
環境産業は新たな成長分野として期待されており、「新
成長戦略（基本方針）～輝きのある日本へ～」（平成
21 年 12 月閣議決定。以下「新成長戦略（基本方針）」
という。）においても、あらゆる施策を総動員するこ
とにより、2020 年までに 50 兆円超の環境関連新規市
場の開拓、140 万人の環境分野の新規雇用を目指して
います。

再生可能エネルギー導入による雇用創出効果コラム

　今般の世界的な経済危機に対し、各国が再生可
能エネルギーの積極的な導入などを柱としたいわ
ゆる「グリーン・ニューディール政策」をとった
ように、再生可能エネルギーの導入は、二酸化炭
素の排出削減だけでなく、大きな雇用創出をもた
らします。
　「グリーンジョブとクリーンエネルギー経済」
（Ditlev Engel 氏（デンマーク・ベスタス社CEO）
及びDaniel M. Kammen 氏（バークレイ環境研究
所長）作成）によると、化石燃料エネルギーより
も再生可能エネルギーを導入した方が、関連産業
に対する直接的な雇用創出量（電力生産量単位当
たり）が大きいと指摘しています。これは、再生
可能エネルギーの多くが、小規模・分散型エネル
ギーであることから、裾野が広いことに加え、労
働集約型の産業が多くかかわっていることに起因
すると考えられます。太陽光発電を例にすると、
機器の製造、設置、保守管理等の各段階で、太陽
電池メーカーやシステム周辺機器メーカーのほか、
住宅メーカー、建材メーカー、ゼネコン、工務店
などさまざまな事業主体がかかわっており、関連

産業に対する直接的な雇用創出量が最も大きくな
っています。
　また、再生可能エネルギーを生み出す森林や水
などの自然資源は、大都市に比べ地域に豊富に存
在するため、再生可能エネルギーの導入は、単に
多くの雇用を創出するだけでなく、大都市以外の
地域での雇用を創出し、雇用の地域格差の是正に
つながることも期待できます。

エネルギー GWh当たりのJob-Year
太陽光発電 0.91
太陽熱 0.27
地熱 0.25
バイオマス 0.22
風力 0.17
原子力 0.15
石炭 0.11
天然ガス 0.11

注：1Job-Yearは，1人が職員として1年間雇用されたことを指す
資料： 「グリーンジョブとクリーンエネルギー経済」（Ditlev Engel

／ Daniel M. Kammen）より環境省作成

エネルギー種別の雇用創出量
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図5-1-2　わが国における環境産業の市場規模の推移
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図5-1-1　地域別で見た世界の環境市場
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2　わが国の環境産業の強み

（1）世界最高水準の環境技術の開発

　わが国の環境技術力を特許件数から見ると、アメリ
カや欧州における環境分野の特許件数が近年ほぼ横ば
い傾向にある一方で、わが国で登録される環境分野の
特許件数は、上昇傾向にあり、平成 20 年にはおよそ
2,000 件となっています（図 5-1-3）。また、環境技術
の特許出願に占める各国シェアでは、大気・水質管理、
固形廃棄物管理、再生可能エネルギーなどの各分野に
おいて、わが国は高い水準に位置しています（図
5-1-4）。さらに、わが国の企業等が世界各国で行った
特許出願について特許庁が調べた結果を見ると、日本、
アメリカ、欧州、中国、韓国の 5か国（地域）におけ
る太陽電池の出願人国籍別出願件数は、日本、アメリ
カ、中国において、わが国が最も高いシェアを有して

いました。

（2）グリーン・イノベーションを支える研究
開発投資の拡大と研究者の育成

　わが国の環境技術は、企業や大学等におけるイノベ
ーションへの絶え間ない努力に支えられています。そ
の基盤となるのがすぐれた研究者と豊富な研究開発投
資であり、その充実がイノベーションを引き起こし、
新たな環境技術の開発、ひいては国際競争力の強化に
つながると言えます。
　わが国における研究費の総額は、これまで増加傾向
にありましたが、今般の経済危機の影響から、平成
20 年度は約 18.8 兆円（対前年度比 0.8％減）と、わず
かではありますが、9年ぶりに減少しました。しかし、
環境分野については約 1.1 兆円（対前年度比 2.6％増）
となり、ここ 10 年の間に約 3 倍の伸びを示していま
す（図 5-1-5）。なかでも、企業等における研究費が約
80％を占めており、わが国の環境分野における研究開
発を支えていることが分かります。また、環境分野を
含むわが国の研究者数についても継続して増加傾向に
あり、平成 21 年 3 月 31 日現在で約 84 万人と前年に
比べ 1.4％増となっています。

（3）アジアの一員としての成長の可能性

　地理的にも経済的にもわが国と密接な関係を有する
アジア地域は、世界の人口の半分以上を占め、急速に
経済が成長する一方で、温室効果ガスの排出、大気汚

欧州での登録件数（左軸）

日本の環境分野研究費（右軸）

アメリカでの登録件数（左軸）

日本での登録件数（左軸）

（件）
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資料：総務省「平成21年科学技術研究調査」及び特許庁「重点8分
野の特許出願状況」より環境省作成

（年度）

図5-1-3　環境分野の特許件数（日・米・欧）及び日
本の環境分野研究費の年別推移
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図5-1-4　環境技術に関する特許の各国シェア
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第1節　環境産業の現状

急成長するアジアの環境市場におけるわが国の環境産業拡大の可能性コラム

　近年、アジア諸国の経済成長はめざましく、今
般の世界的な経済危機にも適切に対応し、今や世
界経済の牽引役として堅調な回復を見せています。
その一方で、特にアジアにおける中間所得層の成
長が著しいこと、また、わが国がこれまでの発展
過程で直面し克服してきた環境問題などの制約要
因や課題を抱えながら成長している状況は、今後
のわが国の環境産業にとって大きなビジネスチャ
ンスが存在すると見ることができます。
　太陽光発電を例にとると、EPIA（European 
Photovoltaic Industry Association）の推計では、
2007 年現在で約 130 億ユーロ（約 1.6 兆円）であ
った太陽光発電の世界市場が、2020 年には約 940
億～1,390 億ユーロ（約 11～17 兆円）、2030 年には
約 2,040 億～4,540 億ユーロ（約 25～55 兆円）へと

急激に拡大するとしています。なかでも、アジア
市場の成長は著しく、高位推計で見た場合、世界
市場に占めるシェアは、2007 年の 3.2％から 2020
年には 25.4％に、2030 年には 44.0％になると推計
しています。
　世界最高水準の環境技術を有し、アジア諸国と
密接な関係を有するわが国は、アジア諸国から大
量の需要を獲得できる有利な状況にあり、環境産
業がわが国の経済成長を牽引する可能性を秘めて
います。環境産業を巡る市場は、すでに厳しい競
争下にありますが、技術革新を通じて確固たる競
争優位を確保するとともに、官民一体となって、
地域の特性やニーズに沿った海外展開を図ること
が求められます。
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資料：Solar Generation Vｰ 2008（EPIA)より環境省作成
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染、水質汚濁、廃棄物の不適切な処理、森林減少等の
環境問題が深刻化しています。こうしたアジア諸国が
持続可能な発展を遂げるためには、経済成長を維持し
つつ公害問題を克服してきたわが国の経験と知恵をア
ジア諸国で共有し、わが国がアジアの成長の架け橋に
なることが必要であり、これにより、これまで述べた
わが国の強みである環境技術を積極的に展開すること
ができると考えます。

環境分野研究費 環境分野研究費（対前年度比） 研究費（総額）（対前年度比）

注：環境分野研究費のうち、平成10年度から平成12年度までの
　　データは「環境の保護」として調査した結果数値であり、平成
　　13年度から平成20年度までの数字は、「環境」として調査した
　　結果数値。
資料：総務省「平成21年科学技術研究調査」より環境省作成
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図5-1-5　日本の科学技術研究費の総額及び環境目的
に使用した科学技術研究費の推移

　循環型社会形成推進基本計画（平成 20 年 3 月閣議
決定）においては、循環型社会を「資源採取、生産、
流通、消費、廃棄などの社会経済活動の全段階を通じ
て、廃棄物等の発生抑制や循環資源の利用などの取組
により、新たに採取する資源をできるだけ少なくした、
環境への負荷をできる限り少なくする社会」と表して
います。こうした循環型社会の構築に貢献するビジネ
スを循環型社会ビジネスと言います。ここでは、循環
型社会ビジネスが拡大している状況を見ていきます。
　環境分野でもデカップリングの考え方が注目されて
います。デカップリング（decoupling）という言葉は
「分離」を意味しています。環境分野で用いる場合は、
環境負荷の増加率が経済成長の伸び率を下回っている
望ましい状況を表します。これまでの世界、特に 20

世紀は大量生産、大量消費、大量廃棄といういわば資
源の消費拡大と環境負荷の増大によって経済成長して
きたといえるでしょう。これまで並行するように増大
してきた経済成長と環境負荷のベクトルの向きを分離
すること、すなわち物質や資源に着目すれば、天然資
源等投入量の増加が経済成長の伸び率を下回るという
デカップリングの状況に持っていくことが重要です。
　図 5-2-1 はわが国の GDP、天然資源等投入量（国産・
輸入天然資源及び輸入製品の量）、循環利用率及び最
終処分量の各指標、循環型社会ビジネスの市場規模、
雇用規模の推移を表したものです。これを見ると、わ
が国は、着実にデカップリングが進んでいます。循環
型社会ビジネスという新たな市場・雇用も生まれ、拡
大していることもみてとれます。

第2節　持続的な経済社会活動に向けた循環型社会ビジネス

1　拡大する循環型社会ビジネス
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最終処分量（一般廃棄物＋産業廃棄物）伸び（指数：平成2年基準）　出展：環境省
「第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第二回点検結果について」

天然資源等投入量の伸び（指数：平成2年基準）　出展：環境省「第二次循環型社会
形成推進基本計画の進捗状況の第二回点検結果について」

日本の循環型社会ビジネス雇用規模伸び（指数）　出展：環境省「第二次循環型社会
形成推進基本計画の進捗状況の第二回点検結果について」

循環利用率伸び（指数：平成2年基準）　出展：環境省「第二次循環型社会形成推進
基本計画の進捗状況の第二回点検結果について」

日本の循環型社会ビジネス市場規模伸び（指数）　出展：環境省「第二次循環型社会形
成推進基本計画の進捗状況の第二回点検結果について」

GDP伸び（指数：平成2年基準）　出典：内閣府「国民経済計算」

産業廃棄物処理業(従業員数)伸び（指数：平成2年基準）　出典：総務省統計局「事業
所・企業統計調査」

産業廃棄物処理業(事業所数)伸び（指数：平成2年基準）　出典：総務省統計局「事業
所・企業統計調査」

図5-2-1　経済指標と3R指標の伸び推移（平成2年基準）
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第2節　持続的な経済社会活動に向けた循環型社会ビジネス

　循環型社会ビジネスについて環境省が調査した結果、
循環型社会形成推進基本法（平成 12 年法律第 110 号。
以下「循環型社会基本法」という。）が制定され、循
環型社会元年といわれた平成 12 年度には 29 兆 5855
億円（GDP の約 5.9％）であった循環型社会ビジネス
の市場規模は、平成 19 年度には 38 兆 644 億円（GDP
の約 6.8％）となり、約 1.3 倍に拡大していると推計
されました（図 5-2-2）。また、雇用規模については、
約 53 万人（平成 12 年度）から約 65 万人（平成 19 年
度）と約 1.2 倍に増加していると推計されました。
　

　消費者である国民一人ひとりの意識も確実に変化し
ています。内閣府が平成 21 年 6 月に行った世論調査
によると、製品等を購入する際に、その製品の素材に
再生された原料が用いられていたり、不要になった後
リサイクルがしやすいなど、環境にやさしい製品を買
うことについて、どれくらい意識しているか聞いたと
ころ、「意識している」とする方の割合が 81.8％でし
た（図 5-2-3）。「意識している」とする方の割合は、
性別で見ると女性が、年齢別に見ると 50 歳代、60 歳
代が高くなっていました。こうした消費者の意識に合
致した商品、サービス等を提供することで新たな需要
が生まれる可能性が十分あると考えられます。

2　ビジネスにおける循環型社会に向けた取組

　さまざまなアイディアを活用しながら循環型社会ビ
ジネスが展開されています。ここでは、消費者の目に
触れる形で行われている循環型社会ビジネスの取組を
紹介します。

（1）循環型社会に向けた取組を活用して新市
場を開拓

○ 住宅メーカーＳ社の再生住宅「エバーループ」
　Ｓ社は、既存の住宅を再生し、新たに分譲するとい
う、従来の中古住宅流通の概念を変える新しいシステ
ムとして「エバーループ」を提供しています。住宅を
壊すことなく、耐震性や外装、設備など最新の性能に
して再販することで、住宅の長寿命化と資源の有効活
用を促進する循環型の取組です。「新築か」「中古か」
ではない「第 3の選択」として提供しています。

（2）軽量化

○容器包装の軽量化（図 5-2-4）
　飲料会社Ｎ社はペットボトル形状の工夫等により、
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図5-2-2　循環型社会ビジネスの市場規模と雇用規模の
　　　　　推移
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図5-2-3　環境にやさしい製品の購入（グリーン購入）
の意識

約2％削減

資料：麒麟麦酒株式会社資料より環境省作成

図5-2-4　容器包装の軽量化
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消費者の使いやすさを損なうことなく、同社従来品に
比べ 40%の軽量化を図った 520ml ペットボトル商品
を販売しています。飲料会社Ｋ社は、外装の角をとっ
たコーナーカットカートンを採用することで持ちやす
さと箱の強度アップを実現しながら段ボール使用量を
約 2％削減しました。その他、さまざまな事業者にお
いて容器包装の軽量化の取組が行われています。

（3）静脈産業と動脈産業の連携

○ 使用済み蛍光管から伝統工芸品の製造（図 5-2-5、
図 5-2-6）

　Ｓ 1 社は使用済み蛍光管のリサイクル技術（脱水銀
化処理）を開発し、ガラス製品の原材料となるカレッ
ト（ガラス屑）を製造しています。ガラス製造会社Ｓ

2 社では、当該カレットを原材料として、東京都伝統
工芸士やすみだマイスターとして認定された職人の手
により再生ガラスを製造しています。使用済み蛍光管
1 本分から約 1 個の再生ガラスが作られており、グラ
スとしては日本初のエコマーク認定を受けています。
また当該カレットは、名古屋市上下水道局との企画に
よりカラフェ（水差し）の原材料として水道水の安全
性やおいしさを伝えるキャンペーンや脱ペットボトル
の取組にまで活用されています。

（4）循環型社会と低炭素社会、自然共生社会
の統合的取組

○太陽光発電パネルのリユース（図 5-2-7、図 5-2-8）
　長野県にあるＮ社は、太陽光発電の普及に伴って将
来顕在化すると見込まれる太陽光発電パネルの廃棄・
処理問題に先行し、中古の太陽光発電パネルのリユー

Flow 適正処理フロー（フローシート）

直管型蛍光管

直管型蛍光管その他

環状管型蛍光管

コンパクト型蛍光管

電球型蛍光管

その他ランプ類

低圧ナトリウムランプ

水銀灯

ピンカット 乾式洗浄
40w直管専用処理ライン

口金除去 両端カット 分別破砕

真ちゅう
マテリアルリサイクル

マテリアルリサイクル

マテリアルリサイクル

マテリアル
リサイクル

口金アルミ

プラスチック

口金アルミ

パウダー

パウダー

高品質カレット

低品質カレット

外管　高品質ガラスカレット

内管　低品質ガラスカレット内管　低品質ガラスカレット

環状管・直管兼用処理ライン

サーマルリサイクル

破砕・水和処理

雑ランプ破砕機 外部委託処理

脱
水
銀
化
処
理
工
程

脱
水
銀
化
処
理
工
程

水銀 金属水銀原料

最終
処分

マテリアル
リサイクル高品質ガラスカレット

低品質ガラスカレット低品質ガラスカレット 最終
処分

手解体

手解体

両端カット 分別破砕
高品質カレット

低品質カレット

高品質カレット

低品質カレット

脱水銀化処理装置1脱水銀化処理装置1

脱水銀化処理装置2脱水銀化処理装置2

出典：株式会社サワヤ

図5-2-5　使用済み蛍光管の脱水銀化処理

資料：松徳硝子株式会社

図5-2-6　使用済み蛍光管から製造された再生ガラス
 （カラフェ）

資料：ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社

図5-2-7　リユースされる中古パネル
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第2節　持続的な経済社会活動に向けた循環型社会ビジネス

スを行い、循環型社会と低炭素社会の統合的取組を行
っています。
　
○森林酪農（図 5-2-9）
　Ａ社は、放置された里山において自然放牧を行う「森
林酪農」に取り組んでいます。放牧され、森林の下草
を食べている乳牛から、牛乳を生産します。乳牛は地
ならしもし、ふん尿は森に還元されるという循環を成
立させ、循環型社会と自然共生社会の統合的取組を行
っています。

（5）コミュニティビジネス

○自転車レンタルと放置自転車対策の融合（図 5-2-10）
　Ｂ社は、大学や商業施設などの放置自転車を整備し

て再び使えるようにリサイクルして、全国で 120 校程
度の大学において学生を対象にレンタルを行っていま
す。これは循環型社会づくりに向けた取組と放置自転
車対策とを融合させた取組といえます。

（6）循環型社会ビジネスを活用した地域活性化

○信州型木製ガードレール（図 5-2-11）
　長野県は、①地球温暖化防止対策に寄与する、②県
産間伐材を使用する、③廃棄後のリサイクル等循環型
社会構築に寄与する、④環境保全や景観改善に寄与す
る、⑤新たな県内産業の育成による雇用創出に寄与す
るといった特徴を有する木製のガードレールを信州型
木製ガードレールとして認定し、県内の観光地等で使
用を開始しています。これにより鋼材の利用削減と間

予想年廃棄量＊

（現行EVA有モジュール）

リユース

既存業者でのリサイクル
・廃棄処理
　AI回収
・加熱（EVA燃焼）＋非鉄製錬技術
　AI、ガラス、Agの回収

PV専用工場でのリサイクル
・現行開発技術を基本
　AI、ガラス、Si、（Ag？）回収

・新規技術
　AI、ガラス、Si、Ag回収

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年

＜5MW（500t） 10MW（1,000t） 100MW（1万t）> 300MW（3万t） 1,000MW（10万t）

住宅用　災害用　海外向け　集積センター　新規ビジネス？

5MW未満

5～10MW

20MW対応の工場

100MW対応の工場（新方式の低コスト処理）

注：廃棄量は2004年までの導入実績と2010年482万kW導入目標達成を前提とした2005～2010年までの導入予測値を基に、購入後20年廃棄と仮
定した場合（図1.5-1参照）。2010年までは、現行のEVAを用いてラミネートしたモジュールが販売されると想定し、このタイプのモジュールが廃棄。
資料：（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構

図5-2-8　今後の結晶Si太陽電池モジュールのリサイクル・リユースの予測

◯放置された里山、手入れの必要な植林地、耕作放棄地、廃牧場、
廃スキー場・ゴルフ場などを有効活用 →価値創出

◯1ha当たり、0.5～2頭の放牧 →ふん尿の自然循環が可能

◯輸入飼料に依存せず、主に森林の下草をえさにする

◯365日、昼夜周年放牧 →大規模な牛舎は不要

◯自然交配、自然分娩、母乳哺乳、長期搾乳、が基本

資料：アミタ株式会社

図5-2-9　森林酪農
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伐材の利用促進にもつながっています。

○ 地域特産物から生じる循環資源の有効利用（図5-2-12）
　岡山県倉敷市児島は江戸時代から「繊維の町児島」
といわれており、日本でジーンズの生産が始まった「国
産ジーンズの誕生」の町です。現在日本で販売されて
いるジーンズの約50％がこの児島で生産されています。
これらの生産時に廃棄されるデニムの残反を活用した
デニムエコバッグを作成し、販売することで、廃棄物
の発生抑制と地域活性化に貢献しています。

　ここまで見てきたように、全国でさまざまな形、規
模の循環型社会ビジネスが始まっています。循環型社

会ビジネスに投資することで、資源の使用量と廃棄物
の排出量を減少させ、コスト削減につながり、さらに
は、新たな需要の創造も期待されます。その一歩は、
世界最高の技術の獲得や世界初のビジネスモデル構築
につながるチャンスです。環境と経済の好循環を生み
だし、循環型で持続可能な社会を構築していくことが
重要です。

③大
エコチ 取る

②エコチ イト ら
し込む

①エエコチ を
是非非、使 い

写メで④
セージ皆さん

・サイ⑤通
コチャ楽しい

⑥放置自転車激減⑥⑥⑥⑥
エコチャリリサイクルエコ

レンタル開始

間満了期間
却返

リサイ
回収

全国の放置自転車

資料：株式会社バイクオフコーポレーション

図5-2-10　自転車レンタルと放置自転車対策の場合

下諏訪町
八島高原駐車場

飯田市
千代

資料：長野県

図5-2-11　木製ガードレール

資料：株式会社山陽マルナカ

図5-2-12　地域特産物から生じる循環資源の有効利用

資源循環プロセスにおけるエコタウンの役割コラム

　エコタウン事業は、「ゼロ・エミッション構想」（ある
産業から出るすべての廃棄物を新たにほかの分野の原
料として活用し、あらゆる廃棄物をゼロにすることを
目指す構想）を地域の環境調和型経済社会形成のた
めの基本構想として位置付け、併せて、地域振興の
基軸として推進することにより、先進的な環境調和型
のまちづくりを推進することを目的として、現在まで
に全国 26地域のエコタウンプランが承認されていま
す。
　環境省がエコタウンにおける資源循環プロセス
について調査した結果、全国のエコタウンに投入さ
れた循環資源は約 220 万トンとなっており、このう
ち約 91％が製品・原料化又はエネルギー利用（減

量化を含む）されており、高い効率での利活用が行
われていることが確認されました。地域別にみると、
エコタウン施設が調達する循環資源のうち約 59%
が同一エコタウンプラン内から調達され、またエコ
タウン施設が供給する製品・エネルギーのうち約
40%は製品等として同一エコタウンプラン内に供給
されており、地域循環の中核としての機能を担い得
ることが明らかになりました。
　また、全国のエコタウン全体での環境負荷削減
効果を試算したところ、最終処分量で約100万トン、
二酸化炭素排出量で約 42 万トンとなり、一定の削
減効果を挙げていることが明らかになりました。
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第3節　経済社会システムを変える環境技術・環境産業

第3節　経済社会システムを変える環境技術・環境産業

　これまで見てきたように、環境産業や循環産業は、
環境保全と経済成長の両面からの貢献が期待されると
ともに、長期的には経済社会システムを変える力があ
ると考えられます。第 2章で述べたように、例えば、
スマートグリッドが実現すると、再生可能エネルギー
の導入が拡大するとともに、電力需給バランスの調整
のために据え置き型の大型蓄電池に蓄電されるように
なったり、スマートグリッドに警備システムや家電を

操作する機能を付加した新たなサービスが展開される
ことも考えられます。
　本節では、このスマートグリッドのように経済社会
システムを変える可能性がある環境技術やサービスを
紹介するとともに、環境産業や経済活動のグリーン化
を資金面で支える金融の取組について、現状と今後の
見通しについて概観します。

1　わが国のすぐれた環境技術

　わが国のすぐれた技術から生み出される素材や製品
は、軽量化による省エネ効果をもたらし、環境負荷の
軽減に大きく貢献しています。こうした技術の一つに、
炭素繊維が挙げられます。世界の高性能炭素繊維市場
において日本は約 80％と圧倒的なシェアを誇ってい
ます（図 5-3-1）。日本企業は、長期間にわたり研究開
発投資を継続し、国からの研究開発プロジェクトの支
援なども受けて研究を行った結果、欧米企業と比較し

て技術上の優位性を保っています。
　炭素繊維は、軽くて丈夫で錆びないという特性から、
飛行機や自動車の構造材に適し、かつ省エネ性能を向
上させます。例えば、現在生産が進んでいる中型航空
機では、胴体、主翼、垂直・水平尾翼など主要な機体
構造の 50％に炭素繊維である CFRP（Carbon Fiber 
Reinforced Plastic）が用いられており、従来機に比べ
約20％軽量化されています。この機体について「原料・

調達地域が特定できないもの
（80）4％

供給地域が特定できないもの

（20）1％

（220）10％

リサイク残さ処分（60）3％

（単位：千t）

（100）5％

（590）27％

都道府県外再生資源

再生資源
調達量
再生資源
調達量

（2,200）100％
利活用量

（2,000）91％

生産された
製品・原料

（1,200）55％

エコタウンプラン
内再生資源
（1,300）59％ エネルギー利用

量・減量化
（780）35％

リサイクル残さ処分（120）6％

エコタウンプラン内資源循環量

（890）40％

（180）8％

エコタウンプラン外の施設立地都道府県内

都道府県外

エコタウンプラン

都道府県外資源循環

注：図中の数量及び構成比は、万トン未満を四捨五入しているため収支が一致しない
出典：環境省

エコタウンプラン外・都道府県内再生資源

エコタウンプラン外・都道府県内資源循環

エコタウンの可能性
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素材製造」、「組立」、「走行・運航」、「廃棄」という
10年間のライフサイクルの二酸化炭素排出量を見ると、
従来機に比べて 1 機当たり年間 2,700 トンの二酸化炭
素削減効果が見込まれます（図 5-3-2）。現在、世界で
稼働中の 100 席以上のジェット旅客機 1万 5 千機が炭
素繊維を使った航空機に置き換わったと仮定すると、

年間約 4,050 万トンの二酸化炭素が削減されます。こ
れは、世界の 1人当たりの二酸化炭素排出量が年平均
で約 4 トンであることから、約 1,000 万人分に相当す
る排出削減効果となります。炭素繊維は、環境に配慮
した製品の需要が高まる中、航空機の機体や自動車の
車体などへの利用がさらに拡大し、運輸部門の二酸化
炭素削減に貢献することが見込まれるほか、炭素繊維
のもつ軽量性や高剛性から、風力発電用風車ブレード
の大型化や、燃料電池自動車に搭載される高圧水素タ
ンク、燃料電池など幅広い活用が期待されます。
　また、炭素繊維のほかにも、日本が世界的にシェア
を大きく占める技術で、環境負荷低減に対して高い効
果が期待される技術があります。白色 LED は、1996
年にわが国で開発された、小型軽量、省電力で寿命の
長い光源で、白熱電球などを代替する照明用点光源と
して急速に広がっています（図 5-3-3）。すでに、小型
液晶バックライト、信号機、テレビ用大型ディスプレ
ーなどへの実用化が進んでいますが、特に近年は、低
コスト化が進み、白熱電球に代わるダウンライトなど
として企業や家庭に普及してきています。
　LED 電球は、従来の白熱電球と比べて、消費電力
が約 8 分の 1 に減少します。LED 電球の利用コスト
を白熱電球のそれと比較した場合、約 1.3 年間で白熱
電球の代わりに LED 電球を利用するメリットがもた
らされると計算されます（表 5-3-1）。
　これまで、白色 LED に係る日本企業の世界シェア
は高いとされてきましたが、近年、台湾のシェアが高
まり、韓国がこれを猛追しています。このように国際
競争が激化する中、発光効率向上と低コスト化におい
て、まだ開発途上ともいわれており、日本が現在の世
界シェアを維持し、拡大していくためには、民間の技
術開発の推進と、普及を後押しする政府の取組が必要
です。
　このほかにも、日本が世界的に大きなシェアを有す

発光効率・高

発光効率・低

寿命・長寿命・短

白色LED蛍光ランプ

白熱電球

資料：グリーンIT推進協議会、IT・エレクトロニクス機器における
省エネ関連技術の開発ロードマップ調査研究報告書
（2009.5）より環境省作成

図5-3-3　白色LEDのポジショニングイメージ

白熱電球60W型 LED電球 比較

6.4W

40,000時間

2,880円

5,632円

426円

約1／8に減 （CO2排出
量も約1／8に）

40倍

約29倍

41,888円の減

約1.3年で価格差を
回収可能

54W

1,000時間

100円

47,520円

2,576円

消費電力

写真（注1）

寿命

価格（注2）

40,000時間利用時の電気代
（注１）

1年間のコスト（注3）

注1：製品画像及び電力料金目安単価は、東芝ライテック社資料か
ら引用

2：LED電球の価格は環境省調べ
3：年間2000時間使用した場合の年間電気代及び購入コスト。
価格を寿命（時間）で割り、1時間当たりの電気代に上乗せし
て算出。

資料： 環境省

表5-3-1　60Wタイプ白熱電球をLED電球に置換した
場合の比較

三菱レイヨン

東レ

東邦テナックス

Hexcel

Cytec

台湾プラスチック

日本メーカー：シェア80％

出典：総合科学技術会議（第80回）資料

図5-3-1　日本メーカーの高性能炭素繊維市場の占有率

航
空
機

従来機

20％軽量化

CFRP50%適用
（構造部材＊）

700 3,800 390,000 0

900 3,000 364,000 0

原料・素材製造 組立 廃棄走行・運航
（10年間）

従来比
約27,000t
/10年の

CO2削減効果

＊構造部材はエンジン・内装品を除く
出典：東レ株式会社「CSRレポート2009」

CO2排出量（t/台）

図5-3-2　炭素繊維利用によるCO2削減効果（LCA）［炭
素繊維協会モデル］
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第3節　経済社会システムを変える環境技術・環境産業

る技術で、環境配慮型の製品に応用が期待されるもの
としては、水の浄化に使われる逆浸透膜や電気自動車
などに使われるリチウムイオン 2次電池セパレータ、
自動車のインバータなどに使われる IGBT パワー半導
体などがあります。環境産業が発展し、日本が技術上
の優位性をもつ製品が国内のみならず世界に広く普及
する状況が生まれてきており、日本の得意分野である

「ものづくり」の力が世界で発揮されようとしていま
す。その一方で、今後、これらの日本が強みをもつ技
術分野においても、白色 LED 電球の市場に見られる
ような国際競争の激化が、環境産業の発展と共に高ま
ることが考えられることから、国内における普及の促
進等、政府の適切な支援が必要と言えます。

　環境負荷を減らし、持続可能な社会を構築するため
には、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の
経済社会システムからの転換を図る必要があります。
その方法の一つとして、モノを販売するという消費形
態にこだわらず、モノがもつ機能だけを提供するとい
うビジネスが注目されています。
　わが国にすでに定着しているビジネスとして、サー
ビスを提供する事業者が製品をライフサイクルで管理
することで環境負荷を削減する「製品のリース・レン
タル」、製品の長寿命化を図ることで環境負荷を削減
する「製品のリペア・リフォーム」などがあります。
最近では、モノの共有化・共同利用を進め、社会全体
で使われている製品の量を全体として少なくし、資源
消費量や環境負荷を削減するという手法も取られるよ
うになってきました。「カーシェアリング」等の事業
がこれに当たります。また、省エネルギー診断や設計

･ 施工、運転 ･ 維持管理、資金調達などに係るサービ
スを包括的に提供して、ビル全体や施設全体を省エネ
ルギー化し、温室効果ガスの排出削減を実現する
「ESCO（Energy Service Company）事業」なども市
場が拡大しています。
　こうしたモノがもつ機能を提供するビジネスは、例
えば、「製品のリース・レンタル」について考えると、
製品が廃棄されるまで維持管理が適切に行われること
により製品の有効利用が促進されるとともに、使用済
み製品が必ず回収されるためリサイクルが確実に行わ
れるなど、循環型社会の構築に寄与すると言えます。
さらには、事業者や消費者が製品の選択・利用する場
合に、モノを所有するのではなく機能・サービスを利
用するという新しい価値観を定着させることにより、
生産・消費行動を持続可能なものに変革していくこと
が期待されます。

日本の蚊帳とアフリカでのマラリア対策コラム

　人間の住環境をより良いものにしていく製品に
は日本の伝統的な蚊帳を用いたものもあります。
　マラリアで苦しむアフリカでは、マラリア予防
用に防虫剤を練り込んだ蚊帳の普及が進められて
おり、日本企業によって開発された蚊帳が広く配
布されています。耐久性にすぐれ、洗濯をしても 5
年以上防虫効果が持続するこの蚊帳の使用により、
マラリアを媒介する蚊から経済的かつ効果的に身
を守ることができます。2003 年からこの蚊帳の生
産が始まった現地では、数千もの雇用が生まれて
います。また、蚊帳の売上の一部が学校建設など
に使用されることで初等教育の充実が図られるな
ど、アフリカの自立的発展に貢献しています。 写真提供：住友化学

アフリカにおける蚊帳の生産工場の様子

2　「モノの販売」から「機能の提供」へ
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電気自動車のカーシェアリング～環境技術とシステムの融合～コラム

　平成 21 年は、国内メーカーによる電気自動車・
プラグインハイブリッド車の本格的な量産・市場
投入が開始されました。一方で、電気自動車等は、
現在のところ価格が高く、個人が購入しにくい状
況にあります。このため、電気自動車等を普及、
定着させる方法の一つとして、近年、自動車の所
有に比べ安価な費用負担ですみ、買い物や送迎な
どの利用が多いカーシェアリング用の車両として
電気自動車を導入する事例が増えてきています。
　環境省では、平成 21 年 1 月から平成 21 年 7 月
に実施した「次世代自動車等導入促進事業」にお
いて、電気自動車を 37 自治体等の 102 部署に対し
てカーシェアリング方式で貸出・管理を行い、公
用車として利用するなどの実証利用を行いました。
このほか、電気自動車の普及に積極的な神奈川県は、
レンタカー企業 2社と提携して、平日は県の業務
用に、週末は一般ユーザーが両社からそれぞれ電
気自動車を借りて使うことができる「ＥＶシェア
リングモデル事業」を平成 21 年 9 月から実施して
います。こうした先進的な取組は、大阪府箕面市、
東京都荒川区など多くの地方公共団体に広がりつ
つあります。また、民間事業者においても、電気
自動車を利用したさまざまな取組が始まりつつあ
ります。例えば、あるマンション管理会社におい
ては、マンション居住者に対し電気自動車を共同
で使えるシステムを提供するといった事業を展開
しています。
　海外に目を向けると、2007 年に開始したレンタ
サイクルシステムである「ヴェリブ（velib）」が交
通手段の一つとして定着したパリでは、ヴェリブ
の自動車版である「オートリブ（autolib）」を 2011

年 9 月より運用開始することとなりました。具体
的には、パリ市内 700 か所を含む 1,400 か所に充電
施設を備えた発着ステーションを設置し、4,000 台
の電気自動車を運用する大規模な事業となる予定
です。また、使用した電気自動車の返却は、借り
たステーションと別の場所でも可能とするととも
に、貸出料金も 30 分で 4～5 ユーロ（約 490 円～
610 円）程度であるなど、多くの市民に使いやすい
システムとなっています。
　こうした電気自動車を用いたカーシェアリング
が普及すると、渋滞の緩和、排気ガスや二酸化炭
素の排出量削減に大きな効果が見込まれます。さ
らに、リチウムイオン電池は、まだ量産効果が出
ておらず高価ですが、今後、電気自動車の市場投
入と普及によって低価格化が進めば、電気自動車
を用いたカーシェアリングを導入する地方公共団
体や企業がさらに増加するとともに、自動車を所
有するのではなく、機能を利用するという新たな
価値観が定着することも期待されます。

写真提供：神奈川県

神奈川県「EVシェアリングモデル事業」

　少子高齢化の進展、人口の都市部への集中、ライフ
スタイルの変化等に伴い、高齢者、障害者の介護や福
祉、まちづくりやまちおこしなどさまざまな課題が顕
在化しつつあります。従来、こうした課題は、行政、
市民のボランティアや慈善型の NPO といった主体に
よって対応されてきました。しかし、近年は NPO 自
らが、事業活動として得られる収入と提供するサービ
スのバランスを取りながら、課題の解決に取り組もう
とする例が注目されつつあります。この動きは、環境
保全に関しても例外ではなく、低炭素で持続可能な社
会を実現するためには、地域の未利用のエネルギー資

源や自然資源の活用・保全を通じて地域社会を活性化
する必要があり、地域の社会変革をもたらす事業型の
環境 NPO が活躍することが求められるようになって
きました。
　そのような事業型の環境 NPO の活動を促進してい
くためには、NPO 自身が経営・会計や資金調達のノ
ウハウを習得することや、自らの活動の経済性を向上
させるため、地域の中小企業、自治体、金融機関とい
った関係主体との連携体制を構築することなど、さま
ざまな観点からの取組を充実させることが必要です。

3　環境NPOによる持続可能な社会づくりへの貢献
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第3節　経済社会システムを変える環境技術・環境産業

地域ぐるみの市民共同おひさま発電所～NPO法人南信州おひさま進歩～コラム

　NPO法人南信州おひさま進歩は、平成 16 年、「エ
ネルギーの地産地消で循環型社会を目指して」と
の理念の下、寄付を募って資金をつくり、地域の
幼稚園・保育園などに太陽光発電設備を設置する
「市民共同発電所『おひさま発電所』プロジェクト」
を開始しました。
　その後、環境省の「環境と経済の好循環のまち
モデル事業」として採択された長野県飯田市のプ
ロジェクトを担う民間会社として、NPO法人南信
州おひさま進歩が母体となって、同年「おひさま
進歩エネルギー有限会社」（後に株式会社）が設立
されました。この事業は市民参加型の事業として、
市民出資（匿名組合契約）を募り、その資金をお
ひさま発電所の設置や、市内の事業所などの省エ
ネ事業に投資しようというもので、そこから生ま
れる電力の販売、省エネサービス料金などの収入
から、出資者への返還や損益の分配を行うという
ものです。その結果、総額 7億円を超える出資金
が集まり、おひさま発電所は長野県内に 162 か所、
1,280kWにまで拡大しています。併せて、省エネ
事業や、南信州に豊富に存在する森林資源（木質
バイオマス）を利活用した熱供給事業などを実施
しており、その全体の二酸化炭素削減効果は、年
間約 1,800 トンにのぼると推定されます。

　地域には、発電や熱供給としての太陽エネルギ
ーの直接利用をはじめ、豊富な森林資源や絶える
ことのない水資源と急しゅんな地形を利用した小
水力発電といった有力なエネルギー資源が多く存
在します。こうした自然エネルギーの利用に対して、
NPOがビジネスとして、地元の自治体や市民など
と協働して事業を行うことにより、地域が活性化
するとともに、持続可能な循環型社会が実現する
のではないでしょうか。

　企業の収益力や成長性等の判断基準に加え、環境へ
の取組なども考慮して行われる投資のことを社会的責
任投資（SRI）といいます。この SRI に基づく資産運
用残高は世界的に見て増加の傾向にあります。
　例えば、アメリカにおける SRI 型投資運用資産残
高は、近年増加してきています。2001 年～2003 年に
かけてはマイナス成長したものの、2003 年以降は再
びプラス成長を続け、2007 年には 1995 年比で 4 倍強
となる 2兆 7 千億ドルに達しています（図 5-3-4）。
　また、欧州においても、同様の傾向が見られます。
欧州における SRI 市場の規模の推移を見ると、2002
年以降増加を続け、2007 年には 2002 年比で約 8 倍と
なる約 2 兆 7 千億ユーロにまで拡大しています（図
5-3-5）。
　SRI 投資を行う日本国内のファンドの本数は増加傾
向で推移しており、2009 年 9 月では、83 本のファン
ドが SRI 投資を行っています。2009 年の SRI 投資の
純資産残高は、世界的な景気の落ち込みに伴い、前年
に比べ大きく減少していますが、基本的には 2003 年

以降、増加傾向にあります（図 5-3-6）。一方で、欧米
と比べると、SRI 投資の規模には大きな差があります。
2007 年時点で、アメリカや欧州の規模は数百兆円で
あるのに対し日本は数千億円程度となっています。こ
れは、アメリカや欧州では資産運用規模の大きな機関

4　環境産業へ向かう金融の流れ
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資料：Eurosif「European SRI Study 2008」より環境省作成

図5-3-4　米国におけるSRI型投資運用資産残高

写真提供：NPO法人南信州おひさま進歩

おひさま発電所（飯田市鼎みつば保育園）
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投資家が SRI投資の主体である一方、日本では、比
較的資産運用規模が小さい個人投資家向けの投資信託
が中心であることが影響しているといわれています。
特に欧州では、コア SRI 投資の 94％が機関投資家に
より占められています（図 5-3-7）。
　国や地域によって投資規模や成長率の差があるもの
の、世界全体で見た場合、環境などに配慮して投資を
行う SRI 投資は近年増加傾向にあるといえます。
　こうした動きの背景には、単に高い投資利回りだけで
なく、環境配慮や社会貢献も積極的に行いたいとする、
“ 投資ニーズの多様化 ”があるものと考えられます。公
募型ファンドは、多数の投資家の参加が必要であり、投
資家のニーズを踏まえて作られています。したがって、
わが国において、公募型のエコファンドの設定本数が
年々着実に増加している状況は、個人の環境意識が高ま
り、環境配慮型企業へ積極的に投資しようとする「グリ
ーン・インベスター」と呼ばれる投資家のニーズが高まり、

グリーンな投資が拡大しているとみることができます。
　SRI の他にも環境と金融に関する動きとして、金融
機関が自主的に定めた「赤道原則」と呼ばれるルール
に基づく、国際的な融資における取組が挙げられます。
赤道原則とは、総コストが 1,000 万米ドル以上である
など金融機関が一定の海外プロジェクトに融資を行う
際、そのプロジェクトが地域社会や自然環境に与える
影響に配慮しているかを確認するための枠組みであり、
金融機関のための原則です。赤道原則は 2003 年 6 月
に欧米金融機関 10 行によって採択されました。
　赤道原則を採択した銀行は、国際金融公社（IFC）
の環境社会配慮スクリーニング基準にしたがって、プ
ロジェクトをＡ（影響が非常に大きい）、Ｂ（限定的
であるが影響がある）、Ｃ（影響が少ない、全くない）
の 3つに分類します。Ａ、Ｂに分類された場合、銀行
は、産業別の「チェックリスト」等を用いた詳細な環
境レビューを実施するとともに、借り手側でも、環境
的及び社会的に実施可能な望ましい代替案の検討など
の社会環境アセスメントを行います。その際、借り手
とは独立した第三者である社会環境の専門家が、採択
銀行の環境影響評価のレビューを行います。採択銀行
は、年に 1度は、赤道原則の実施プロセスや実績につ
いて公表することが義務づけられています。
　2003 年の採択以後、赤道原則を採用する金融機関は
着実に増加し、2009 年現在、日本の金融機関 3行を含
む 67の金融機関が同原則を採択しています（図 5-3-8）。
　赤道原則の誕生と発展により、現在では、国際的な
プロジェクトファイナンスの約 80％以上が同原則を
採択した金融機関によって実施されることとなり、民
間金融機関が投資を行う際の事実上のルールとして、
プロジェクトファイナンス取引に大きな変化をもたら
してきています。
　環境に配慮した投資を促す取組は、公的機関でも動
きが出始めています。例えば、ノルウェーでは、国家
ファンドの一部を環境投資に回す新たな環境投資プロ
グラムを検討しています。同プログラムでは、環境に
やさしいエネルギーの供給やエネルギー効率の改善と
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図5-3-6　日本における公募SRI投信の純資産残高と
　　　　　ファンド本数推移
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図5-3-7　EU各国における機関投資家及び個人投資家
によるコアSRI投資比率
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 ・ベスト・イン・クラスやSRIテーマファンドなどのポジティ

ブ・スクリーニング
 ・倫理的排除とポジティブ・スクリーニングの組合せ
 2：広義SRIは、以下の戦略からなる。
 ・規範に基づくスクリーニング（ネガティブ・クライテリア2

項目まで）等の単純スクリーニング
 ・株主行動
 ・統合（環境的・社会的・企業統治的（ESG）リスクを伝統

的な金融分析に組み込む戦略）
資料：Eurosif「European SRI Study 2008」より環境省作成

図5-3-5　欧州のSRIの市場規模の推移
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第3節　経済社会システムを変える環境技術・環境産業

いった、環境負荷低減の効果が期待される投資を行う
ことを目的に、およそ 5 年間で 2,800 億円（2 兆クロ
ーネ）を投資していくとしています。
　また、UNEPでは、機関投資家による投資において、
短期的な金銭的リターンのみを追求する現在の受託者
責任のあり方を見直す動きが出てきています。UNEP
が 2009 年 7 月に発表したレポート「Fiduciary 
responsibility」では、機関投資家による投資行動に対
して、環境的、社会的、ガバナンス的な配慮事項を組
み込むために必要な検討を、法的、実務的な側面から
行いました。その結果、環境的、社会的、ガバナンス
的な配慮事項が、資産の所有者とその受託者の間の契
約に盛り込まれるべきとし、また、資産運用のコンサ
ルタントは助言に当たって環境的、社会的、ガバナン
ス的な配慮事項を前向きに提起していく義務を負って
いると結論づけています。
　わが国でも環境への設備投資を促進するため、金融
機関に対する支援を行っています。例えば、環境省で
は、平成 21 年度に「京都議定書目標達成特別支援無
利子融資制度」を設けました。この制度は、3 年間で
二酸化炭素排出量 6％削減等の目標を誓約した事業者
が行う温暖化対策設備投資に対して、環境格付による
優遇融資を行う金融機関を通じて 3%（ただし無利子
を限度）を上限に 3年間の利子補給を受けられる制度

です（図 5-3-9）。また、平成 21 年度の第 2 次補正予
算では、「地球温暖化対策加速化支援無利子融資制度」
と呼ばれる同様の制度が設けられました。これらの制
度を設けることで、金利負担を理由に見送られてきた
ような環境への設備投資が積極的に行われることが期
待されます。融資の実績としては、45 億円の予算が
充てられた「京都議定書目標達成特別支援無利子融資
制度」の下、2010 年 2 月現在、800 億円強の環境に配
慮した融資が行われており、今後、同制度に基づく融
資は 1,100 億円を超えるものと見込まれています。
　なお、この制度は、環境格付融資を行う金融機関を
通じた融資が対象になります。環境格付融資は、事業
者の環境配慮の取組を審査、評価し、その結果に応じ
て金融機関が金利を優遇して融資を行う制度ですが、
国がこれらの無利子融資制度を導入して以降、環境格
付融資を行う金融機関は、導入前の 4行から 2010 年 2
月現在、31 行へと大幅に増加しました。このため、環
境にやさしい融資がこれらの金融機関を通じて、今後広
がることが期待されます。国では、このような制度によ
って、環境に配慮している企業が評価され、金融資産
の流れを環境に向かわせる仕組みづくりを行っています。

国（環境省）

（財）日本環境協会【基金】

民間金融機関
（一般公募での選定）

利子補給対象者（環境配慮型融資企業）

金融期間選定基準の
提示等の指導・監督 出資（補助金）

公募・選定 モニタリング結果の報告 利子補給（注１）
（3％を上限）

モニタリング
（注２） 返還

貸入返済金及び利息
CO2排出量報告

環境格付・
環境投資への

貸付・モニタリング

注１：企業は金融機関に、代理申請・受理その他利子補給金の交付に
関する一切の手続を委任

　２：金融機関からのモニタリング結果を検証するとともに、適宜実施
資料：環境省

図5-3-9　京都議定書目標達成特別支援無利子融資制度
 （利子補給）制度スキーム図
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資料：赤道原則HP（http://www.equator-principles.com/）より環
境省作成

図5-3-8　赤道原則採用銀行数の推移
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　環境は、経済社会の持続的発展の基盤となるもので
あり、さまざまな環境問題は、安定的な経済社会活動
や時にはその存続すらも脅かす重要な課題となってい
ます。一方で、わが国の経済は、今般の経済危機から
景気は持ち直してきているものの依然として厳しい状
況にあります。また、労働力人口や貯蓄率の減少が進
み、今後の経済成長に悪影響を与えることが懸念され
るとともに、従来の競争相手であった先進国だけでな
く、安く豊富な労働力や大規模な外資導入を背景に世
界市場に参入してきた中国、インド等の新興国との競
争にもさらされています。
　こうした環境と経済に関する困難な課題を克服する

ためには、イノベーションの創出により環境技術等のさ
らなる開発・普及を図ることによって、わが国の強みで
ある環境産業の国際競争力を維持・強化することが必
要です。あわせて、この環境技術や環境産業を原動力
として、これまでの経済成長に伴い資源・エネルギー
消費や環境負荷が増大するという関係を断ち切り、経
済を成長させつつ環境負荷の低減を図ることが必要です。
　こうした考えの下、本節では、環境分野のイノベー
ション（グリーン・イノベーション）の促進を中心に、
今後の環境産業の発展に必要な政策について概観する
とともに、環境と経済の好循環を生み出す新たな経済
社会システムの姿について考察します。

第4節　地球環境と経済社会活動

1　環境政策によるグリーン・イノベーションの促進

（1）グリーン・イノベーションを創出する環
境政策

　環境政策を通じて環境負荷による社会的コスト（外
部不経済）を内部化させることは、環境技術に対する
需要を増加させ、グリーン・イノベーションの創出に
つながります。京都議定書が採択された 1997 年以降、
低炭素技術に係るイノベーションが劇的に進展したこ
とに示されるように、民間の低炭素技術に関する研究
開発への投資決定においては、市場に明確なシグナル
を与えることが重要です（図 5-4-1）。

　また、同じ目標に対し、複数の政策が考えられる場
合には、さまざまな新技術の開発や導入に対する選択
が可能な柔軟性のある政策手法を取り入れていくこと
が望ましいと言えます。こうした観点も踏まえ、グリ
ーン・イノベーションの促進には、環境負荷の削減レ
ベルを指定するような直接規制だけではなく、対策に
工夫の余地があり、環境負荷を減らせば減らすほどメ
リットが生じる経済的手法を含む効果的なポリシーミ
ックスを推進することが重要です。
　さらに、近年、大企業を中心に、企業の社会的責任
（CSR）の一環として、環境に配慮した企業経営（環

金融機関の環境への取組コラム

　金融機関が環境への配慮を主体的に融資業務に
取り入れていく取組として「赤道原則」を紹介し
ましたが、環境問題への取組は、法人としての取
組とともに、個人が主体的に意識を変えて行動し
ていくことも重要です。
　例えば、大手の国際金融機関では、環境活動に
取り組むNPO法人の活動への参加を「業務出張」
として扱い、従業員がボランティア活動に取り組
むことを奨励しています。ボランティア活動では、
気候変動と沿岸部の生態系との関連を研究するプ
ロジェクトなどを支援しており、例えば、温帯域
の沿岸において動植物の生息場所として重要な役
割を担っている海草藻場や岩礁潮間帯を対象とし
たデータ収集・解析等の作業が進みました。
　金融機関の従業員の意識が変わり、環境保全や
持続的な発展に資する取組への融資が当たり前に

なることで、環境に配慮した金融の流れが、今後
さらに加速することが期待されます。

出典：HSBC Holdings plc「HSBCのコミュニティ活動」

金融機関の従業員がボランティア活動に参加する様子
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第4節　地球環境と経済社会活動

境経営）が経営理念の重要な要素となるとともに、消
費者や市場の環境意識の高まりも相まって、多くの企
業において、省エネルギーや省資源によるコスト削減
や環境リスクの回避はもとより、環境性能のすぐれた
製品の開発により、市場シェアを獲得し、ひいてはブ
ランド価値や企業価値を高めようとする動きが見られ
ます。こうした企業の環境経営の進展によって、環境
政策とイノベーションの創出、さらには環境改善効果
の間の因果関係は、より複雑になっています（図
5-4-2）。
　このため、環境政策を考えるに当たっては、環境政
策が企業の環境経営にどのような影響を及ぼし、イノ
ベーションがどのような発生プロセスを経て創出され
るのか、また、金融機関などの投資家などの利害関係
者（ステークホルダー）がイノベーションにどのような
役割を果たすのかといったメカニズムについて、環境
問題や業種・事業規模の態様ごとに、より詳細に分析
することが、イノベーションを通じた、より効果的な環

境改善効果を発揮する上で必要であると考えられます。

（2）イノベーション政策との融合

　こうした環境政策に加え、研究者による新技術の開
発や当該技術の普及に必要なイノベーション政策を強
化することにより、グリーン・イノベーションを加速
化させることが必要です。
　イノベーションの創出にいたるまでには、学術的好
奇心から行われる学術研究と事業化のために行われる
技術開発との間のベクトルの違い等から生じる「魔の
川」、技術開発から事業化段階にいたる間の支援の不
足等により陥る「死の谷」、産業としての成功に向け、
競合相手と過酷な競争を行う「ダーウィンの海」と呼
ばれる障壁があります（図 5-4-3）。
　こうした産業化にいたる過程は、環境産業において
も例外ではありません。例えば、「地域経済報告」（平
成 21 年 10 月、日本銀行）によると、環境分野の将来

環境政策

環境戦略

環境
パフォーマンス

経済
パフォーマンス

消費者・投資家の
関心・行動

技術的
イノベーション

組織的
イノベーション

市場・取引先
からの要請

外部要因 企業内部要因 成果要因

環境保全
取り組み

組織体制

イノベーション

資料：環境省「環境経済の政策研究」（金子慎治広島大学大学院教授ら）

図5-4-2　環境政策が企業の環境経営に与える影響
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図5-4-1　気候変動緩和技術における技術革新のトレンド 
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性や公的支援に期待して、環境産業への事業転換や多
角化の動きが拡大・加速する一方で、平成 20 年秋の
リーマン・ショック以降内外経済の急激な落ち込みに
より需要が低迷していることや、多くのビジネスが発
展初期の段階にあり市場規模が小さいこと、国内外市
場で競争が激化していることなど、環境産業を巡る現
状は厳しいと言えます。さらに、環境省が実施した企
業行動調査においても、環境産業の進展上の問題点と

しては、「消費者等の意識・関心の低さ」、「追加投資
への高いリスク」、「組織内のアイデア・ノウハウの不
足」、「市場規模などの環境産業に関連する情報の不足」
などが多く挙げられました（図 5-4-4）。また、行政に
求める支援策としては、「税制面での優遇措置」、「環
境産業に関する情報提供」、「消費者の意識向上のため
の啓発活動」などが多く挙げられました（図 5-4-5）。
　グリーン・イノベーションを通じて、環境産業を創

資料：環境省「平成20年度　環境にやさしい企業行動調査」
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製品等が消費者やユーザーに信頼してもらえない

特に問題はない

その他

回答なし

（％）

図5-4-4　環境ビジネスの進展における問題点

・調査支援
・研究開発支援
・人材育成
・税制優遇

・研究開発支援
・人材育成
・産学連携
・知的財産権制度

・産学連携
・知的財産権制度
・中小ベンチャー支援
・標準化

・公共調達
・融資優遇
・規制緩和・強化
・税制優遇
・ビジネスモデル

技術シーズ

産学連携

ニッチ市場
向け事業

大規模事業ダーウィン
の海

魔の川魔の川

死の谷死の谷

初期 中期 後期

資料：みずほ情報総研株式会社「平成18年度イノベーションの出口側にかかる調査」より環境省作成

第一ステップ

第二ステップ

第三ステップ

第四ステップ

研究

開発

事業化

産業化

図5-4-3　イノベーションの創出にいたる過程と各種支援施策
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第4節　地球環境と経済社会活動

資料：環境省「平成20年度　環境にやさしい企業行動調査」
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図5-4-5　環境ビジネスの進展のために行政に望む支援策

出するためには、研究から開発、事業化、そして産業
化にいたる一連の過程において、公的な資金援助や税
制優遇だけでなく、人材育成、公共調達、産学官連携
などの施策を、包括的かつ業種特性や事業規模等に応
じきめ細やかに実施することが必要です。
①研究開発・ベンチャー企業等への支援
　研究開発においては、新技術が開発されると、開発
者はもとより開発者以外の者も恩恵を受けるため、開発
者は十分な先行者利益を得られないことをおそれて、
研究開発投資が過少になる可能性があります（いわゆ
る「技術のスピルオーバー」）。また、研究開発は長い
期間を必要とするため、失敗するリスクもあることから、
研究開発投資に踏み切れないことも考えられます。加
えて、第 1節で述べたように、環境分野における研究
開発投資は伸びているものの、今般の経済危機の影響
から研究開発投資全体は減少しています。このため、
研究開発については、民間に任せるだけでなく、政府
においても、民間の研究開発投資に対する税制上の優
遇措置や、とりわけ成果がビジネスに直接つながりに
くい基礎研究における補助など、積極的な支援を行っ
ています。また、新成長戦略（基本方針）において、「官
民合わせた研究開発投資をGDP比の 4％以上にする」
とされたように、今後、グリーン・イノベーションを
含めた研究開発投資がさらに拡充されることが期待さ
れます。
　また、研究開発の成果である新技術等を軸に産業化
に乗り出すベンチャー企業を育成・支援するため、政
府において、エンジェル税制（ベンチャー企業への投
資に対する税制上の優遇措置）、ベンチャーファンド
（アーリーステージにあるベンチャー企業への出資）
等の措置を講じています。さらに、電気自動車、蓄電

池、太陽光パネル等の低炭素型製品の開発・製造を行
う事業者へ低利・長期の資金を供給するとともに、中
小企業等がリースによる低炭素型の設備導入を行いや
すくするために新たな公的保険制度を創設する「エネ
ルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進
に関する法律案」を第 174 回国会に提出しました。
②環境人材の育成
　わが国の高度成長期におけるイノベーションを支え
る基盤として、1960 年代に理工系の人材を大きく増
やしたことが奏功したとされるように、今後グリー
ン・イノベーションによる技術革新を促進させるため
には、科学技術の専門知識を持った研究・技術人材を
確保することが極めて重要であると言えます。その一
方で、わが国において、少子高齢化・人口減少に加え
て､ 若者のいわゆる「理科離れ」が進むことは、将来
を担う研究・技術人材が質的にも量的にも不足するこ
とになり、わが国産業の国際競争力の弱体化につなが
ることが懸念されます。こうしたことから、新成長戦
略（基本方針）においては、「独自の分野で世界トッ
プに立つ大学・研究機関数の増加」、「理工系博士課程
修了者の完全雇用の達成」が目標に掲げられており、
この目標の達成を通じて、グリーン・イノベーション
を支える環境人材の育成・活用が図られることが期待
されます。
　また、科学技術分野だけでなく、新たな環境産業の
創出や経済活動のグリーン化には、その他の分野にお
ける環境人材の育成・活用も必要ですが、現在のとこ
ろ、大学等における環境人材の育成が必ずしも十分に
行われているとは言えません。その一方で、企業など
においては、環境人材のニーズはあるものの、その獲
得に苦心している状況も見受けられます。
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　環境問題をはじめとした「持続可能な開発のための
教育（ESD）」に関する取組である「国連持続可能な
開発のための教育の 10 年」に関する国内実施計画に
おいては、高等教育機関において ESD の取組を推進
することとなっています。これを踏まえ、平成 20 年
3 月に、環境省の検討会により「持続可能なアジアに
向けた大学における環境人材育成ビジョン」が取りま
とめられました。同ビジョンでは、環境人材を「自己
の体験や倫理観を基盤とし、環境問題の重要性・緊急
性について自ら考え、各人の専門性を活かした職業、
市民活動等を通じて、環境、社会、経済の統合的向上

を実現する持続可能な社会づくりに取り組む強い意志
を持ち、リーダーシップを発揮して社会変革を担って
いく人材」と定義し、持続可能なアジアを実現するた
めの、大学等における環境人材育成の考え方や方策を
取りまとめています。そして、環境省では、このビジ
ョンの具体化を図るため、「アジア環境人材育成イニ
シアティブ（ELIAS）」として、ア大学教育モデルプ
ログラムの開発と普及、イ産学官民すべてのステーク
ホルダーで構成され、環境人材育成を目的とした連携
の枠組みである「環境人材育成コンソーシアム」の立
ち上げ、ウ環境人材育成に取り組むアジア大学のネッ

大学教育モデルプログラムの開発と普及コラム

　環境省では、環境人材育成イニシアティブの取組
の一つとして、高等教育機関が、企業や行政、NGO
等の環境人材の受入側と連携・協働して実践的な環
境人材育成プログラムを開発・実証することを支援
するため、平成 20 年度から「環境人材育成のため
の大学教育プログラム開発事業」を実施しています。
具体的には、地域のものづくり中小企業の技術経営
（Management of Technology：MOT）に着目した「グ
リーンMOT教育プログラム」の展開（信州大学）、
CDM等の低炭素化事業を担う環境人材を育成する

「低炭素社会デザインコース」の創設（慶応義塾大学）
など、現在合計 11の大学で事業が行われています。
　現在、環境人材育成イニシアティブのもう一つ
の取組として、「環境人材育成コンソーシアム」の
設立に向けた準備が進められており、こうした大
学におけるプログラム開発の取組とも緊密に連携
しながら、多くの大学で環境人材の育成に資する
実践的教育が実施され、さまざまな分野で環境人
材が活躍することが期待されます。

資料：信州大学

背景 期待される効果信州大学経営大学院「グリーンMOT
教育プログラム」、平成21年４月スタート

中小企業団体、支援機関との連携・協力

アジア環境大学院ネット
（ProSPER.NET）との連携

実施体制

信州中小企業の
グリーン化

フィールドワーク授業（諏訪湖）

全国、アジア中小企業の
グリーン化目的

大学による環境人材の育成

経営 技術

ものづくり中小企業の
グリーン化の立ち遅れが目立つ

社会人大学院の
教育システム等の活用

地域のものづくり中小企業の
グリーン化を支援

技術面 資金面人材面

グリーン圧力
各国の厳しい環境規制や

グローバル・サプライチェーンの要請

制約

経営系科目
　◆経営戦略論、経営組織論、マーケティン

グ論など
環境系科目
　◆サステナビリティ学、フィールドワーク
　◆環境経営論、環境技術論など

◆環境人材の育成を通じた
ものづくり中小企業の環境経
営の推進と競争優位の実現

◆プログラムの成果は
「大学」「企業」「行政」「NPO」
などの幅広い関係者で共有

◆全国、アジア中小企業への
波及効果を期待◆ 「ジョイント・ディグリー制度」の導入

　(信州大学総合工学系研究科大学院生（博
士課程）による経営大学院の修士（マネジ
メント）学位の併行取得制度)
◆地域の企業の経営幹部、エンジニアなどを
社会人学生として受入れ

信州大学
　経営大学院
　工学系研究科
　学内関係機関

地域の産学官関係者によ
る信州サステイナビリ
ティ・フォーラムの開催

信州大学「グリーンMOT大学院教育プログラム」の概要
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第4節　地球環境と経済社会活動

トワーク化を進めています。
③グリーン購入の促進等による需要の喚起
　環境産業を創出するには、環境配慮製品の需要を喚
起する施策を講ずることも重要です。
　その一つとして、わが国においては、最終需要の約
2割を占める国等の公的機関が率先して環境物品等（環
境負荷低減に資する製品・サービス）の調達を推進す
るグリーン購入の取組を進めています。「国等による
環境物品等の調達の推進等に関する法律」（以下「グ
リーン購入法」という。）の施行前（平成 12 年度）と
平成 19 年度における市場占有率を比べてみると、グ
リーン購入法の施行により、多くの環境物品について
上昇が見られます。例えば、再生プラスチックがプラ
スチック重量の 40％以上使用されているステープラ
ー（ホッチキス）は、グリーン購入法の施行後、市場
占有率は、20%未満からおよそ 90％へと大きく伸びて
います（図 5-4-6）。平成 19 年には、国等の公的機関
が契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総
合的に評価し、最もすぐれた製品やサービス等を提供
する者と契約する仕組みを盛り込んだ「国等における
温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に
関する法律」が施行され、現在、電気、自動車及び船
舶の購入等、省エネ改修事業（ESCO事業）並びに
建築物の建築又は大規模な改修に係る設計について、
いわゆる環境配慮契約が進められています。
　また、特に近年増加が著しい家庭からの温室効果ガ
スの排出を削減するため、環境省においては、地球温
暖化対策に資する商品・サービスの購入や行動に対し
てポイント（エコ・アクション・ポイント）を発行し、
貯まったポイントはさまざまな商品・サービスに交換で
きる「エコ・アクション・ポイントモデル事業」を平成
20 年度より実施しています。平成 21年度においては、
全国型の事業として 3事業、地域型の事業として 6事
業が採択されました。エコ・アクション・ポイントを普
及させることにより、経済的に自立した民間主導のビ

ジネスモデルを確立し、幅広い地球温暖化対策に資す
る商品・サービスの利用が促進されることを目指して
います。
　さらに、平成 21 年度からは、経済・雇用状況等に
かんがみ、地球温暖化対策と経済活性化のため、家電
エコポイント、住宅エコポイントやいわゆるエコカー
補助が導入されました。家電エコポイントは、グリー
ン家電（統一省エネラベルの☆が 4つ相当以上のエア
コン、冷蔵庫、地上デジタル放送対応テレビ）の購入
に対して、さまざまな商品・サービスと交換可能なエ
コポイントを発行することにより、グリーン家電への
買い換えを促進するものです。この家電エコポイント
は、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」（平成
21 年 12 月閣議決定）及び第 174 回国会で成立した平
成 21 年度第 2 次補正予算において、対象となる購入
期間の平成 22 年 12 月 31 日までの延長、利用者の利
便性を考慮した申請手続の改善、テレビの省エネ基準
の強化や LED電球等の利用の促進といった制度の改
善等を行った上で、平成 22 年 4 月 1 日より新しい制
度としてスタートしました。さらに、エコ住宅の新築
やエコリフォームを行った場合に、家電エコポイント
と同様に、さまざまな商品・サービスと交換できるポ
イントを付与する住宅エコポイントが新たに創設され
ました。
　また、エコカー補助は、環境性能の高い新車（環境
対応車）の買い換えや購入に対し、補助を行うもので
あり、すでに導入されていたエコカー減税と併せて、
大きな経済・環境保全効果を発揮しています。このエ
コカー補助についても、平成 22 年 9 月 30 日まで延長
することとなりました。
　こうした家電エコポイント及びエコカー補助の影響
もあり、個人消費に持ち直しの動きが見られたほか、
平成 21 年の乗用車の国内販売台数で初めてハイブリ
ッド自動車がトップに立つなど、市場における環境配
慮製品のシェアが拡大するとともに、家電業界や自動
車業界の景気・雇用を下支えすることとなりました。
④海外、とりわけアジア地域への市場拡大
　海外、とりわけ、世界人口の半分以上を占め、地理
的にも経済的にもわが国と深い関わりを有するアジア
地域は、急速な経済成長を経験する一方で、大気汚染、
水質汚濁、廃棄物の不適切な処理、森林減少等の環境
問題が深刻化しています。また、温室効果ガスの排出
量の急増や廃棄物排出量の増大などは、地球的な規模
で環境に大きな影響を及ぼしています。
　わが国としては、経済成長を維持しつつ公害問題を
克服してきた経験と知恵をアジア地域に共有するとと
もに、わが国のすぐれた環境技術を積極的に展開する
ことにより、アジア地域の持続可能な発展を促進する
ことができると考えられます。このことは、巨大な環
境市場を有するアジア地域への輸出を拡大することに
つながると期待されます。
　このように、アジア地域を中心に環境市場のさらな
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図5-4-6　グリーン購入法施行前後における特定調達物
 品等の市場占有率の推移
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る拡大が予想されますが、デンマーク、スペイン、フ
ィンランド、ドイツなど欧州の国々においては、環境
産業を輸出戦略の中核に据えて、政府が環境産業の育
成・支援を行うとともに、環境製品・サービスの輸出
を積極的に推進する動きも見られます（表 5-4-1）。
　わが国においても、例えば、地球温暖化対策に関す

る途上国支援として、平成 21 年 12 月の気候変動枠組
条約第 15 回締約国会議（COP15）において発表され
た「鳩山イニシアティブ」では、民間資金・民間技術
による支援は、途上国による温室効果ガス排出削減を
強力に進める上で不可欠との考えの下、わが国の高い
環境技術を戦略的に活用しつつ、官民一体となって応

中国におけるエコシティーなどの取組コラム

　中国では、国家プロジェクトとして環境分野で
の集中投資が行われています。その代表として挙
げられるのは、天津エコシティー（天津生態城）
です。天津エコシティーは、中国政府が初めて主
導する環境都市計画であり、シンガポール政府と
の共同プロジェクトとして平成 19 年より始動しま
した。総投資額は 2,500 億元（約 3兆 2,000 億円）、
敷地面積は約 30km2 であり、2020 年までに 35 万
人が居住する計画で、10～15 年以内での完成を目
指しています。環境面からは、マンションやオフ
ィスビルなどすべての建築物について省エネルギ
ー基準に基づいた建設を義務づけるとともに、電
気自動車や路面電車などのグリーン交通の比率を
90％とすることや、電力の 20％を太陽光や風力発
電など再生可能エネルギーでまかなうことなどに
より、省エネ・環境保全型のモデル都市を築くこ
ととしています。その他にも、湖南省の長沙、株洲、
湘潭からなる「長株潭」都市群と湖北省の武漢市
を中心とした都市群を「両型社会」（「資源節約型と
環境友好型」の社会）の実証実験都市群に指定し
ています。武漢市を中心とした都市群では、2010

年から 10 年間にかけて、459 件の環境保護プロジ
ェクトが、総投資額 5,000 億元（約 6兆 5,000 億円）
規模で実施される予定です。
　このように、中国においても環境問題に対する
取組を都市レベルで進める動きが見られ、今後よ
り一層環境産業を巡る競争が激化することが予想
されます。こうした中、わが国の企業が世界最高
水準の環境技術力を活かし、中国の環境市場に積
極的に進出していくことが期待されます。

出典：中新天津生態城ホームページ

「天津生態城」の完成予想図

国名 デンマーク フィンランド スペイン ドイツ

名称 エコ効率技術促進戦略 ドイツ環境技術マスタープラン

内容

資料：OECD Environmental Outlook to 2030、OECD ENVIRONMENTAL INNOVATION AND GLOBAL MARKETS、各国政府ウェブサイト等よ
り環境省作成

○エコイノベーションを推進する
９つのイニシアティブを展開す
る。
①イノベーションに関するパート
ナーシップ構築
②政府の外交等と連携した具体的・
積極的輸出振興
③研究機関・大学における環境に
やさしいR＆Dの推進
④環境省によるエコ効率技術の主
導的なプロモーション
⑤EUレベルでのエコ効率技術の促進
⑥気候とエネルギー技術導入の促進
⑦家畜農場由来の環境負荷削減技
術の促進
⑧水環境の質的量的保全
⑨環境における汚染削減技術の促進

○気候変動の緩和に関する技術・
サービス分野におけるフィンラ
ンド企業の国際市場における機
会を特定し、最大化するための
プログラムである。
○クリーンエネルギー燃料やエネル
ギー効率性を高める技術、CO2以
外の温室効果ガスを削減する技術
について、重点的に予算を配分す
るとしており、2004年～2008
年の間に7000万ユーロの予算
が執行された。

○気候変動、都市の持続可能性、
生産プロセスの改善、水管理・
保全、エネルギー、輸送の５分
野を優先エリアとして指定し、
技術研究促進計画等において位
置づけている。 
○計画の目標にはスペイン企業が
国際的なR＆D協力に参画する
こと等を含んでいる。　

○環境技術市場におけるドイツの
位置づけを高めるために、水関
連技術、資源生産性を高める技
術、気候変動を防止する技術等
の分野ごとに、環境・技術開発
政策の方向性を示している。
○マスタープランでは、ドイツの
世界市場における優位性として、
高い環境規制水準が強調されて
おり、各分野において技術開発
だけでなく、途上国における制
度構築支援等の枠組みの中で、
先進的なドイツの環境政策の「輸
出」を行うことで、環境技術へ
の需要を生み出す方針を示して
いる。 

○主要分野では政府主導の輸出促
進組織（水分野：German Water 
Partnership）、廃棄物・リサイ
クル分野：ReTECH）を結成し、
国全体として海外進出をバック
アップしている。

技術開発プログラム：気候変動の
緩和におけるビジネス機会 

技術研究促進計画（環境イノベー
ションにおける優先分野）

表5-4-1　諸外国における環境産業振興・輸出戦略
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2　地球環境を考慮した新たな経済発展の考え方

（1）　地球環境を考慮した経済発展の指標

　地球環境問題の発生は、経済活動が巨大化し、その
影響が地球上のこれまで無限に存在すると考えていた
自然環境の容量を凌駕するようになってきたことにそ
の根本の原因があります。すなわち、持続可能な発展
を実現するには、資源賦存量や環境容量が有限である
ことを認識するとともに、その中で経済活動をどのよ
うに行うべきか考える必要があります。これまで述べ
てきた環境産業は、新技術の開発のみならず、従来型
の生産方式や私たちのライフスタイルの変革をもたら
すことを通じて、経済社会を持続可能なものに変える
原動力になると考えます。
　これまでのわが国の伝統的指標は GDP ですが、国
内市場において取引された財・サービスのみを計上し、

市場を経由しない環境価値の喪失・改善などは評価さ
れないなど、福祉や人々の幸福感といった生活の質や
持続可能性などを測る指標としては必ずしも適切では
ありません。こうしたことから、低炭素社会、さらに
は持続可能な社会の実現に向けて、OECD、EU、世
界銀行等の国際機関やNGOなどで、GDP を補足する
持続可能性指標の開発が進められています。また、フ
ランスでは、サルコジ大統領の諮問により、コロンビ
ア大学のジョセフ・スティグリッツ教授を委員長とし
た「経済パフォーマンスと社会の進歩の測定に関する
委員会（The Commission on the Measurement of 
Economic Performance and Social Progress：
CMEPSP）」が設置され、福祉（well-being）を反映
する指標としての GDP の限界を指摘するとともに、
それに代わり得る指標あるいは指標群を検討し、その

分の貢献を行っていくこととしており、このことは、
わが国が自らの気候変動対策技術に磨きをかけること
で世界の先頭に立ち、緩和と適応の双方に関する日本
の技術と知見を世界に広めることにつながり、日本経
済にとって大きなチャンスをもたらすことが期待され
ています。
　また、水ビジネスなどに見られるように、途上国に
おいて建設、資金調達から運営まで含めて発注するケ
ースが増えていますが、わが国の各要素技術・ノウハ
ウは世界最先端であるものの、これらの技術・ノウハ
ウを有する各企業間の連携が不十分であることや、途
上国が求める技術は最先端のものではないためわが国
の技術は高コストで受け入れられないといった理由か

ら、海外の水メジャーに主導権を握られているのが現
状です。これに対抗するため、平成 21 年 1 月に「海
外水循環システム協議会」が設立され、わが国のすぐ
れた技術・ノウハウを結集し、「システム」としてコス
ト競争力を付けることにより、成果が現れ始めていま
す。
　このように、途上国を中心にさらなる拡大が期待さ
れる環境市場においてわが国が国際競争力を付けるに
は、個々の企業がグリーン・イノベーションを通じ環
境技術を創出するとともに、官民及び企業同士が協調
して、こうした環境技術を持ち寄って一つの「システ
ム」として国際競争を勝ち抜くことが重要であると考
えられます。

世界全体
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資料：世界銀行資料より環境省作成

図5-4-7　各国・地域別ジェニュイン・セイビング
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スティグリッツ・レポートコラム

　CMEPSP は、「GDP に代表される現在の指標で
は経済社会の実態がうまく捉えられていないので
はないか」という問題意識の下、経済パフォーマ
ンスと社会の進歩の両方をより適切に測定する方
法が必要であるとの観点から、「GDPの問題点」、「生
活の質（Quality of Life）」、「持続可能な開発と環境」
という3つのテーマを設け、検討が進められました。
その結果として、平成 21 年 9 月に取りまとめられ
た報告書では、以下のとおり、今後の指標あるい
は指標群に関して必要とされる 12 の要素について
提言がなされました。
1．GDP の問題点～生産（production）から福祉
（well-being）へ　
① 福祉を評価するときには、生産指標である GDP
ではなく家計の所得や消費などの指標を見るべ
きである。

② 福祉を評価するために家計の所得や消費を見る
際には、税金等の支払いを控除するとともに医
療や教育に対する政府からの支援を反映すべき
である。

③ 持続可能性は、将来に引き継がれる資産（物的
資本、自然資本、人的資本、社会資本）で測定
されるものであり、所得や消費と併せて資産に
ついても考慮すべきである。

④ 所得、消費、資産の平均値だけでは、一方で経
済的な不平等が拡大している可能性もあり、福
祉全体を評価したことにはならない。平均値だ
けでなく、これらが均等に行き渡っているかに
ついても注目しなければならない。

⑤ 家事などの市場で取引されていない経済活動も
所得を測定する際に組み込むべきである。

2．生活の質の評価
⑥ 生活の質は、個人が置かれている状況、選択の
機会の程度（Capability）に依存する。生活の質
を測定するには、まず、個人の健康、教育、個
人の活動、環境の状況に関する測定の改善から

取り組むべきである。特に、社会的なつながり、
政治的な発言権、不安・危険などは生活の満足
感を示すものであり、大きな努力を払ってでも
頑健で信頼できる測定を行うべきである。
⑦ 生活の質に関する指標によって、不平等さに関
する側面も包括的に評価されるべきである。
⑧ 貧困でかつ病気の人の生活の質の損失は、貧困
であるが健康な人、病気であるが貧困ではない
人の生活の質の損失の単純合計をはるかに凌ぐ
可能性がある。このため、生活の質に関する評
価項目をその項目ごとで見るのではなく、各項
目間の相互関係を考慮して統計調査を行うとと
もに、その結果を政策形成に活かすべきである。
⑨ 統計当局は、生活の質に関するさまざまな項目
を集約するに当たって必要な情報を提供すべき
である。これにより異なる指標をつくることが
できる。
⑩ 主観的な福祉に関するデータは、個人の生活の
質を測定する上で有用な情報を与えてくれる。
こうしたことから、統計当局は、人々の生活に
対する評価、楽しかった経験や人生における優
先順位に関する質問を盛り込むべきである。
3．持続可能な開発と環境
⑪ 持続可能性（sustainability）と現在の福祉は異
なるものであり、分けて評価されるべきである。
持続可能性を評価するに当たっては、自然資本
や人的、社会的、物的資本の量や質といったス
トックの変化を表す指標群が必要である。持続
可能性を貨幣換算することについては、すべて
のストックについて行うのではなく、持続可能
性の経済的側面に焦点を当てたものにとどめる
べきである。
⑫ 自然環境を評価するに当たっては、物的な指標
群に基づき行われることが有効である。特に、
環境の損害が私たちの生活にどれほど密接にか
かわっているかを明確に示す指標が必要である。

結果を平成21年9月に報告書として取りまとめました。
　このように持続可能性指標に関する研究が各方面で
進められていますが、ここではすでに指標化が進めら
れているいくつかの試みについて紹介します。
　その一つとして、グリーン GDP があります。グリ
ーン GDP とは、環境の悪化や自然資源の消費を国民
所得勘定に組み込んだ GDP をいい、多くの国々でグ
リーン GDP の計算方法が作られました。しかし、グ
リーン GDP は、自然資源の消費による減価を適切に
貨幣換算することがむずかしいなどの問題点も指摘さ

れています。
　このほかに、世界銀行によって開発された指標で、
「ジェニュイン・セイビング（Genuine Savings）」が
あります。ジェニュイン・セイビングは、国民総貯蓄
から固定資本の消費を控除し、教育への支出を人的資
本への投資額と考えて加えるとともに、天然資源の枯
渇・減少分及び二酸化炭素排出等による損害額を控除
して計算されます。例えば、ジェニュイン・セイビン
グがマイナスとなることは、総体として富の減少を示
しており、現在の消費水準を持続することはできない
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ことを意味します（図 5-4-7）。
　さらに、欧州では、「持続的発展戦略」を踏まえ、
2005 年、OECDと Eurostat において、持続可能性を
評価する指標群を作成しました（2007 年に改訂）。こ
の指標群は、持続的発展戦略にある 9つの目標ごとに、
さまざまな指標を目標との関連性や関係の深さから体
系的に 3つのレベルに整理しています。具体的には、
レベル 1で 11 指標、レベル 2で 33 指標、レベル 3で
78 指標により持続可能性を捉えていくこととしてい
ます（表 5-4-2）。このほかにも、国立環境研究所の調
査によると、少なくとも 26 の国や国際機関等が、そ
れぞれ、持続可能な発展にかかわる指標を作成してき
ており、持続可能性を柱とした発展の測定が進められ
ています（表 5-4-3）。

テーマ 指標（レベル1）
1：社会経済的発展 国民1人当たりのGDP成長率
2：持続可能な消費・生産 資源生産性
3：社会的一体性 社会移転後の貧困リスク率
4：人口の変化 高齢労働者の就業率
5：公衆衛生 平均寿命と出生児平均寿命
6：持続可能な発展 温室効果ガス排出総量

再生可能エネルギーの消費量
7：持続可能な交通 交通におけるエネルギー消費量
8：自然資源 野鳥数

漁獲量
9：グローバル・パートナーシップ 政府開発援助（ODA）

資料：Eurostat, 2007（http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ 
ITY_OFFPUB/KS-77-07-115/EN/KS-77-07-115-EN/PDF）より
環境省作成

表5-4-2　欧州における持続可能性指標リスト（レベ
ル１）

地域・種類
国際機関
国際機関
欧州
欧州
欧州
欧州
欧州
欧州
欧州
欧州
欧州
欧州
欧州
欧州
欧州

中南米
中南米
中南米

オセアニア
オセアニア

アジア
アジア
アジア
アジア

北米
北米

国・機関等
UNCSD
UNDG
アイルランド
オーストリア
デンマーク
ドイツ
ルクセンブルグ
スイス
チェコ共和国
フランス
英国
ベルギー
スウェーデン
ノルウェー

メキシコ
ラテンアメリカ
アルゼンチン

ニュージーランド
オーストラリア

フィンランド
台湾
東アジア
タイ
香港

米国
カナダ

指標の数
58
52
30
52
101
25
27
163
24
53
162
44
99
18

61
38
90

62
110

33
42
71
39
27

39
8

発行年
2001
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2004
2004
2004
2004
2005
2006
2006

2000
2002
2006

2002
2006

2006
2002
2003
2005
2005

2001
2003

出典：（独）国立環境研究所データより環境省作成

表5-4-3　各国並びに国際機関等が作成した主な持続可
能な発展にかかわる指標

1 ノルウェー 0.971

2 オーストラリア 0.970

3 アイスランド 0.969

4 カナダ 0.966

5 アイルランド 0.965

6 オランダ 0.964

7 スウェーデン 0.963

8 フランス 0.961

9 スイス 0.960

10 日本 0.960

11 ルクセンブルグ 0.960

12 フィンランド 0.959

13 米国 0.956

14 オーストリア 0.955

15 スペイン 0.955

HDI2009（2007年）

1 スウェーデン 0.888

2 スイス 0.888

3 ノルウェー 0.852

4 香港（中国） 0.785

5 アイスランド 0.777

6 日本 0.755

7 デンマーク 0.740

8 オランダ 0.704

9 イギリス 0.703

10 オーストリア 0.687

11 フランス 0.678

12 シンガポール 0.676

13 フィンランド 0.675

14 ルクセンブルグ 0.674

15 ドイツ 0.668

 HeDI2007年（環境人間開発指数）

資料：UNDP「人間開発報告書2009」、IEA「CO2 Emissions from Fuel Combustion 2009」及び世界銀行「World Development Indicators 
2009」より環境省作成

表5-4-4　先進国の発展状況を表す指標の試算例
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複数の指標を使った持続可能性に関する評価
～ジェニュイン・セイビングとエコロジカル・フットプリント～

コラム

　ある経済の持続可能性を評価するための指標と
して、ジェニュイン・セイビングのほかに、エコ
ロジカル・フットプリントというものがあります。
これは、人類の活動が地球に与える負荷を、資源
の供給と廃棄物の浄化に必要な陸地・海洋の面積
で表したものです。このエコロジカル・フットプ
リントと、生物的な生産が可能な陸地・海洋の面
積であるバイオ・キャパシティ（有限な地球の環
境容量）とを比較することで、私たちの暮らしが
持続可能な状態にあるかどうかを感覚的にも分か
りやすくとらえることができます。
　環境省による委託調査（「環境経済の政策研究」
京都大学フィールド科学教育研究センター佐藤真
行准教授ら）において、ジェニュイン・セイビング
（対国民総所得比）と 1人当たりのエコロジカル・
フットプリントの 2つの指標から、128 か国におけ
る持続可能性について分析を行いました。その結果、
多くの先進国（赤色の部分）やメキシコ、ブラジル、
中国などの経済成長の高い新興国（黄色の部分）は、
ジェニュイン・セイビングはプラスである一方で、
エコロジカル・フットプリントから見ると、平成
17 年の世界 1人当たりのバイオ・キャパシティ（約
2.1グローバルヘクタール。「グローバルヘクタール」
とは、同じ面積の土地でも生産力に差があること

から、その違いをなくすために仮想的に設けた単
位であり、1グローバルヘクタールは、平均的な生
物学的生産力をもつ陸地・海洋面積 1ヘクタール
に相当する。）を超え、必ずしも持続可能な状態に
あるとは言えないことが分かりました。持続可能
性の面からは、ジェニュイン・セイビングがプラ
スで、かつエコロジカル・フットプリントがバイオ・
キャパシティを超えないこと（緑色の部分）が望
ましいのですが、これに属するのは主に途上国で
あり、こうした国々は一方で、基礎的な生活の質
の改善という課題を抱えています。また、わが国は、
数多くの国々との貿易を通じた経済社会活動を営
んでいますが、その一部を支えるのが、エコロジ
カル・フットプリントが高く、ジェニュイン・セ
イビングもマイナスであるような持続可能性が懸
念される国であるような場合には、双方の国々で
地球の持続可能性を考えた対応を行うことが望ま
しいことも認識すべきでしょう。
　このように、持続可能性を評価するに当たっては、
単一の指標ではなく、複数の指標を使って総合的
に評価するとともに、経済のグローバル化が進む
中で、国同士の関係性も考慮して指標を読み取る
ことにより、今後の環境政策に活かすことが求め
られます。
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資料：環境省「環境経済の政策研究」（京都大学フィールド科学教育研究センター佐藤真行准教授ら）

ジェニュイン・セイビングとエコロジカル・フットプリントから見た持続可能性に関する評価
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第4節　地球環境と経済社会活動

　また、生活の質や発展度合いを示すものとして、国
連開発計画（UNDP）が発表している「人間開発指数
（HDI）」があります。この HDI は、識字率や 1 人当
たり GDP、平均寿命などを考慮して算出されますが、
これを用いて先進国の発展度合いを測った場合、すで
に多くの国では満点に近い数字を獲得しています。こ
のことは、先進国においては、HDI によって目指す
べき発展の水準は、すでに達成されていることを意味
しています。こうした状況から、先進国における発展
状況を測定していく場合、より先進国の状況に見合っ
た指標を設定し、国の発展度合いを測っていく必要が
あります。例えば、HDI では「GDP」が利用されて
いますが、これを二酸化炭素排出量当たりの GDP に

置き換えるなど、先進国における環境保全の状況等も
組み込んで、先進国における発展状況をより適切に把
握することも考えられます。仮に、そのような置き換
えを行い、再試算を行った場合、HDI では 10 位であ
った日本は、6 位にランクされるなど、順位に大きな
変化が生じます（表 5-4-4）。
　さらに、ブータンでは、GNH（Gross National 
Happiness：国民総幸福度）が進歩の代替指標として
活用されています。この指標は、1980 年代に、GDP
に代わるよりよい指標としてブータンによって初めて
提唱されたもので、独自の文化や価値観に見合った方
法でブータンの発展を導くための原則を表すものです。
2004 年以降、ブータン政府は国民総幸福に関する国

OECDによるグリーン成長宣言コラム

　平成 21 年 6 月に OECD閣僚理事会は、グリー
ン成長戦略の追求に向けた取組強化とグリーン投
資・天然資源の持続可能な管理の奨励を表明しま
した。また、「効率的かつ効果的な気候変動ポリシ
ーミックス」により、グリーン成長を妨げ得る補
助金など、環境保全上好ましくない政策を取り除

いていく目的を持って「国内政策改革」を促す決
意を述べました。さらに、横断的なプロジェクト
―景気回復と社会的に持続可能な経済成長を実現
できるグリーン成長戦略―の策定作業をOECDに
要請しました。

我々、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チリ、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、
ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、韓国、ルクセンブルグ、メキシコ、オランダ、ニュー
ジーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア共和国、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、
及び米国並びに欧州委員会を含む各政府を代表する閣僚は、

以下の点を考慮する。
1．経済回復と環境・社会的に持続可能な経済成長は、今日すべての国々が直面している主要課題である。…グリーン成長は、現在
の危機を越えて、気候変動や環境劣化との戦い、エネルギー安全保障の強化、経済成長の新たなエンジンを生み出すことを含め
た喫緊の課題への対応にも関連するであろう。危機を、我々の惑星の未来のために極めて重大な決定を回避する言い訳にしては
ならない。

2．各国が持続可能な低炭素経済に向けて進むため、例えば、炭素回収・貯留、再生可能なエネルギー技術、エネルギー効率向上の
ためのグリーンICT利用といったクリーン技術の開発及び普及と、環境物品とサービスの国際的市場の発展といった分野におけ
る国際協力が極めて重要となるであろう。…

我々は以下の点を宣言する。
4．「グリーン」と「成長」は手を携えて進むことが可能であることを確認し、…グリーン成長戦略を追求するための努力を強化する。
5．グリーン投資と天然資源の持続可能な管理を奨励する。…市場を基盤とした手法、規制やほかの政策を通じることを含め、効率
的かつ効果的な気候変動のポリシー・ミックスを活用する努力をさらに進める。我々は、グリーン投資のためのインセンティブ
拡大を考慮することとし、特にカーボン・プライシングが民間セクターの対応を促さないような分野において、これを進める。……
生物多様性の価値の認識に向けた取組は奨励されるべきである。我々はまたグリーン投資の流れや政策、ベストプラクティスに
関する情報も共有していく。

6．温室効果ガスの排出を増加させる化石燃料の消費・生産、或いはその他の希少天然資源の持続不可能な使用を促進し、環境に悪
い影響を与える結果につながる補助金のような、…環境に有害な政策を回避又は除去するために、国内政策の改革を促す。我々
はまた、効率的かつ環境に良い成果を促す、明確で長期的な価格シグナルを確保するため、適切な規制と政策の確立にむけ努力
する。…

7．労働市場と人的資源育成政策と、グリーン成長対策とが緊密に協調するように確保する。…
8．我々は次の点について国際協力を強化する。
8.1． 我々は、…クリーン技術の開発、市場メカニズムの促進、気候変動と生物多様性の喪失に対する戦いと水管理を支援するための、
 途上国への財政面及びほかの支援の拡大・合理化・加速について、国際レベルの協力に向けた特別な努力が必要であることを
 確認する。…
8.2． 我々は、…すべての国々が計測、報告、実証可能な国内的に妥当な緩和義務及び緩和措置或いは適応措置をとり、…コペンハー
 ゲンでの国連気候変動会議において、…2013年以降の国際的な気候変動の合意に達するべくあらゆる努力を行っていく。
 …

我々はOECDに以下を求める。
9．分野横断的なプロジェクトとして、経済の回復と環境・社会的に持続可能な経済成長を達成するために、グリーン成長戦略を策
定する。…この戦略は、…、OECD加盟国や主要な非加盟国におけるグリーン成長に関する措置を分析する。2010年の閣僚理
事会に中間報告がなされるべきである。
…

グリーン成長に関する宣言（抄訳）
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　第 5章では、環境産業の発展によって、経済社会を
牽引することの必要性を述べました。わが国は環境分
野の特許など世界最高水準のすぐれた技術力を有する
一方で、それが必ずしも世界の市場への十分な浸透や
新製品の開発につながっていないという現状がありま
す。環境産業は、国を挙げて支援しているところも多
く、国益という観点から、研究開発、人材育成、ニー
ズとシーズのマッチング、社会的な制度整備も含め、
広くグリーン・イノベーションの促進を支援する必要

があります。またわが国では少子高齢化社会への移行
が最も早く進んでいますが、模範となる経験を有する
国はなく、むしろわが国の取組を各国が見守っている
状況にあります。こうしたことも踏まえ、環境、社会、
経済の発展を総合的に見る指標を試算すると、そこに
は、それぞれの国の価値観や努力の成果など、さまざ
まな観点が映し込まれた姿が見える可能性が示唆され
ました。

まとめ

際会議を開催するなど、積極的な取組が行われていま
す。いずれにせよ、国の豊かさを「経済」ではなく「幸
福」で測り、「国の幸福度をいかに上げるか」を国家
の政策目標として掲げていることは一つの試みとして
評価されます。　　　　
　このように、新たな経済社会システムの進展を把握
し、目標を設定する上で、GDP を補足・代替するも
のとして、経済、環境、社会の諸条件の変化を網羅的
に把握する持続可能性指標などさまざまな指標につい
て見てきましたが、わが国としてもさらに研究を推進
し、国際的な検討に積極的な役割を果たしていくこと
が期待されます。

（2）環境と経済の好循環を生み出す新たな経
済社会の実現に向けて

　今般の世界的な経済危機等をきっかけに、いわゆる
「グリーン・ニューディール政策」が各国で導入され
たように、環境関連投資等の環境対策は経済成長の原
動力として考えられるようになっています。つまり、
環境対策に費用をかけるということは環境改善や省エ
ネ技術・サービスに対する新たな需要の創出につなが
ると考えられます。また、他国に先んじてこのような
技術・サービスの新市場が創出され、そこで日本の環
境技術が育てられていけば、いずれ世界的に需要が顕
著に増大すると見込まれる環境市場で比較優位を確立

し、わが国の環境産業は、将来の日本経済にとって強
力な輸出産業に成長することになると考えられます。
　こうした動きは、国際的にも広がりを見せています。
例えば、平成 21 年 6 月の OECD閣僚理事会において
「グリーン成長に関する宣言」が採択されました。こ
の宣言において、経済の回復と環境的・社会的に持続
可能な経済成長を成し遂げるために「グリーン成長戦
略」策定作業をOECDに要請し、平成 22 年の OECD 
閣僚理事会に中間報告を提出することになっています。
また、平成 21 年 11 月の APEC 首脳会議において、
気候変動やエネルギーを含む環境面に配慮した「持続
可能な成長」を含めた、包括的かつ中長期的な成長戦
略をつくることが合意され、その具体的内容について
は、平成 22 年に日本で開催される会合で議論される
こととなっています。 
　第 2 章や第 3 節で考察したように、温室効果ガス排
出量を 2050 年までに 80％削減するためには、生活様
式からインフラ整備、産業構造にいたるまで低炭素型
に変えていくことが求められます。わが国の経済状況
は依然として厳しい状況にありますが、環境対策を後
回しにするのではなく、早い段階から積極的な研究開
発投資などによるイノベーションを通じた環境産業の
創出を図るとともに、低炭素社会を構築することによ
り、わが国の経済の体質強化と地球環境や世界の持続
可能な発展への貢献につなげることが必要であると考
えられます。
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　われわれの生きる世界は、どのような状況にあり、
どこに向かっているのでしょうか。
　今からおよそ 46 億年前に形成された地球。ここに、
およそ 6億年から 8億年ほどして生命が誕生したとい
われます。その後、大陸でさえ形を変えてしまうほど
の長い時間、生命は自らの体や機能を環境にあわせな
がら、いのちをつなぐ営みを続けてきました。水や岩
石、太陽などがさまざまな環境をつくるとそこには無
数の種が現れ、無機的なものと生命、あるいは生命同
士の関わりからさらに多様で精妙な生態系が織りなさ
れてゆきます。幾度かの大規模な絶滅期を迎えても、
これを耐え抜いた個体はたしかにいのちをつなぎ、長
い時間をかけて地球を非常に多くの生命があふれる惑
星としてきました。
　この星に人類が誕生したのは、生命史的な時間スケ
ールで見てもごく最近のことになります。百数十万年
前に火を自らのものにしたとされる人類は、その後、
気候変動をはじめ数々の環境の変化にも適応し、さま
ざまな危機を生き抜いてきました。時を経て、文明が
興隆し、ある文明は栄え、ある文明は滅んでいきまし
たが、現代に受け継がれた文明の恩恵をわれわれは受
けています。
　産業革命により火を格段に上手く使えるようになる
と、人類の社会は新たな時代を迎えました。現代文明
は、実にさまざまな利便性を人類に与える一方で、後
述する自然界のルールに従わず、環境に大きな負荷を
与え続けてきましたが、それが国際的に顧みられるこ
とはごく最近までほとんどありませんでした。
　
　今、人類は、大きな岐路に立っています。
　地球規模での環境変化や国際的な経済動向が、私た
ちの日々の暮らしにまで影響を与えることを実感する
ようになって、これまでのような経済社会の発展のあ
り方が、今後も果たして人類を幸福な将来へと誘うも
のであるのか、という懐疑的な声も聞かれるようにな
ってきました。
　人類の経済社会活動の基盤たる環境が損なわれ、国
によってはこれまでふんだんに使ってきた資源やエネ
ルギーの枯渇を意識せざるをえない状況になっていま
す。かつてのように、こうした問題の答えを、新たな
地理的フロンティアに求めることはできません。地の
果てまで活動領域を広げた人類は、生活を根幹で支え
てくれる地下資源の幾つかさえあと数十年で使い尽く
す勢いです。今後は、資源やエネルギーの使用の一層
の合理化に加えて、環境への負荷が少なく枯渇の心配
されない資源やエネルギーの活用へと人類の活動の軸
足を移していかなければなりません。

　また、世界的な経済不況をきっかけとして、時に実
体経済と大きくかけ離れた利益をもたらしたり、個人
の暮らしが立ちゆかなくなるほどの損失と責任を課す
ような経済制度やそのあり方に対して倫理的側面も含
めた疑念が示される一方で、環境に配慮した金融の流
れやSRIの増加など明るい動きも広がりを見ています。
この経済不況からの脱出、ひいてはその後の持続的な
発展のため、環境対策によって経済を牽引しようとい
う、いわゆるグリーン成長の動きが国際的に見られま
す。
　さらに、例えば、洪水や熱波など異常気象の影響に
より甚大な被害を受けた欧州では、GDPという尺度が、
災害復興に要した費用など少ない方が望ましい費用で
あってもプラスに評価してしまうことへの疑問から、
GDP を越えて人間の幸福に重きをおいた新たな尺度
の開発を呼びかけています。
　
　こうした時代にあって、本年の白書では、まず、世
界はどこに向かっているのかを、人口の推移から貧
困・格差の状況まで、環境問題に関わりの深い幾つか
の経済社会活動のデータによって世界的な視野で展望
しました。さまざまなデータを通して浮かび上がった
のは、人口増加や経済活動の増大に伴って資源消費や
環境への負荷も増大しており、水、食料、エネルギー、
廃棄物など、その傾向が改善を見ていないこと、国際
的な経済社会の趨勢や資源の有限性を考慮すると、こ
れまでのような大量生産、大量消費、大量廃棄型の経
済社会活動を継続することは極めてむずかしいという
ことでした。資源の枯渇と偏在は、国益の確保を巡っ
て一層大きな国際問題となることが懸念されます。環
境問題の国際的な対応においては、途上国を中心に「共
通だが差異のある責任」の「差異」が強調されがちで
すが、わが国としては、むしろ「共通な」一つの運命
を自覚し、環境保全に向けて、すべての国が一致団結
して具体的な行動に踏み出すべきであると主張してい
ます。
　第 1章での代表的な環境の現状の俯瞰に引き続き、
第 2章では、すでに地球温暖化の被害は現れており、
急いで対策を講じなければならないこと、地球温暖化
の被害の状況や対策の経済上の効果を論じた上で、地
球温暖化対策に関する国内外の取組を紹介しました。
地球温暖化対策の進め方にはさまざまな選択肢があり
得ますが、いずれにしても、地球温暖化問題の解決の
ために、私たちの文化や生活に犠牲を強いることなく、
真に豊かな生活を実現しながら、温室効果ガスの排出
が抑えられる社会を構築しなければなりません。地球
温暖化の進行には、私たちの日々の活動すべてが大き
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く関係しています。そして、その悪影響は、私たちだ
けでなく、未来の子どもたちまで永く続きます。私た
ちは、すぐにでも手立てを講じてこの問題に立ち向か
い、「人間のための経済社会」を掲げた新成長戦略に
則り、温室効果ガスの排出が削減された経済社会を目
指します。
　第 3章では、本年 10月にわが国で開催されるCOP10
を控え、議長国としてのわが国の責任や生物多様性に
配慮した社会経済への転換の必要性を示しました。生
物多様性は通常わたしたちが考えているよりもはるか
に大きなスケールで、多方面に及ぶ便益を人類に与え
てくれています。その一方で、このかけがえのない生
物多様性が地球規模で急速に失われつつあり、生態系
から提供されるサービスを将来にわたり持続的に享受
することが困難になってきています。また、生態系を
保全することで得られる便益の大きさは、一度損なっ
た生態系を回復させるコストより大きいことも分かっ
てきており、開発行為や自然資源の利用に当たっては、
こうした費用効果分析を的確に行った上で進めていく
ことが大切です。わが国は多くの資源を海外に依存す
ることで、世界の生物多様性に大きな影響を及ぼして
おり、人類の存続基盤である生物多様性を保全し、持
続的に利用していくために、企業活動から私たちのラ
イフスタイルまで、生物多様性に配慮した社会経済へ
の転換を率先して進めていく必要があります。COP10
は、2010 年以降の新たな世界目標の検討など、世界
の生物多様性の将来を左右する重要な会議です。わが
国は議長国として、自然資源の持続可能な利用や管理
を進める「SATOYAMAイニシアティブ」を世界に
広げるなど、地球規模で人と自然の共生を実現するた
め、先導的な役割を果たしていく必要があります。
　第 4章では、地球上の、有限で偏在している水の保
全に、わが国が果たすべき役割を考察しました。恒常
的に水ストレスの状態にある国々に比べるとわが国は、
すぐれた給水技術・システムのお陰で生存や生活に直
結する資源としての水に対する有りがたさや意識が希
薄になりがちです。しかし、わが国の経済社会活動は、
国内で消費するのと同程度の水を世界の水に負ってい
ることも忘れてはなりません。このことについては、
わが国のすぐれた上水供給や汚水処理技術を、知的所
有権に十分配慮しながら、適切に活用することで世界
の衛生的な水の確保の問題解決に貢献することが出来
ます。もとより国際社会においては、水もまたビジネ
スの対象であり、わが国の有する技術より劣るもので
あっても価格面での競争力が強かったり、要素技術よ
り遙かに巨大な水処理システムの維持・管理市場で日
本はあまり実績がなかったりするなど、わが国の水ビ
ジネスを巡る状況に楽観は禁物です。しかし、良好な
萌芽も見られるところであり、関係者の連携と政府の
一層の後押しによって、水環境の保全と水ビジネスの
振興を世界規模でさらに進めていく必要があります。
　第 5章では、環境産業の発展によって、経済社会を

牽引することの必要性を述べました。わが国は環境分
野の特許など世界最高水準のすぐれた技術力を有する
一方で、それが必ずしも世界の市場への十分な浸透や
新製品の開発につながっていないという現状がありま
す。環境産業は、国を挙げて、研究開発、人材育成、
ニーズとシーズのマッチング、需要喚起、社会的な制
度整備など広くグリーン・イノベーションを支援して
いく必要があります。これによりわが国のもつすぐれ
た技術力による環境と経済の好循環が国際的な規模で
もたらされることが期待できます。近年、多くの国々
や国際機関において、こうした「グリーン成長」と呼
ばれる環境を軸とした経済発展のあり方が模索されて
います。これまでの発展のあり方を見直し、環境の重
要性を認識した上で人類のさらなる発展を希求する、
人類の発展史上重要なパラダイムシフトが、今、起き
ているのです。環境、社会、経済の発展を統合的に見
る指標を試算すると、そこには、それぞれの国の価値
観や努力の成果も映し込まれた姿が見えてきます。
　
　こうしてみると、これまでのような費消型の文明か
ら、唯一つの地球で確かに持続する文明へと人類の社
会を新たな段階に発展させるために、わが国が貢献で
きるさまざまなことがらが存在していることが分かり
ます。このため、経済性のみならず、さまざまな指標
によって人類の活動を評価していく必要があるのでは
ないかという考え方も出てきます。
　現代文明は、自然の摂理を踏まえ、また自らの影響
力の大きさを的確に自覚した上で自然と上手につき合
うことができていなかった部分もあります。その第 1
の点は、自然界のもたらす恵みの受け取り方です。例
えば、毎年もたらされる恵みは、その範囲内のものを
受け取り、限りのある資源は、繰り返し使うことを含
めて極力大事に使うということです。自然の再生能力
を超えるほどの恵みを短期間に受けようとしたり、ま
たそれが永遠に続くかのように考えて、節約や効率的
な使用の努力を怠ると、限りのある資源は思いの外早
く枯渇し、再び使うことが出来なくなります。第 2の
点は、自然界に不要なものを返す時には、それが受け
取れる範囲で返さなければならない、ということです。
自然界からの恩恵を受けた後、人類は、自然界ではう
まく循環できない物質や循環しきれないほど多量の物
質を環境中に滞留させてきました。今やそれが地球的
な規模で環境に影響を及ぼし、人類は自らの活動によ
って改変される環境への責任をどうとるのかに、頭を
悩ませています。第 3の点は、自然との共生を適切に
図ってこなかったことです。人類は、3000 万種とも
いわれる地球の生物の中の一種であり、自然のメカニ
ズムの中には人類がいまだうかがいしれない未知の部
分が多いにもかかわらず、近年、爆発的にそのシェア
を拡大しています。その過程で、生命史上類を見ない
ほどのペースで多くの生物種の絶滅がもたらされてい
ます。ある生物が環境中の資源を使いすぎると資源が
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枯渇し、その生物の個体数が減っていくのが自然な状
態であり、周囲の環境を、結果として自らの生存に不
適なものに変えてしまうとやはり個体数を減らすのが
自然です。我々はそうした将来を望むのでしょうか。
　
　もったいない、足るを知る、という考え方は、まさ
に持続可能性を踏まえた価値観でもあり、これを長く
実践してきたわが国は、その価値観から技術・制度ま
で、グローバル・スタンダードとしていくための努力
を惜しんではならないと考えます。物差しが歪んでい
ればそれを改善し、新たな目標を適切に定めた上で、
それぞれの主体が努力していくことが必要です。
　目の前に迫る危機があります。この危機に直面し、
人類は正しい判断をしなければなりません。それだけ

でなく、着実に行動を積み重ね、成果を上げていかな
ければなりません。このため、科学が要請する水準に
基づく目標を掲げ、全員参加でこれに取り組んでいく
必要があるのです。
　わが国は、主要排出国の公平かつ実効性ある国際的
枠組みの構築や意欲的な目標の合意を得る前提で、
2020 年に温室効果ガスの排出量を 25％削減するとい
う国際的な公約を掲げています。その実現は決して容
易ではありません。痛みが生じるならそれを分かちあ
うことも必要でしょう。それでもわが国は、ありとあ
らゆる政策・対策を総動員し、中期目標の達成を目指
します。人類の明るい未来への道を拓き、枯渇性の資
源やエネルギーに過度に依存しない新たな文明の構築
に向けて、揺るがぬ決意と共に。
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　近年の人間活動の拡大に伴って二酸化炭素、メタン
等の温室効果ガスが人為的に大量に大気中に排出され
ることで、地球が過度に温暖化するおそれが生じてい
ます。特に二酸化炭素は、化石燃料の燃焼などによっ
て膨大な量が人為的に排出されています。わが国が排
出する温室効果ガスのうち、二酸化炭素の排出が全体
の約 95％を占めています（図 1-1-1）。

第1章
低炭素社会の構築

CO2
CH4

1　問題の概要

第1節　地球温暖化問題の現状

　気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が 2007 年
（平成 19 年）に取りまとめた第 4次評価報告書による
と、世界平均地上気温は 1906～2005 年の間に 0.74（0.56
～0.92）℃上昇し、20 世紀を通じて平均海面水位は
17（12～22）cm上昇しました。また、最近 50 年間の
気温上昇の速度は、過去 100 年間のほぼ 2倍に増大し
ており、海面上昇の速度も近年ではより大きくなって
います。同報告では、気候システムに地球温暖化が起
こっていると断定するとともに、20 世紀半ば以降に
観測された世界平均気温の上昇のほとんどは人為起源
の温室効果ガス濃度の観測された増加によってもたら
された可能性が非常に高いとしています。
　また、同報告では、世界全体の経済成長や人口、技
術開発、経済・エネルギー構造等の動向について複数
のシナリオに基づく将来予測を行っており、1980 年
から 1999 年までに比べ、21 世紀末（2090 年～2099 年）
の平均気温上昇は、環境の保全と経済の発展が地球規

資料：環境省

HFCs
1.2%

2008年度
の総排出量
1,282

［Mt CO2eq.］

CO2
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CO2
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N2O
1.8%

SF6
0.3%

PFCs
0.4%

図1-1-1　日本の温室効果ガス排出量の内訳（2008年
単年度）

2　地球温暖化の現況と今後の見通し

・2005年までの100年間に世界の平均気温が
0.74〔0.56～0.92〕℃上昇。
・最近50年間の昇温の長期傾向は過去100年
間のほぼ2倍。
・最 近12年（1995年～2006年）の う ち、
1996年を除く11年の世界の地上気温は
1850年以降で最も温暖な12年の中に入る。
・北極の平均気温は過去100年間で世界平均の
上昇率のほとんど2倍の速さで上昇。
・20世紀を通じた海面水位上昇量は0.17m
・1993年～2003年の上昇率は年当たり
3.1mm

発生頻度が増加

発生頻度が増加

1970年代以降、特に熱帯地域や亜熱帯地域で
干ばつの地域が拡大。激しさと期間が増加。

・南北両半球において、山岳氷河と積雪面積は
平均すると縮小

発生頻度が減少

指標 観測された変化

世界平均気温

平均海面水位

暑い日及び熱波

寒い日、寒い夜及
び霜が降りる日

大雨現象

干ばつ

氷河、積雪面積

資料： IPCC 「第4次評価報告書」より環境省作成

表1-1-1　地球温暖化の影響の現状
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第1節　地球温暖化問題の現状

模で両立する社会では、約 1.8（1.1～2.9）℃とする一方、
高度経済成長が続く中で化石エネルギー源を重視した
社会では約 4.0（2.4～6.4）℃と予測しています。
　同報告では、新しい知見として、地球温暖化により、
大気中の二酸化炭素の陸地と海洋への取り込みが減少
するため、地球温暖化が一層進行すると予測されてい
る（気候－炭素循環のフィードバック）。また、大気

中の二酸化炭素濃度の上昇に伴いすでに海面が平均で
pH0.1 酸性化し、21 世紀中にさらに pH で 0.14～0.35
の酸性化が進行すると予測されています（表 1-1-1）。
　また、気象庁によると、日本では 20 世紀中に平均
気温が約 1℃上昇しました。日本においても、気候の
変動が農林業、生態系、水資源、人の健康などに影響
を与えることが予想されます。

　日本の 2008 年度（平成 20 年度）の温室効果ガス総
排出量は、12 億 8,200 万トン＊（注：以下「＊」は二
酸化炭素換算）でした。京都議定書の規定による基準
年（1990 年度。ただし、HFCs、PFCs 及び SF6につ
いては 1995 年。）の総排出量（12 億 6,100 万トン＊）
と比べ、1.6％上回っています。また、前年度と比べ
ると 6.4％の減少となっています（図 1-1-2）。
　温室効果ガスごとにみると、2008 年度の二酸化炭
素排出量は 12 億 1,400 万トン（基準年比 6.1％増加）
でした。部門別にみると（図 1-1-3、図 1-1-4）、産業部
門からの排出量は 4 億 1,900 万トン（同 13.2％減少）
でした。また、運輸部門からの排出量は 2 億 3,500 万

トン（同 8.3％増加）でした。業務その他部門からの
排出量は 2 億 3,500 万トン（同 43.0％増加）でした。
家庭部門からの排出量は 1 億 7,100 万トン（同 34.2％
増加）でした。
　2008 年度における二酸化炭素以外の温室効果ガス
排出量については、メタン排出量は 2,130 万トン＊（同
36.2％減少）、一酸化二窒素排出量は 2,250 万トン＊（同
31.2％減少）となりました。また、HFCs 排出量は
1,530 万トン＊（同 24.5％減少）、PFCs 排出量は 460
万トン＊（同 67.1％減少）、SF6 排出量は 380 万トン
＊（同 77.8％減少）となりました（図 1-1-5）。

3　日本の温室効果ガスの排出状況

CO2 CH4 N2O
HFCs PFCs SF6 CO2

CH4
N2O
HFC
PFC
SF6

1995年度
（平成7年）

1990年度
（平成2年）

【基準年】

1,282

1,369
1,337

1,3551,3521,3561,351
1,319

1,344
1,326

1,305

1,3481,3531,340

1,276

1,2151,2231,2151,207

1,261

（単位：百万トンCO2換算）

基準年 17 2019
（年度）

16151413121110987653平成
2

18

1,400

1,300

1,200

1,100

1,000

900

資料：環境省

4

図1-1-2　日本の温室効果ガス排出量

注1：内側の円は各部門の直接の排出量の割合（下段カッコ内の数
字）を、また、外側の円は電気事業者の発電に伴う排出量
及び熱供給事業者の熱発生に伴う排出量を電力消費量及び
熱消費量に応じて最終需要部門に配分した後の割合（上段
の数字）を、それぞれ示している。

2：統計誤差、四捨五入等のため、排出量割合の合計は必ずしも
100％にならないことがある。

資料：環境省

その他　　　　
0.003％（0.003％）

廃棄物（廃プラスチック、廃油の焼却）
2％（2％）

運輸部門（自動車・船舶等）
19％（19％）

エネルギー転換部門
（発電所等）

6％
（34％）

産業部門
（工場等）
34％
（28％）

二酸化炭素総排出量
2008年度

（平成20年度）
1,214,438千トン

工業プロセス
（石灰石消費等）

4％
（4％）

家庭部門
14％
（5％）

業務
その他部門

（商業・サービス・
事務所等）
19％
（8％）

図1-1-3　二酸化炭素排出量の部門別内訳
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第2節　地球温暖化対策に係る国際的枠組みの下での取組

　気候変動に関する国際連合枠組条約（以下「気候変
動枠組条約」という。）は、地球温暖化防止のための
国際的な枠組みであり、究極的な目的として、温室効
果ガスの大気中濃度を自然の生態系や人類に危険な悪
影響を及ぼさない水準で安定化させることを掲げてい
ます。現在温室効果ガスの排出量は地球の吸収量の 2
倍以上であり、上記の目的の実現のためには早期に世
界全体の排出量を半分以下にする必要があります。（表
1-2-1）
　1997 年（平成 9 年）に京都で開催された気候変動
枠組条約第 3 回締約国会議（COP3）において、先進
各国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のあ
る数量化された削減約束を定めた京都議定書が採択さ
れました。
　京都議定書は、先進国が、2008 年（平成 20 年）か
ら 2012 年（平成 24 年）まで（以下、第一約束期間）
の各年の温室効果ガスの排出量の平均を基準年（原則
1990 年（平成 2 年））から削減させる割合を定めてい
ます。例えば日本の削減割合は 6％、米国は 7％、EU
加盟国は全体で 8％です。中国やインドなどの途上国
に対しては、数値目標による削減義務は課せられてい
ません。対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素、メ
タン等の 6種類です（表 1-2-2、図 1-2-1）。

　2010 年（平成 22 年）1 月末現在、190 か国・地域
が京都議定書を締結しています。米国は 2001 年に京
都議定書への不参加を表明し削減義務を負っていませ
ん。2009 年（平成 21 年）1 月に発足したオバマ政権
も現在も京都議定書には参加しないという姿勢を変え
ていません。
　2001 年（平成 13 年）に開催された COP7 における
京都議定書の具体的な運用方針の決定を受け、先進諸
国等の京都議定書締結に向けた環境が整い、わが国は、
2002 年（平成 14 年）6 月 4 日、京都議定書を締結し
ました。その後、発効要件が満たされ、2005 年（平

1　気候変動枠組条約に基づく取組
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資料：環境省

図1-1-4　部門別エネルギー起源二酸化炭素排出量の
　　　　　推移
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非エネルギー
起源CO2
CH4
N2O

HFCs
PFCs
SF6

代替フロン等
3ガス合計

図1-1-5　各種温室効果ガス（エネルギー起源二酸化炭
 素以外）の排出量

経　　緯
1992年5月に採択
1994年3月に発効
日本は1993年5月に締結

究極の目的

資料：環境省

・ 気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼす
こととならない水準において大気中の温室
効果ガスの濃度を安定化させること
・ そのような水準は、生態系が気候変動に自
然に適応し、食料の生産が脅かされず、か
つ、経済開発が持続可能な態様で進行する
ことができるような期間内に達成されるべ
き

表1-2-1　気候変動に関する国際連合枠組条約の概要
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第2節　地球温暖化対策に係る国際的枠組みの下での取組

成 17 年）2 月 16 日に、京都議定書は発効しました。
発効後初の会合である COP11 及び京都議定書第 1 回
締約国会合（COP／MOP1）では、第一約束期間後の
2013 年以降の次期枠組みに向けた公式な議論が開始
され、また、「京都議定書の下での附属書Ⅰ国のさら
なる約束に関する特別作業部会（AWG-KP）」が立ち
上がりました。2007 年（平成 19 年）に開催された
COP13 では、新たにすべての条約締約国により 2013
年以降の枠組みについての検討を行う「条約の下での
長期的協力の行動のための特別作業部会（AWG-LCA）」
を立ち上げること、2009 年（平成 21 年）12 月の
COP15 で合意を得ることなどを含む、バリ行動計画
等の諸決定がなされました。これによって、わが国の
方針である米中を含むすべての主要排出国が責任ある
形で参加する公平かつ実効性のある枠組みの構築に向
けた交渉が開始されることとなりました。2009 年（平
成 21 年）12 月にデンマークのコペンハーゲンで開催
された COP15 及び COP/MOP5 では、特別作業部会、
閣僚レベルでの協議等を経て、30 近くの国・機関の
首脳レベルの協議・交渉の結果、「コペンハーゲン合意」
が作成され、条約締約国会議として「同合意に留意す
る」と決定されました。「コペンハーゲン合意」には、
①世界全体の気温の上昇が 2度以内にとどまるべきで
あるとの科学的見解を認識し、長期の協力的行動を強
化すること、②附属書Ⅰ国（先進国）は 2020 年の削
減目標を、非附属書Ⅰ国（途上国）は削減行動を、
2010 年 1 月 31 日までに事務局に提出すること、③先
進国の行動は測定・報告・検証（MRV）の対象とな
ること、及び途上国の削減行動（温室効果ガスの排出
目録を含む）について、自発的に行う削減行動は国内
的なMRVの対象となり、その結果は国別報告書を通

じて 2年ごとに報告され、国際的な協議・分析の対象
となるが、支援を受けて行う削減行動については、国

対象ガス

吸収源

基準年

約束期間

数値約束

京都メカニズム

締約国の義務

資料：環境省

二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代
替フロン等3ガス（HFC、 PFC、 SF6）
森林等の吸収源による二酸化炭素吸収量
を算入
1990年（代替フロン等3ガスは1995
年としてもよい）
2008年～2012年の5年間

先進国全体で少なくとも5％削減を目指す
日本△6％、米国△7％、 EU△8％等

国際的に協調して費用効果的に目標を達
成するための仕組み
・クリーン開発メカニズム（CDM）
　先進国が、開発途上国内で排出削減等
のプロジェクトを実施し、その結果の
削減量・吸収量を排出枠として先進国
が取得できる

・共同実施（JI）
　先進国同士が、先進国内で排出削減等
のプロジェクトを共同で実施し、その
結果の削減量・吸収量を排出枠として、
当事者国の間で分配できる

・排出量取引
　先進国同士が、排出枠の移転（取引）
を行う 

全締約国の義務
○排出・吸収目録を作成・更新する計画
の作成

○緩和・適応措置を含む計画の作成・実施・
公表　等

附属書Ⅰ国又はⅡ国の義務
○数値約束の達成
○2007年までに、排出・吸収量推計の
ための国内制度を整備

○開発途上国への資金供与　等

表1-2-2　京都議定書の概要

世界のエネルギー起源CO2排出量の見通し世界のエネルギー起源CO2排出量（2007年）

その他
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20.7％
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35％
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20,988
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28,962

出典：財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）※EU15ヶ国は、COP3（京都会議）開催時点での加盟国数である
資料：IEA「KEY WORLD ENERGY STATISTICS」2009

図1-2-1　二酸化炭素の国別排出量と世界のエネルギー起源CO2排出量の見通し
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際的なMRVの対象となること、④先進国は、途上国
に対する支援として、2010～2012 年の間に 300 億ド
ルに近づく新規かつ追加的な資金の供与を共同で行う
ことにコミットし、また、2020 年までには年間 1,000
億ドルの資金を共同で調達するとの目標にコミットす
ること等が盛り込まれました。鳩山総理は、首脳級の
会合に出席し、コペンハーゲン合意の作成交渉に直接
参加しました。また、小沢環境大臣より、鳩山イニシ
アティブの具体化として、温室効果ガスの排出削減な
ど気候変動対策に積極的に取り組む途上国や、気候変
動の悪影響に脆弱な状況にある途上国を広く対象とし
て、国際交渉の進展状況を注視しつつ、2012 年末ま
での約 3年間で 1兆 7,500 億円（おおむね 150 億ドル）、
そのうち公的資金は 1 兆 3,000 億円（おおむね 110 億

ドル）の支援を実施していくことを決定した旨発表し
ました。
　2010 年（平成 22 年）1 月末、わが国は、コペンハ
ーゲン合意への賛同の意思表明と、同合意に基づいて、
「すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的枠
組みの構築と意欲的な目標の合意を前提として、温室
効果ガスを 2020 年までに 1990 年比で 25％削減する」
との目標を気候変動枠組条約事務局に提出しました。
2010 年（平成 22 年）4 月末時点の条約事務局の発表
によれば、主要国を含む約 76 か国（世界全体のエネ
ルギー由来の排出量の約 80％に相当）が削減目標又
は行動を提出しています。また、今後の議論については、
2009 年に終了することになっていたAWG-LCAも、
AWG-KPとともに作業を継続することが決定されました。

　クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナ
ーシップ（APP）はアジア太平洋地域において、増
大するエネルギー需要、エネルギー安全保障、気候変
動問題などに対処することを目的として、2005 年 7
月に立ち上げについて合意された枠組みです。APP
はクリーンで効率的な技術の開発・普及・移転のため
の協力を行う地域協力の官民パートナーシップであり、
日本、豪州、カナダ、中国、インド、韓国、米国の 7
か国が参加しています。
　APP の特徴として、主要な 8 つの協力対象分野の
タスクフォース（①よりクリーンな化石エネルギー、

②再生可能エネルギーと分散型電源、③発電及び送電、
④鉄鋼、⑤アルミニウム、⑥セメント、⑦石炭鉱業、
⑧建物及び電気機器）が設置されている点が挙げられ
ます。セクター・対象分野ごとに最良の省エネ・環境
技術やベストプラクティス等の知見を共有、省エネに
係る技術移転、エネルギー効率に係る指標の検討等に
ついて、官民が連携して取組を進める「セクター別ア
プローチ」をとることにより、それぞれのセクター・
対象分野の固有の実情を踏まえた実効的な削減対策を
実施することが可能で、100 件を超えるプロジェクト
が進められています。

2　クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ（APP）

　途上国においては、大気汚染や水質汚濁等の環境汚
染問題が喫緊の課題となっていることから、環境汚染
対策と地球温暖化対策を同時に進めることができる
「コベネフィット・アプローチ」が有用です。わが国
においては、2007 年 12 月の中国及びインドネシア両
国との大臣間の合意に基づき、本アプローチに係る具

体的なプロジェクトの発掘・形成や共同研究を進めて
います。また、2010 年 3 月に、タイ国バンコクにお
いて本アプローチの有用性への理解を深め、普及を図
ることを目的として、アジア諸国等の環境所管官庁の
関係者及び国際機関関係者を対象としたセミナーを開
催しました。

3　開発途上国への支援の取組

　京都メカニズムとは、市場メカニズムを活用して京
都議定書を批准した先進国としての削減約束を達成す
る仕組みであり、クリーン開発メカニズム（CDM）、
共同実施（JI）及び排出量取引の 3つの手法がありま
す（表 1-2-2）。
　京都議定書目標達成計画においては、京都メカニズ
ムの利用が国内対策に対して補足的であるとの原則を
踏まえつつ、6％削減約束を達成するため、国内にお
ける温室効果ガスの排出削減対策及び吸収源対策に最

大限努力しても、なお約束達成に不足すると見込まれ
る分については、京都メカニズムを活用して対応する
こととしています。この差分である約 1億トンについ
て政府は NEDO を活用して平成 21 年度末までに
9580 万 t-CO2 のクレジットを契約取得しました。
　環境省や経済産業省を中心として、民間事業者等に
対して CDM／JI プロジェクト実施のための支援を行
いました。具体的には、CDM／JI 事業の実施可能性
調査による案件の発掘や、民間事業者が参考とする

4　京都メカニズム活用に向けた取組
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第3節　地球温暖化防止に向けた国内対策

　地球温暖化に対する国際的な取組に科学的根拠を与
えてきた IPCCの活動に対して、わが国は、2007 年（平
成 19 年）に公表された第 4 次評価報告書をはじめと
した各種報告書作成プロセスへの参画、資金の拠出、
関連研究の実施など積極的な貢献を行いました。また、
わが国の提案により地球環境戦略研究機関（IGES）
に設置された、温室効果ガス排出・吸収量世界標準算
定方式を定めるためのインベントリータスクフォース

の技術支援組織の活動を支援しました。
　また、地球環境研究総合推進費では、「地球温暖化
に係る政策支援と普及啓発のための気候変動シナリオ
に関する総合的研究」を、地球温暖化により世界や日
本の気候が今度どのように変化するのか、より正確で
分かりやすい形で国民各層及び国際社会に対して提供
することを目的として、平成 19 年度より実施してい
ます。

5　気候変動枠組条約の究極的な目標の達成に資する科学的知見の収集等

　昨今、気候変動問題は以前にも増して注目を集め、
その対策のための議論も大きく加速しています。上記
のほかにも、特に 2013 年以降の次期枠組み構築のた
めの国際的な議論がさまざまな形で行われています。
2009 年（平成 21 年）7 月にイタリアで開催された G8
ラクイラ・サミットにおいて、G8 北海道洞爺湖サミ
ットにおいて合意した、世界全体の温室効果ガス排出
量を 2050 年までに少なくとも 50％削減するとの目標
を再確認し、この一部として、先進国全体で、1990
年又はより最近の複数の年と比して 2050 年までに 80
％又はそれ以上削減するとの目標が支持されました。
　また、COP15 での成果に向けて政治的リーダーシ
ップの創出に貢献することを目的として立ち上げられ、
日本、米国、中国など 17 か国・地域が参加する「エ

ネルギーと気候に関する主要経済国フォーラム」では、
2009 年（平成 21 年）7 月に、気候変動に係る将来の
協力へのビジョンを含む首脳宣言を取りまとめまし
た。

　また、2009 年（平成 21 年）11 月に発表された気候
変動交渉に関する日米共同メッセージにおいて、両国
は、2050 年までに自らの排出量を 80％削減すること
を目指すとともに、同年までに世界全体の排出量を半
減するとの目標を支持することを表明するなど、二国
間などでも多くの議論がありました。
　このように、わが国は、各国と協力して気候変動問
題への対処を進めています。

6　その他の取組

CDM／JI 事業実施マニュアルの改訂を行い、CDMの
方法論、個々の CDM／JI プロジェクト概要、CDM／
JI に関する国際的な議論の動向等に関するデータベ
ースを構築するなど、情報の提供を通じて CDM／JI
の事業化促進を図りました。また、事業の主要受入国
における CDM／JI 受入に係る制度構築及び実施計画
の策定を支援したほか、受入国側の情報をわが国の事
業者向けに広く提供しました。その他、国連の会議等
において、京都メカニズムの改善について積極的に働
きかけました。

　さらに、京都メカニズムの総合的な推進・活用を目
的として関係府省で構成する京都メカニズム推進・活
用会議において、2009 年（平成 21 年）10 月 16 日現
在までに計 603 件の CDM／JI 事業を承認しました。
　また、2010 年３月に、タイ国バンコクにおいて本
アプローチの有用性への理解を深め、普及を図ること
を目的として、アジア諸国等の環境所管官庁の関係者
及び国際機関関係者を対象としたセミナーを開催しま
した。

第3節　地球温暖化防止に向けた国内対策

　京都議定書上の 6％削減目標の達成及び温室効果ガ
スのさらなる長期的・継続的かつ大幅な排出削減に向
けて、政府は、平成 20 年 3 月に閣議決定した改定京
都議定書目標達成計画に基づき、今後、各部門におい

て各主体が、対策及び施策に全力で取り組むことによ
り、森林吸収量の目標である 1,300 万炭素トン（基準
年総排出量比 3.8％）の確保、京都メカニズムの活用（同
比 1.6％）と併せて、京都議定書第一約束期間の目標

1　温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策
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を達成することとしています。
　ただし、6％削減目標は、各部門において、各主体が、
現行対策に加え、追加された対策・施策に全力で取り
組むことを前提として見込んだものであり、今後、経
済活動が活発になれば、達成が困難になることも考え
られます。このため、適宜適切に計画の進捗状況の厳
格な点検と機動的な見直しを実施し、必要な対策の追
加・強化を行うことにより、6％削減目標を確実に達
成していくこととしています。平成 21 年 7 月 17 日に
行われた進捗状況の点検においては、大半の対策につ
いて実績のトレンドがおおむね見込みどおりでした。
また、実績のトレンドが見込みどおりでないものにつ
いても、自主行動計画においては、各団体に対して取
組の強化を促しているところであり、その他の対策に
おいては、対策・施策の追加・強化を行っているとこ
ろです。

（1）エネルギー起源二酸化炭素に関する対策
の推進

ア　低炭素型の都市・地域構造や社会経済システ
ムの形成

　環境負荷の小さいまちづくりの実現に向け、公共交
通機関の利用促進、未利用エネルギーや自然資本の活
用等を面的に実施するため、CO2 削減シミュレーショ
ンを通じた実効的な計画策定を支援しました。
　都市整備事業の推進、民間活動の規制・誘導などの
手法を組み合わせ、低炭素型都市構造を目指した都市
づくりを総合的に推進しました。
　交通システムに関しては、公共交通機関の利用促進
のための鉄道新線整備の推進、環状道路等幹線道路網
の整備や高度道路交通システム（ITS）の推進等の交
通流対策等を行いました。
　物流体系に関しては、モーダルシフト関連施策の推
進を含め、荷主と物流事業者の連携による環境負荷の
小さい効率的な物流体系の構築に取り組みました。
　新エネルギーの面的導入に関しては、住宅街区や商
業施設等を含むエリアで、太陽光発電等の新エネルギ
ーの複合的な導入や、エネルギーを融通しあうシステ
ムの導入などを行うモデル街区の構築等を進め、新エ
ネルギーの導入促進を図りました。また、地域のさま
ざまなバイオマスを地域の関係者の幅広い連携の下、
総合的に利活用するバイオマスタウンについては、構
想の策定やその実現に向けた支援を行いました。
　また、高い目標を掲げ先駆的な取組にチャレンジす
る都市の「環境モデル都市」選定、その取組の全国展
開等のための低炭素都市推進協議会の設立等を通じ、
低炭素まちづくりを支援しました。

イ　部門別（産業・民生・運輸等）の対策・施策

　（ア）産業部門（製造事業者等）の取組
　自主行動計画は、政府による厳格な評価・検証を行
いました。2009 年度においては、2008 年度実績に基
づいた評価、検証を行いましたが、年度後半の急激な
景気後退に伴う活動量の低下の影響もあり、排出量が
大半の業種で前年度より減少しました。また、電力業
から京都メカニズムクレジットの償却が行われたほか、
12 業種において、目標達成が困難な場合には京都メ
カニズムクレジットの活用を検討する旨が表明される
など、自主行動計画の目標達成の蓋然性が向上したと
ころです。中小企業における排出削減対策の強化のた
め、中小企業の排出削減設備導入における資金面の公
的支援の一層の充実や、大企業等の技術・資金等を提
供して中小企業等（いずれの自主行動計画にも参加し
ていない企業として、中堅企業・大企業も含む。）が
行った温室効果ガス排出抑制のための取組による排出
削減量を認証し、自主行動計画等の目標達成のために
活用する国内クレジット制度、コンビナート等の産業
集積地における工場排熱の企業間での融通等、複数の
事業者が共同して自主的に省エネ・排出削減を行う仕
組み（エネルギー・CO2 共同削減事業）の構築を通じ、
省エネルギー効果の大きい連携事業に対する支援を行
います。
　さらに CO2 排出低減が図られている建設機械の普
及を図るため、これら建設機械の取得時の融資制度を
措置しました。
　農林水産分野においては、バイオマスの利活用や食
品産業の自主行動計画の取組を推進しました。また、
施設園芸、農業機械における二酸化炭素排出削減対策
を推進しました。
　（イ）業務その他部門の取組
　省エネルギー法を改正し、現行の「工場・事業場単
位」による規制から「企業単位」での総合的なエネル
ギー管理へ法体系を改正するとともに、一定の要件を
満たすフランチャイズチェーンについてチェーン全体
を一体と捉え、本部事業者に対し、事業者単位の規制
と同様のエネルギー管理を導入することで、工場・オ
フィスビル等の実効性のある省エネ取組のさらなる強
化を行います。また、建築物の省エネルギー性能の向
上のため、建築物に係る省エネルギー措置の届出等の
義務付けの対象について、一定の中小規模の建築物へ
拡大するとともに、大規模な建築物に係る担保措置を
強化することとしました。また、エネルギー需給構造
改革推進投資促進税制により、省エネ効果の高い窓等
の断熱と空調、照明、給湯等の建築設備から構成され
る高効率ビルシステムの普及の推進を行うとともに、
建築物等に関する総合的な環境性能評価手法
（CASBEE）の充実・普及、省エネ改修等の建築物の
省エネルギーに関する設計・施工等に係る情報提供等
の推進等を行いました。トップランナー基準について
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は、さらに個別機器の効率向上を図るため、対象を拡
大するとともに、すでに対象となっている機器の対象
範囲の拡大及び基準の強化を図ります。
　また、平成 19 年 3 月に閣議決定された政府実行計
画に基づき、政府の事務及び事業に関し、率先的な取
組を実施しました。特に、全国の国の庁舎において、
太陽光発電、建物緑化、ESCO等のグリーン化を推
進しました。政府実行計画に基づく取組に当たっては、
平成 19 年 11 月に施行された国等における温室効果ガ
ス等の排出の削減に配慮した法律（平成 19 年法律第
56 号）に基づき、環境配慮契約を実施しました。
　（ウ）家庭部門の取組
　省エネルギー法を改正し、建築物と同様、住宅に係
る省エネルギー措置の届出の義務付けの対象について、
一定の中小規模の住宅へ拡大するとともに、大規模な
住宅に係る担保措置を強化することとしました。また、
消費者等が省エネルギー性能のすぐれた住宅を選択す
ることを可能とするため、住宅等に関する総合的な環
境性能評価手法（CASBEE）や住宅性能表示制度の
充実・普及、住宅設備を含めた総合的な省エネ評価方
法の開発を推進し、省エネルギー性能の評価・表示に
よる消費者等への情報提供を促進しました。さらに、
既存住宅において一定の省エネルギー改修（窓の二重
サッシ化等）を行った場合に係るローン減税を延長し、
新たに投資型減税制度を創設しました。また、省エネ
性能を要件に含む長期優良住宅のうち一定のものに対
してもローン減税を創設しました。
　（エ）運輸部門の取組
　自動車単体対策として、自動車燃費の改善、車両・
インフラに係る補助制度・税制支援等を通じたクリー
ンエネルギー自動車の普及促進等を行うとともに、環
状道路等幹線道路網の整備等の推進により、交通流対
策を実施しました。また、モーダルシフトを含めた物
流効率化の促進については、国際貨物の陸上輸送距離
の削減にも資する港湾の整備を推進するとともに、グ
リーン物流パートナーシップ会議を通じて、荷主と物
流事業者の連携による取組を支援する等、環境負荷の
小さい効率的な物流体系の構築に取り組みました。さ
らに、公共交通機関の利用を促進するために、鉄道等
新線整備、既存鉄道・バスの利用促進、エコ通勤等の
施策を推進しました。
　このほか、海上輸送については、船舶実燃費指標（海
の 10 モード）の開発・国際標準化等による海洋環境
イニシアティブを推進するとともに、スーパーエコシ
ップの普及促進等に取り組みました。また、航空分野
においては、飛行経路の短縮を可能とする広域航法
（RNAV）の導入等の航空保安システムの高度化や環
境にやさしい空港（エコエアポート）等を推進しまし
た。
　（オ）エネルギー転換部門の取組
　発電過程で二酸化炭素を排出しない原子力発電につ
いては、今後も安全確保を大前提に、原子力発電の一

層の活用を図るとともに、基幹電源として官民相協力
して着実に推進していきます。また、原子力等のほか
のエネルギー源とのバランスやエネルギーセキュリテ
ィを踏まえつつ、天然ガスへの転換等その導入及び利
用拡大を推進します。太陽光、風力、水力、地熱、太
陽熱、バイオマス等の再生可能エネルギーは、地球温
暖化対策に大きく貢献するとともに、エネルギー源の
多様化に資するため、国の支援策の充実等によりその
導入を促進しました。また、天然ガスコジェネレーシ
ョンや燃料電池についても推進してきました。

（2）非エネルギー起源二酸化炭素、メタン及
び一酸化二窒素に関する対策の推進

　化石燃料由来廃棄物の焼却量の削減を推進するとと
もに、廃棄物の最終処分量の削減や、全連続炉の導入
等による一般廃棄物焼却施設における燃焼の高度化等
を推進しました。
　また、下水汚泥の焼却に伴う一酸化二窒素の排出量
を削減するため、下水汚泥の燃焼の高度化を推進しま
した。

（3）代替フロン等3ガスに関する対策の推進

　代替フロン等 3 ガス（HFC、PFC、SF6）は、オゾ
ン層は破壊しないものの強力な温室効果ガスであるた
め、京都議定書の対象とされています。その排出抑制
については、産業用途で削減が進んだこと等から大幅
に目標を強化し、平成 20 年 3 月に改定された京都議
定書目標達成計画においては基準年総排出量比 1.6％
減の目標を設定しました。
　この目標に向け、業務用冷凍空調機器からの冷媒フ
ロン類の回収を徹底するため、平成 19 年 10 月から施
行された特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実
施の確保等に関する法律（平成 13 年法律第 64 号。以
下「フロン回収・破壊法」という。）の一部改正法に
基づくフロン類回収の一層の徹底のため、引き続きフ
ロン回収・破壊法の周知を行うとともに、「見える化」
の一環としてのフロン量の二酸化炭素換算表示の導入
の検討、都道府県における施行強化を推進しました。
特定家庭用機器再商品化法（平成 10 年法律第 97 号。
以下「家電リサイクル法」という。）、使用済自動車の
再資源化等に関する法律（平成 14 年法律第 87 号。以
下「自動車リサイクル法」という。）に基づき、家庭
用の電気冷蔵庫・冷凍庫、電気洗濯機、ルームエアコ
ン及びカーエアコンからのフロン類の適切な回収を進
めました。
　産業界の取組に関しては、自主行動計画の進捗状況
の評価・検証を行うとともに、行動計画の透明性・信
頼性及び目標達成の確実性の向上を図りました。
　さらに、先導的な排出抑制の取組に対する補助の強
化、低温室効果冷媒を用いた省エネエアコン、省エネ
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性能の高いノンフロン型断熱材等の技術開発、冷媒に
フロン類を用いない省エネ型自然冷媒冷凍等装置の導
入を促進するための補助事業等の実施、ノンフロン製
品の普及阻害要因、業務用冷凍空調機器の冷媒フロン
類の使用時排出等に関する調査を行いました。

（4）温室効果ガス吸収源対策の推進

　京都議定書目標達成計画で目標とされた森林による
吸収量 1,300 万炭素トン（基準年度総排出量比約 3.8％）
の確保を図るため、健全な森林の整備、保安林等の適
切な管理・保全等の推進、木材及び木質バイオマス利

用の推進、美しい森
も り

林づくり推進国民運動の展開等の
総合的な取組を内容とする森林吸収源対策を展開しま
した。
　また、都市における吸収源対策として、都市公園整
備や道路緑化等による新たな緑地空間を創出し、都市
緑化等を推進しました。
　さらに、農地土壌が有する温室効果ガスの吸収源と
しての機能及び本機能の向上に効果の高い営農活動に
関する科学的な知見を集約し、食料・農業・農村政策
審議会企画部会地球環境小委員会において「地球温暖
化防止に貢献する農地土壌の役割について」を取りま
とめました。

（1）温室効果ガス排出量の算定・報告・公表
制度

　地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法
律第 117 号。以下「地球温暖化対策推進法」という。）
に基づく温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度
により、全国の 14,841 事業所（7,813 事業者）及び
1,447 の輸送事業者から報告された平成 19 年度の排出
量を集計し、平成21年4月3日に結果を公表しました。
今回報告された排出量の合計は二酸化炭素換算で 6億
5,041 万トンで、わが国の平成 19 年度排出量の約 5割
に相当します。

（2）排出抑制等指針

　平成 20 年に改正された地球温暖化対策推進法に基
づき、事業者が事業活動において使用する設備につい
て、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択
するとともに、できる限り温室効果ガスの排出量を少
なくする方法で使用するよう努めることとされていま
す。また、事業者が、国民が日常生活において利用す
る製品・サービスの製造等を行うに当たっては、その
利用に伴う温室効果ガスの排出量がより少ないものの
製造等を行うとともに、その利用に伴う温室効果ガス
の排出に関する情報の提供を行うよう努めることとさ
れており、こうした努力義務を果たすために必要な措
置を示した排出抑制等指針について、平成 21 年 12 月
にはこの指針の内容を分かりやすく解説した専用のホ
ームページを開設しました。
また、廃棄物部門について、実際の事業活動において
事業者の参考となる、排出抑制等を努める上での望ま
しい排出原単位（経済活動の量を代表するものの単位
量当たりの温室効果ガスの排出量）の水準について検
討しました。

（3）国民運動の展開

　地球温暖化防止のために政府が推進する国民運動
「チーム・マイナス 6％」を引き続き推進し、夏期の
冷房設定を 28℃にして快適に過ごすビジネススタイ
ル「クールビズ」の実施を各企業へ呼びかけるととも
に、2009 年度のテーマを「MY COOL BIZ～私らしく、
クールビズ～」とし、クールビズを実施するためのさ
まざまな知恵にフォーカスをあて、オフィスや家庭、
パブリック・スペース等での理解・実施を促す取組を
実施しました。
　また、冬期の暖房設定を 20℃にして快適に過ごす
ビジネススタイル「ウォームビズ」を企業だけでなく、
家庭そして街ぐるみで取り組んでもらえるよう、「い
っしょにあったまろう。～ウォームシェア～」をテー
マに、みんなで集まってアイディアや空間をシェアす
ることで、暖房に頼らずに暖かく過ごすライフスタイ
ルを提案しました。
　2009 年 9 月に鳩山内閣総理大臣がニューヨークの
国連気候変動サミットにおいて、わが国の目標として、
すべての主要国による公平かつ実効性的な枠組みの構
築と意欲的な目標への合意を前提に、温室効果ガス排
出量を 2020 年までに 1990 年比で 25％削減すること
を表明したことを受け、2010 年 1 月 14 日より地球温
暖化防止のための国民運動「チャレンジ 25 キャンペ
ーン」を新たに展開しています。
　「チャレンジ 25 キャンペーン」では、オフィスや家
庭などにおいて実践できる CO2 削減に向けた具体的
な行動を「6 つのチャレンジ」として提案し、その行
動の実践を広く呼びかけており、趣旨に賛同していた
だいた、すべての個人、企業・団体の皆さまに対し、「チ
ャレンジ25宣言」への参加・登録を呼びかけています。

2　横断的施策
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（4）「見える化」の推進

　温室効果ガスの「見える化」とは、商品やサービス
の製造等に伴う温室効果ガスの排出量を定量的に可視
化することなどを言います。政府では、商品・サービ
スの原材料調達から廃棄・リサイクルにいたるまでの
ライフサイクル全体を通しての温室効果ガスの排出量
を CO2 に換算して、当該商品・サービスに簡易な方
法で分かりやすく表示する「カーボンフットプリント
制度」の構築・普及等の取組を進めています。また、「見
える化」による温室効果ガスの削減効果の把握のため
の調査を行うとともに、国民が日常生活においてさま
ざまな商品やサービスを使用した際に発生する温室効
果ガスの排出量や、その削減のための具体的な方法に
ついて情報提供するウェブサイト（日常生活 CO2 情
報提供ツール）の試行版を開発しました。

（5）公的機関の率先的取組

　政府における取組として、地球温暖化対策推進法及
び京都議定書目標達成計画に基づき、自らの事務及び
事業から排出される温室効果ガスの削減を定めた「政
府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑
制等のため実行すべき措置について定める計画（政府
の実行計画）」が旧実行計画を引き継ぐ形で平成 19 年
3 月に閣議決定されています。この新しい計画は、19
年度から 24 年度までの期間を対象とし、22 年度～24
年度の平均の温室効果ガス排出量を、13 年度比で 8％
削減することを目標としています。
　なお、平成 20 年度における政府の事務及び事業に
伴い排出された温室効果ガスの総排出量は 162 万トン
（平成 13 年度値の 18.9％減）でした。
　平成 20 年 6 月に改正された地球温暖化対策推進法
においては、①都道府県、指定都市、中核市及び特例
市（指定都市等）の地方公共団体に対し、地方公共団
体実行計画の義務的記載事項を拡充し、その区域の自
然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等
のための施策の策定が義務化され、計画に位置づけら
れた事業について、地域グリーンニューディール基金
等の支援を行いました。また、②都道府県に加え指定
都市等も、地域における普及啓発活動や調査分析の拠
点としての地域地球温暖化防止活動推進センター（地
域センター）の指定や、③地域における普及啓発活動
を促進するための地球温暖化防止活動推進員を委嘱で
きることとされました。さらに、④地方公共団体、関
係行政機関、関係地方公共団体、地域センター、地球
温暖化防止活動推進員、事業者、住民等により実行計
画協議会を組織することができることとし、これらを
通じパートナーシップによる地域ごとの実効的な取組
の推進等が図られるよう措置しました。

（6）環境税等の経済的手法

　燃費の良い自動車への転換を促す等に活用する税制
も重要な対策手段です。
　環境税等の経済的手法については、第 6章第 8 節を
参照してください。

（7）国内排出量取引制度

　国内排出量取引制度については、2005 年度から、
確実かつ費用効率的な削減と取引等に係る知見・経験
の蓄積を図るため、自主参加型国内排出量取引制度
（JVETS）を実施し、現在まで 303 社の企業が参加し
ています。
　2008 年 10 月からは、CO2 の排出削減には、CO2 に
取引価格を付け、市場メカニズムを活用し、技術開発
や削減努力を誘導する方法を活用することが必要であ
るとの観点に立って、「排出量取引の国内統合市場の
試行的実施」を開始しました。これに伴い、JVETS
は試行実施の参加類型の一つとなったほか、国内クレ
ジット制度も開始されました。
　本試行実施については、700 を超える企業等（JVETS
への参加企業を含む）から参加申請があり、2008 年
度に目標を設定した参加者については、自らの排出削
減に加えて排出枠の取引等も活用し、すべての参加者
が目標を達成しました。また、国内クレジット制度に
ついては、制度開始以降、2010 年 4 月時点で地方自
治体を含め、全国各地から 397 件の事業計画が提出さ
れています。これらの事業による排出削減見込量は、
2012 年度末までに累計約 83 万トン CO2 にのぼってい
ます。
　2009 年 9 月の国連気候変動首脳会合においては、
内閣総理大臣がわが国の削減目標の実現に向け、国内
排出量取引制度の導入等をはじめとして、あらゆる政
策を総動員してめざしていく決意を表明しました。そ
の後、地球温暖化問題に関する閣僚委員会等において、
キャップ・アンド・トレード方式による国内排出量取
引制度の検討が行われています。
　2010 年 3 月には、国内排出量取引制度の創設を盛
り込んだ「地球温暖化対策基本法案」を通常国会に提
出しました。

（8）カーボン・オフセット

　適切なカーボン・オフセット（以下、「オフセット」
という）の普及促進のため、「わが国におけるカーボ
ン・オフセットのあり方について（指針）」（平成 20
年 2 月）に基づき、下記の取組を行いました。
・ 平成 20 年に引き続き、オフセットの取組に関する
普及啓発・相談支援等を行う「カーボン・オフセッ
トフォーラム」（以下、「J-COF」という）を運営し
ました。また、平成 20 年度のオフセット関連情報
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を「平成 20 年度カーボン・オフセット関連施策の
動向について」として取りまとめました。

・ 昨年に引き続き、模範的なオフセットの取組を示す
ことを目的としてモデル事業を実施し、平成 21 年
8 月に、8 件の取組を採択しました。

・ 平成 21 年 3 月に策定した「カーボン・オフセット
の取組に対する第三者認証機関による基準」に基づ
いて、認証を受けた取組にラベルを付与する「カー
ボン・オフセット認証制度」が、平成 21 年 5 月よ
り気候変動対策認証センターにより開始されまし
た。

・ 平成 20 年 11 月に創設した、国内のプロジェクトに
よる温室効果ガス排出削減・吸収量をオフセットに
用いることのできるクレジットとして「オフセッ
ト・クレジット（J-VER）制度」（以下、「J-VER 制度」
という。）の活用を促進するため、モデル事業の実
施等により制度の対象となるプロジェクトを拡充す
るとともに、J-VER 制度を活用する事業者等への支
援事業を行いました。

　また、平成 21 年 12 月に、温室効果ガスの削減・吸

収量をクレジットとして認証・発行する都道府県の制
度が、J-VER 制度に整合していると認められる場合、
当制度により発行されたクレジットを J-VER と同列
に扱う「都道府県 J-VER プログラム認証」の仕組み
を開始しました。
　現在、J-VER 制度の対象となるプロジェクトは 9種
類で、木質バイオマスの活用や森林の整備プロジェク
トを中心に 20 件が登録されています。J-VER 制度の
活用により、中小企業や農林業等の地域におけるプロ
ジェクトにカーボン・オフセットの資金が還流するた
め、地球温暖化対策と地域振興が一体的に図られまし
た。
　さらに、上記のような取組について国と地方自治体
との情報・意見交換を行うためのネットワークとして、
平成20年 6月に設立された日本カーボンアクション・
プラットフォーム（JCAP）を運営しています。
　加えて、平成 20 年に締結したカーボン・オフセッ
トに関する日英協力宣言文に基づき、平成 22 年 3 月
に英国とワークショップを開催しました。

（1）排出量・吸収量算定手法の改善等

　気候変動枠組条約に基づき、温室効果ガス排出・吸
収目録（インベントリ）の報告書を作成し、排出・吸
収量の算定に関するデータとともに条約事務局に提出
しました。また、これらの内容に関する条約事務局に
よる審査の結果等を踏まえ、インベントリの算定方法
の改善について検討しました。

（2）地球温暖化対策技術開発の推進

　京都議定書目標達成計画において、技術開発は、そ
の普及を通じて環境と経済の両立を図りつつ、将来に
わたり大きな温室効果ガス削減効果が期待できる取組
として位置付けられており、第 3期科学技術基本計画
の分野別推進戦略の下、関係各府省が連携し、産学官
で協力しながら総合的な推進を図りました。
　農林水産分野においては、地球温暖化適応策の農業
生産現場への普及・指導や、地球温暖化が将来の農林
水産業に与える予測研究、適応策に関する技術開発を
推進しました。

（3）観測・調査研究の推進

　地球温暖化に関する科学的知見を充実させ、一層適
切な行政施策を講じるため、引き続き、地球環境研究

総合推進費等を活用し、現象解明、影響評価、将来予
測及び対策に関する調査研究等の推進を図りました。
また、地球環境研究総合推進費では、平成 21 年度に、
①アジア低炭素社会に向けた中長期的政策オプション
の立案・予測・評価手法の開発とその普及に関する総
合的研究、②東アジアにおける広域大気汚染の解明と
温暖化対策との共便益を考慮した大気環境管理の推進
に関する総合的研究の 2戦略プロジェクトを開始しま
した。
　2009 年（平成 21 年）4 月に開催された G8 環境大
臣会合では、各国の低炭素社会にかかわる研究機関に
よる「低炭素社会国際研究ネットワーク」（LCS-RNet）
の発足が了承され、同年 10 月に、イタリアにおいて
第 1回年次会合が開催されました。現在、日本を含む
6か国から 10 機関が参加しています。
　また、わが国における地球温暖化の観測・予測及び
影響評価に関する知見を取りまとめた統合レポート
「日本の気候変動とその影響」を作成し、2009 年 10
月に公表しました。
　さらに、地球温暖化対策に必要な観測を、統合的・
効率的なものとするため、「地球観測連携拠点（地球
温暖化分野）」の活動を引き続き推進しました。加えて、
温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）を平
成 21 年 1 月に打ち上げ、10 月からは一般へのデータ
提供を開始しました。

3　基盤的施策
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第2章
地球環境、大気環境、水環境、
土壌環境、地盤環境の保全

（1）オゾン層の破壊

　CFC、HCFC、ハロン、臭化メチル等の物質により
オゾン層が破壊されており、その結果、地上に到達す
る有害な紫外線（UV-B）が増加し、皮膚ガンや白内
障等の健康被害の発生や、植物やプランクトンの生育
の阻害等を引き起こすことが懸念されています。これ
らのオゾン層破壊物質の多くは強力な温室効果ガスで
もあり、地球温暖化への影響も懸念されています。
　オゾン層破壊物質は 1989 年（平成元年）以降、オ
ゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書
（以下「モントリオール議定書」という。）に基づき規
制が行われています。その結果、代表的なオゾン層破
壊物質である CFC-12 の大気（対流圏）中濃度は、北
半球中緯度において 1990 年代後半以降ほぼ横ばいに
なっており、成層圏におけるオゾン層破壊物質の総濃
度は減少傾向にあります。
　しかしながら、大気中のオゾンは、1980 年代から
1990 年代前半にかけて大きく減少した後、現在も減
少した状態が続いています。
　また、2008 年（平成 20 年）の南極域上空のオゾン
ホールは、この 10 年（1999 年以降）の平均を上回る
規模でした。（図 2-1-1）オゾンホールの規模は年々変
動が大きく、現時点ではオゾンホールに縮小の兆しが
あるとは判断できず、南極域のオゾン層は依然として
深刻な状況にあります。モントリオール議定書科学評
価パネルの 2006 年（平成 18 年）の報告によると、モ
ントリオール議定書を全世界が遵守することを前提と
すると、南極地域のオゾンが 1980 年（昭和 55 年）以
前の値に戻るのは今世紀中頃と予測されています。
　なお、国際的に CFC からの代替が進むHCFC 及び
オゾン層を破壊しないものの温室効果の高いガスであ
る HFCの大気中濃度は増加の傾向にあります。

（2）酸性雨・黄砂

ア　酸性雨

　酸性雨については、湖沼や河川の酸性化による魚類
等への影響、土壌の酸性化による森林への影響、建造
物や文化財への影響等が懸念されています。酸性雨は、
原因物質の発生源から数千 kmも離れた地域にも影響
を及ぼす性質があり、国境を越えた広域的な現象です。
日本では、昭和 58 年度から酸性雨のモニタリングや
その影響に関する調査研究を実施しており、平成 21
年に取りまとめられた最近 5 年間（平成 15 年度～平
成 19 年度）のモニタリング結果の概要は、次のとお
りです。
① 　依然として、全国的に酸性雨が観測されている（全
平均値 pH4.68）。

② 　日本海側や西日本では大陸に由来した大気汚染物
質の流入が示唆され、全国的にオゾンの越境汚染や
黄砂飛来の影響が示唆された。

③ 　生態系への影響については、酸性雨による衰退木
等の生態被害や湖沼の酸性化は確認されなかった。

④ 　周辺土壌等の酸性化が認められる岐阜県伊自良湖
（いじらこ）集水域では、過去に大気由来で土壌に
蓄積したと考えられる硫黄が渓流に流出するととも
に、現在も多量の窒素沈着により土壌や渓流の酸性

1　地球環境の現状

出典：気象庁ホームページ「オゾンホール最大面積」
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図2-1-1　南極上空のオゾンホールの面積の推移
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化が継続していると考えられた。ただし、現時点で、
直ちに人の健康及び生態系に何らかの影響を及ぼす
状況にはない。

　このように、日本における酸性雨による被害は現時
点では明らかになっていませんが、一般に酸性雨によ
る影響は長い期間を経て現れると考えられているため、
現在のような酸性雨が今後も降り続けば、将来、酸性
雨による影響が顕在化するおそれがあります。
　また、最近 3 か年度における降水中の pHの推移は
図 2-1-2 のとおりです。依然として、全国的に酸性雨
が観測されています。

イ　黄砂

　近年、中国、モンゴルからの黄砂の飛来が大規模化
しており、中国、韓国、日本等でその対策が共通の関
心事となっています。従来、黄砂は自然現象と考えら
れていましたが、近年の現象には、過放牧や耕地の拡
大等の人為的な要因も影響しているとの指摘もあり、
越境する環境問題としても注目が高まりつつありま
す。

（3）海洋環境

　日本周辺の海洋環境の経年的変化を捉え、総合的な
評価を行うため、水質、底質等の海洋環境モニタリン
グ調査を実施しています。平成 19 年度は、平成 16 年
度に調査を行った日本海西部海域の補完調査を実施し
た結果、堆積物中から有機スズや臭素系難燃剤（有機
スズ汚染源特定の指標物質）が一般の沖合海域の調査
結果と比較して高い濃度で検出されましたが、簡易リ
スク評価の結果、人の健康に影響を及ぼすおそれはな
いと判断しています。今後も引き続き定期的な監視を
行い、汚染の状況に大きな変化がないか把握していく
こととします。
　なお、海洋環境モニタリング調査結果のデータにつ
いては、（独）国立環境研究所が整備した「環境GIS」
で公表しています。（http://www-gis4.nies.go.jp/
kaiyo/）

　最近 5か年の日本周辺海域における海洋汚染（油、
廃棄物、赤潮等）の発生確認件数の推移は図 2-1-3 の
とおりです。平成 21 年は 514 件と 20 年に比べ 41 件

落石岬　4.86　4.79　4.89

18年度平均　19年度平均　20年度平均

全国平均　4.67　4.67　4.71

八幡平　　※　　4.81　4.77

箟岳　4.92　4.70　4.76

赤城　　※　　4.83　　※

筑波　4.89　4.71　4.85

東京　　－　　4.77　4.62

犬山　4.57　4.64　4.58

京都八幡　　※　　4.60　4.64

尼崎　4.57　4.63　4.64

潮岬　4.62　4.54　4.76
檮原　4.83　4.78　4.68

大分久住　4.74　4.79　4.69

辺戸岬　4.95　4.98　5.07
小笠原　　※　　4.99　5.06

倉橋島　4.64　4.55　4.54
屋久島　　※　　　※　　4.65

えびの　4.69　　※　　4.83

五島　4.62　4.64　4.67

対馬　　※　　　※　　4.49

筑後小郡　4.49　4.82　4.76

蟠竜湖　4.64　4.53　4.52

隠岐　4.69　4.69　4.63

越前岬　4.57　4.48　4.62

伊自良湖　4.46　4.54　4.48

八方尾根　4.96　4.78　4.88

佐渡関岬　4.65　4.51　　※

新潟巻　4.61　4.48　4.57

尾花沢　4.83　4.72　4.73

竜飛岬　4.60　4.58　4.67

札幌　4.54　4.57　4.62

利尻　4.66　4.59　4.94

－：未測定
※：年平均値を無効と判断したもの
注１：平均値は、降水量加重平均値である。
資料：環境省

図2-1-2　降水中のpH分布図
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減少しました。平成 21 年の海洋汚染のうち油による
汚染についてみると、船舶からのものが 242 件と約 7
割を占めており、そのほとんどが取扱不注意によるも
のでした。油以外の汚染についてみると、陸上からの
ものが 62 件と約 6 割を占めており、そのほとんどが
故意による廃棄物の排出でした。
　近年、外国由来のものを含む漂流・漂着ゴミによる、
海岸機能の低下や生態系を含めた環境・景観の悪化、
船舶の安全航行の確保や漁業への被害などの深刻化が
指摘されています。

（4）森林

　世界の森林は、陸地の約 30％を占め、面積は約 40
億 ha に及びますが、2000 年（平成 12 年）から 2005
年（平成 17 年）にかけて、年平均 1,290 万 ha の割合
で減少しました（増加分を差し引いて年 730 万 ha の
純減：日本の国土面積の約 5 分の 1）。特に、熱帯林
が分布するアフリカ地域、南アメリカ地域及びアジア
地域のうち東南アジアで森林の減少が続いています
（図 2-1-4）。このような森林減少・劣化は、地球温暖
化や生物多様性の損失に深刻な影響を与えています。
　森林減少の原因として、プランテーション開発等農

油 廃棄物 有害液体物質 赤潮 青潮 その他

注：その他とは、工場排水等である。
資料：海上保安庁
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図2-1-3　海洋汚染の発生確認件数の推移

※凡例の濃淡は樹木の被覆率0～100%を表します。
資料提供：国土地理院（地球地図樹木被覆率、国連食糧農業機関森林統計使用）

森林が0.5％以上減少した国

森林が0.5％以上増加した国

森林の増減が0.5％未満の国

図2-1-4　世界の森林面積の年当たりの変化率（2000～2005年）
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地への転用、非伝統的な焼畑農業の増加、燃料用木材
の過剰採取、森林火災等が挙げられます。また、違法
伐採など不適切な森林伐採が森林を劣化させ、森林減
少の原因を誘発していることも大きな問題となってい
ます。

（5）砂漠化

　砂漠化とは、国連の砂漠化対処条約において、「乾
燥地域における土地の劣化」と定義されています。乾
燥地域は地表面積の約 41％を占めており、その 10～
20％はすでに劣化（砂漠化）しているおり、乾燥地域
に住む 1～6％の人々（約 2千万～1 億 2 千万人超）が
砂漠化された地域に住んでいると推定されています。

砂漠化の原因として、干ばつ・乾燥化等の気候的要因
のほか、過放牧、過度の耕作、過度の薪炭材採取によ
る森林減少、不適切な灌漑による農地への塩分集積等
が挙げられます。その背景には、開発途上国における
人口増加、貧困、市場経済の進展等の社会的・経済的
要因が関係しています。

（6）南極地域の環境

　南極地域は、地球上で最も人類の活動による破壊や
汚染の影響を受けていない地域であり、地球環境研究
の場等としてかけがえのない価値を有しています。近
年は基地活動や観光利用の増加による環境影響の増大
も懸念されています。

（1）光化学オキシダント

ア　環境基準の達成状況

　平成 20 年度の光化学オキシダントの測定局数は、
1,178局（一般環境大気測定局（以下「一般局」という。）：
1,148 局、自動車排出ガス測定局（以下「自排局」と
いう。）：30 局）でした。
　環境基準（1時間値が 0.06ppm 以下であること）の
達成状況は、全測定局で 0.1％であり、依然として極
めて低い水準となっています（図 2-1-5）。一方、昼間
の濃度別の測定時間の割合でみると、1 時間値が
0.06ppm 以下の割合は全測定局で 92.0％でした（図
2-1-6）。

イ　光化学オキシダント注意報等の発令状況等

　平成 21 年の光化学オキシダント注意報の発令延日

数（都道府県を一つの単位として注意報等の発令日数
を集計したもの）は 123 日（28 都府県）で、平成 20
年の 144 日（25 都府県）と比べて減少しました（図
2-1-7）。近年は発令地域が広域化する傾向にあり、平
成 21 年は山形県と鹿児島県で観測史上初めて各 1 日

2　大気環境の現状

0.06ppm以下（環境基準達成）
0.06～0.12ppm未満
0.12ppm以上
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資料：環境省「平成20年度大気汚染状況報告書」

図2-1-5　昼間の日最高1時間値の光化学オキシダント
濃度レベル毎の測定局数の推移（一般局と自
排局の合計）（平成16年度～20年度）
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資料：環境省「平成20年度大気汚染状況報告書」

図2-1-6　昼間の光化学オキシダント濃度レベル別測定
時間割合の推移（平成16年度～20年度）

資料：環境省「平成21年光化学大気汚染関係資料」　
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（平成12年～21年）
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の発令がありました。都道府県別に注意報の発令延日
数をみると、埼玉県が 14 日と最も多く、次いで大阪
府が 13 日、愛知県が 9日となっています（図 2-1-8）。
月別にみると、5月が最も多く 43 日、次いで 6月と 8
月で、それぞれ 30 日でした。また、光化学大気汚染
によると思われる被害届出人数（自覚症状による自主
的な届出による。）は 12 県で合計 910 人であり、平成
20 年（10 都県、400 人）と比べて増加しました。

ウ　非メタン炭化水素の測定結果

　平成 20 年度の非メタン炭化水素の測定局数は、一
般局が 318 局、自排局が 178 局でした。午前 6～9 時
の 3 時間平均値の年平均値は、一般局 0.18ppmC、自
排局 0.23ppmC で、近年では一般局、自排局とも改善
傾向がみられます（図 2-1-9）。

（2）窒素酸化物

　平成 20 年度の二酸化窒素に係る有効測定局（年間
測定時間が6,000時間以上の測定局をいう。以下同じ。）
数は、一般局が 1,366 局、自排局が 421 局でした。環
境基準達成率は、一般局 100％、自排局 95.5％であり、
一般局では近年ほとんどすべての測定局で環境基準を

資料：環境省「平成21年光化学大気汚染関係資料」
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図2-1-8　 平成21年の各都道府県の注意報等発令延べ
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資料：環境省「平成20年度大気汚染状況報告書」

図2-1-9　非メタン炭化水素の午前6～ 9時における
年平均値の経年変化推移（昭和51年度～平
成20年度）
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図2-1-11　二酸化窒素濃度の年平均値の推移（昭和
45年度～平成20年度）
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図2-1-10　二酸化窒素の環境基準達成状況の推移（平成16年度～20年度）
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達成し、自排局では平成 19 年度と比較するとほぼ横
ばいであった（図 2-1-10）。
　また、年平均値は、一般局 0.013ppm、自排局
0.024ppm であり、一般局では、自排局ともに近年ゆ
るやかな改善傾向がみられます（図 2-1-11）。
　また、平成 20 年度に環境基準が達成されなかった
測定局の分布をみると、自排局は自動車から排出され
る窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量
の削減等に関する特別措置法（平成 4年法律第 70 号。
以下「自動車 NOx・PM法」という。）の対策地域の
うち埼玉県及び大阪府を除く都県（千葉県、東京都、
神奈川県、愛知県、三重県及び兵庫県）に、静岡県を
加えた 7都府県に分布しています（図 2-1-12）。
　自動車 NOx・PM法に基づく対策地域全体におけ
る環境基準達成局の割合は、平成 20 年度は 92.0％（自
排局）と平成 19 年度と比較して 1.4 ポイント改善し

ました（図 2-1-13）。また、年平均値は近年ほぼ横ば
いながら緩やかな改善傾向が見られます（図 2-1-14）。

（3）浮遊粒子状物質

　平成20年度の浮遊粒子状物質に係る有効測定局数は、
一般局が 1,422 局、自排局が 403 局でした。環境基準
達成率は、一般局 99.6％、自排局 99.3％であり、平成
19 年度と比べて一般局、自排局とも改善しており、
環境基準を達成していない測定局は全国7県であった。
（図 2-1-15、図 2-1-16）
　また、年平均値は、一般局 0.022mg／m3、自排局
0.026mg／m3 であり、一般局、自排局とも近年ゆるや
かな改善傾向がみられます。

（4）二酸化硫黄

　平成 20 年度の二酸化硫黄に係る有効測定局数は、
一般局が 1,171 局、自排局が 72 局でした。環境基準
達成率は、一般局 99.8％、自排局 100％であり、近年
ほとんどすべての測定局で環境基準を達成していま
す。
　年平均値は、一般局、自排局ともに 0.003ppm で、
近年は、一般局、自排局とも横ばい傾向にあります（図
2-1-17）。

すべての局で環境基準達成             （40）
自排局に環境基準非達成局あり         （7）

（　）内は都道府県数を示す。
和歌山県は自排局なし

資料：環境省「平成20年度大気汚染状況報告書」
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資料：環境省「平成20年度大気汚染状況報告書」
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第1節　地球環境、大気環境、水環境、土壌環境、地盤環境の現状

（5）一酸化炭素

　平成 20 年度の一酸化炭素に係る有効測定局数は、
一般局が 73 局、自排局が 276 局でした。環境基準達
成率は、近年は一般局、自排局とも 100％であり、す
べての測定局において環境基準を達成しています。
　年平均値は一般局 0.3ppm、自排局 0.5ppm で、近
年は一般局でほぼ横ばいであり、自排局ではゆるやか
な改善傾向が見られます（図 2-1-18）。

（6）有害大気汚染物質

　平成 20 年度の有害大気汚染物質のモニタリング結
果によると、環境基準の設定されている物質に係る測
定結果は表 2-1-1 のとおりでした（ダイオキシン類に
係る測定結果については第 4章参照）。
　また、指針値（環境中の有害大気汚染物質による健
康リスクの低減を図るための指針となる数値）が設定
されている物質のうち、アクリロニトルは 1地点（370
地点中）、ニッケル化合物は 1 地点（302 地点中）、
1,2- ジクロロエタンは 1 地点（377 地点中）で指針値

を超過しており、塩化ビニルモノマー、水銀及びその
化合物、クロロホルム、1,3- ブタジエンは、すべての
地点で指針値を下回っていました。

（7）石綿

　石綿による大気汚染の現状を把握し、今後の対策の
検討に当たっての基礎資料とするとともに、国民に対
し情報提供していくため、建築物の解体工事等の作業
現場周辺等で、大気中の石綿濃度の測定を実施しまし
た（平成 20 年度の対象地点は全国 50 地域 149 地点）。
20 年度の調査結果ではいずれの地域分類においても
敷地境界及び一般環境においては特に高い濃度は見ら
れず、19 年度と同様に問題になるレベルではないと
思われます。

（8）騒音・振動

　騒音に係る環境基準は、地域の類型及び時間の区分
ごとに設定されており、類型指定は、平成 20 年度末
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資料：環境省「平成20年度大気汚染状況報告書」

図2-1-16　浮遊粒子状物質の環境基準達成状況の推移（平成16年度～20年度）

資料：環境省「平成20年度大気汚染状況報告書」
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図2-1-17　二酸化硫黄濃度の年平均値の推移（昭和
45年度～平成20年度）

資料：環境省「平成20年度大気汚染状況報告書」
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図2-1-18　一酸化炭素濃度の年平均値の推移（昭和
45年度～平成20年度）
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現在、47 都道府県の 750 市、462 町、44 村、23 特別
区において行われています。また環境基準達成状況の
評価は、「個別の住居等が影響を受ける騒音レベルに
よることを基本」とされ、一般地域（地点）と道路に
面する地域（住居等）別に行うこととされています。
　また、航空機・鉄道の騒音・振動については、その
特性に応じて、別途環境基準又は指針が設定されてい
ます。航空機騒音・新幹線鉄道騒音に係る環境基準に
ついては、地域の類型ごとに設定されており、平成
20 年度末現在で、航空機騒音については 34 都道府県、
67 飛行場周辺において、新幹線鉄道騒音については
25 都府県において類型の指定が行われています。
　騒音苦情の件数は平成 18 年度以降減少しており、
平成 20 年度は 15,558 件でした（図 2-1-19）。発生源別

に見ると、工場・事業場に係る騒音苦情の割合が 33.1
％を占め、次いで建設作業騒音に係る苦情の割合が
29.5％を占めています。
　平成 20 年度には全国の地方公共団体で、人の耳に
は聞き取りにくい低周波の音がガラス窓や戸、障子等
を振動させる、気分のイライラ、頭痛、めまいを引き
起こすといった苦情が 236 件受け付けられました。
　また、振動の苦情件数は、平成 20 年度は 2,941 件
でした。発生源別に見ると、建設作業振動に対する苦
情件数が 60.3％を占め、次いで工場・事業場振動に係
るものが 22.7％を占めています。
　平成 20 年度の一般地域における騒音の環境基準の
達成状況は、全測定地点で 80.5％、地域の騒音状況を
代表する地点で 81.1％、騒音に係る問題を生じやすい

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

全国
［4,632.4千戸］

うち、幹線交通を担う
道路に近接する空間
［1,936.7千戸］

昼夜とも
基準値以下

昼のみ
基準値以下

夜のみ
基準値以下

昼夜とも
基準値超過

4,157.8千戸
（89.8%）

218.1千戸
（4.7％）

228.7千戸
（4.9％）

1,603.9千戸
（82.8%）

153.8千戸
（7.9%）

159.6千戸
（8.2％）

27.9千戸（0.6％）

19.4千戸（1.0%）

単位　上段 住居等戸数（千戸）
　　　下段（比率（％））

図2-1-20　平成20年度　道路に面する地域における環境基準の達成状況
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図2-1-21　航空機騒音に係る環境基準の達成状況
（平成16年度～20年度）

ベンゼン 451［459］ 1［3］地点 1.4［1.5］μg/m3

0.65［0.76］μg/m3 200μg/m3以下

3μg/m3以下

200μg/m3以下

150μg/m3以下

0.23［0.25］μg/m3

2.3［2.3］μg/m3

0［0］地点

0［0］地点

0［0］地点

399［399］

399［395］

397［402］

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ジクロロメタン

物質名 測定地点数 環境基準
超過地点数

全地点平均値
（年平均値）

環境基準
（年平均値）

(注) １.年平均値は、月１回、年12回以上の測定値の平均値である。
 ２.[　]内は平成19年度実績である。　
出典：環境省『平成20年度 大気汚染状況について（有害大気汚染物質モニタリング調査結果）』

表2-1-1　有害大気汚染物質のうち環境基準の設定されている物質の調査結果（平成20年度）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

（年度）

（件）
騒音 振動 悪臭

1916131074昭和49 52 55 58 61 平成元

資料：環境省『騒音規制法施行状況調査』、『振動規制法施行状況調
査』、『悪臭防止法施行状況調査』より作成

図2-1-19　騒音・振動・悪臭に係る苦情件数の推移
（昭和49年度～平成20年度）
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地点等で 76.0％となっています。
　平成 20 年度の道路に面する地域における騒音の環
境基準の達成状況は、自動車騒音常時監視の結果によ
ると、全国4,632千戸の住居等を対象に行った評価では、
昼間又は夜間で環境基準を超過したのは 475 千戸（10
％）でした（図 2-1-20）。このうち、幹線交通を担う
道路に近接する空間にある 1,937 千戸のうち昼間又は
夜間で環境基準を超過した住居等は 333 千戸（17％）
でした。この状況は、「環境 GIS 全国自動車交通騒音
マップ」として、インターネット上で一般に公開して
います（http://www-gis.nies.go.jp/noise/car/）。
　航空機騒音に係る環境基準の達成状況は、長期的に
改善の傾向にあり、平成 20 年度においては測定地点
の約 76％の地点で達成しました（図 2-1-21）。
　新幹線鉄道騒音については、東海道、山陽、東北及
び上越新幹線沿線において、主に住居地域を中心にお
おむね 75 デシベル以下が達成されていますが、一部
で達成していない地域が残されており、引き続き音源
対策を計画的に推進しました。また、新幹線鉄道振動
については、振動対策指針値はおおむね達成されてい
ます。

（9）悪臭

　悪臭苦情の件数は平成 15 年度以降は減少しており、

平成 20 年度の悪臭苦情件数は 16,245 件となり 5 年連
続で減少しました（図 2-1-19）。発生源別に見ると、
野外焼却に係る苦情が最も多く、全体の 25.4％を占め
ました。前年度と比較すると、野外焼却、サービス業・
その他に対する苦情が減少しています。

（10）その他の大気に係る生活環境の現状

ア　ヒートアイランド現象

　都市部の気温が郊外に比べて高くなるヒートアイラ
ンド現象が大都市を中心に生じており、夏季には、30
℃を超える時間数が増加しています（図2-1-22）。また、
冷房等による排熱が気温上昇を招き、さらなる冷房に
よる排熱が生ずるという悪循環の発生等さまざまな環
境影響を及ぼしています。

イ　光害（ひかりがい）

　不適切な夜間照明の使用から生じる光は、人間の諸
活動や動植物の生息・生育に悪影響を及ぼすことがあ
ります。また、過度の屋外照明はエネルギーの浪費で
あり、地球温暖化の原因にもなります。

アメダス
＜20時間
～40
～60
～80
～100
～120
～140
～160
～180
～200
～220
～240
～260
～280
～300
～320
～340
～360
～380
～400時間

単位：時間/年

1980～1984年 2000～2004年

図2-1-22　 関東地方における30℃を超えた延べ時間数の広がり（5年間の年間平均時間数）

（1）公共用水域の水質汚濁

ア　健康項目

　水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に

関する環境基準（健康項目）については、平成 20 年
度の公共用水域における環境基準達成率が 99.0％（19
年度 99.1％）と、前年度と同様、ほとんどの地点で環
境基準を満たしていました（表 2-1-2）。（環境基準の
設定状況等については第 4節 4 を参照。）

3　水環境の現状
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イ　生活環境項目

　生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）
のうち、有機汚濁の代表的な水質指標である生物化学
的酸素要求量（BOD）又は化学的酸素要求量（COD）
の環境基準の達成率は、平成 20 年度は 87.4％（19 年
度 85.8％）となっています。水域別では、河川 92.3％
（同 90.0％）、湖沼 53.0％（同 50.3％）、海域 76.4％（同
78.7％）となり、河川では 2.3％上昇したものの、湖
沼では依然として達成率が低くなっています（図
2-1-23、表 2-1-3）。
　閉鎖性海域の海域別の CODの環境基準達成率は、
東京湾は 73.7％、伊勢湾は 56.3％、大阪湾は 66.7％、
大阪湾を除く瀬戸内海は 72.0％となっています（図
2-1-24）。
　一方、全窒素及び全燐の環境基準の達成率は、平成
20 年度は湖沼 50.0％（同 46.4％）、海域 84,9％（82.2％）
となり、湖沼では依然として低い水準で推移していま
す。閉鎖性海域の海域別の全窒素及び全燐の環境基準

達成率は、東京湾は 50.0％（6 水域中 3 水域）、伊勢
湾は 85.7％（7 水域中 6 水域）、大阪湾は 66.7％（3 水
域中 2 水域）、大阪湾を除く瀬戸内海は 96.5％（57 水
域中 55 水域）となっています（図 2-1-24）。

平成20年度 平成19年度

河川 湖沼 海域 全体 全体

a：超過
地点数

b：調査
地点数

a：超過
地点数

ｂ：調査
地点数

ａ：超過
地点数

ｂ：調査
地点数

a：超過
地点数

b：調査
地点数

a/b
（％）

a：超過
地点数

ｂ：調査
地点数

a/b
（％）

カドミウム 0 3,223 0 241 0 846 0 4,310 0 0 4,400 0 

全シアン 0 2,970 0 217 0 711 0 3,898 0 0 3,986 0 

鉛 4 3,380 1 241 0 868 5 4,489 0.11 5 4,562 0.11 

六価クロム 0 3,024 0 219 0 807 0 4,050 0 0 4,124 0 

砒素 22 3,348 2 243 0 857 24 4,448 0.54 27 4,519 0.60 

総水銀 0 3,104 0 225 0 853 0 4,182 0 0 4,254 0 

アルキル水銀 0 757 0 80 0 212 0 1,049 0 0 1,070 0 

PCB 0 1,852 0 132 0 456 0 2,440 0 0 2,513 0 

ジクロロメタン 2 2,809 0 185 0 592 2 3,586 0.06 1 3,633 0.03 

四塩化炭素 0 2,759 0 185 0 550 0 3,494 0 0 3,586 0 

1,2 －ジクロロエタン 1 2,789 0 185 0 590 1 3,564 0.03 0 3,629 0 

1,1 －ジクロロエチレン 0 2,776 0 185 0 583 0 3,544 0 0 3,638 0 

シス－1,2 －ジクロロエチレン 0 2,783 0 185 0 590 0 3,558 0 0 3,647 0 

1,1,1 －トリクロロエタン 0 2,798 0 193 0 582 0 3,573 0 0 3,700 0 

1,1,2 －トリクロロエタン 0 2,775 0 185 0 591 0 3,551 0 0 3,639 0 

トリクロロエチレン 0 2,873 0 199 0 595 0 3,667 0 0 3,744 0 

テトラクロロエチレン 1 2,875 0 199 0 595 1 3,669 0.03 0 3,744 0 

1,3 －ジクロロプロペン 0 2,808 0 193 0 538 0 3,539 0 0 3,652 0 

チウラム 0 2,745 0 197 0 542 0 3,484 0 0 3,520 0 

シマジン 0 2,742 0 197 0 534 0 3,473 0 0 3,549 0 

チオベンカルブ 0 2,733 0 197 0 534 0 3,464 0 0 3,570 0 

ベンゼン 0 2,715 0 186 0 586 0 3,487 0 0 3,596 0 

セレン 1 2,732 0 188 0 590 1 3,510 0.03 0 3,584 0 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 4 3,186 0 347 0 798 4 4,331 0.09 7 4,370 0.16 

ふっ素 12 
（13）

2,787 
（2,787）

0 
0 

214 
（214）

－ 
－ 

－ 
（33）

12 
（13）

3,001 
（2,999）

0.40 11 
（20）

2,995 
（3,012）

0.37 

ほう素 3 
（80）

2,677 
（2,723）

0 
（9）

204 
（210）

－ 
－ 

－ 
（30）

3 
（89）

2,881 
（2,931）

0.10 0 
（100）

2,826 
（2,938）

0 

合計（延べ地点数） 50 4,006 3 369 0 1,085 53 5,460 0.97 51 5,574 0.91 

注：1）硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素ならびにほう素は平成11年度から全国的に水質測定を開始。
　　2） ふっ素及びほう素の環境基準は、海域には適用されない。これら２項目に係る海域の測定地点数は、（　）内に参考までに記載したが、環境基準の評

価からは除外し、合計欄にも含まれない。また、河川及び湖沼においても、海水の影響により環境基準を超過した地点を除いた地点数を記載してい
るが、下段（　）内に、これらを含めた地点数を参考までに記載した。

　　3） 合計欄の超過地点数は、延べ地点数であり、同一地点において複数項目の環境基準を超えた場合には、それぞれの項目において、超過地点数を１と
して集計した。

表2-1-2　 健康項目の環境基準達成状況（平成20年度）

51昭和49 53 55 57 59 61 63 4 6 8 10 12 14 16 18 20平成
2

（年度）
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注１：河川はBOD、湖沼及び海域はCODである。

　２：達成率（％）=（　　　　　　  　  ）×100
出典：環境省『平成20年度公共用水域水質測定結果』

達成水域数
類型指定水域数

全体
河川
湖沼
海域 河川

92.3%
全体
87.4%
海域
76.4%

湖沼 
53.0%

図2-1-23　環境基準達成率（BOD又はCOD）の
　推移
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第1節　地球環境、大気環境、水環境、土壌環境、地盤環境の現状

　また、19 年の赤潮の発生状況は、瀬戸内海 99 件、
有明海 41 件となっており、東京湾及び三河湾では青
潮の発生も見られました。湖沼についてもアオコや淡
水赤潮の発生が見られました。

（2）地下水質の汚濁

　平成 20 年度の地下水質の概況調査の結果では、調
査対象井戸（4,290 本）の 6.9％（295 本）において環
境基準を超過する項目が見られ、汚染井戸の監視等を
行う定期モニタリング調査の結果では、5,204 本の調
査井戸のうち 2,075 本において環境基準を超過してい
ました（図 2-1-25、図 2-1-26、図 2-1-27）。施肥、家畜
排せつ物、生活排水等が原因と見られる硝酸性窒素及
び亜硝酸性窒素の環境基準超過率が、4.4％と最も高
くなっており、これらに係る対策が緊急の課題となっ
ています。一方、汚染源が主に事業場であるトリクロ

ロエチレン等の揮発性有機化合物についても、依然と
して新たな汚染が発見されています。

注：1）河川はBOD、湖沼及び海域はCODである。
　　2） 平成20年度調査は、平成19年度までに類型指定がなされた水域のうち有効な測定結果が得られた水域について取りまとめたもの

である。

《河　　川》

類型
水域数 達成水域数 達成率（％）

平成20年度 19 20 19 20 19
AA 356 354 336 332 94.4 93.8
A 1,247 1,231 1,167 1,121 93.6 91.1
B 541 549 480 475 88.7 86.5
C 288 288 261 252 90.6 87.5
D 79 81 72 69 91.1 85.2
E 49 49 48 47 98.0 95.9
合計 2,560 2,552 2,364 2,296 92.3 90.0

《湖　　沼》

類型
水域数 達成水域数 達成率（％）

平成20年度 19 20 19 20 19
AA 33 33 8 6 24.2 18.2
A 131 131 85 82 64.9 62.6
B 17 17 3 3 17.6 17.6
C 0 0 0 0 0.0 0.0
合計 181 181 96 91 53.0 50.3

《海　　域》

類型
水域数 達成水域数 達成率（％）

平成20年度 19 20 19 20 19
A 260 261 153 166 58.8 63.6
B 211 211 179 180 84.8 85.3
C 119 119 119 119 100.0 100.0
合計 590 591 451 465 76.4 78.7

《全　　体》

水域数 達成水域数 達成率（％）
平成20年度 19 20 19 20 19

合計 3,331 3,324 2,911 2,852 87.4 85.8

表2-1-3　環境基準の達成状況（BOD又はCOD）

53 55 57 59 61 63 4 6 8 10 12 14 16 18 2051昭和49 平成
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注：伊勢湾は三河湾を含み、瀬戸内海は大阪湾を除く。
出典：環境省『平成20年度公共用水域水質測定結果』

海　域 瀬戸内海（大阪湾を除く）
東京湾 有明海
伊勢湾（三河湾を含む） 八代海
大阪湾

図2-1-24　三海域の環境基準達成率の推移（COD）

　農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和 45
年法律第 139 号）に定める特定有害物質による農用地
の土壌汚染の実態を把握するため、汚染のおそれのあ
る地域を対象に細密調査が実施されており、平成 19

年度は5地域45.48haにおいて調査が実施されました。
これまで基準値以上検出面積の累計は 134 地域
7,487ha となっています。
　市街地等の土壌汚染については、土壌汚染対策法（平

4　土壌環境の現状
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成 14 年法律第 53 号）に基づく調査や対策が進められ
ているとともに、工場跡地などの再開発・売却の際や
環境管理等の一環として自主的な汚染調査を行う事業
者の増加、地方公共団体における地下水の常時監視の
体制整備や土壌汚染対策に係る条例の整備等に伴い、
近年、土壌汚染事例の判明件数が増加しています。都
道府県や土壌汚染対策法の政令市が把握している調査
の結果では、平成 20 年度に土壌の汚染に係る環境基
準又は土壌汚染対策法の指定基準を超える汚染が判明
した事例は 697 件となっています（図 2-1-28）。事例
を有害物質の項目別でみると、鉛、ふっ素、砒素など
が多くみられます。

　地盤沈下は、工業用、水道用、農業用等のための地
下水の過剰な採取により地下水位が低下し、主として、

粘土層が収縮するために生じます。代表的な地域にお
ける地盤沈下の経年変化は、図 2-1-29 に示すとおりで

5　地盤環境の現状
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象としている。

出典：環境省『平成20年度地下水質測定結果』

図2-1-27　地下水の水質汚濁に係る環境基準の超過本数
（定期モニタリング調査）の推移
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注１：概況調査における測定井戸は、年ごとに異なる。
（同一の井戸で毎年測定を行っているわけではない。）

　２：地下水の水質汚濁に係る環境基準は、平成9年に設定された
ものであり、それ以前の基準は評価基準とされていた。また、
平成5年に、砒素の評価基準は「0.05mg/ℓ以下」から
「0.01mg/ℓ以下」に、鉛の評価基準は「0.1mg/ℓ以下」か
ら「0.01mg/ℓ以下」に改定された。

　３：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素は、平成11
年に環境基準項目に追加された。

　４：このグラフは環境基準超過率が比較的高かった項目のみ対象
としている。

出典：環境省『平成20年度地下水質測定結果』

図2-1-26　地下水の水質汚濁に係る環境基準の超過率
（概況調査）の推移
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 図2-1-25　平成２０年度地下水質測定結果
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第2節　地球環境の保全のための施策

あり、平成 20 年度までに、地盤沈下が認められてい
る主な地域は 38 都道府県 63 地域となっています。
　平成 20 年度において年間 4cm 以上沈下した地域は
2地域でした。年間2cm以上沈下した地域は3地域で、
沈下した面積（沈下面積が 1km2 以上の地域の面積の

合計）は 1km2 でした（図 2-1-30）。
　かつて著しい地盤沈下を示した東京都区部、大阪市、
名古屋市などでは、地下水採取規制等の対策の結果、
地盤沈下の進行は鈍化あるいはほとんど停止していま
す。しかし、天然ガスかん水採取地など、一部地域で
は依然として地盤沈下が認められています。
　長年継続した地盤沈下により、多くの地域で建造物、
治水施設、港湾施設、農地及び農業用施設等に被害が
生じており、海抜ゼロメートル地域などでは洪水、高
潮、津波などによる甚大な災害の危険性のある地域も
少なくありません。
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図2-1-29　代表的地域の地盤沈下の経年変化
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図2-1-30　全国の地盤沈下地域の面積（年度別推移）

（1）国際的な枠組みの下での取組

　オゾン層の保護のためのウィーン条約及びモントリ

オール議定書を的確かつ円滑に実施するため、日本で
は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する
法律（昭和 63 年法律第 53 号。以下「オゾン層保護法」

第2節　地球環境の保全のための施策

1　オゾン層保護対策

出典：環境省『平成20年度　土壌対策法の施行状況及び土壌汚染状況調査・対策事例等に関する調査結果』
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という。）を制定・運用しています。また、同議定書
締約国会合における決定に基づき、「国家ハロンマネ
ジメント戦略」等を策定し、これに基づく取組を行っ
ています。
　さらに、開発途上国によるモントリオール議定書の
円滑な実施を支援するため、議定書に基づく多数国間
基金を利用した二国間協力事業、開発途上国のオゾン
層保護対策に関する研修・専門家の派遣等を実施しま
した。
　また、国際会議等において、ノンフロン技術やオゾ
ン層破壊物質の破壊に関する日本の技術、フロン回
収・破壊に係る日本の制度・取組、土壌用臭化メチル
全廃に向けた日本の取組や技術開発の進捗状況を紹介
しました。

（2）オゾン層破壊物質の排出の抑制

　日本では、オゾン層保護法等に基づき、モントリオ
ール議定書に定められた規制対象物質の製造規制等の
実施により、同議定書の規制スケジュール（図 2-2-1）
に基づき生産量及び消費量（＝生産量＋輸入量－輸出
量）の段階的削減を行っています。臭化メチルについ
ては、「臭化メチルの不可欠用途を全廃するための国
家管理戦略」を改正し、適切な代替手段がないために

現在も使用している用途のさらなる削減を図っていま
す。HCFCについては 2020 年（平成 32 年）をもっ
て生産・消費が全廃されることとなっています。
　オゾン層保護法では、特定物質を使用する事業者に
対し、特定物質の排出の抑制及び使用の合理化に努力
することを求めており、特定物質の排出抑制・使用合
理化指針において具体的措置を示しています。ハロン
については、国家ハロンマネジメント戦略に基づき、
ハロンの回収・再利用、不要・余剰となったハロンの
破壊処理などの適正な管理を進めています。

（3）フロン類の回収・破壊の促進

　主要なオゾン層破壊物質の生産は、日本ではすでに
全廃されていますが、過去に生産され、冷蔵庫、カー
エアコン等の機器の中に充てんされた CFC、HCFC
が相当量残されており、オゾン層保護を推進するため
には、こうした CFC 等の回収・破壊を促進すること
が大きな課題となっています。また、CFC 等は強力
な温室効果ガスであり、その代替物質である HFCは
京都議定書の削減対象物質となっていることから、
HFC を含めたフロン類の排出抑制対策は、地球温暖
化対策の観点からも重要です。
　このため、家庭用の電気冷蔵庫・冷凍庫、電気洗濯

注１：各物質のグループごとに、生産量及び消費量（＝生産量＋輸入量－輸出量）の削減が義務づけられている。基準量はモントリオール議定書
に基づく。

　２：HCFCの生産量についても、消費量とほぼ同様の規制スケジュールが設けられている（先進国において、2004年から規制が開始され、
2009年まで基準量比100％とされている点のみ異なっている）。また、先進国においては、2020年以降は既設の冷凍空調機器の整備
用のみ基準量比0.5％の生産・消費が、途上国においては、2030年以降は既設の冷凍空調器の整備用のみ2040年までの平均で基準量
比2.5％の生産・消費が認められている。

　３：この他、「その他のCFC」、四塩化炭素、1,1,1－トリクロロエタン、HBFC、ブロモクロロメタンについても規制スケジュールが定められ
ている。

　４：生産等が全廃になった物質であっても、開発途上国の基礎的な需要を満たすための生産及び試験研究・分析などの必要不可欠な用途につい
ての生産等は規則対象外となっている。

資料：環境省
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図2-2-1　 モントリオール議定書に基づく規制スケジュール
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第2節　地球環境の保全のための施策

機及びルームエアコンについては家電リサイクル法に、
業務用冷凍空調機器についてはフロン回収・破壊法に、
カーエアコンについては自動車リサイクル法に基づき、
これらの機器の廃棄時に機器中に冷媒等として残存し
ているフロン類（CFC、HCFC、HFC）の回収が義務
付けられています。回収されたフロン類は、再利用さ
れる分を除き、破壊されることとなっています。平成
20 年度の各機器からのフロン類の回収量は表 2-2-1、
図 2-2-2 のとおりです。
　平成 19 年 10 月に施行された改正フロン回収・破壊
法には、機器の廃棄時にフロン類の回収行程を書面に
より管理する制度、都道府県知事に対する廃棄者等へ
の指導等の権限の付与、機器整備時の回収義務等が新
たに規定され、これらに基づき、関係省庁・関係業界
団体による周知、都道府県の法施行強化等、フロン類

回収の一層の徹底を図っています。

エアコン 冷蔵庫・冷凍庫
冷媒 冷媒 断熱材

回収した台数（千台） 1,968 2,733
回収した量（トン） 1,167 299 557※
破壊した量（トン） 1,170 301 554※

※断熱材に含まれるフロン類を液化回収した回収重量、破壊重量
資料：環境省、経済産業省

表2-2-1　家電リサイクル法対象製品からのフロン類
の回収量・破壊量（平成20年度）

（1）酸性雨

　東アジア地域においては、近年の経済成長等に伴い
酸性雨原因物質の排出量が増加しており、近い将来、
酸性雨による影響の深刻化が懸念されています。
　このため、東アジア地域において、酸性雨の現状や
その影響を解明するとともに、酸性雨問題に関する地
域の協力体制を確立することを目的として、日本のイ
ニシアティブにより、平成 13 年から東アジア酸性雨
モニタリングネットワーク（EANET）が本格稼働し
ており、現在、東アジア地域の 13ヶ国が参加してい
ます。（図 2-2-3）2000～2004 年における降雨の pHの
年平均値は、4.2～6.1（一般に 5.6 以下を酸性雨と呼ん
でいる。）の範囲に分布しており、中国南西部で強い
酸性雨が報告されています。
　EANET では、平成 17 年に開催された EANET 第
7 回政府間会合の合意に基づき、参加国が EANETへ
拠出金を提供する基盤を明確にする文書について議論
が行われてきましたが、現在、文書の採択と署名に向
けた調整が行われているところです。また、平成 18
年の第 8 回政府間会合では、2006～2010 年に EANET
が進めるべき越境大気汚染に関する調査研究等に係る
「EANET 発展戦略」が採択されました。わが国は、
EANETの活動を技術面・資金面から支援しており、

こうした活動を積極的に推進しています。
　また、国内では、越境大気汚染及び酸性雨による影
響の早期把握、大気汚染原因物質の長距離輸送や長期
トレンドの把握、将来影響の予測を目的として、「越
境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画」に基づき、
国内の湿性・乾性沈着モニタリング、湖沼等を対象と
した陸水モニタリング、土壌・植生モニタリングを行
っています。平成 21 年 3 月には、平成 15 年度～19
年度のモニタリング結果、及び周辺土壌等の酸性化が
認められた伊自良湖集水域での重点調査結果を取りま
とめた報告書を公表したほか、大気汚染物質の長距離
輸送の監視や生態系への影響監視の強化の観点からモ
ニタリング計画の見直しを行っており、継続的なモニ
タリングを実施しています。

（2）黄砂

　日中韓三カ国黄砂局長会合等において、北東アジア
地域における黄砂対策の地域協力について検討が行わ
れており、平成 19 年 12 月に開催された第 9回日中韓
三カ国環境大臣会合における合意を受けて、平成 20
年から黄砂共同研究を開始しました。
　また、国内では、黄砂の物理的性質（黄砂の粒径）
や化学的性質（黄砂の成分）を解明するため、平成

2　酸性雨・黄砂に係る対策

 

 

単位：トン
（）は回収した台数
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3
7
6

CFC うち再利用等された量HCFC HFC

669（447千台）

合計：3,773（1,237千台）

合計：4,161

合計：828（2,717千台）

90

6

511

11

再利用合計：736

再利用合計：17

135 

回収した量

破壊した量

※小数点未満を四捨五入のため、数値の和は必ずしも合計に一致し
ない。 
※カーエアコンの回収台数は、CFC、HFC別に集計されていない。
※HCFCはカーエアコンの冷媒として用いられていない。
※破壊した量は、業務用冷凍空調機器及びカーエアコンから回収さ
れたフロン類の合計の破壊量である。

（出典）経済産業省、環境省 

図2-2-2　業務用冷凍空調機器・カーエアコンからの
フロン類の回収・破壊量等（平成20年度）
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No data ＜4.5 4.5－4.8 4.8－5.1 5.1－5.4 5.4－5.7 5.7－6.0 6.0＜

ジャカルタ
セルポン
バンドン

バンコク
パツンタニ
サマットプラカン

チェンマイ
ビエンチャン

タナラタ

コトタバン

辺戸岬

カングア
イムシル

チェジュ

テレルジ

ウランバートル

モンディ
イルクーツク
ノストビアンカ

安西
　シズハン
　ヴィシェイヤン
　ジヴォン

重慶
　グアンインチャオ
　ジュンユンシャン

廈門
　ホンウン
　シャナピン

珠海
　シャンズ
　ジュシアンドン

プノンペン

ペタリンジャヤ

メトロマニラ
ロスバノス

ハノイ
ホアビン

レンバーダナン

小笠原梼原

プリモルスカヤ

隠岐

伊自良湖

八方尾根
佐渡関岬

蟠竜湖

竜飛岬

落石岬

利尻

ヴァチラロンコンダム

１．EANET参加13か国における5年間（2000～2004年）のモニタリング活動の成果を取りまとめたもの。
２．pH値は、 4.2～6.1の範囲にあり、欧州や北米と同程度。
３．北アジア地域ではpHが6を超えるデータもあり、黄砂による中和作用が示唆。
注：測定方法については、EANETにおいて実技マニュアルとして定められている方法による。（なお、精度保証／精度管理（QA/QC）
を実施している。）

出典：EANET「東アジア地域の酸性雨の状況に係る第1次評価報告書（2007年）」

図2-2-3　 EANET地域の降水中pH（2000-2004年の平均値）

3　海洋環境の保全

14 年度より黄砂実態解明調査を実施しており、平成
20 年 6 月に 14 年度～19 年度の調査結果を取りまとめ
た報告書を公表しました。また、わが国への黄砂の飛
来状況を把握するとともに、国際的なモニタリングネ
ットワークの構築にも資するものとして、（独）国立
環境研究所と協力して、高度な黄砂観測装置（ライダ

ー装置）によるモニタリングネットワークを整備して
います。さらに、平成 19 年度より、国内外のライダ
ー装置によるモニタリングネットワークの観測データ
をリアルタイムで提供する環境省黄砂飛来情報ページ
を環境省のホームページ上で春季に運用しています。
（http://soramame.taiki.go.jp/dss/kosa/）

（1）海洋汚染の防止等

　ロンドン条約 1996 年議定書の締結に向けた平成 16
年の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭
和45年法律第136号。以下「海洋汚染防止法」という。）
の改正による海洋投入処分の許可制度等の導入を受け、

海洋投入処分を行うことができる廃棄物を規定してい
る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令を平成
18 年 10 月に改正、平成 19 年 4 月から施行し、許可
制度の適切な運用を図っています。
　また、廃棄物の海底下廃棄を原則禁止し、二酸化炭
素の海底下廃棄に係る許可制度を創設するため、海洋
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第2節　地球環境の保全のための施策

汚染防止法の改正等を行い、平成 19 年 11 月から施行
されており、平成 20 年 4 月から二酸化炭素の海底下
への貯留に係る許可制度の適切な運用を図ることを目
的に、海洋に関する環境影響評価やモニタリング等の
海洋環境の保全上適正な管理手法の高度化に関する開
発を行っています。
　なお、平成 21 年 10 月に、IMO（国際海事機関）に
おいて、CCSを目的とする二酸化炭素の越境移動に
関するロンドン条約 1996 年議定書改正案が採択され、
議定書が改正されました。
　船舶のバラスト水中に混入する水性生物の越境移動
を防止するため、平成 16 年 2 月に IMOにおいて採択
されたバラスト水管理条約について、早期の発効に向
けた取組を進めています。
　中国、韓国、ロシアとわが国の 4か国による日本海
及び黄海の環境保全のための北西太平洋地域海行動計
画（NOWPAP）に基づき、対象海域の状況を把握す
るために人工衛星を利用したリモートセンシング技術
による海洋環境モニタリング手法の開発等を進めてい
ます。また、ウェブページからの解析データ提供を目
的とした環日本海海洋環境ウォッチシステムを構築し、
水温、植物プランクトン濃度等の観測データを取りま
とめました。このデータの活用のための教材の開発や
解析トレーニング研修を実施しており、赤潮や青潮な
ど海洋環境に影響を与える現象の原因究明に係る研究
に利用されました。
　さらに、NOWPAP 富栄養化状況評価手順書を作成
し、各国が本手順書に基づいて各海域における富栄養
化状況の診断を始める体制を整えました。
　未査定液体物質の査定については、船舶によって輸
送される有害液体物質等に関し、MARPOL 条約附属
書 II が改正され、平成 19 年 1 月 1 日から汚染分類が
変更となりました。新基準に基づき、環境大臣が海洋
環境保全の見地から有害性の確認がなされていない液
体物質（未査定液体物質）の査定を行っています。

（2）排出油等防除体制の整備

　1990 年の油による汚染に係る準備、対応及び協力
に関する国際条約（以下「OPRC 条約」という。）及
び 2000 年の危険物質及び有害物質による汚染事件に
係る準備、対応及び協力に関する議定書（以下
「OPRC-HNS 議定書」という。）に基づき、「油等汚染
事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」
を策定し、環境保全の観点から油等汚染事件に的確に
対応するため、脆弱沿岸海域図の公表、関係地方公共
団体等に対する傷病鳥獣の救護及び事件発生時対応の
あり方に対する研修・訓練を実施しました。

（3）海洋環境保全のための監視・調査

　日本周辺海域の海洋環境の現状を把握するとともに、

国連海洋法条約の趣旨を踏まえ、領海・排他的経済水
域における生態系の保全を含めた海洋環境の状況の評
価・監視のため、水質、底質、水生生物を総合的・系
統的に把握するための海洋環境モニタリングを行いま
した。
　また、東京湾・伊勢湾・大阪湾における海域環境の
観測システムを強化するため、各湾でモニタリングポ
スト（自動連続観測装置）を設置しました。

（4）監視取締りの現状

　海上環境事犯の一掃を図るため、沿岸調査や情報収
集の強化、巡視船艇・航空機の効果的な運用等により、
日本周辺海域及び沿岸の監視取締りを行っています。
また、潜在化している廃棄物・廃船の不法投棄事犯や
船舶からの油不法排出事犯に重点をおき、悪質な海上
環境事犯の徹底的な取締りを実施しました。最近 5か
年の海上環境関係法令違反件数は図 2-2-4 のとおりで、
平成 21 年は 739 件を送致しています。

（5）漂流・漂着ゴミ対策

　漂流・漂着ゴミの被害が著しいモデル地域を対象に
詳細な調査を実施し、漂流・漂着ゴミの実態を把握す
るとともに、地域の実情に応じた効率的かつ効果的な
回収・処理方法や今後の対策のあり方の検討を行いま
した。
　また、漂着ゴミのモニタリング実施に当たっての課
題等を整理し、地域の関係者との連携による漂着ゴミ
の状況把握手法について検討整理しました。
さらに、災害はもとより災害に起因しない漂着ごみを
市町村が処理した場合に「災害等廃棄物処理事業費補
助金」により支援を行うとともに、広範囲にわたり堆
積した海岸漂着ゴミや流木等を処理するため、「災害
関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業」による支援
も行っています。
　また、平成 21 年 7 月には、美しく豊かな自然を保
護するための海岸における良好な景観及び環境の保全
に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（平
成 21 年法律第 82 号）が成立しました。そして、都道
府県が設置する地域グリーンニューディール基金への
補助により、都道府県又は市町村が海岸管理者等とし
て実施する海岸漂着物等の回収・処理に関する事業や、
都道府県や市町村による海岸漂着物等の発生抑制対策
に関する事業等に対する支援を行っています。
　漂流ゴミについては、船舶航行の安全を確保し、海
域環境の保全を図るため、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海
及び有明・八代海の閉鎖性海域において、海面に漂流
する流木等のゴミの回収や船舶等から流出した油の防
除等を行いました。
　国際的な対応としては、長崎県平戸市において、
NOWPAP の枠組みの下で、各国間の情報交換や、一
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般市民への普及啓発を目的としたクリーンアップキャ
ンペーン・ワークショップを実施し、海洋ゴミの回収・
収集が行われるとともに、関係者による情報交換が行
われました。医療系廃棄物や廃ポリタンク等の大量漂

着については、二国間又は多国間の会議において、関
係各国に対し原因究明や適正な廃棄物管理の申し入れ
を行いました。
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図2-2-4　海上環境関係法令違反送致件数の推移

　世界の森林減少は、地球温暖化の進展及び生物多様
性の損失に深刻な影響を与えています。この森林減少
を抑制するためには、持続可能な森林経営を実現する
必要があります。
　平成 4年の地球サミットにおいて、森林原則声明及
びアジェンダ 21が採択され、以降、世界の森林の持
続可能な経営に関する国際的な議論が行われています。
わが国は、これらの議論に参画・貢献するとともに、
関係各国、各国際機関等と連携を図るなどして国際的
な取組を推進しています。
　わが国は、持続可能な森林経営の進ちょく状況を客
観的に把握・分析・評価するための「基準・指標」を
作成・適用する取組として、欧州以外の温帯林等を対
象とした「モントリオール・プロセス」に参加してお
り、平成 19 年 1 月より事務局を務めるなど、積極的
に取り組んでいます。
　平成 21 年 4 月から 5 月にかけてニューヨークで開
催された国連森林フォーラム（UNFF）第8回会合では、
気候変動、森林減少・劣化、砂漠化、生物多様性の損
失等の課題に対処する上での持続可能な森林経営の実
施強化や、森林に関連した国際機関・条約における関
連戦略への持続可能な森林経営の統合等の決議が採択

されました。
　平成 21 年 11 月に横浜で開催された第 45 回国際熱
帯木材機関（ITTO）理事会では、熱帯木材貿易の発
展や持続可能な熱帯林経営を促進するための事業・活
動が承認されました。また、18年1月に採択された「2006
年の国際熱帯木材協定」の未締結国に対して早期の締
結を呼びかけ、同協定の早期発効を求める決議等が採
択されました。
　また、特に持続可能な森林経営の阻害要因の一つと
して問題視されている違法伐採については、平成 10
年のバーミンガム・サミット以降、国際的な議論が行
われていますが、わが国では、平成 18 年 4 月から、
この対策として、国等による環境物品等の調達の推進
等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号。以下「グ
リーン購入法」という。）により、合法性、持続可能
性が証明された木材・木材製品を政府調達の対象とす
る措置を実施しています。
　さらに、IPCC第 4 次評価報告書では、森林減少及
び土地利用の変化に伴う人為的な温室効果ガス排出量
が全体の 17％を占めるとされており、地球温暖化対
策の観点からも森林減少を防止することが極めて重要
であるとの認識から、平成 19 年 12 月にバリで開催さ

4　森林保全と持続可能な森林経営の推進
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第3節　大気環境の保全対策

れた気候変動枠組み条約第 13 回締約国会議において、
世界銀行による「森林炭素パートナーシップファシリ
ティ（FCPF）」が設立されましたが、わが国からも 1
千万ドルの資金拠出を行っており、この活動を支援し
ています。
　上記の取組のほか、ITTO、国連食糧農業機関（FAO）

等の国際機関への拠出、（独）国際協力機構（JICA）
等を通じた協力、（独）環境再生保全機構の地球環境
基金等を通じた民間団体の植林活動等への支援、熱帯
林における生態系管理に関する研究等を行いました。

　平成 8 年に砂漠化対処条約（UNCCD）が発効し、
加盟している開発途上国は砂漠化対処のための行動計
画を作成し、先進国がその支援を行うことで砂漠化対
策に取り組んでいます。わが国も平成 10 年に条約を
受諾し、締約国会合に参画・貢献すると共に関係各国、
各国際機関等と連携を図りつつ国際的な取組を推進し
ています。また、米国に次ぐ規模の拠出国としてその
活動を支援しています。
　平成 21 年 9 月から 10 月にかけてブエノスアイレス
（アルゼンチン）で開催された UNCCD 第 9 回締約国
会合では、UNCCD 第 8 回締約国会合（平成 19 年、

マドリッド（スペイン））で採択された「条約実施推
進のための十年戦略計画枠組」の戦略目標・実施目標
の進ちょくを評価するために締約国等が提出すること
になっている報告書の新たな様式・指標の仮採択など
が行われました。
　このほか、JICA 等を通じ、農業農村開発、森林保全・
造成、水資源保全等のプロジェクト等を実施しました。
また、砂漠化防止と生態系サービスの回復に関する研
究を行いました。さらに、（独）環境再生保全機構の
地球環境基金等を通じた民間団体の砂漠化対処活動へ
の支援を行いました。

5　砂漠化への対処

　「環境保護に関する南極条約議定書」を適切に実施
するため制定された南極地域の環境の保護に関する法
律（平成 9 年法律第 61 号）に基づき、南極地域にお
ける観測、観光、冒険旅行、取材等に対する確認制度
等を運用するとともに、ホームページ等を通じて南極

地域の環境保護に関する普及啓発、指導等を行いまし
た。
　また、議定書第 14 条に基づき、南極地域にある各
国基地対し査察を実施し、議定書の遵守状況の確認を
行いました。

6　南極地域の環境の保護

第3節　大気環境の保全対策

（1）環境基準設定の背景

　わが国では、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、
人の健康に影響を及ぼす粒径 10 μｍ以下のものを浮
遊粒子状物質（SPM）と定義し、昭和 48 年、SPMに
ついて環境基準を定めました。今日にいたるまで、そ
の削減に係る各種対策が進められ、近年では幹線道路
沿いも含めた全国の測定地点のうちおよそ 9割におい
て、その環境基準が達成されています。
　一方、近年において、SPMの中でも特に粒径の小
さいもの（粒径 2.5 μｍ以下の微小粒子状物質、いわ
ゆる PM2.5）が一定の健康影響を及ぼしていることを
示す科学的知見が蓄積されており、国外では、PM2.5
について、独立の項目として環境目標値を設定する動

きがあります。
　このような状況を踏まえ、平成 20 年 12 月 9 日に中
央環境審議会に「微小粒子状物質に係る環境基準の設
定について」諮問を行い、国内外の科学的知見や大気
環境濃度の情報等を踏まえた専門的な審議を経て、平
成 21 年 9 月 3 日に答申がなされました。この答申を
踏まえ、9 月 9 日、PM2.5 に係る環境基準を告示しま
した。

（2）環境基準設定に伴う課題

　上記の答申においては、① PM2.5 による大気汚染の
状況を的確に把握するため、監視体制の整備を促進す
ること、②引き続き粒子状物質全体の削減対策を進め

1　微小粒子状物質（PM2.5）に係る環境基準の設定



192

第2部│第2章　地球環境、大気環境、水環境、土壌環境、地盤環境の保全平成21年度

（1）光化学オキシダント緊急時対策

　都道府県では、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第
97 号。以下「大防法」という。）に基づく大気の汚染
状況の常時監視において、光化学オキシダントの濃度
が高くなり、被害が生ずるおそれがある場合に、光化
学オキシダント注意報等を発令しています。その際に
は、ばい煙排出者に対する大気汚染物質排出量の削減
及び自動車使用者に対する自動車の走行の自主的制限
を要請するほか、住民に対する広報活動と保健対策を
実施しています。
　加えて、環境省では光化学オキシダントによる被害
を未然防止するため、「大気汚染物質広域監視システ
ム（愛称：そらまめ君）」により、都道府県等が測定
している光化学オキシダント注意報等発令情報をリア
ルタイムで収集し、これらのデータを地図情報などと
して、インターネット等で一般に公開しています
（http://soramame.taiki.go.jp/）。

（2）揮発性有機化合物排出抑制対策

　揮発性有機化合物は光化学オキシダントの主な原因
物質の一つであり、その排出削減により、光化学オキ
シダントによる大気汚染の改善が期待できます。

　揮発性有機化合物の排出抑制対策については、平成
22 年度までに全国の揮発性有機化合物総排出量を平
成 12 年度に比べて 3割程度削減させることを目標に、
大防法に基づく排出規制や事業者の自主的な取組を適
切に組み合わせて実施しています。
　また、発生源対策に加え、オキシダント濃度の上昇
要因等を明らかにする検討会の中間報告（平成 19 年
12 月）において、今後の課題として示されたオキシ
ダントに関する調査研究やモニタリングも引き続き実
施しています。

（3）国際的な取組

　東アジア地域においては、近年の経済成長等に伴い
光化学オキシダント原因物質の排出量が増加しており、
わが国の大気環境への影響が懸念されています。この
ため、平成 19 年 12 月に開催された「第 9回日中韓三
カ国環境大臣会合」において、わが国からの提案によ
り光化学オキシダントに係る科学的な研究について協
力することが合意されました。これを受け、20年より、
光化学オキシダントに関する科学的知見の共有や今後
の研究協力の検討を行うため、研究者及び政策担当者
等を対象とした「日中韓光化学オキシダント科学研究
ワークショップ」を開催しています。

2　光化学オキシダント対策

3　大都市圏等への負荷の集積による問題への対策

るとともに、排出インベントリの作成、大気中の挙動
や二次生成機構の解明等、科学的知見を集積し、より
効果的な対策について検討すること、また、③日本国

内における PM2.5の健康影響に関するさらなる知見の
充実を図っていくこと、等が次なる課題として示され
ています。

（1）固定発生源対策

　大防法に基づき、窒素酸化物、硫黄酸化物、ばいじ
ん等のばい煙を発生する施設について排出基準による
規制等を行っています。加えて、施設単位の排出基準
では良好な大気環境の確保が困難な地域において、窒
素酸化物、硫黄酸化物の総量規制を実施しています。
また、窒素酸化物対策として、大防法対象外の群小発
生源からの排出抑制のため、優良品推奨水準として「低
NOX 型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン」及び「環
境省低NOX ラベル・環境省低NOX マーク」を作成し、
小規模燃焼機器の普及を図っています。

（2）移動発生源対策

ア　自動車排出ガス対策

　（ア）自動車単体対策と燃料対策
　自動車の排出ガス及び燃料については、大防法に基
づき逐次規制を強化してきています。（図 2-3-1、図
2-3-2、図 2-3-3）
　中央環境審議会では、「今後の自動車排出ガス低減
対策のあり方について」が継続的に審議されており、
平成 20 年 1 月 29 日になされた第九次答申（以下、（ア）
において「第九次答申」という。）を受け、ディーゼ
ル特殊自動車から排出される窒素酸化物（NOx）及
び粒子状物質（PM）について、平成 23 年 10 月から
順次規制の強化を行うため、関係法令の整備を行いま
した。
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第3節　大気環境の保全対策

　一方、トラック・バスを中心としたディーゼル車等
の排出ガス規制の強化（09 年規制（いわゆるポスト
新長期規制））については、平成 21 年 10 月からディ
ーゼル車から排出されるNOx及びPMを大幅に削減し、
基本的にガソリン車と同レベルの排出ガス規制となり、
ガソリン車については、PMの排出が懸念される一部
車種に対し、ディーゼル車と同じレベルの PM規制
が開始されました。（表 2-3-1）。
　現在、平成 17 年 4 月 8 日の第八次答申において指
摘されている、ディーゼル重量車の窒素酸化物（NOx）
排出量を 09 年規制の約 3 分の 1 とする挑戦目標の検
討を引き続き行っています。
　公道を走行しない特殊自動車に対する排出ガス規制
を行う特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
（平成17年法律第51号。以下「オフロード法」という。）
に基づき、平成 18 年 10 月から原動機の燃料の種類と
出力帯ごとに順次使用規制を開始する等排出ガス対策
に取り組んでいます。また、第九次答申に基づき、特
定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則
等の一部を平成 22 年 3 月に改正しました。
　（イ）　大都市地域における自動車排出ガス対策

　自動車交通量が多く交通渋滞が著しい大都市地域を
中心とした、厳しい大気汚染状況に対応するため、関
係機関が連携して総合的な取組を行っています。なか
でも自動車 NOx・PM法（図 2-3-4）により関係 8 都
府県が平成 15 年度に策定した「総量削減計画」に基
づき、自動車からの NOx 及び PMの排出量の削減に
向けた施策を計画的に進めています。
　また、平成 14 年 10 月から開始された、同法による
車種規制の円滑な施行を図るため、担保要件の緩和を
含む政府系金融機関による低利融資等の普及支援策を
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注：平成16年まで重量車の区分は車両総重量2.5t超

図2-3-2　 ディーゼル重量車（車両総重量3.5t超）
 規制強化の推移
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資料：環境省

図2-3-3　 軽油中の硫黄分規制強化の推移
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図2-3-1　 ガソリン・LPG乗用車規制強化の推移
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【中環審諮問】
　今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について

【中環審第三次答申】
○ディーゼル自動車の全車種について二段階で規制を強化
　（1）新短期目標（平成14、15、16年規制）
　　　　　……NOxで25～30％、PMで28～35％低減
　（2）新長期目標（平成19年頃を目途）
【中環審第四次答申】
○ディーゼル自動車の新長期目標の早期達成（平成17年頃
を目途）

○軽油の低硫黄化（500ppm→50ppm）を平成16年末ま
でに実施

○特殊自動車規制の早期達成（平成15年）
【中環審第五次答申】
○ガソリン自動車の新長期目標値（平成17年、19年（軽貨
物車）規制）の設定

　　　　　……乗用車でNOx、HC約50％低減
○ガソリンの低硫黄化（100ppm→50ppm）を答申
○ディーゼル自動車の新長期目標値（平成17年規制）の設定
　　　　　……重量車でNOx約40％、PM約85％低減
○試験モードの変更（重量車2005年、乗用車等2008～
2011年）

【中環審第二次答申】
○ガソリン自動車の全車種について二段階で規制を強化
　（1）新短期目標（平成12、13、14年規制）
 （乗用車12年規制＝ポスト53規制）
　（2）新長期目標（平成17年頃を目途）
○ディーゼル特殊自動車（建設機械、産業機械、農業機械）
の排出ガス規制を平成16年までに導入

【中環審中間答申】
○ガソリントラック及びバスについて平成10年から規制を
強化

○二輪車の規制導入（平成10、11年）

【中環審第六次答申】
○二輪車の規制強化（平成18年、19年）
○ディーゼル特殊自動車の規制強化（平成18年～20年規制）
○ガソリン特殊自動車の排出ガス規制を平成19年までに導入

【中環審第八次答申】
○ディーゼル自動車の09年目標値（平成21年）
○ディーゼル重量車の「挑戦目標値」提示
○ガソリン自動車（リーンバーン直噴車）のPM規制導入（平
成21年）

【中環審第九次答申】
○ディーゼル特殊自動車の規制強化（平成23年～27年）
○オパシメータの導入等

【中環審第七次答申】
○新長期規制以降のディーゼル自動車の排出ガス規制強化を
検討
○燃料品質にかかわる強制規格項目の充実
○軽油の低硫黄化（50ppm→10ppm）を平成19年までに
実施

※ 中環審：中央環境審議会、NOx：窒素酸化物、PM：粒子状物質

表2-3-1　中央環境審議会での審議状況
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講じています。
　平成 19 年 5 月には、同年 2 月の中央環境審議会意
見具申「今後の自動車排出ガス総合対策のあり方につ
いて」を踏まえ、局地汚染対策及び流入車対策を柱と
する自動車 NOx・PM法の一部を改正する法律案が
成立し、平成 20 年 1 月から施行されています。

イ　低公害車の普及促進

　平成 13 年に策定された「低公害車開発普及アクシ
ョンプラン」に基づき、実用段階にある低公害車の普
及を目指すこととしています。21 年 3 月末現在、全
国の低公害車（軽自動車等を除く。）の普及台数は約
1,821 万台、燃料電池自動車の普及台数は 53 台です。
　低公害車の普及を促す施策として、自動車税のグリ
ーン化、自動車重量税・自動車取得税について時限的
に免除・軽減する措置等の税制上の特例措置を講じま
した。また、地方公共団体や民間事業者等による低公
害車導入に対し、各種補助を行いました。
　また、低公害車普及のためのインフラ整備について
は、国による設置費用の一部補助と燃料等供給設備に
係る固定資産税の軽減措置を実施しました。

ウ　交通流対策

　（ア）　交通流の分散・円滑化施策
　道路交通情報通信システム（VICS）の情報提供エ
リアのさらなる拡大を図るとともに、スマートウェイ
の一環としてスポット通信サービス（DSRCサービス）
の展開を開始し、道路交通情報の内容・精度の改善・
充実に努めたほか、信号機の高度化、公共車両優先シ
ステム（PTPS）の整備、総合的な駐車対策等により、
環境改善を図りました。また、環境ロードプライシン
グ施策を試行し、住宅地域の沿道環境の改善を図りま
した。
　（イ）　交通量の抑制・低減施策
　交通にかかわる多様な主体で構成される協議会によ
る都市・地域総合交通戦略の策定及びそれに基づく公
共交通機関の利用促進等への取組を支援しました。ま
た、交通需要マネジメント施策の推進により、地域に
おける自動車交通需要の調整を図りました。

エ　航空機・建設機械の排出ガス対策

　航空機からの排出ガスについては、国際民間航空機
関（ICAO）の排出基準を踏まえ、航空法（昭和 27 年
法律第 231 号）により、炭化水素、一酸化炭素、窒素
酸化物等について規制されています。
　建設機械のうち公道を走行しない特殊自動車につい
ては、オフロード法に基づき平成 18 年 10 月より順次
使用規制を開始するとともに、「建設業に係る特定特
殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針」に
基づき NOx、PM等大気汚染物質の排出抑制に取り
組んでいます（ア参照）。
　一方、オフロード法の対象外機種（発動発電機や小
型の建設機械等）についても、オフロード法と同等の
排出ガス基準値に基づき策定した「排出ガス対策型建
設機械の普及促進に関する規程」等により、排出ガス
対策型建設機械の使用を推進しました。また、これら
建設機械の取得時の融資制度を設置しました。

オ　普及啓発施策等

　環境月間の 6月に低公害車の普及啓発を目的とした
「エコカーワールド（低公害車フェア）」を実施しまし
た。さらに、12 月は二酸化窒素や浮遊粒子状物質の
濃度が特に高くなることから、同月を「大気汚染防止
月間」に指定し、マイカーの使用抑制等や適切な自動
車の使用等を呼び掛けました。また、エコドライブ普
及連絡会において設定した 11 月の「エコドライブ推
進月間」を中心に、各都道府県警察の運転免許試験場、
自動車教習所、高速道路のサービスエリア等において、
「エコドライブ 10 のすすめ」のリーフレット約 150 万
部の配布を行い、その普及啓発を図りました。

窒素酸化物及び粒子状物質による
大気汚染が著しい都市部での大気環境の改善

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質による
大気汚染の防止に係る関係者の義務

総量削減のための枠組みの設定

窒素酸化物対策地域、粒子状物質対策地域の指定
自動車交通が集中し、既存の対策では大気環境基準の達成が困難な地域

窒素酸化物総量削減基本方針、粒子状物質総量削減基本方針
国が策定する対策地域で実施すべき施策の大枠

窒素酸化物総量削減計画、粒子状物質総量削減計画
都道府県知事が策定する対策地域で実施すべき施策に関する計画

総量削減のための具体的対策の実施

窒素酸化物排出基準、粒子状物質排出基準の適用（車種規制）
対策地域内に使用の本拠を有し、NOｘ、PMの排出基準に適合しない
自動車は、使用できなくなる

局地汚染対策
（1）大気汚染が対策地域内のほかの地区に比較して特に著しく、対策
　　の計画的な実施が必要な地区を重点対策地区として指定
（2）重点対策地区を指定した場合、重点対策計画を策定
（3）建物設置者排出抑制対策
 建物を新設する際の環境配慮事項の届出等

事業者排出抑制対策
（1）対策地域内の事業者
 自動車使用管理計画書の提出及び取組状況の報告
（2）流入車を使用する事業者
 ・自動車使用管理計画書の提出及び取組状況の報告
 ・対策地域内での車種規制適合車の使用や荷主の取組に係る努
　　　力義務

図2-3-4　 自動車NOx・PM法の概要
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第3節　大気環境の保全対策

（1）有害大気汚染物質対策

　大防法に基づき、地方公共団体との連携の下に有害
大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するため
の調査を行いました。また、有害大気汚染物質の人の
健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実のため、
有害性情報等の収集を実施しました。

（2）石綿対策

　大防法では、吹付け石綿や石綿を含有する断熱材、
保温材及び耐火被覆材を使用するすべての建築物その
他の工作物の解体等作業について作業基準等を定め、
石綿の大気環境への飛散防止対策に取り組んでいま
す。

4　多様な有害物質による健康影響の防止

（1）騒音・振動対策

ア　工場・事業場及び建設作業による騒音・振動
対策

　騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）及び振動規制
法（昭和 51 年法律第 64 号）では、騒音・振動を防止
することにより生活環境を保全すべき地域（指定地域）
内における法で定める工場・事業場（特定工場等）及
び建設作業（特定建設作業）の騒音・振動を規制して
います。指定地域内の特定工場等の総数は、平成 20
年度末現在で騒音規制法、振動規制法それぞれ
213,261 件、125,989 件で、20 年度には、苦情に基づく
行政指導がそれぞれ 989 件、176 件でした。また、騒
音規制法に基づく改善勧告が 4件行われ、改善命令は
行われませんでした。20 年度に行われた特定建設作
業に係る実施の届出件数はそれぞれ 67,464 件、32,744
件で、20 年度には、苦情に基づく行政指導がそれぞ
れ 1,439 件、548 件行われました。建設作業の騒音・
振動については、適切な規制のあり方を検討するため、
建設作業場から発生する騒音・振動について実態調査
を行いました。また、公共事業を中心に騒音・振動対
策を施した低騒音型・低振動型建設機械の使用、適切
な予測手法を確立する調査、検討を推進する等、建設
作業の低騒音・低振動化に取り組みました。

イ　自動車交通騒音・振動対策

　自動車交通騒音・振動問題を抜本的に解決するため、
「今後の自動車騒音対策の取組方針」を平成 21 年 6 月
30 日に各都道府県知事及び政令指定都市市長宛に通
知するとともに、自動車単体の構造の改善による騒音
の低減等の発生源対策、道路構造対策、交通流対策、
沿道環境対策等の諸施策を総合的に推進しました（表
2-3-2）。
　自動車単体から発生する騒音を減らすため加速走行
騒音、定常走行騒音、近接排気騒音の 3種類について

規制を実施しています。また、道路交通法（昭和 35
年法律第 105 号）等に基づく消音器不備、空ぶかし運
転、不正改造車両の取締りを強化する等、暴走族によ
る爆音暴走の防止対策に取り組んでいます。
　しかし、幹線道路の沿道地域を中心に環境基準の達
成率は依然として低く、一層の騒音低減が必要である
ことから、平成 20 年 12 月 18 日に中央環境審議会か
ら中間答申「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方
について」がなされたところであり、本答申に基づき、
マフラーの事前認証制度が導入されるとともに、騒音
規制手法の抜本的な見直しについて検討するため、自
動車の走行実態及び騒音の実態、タイヤ単体から発生
する騒音の実態調査を開始しました。
　自動車騒音が環境省令で定める限度を超えているこ
とにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると
認められる場合に、市町村長が都道府県公安委員会に
対して道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）の規定
による措置を要請することができる要請限度制度に基
づき、自動車騒音について、平成 20 年度に地方公共
団体が苦情を受け測定を実施した 73 地点のうち、要
請限度値を超過したのは 7地点であり、同様に、道路
交通振動については、測定を実施した 82 地点のうち、
要請限度値を超過した地点はありませんでした。また、
自動車騒音に関して、20 年度に市町村長から都道府
県公安委員会に対しての要請は行われず、道路管理者
に対して意見陳述を行った件数は 1件でした。なお、
道路交通振動に関しては、都道府県公安委員会又は道
路管理者に対しての要請は行われませんでした。（表
2-3-3）。

ウ　航空機騒音対策

　「航空機騒音に係る環境基準について」（昭和 48 年
12 月環境庁告示第 154 号）の一部改正が平成 19 年 12
月 17 日付けで告示され、近年の騒音測定機器の技術
的進歩及び国際的動向に即して新たな評価指標が採用
され、平成 25 年 4 月 1 日に施行されることになりま
した。

5　地域の生活環境に係る問題への対策
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　耐空証明（旧騒音基準適合証明）制度による騒音基
準に適合しない航空機の運航を禁止するとともに、緊
急時等を除き、成田国際空港では夜間の航空機の発着
を禁止し、大阪国際空港等では発着数の制限を行って
います。
　発生源対策を実施してもなお航空機騒音の影響が及
ぶ地域については、公共用飛行場周辺における航空機
騒音による障害の防止等に関する法律（昭和 42 年法
律第 110 号）等に基づき空港周辺対策を行いました。
同法に基づく対策を実施する特定飛行場は、東京国際、

対策の分類 個別対策 概要及び実績等

発生源対策 自動車騒音単体対策

交通流対策 交通規制等

バイパス等の整備
物流拠点の整備等

低騒音舗装の設置

遮音壁の設置

環境施設帯の設置

沿道対策 沿道地区計画の策定

資料：警察庁、国土交通省、環境省

道路構造
対策

障害防止
対策

推進体制の
整備

住宅防音工事の助
成の実施

道路交通公害対策
推進のための体制
づくり

自動車構造の改善により自動車単体から発生する騒音の大きさそのものを減らす。
・加速走行騒音規制の強化／昭和46年規制と比較して車種により6～11デシベル（音のエネルギー
に換算して75～92％）の低減（昭和51年～62年）

・近接排気騒音規制の導入／車種により段階的に導入（昭和61年～平成元年）
・平成4年11月及び7年2月の審議会答申において示された許容限度について、平成13年までに規
制を強化

　　加速走行騒音－車種により1～3デシベル（同21～50％）の低減
　　定常走行騒音－車種により1.0～6.1デシベル（同21～75％）の低減
　　近接排気騒音－車種により3～11デシベル（同50～92％）の低減
信号機の高度化等を行うとともに、効果的な交通規制、交通指導取締りを実施すること等により、道路
交通騒音の低減を図る。
・大型貨物車等の通行禁止
　環状7号線以内及び環状8号線の一部（土曜日22時から日曜日7時）
・大型貨物車等の中央寄り車線規制
　環状7号線の一部区間（終日）、国道43号の一部区間（22時から6時）
・信号機の高度化
　111,428基（平成20年度末現在における集中制御、感応制御、系統制御の合計）
・最高速度規制
　国道43号の一部区間（40km/h）、国道23号の一部区間（40km/h）
環状道路、バイパス等の整備により、大型車の都市内通過の抑制及び交通流の分散を図る。

物流施設等の適正配置による大型車の都市内通過の抑制及び共同輸配送等の物流の合理化により交通量
の抑制を図る。
・流通業務団地の整備状況／札幌1、花巻1、郡山2、宇都宮1、東京5、新潟1、富山1、名古屋1、
岐阜1、大阪2、神戸3、米子1、岡山1、広島2、福岡1、鳥栖1、熊本1、鹿児島1（平成21年度末）

　（数字は都市計画決定されている流通業務団地計画地区数）
・一般トラックターミナルの整備状況／3,815バース（平成14年度末）
・共同輸配送の推進（平成14年度実績）／福岡市天神地区・熊本市街地区・さいたま新都心地区
空げきの多い舗装を敷設し、道路交通騒音の低減を図る。
・環境改善効果／平均的に約3デシベル
遮音効果が高い。
沿道との流出入が制限される自動車専用道路等において有効な対策。
・環境改善効果／約10デシベル（平面構造で高さ3mの遮音壁の背面、地上1.2mの高さでの効果（計
算値））

道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の推進を図るため都市計画に沿道地
区計画を定め、幹線道路の沿道にふさわしい市街地整備を図る。
・幹線道路の沿道の整備に関する法律（沿道法　昭和51年法律第34号）
　　沿道整備道路指定要件／夜間騒音65デシベル超（LAeq）又は昼間騒音70デシベル超（LAeq）
　　　　　　　　　　　　　日交通量10,000台超他
　　沿道整備道路指定状況／11路線132.9kmが都道府県知事により指定されている。
　　　　　　　　　　　　　国道4号、国道23号、国道43号、国道254号、環状7、8号線等
　　沿道地区計画策定状況／47地区102.0kmで沿道地区計画が策定されている。
　　　　　　　　　　　　　（実績は、平成20年3月末現在）
道路交通騒音の著しい地区において、緊急措置としての住宅等の防音工事助成により障害の軽減を図る。
また、各種支援措置を行う。
・道路管理者による住宅防音工事助成
・高速自動車国道等の周辺の住宅防音工事助成
・市町村の土地買入れに対する国の無利子貸付
・道路管理者による緩衝建築物の一部費用負担

道路交通騒音問題の解決のために、関係機関との密接な連携を図る。
・環境省／関係省庁との連携を密にした道路公害対策の推進
・地方公共団体／国の地方部局（一部）、地方公共団体の環境部局、道路部局、都市部局、都道府県警
察等を構成員とする協議会等による対策の推進（全都道府県が設置）

沿道と車道の間に10又は20mの緩衝空間を確保し道路交通騒音の低減を図る。
・「道路環境保全のための道路用地の取得及び管理に関する基準」（昭和49年建設省都市局長・道路局
長通達）環境改善効果（幅員10m程度）／5～10デシベル

表2-3-2　道路交通騒音対策の状況

年度
区分

平成
15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

要請の件数 1 0 0 0 0 0

意見の件数 23 3 8 5 0 1

資料：環境省「騒音規制法施行状況調査」より作成

表2-3-3　「騒音規制法」に基づく自動車騒音に係る要請
及び意見陳述の状況（平成15年度～20年度）
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第3節　大気環境の保全対策

大阪国際、福岡等 14 空港であり、これらの空港周辺
において、学校、病院、住宅等の防音工事及び共同利
用施設整備の助成、移転補償、緩衝緑地帯の整備、テ
レビ受信料の助成等を行いました（表 2-3-4）。また、
大阪国際空港及び福岡空港については、周辺地域が市
街化されているため、同法により計画的周辺整備が必
要である周辺整備空港に指定されており、国及び関係
地方公共団体の共同出資で設立された（独）空港周辺
整備機構が関係府県知事の策定した空港周辺整備計画
に基づき、上記施策に加えて、再開発整備事業等を実
施しました。
　自衛隊等の使用する飛行場等に係る周辺対策として
は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭
和 49 年法律第 101 号）等に基づき、学校、病院、住
宅等の防音工事の助成、移転補償、緑地帯等の整備、
テレビ受信料の助成等の各種施策を行っています（表
2-3-5）。

エ　鉄道騒音・振動対策

　東海道、山陽、東北及び上越新幹線については、環
境基準達成のために、鉄道事業者が各種の騒音・振動
対策を実施した結果、第 1 次から第 3 次までの 75 デ
シベル対策に係るすべての対策区間において 75 デシ
ベル以下となっていることが確認されています。しか
し、これまでの対策区間以外の区間において、75 デ
シベルを超える地域が残されていることから、ポスト
75 デシベル対策として、引き続き住宅の立地状況、
鉄道事業者の取組状況等を勘案しつつ、音源対策が計
画的に推進されるよう関係機関に要請しました。

オ　近隣騒音対策（良好な音環境の保全）

　近年、営業騒音、拡声機騒音、生活騒音等のいわゆ
る近隣騒音は、騒音に係る苦情全体の約 20％を占め
ています。近隣騒音対策は、各人のマナーやモラルに
期待するところが大きいことから、「近隣騒音防止ポ
スターデザイン」を一般公募して普及啓発活動を行い

ました。また、各地方公共団体においても取組が進め
られており、平成 20 年度末現在、深夜営業騒音は
142、拡声機騒音は 147 の都道府県、指定都市、中核市、
特例市及び特別区で条例により規制されています。

カ　低周波音対策

　低周波音問題への対応に資するため、特に苦情のあ
る風力発電施設の一部について、騒音及び低周波音の
状況把握のための実態調査を行いました。また、地方
公共団体職員を対象として、低周波音問題に対応する
ための知識・技術の習得を目的とした低周波音測定評
価方法講習を行いました。

（2）悪臭対策

ア　悪臭防止法による措置

　悪臭対策については、悪臭防止法（昭和 46 年法律
第 91 号）に基づき、工場・事業場から排出される悪
臭原因物の規制等を実施しています。同法では、都道
府県知事等が規制地域の指定及び規制基準の設定を行
うこととしており、平成 20 年度末現在、全国の 72.0
％に当たる 1,296 市区町村（725 市、493 町、55 村、
23特別区）で規制地域が指定されています。20年度は、
同法に基づく改善勧告は 5件、改善命令は 0件でした。
これらの措置のほか、規制地域内の悪臭発生事業場に
対して 1,764 件の行政指導が行われました。
　同法は、複合臭問題等への対策強化を目的として、
人間の嗅覚に基づいた臭気指数規制を導入しており、
平成21年度も、地方公共団体職員を対象とした講習会、
嗅覚測定技術の研修等、地方公共団体における臭気指
数規制の一層の導入促進に向けた取組を行いました。
また、臭気指数等の測定を行う臭気測定業務従事者に
ついての国家資格を認定する臭気判定士試験を実施し

（国費予算額、単位：億円）

事項 区分 19年度 20年度 21年度

騒音防止事業
　（学校・病院等の防音）
　（住宅防音）
　（防音関連維持費）
民生安定助成事業
　（学習等供用施設等の防音助成）
　（放送受信障害）
　（空調機器稼働費）
移転措置事業
緑地整備事業

117.0
347.0
17.7

11.0
27.0
0.1
86.5
11.3

135.3
344.6
17.6

13.8
27.5
0.1
83.1
11.3

136.5
359.3
16.1

15.3
27.2
0.1
81.4
11.5

計 617.7 633.2 647.4

注１：表中の数値には、航空機騒音対策以外の騒音対策分も含む。
　２：百万円単位を四捨五入してあるので、合計とは端数において

一致しない場合がある。
資料：防衛省

表2-3-5　防衛施設周辺騒音対策関係事業一覧表（平
成19年度～21年度）

（国費予算額、単位：百万円）

区　分 19年度 20年度 21年度

教育施設等防音工事 428 359 415

住宅防音工事 2,869 1,923 1,775

移転補償等 5,759 4,504 5,672

緩衝緑地帯整備 2,315 2,582 379

空港周辺整備機構
（補助金、交付金） 124 94 205

周辺環境基盤施設 307 140 50

テレビ受信障害対策等 377 394 375

計 12,179 9,996 8,871

表2-3-4　空港周辺対策事業一覧表（平成19年度～
21年度）
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ました。

イ　簡易嗅覚測定法の開発

　規制対象となる工場・事業場からの悪臭苦情に対し、
地方公共団体による測定は十分に実施されていない現
状にあります。そのため、現場で簡便に測定できる新
たな簡易嗅覚測定法の開発に取り組みました。

ウ　良好なかおり環境の保全・創出

　まちづくりに「かおり」の要素を取り込むことで、
良好なかおり環境を創出しようとする地域の取組を支
援することを目指し、「かおりの樹木・草花」を用い
た「みどり香るまちづくり」企画コンテストを実施し
ました。

（3）ヒートアイランド対策

　ヒートアイランド対策大綱に基づき、①人工排熱の
低減、②地表面被覆の改善、③都市形態の改善、④ラ
イフスタイルの改善の 4つを柱とするヒートアイラン
ド対策の推進を図りました。
　関連する調査研究として、ヒートアイランド現象の
実態や環境への影響に関する調査・観測や、熱中症の
予防情報の提供を継続的に実施しました。また、

WBGT（暑さ指数：湿球黒球温度）のモニタリング
を強化しました。さらに、大気との接触水面の拡大や
地下水・地中熱の利用等環境技術を活用したヒートア
イランド対策の検証、未利用水の活用によるクールシ
ティ実現に向けての調査・検討を実施しました。この
ほか、ヒートアイランド現象の顕著な街区において、
CO2 削減効果を兼ね備えた施設緑化や保水性建材、高
反射性塗料、地中熱ヒートポンプ等複数のヒートアイ
ランド対策技術を組み合わせて一体的に実施する事業
に対して補助を行いました。これにより、都市部にク
ールスポットを創出し、ヒートアイランド現象の緩和
等が図られます。

（4）光害（ひかりがい）対策等

　光害については、光害対策ガイドライン（平成 18
年度改訂）、地域照明環境計画策定マニュアル及び光
害防止制度に係るガイドブック等を活用して、地方公
共団体における良好な照明環境の実現を図る取組を支
援しました。
　また、肉眼や双眼鏡・カメラを使用して星空観察を
行う全国星空継続観察（スターウォッチング・ネット
ワーク）事業（http://www.env.go.jp/kids/star.html）
や、良好な大気環境・光環境の保全等を目的とした「星
空の街・あおぞらの街」全国協議会が開催する全国大
会（静岡県静岡市）を支援しました。

（1）国設大気測定網

　大気汚染の状況を全国的な視野で把握するとともに、
大気保全施策の推進等に必要な基礎資料を得るため、
国設大気環境測定所（9 か所）及び国設自動車交通環
境測定所（10 か所）を設置し、測定を行っています。
これらの測定所は、地方公共団体が設置する大気環境
常時監視測定局の基準局、大気環境の常時監視に係る
試験局、国として測定すべき物質等（有害大気汚染物
質）の測定局、大気汚染物質のバックグラウンド測定
局としての機能を有しています。
　加えて、国内における酸性雨や越境汚染の長期的な
影響を把握することを目的として、「越境大気汚染・
酸性雨長期モニタリング計画（平成 21 年 3 月改訂）」
に基づくモニタリングを離島など遠隔地域を中心に全
国 27 か所で実施しています。
　また、環境放射線等モニタリング調査として、離島
等（全国 10 か所）の人による影響の少ない地域にお
いて大気中の放射線等のモニタリングを実施しており、
その調査結果を、ホームページ「環境放射線等モニタ
リングデータ公開システム（http://housyasen.taiki.
go.jp/）」で情報提供しています。

（2）地方公共団体の大気汚染監視体制

　都道府県等では、一般局及び自排局において、大防
法に基づく大気の汚染状況を常時監視しています。
　また、都道府県等が測定している大気常時監視デー
タ（速報値）は、「大気汚染物質広域監視システム（愛
称：そらまめ君）」によりリアルタイムで収集され、
インターネット及び携帯電話用サイトで情報提供して
います。
　さらに、微小粒子状物質（PM2.5）の環境基準の設
定に伴い、大気汚染防止法に基づく大気の汚染の状況
の常時監視に関する事務の処理基準を改正するととも
に、オキシダント自動計測器の校正方法の変更及び精
度管理体制の構築を行いました。これらの改正等にあ
わせて、環境大気常時監視マニュアルも改訂しました。

（3）地方公共団体自動車騒音常時監視体制

　騒音規制法に基づき規定される全国の 178 地方公共
団体においては、自動車騒音常時監視を実施していま
す。この状況は、インターネット上の「環境GIS全
国自動車交通騒音マップ」において、地図とともに情

6　大気環境の監視・観測体制の整備
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第4節　水環境の保全対策

第4節　水環境の保全対策

　水質汚濁に係る環境基準のうち、健康項目について
は、平成 21 年 11 月 30 日に、公共用水域において 1
項目（1,4- ジオキサン）、地下水において 3 項目（1,2-
ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー、1,4- ジオキ
サン）追加し、1,1- ジクロロエチレンについては基準
値を見直しました。現在、カドミウム、鉛等の重金属
類、トリクロロエチレン等の有機塩素系化合物、シマ
ジン等の農薬など、公共用水域において 27 項目、地
下水において 28 項目が設定されています。さらに、
要監視項目（現在公共用水域：26 項目、地下水：24
項目）等、環境基準項目以外の項目の水質測定や知見
の集積を行いました。
　生活環境項目については、BOD、COD、溶存酸素

量（DO）、全窒素、全りん、全亜鉛等の基準が定め
られており、利水目的から水域ごとに環境基準の類型
指定を行っています。また、生活環境項目の設定から
37 年以上が経過していること等を踏まえ、今後のあ
り方に関して基礎的な調査を進めたほか、水環境を総
合的にとらえ、水環境の健全性を示す指標について調
査を行い、水辺のすこやかさ指標（みずしるべ）とし
て取りまとめました。
　生活環境項目のうち、水生生物の保全に係る水質環
境基準については、国が類型指定する水域のうち、木
曽川、淀川水系等 11 水域及び阿武隈川について類型
指定を行うとともに、那珂川水域等 10 水域について
は類型指定に係る検討を行いました。

1　環境基準の設定等

報提供しています。

2　水利用の各段階における負荷の低減

（1）汚濁負荷の発生形態に応じた負荷の低減

ア　特定汚染源対策

　（ア）排水規制の実施と上乗せ排水基準の設定
　公共用水域の水質保全を図るため、水質汚濁防止法
（昭和 45 年法律第 138 号。以下「水濁法」という。）
により特定事業場から公共用水域に排出される水につ
いては、全国一律の排水基準が設定されていますが、
環境基準の達成のため、都道府県条例においてより厳
しい上乗せ基準の設定が可能であり、すべての都道府
県において上乗せ排水基準が設定されています。
　また、平成 13 年に健康項目として排水基準が設定
されたほう素・ふっ素・硝酸性窒素等について、一律
排水基準を直ちに達成させることが技術的に困難であ
ることから、現在 21 業種に暫定排水基準が適用され
ています。各業界による自主的取組の指導及び必要な
技術的検討等が実施されており、それらも踏まえつつ、
平成 22 年 6 月に行う暫定排出基準の見直しに向けた
検討を進めました。
　さらに、平成 21 年 11 月に水質環境基準の追加・見
直しが行われたことを踏まえ、1,4- ジオキサン等の排
水規制等の設定について検討に着手しました。

　（イ）汚水処理施設の整備
　生活排水対策については処理施設の整備がいまだ十
分でないため（図 2-4-1）、地域の実状に応じ、浄化槽、
下水道、農業等集落排水施設、コミュニティ・プラン
ト（地域し尿処理施設）など各種汚水処理施設の整備
を推進しました。その際、人口減少等の社会情勢の変
化を踏まえ、都道府県ごとの汚水処理施設の整備等に
関する「都道府県構想」の見直しを推進し、汚水処理
施設の整備の効率化を図りました。
　浄化槽の整備促進のため、省エネ型の浄化槽の設置
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や単独処理浄化槽の転換などを促進する市町村の浄化
槽整備事業等に対する助成事業（浄化槽整備区域促進
特別モデル事業）に対して国の助成率を 2分の 1 に引
き上げるなど、浄化槽整備事業に対する支援の一層の
充実を図りました。また、個人の設置に対する補助を
行う市町村や、市町村自らの整備に対する国庫補助制
度により、平成 20 年度においては、全国約 1,800 の
市町村のうち約1,300の市町村で整備が図られました。
また、既存の単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転
換については、単独処理浄化槽の撤去を交付金の対象
とすることにより推進しました。
　下水道整備については、「社会資本整備重点計画」
に基づき、普及が遅れている中小市町村等の人口が集
中している地区等の整備効果の高い区域における下水
道整備、閉鎖性水域における水質保全のための高度処
理の積極的導入等を重点的に実施しました。
　合流式下水道については、平成 16 年から原則 10 年
以内での改善が義務化されたことを受け、「合流式下
水道緊急改善事業」等を活用し、緊急的・総合的に合
流式下水道の改善を推進しました。さらに、流域全体
で効率的に高度処理を実施することができる高度処理
共同負担事業を推進し、各地の検討を支援しました。
　また、下水道の未普及対策として、「下水道未普及
解消クイックプロジェクト社会実験」を実施し、従来
の技術基準にとらわれず地域の実状に応じた低コスト、
早期かつ機動的な整備が可能な新たな整備手法の積極
的導入を推進しており、施工が完了した地域では大幅
なコスト縮減や工期短縮などの効果を実現しました。
さらに、平成 21 年度においては、社会情勢の変化を
踏まえ下水道計画の見直しをした上で、人口の集中し
ている地区を対象に汚水に係る管きょの補助対象範囲
を拡充する制度として「下水道未普及解消重点支援制
度」を創設する等、早急な未普及解消を図り、水環境
の保全を推進しました。
　農業振興地域においては、農業集落におけるし尿、
生活雑排水等を処理する農業集落排水施設の整備を
348 地区で実施するとともに、高度処理技術の一層の
開発・普及を推進し、遠方監視システムの活用による
高度処理の普及促進を支援しました。
　また、緊急に被害防止対策を必要とする地区につい
ては、用排水路の分離、水源転換等を行う水質障害対
策に関する事業を実施しました。さらに、漁業集落か
ら排出される汚水等を処理し、漁港及び周辺水域の浄

化を図るため、漁業集落排水施設整備を推進しました。
　水濁法では生活排水対策の計画的推進等が規定され
ており、同法に基づき都道府県知事が重点地域の指定
を行っています。平成 22 年 3 月末現在、42 都府県、
211 地域、337 市町村が指定されており、生活排水対
策推進計画による生活排水対策が推進されました。

イ　非特定汚染源対策

　降雨等により流出するいわゆる非特定汚染源も、水
質汚濁の大きな要因の一つになっています。雨天時に
宅地や道路等の市街地から公共用水域に流入する汚濁
負荷を削減するため、下水道事業における対策を推進
しました。

（2）水環境の安全性の確保

ア　地下水汚染対策

　水濁法に基づいて、地下水の水質の常時監視、有害
物質の地下浸透禁止、事故時の措置、汚染された地下
水の浄化等の措置が取られています（図 2-4-2）。また、
地下水の水質調査により井戸水の汚染が発見された場
合、井戸所有者に対して飲用指導を行うとともに、周
辺の汚染状況調査を実施し、汚染源が特定されたとき
は、指導等により、適切な地下水浄化対策等が行われ
ます。
　環境基準超過率が最も高い硝酸性窒素による地下水
汚染対策については、硝酸性窒素による地下水汚染が
見られる地域において効果的な汚染防止対策を促進す
るための方策を検討しました。
　また、汚染の未然防止にむけた地下水保全施策のあ
り方について検討を行いました。

イ　農薬環境汚染対策

　農薬については、水質汚濁の未然防止を図る観点か
ら、農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号）に基づき水
質汚濁に係る農薬登録保留基準を定めており、平成
21 年度に 27 農薬の基準値を設定しました。また、水
産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準について、
平成 21 年度に 45 農薬の基準値を設定しました。

3　閉鎖性水域における水環境の保全

（1）湖沼

　湖沼については、富栄養化対策として、水濁法に基
づき、窒素及びりんに係る排水規制を実施しており、
窒素規制対象湖沼は 277、りん規制対象湖沼は 1,329

です。また、湖沼の窒素及びりんに係る環境基準につ
いては、琵琶湖等合計 112 水域（106 湖沼）について
類型指定が行われています。
　また、水濁法の規制のみでは水質保全が十分でない
湖沼については、湖沼水質保全特別措置法（昭和 59
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第4節　水環境の保全対策

年法律第 61 号）によって、環境基準の確保の緊要な
湖沼を指定して、湖沼水質保全計画を策定し（図
2-4-3、図 2-4-4）、下水道整備、河川浄化等の水質の保
全に資する事業、各種汚濁源に対する規制等の措置等
を推進しています。また、琵琶湖等の湖沼の汚濁機構
解明や窒素・りん比率変動と植物プランクトンとの関
係把握のための調査を実施しました。

（2）閉鎖性海域

ア　富栄養化対策

　閉鎖性が高く富栄養化のおそれのある海域に適用さ
れる窒素及びりんに係る排水基準については、現在、
88 の海域とこれに流入する公共用水域に排水する特

［地下水の常時監視］

［有害物質の地下浸透禁止］

［事故時の措置］

［汚染された地下水の浄化］

有害物質を含む特定地
下浸透水の浸透禁止

都道府県知事
の審査

応急措置
命令

汚染原因
者の特定

立入検査
報告徴収

応急措置
・届出

特定
事業場

特定
事業場

貯油事
業場等

地下水

罰則

罰則

罰則

常時監視

立入検査
報告徴収特定地下浸透水

結果の公表

改善命令等 命令違反

命令違反

命令違反

命令
違反

計画変更命令等

特
定
事
業
場

有
害
物
質
使
用 有害物質使用

特定施設の設
置等の届出

事故による
有害物質の
排出・浸透

有害物質に
該当する物
質を含む水
の地下浸透

地下水汚染
　（人の健康被害
　の発生又はそ
　のおそれ）

事故による
油の排出・
浸透

汚染原因者
への浄化の
措置命令

特定事業場
設置者の協
力義務

資料：環境省

図2-4-2　 水質汚濁防止法の地下水の規制等の概要

計 画 時 期 （年度）

60 6162 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122232425
湖 沼 名

釜房ダム
貯 水 池

諏 訪 湖

中 海
宍 道 湖

野 尻 湖

八 郎 湖

霞 ヶ 浦
印 旛 沼
手 賀 沼
琵 琶 湖
児 島 湖

次期計画

次期計画

次期計画

第1期 第2期 第3期 第4期

第1期 第2期 第3期 第4期

第1期 第2期 第3期

第1期 第2期 第3期

第4期

第5期

第5期

第5期

第4期

第１期

昭　和 平 　 成

資料：環境省

図2-4-4　湖沼水質保全計画策定状況一覧
（平成22年３月現在）

手賀沼〔千葉〕
てがぬま

野尻湖〔長野〕
のじりこ

児島湖〔岡山〕
こじまこ

宍道湖
　〔島根〕

しんじこ

諏訪湖〔長野〕
す  わ  こ

琵琶湖〔滋賀・京都〕
び  わ  こ

中海
〔鳥取・島根〕

なかうみ

印旛沼〔千葉〕
いんばぬま

八郎湖〔秋田〕
はちろうこ

釜房ダム貯水池
〔宮城〕

かまふさ ちょすいち

霞ヶ浦
〔茨城・
  栃木・千葉〕

かすみがうら

資料：環境省

図2-4-3　 湖沼水質保全特別措置法に基づく11指定
 湖沼位置図
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定事業場に適用されています。また、海域における全
窒素及び全りんの環境基準については、上記の閉鎖性
海域を対象に環境基準類型を当てはめる作業が国・都
道府県で行われており、54 海域が指定されています。
　また、平成 17 年の下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）
一部改正を受け、閉鎖性水域に係る流域別下水道整備
総合計画に下水道終末処理場からの放流水に含まれる
窒素・りんの削減目標量及び削減方法を定める見直し
を進めるとともに、これらに基づく下水道の整備を推
進しました。

イ　水質総量削減対策

　広域的な閉鎖性海域のうち、人口、産業等が集中し
排水の濃度規制のみでは環境基準を達成維持すること
が困難な広域的な閉鎖性海域である東京湾、伊勢湾及
び瀬戸内海を対象に、COD、窒素含有量及びりん含
有量を削減対象の指定項目として、水質総量削減を実
施しています。具体的には、地域の実情に応じ、下水
道、浄化槽、農業集落排水施設、コミュニティ・プラ
ントなどの整備等による生活排水対策、工場等の総量
規制基準の遵守指導による産業排水対策、合流式下水
道の改善等によるその他の汚濁発生源に対する諸対策
を引き続き推進しました。
　その結果、これらの閉鎖性海域の水質は改善傾向に
ありますが、COD、全窒素・全りんの環境基準達成
率は十分な状況になく（ただし、大阪湾を除く瀬戸内
海における全窒素・全りんの環境基準はおおむね達成）、
富栄養化に伴う問題が依然として発生しています（図
2-4-5）。
そこで、閉鎖性海域における水環境の一層の改善を推
進するために、第 7次水質総量削減のあり方について
検討を行いました。
　また、今後の閉鎖性海域が目指すべき水環境の目標
とその達成に向けたロードマップからなる閉鎖性海域
中長期ビジョンを策定しました。

ウ　瀬戸内海の環境保全

　瀬戸内海においては、瀬戸内海環境保全特別措置法
（昭和 48 年法律第 110 号）及び瀬戸内海環境保全基本
計画等により、総合的な施策が進められてきています。
瀬戸内海沿岸の関係 11 府県は、自然海浜を保全する
ため、自然海浜保全地区条例等を制定しており、平成
20 年 12 月末までに 91 地区の自然海浜保全地区を指
定しています。また、瀬戸内海における埋立て等につ
いては、海域環境、自然環境及び水産資源保全上の見

地等から特別な配慮がされることとしており、同法施
行以降 20 年 11 月 1 日までの間に埋立ての免許又は承
認がなされた公有水面は、約 4,841 件、約 13,040ha（う
ち 19 年 11 月 2 日以降の 1 年間に 28 件、94.4ha）に
なります。

エ　有明海及び八代海の環境の保全及び改善

　有明海及び八代海を再生するための特別措置に関す
る法律（平成 14 年法律第 120 号）に基づき環境省に
設置された「有明海・八代海総合調査評価委員会」か
らの提言（平成 18 年 12 月）を踏まえ、貧酸素水塊や
底質環境に関する調査、環境変化による魚介類への環
境影響に関する調査等を充実させるとともに、調査機
関間の連携・協力の促進に係る取組を実施しました。

オ　里海の創生の推進

　多様な魚介類等が生息し、人々がその恩恵を将来に
わたり享受できる自然の恵み豊かな豊穣の里海の創生
に向け、先進的な取組を実施している海域を支援する
とともに、里海の創生に向けた取組を支援するための
マニュアル作成に向けた検討を行いました。

（3）大都市圏の「海の再生」

　都市再生プロジェクト（第 3 次決定）「海の再生」
の実現に向けて、東京湾、大阪湾、伊勢湾及び広島湾
それぞれの再生行動計画に基づき、関係機関の連携の
下、陸域からの汚濁負荷の削減、海域における環境改
善、環境モニタリング等の各種施策を推進しました。
さらに、東京湾においては、各種施策の推進のほかに、
東京湾再生行動計画の第 2回中間評価とフォローアッ
プを行いました。

出典：公共用水域水質測定結果（環境省）

平成8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20（年）
0

20

40

60

80

100

東京湾
伊勢湾
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瀬戸内海（大阪湾を除く）

環
境
基
準
達
成
率
（
％
）

図2-4-5　三海域の環境基準達成率の推移（全窒素・全
りん）
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第5節　土壌環境の保全対策

（1）水環境に親しむ基盤づくり

　関係機関の協力の下、一般市民の参加を得て全国水
生生物調査（水生生物による水質調査）を実施しまし
た。平成 20 年度の参加者は、75,938 人となりました。
　また、平成 20 年 6 月 7 日を中心に、全国のおよそ
5,700 地点で約 1000 の市民団体と協働して、身近な水
環境の一斉調査を実施し、その結果を分かりやすく表
示したマップを作成しました。
　さらに、河川水質を総合的に分かりやすく評価する
新しい指標（人と河川の豊かなふれあいの確保、豊か
な生態系の確保、利用しやすい水質の確保、下流域や
滞留水域に影響の少ない水質の確保、の 4つの視点）
に基づき、全国で一般市民の参加を得て調査を実施し
ました。
　また、子どもたちのホタルに関連した水環境保全活
動（「こどもホタレンジャー」）を募集し、平成 21 年
度は、長野県の長野市立東条（とうじょう）小学校、
和歌山県の広川町立津木（つぎ）中学校の活動に対し
て環境大臣表彰を行いました。

　平成 21 年 10 月には、「昭和の名水百選」の一つで
ある天川の水がある島根県隠岐郡海士町において『名
水サミット in 海士』を開催し、水環境の保全の推進
と水質保全意識の高揚を図りました。
　また、下水道施設や雨水・下水処理水等を活用した
せせらぎ水路等の整備を推進しました。

（2）環境保全上健全な水循環の確保

　流域別下水道整備総合計画等の水質保全に資する計
画の策定の推進に加え、下水道法施行令等の規定や、
下水処理水の再利用の際の水質基準等マニュアルに基
づき、適切な下水処理水等の有効利用を進めるととも
に、雨水の貯留浸透や再利用を推進しました。
　また、健全な水循環系の構築に向けた計画づくりの
ための調査を実施しました。
　「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」
では、健全な水循環系の構築のため、継続的に情報交
換及び施策相互の連携・協力の推進を図りました。

4　環境保全上健全な水循環の確保

　水濁法に基づき、国及び地方公共団体は公共用水域
及び地下水の水質の常時監視を行っています。平成
17 年度から、地方公共団体の常時監視に対する助成
が廃止されたこと等を踏まえ、水質常時監視の的確
化・効率化に資する具体的な評価手法や基準のあり方
について検討を行いました。
　排水の監視については、水濁法に基づき、工場・事
業場が自ら測定するとともに、都道府県知事及び政令
市長は、工場・事業場の排水基準の遵守状況を監視す

るため、必要に応じ工場・事業場に報告を求め又は立
入検査を行っています。これらの監視行為に基づき、
都道府県知事及び政令市長は、改善命令等の必要な行
政措置を工場・事業場に行っています。平成 20 年度
の立入検査の件数は全国で 43,509 でした。
　クロロホルムをはじめとする要監視項目については、
都道府県等において地域の実情に応じ、公共用水域等
の水質測定が行われています。

5　水環境の効率的・効果的な監視等の推進

　土壌汚染対策法に基づき、有害物質使用特定施設が
廃止された土地等の調査が実施されました。同法施行
以降の調査件数は、平成 21 年 3 月 31 日現在、1,187
件であり、調査の結果、指定基準を超過して指定区域
に指定された件数は 341 件（うち 174 件はすでに汚染
の除去等の措置が講じられ指定の全部の区域が解除）
となっています。（図 2-5-1）
　平成 21 年 4 月に改正された土壌汚染対策法では、

一定規模（3,000m2）以上の土地の形質変更時におい
て土壌汚染のおそれがあるときの都道府県知事からの
命令に基づく調査の実施、自主的な土壌汚染の調査結
果を活用した土地所有者等による区域の指定の申請、
区域の分類化（土地の形質変更時に届出が必要な区域
と対策が必要な区域）と必要な対策内容の明確化、汚
染土壌処理業の許可制度の新設による汚染土壌の適正
な処理の確保などが新たに規定されました。（図

1　市街地等の土壌汚染対策

第5節　土壌環境の保全対策
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土壌汚染対策法第３条の施行状況について

指定区域の状況

資料：環境省

土壌汚染対策法第３条では、有害物質使用特定施設の廃止時に調査義務が生じるが、その状況は下のと
おり。この調査義務については、法第３条第１項ただし書により都道府県知事が認めれば調査猶予され
る。（例えば、事業場として引き続き使用する場合。）

有
害
物
質
使
用
特
定
施
設
の
使
用
廃
止
件
数
①

法
第
３
条
調
査
結
果
報
告
件
数

法
第
３
条
第
１
項
た
だ
し
書
適
用
の
確
認
済
④

法
第
３
条
第
１
項
た
だ
し
書
適
用
の
確
認
中
⑤

法第３条調査の実施 法第３条調査の猶予

【4,201件】 【186件】

【1,182件】【5,212件】 【4,387件】

・平成15年2月15日から平成21年3月31日まで

※ 件数は平成21年3月31日現在の数値。

土壌汚染
状況調査

1,187件

指定区域
に指定

341件

法が施行された平成15年２月15日から平成21年３月31日まで

指定区域
全部解除

174件

汚染除去等の
対策を要する
89件

対策済み
54件

対策実施中・検討中
35件

未対策
0件

汚染除去等の
対策を要しない
252件

対策済み
148件

対策実施中・検討中
58件

未対策
46件

図2-5-1　土壌汚染対策法の施行状況
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第5節　土壌環境の保全対策

区域の指定等

制　度

・有害物質使用特定施設の使用の廃止時（第3条）
自主調査において土
壌汚染が判明した場
合において土地所有
者等が都道府県知事
に区域の指定を申請
（第14条）

土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の
実施を図り、もって国民の健康を保護する。

目　的

調　査

土地所有者等（所有者、管理者又は占有者）が指定調査機関に調査を行わせ、
その結果を都道府県知事に報告

土壌汚染の摂取経路があり、健康
被害が生ずるおそれがあるため、
汚染の除去等の措置が必要な区域

→汚染の除去等の措置を都道府県
　知事が指示（第7条）

→土地の形質変更の原則禁止
　（第9条）

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害
が生ずるおそれがないため、汚染の除
去等の措置が不要な区域（摂取経路の
遮断が行われた区域を含む。）

①要措置区域（第6条） ②形質変更時要届出区域（第11条）

・①②の区域内の土壌の搬出の規制（事前届出、計画の変更命令、運搬基準・処理基準に違反した場合の措置命令）
・汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務
・汚染土壌の処理業の許可制度

汚染土壌の搬出等に関する規制

汚染の除去が行われた場合には、指定を解除

→土地の形質変更時に都道府県知事に
　計画の届出が必要（第12条）

摂取経路
の遮断が
行われた
場合

※改正土壌汚染対策法は、平成22年4月1日から施行
※下線部が改正内容

【　土　壌　の　汚　染　状　態　が　指　定　基　準　を　超　過　し　た　場　合　】

・一定規模（3,000㎡）以上の土地の形質変更の届出の際に、
土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき（第4条)

・土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事
が認めるとき（第5条）

図2-5-2　改正土壌汚染対策法の概要



206

第2部│第2章　地球環境、大気環境、水環境、土壌環境、地盤環境の保全平成21年度

　基準値以上検出等地域 7,487ha のうち平成 20 年 3
月末現在までに 6,577ha（72 地域）が農用地土壌汚染
対策地域として指定され、そのうち 6,306ha（70 地域）
において農用地土壌汚染対策計画が策定され、
6,544ha（進ちょく率 87.4％）で対策事業が完了しま
した。なお、カドミウム汚染地域においては、対策事
業等が完了するまでの暫定対策として、汚染米の発生
防止のための措置が講じられています。また、農用地
土壌から農作物へのカドミウム吸収抑制技術等の開発、
実証及び普及を実施しました。

　また、厚生労働省において、米のカドミウムの成分
規格の改正について検討が進められていることを踏ま
え、平成 21 年 11 月に環境大臣は中央環境審議会に対
し「カドミウムに係る土壌環境基準（農用地）及び農
用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直し」につい
て諮問しました。本諮問については、土壌農薬部会に
新たに設置された農用地土壌環境基準等専門委員会及
び農用地土壌小委員会において審議が行われ、平成
22 年 3 月の土壌農薬部会において答申案が示されま
した。

2　農用地土壌汚染対策

第6節　地盤環境の保全対策

　地盤沈下の防止のため、工業用水法（昭和 31 年法
律第 146 号）及び建築物用地下水の採取の規制に関す
る法律（昭和 37 年法律第 100 号）に基づく地下水採
取規制の適切な運用を図るとともに、工業用水法に基
づく規制地域等における工業用水道整備事業等による
代替水源の確保及び供給について、国庫補助を行いま
した。また、農用地の地盤沈下による被害を解消し、
洪水・高潮等による災害の未然防止に貢献する地盤沈
下対策事業が実施されています。
　すでに著しく地盤が沈下している地域については、
この結果生じた被害を復旧するとともに、洪水、高潮
等による災害に対処するため、河川改修、内水排除施
設整備、海岸保全施設整備、土地改良等の事業を実施
しました。また、雨水浸透ますの設置等、地下水かん

養の促進等による健全な水循環を確保するための事業
に対して補助を実施しました。濃尾平野、筑後・佐賀
平野及び関東平野北部の 3地域については、代替水源
の確保等の各種の施策が推進されており、各施策につ
いての実施状況、効果、問題点の把握を行いました。
　環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組として、
地下水の有効利用を含めた地下水管理手法の検討を行
いました。また、建築物用地下水の採取の規制に関す
る法律等の制度のあり方を検討しています。さらに、
地盤沈下の防止に向けた意識の啓発を図ることを目的
として、地下水位の状況や地下水採取規制に関する条
例等の各種情報を整理した「全国地盤環境情報ディレ
クトリ」を公表しています。（http://www.env.go.jp/
water/chikasui_jiban.html）

2-5-2）。また、低コスト・低負荷型の調査・対策技術
の普及を促進するための調査、土壌汚染に係るリスク
コミュニケーションを推進するための調査等を行いま

した。
（ダイオキシン類による土壌汚染対策については、第
4章参照。）
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第3章
循環型社会の形成
～ビジネス・ライフスタイルの変革を通じた循環型社会への道し
るべ～

第1節　循環型社会元年から10年を迎えた社会の展望

　循環型社会元年といわれ、循環型社会形成推進基本
法（平成 12 年法律第 110 号。以下「循環型社会基本法」
という。）が制定された平成 12 年から今年は 10 年と
なります。10 年の節目を迎えたわけですが、この間、
わが国の循環型社会に向けた取組はどのように変わっ
たのでしょうか。
　循環型社会基本法第 15 条に基づき定められる、循
環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推
進を図るため循環型社会の形成に関する基本的な計画
（循環型社会形成推進基本計画）については、第 1 次
循環型社会形成推進基本計画（平成15年3月閣議決定）
を経て、第 2 次循環型社会形成推進基本計画（平成
20 年 3 月閣議決定）となり、当該基本計画に基づき
取組を進めています。
　循環型社会の形成に当たっては、廃棄物の発生の原

因把握、社会に投入される物質全般の効率的な利用の
促進などの前提として、どこで、どのような廃棄物が、
どれくらい発生するのかという情報が極めて重要です。
このため、循環型社会形成推進基本計画では、自然界
から人間社会に物質が移動する天然資源の採取段階か
ら、最終的に人間社会から自然界に廃棄される最終処
分の段階までを対象としてわが国の物質フローを把握
しています。統計の最新年度となる平成 19 年度を 12
年度と比べると図 3-1-1 となり、新たに投入される物
質の量は減少し、循環利用される物質の量が増加して
います。
　資源生産性（産業や人々の生活がいかにものを有効
に利用しているかを総合的に示す指標）は、平成 19
年度で約 36.1 万円／トンであり、12 年度と比べて約
37％上昇しました。循環利用率（経済社会に投入され

1　10年の節目

（注）含水等：廃棄物等の含水等（汚泥、家畜ふん尿、し尿、廃酸、廃アルカリ）及び経済活動に伴う土砂等の随伴投入（鉱業、建設業、上水道業の汚泥及
び鉱業の鉱さい）

出典：環境省

輸出（120）

最終処分
（57）

輸入製品（48）

蓄積純増（1,110）

食料消費（97）
自然還元（84）

減量化（241）

エネルギー消費及び
工業プロセス排出（500）

国内資源
（1,125）

輸入
（800）

輸入資源
（752）

天然資源等
投入量

（1,925）

総物質
投入量

（2,138）

含水等（注）

（299）

廃棄物等
の発生
（595）

循環利用量（213）

施肥
（16）

（単位：百万トン） （単位：百万トン）
輸出（178）

最終処分
（27）

輸入製品（57）

蓄積純増（705）

食料消費（91）食料消費（91）
自然還元（82）自然還元（82）

減量化（238）減量化（238）

エネルギー消費及び
工業プロセス排出（510）

国内資源
（733）

輸入
（826）

輸入資源
（768）

天然資源等
投入量

（1,559）

総物質
投入量

（1,802）

含水等（注）

（290）

廃棄物等
の発生
（590）

循環利用量（243）

施肥
（18）

平成19年度平成12年度

食料消費（97）
自然還元（84）

減量化（241）

図3-1-1　わが国における物質フロー
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るものの全体量のうち循環利用量の占める割合を表す
指標）は、19 年度で約 13.5％であり、12 年度と比べ
て約 3.5％上昇しました。最終処分量は、19 年度で約
2700 万トンであり、12 年度と比べて約 53％減少しま
した。（図 3-1-2）
　1 人 1 日当たりのごみ排出量は、平成 19 年度で約
1089 グラムであり、12 年度と比べて約 8.1％減少しま
した。1人 1日当たりに家庭から排出するごみの量は、
19 年度で約 586 グラムであり、12 年度と比べて約
10.4％減少しました。事業系ごみについては、19 年度
で約 1509 万トンであり、12 年度と比べて約 16.1％減
少しました。また、産業廃棄物の最終処分量は、19
年度は約 2057 万トンであり、12 年度と比べて約 77％
の削減となりました。（図 3-1-3）
　法的基盤としては、循環型社会基本法の制定と一体
的に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処
理法）が改正され、資源の有効な利用の促進に関する
法律（資源有効利用促進法）、建設工事に係る資材の
再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）、食品
循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサ
イクル法）、国等による環境物品等の調達の推進等に
関する法律（グリーン購入法）が成立しました。また、

その後も循環型社会の形成に向けた取組を推進する法
的基盤は整備されてきました。（表 3-1-1）
　国際的にも、循環型社会の構築に向け、3Rの推進
と適正な廃棄物処理に関する取組を進めてきました。
平成 16 年に 3R イニシアティブを提案して以降、20
年に神戸で行われた環境大臣会合において、わが国が
提案した「神戸 3R 行動計画」が採択され、同年のＧ
8 北海道洞爺湖サミットで支持されるなど、国際的な
3R の推進について、わが国が主導的な役割を果たし
てきました。
　また、経済成長と人口増加に伴って廃棄物発生量が
増大しているアジア地域において、3R の推進と適正
な廃棄物処理は喫緊の課題であり、わが国は、平成
21 年 11 月に、アジアでの 3R の国際的推進のプラッ
トフォームとして、「アジア 3R 推進フォーラム」の
設立会合を、国連地域開発センター（UNCRD）との
共催で開催し、同フォーラムにおいて「アジア 3R 推
進フォーラムの設立についての東京 3R 宣言」が採択
されました。今後は、アジア 3R 推進フォーラムをア
ジア各地で継続開催し、同フォーラム等を通じて、ア
ジア全体における 3R の推進と循環型社会の構築に取
り組んでいくこととしています。

0
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「入口」：資源生産性
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（年度） （年度）

「出口」：最終処分量

物質フロー指標‒目標を設定する指標‒

資
源
生
産
性
（
万
円
／
ｔ
）

最
終
処
分
場
（
１
０
０
万
／
ｔ
）

【12年度】
5,700万トン

【目標値】
2,300万トン

【19年度】
2,700万トン

【12年度】
26.3万円/トン

【目標値】
42万円/トン

【19年度】
36.1万円/トン

循
環
利
用
率
（
％
）

【12年度】
10.0%

【目標値】
14～15%

【19年度】
13.5%

※資源生産性＝GDP／天然資源等投入量
※循環利用率＝循環利用量／（循環利用量＋天然資源等投入量）

出典：環境省

図3-1-2　資源生産性、循環利用率、最終処分量の推移
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1人1日当たりのごみ排出量 削減率（H12年度比）

削減率（H12年度比）

削減率（H12年度比）1人1日当たりに家庭から排出するごみの量

事業系ごみの「総量」

出典：環境省
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図3-1-3　一般廃棄物の減量化の推移

年
平成12（2000）年

平成13（2001）年

月
5月

6月

事項
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」公布
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」公布

5月 「独立行政法人環境再生保全機構法」公布
「日本環境安全事業株式会社法」公布・施行

6月 「廃棄物処理法」改正
「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法（産廃特置法）」公布・施行

10月 「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成24年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針」策定
「廃棄物処理施設設備計画」閣議決定

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）の一部を改正する法律」公布
「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律」改正

「循環型社会形成推進基本法」公布
「再生資源利用促進法」改正（名称変更→「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」）
「廃棄物処理法」改正
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）」公布

6月 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法（PCB特別措置法）」公布
「環境事業団法」改正
「浄化槽法」改正

平成20（2008）年 3月 「第2次循環型社会形成推進基本計画」閣議決定
「廃棄物処理施設整備計画」閣議決定
「アジア3R推進会議」

平成14（2002）年 1月 「廃棄物処理法施行令」改正（し尿等の海洋投入の禁止）

平成15（2003）年 3月 「循環型社会形成推進基本計画」閣議決定

平成16（2004）年 4月 「廃棄物処理法」改正（事故時の措置、罰則の強化等）

6月 「不法投棄撲滅アクションプラン」公表

平成17（2005）年 4月 「3Rイニシアチブ行動計画」

平成18（2006）年 3月 「バイオマンス・ニッポン総合戦略」を見直し、新たに閣議決定

平成19（2007）年 6月 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）の一部を改正する法律」公布

平成21（2009）年 7月 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律

4月 「建設リサイクル推進計画2008」策定

11月 アジア3R推進フォーラム設立

10月 「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」改正

5月 「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法（産廃特措法）」改正

5月 「海洋汚染防止法」改正（廃棄物の船舶からの海洋投入処分許可制の創設、廃棄物の海域における焼却の禁止等）

6月

4月 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」策定

7月 「使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」公布

12月 「バイオマス・ニッポン総合戦略」閣議決定

資料：環境省

表3-1-1　平成12年度からの法律整備の概要（年表）
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図3-1-6　各国別資源生産性
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図3-1-4　総人口上位10国
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（資料）BRICs経済の成長と世界経済への含意に関する調査研究報
告書（平成18年3月）

ロシア

インド

中国

ブラジル

図3-1-5　BRICs経済の長期展望（実質GDP）

　このように、10 年間で循環型社会に向けた取組は
進みました。一方で、循環資源を巡る需要の状況変化
などこの 10 年間と同様の取組を続ければ循環型社会
が確実に構築されるとは必ずしもいいきれない状況に
あります。これまでの取組に加えて、質的変化も求め

られています。
　例えば、世界に目を向けると、インドや中国などの
新興国は近年経済成長著しいですが、これらの国の資
源生産性の値は、環境省の試算ではまだまだ低いと推
計されています。現状のままで、工業化が進展する場

2　近年の変化への対応の必要性
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第1節　循環型社会元年から10年を迎えた社会の展望

合には、将来的な資源制約の可能性はこれまで以上に
高まっていると言えます。（図 3-1-4、図 3-1-5、図
3-1-6）
　また、国内について、わが国の廃棄物の最終処分量
は減少していますが、その内訳は、平成 12 年以降で

大幅に最終処分量が減少しているもの（一般廃棄物で
は厨芥、紙など、産業廃棄物ではがれき、汚泥など）
と 12 年以降それほど最終処分量に変化がないもの（繊
維など）に分かれています。（図 3-1-7、図 3-1-8）
　最終処分量が減少している品目については、近年は

プラスチック

ペットボトル

紙

木竹草類等
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ガラス
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50

0
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（出典）環境省「廃棄物等循環利用量実態調査」より作成
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図3-1-7　一般廃棄物の最終処分量推移（廃棄物品目別）
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最
終
処
分
量
（
万
ト
ン
）

図3-1-8　産業廃棄物の最終処分量推移（廃棄物品目別）
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図3-1-9　廃棄物別の循環利用先の内訳
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■　土壌改良・還元・土地造成材

■　その他
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注）製紙業においては、ペーパースラッジの燃料利用量は含まれていない。
1）鉄鋼（廃プラスチック類）、非鉄精錬、セメントの廃棄物・副産物は、環境自主行動計画〔循環型社会形成編〕‒2008年度フォローアップ調査結果〈個
別業種版〉、pp20、pp23、pp45、社団法人日本経済団体連合会より引用。
2）鉄鋼（金属類）の廃棄物・副産物は、銑鉄及び鉄スクラップ需給実績（社団法人日本鉄源協会）より、鉄屑需給の供給のうち国内市中分を計上した。
3）製鉄（紙くず）の廃棄物・副産物は、2008年古紙需給統計（財団法人古紙再生促進センター）の、古紙回収率推移（表3）の古紙回収量を計上した。
4）製紙の廃棄物・副産物は、環境自主行動計画〔温暖化対策編〕‒2008年度フォローアップ調査結果（2007年度実績）〈個別業種版〉、pp74、社団法人
日本経済団体連合会より引用

（資料）循環利用量調査（環境省）、環境自主行動計画（経団連）、
銑鉄及び鉄スクラップ需給実績（日本鉄源協会）、古紙受給統計
（古紙再生促進センター）より作成

図3-1-10　鉄鋼、非鉄、セメント、製紙における廃棄物の受入れの割合

最終処分量の減少率の鈍化が見られるものの、全体と
して循環利用が進んでいるといえます。このように廃
棄物の循環利用が進んでいることは望ましいことであ
り、引き続き循環利用を進めていく必要があります。
一方で、これらの循環利用先として現在は建設資材（骨
材、路盤材）や素材原料（セメント原料など）が多く
なっています。特定の循環利用に頼りすぎると景気変
動等により循環資源を利用した製品の需要が大きく左

右される可能性があるため、経済社会情勢の変化によ
る需要減に伴いわが国の資源循環が滞ることになりか
ねません。循環資源の活用の多様化を図っていくこと
が必要です。（図 3-1-9、図 3-1-10）
　また、最終処分量に変化がないものについては、今
後さらに循環利用を進める必要があることはいうまで
もありません。
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第1節　循環型社会元年から10年を迎えた社会の展望

セメント産業における副産物・廃棄物利用の今後の可能性について

　国立環境研究所及び名古屋大学は、近未来（平
成 42 年（2030 年）頃まで）における建築物及び土
木構造物の新規需要に関するシナリオ、非再生可
能資源使用量を減らす対策の導入に関するシナリ
オを基にセメント需要の推計を行い、セメント産
業における副産物・廃棄物利用の今後の可能性に
ついて基礎的な検討を行いました。その結果、国
内のセメント需要量が大きく減少するケースにお
いては、セメント生産量が現状（約 7000 万トン）
の 3 分の 2 程度にまでなる可能性があること、こ
の時、現状の副産物・廃棄物の利用原単位（20 年
度は 448kg/t- セメント）がこれ以上増加しない場
合には、副産物・廃棄物の利用総量も現状（約
3000 万トン）の 3分の 2 程度になること、そのよ
うな状況の中で、利用される副産物・廃棄物の種
類が大きく変化する可能性があること、現状の副

産物・廃棄物の利用総量を維持するためには、セ
メント 1トン当たりの副産物・廃棄物の利用減単
位を約 600kg/t- セメントまで増加させる必要があ
ることなどが示されています。

コラム

廃棄物として排出されたものを原燃料への再資源化や廃棄物発電等に活
用したことによる廃棄物部門以外での温室効果ガス削減量

　環境省の試算では、廃棄物として排出されたも
のを、原燃料への再資源化や廃棄物発電等に活用
したことにより、廃棄物部門以外で削減された温

室効果ガス排出量は、平成 18 年度は約 1500 万ト
ン CO2 と推計されています。

コラム
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出典：セメント協会「セメントハンドブック」より作成
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図3-1-11　セメント生産とセメント産業における
副産物・廃棄物利用の推移
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（注）産業廃棄物発電は各種産廃熱利用と重複しているが、その重複分の排除が困難であることから、産業廃棄物発電による削減量は参考値として

扱うこととし、GHG削減量の合計値には含めていない。
出典：環境省「第二次循環型社会形成推進基本計画の進涉状況の第2回点検結果について」

図3-1-12　循環型社会の取組によるGHG削減効果

　一方、2020 年（平成 32 年）までに温室効果ガスを
1990（平成 2 年）年比で 25％削減するとの目標達成
に向けて、循環型社会と低炭素社会の同時達成も求め
られています。炭素も資源や物質の一つと考えると、

無駄なく効率的に資源や物質を使う社会づくりが一層
求められています。そして、こうした取組は新たな成
長の原動力にもなるものです。
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　こうした近年の変化に対応するためには、引き続き
技術開発を進める必要がありますが、技術の進歩を待
つのみではなく、関係者（ステークホルダー）が連携
しながら、3R、特にリデュース、リユースにより廃
棄物の発生量を抑制すること、また、循環資源を活用
した製品等の購入や使用の増加など循環資源を使用し
た製品の需要を増加させ、循環の輪を構築していくこ
とが重要です。
　このような動きの先駆けとなる新たな発想に基づい
た循環型社会形成に向けた取組が進められています。

（1）廃棄時を意識した設計－建築・製造－操
業の取組

○ 建築主 ･ 設計者 ･ 施工者が一体となったライフサイ
クルゼロ・エミッションへの挑戦（図 3-1-13）

　自動車会社Ｈ社の新工場の建設に際し、建築主（Ｈ
社）・設計者（Ｎ社）・施工者（Ｋ社）のそれぞれの立
場で、建築から解体にいたる工場のライフサイクル全
体における環境配慮、ゼロ・エミッションへの取組が
行われました。建築主は生産時のエネルギー消費低減
や太陽電池パネルの設置、雨水を活用した自然循環型
屋上緑化等、環境に配慮したグリーンファクトリーを

目指しました。設計者は、50 年後、100 年後の工場
解体時のリサイクル性を配慮した建物設計（システム
トイレ、スチールパーテーション、リサイクル対応耐
火パネルの採用による解体時の分別・リサイクル性向
上等）を行いました（解体時配慮建物の設計）。施工
者は施工段階では、リサイクル対応建材や工法の採用
により解体時のリサイクル性を向上させるとともに、
分別の徹底やリース品の利用による廃棄物削減等、施
工時に発生する建設副産物のゼロ・エミッションを図
りました。これにより工場の設計・施工・操業・解体
という各段階での環境影響が低減され、特に最もイン
パクトの大きい解体時の廃棄物について、大幅に削
減・リサイクル性の向上（使用建築資材の 9割（重量
換算）以上がリサイクル可能資材）が図られました。

（2）市場メカニズムを活用し、関係者が3R
に自主的に取り組むことを促す取組

○ 3R エコポイントの活用（図 3-1-14）
　全国各地でポイントを利用した 3R 推進のための取
組が進められています。例えば、ぎふ・エコライフ推
進プロジェクトは、西濃地域 2市 9 町・岐阜地域 5市
3 町が一体になって、レジ袋の削減、マイ箸持参、簡

3　新たな取組

解体時の分別・リサイクル性を考慮した素材や構造を採用したシステムトイレ（写真左）、スチールパーテーション（写真右）等の採用

出典：本田技研工業株式会社 埼玉製作所 小川工場

従来のゼロ・エミッション

建設時 改修時

運用・解体まで考慮した
ゼロ・エミッション

当該取組による廃棄物削減効果（想定）

リサイクル分

解体時

廃棄分

0 20 40 60 80 100（％）

図3-1-13　廃棄時を意識した設計一建築・製造一操業の取組
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事　

務　

局

ポン

植樹・植花・エコグッズ交換までの流れ

各地域の事務局へ

各地域事務局は裏面参照

植樹・植花場所

自宅記念花
（花の種10個）

エコグッズ
直接郵送する

エコライフ推進カード

カード

植樹・植花イベント開催（往復はがきで連絡）

100ポイントたまったら
住所・名前・団体名などと
植樹場所の希望を書いて

各地域事務局で花の種、
エコグッズなどと交換

・天然石けん（5個）
・箸袋（1個）
・竹炭消臭剤（1個）
・ぞうきん・マジッククロス（1対）
・生ごみから作った土の素（1個）

このステッカーのあるお店でマイバッグ・マイ箸・マイパックを持参するとスタンプ獲得！

ぎふ・エコライフ推進プロジェクトの流れ

資料：西濃環境NPOネットワーク・ぎふ・エコライフ推進プロジェクト実行委員会

図3-1-14　ぎふ・エコライフ推進プロジェクト

易包装の推進、量り売り、マイパック持参制度などの
取組に協力した人にはポイントを付与するというもの
で、一定ポイントがたまると、エコグッズなどと交換
することができます。この取組への協力店舗は 800 を
超えており、市民・町民の 3R 行動を誘発する効果だ
けでなく、環境配慮商品取扱店舗や環境配慮製品の需
要を喚起する可能性があります。

（3）排出者自らが発生抑制し、かつ、再生利
用製品の需要者となる取組

○  100％リサイクル材料による自己循環を目指した取
組（図 3-1-15）

　家電メーカーのＭ社は、新しい家電製品をつくるた
めに、限りある資源を次々と「消費」するのではなく、
製品から回収された大切な “ 資源（材料）” であるプ
ラスチック材料を、再び自社製品に利用する「自己循
環」を推進しています。新材を使わずに 100％リサイ
クル材料の利用を目指し、高品質な再生プラスチック
を生みだすリサイクル技術の研究・開発に取り組み、

これまでリサイクルが難しかった「混合破砕プラスチ
ック」から再生可能な材料を自動選別・回収し、製品
へ利用する取組を進めています。同社では、この取組
により新たに年間約 6,400 トンを自己循環できるよう
になると試算しています。

従来方式

熱回収・廃棄

ダウングレードユース
プラスチック雑貨／燃料 家電から

回収された
プラスチックを
再び家電へ

全部まとめて
破砕

洗浄・選別設計への
フィードバック

判別が容易な部分のみ
再利用

手解体による自己循環

ハイパーサイクル
テクノロジー

使用済み家電プラスチックの
リサイクル率100％をめざす

自己循環

冷媒 モータ 金属 …

出典：三菱電機株式会社

図3-1-15　リサイクル率100%を目指す自己循環の
取組
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（4）構想段階より循環資源を活用した製品の
利用先を組み込んだシステムの構築

○炭生館（田原市）（図 3-1-17）
　田原市では、愛知県内の業種の異なる企業（プラン
ト会社Ｍ社、建設会社Ｔ社、リース会社Ｍ社、環境管
理会社Ｔ社、電気炉製鋼会社Ｃ社の 5社）にて特別目
的会社を設立し、田原市のごみ処理・処分事業の一部
として可燃ごみ及び可燃性粗大ごみの中間処理事業を
行っています。構想段階から、ごみから製造する炭化
物や有価金属の需要者である電気炉製鋼所と連携する
ことで、循環資源を活用した製品が有効活用できる体
制を構築しています。また、炭生館の設計・施工、環
境管理、炭化物利用の各業務は、出資会社が中心とな
りそれぞれ専門分野を担当することで、事業運営を円
滑に行っています。

（5）途上国における循環利用を補完するわが
国の取組

○適正処理困難物の輸入促進（表 3-1-2）
　わが国における処理技術の向上、わが国企業の国際
展開及び企業の社会的責任の高まりを受け、途上国で
は適正な処理が困難だがわが国では処理可能な廃棄物
を対応能力の範囲内で受け入れて適正に処理する取組
が進められています。このような活動は、輸入相手国
の環境負荷を低減させるものであることから積極的に
推進していくべきものです。なお、廃棄物を輸入する
ことができる者として、国内において処理することに
つき相当な理由があると認められる国外廃棄物の処分
を産業廃棄物処分業者等に委託して行う者を追加する
等の改正を含む「廃棄物の処理及び清掃に関する法律
の一部を改正する法律案」を平成 22 年 3 月に第 174
回国会に提出しました。

製品設計に環境効率指標の考え方を導入し、製品の環境効率向上

　省資源やリサイクル品使用率など環境性能を判
別するための指標や基準を設定し、商品設計や製
造に役立てている事業者もあります。現在のところ、
環境効率の算定方法が各事業者で異なる等の理由
から社内指標にとどまっているところが多いよう

です。今後は算出方法の標準化を行い、製品ごと
の比較など消費者の購入選択の目安となることが
望まれます。

コラム

ファクター＝　　　　　　＝　　　　　　　　　　＝　　　　　　×

評価製品の
環境効率 価値

ファクター基準製品の
環境効率

評価製品の価値

評価製品の環境影響

基準製品の価値

基準製品の環境影響

環境影響低減
ファクター

評価製品
家庭用エアコン
（2009年度）

基準製品
（2000年度）

価値ファクター
製品の価値をどれだけ
高めたか

環境影響低減
ファクター
環境影響をどれだけ
低減したか

価値改善の主なポイント 環境影響低減の主なポイント

●CO2排出量を「見える化」
室内機のとくダネ！モニターに表
示される消費電力（目安）で省エ
ネを実感。
とくダネ！リモコンとあわせて、
運転時間・電気代・温度・湿度・
CO2排出量もわかる。

●電力量23％ダウン
「デュアルコンプ」搭載、高効率イ
ンバーター、送風性能の向上。

●涼風運転
1時間約1円運転の省エネモード

●空清でW除菌
スゴイオン空清でウィルス菌をすば
やく集めて除菌

●省スペース
コンパクトサイズで半間スペースに
も設置可能

ファクター
製品を総合的に評価して
どれだけ改善したか

＝ ×

資料：株式会社東芝

3.41 1.284.35

図3-1-16　製品設計に環境効率指標の考え方を導入し、製品の環境効率向上
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（6）高付加価値の循環利用を行う取組

○レアメタル回収の取組
　わが国で行われているレアメタル回収は非鉄製錬施

設で行われるものや、レアメタルを原料として中間製
品あるいは製品を生産する専門メーカーが行うものが
あり、二次原料（非鉄スクラップ、含金属廃棄物など）
からもレアメタルの回収が行われています。非鉄精錬
施設で行われるレアメタル回収は、主産物である銅、鉛、
亜鉛を生産する工程で、一次原料（鉱石）や二次原料
中に微量に含まれる白金、インジウムなどのレアメタ
ルを不純物として除去したものを精製して副産物とし
て得ているものであり、多くの場合、原料に含まれる
金、銀の回収と併せて行われています。
　また、平成 21年度は全国 7地域で使用済小型家電の
回収モデル事業を行いました。この中では、使用済小
型家電の効果的・効率的な回収方法を検討するため、

飛灰・不燃物の
運搬

田原市のごみ処理・処分事業範囲

特別目的会社のPFI事業範囲

金融機関による
事業への融資

住民の
啓発

ごみの収集・運搬

最終処分場の
管理・運営

炭生館
電気炉製錬所

ごみの受入

施設の設計・施工
維持管理

炭化物・鉄・
アルミの運搬

炭化物・鉄・
アルミの販売 鉄鍋の原料・資材

として有効利用

炭化物の製造
（ごみの中間処理）

炭化物

鉄・アルミ

炭化物

炭化物

鉄・アルミ

ごみ

T社
・建築設備の設計・施工
・建築設備の維持管理

M社
・ファイナンシャルアドバイザー
・財務・経理

M社
・プラント設備の設計・施工
・プラント設備の維持管理

T社
・炭化物の保温材利用

・処理方式：流動床式炭化方式
・処理能力：60t/日（30t/24hr×2系）

T社
・環境管理
・測定分析

C社
・炭化物のエネルギー利用
 （コークス代替利用）
・金属類のリサイクル

炭生館

出典：田原市

図3-1-17　炭生館

輸入許可

輸入報告量

相手国

品目

平成20年の廃棄物の輸入（括弧内は前年）

9（6）件 4,450（3,461）トン

1,843（282）トン

タイ、フィリピン、韓国、台湾、香港

廃乾電池、廃蛍光管、使用済み感光体ドラム、
使用済みカートリッジ等

資料：環境省

表3-1-2　廃棄物の輸入実績
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　こうしたすぐれた取組もありますが、循環型社会の
取組を質的に高度化していくためには、コスト、基盤
整備など課題があることも事実です。
　各地で始まっている新たな取組も含め、循環型社会
づくりに向けた取組が定着していくためには、国民一
人ひとりが理解し、それぞれの立場で参加し、行動し
ていくことが求められます。しかしながら、平成 21
年 6 月に内閣府が実施した世論調査では、ごみ問題に
関心があると回答された方は 92.4％と高いものの、具
体的な実践行動については、ごみ問題の関心ほど高く
ないという結果がでています。（図 3-1-19、図 3-1-20）
　ここでは、日常生活の中で、身近に実践できる循環
型社会づくりに向けた行動の例とそれによる効果の可
能性を検証します。一人ひとりのちょっとした行動が
循環型社会づくりに向けて大きな意味をもっています。

（1）消費者等に対する情報提供による排出量
削減効果

　環境省は、廃棄物の排出状況等の結果を情報提供す
ることが、消費者の 3R 行動にどのような効果を与え
るのかについて、企業等の協力を得ながら実験を行い
ました。
　まず、職場における古紙の排出量削減と雑がみの分
別の促進を目的として、従業員に対して古紙の排出状

況や雑がみの混入状況などの事実とともに紙の使用量
削減や雑がみの分別の方法を情報提供したケースにお
いては、古紙については情報提供の前後で半分に減少
し、雑がみの分別量は 2倍に増加するという結果が得
られました。また、従業員に対する事後アンケートに
よると、雑がみの分別増加の要因として「雑がみが可
燃ごみに混入している事実を知ったこと」が相対的に
大きいと対象者の意識において認識されていることな
どから、事実を情報提供することによって、雑がみの
分別の促進などに効果があったと考えられます。（図
3-1-21）
　また、職場におけるペットボトルの適正な廃棄（検
証を行った地域においては、キャップ、ラベルを除去
し、水洗いし、つぶして捨てる）の促進を目的として、
従業員に対して、ペットボトルの適正な廃棄方法を示
したポスターの掲示及び毎日のペットボトルの廃棄の
現状（見える化）を情報提供した別のケースにおいて
は、適正な廃棄は情報提供前と比べて、ポスター掲示
で約 62％増加、見える化表で約 76％まで増加すると
いう結果が得られました。（図 3-1-22）

（2）詰め替え商品の購入による容器包装重量
の削減効果

　詰め替え商品は、ボトル品等に比べて容器包装の重

4　身近な循環行動

各モデル地域でさまざまな回収方式を採用しています。
例えば東京都の江東区や八王子市では鉄道駅に小型家
電の回収ボックスを設置しており、また、水俣市では
ステーション回収で「小型家電」という新たな分別区
分を設けています。各モデル地域にてさまざまな回収
方式にて小型家電の回収を行うことで、人口規模など
の地域特性に応じた適切な回収方法を模索しています。

（7）地域活性化や地域財政改善と連動した取
組

○挑戦！焼却ごみ 1／3 削減（千葉市）（図 3-1-18）
　千葉市では、3Rの取組を進めることで、焼却処理
量を 3分の 1（10 万トン）削減し、老朽化した清掃工
場の廃止による 3清掃工場体制から 2清掃工場体制の
実現を目指しています。千葉市はこの目標の達成によ
り、①清掃工場の建設費用（約 182 億円）と維持管理
費用（年間約 6.4 億円）の節減、②ごみ焼却に伴う温
室効果ガスの発生抑制、③最終処分場の延命化、を図
るとしています。このため、千葉市では、古紙などの
分別促進を目的とした全市立小学校におけるごみ分別
スクールの実施や、生ごみを分別収集しバイオガス化
するモデル事業等の取組を進めています。

○ヨコハマはＧ 30（横浜市）
　横浜市では、平成 22 年度における全市のごみ量※
を 13 年度に対し 30％（18 年度に 35％に上方修正）
削減する「横浜Ｇ 30 プラン」の目標達成に向けて、
分別、リサイクルを中心に取り組んできました。これ
により、21 年度のごみ量※は 13 年度比で約 42％削減
され、７か所あった清掃工場のうち２工場を廃止し１
工場をバックアップとすることができました。今後は、
これらの取組に加え、「ごみを出さない、持ち込まない」
ライフスタイルへと転換し、廃棄物の発生抑制に取り
組むこととしています。
※ごみ量：ごみとして排出されるもののうち、資源物
を除く量

資料：千葉市

図3-1-18　挑戦！焼却ごみ1／3削減（千葉市）
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出典：内閣府「平成21年度環境問題に関する世論調査」より環境省作成 ＊回答の選択肢が長いため、その一部を省略して表章してあるもの
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図3-1-19　リデュースの取組（複数回答可）（「ごみ問題に関心がある」と回答した方の内訳）

90

出典：内閣府「平成21年度環境問題に関する世論調査」より環境省作成
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図3-1-20　リユース・リサイクルの取組（複数回答可）（「ごみ問題に関心がある」と回答した方の内訳）
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量が大幅に削減できます。このため、詰め替え商品の
販売割合が増えると、詰め替え商品が使われない場合
と比較して容器に使用される素材が少なくてすみます。
図 3-1-23（1）,（2）は、スーパーを主としたＰＯＳデ
ータを用いて、シャンプー・リンスの販売に占める詰
め替え商品の割合を算出し、それぞれのタイプの容器
の重量を用いて削減量を拡大推計した研究結果です。
このデータによると経年的に削減効果が大きくなって
いることが分かります。

（3）オフィスにおけるリユースカップ導入に
よる効果

　Ｎ社では、平成 21 年 9 月から、1 日約 4000 個消費
していた使い捨て紙カップを一掃し、リユースカップ
を導入しました。リユースカップの形状についても素
材やスタッキング（積み重ね）効率を考慮するととも
に社員が楽しみながら選ぶことができるようにカラフ
ルなものを採用しています。ドリンクサーバーの横に
回収箱を設置し、回収されたリユースカップはまとめ

資料：環境省
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多く、雑紙がたくさん出ただけ
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雑紙の分別要因についての従業員アンケート結果

図3-1-21　消費者等に対する情報提供による排出量削減効果（紙）
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図3-1-22　消費者等に対する情報提供による排出量削
減効果（ペットボトル）
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第1節　循環型社会元年から10年を迎えた社会の展望

て回収・洗浄されます。同社によると、この取組によ
り、毎日大量に出ていた紙コップのごみがなくなり、
1ヶ月当たり約 480kg の廃棄物の削減に繋がっていま
す。（図 3-1-24）

　私たちは、循環型社会の形成に向けて、それぞれが
有する責任を適切に果たしていく必要があります。ま

た、この責任や役割の分担は、同一世代に限られるも
のではなく、将来世代に対しても負うべきものです。
前述のとおり、循環型社会に向けた取組は進んでいま
す。しかし、循環型社会を実現していくためには、
3Rの効果を明確に把握しながら、3R の取組など循環
型社会づくりの取組を質的に高度化させていく必要が
あります。また、昨今の社会経済情勢を踏まえながら、
新たな循環型社会像を提示し、国民各層に安心して循
環的行動に取り組んでいただくことが必要です。さら
に、国民一人ひとりの循環的行動を循環型社会ビジネ
スが取り込み、地域活性化や雇用の確保につなげてい
かなければなりません。
　好むと好まざるとにかかわらず、私たちの行動は、
将来世代のあらゆる選択に大きな影響を及ぼします。
次の世代が、資源制約に端を発する社会不安や廃棄物
問題に苦しむことのないよう、私たちは、叡智を結集
し、信頼に基づく連携と協働によって、循環型社会に
向けた取組を加速させていく必要があります。身近な
ことから一歩ずつ始めていこうではありませんか。
（表 3-1-3）

25,000

詰替商品割合
（内容量ベース）

化学工業統計のデータにPOSデータの販売割合
を乗じて拡大推計

15000 27% 38% 45%
44% 56%

20,000
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非詰替
詰替
未使用時

0
平成12 14 16 18 20

33％ 41％ 56％ 55％ 70％

容
器
重
量
（
ト
ン
）

（年度）

出典：平成21年度循環型社会形成推進科学研究費補助金「リデュー
ス・リユースの分析・評価手法の体系化とその適用研究」

図3-1-23（1）　詰替容器の普及による発生抑制効果
シャンプー（セット品含む）
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出典：平成21年度循環型社会形成推進科学研究費補助金「リデュー
ス・リユースの分析・評価手法の体系化とその適用研究」

化学工業統計のデータにPOSデータの販売割合
を乗じて拡大推計
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図3-1-23（2）　詰替容器の普及による発生抑制効果
リンス（セット品含む）

改善後改善前

紙コップのごみ 回収されるリユースカップ

資料：日本オラクル株式会社

図3-1-24　オフィスにおけるリユースカップ導入によ
る効果
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衣服 親子代々に伝わる着物の着用

フリーマーケットの活用等による古着の流通

不用になった衣服の仕立て直し

食 生産者の名前の付いた商品の消費

消費期限や賞味期限が先にくる食品を購入・使用

結婚式等におけるメニュー方式料理の使用

地元で生産される旬のものの消費

住 長期使用可能な質の高い住宅の設計

太陽光発電設置、太陽熱温水器の設置、断熱性能の高い建材などの使用

すだれや打ち水の活用

余暇の過ごし方 エコツーリズム

スタジアムでのリユースカップの使用

ホテルやレストランなどの生ごみの利活用

建築物のリフォーム

間伐材を利用した箸の購入・使用

もの 家具や道具の長期利用

長寿命（ロングライフ）製品の購入

リースやレンタルの活用

リペア・メンテナンスの普及

機能の提供（サービサイジング）の積極利用

買物袋や風呂敷などの持参

不必要な容器や包装は受け取らない

再生品や詰め替え製品など環境配慮型製品・サービス（グリーン製品・サービス）の購入

出典：環境省「第2次循環型社会形成推進基本計画」より作成

表3-1-3　日常生活でできる循環型社会形成に向けた取組
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第1節　循環型社会元年から10年を迎えた社会の展望

循環型社会の形成に向けた国民、民間団体等の取組事例

　現在、さまざまな取組が進められていますが、
ここでは、特定非営利活動法人持続可能な社会を
つくる元気ネットが主催する「市民が創る環境の
まち『元気大賞』」、3R活動推進フォーラム（※ 1）
並びに環境省が主催する「循環型社会形成推進功
労者等環境大臣表彰」、環境省が主催する「容器包
装 3R推進環境大臣賞」、「食品リサイクル推進環境
大臣賞」、リデュース・リユース・リサイクル推進
協議会（※ 2）が主催する「リデュース・リユース・
リサイクル推進功労者等表彰」における内閣総理
大臣賞、及び、財団法人クリーン・ジャパン・セ
ンターが主催する「資源循環技術・システム表彰」
における経済産業大臣賞において平成 21 年度に表
彰された、民間団体における先進的な取組事例を
紹介します。

※ 1　3R活動推進フォーラム
　平成 18年 1月設立した「3R活動推進フォーラム」
は、地方公共団体や民間団体を会員とし、3Rに関
する社会的取組や先進的技術による取組をさらに
進め、循環型社会への変革を強く意識した 3R活動
を一層推進しています。平成 21 年度では、「第 4
回 3R推進全国大会」を環境省、地元千葉市と共催
し、展示会等のイベントを通して 3R施策の普及啓
発を行いました。大会式典で環境大臣表彰を行っ

た 3R促進ポスターコンクールには、全国の小・中
学生から約 1万点の応募があり、環境教育活動の
促進にも貢献しています。10 月の 3R 推進月間で
は環境省、経済産業省と共同で「環境にやさしい
買い物キャンペーン」を実施し、全国の都道府県
や流通事業者・小売事業者の協力を得て、環境に
配慮した商品の購入、マイバック持参など 3R行動
の実践を呼びかけました。また、循環型社会の形
成や食品リサイクルを推進したすぐれた取組など
の環境大臣表彰の推薦、わが国の 3R制度・技術・
経験の変遷についての調査研究を実施するととも
に、これら 3Rに関する情報をホームページやメー
ルニュース等により、全国に提供しています。

※ 2　 リデュース・リユース・リサイクル推進協議
会

　行政・消費者・産業界等が連携してリサイクル
を推進することを目的に、平成 3 年 9 月「リサイ
クル推進協議会」として設立されました。平成 14
年 6 月に、これからの資源・廃棄物問題に対処す
るにはリサイクルのみならず 3R（リデュース・リ
ユース・リサイクル）を通じた循環型社会の構築
が必要であることを踏まえ、「リデュース・リユー
ス・リサイクル推進協議会」と改称し、3R推進の
ための啓発・普及活動を実施しています。

コラム

1　市民が創る環境のまち「元気大賞」

2　循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰

　「特定非営利活動法人 持続可能な社会をつくる元
気ネット」は、平成 13 年度から「市民が創る環境
のまち『元気大賞』」を創設し、全国各地域で先進
な取組を行っている団体を表彰しています。

（1）平成20年度大賞

　取組名：「循環型地域社会をつくるために古着に
新たな価値をつくる事業」団体名：NPO法人ＷＥ
21 ジャパン（神奈川県）

　主にアジア地域の女性の自立支援助成を目的に、
地域にある資源（人・モノ・金・知恵）を活かし、「Ｗ
Ｅショップ」を 10 年間運営し、全国から寄付され
た衣類や雑貨を販売しています。県内に 53 店舗ま
で拡大。年間約500トン以上の衣類が寄せられ、「も
ったいない」精神と地域内循環型社会をつくるため、
リメイク品づくりや若手芸術家とのコラボレーシ
ョンにより新たな価値を付ける創作へと発展させ
ています。

　循環型社会形成推進功労者表彰は、廃棄物の発
生量の抑制（リデュース）、再使用（リユース）、
再生利用（リサイクル）の適切な推進に顕著な功
績があった個人、企業、団体を表彰し、その功績
をたたえて、循環型社会の形成の推進に資するこ

とを目的として、平成 18 年度から実施しています。
　平成 21 年度の受賞者数は、5個人、12 団体、21
企業の計 38 件であり、平成 21 年 10 月に、千葉市
で開催された「第 4回 3R推進全国大会」式典にお
いて、表彰式が行われました。以下では、表彰さ



224

第2部│第3章　循環型社会の形成　～ビジネス・ライフスタイルの変革を通じた循環型社会への道しるべ～平成21年度

れた取組の数例を紹介します。

（1）平成21年度循環型社会形成推進功労
者・3R活動推進功労（団体）

　下川町森林組合（北海道上川郡下川町）
　木材加工施設から出る端材や林業で発生する間
伐材等の炭化による土壌改良材、融雪剤の生産、
トドマツの林地残材を利用したアロマテラピー商
品の開発、集成材工場から発生する端材等からの
蒸気による同工場での暖房等の利用など、木質系
バイオマスの徹底利用の取組を推進してきました。

（2）平成21年度循環型社会形成推進功労
者・3R活動優良企業（企業）

　有限会社鳥栖環境開発綜合センター（佐賀県鳥
栖市）
　市内の学校の給食センターや事業所から排出さ
れる食品循環資源のメタン発酵発電や堆肥化、木
質バイオマスのガス化による浄化槽汚泥等の乾燥、
それによって得られた乾燥汚泥の堆肥化など、資
源の複合的・連鎖的な利活用を行ってきました。

3　容器包装3R推進環境大臣賞

　容器包装廃棄物の 3R推進に資する活動の奨励・
普及を図るため、平成 18 年度に「容器包装 3R 推
進環境大臣賞」を設け、毎年、「地域の連携協働部門」、
「小売店部門」、「製品部門」の 3部門において、容
器包装廃棄物の 3R推進に寄与するすぐれた取組事
例、製品を表彰しています。平成 21 年度は「地域
の連携協働部門」について最優秀賞 1件、優秀賞 1
件、奨励賞 2件を決定し、小売店部門では奨励賞 2
件を決定しました。製品部門については、最優秀
賞 1件、奨励賞 2件を決定しました。

（1）平成21年度「地域の連携・協働部門」
最優秀賞

　取組名：R300mℓびんの回収システム（宮城方式）
の構築、団体名：宮城県酒造共同組合（宮城県仙
台市）
　リターナブルびんを再利用（リユース）するには、
専用の回収箱が必要となりますが、回収箱の在庫
管理やコスト面に問題がありました。今回の宮城
方式では、関係団体が協力して、県内の静脈物流
領域（消費者からメーカーへの流れ）に使用を限

定した「R300mℓびん回収専用箱」を作成するこ
とにより、それらの問題をクリアし、地域内で小
容量のびんのリユースを促進させるシステムを構
築したものです。初年度（平成 20 年度）の実績と
して、22 万本の R300mℓびんを回収・リユースす
ることができました。

（2）平成21年度「製品部門」最優秀賞

　製品名：「い・ろ・は・す（I LOHAS）」（天然水）
520mℓ　国内最軽量 PETボトル（12g）
　事業者名：日本コカ・コーラ株式会社（東京都
港区）
　ボトル形状の工夫により、従来自社製品に比べ
40％もの大幅な軽量化となる国内最軽量の 12g の
ペットボトルを開発しました。また、キャップも
ラベルも軽量化を図ることで、本製品全体として
原材料使用量の大幅な削減を達成しています。飲
用後は「しぼってつぶす」ことにより、大幅な減
容化が実現できるため、回収された資源の輸送効
率の改善にも貢献できています。

4　食品リサイクル推進環境大臣賞

　環境省では、食品関連事業者等による食品循環
資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の
発生の抑制及び減量に関するすぐれた取組を表彰
し、全国に紹介することで、さらなる取組の推進、
普及啓発を図り、循環型社会の形成を推進してい
ます。
　平成 21 年度「食品リサイクル推進環境大臣賞」
最優秀賞

　団体名：『株式会社アレフ』（北海道札幌市）
　全国に展開するハンバーグ専門レストラン「び
っくりドンキー」約 130 店舗から排出される生ご
みを各店舗に設置した生ごみ処理機で発酵・乾燥
処理し、提携農場等で堆肥化した上で、野菜の栽
培に利用するリサイクルネットワークを構築。自
社ビール工場から出るビール粕をメタンガス化し
発電。廃食用油のバイオディーゼル化。食品廃棄
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第1節　循環型社会元年から10年を迎えた社会の展望

物の多面的利活用をした取組であり、消費者も巻
き込んでの総合的なバランスのとれたリサイクル

の仕組みを構築しています。

5　リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰

　リデュース・リユース・リサイクル推進協議会
では毎年、3R（リデュース・リユース・リサイクル）
に率先して取り組み、顕著な実績を挙げている方々
を表彰し、これらの活動を奨励することを目的に
「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等
表彰」を実施し、「内閣総理大臣賞」を含む関係 8
府省大臣賞を交付しています。
 平成 21 年度内閣総理大臣賞

　受賞者名：「積水ハウス株式会社」（大阪府大阪市）
　受賞テーマ：「工業化住宅における継続的なゼロ・

エミッション活動－業界初の 4部門ゼロ・エミッ
ションの達成－
　受賞者は、業界で初めて住宅部材生産、新築施工、
アフターメンテナンス、リフォームの4部門でゼロ・
エミッション（再資源化率 100％）を達成しました。
さらに、自社の中古住宅を最新の仕様に再生・販
売する新しい事業により、住宅自体の長寿命化・
循環使用を図る等、住宅業界における 3R推進の先
導的役割を果たしています。

6　資源循環技術・システム表彰 

循環型社会の形成に向けた産業界の取組事例

　①環境自主行動計画について
　日本経団連では、1997 年から、廃棄物対策に係
る「環境自主行動計画」を策定し、毎年度フォロ
ーアップ調査を行うことによって、産業界におけ
る取組みを推進してきました。
　近年における循環型社会形成に向けた産業界の
取組は、単に廃棄物対策にとどまらず、3R（リデ
ュース、リユース、リサイクル）など、幅広く取
り組んでいることから、日本経団連では、2007 年
3 月、従来の環境自主行動計画を拡充し、同計画を
「廃棄物対策編」から「循環型社会形成編」に改編
しました。
　同時に、従来掲げてきた産業界全体の目標（「2010
年度の産業廃棄物最終処分量を 1990 年度実績の 75
％減とする」）を 2002 年度から 4 年連続前倒し達

成したことを踏まえ、同目標を「2010 年度に 1990
年度実績の 86％減とする（第二次目標）」に改訂し
ました。
　② 2009 年度のフォローアップ調査結果について
　日本経団連では、産業界の自主的な取組を推進
するとともに取組の透明性を高めるために業種ご
との取組み状況を毎年度フォローアップしていま
す。2009 年度フォローアップ調査結果によると、
2008 年度の産業界全体の産業廃棄物最終処分量は
約 644 万トンとなり、前年度と比較して大幅に減
少（▲約 223 万トン）しました。これは、基準年
である 1990 年度実績（約 5,891 万トン）の約 89.1
％減の水準に相当し、産業廃棄物最終処分量削減
に係る「産業界全体の目標（第二次目標）」を 2年
前倒しで達成しました。

コラム

　財団法人クリーン・ジャパン・センターでは、
廃棄物の発生抑制、再使用、再資源化に資するす
ぐれた事業や取組の奨励・普及を図ることを目的
としてそれらを広く公募・発掘し、表彰しています。
 平成 21 年度経済産業大臣賞

　受賞者名：｢ソニーケミカル＆インフォメーショ
ンデバイス株式会社鹿沼事業所｣（栃木県）
　受賞テーマ：「紫外線重合法による工業用粘着テ

ープ製造工程での有機溶剤不使用化」
　受賞者は、従来の粘着テープの製造方法を改良し、
有機溶剤を使わない粘着テープの開発を進め、量
産に成功しました。この結果、溶液の重合や粘度
調整のための有機溶剤だけでなく、乾燥のための
熱量は不要で、紫外線照射に必要な電気エネルギ
ーだけで製造が可能となり、製造工程上のエネル
ギーを大幅に抑制しました。
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（1）鉄鋼業

　鉄鋼業では、鉄鋼の生産に伴う副産物の約 99％
が再資源化され、建設材料やセメント原料などに
利用されています。製品として出荷したものにつ
いても、スチール缶のリサイクル率は約 85％と世
界トップレベルとなっているほか、鉄スクラップ
を転炉や電炉によって、原材料として再利用して
います。
　鉄鋼業における 2008 年度の最終処分量は 73万ｔ
と前年度に対し約 2万ｔの減少となりました。鉄

鋼業界では、副産物の大宗を占める鉄鋼スラグに
ついて、JIS 化の推進、グリーン購入法における特
定調達品目の指定等の商品化に向けた認定取得の
成果を挙げており、さらには海洋利用等の新規需
要開拓を進めています。また、鉄鋼生産時に発生
するダスト、スラッジについても所内リサイクル
に努めることはもとより、他産業や社会から発生
する廃プラスチック等を鉄鋼の原料として有効活
用することで、温暖化対策に加え、循環型社会形
成に向けた取組を推進しています。

（2）セメント製造業

　セメント産業では、セメントの製造工程の特色
を活かしつつ、鉄鋼業界（各種スラグ類）、電力業
界（石炭灰、排脱石こう）、タイヤ業界（廃タイヤ）、
鋳造業界（鋳物砂）、地方公共団体（下水汚泥、焼
却灰）などから各種の廃棄物・副産物を受け入れ
ており、2008 年度には、約 29,467 万 t の廃棄物・
副産物の受入れを実施しました。これらをセメン

ト製造の原料やエネルギー代替として活用するこ
とにより、天然資源を節約するとともに、わが国
の最終処分場の延命化に貢献しています。また、
産業廃棄物の受入れだけでなく一般廃棄物である
都市ごみ焼却灰等も受け入れており、さらに 2002
年度より都市ごみそのものの受入れ処理を開始す
るなど、一般廃棄物の最終処分場の延命にも貢献
しています。

※1990年度（基準年）の産業廃棄物最終処分量実績に対する減少率（％）を括弧内に記載
資料：日本経済団体連合会自主行動計画2009年度フォローアップ調査結果〔循環型社会形成編〕
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第1節　循環型社会元年から10年を迎えた社会の展望

（3）建設業

　建設業界では、産業廃棄物の排出量や最終処分
量に占める建設廃棄物の割合の高さから、建設業
界としての取組を積極的に実施しています。
　建設工事は、工事現場が一時的であり、発生品
目や発生量が工事現場ごとに異なるなど一般の産
業とは異なる特性を有しています。こうしたこと

から、建設業の特徴に合った共通契約書やマニフ
ェストを建設八団体副産物対策協議会が独自に作
成し、利用しています。
　また、資源の有効利用など循環型社会構築に向
けて、アスファルト・コンクリート塊の再資源化
をすでに相当程度進めてきており、今後は建設汚泥、
建設発生木材、建設混合廃棄物などに係る取組み
をさらに推進していきます。

（4）電気事業

　電気事業においては、環境問題への取組を経営
の最重要課題として位置付け、1996 年 11 月に「電
気事業における環境行動計画」を公表し、環境問
題に対して自主的かつ積極的な取組を推進してき
ました。
　2008 年度の廃棄物発生量は 1,071 万 t で前年度よ
り増加しました。一方、再資源化量も 1,037 万 t で

あり、その結果、再資源化率は 97％となり、前年
度に引き続き 97％という高い目標を達成すること
ができました。
　循環型社会の実現に向けて、最終処分量のさら
なる低減を目指し、「2010 年度再資源化率を 95％
程度とするように努める」との目標達成に向け取
り組んでいます。

資料：（社）セメント協会

1990 20012000199919981997199619951994199319921991 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008（年度）
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

万
ｔ

200

250

300

350

400

450

kg
/t

廃棄物等使用量
セメント1t当り廃棄物等使用量

セメント製造業

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
45,00
5,000

資料：（社）日本建設業団体連合会、（社）日本土木工業協会、（社）建築業協会

1990
（実績）

2000
（実績）

595540402595595600600600700
1280

4408

2002
（実績）

2003
（推計）

2004
（推計）

2005
（推計）

2006
（推計）

2007
（推計）

2008
（実績）

2010
（目標）

2010
（BAU）

（年度）

単位：万トン
（産業廃棄物最終処分量）
建設業



228

第2部│第3章　循環型社会の形成　～ビジネス・ライフスタイルの変革を通じた循環型社会への道しるべ～平成21年度

（産業廃棄物最終処分量）
単位：万トン

資料：電気事業連合会
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（5）自動車製造業

　自動車製造業においては、2008 年度の廃棄物発
生量は約 207.9 万 t で、前年度より 58 万トン減少
しています。また、再資源化量は約 207.7 万 t で、
再資源化率は 99.9％となり、廃棄物を資源として
有効に活用しています。

　最終処分量削減に向けた取組として、主に廃プ
ラスチックの発生抑制と再資源化の取組を実施し
ています。また、設計段階から、①製造工程や将
来の廃車時において廃棄物となるものを減らす、
②リサイクルしやすい素材の採用を増やす、③部
品の材料表示、④分解のしやすさを考慮すること
を推進しています。

（産業廃棄物最終処分量）
単位：万トン

資料：（社）日本自動車工業会
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（6）製紙業

　製紙業においては、2008 年度の廃棄物発生量は、
リーマンショック以降、抄紙機の停止・廃棄によ
る生産量の落ち込みに伴うペーパースラッジ等の
減少により、前年度より 73 万ｔ減少して 610.2 万
ｔとなりました。一方、再資源化量は 236.3 万ｔで
前年度より 45.3 万ｔ減少しています。
　有機性スラッジは燃料として焼却し、熱エネル
ギーを回収して工場内で再利用していることから、

2007 年度より発生量に対する有効利用量（再資源
化量＋熱利用量）の割合を指標とした独自目標を
設定し、循環型社会形成に向けて積極的に取組を
進めています（2008 年度有効利用率実績 93.1％）。
　また、広く建設業等の他業界から発生する古材
の再資源化及び廃材や RPF（固形燃料）等を燃
料として利用することにより、廃棄物の埋立て量
削減に貢献しています。
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

（産業廃棄物最終処分量）
単位：万トン

資料：日本製紙連合会
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

　ここでは、廃棄物・リサイクル対策を中心として循
環型社会の形成に向けた、廃棄物等の発生、循環的な

利用及び処分の状況や国の取組、各主体の取組及び国
際的な循環型社会の構築について詳細に説明します。

（1）わが国の物質フロー

　循環型社会を構築するためには、私たちがどれだけ
の資源を採取、消費、廃棄しているかを知ることが第
一歩となります。
　また、第 2 次循環型社会形成推進基本計画（平成
20 年 3 月閣議決定。以下「循環型社会基本計画」と
いう。）では、発生抑制、再使用、再生利用、処分等
の各対策がバランス良く進展した循環型社会の形成を
図るために、この物質フロー（ものの流れ）の異なる
断面である「入口」、「出口」、「循環」に関する指標に
目標を設定しています。（表 3-2-1）
　また、循環型社会の形成に向けた取組の進展度を測
るための取組指標目標も設定しています。（表 3-2-2）
　以下では、わが国の経済社会におけるものの流れ全
体を把握する物質フロー会計（MFA：Material Flow 
Accounts）を基に、わが国における物質フローの全
体像とそこから浮き彫りにされる問題点、循環型社会
基本計画で設定した物質フロー指標に関する目標の状
況について概観します。

ア　わが国の物質フローの概観

　わが国の物質フロー（平成 19 年度）を概観すると、
18.0 億トンの総物質投入量があり、その半分程度の
7.1 億トンが建物や社会インフラなどの形で蓄積され

ています。また 1.8 億トンが製品等の形で輸出され、
5.1 億トンがエネルギー消費及び工業プロセスで排出
され、5.9 億トンの廃棄物等が発生しているという状
況です。このうち循環利用されるのは 2.4 億トンで、
これは、総物質投入量の 13.5％に当たります。（図
3-2-1）
　わが国の物質フローについての詳細は以下のとおり
です。
　（ア）「総物質投入量」について
　平成 19 年度の総物質投入量は 18.0 億トンで、平成
12 年度の 21.4 億トンの 0.84 倍となっています。
　（イ）「天然資源等投入量」について
　天然資源等投入量とは国産・輸入天然資源及び輸入

1　わが国の物質フロー

　指標 目標

資源生産性※1 42万円／トン

循環利用率※2 14～ 15％

最終処分量 23百万トン

土石系資源投入量を除いた資源生産性 77万円／トン

廃棄物部門由来のGHG排出量
（低炭素社会への取組との連携）

780万トン
－CO2削減

※3

※１：資源生産性＝GDP／天然資源等投入量
※２：循環利用率＝循環利用量／（循環利用量＋天然資源等投入量）
※３：目標年度は平成22年度
出典：環境省

表3-2-1　第二次循環型社会形成推進基本計画におけ
る2015年度の数値目標（物質フロー指標）
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製品の量を指し、直接物質投入量（DMI：Direct 
Material Input）とも呼ばれます。
　平成 19 年度の天然資源等投入量は、国内、輸入を
あわせて 15.6 億トン（7.3 億トン（国内分）＋ 8.3 億ト
ン（輸入分））と推計されます。これは平成 12 年度の
19.3 億トン（11.3 億トン（国内分）＋ 8.0 億トン（輸入
分））に比べ 0.81 倍となっています。
　天然資源投入量の減少要因は主に土石系資源投入量
の減少によるものが大きく、主に大規模公共事業の変

動を反映していると考えられます。また、長期的な我
が国の産業構造の変化が関与していることも考えられ
ることから、さらなる分析が必要です。
　さらに、この天然資源等投入量には、隠れたフロー
（資源採取等に伴い目的の資源以外に採取・採掘され
るか又は廃棄物などとして排出される物質。）を含ん
でいません。今後は、隠れたフローや資源採取段階に
使用したエネルギー資源等も含むTMRを意識しつつ、
資源生産性を高め、現在の資源採取の水準をさらに減

区分 指標 目標
（1）廃棄物等の減量化

ア　一般廃棄物の減量化
（ア）1人1日当たりのごみ排出量※1 平成12年度比約10％減
（イ）1人1日当たりに家庭から排出するごみの量 平成12年度比約20％減
（ウ）事業系ごみの「総量」 平成12年度比約20％減

イ　産業廃棄物の減量化 産業廃棄物の最終処分量 平成12年度比約60％減
（平成2年度比約80％減）

（2）循環型社会形成に向けた意識・行動の変化

ア　廃棄物の減量化や循環利用、グリーン購入の意識をもつ 約90％
（アンケート調査結果として）

イ　廃棄物の減量化や循環利用、グリーン購入について具体的に行動する 約50％
（アンケート調査結果として）

（3）循環型社会ビジネスの推進

ア　グリーン購入の推進 組織的なグリーン購入の実施
すべての地方公共団体
上場企業※2　：約50％
非上場企業※3：約30％

イ　環境経営の推進 エコアクション21の認証取得件数 6,000件
ウ　循環型社会ビジネス市場の拡大 市場規模 平成12年度比約2倍

※１：計画収集量、直接搬入量、集団回収量を加えた一般廃棄物の排出量を1人1日当たりに換算
※２：東京、大阪及び名古屋証券取引所1部及び2部上場企業
※３：従業員500人以上の非上場企業及び事業所
出典：環境省

表3-2-2　 第二次循環型社会形成推進基本計画における2015年度の数値目標（取組指標）

輸出（178）

最終処分
（27）

輸入製品（57）

蓄積純増（705）

食料消費（91）食料消費（91）
自然還元（82）自然還元（82）

減量化（238）減量化（238）

エネルギー消費及び（注2）

工業プロセス排出（510）
国内資源
（733）

輸入
（826）

輸入資源
（768）

天然資源等
投入量

（1,559）

総物質
投入量

（1,802）

含水等（注）

（290）

廃棄物等
の発生
（590）

循環利用量（243）

施肥（注3）

（18）

注１：含水等：廃棄物等の含水等（汚泥、家畜ふん尿、し尿、廃酸、廃アルカリ）及び経済活動に伴う土砂等の随伴投入（鉱業、建設業、上水道業の汚泥及
び鉱業の鉱さい）。

注２：エネルギー消費及び工業プロセス排出＝工業製品の製造過程などで、原材料に含まれていた水分などの発散分等の推計。
注３：施肥＝肥料の散布は実際には蓄積されるわけではなく、土壌の中で分解されていくものであるため、蓄積純増から特に切り出し。
資料：環境省　「第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第2回点検結果」

輸出（120）

最終処分
（57）

輸入製品（48）

蓄積純増（1,110）

食料消費（97）
自然還元（84）

減量化（241）

エネルギー消費及び（注2）

工業プロセス排出（500）
国内資源
（1,125）

輸入
（800）

輸入資源
（752）

天然資源等
投入量

（1,925）

総物質
投入量

（2,138）

含水等（注）

（299）

廃棄物等
の発生
（595）

循環利用量（213）

施肥（注3）

（16）

（単位：百万トン）

平成19年度 平成12年度（参考）

食料消費（97）
自然還元（84）

減量化（241）

図3-2-1　わが国における物質フロー（平成19年度）
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

らしていく必要があるものと考えられます。なお、
TMRは、相当程度を推計に頼らざるを得ないデータ
であるため、国際的な議論も踏まえ、今後も知見を蓄
積していきます。
　（ウ）資源、製品等の流入量と流出量について
　わが国に入ってくる資源や製品の量に比べて、わが
国から出ていく製品等の物質量は約 5分の 1 という状
態です。例えば、わが国における窒素化合物による公
共用水域や地下水への負荷は、諸外国に比べても食料
や飼料などの形での多量の窒素が輸入されているため
に窒素の循環が損なわれていると見ることができます。
これは、国際的な視野で見ると、適正な物質循環が確
保されていない状態とも言えます。
　（エ）「循環利用量」について
　総物質投入量の 18.0 億トンに対して循環利用量は
2.4 億トンです。現在は循環利用量を重量で計測して
いますが、ライフサイクルの観点から環境負荷の影響
等についての検討や、より付加価値の高いリサイクル
（クローズドリサイクル）等、質に着目した循環利用
の状況を把握していくことも必要となります。
　（オ）廃棄物等の発生量について
廃棄物等の発生量は、高水準で推移しています。その
発生、ひいては環境中への排出を抑えることが、適正
な物質循環を確保する上で重要です。
　（カ）エネルギー消費量について
　主として化石系資源の使用に起因する二酸化炭素の
排出等による地球温暖化は、人類の生存基盤に深刻な
影響を及ぼすおそれがある重大な問題となっています。
わが国のエネルギー消費量は約 5.1 億トンと高水準で
あり、今後、エネルギー利用の一層の効率化が必要で
す。
　（キ） 廃棄物分野における温室効果ガス削減対策に

ついて
　「京都議定書目標達成計画」では廃棄物に関する対
策について温室効果ガス排出削減にかかわる目標を設

定しており、平成 22 年には約 780 万トン（二酸化炭
素換算）削減することを目標としています。平成 19
年度の廃棄物等に由来する温室効果ガス排出量は
4,083 万トン（二酸化炭素換算）で、日本の温室効果
ガス総排出量（同 13 億 7,400 万トン）の約 3％を占め
ています。また、廃棄物として排出されたものの原燃
料への再資源化や廃棄物発電等により削減された温室
効果ガス排出量は、平成 18 年度は約 1,500 万トン（二
酸化炭素換算）であり、これらの温室効果ガス排出量
を差し引くと、廃棄物等を原因とした排出量は減少し
ていると考えられます。（図 3-2-2）
　温室効果ガスの排出量を削減するために効果が大き
いのは発生抑制です。廃棄物発生量の減少は、焼却・
埋立てに伴う温室効果ガスの発生量を減少させること
に寄与します。やむを得ず廃棄物となったものは、再
使用、再生利用により余すところなく利用し、それで
もなお、焼却処理や埋立処分せざるを得ない可燃性の
廃棄物についてはその廃棄物が持っているエネルギー
を有効に利用することが重要です。
　廃棄物に係る発電・熱利用設備については、民間事
業者が行う地球温暖化対策に資する高効率な廃棄物の
エネルギー利用施設の整備に対して経済的支援を行う
とともに、廃棄物処理施設の運転・維持管理手法の改
善が温暖化対策に資する取組として、焼却施設の白煙
防止装置を停止する実証実験の成果を普及しました。
さらに、廃棄物系バイオマスの利活用に取り組むモデ
ル地域の取組を取り上げ、システム全体として評価し、
その結果を周知しました。
　また、産業廃棄物処理業界では、社団法人全国産業
廃棄物連合会が、産業廃棄物の処理に伴い排出される
温室効果ガスを削減するため、平成 19 年 11 月に環境
自主行動計画を策定（平成 20 年 3 月に改定）し、自
ら達成すべき目標や目標の達成に向けた方策を示しま
した。
　今後も引き続き、循環型社会の形成に向けた取組と

資料：環境省

排出抑制

再使用

再生利用

Reduce

Reuse

Recycle

食べ残しの削減等

建築資材、家具の
リユース等

埋立処分量の減少

エネルギー代替

製造工程の変更

廃棄量の減少

自然界への還元

埋立処分場からのメタンの減少

化石燃料消費の減少

エネルギー消費の減少

焼却時の重油使用量減少等

土壌に蓄積する炭素量の増加家畜ふん尿、有機性汚泥、
木くず、食品残渣等のたい肥化、
飼料化、メタン発酵、
BDF・バイオエタノール製造、
熱回収等

製造必要量の減少 温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
減
少

図3-2-2　廃棄物の排出量削減と温室効果ガスの排出量の関係
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低炭素社会に向けた取組との双方を進めることが重要
です。

イ　わが国における循環的な利用の概観

　次に、平成 19 年度におけるわが国の循環的な利用
の現状を図 3-2-3 に示します。1年間に 5.9 億トンの廃
棄物等が排出され、そのうち 2.4 億トンが再使用、再
生利用などにより循環利用され、2.4 億トンが焼却・
脱水などにより減量化されています。この結果、0.3
億トンが最終処分されています。
　以下にもう少し詳しく見てみましょう。

　（ア）平成 19 年度におけるわが国の循環資源フロー
a　発生段階
　廃棄物等として排出された量は、平成 19 年度では
5.9 億トンです。このうち、一般廃棄物（ごみ（0.5 億
トン）及びし尿等（0.2 億トン）の合計量）が 0.7 億
トン、産業廃棄物が 4.2 億トン、その他の副産物・不
要物が 1.0 億トンでした（図 3-2-4）。
　発生量をものの性状別に見ると、有機性の汚泥やし
尿、家畜排せつ物、動植物性の残さといったバイオマ
ス系が最も多く 3.2 億トン、無機性の汚泥や土砂、鉱
さいなどの非金属鉱物系（土石系）が 2.1 億トン、鉄、
非鉄金属などの金属系が 0.4 億トン、プラスチック、
鉱物油などの化石系が 0.2 億トンでした。
b　自然還元段階
　廃棄物等のうち、家畜排せつ物の一部や稲わら、麦
わら、もみがらといった畜産や農業に伴う副産物が排
出され、肥料などとして農地等に還元された量は 0.8
億トンでした。
c　循環・リサイクル段階／再使用（リユース）
　平成 19 年度に再使用された循環資源は 0.03 億トン
です。なお、これらの量には中古品として販売された
量は含まれていません。
　リユース量の内訳は、ビールびんや牛乳びんなどの
リターナブルびんの再使用やタイヤの再使用などとな
っています。
d　循環・リサイクル段階／再生利用（リサイクル）
　直接再生利用された循環資源と、中間処理・再資源
化処理等を行った上で再生利用された資源をあわせる
と、2.4億トンが循環資源としてリサイクルされました。

し尿
23（4％）

産業廃棄物
419（71％）

単位：百万t

廃棄物統計外
97（16％）

廃棄物等の
発生
591

平成19年度

ごみ
51（9％）

資料：環境省

廃棄物統計
494（84％）

図3-2-4　 平成19年度の廃棄物等の発生量

資料：環境省

単位：百万t
［　］内は平成18年度値

熱源として利用  7
木くずチップ燃料、燃料油等

マテリアル
リサイクル 自然還元

最終処分

循環利用量
244 ［228］

部品リユース
自動車部品等

再資源化
・

中間処理

破砕、選別、堆肥化
焼却、脱水等

バイオマス系循環資源
（54％）

家畜ふん尿、木くず、古紙、
厨芥類等

直接最終処分量　12
15

5

78

99 143

27 ［29］

金属系循環資源（7％）
化石系循環資源（3％）

金属くず、
アルミ缶
等

廃プラスチック、PETボトル等

非鉄金属鉱物系循環資源
（36％）

がれき類、燃え殻、ガラスびん等

減量
焼却　　　
脱水・乾燥
濃縮　　　

リユース製品リユース
リターナルびん等

製品として利用  91
コンポスト、再生砕石等

素材原料として利用  111
セメント原料、鉄くず電炉投入等

その他の利用  35
土壌改良、中和剤等

廃
棄
物
等
の
発
生

591
［583］

399
［394］

237
［241］

83
［85］

242
［225］

3
［3］ 1

2

図3-2-3　 わが国における循環資源フロー（平成19年度）
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

すなわち、廃棄物等として排出されたもののうち、41
％がリサイクルされていることになります。なお、こ
れらのリサイクル量の中には、廃油や廃木材などを燃
料として使用する量も含まれています。
　このうち代表的なものとしては、非金属鉱物系資源
の代替原料（再生砕石、再生アスファルト合材）とし
て利用されるがれき類 0.6 億トン、同じく非金属鉱物
系資源の代替原料（セメント原燃料、路盤材等）とし
て利用される鉱さい 0.5 億トンなどが挙げられます。
e　熱回収（エネルギーリカバリー）
　エネルギーリカバリーのうち、焼却処理の際に熱回
収される廃棄物等の量を見てみると、一般廃棄物のか
なりの割合は、発電、蒸気・温水利用等の熱回収が行
われており、これらの焼却施設から回収された熱によ
って発電された量は 69 億 kWh になります（第 3 章
第 2 節 4 の（2）を参照）。

（イ）　循環資源別の利用の特徴

　物質フローにおける天然資源等投入量については、
土石などの非金属鉱物系資源が大部分を占めており、
その増減が全体に与える影響が大きいこと、持続的利
用が可能となるよう環境に適切に配慮して収集等され
たバイオマス系資源の増加は望ましいことなどから、
種別ごとの内訳も重要になります。天然資源等投入量
のものの性状別及び国内外別の内訳は図 3-2-5、図
3-2-6 のとおりです。
　さらに、これらの 4つの種別ごとに、わが国で発生
する循環資源がどのように循環利用されているか、そ
の特徴をまとめると以下のとおりです（図 3-2-7）。
a　バイオマス系循環資源
　バイオマス系循環資源は、廃棄物等発生量全体の
54％を占めています。その中身を見ると、家畜排せつ
物、下水道事業や製造業などにおいて水処理の際に発
生する有機性汚泥、建設現場や木製品製造業の製造工
程から発生する木くず、家庭から発生する厨芥類（生
ごみ）などがあります。
　バイオマス系循環資源は、水分及び有機物を多く含
むため、発生量に対し自然還元率が 26％、循環利用
率が 17％、減量化率が 55％、最終処分率が 3％と、
焼却や脱水による減量化の割合が高いことが特徴とし
て挙げられます。また、循環利用の主な用途としては、
農業でのたい肥、飼料としての利用が挙げられます。
このほかには、汚泥をレンガ等の原料として利用して
いる場合や、木くずを再生木質ボード等として利用す
る場合などがあります。わが国におけるバイオマス系
資源の投入量は 1.9 億トン、循環利用量は 0.8 億トン
ですので、バイオマス系資源の総物質投入量に占める
循環利用量の割合は 22％となっています。
　バイオマス系循環資源の循環利用量の拡大及び最終
処分量の削減に向けては、農業分野での肥料、飼料と
しての受入れの拡大、メタン発酵施設などでのエネル

ギー化や残さの焼却等による減量化処理の徹底などが
考えられます。
b　非金属鉱物系循環資源
　非金属鉱物系（土石系）循環資源は、廃棄物等発生
量全体の 36％を占めています。その中身を見ると、
建設現場から発生するがれき類や、鉄鋼業、非鉄金属
業、鋳物業から発生する鉱さい、建設現場、浄水場な
どから発生する無機性汚泥、家庭、飲食店などから出
るガラスびんなどがあります。
　非金属鉱物系循環資源は、無機物であり性状的に安
定していることから、発生量に対し循環利用率が67％、
減量化率が 26％、最終処分率が 7％と、約 7割が循環
利用されている反面、最終処分される割合も比較的高
いことが特徴として挙げられます。また、循環利用の
主な用途としては、路盤材、セメント原料などの土木
建設分野での利用が挙げられます。わが国における非
金属鉱物系資源の投入量は 6.7 億トン、循環利用量は
1.4 億トンですので、非金属鉱物系資源の総物質投入
量に占める循環利用量の割合は 18％となっています。
非金属鉱物系循環資源の循環利用量の拡大及び最終処
分量の削減に向けては、路盤材、セメント原料等の土
木建築資材として、経済合理性が確保できる範囲での
受入れ拡大等は考えられるものの、土木建築需要はす
う勢的に減少傾向にあり、今後とも減少していく可能
性もあることから、別途循環利用方策や最終処分量の
削減方策の検討も視野に入れる必要があると考えられ
ます。
c　金属系循環資源
　金属系循環資源は、廃棄物等発生量全体の 7％を占
めています。その中身を見ると、建設現場から発生す
る解体くず、鉄鋼業、非鉄金属業から発生する金属く
ず、機械器具製造業から発生する加工金属くず、及び
金属缶や家電などの使用済製品などが挙げられます。
　金属系循環資源は、性状的に安定しており、水分も
ほとんど含まれていないこと、また、従来から回収・
再生利用のシステムが構築されていることから、発生
量に対し循環利用率が 98％、最終処分率が 2％と、循
環利用される割合が非常に高いことが特徴となってい
ます。また、循環利用の用途としては、電炉による製
鉄や、非鉄金属精錬に投入される金属原料としての利
用等が挙げられます。わが国における金属系資源の投
入量は 1.8 億トン、循環利用量は 0.4 億トンですので、

資料：環境省
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金属系資源の総物質投入量に占める循環利用量の割合
は 19％となっています。
　金属系循環資源の循環利用量の拡大及び最終処分量
の削減に向けては、これまで比較的循環利用が行われ
ていなかった使用済製品中の金属類の回収・再資源化
の徹底などが考えられます。
d　化石系循環資源
　化石系循環資源は、廃棄物等発生量全体の 3％を占
めています。その中身を見ると、各種製造業から発生
する廃油や、プラスチック製品製造業、機械器具製造
業から発生するプラスチック加工くず、家庭や各種産
業などから発生する使用済プラスチック製品などが挙
げられます。

　化石系循環資源は、現状での循環利用率が 37％、
減量化率が 46％、最終処分率が 17％と、焼却による
減量の割合が高いことが特徴として挙げられます。ま
た、循環利用の用途としては、建設資材や、鉄鋼業で
の高炉においてコークスの代替品として鉄鉱石の還元
剤としての利用などが挙げられます。また、プラスチ
ックとして再生利用される場合もありますが、現状で
は再生利用する廃プラスチックに、さまざまなグレー
ドの樹脂及び添加剤が含まれているため、多くの場合
カスケード利用になっています。わが国における化石
系資源の投入量は 5.2 億トンですので、循環利用量は
0.1 億トンですので、化石系資源の総物質投入量に占
める循環利用量の割合は 1％となっています。
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

　化石系循環資源の循環利用量の拡大及び最終処分量
の削減に向けては、「容器包装に係る分別収集及び再
商品化の促進等に関する法律」（容器包装リサイクル法）
や、「特定家庭用機器再商品化法」（家電リサイクル法）
を契機として、使用済製品の回収及びその再資源化技
術の開発が一層促進されることなどが考えられます。

ウ　わが国の物質フロー指標に関する目標の設定

　第 2次循環型社会基本計画では、物資フローの「入
口」、「出口」、「循環」に関する 3つの指標について新
たに目標設定しています。
　それぞれの指標についての目標年次は平成 27 年度
としています。各指標について、最新の達成状況をみ
ると以下のとおりです。
1）資源生産性（＝ GDP／天然資源等投入量）
　資源生産性を平成 27 年度において、約 42 万円／ト
ンとすることを目標とします（平成 2 年度［約 21 万
円／トン］からおおむね倍増、平成 12 年度［約 26 万
円／トン］からおおむね 6割向上）。なお、平成 19 年
度は約 36.1 万円／トンでした（図 3-2-8）。
2） 循環利用率（＝循環利用量／（循環利用量＋天然
資源等投入量））

　循環利用率を平成 27 年度において、約 14～15％と
することを目標とします（平成 2 年度［約 8％］から
おおむね 8 割向上、平成 12 年度［約 10％］からおお
むね 4～5 割向上）。なお、平成 19 年度は約 13.5％で
した（図 3-2-9）。
3）最終処分量（＝廃棄物の埋立量）
　最終処分量を平成 27 年度において、約 23 百万トン
とすることを目標とします（平成 2年度［約 110 百万
トン］からおおむね 80％減、平成 12 年度［約 56 百
万トン］からおおむね 60％減）。なお、平成 19 年度
は約 27 百万トンでした（図 3-2-10）。

（2）廃棄物の排出量

ア　廃棄物の区分

　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理
法）では、廃棄物とは自ら利用したり他人に有償で譲
り渡したりすることができないために不要になったも
のであって、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん
尿などの汚物又は不要物で、固形状又は液状のものを
いいます。ただし、放射性物質及びこれに汚染された
ものはこの法律の対象外となっており、ここからは除
かれています。
　廃棄物は、大きく一般廃棄物と産業廃棄物の 2つに
区分されています。産業廃棄物は、事業活動に伴って
生じた廃棄物のうち、法律で定められた 20 種類のも

資料：環境省
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のと輸入された廃棄物をいいます。
　一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物を指し、し尿
のほか主に家庭から発生する家庭系ごみであり、オフ
ィスや飲食店から発生する事業系ごみも含んでいます
（図 3-2-11）。

イ　一般廃棄物（ごみ）の処理の状況

　平成 20 年度におけるごみの総排出量＊ 1 は 4,811
万トン（前年度比 5.3％減）、1 人 1 日当たりのごみ排
出量は 1,033 グラム（前年度比 5.1％減）となってい
ます。
　＊ 1「ごみ総排出量」＝「収集ごみ量＋直接搬入ご
み量＋集団回収量」
これらのごみのうち、生活系ごみと事業系ごみの排出
割合を見ると、生活系ごみが 3,410 万トン（約 70％）、

事業系ごみが 1,400 万トン（約 30％）となっています
（図 3-2-12）。
　ごみは、直接あるいは中間処理を行って資源化され
るもの、焼却などによって減量化されるもの、処理せ
ずに直接埋め立てられるものに大別されます（図
3-2-13）。
　ごみの総処理量のうち、中間処理されるごみは全体
の排出量の約 87％に当たる 4,197 万トンとなっていま
す。中間処理施設としては、焼却施設のほか、資源化
を行うための施設（資源化施設）、堆肥をつくる施設（高
速堆肥化施設）、飼料をつくる施設（飼料化施設）、メ
タンガスを回収する施設（メタン回収施設）などがあ
ります。中間処理施設に搬入されたごみは、処理の結
果、451 万トンが再生利用され、直接資源化されたも
のや集団回収されたものとあわせると、総資源化量は
978 万トンになります。ごみの総処理量に対する割合
（リサイクル率）は、平成 2 年度の 5.3％から平成 20
年度の 20.3％に大きく増加しています。中間処理量の
うち、直接焼却されるごみの量は 3,574 万トン（全体
処理量の 79.2％：直接焼却率）であり、焼却をはじめ
とした中間処理によって減量されるごみの量は 3,276
万トン（全体処理量の 75.6％）にもなります。また、
焼却施設には、発電施設や熱供給施設などが併設され
て、発電、熱利用等有効利用が行われている事例も増
加しています。
　一方、直接最終処分される廃棄物、焼却残さ（ばい
じんや焼却灰）、焼却以外の中間処理施設の処理残さ
をあわせたものが最終処分場に埋め立てられる量にな
ります。直接最終処分量は約 82 万トンで、総排出量
の 1.7％となっており、また、これに焼却残さと処理
残さをあわせた最終処分量の総量は553万トンであり、
どちらも年々減少しています。

注1：一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるもの
注2：燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、輸入された廃棄物、上記の産業廃棄物を
処分するために処理したもの

注3：産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの
資料：環境省
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状
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注１：計画誤差等により、「計画処理量」とごみの総処理量（＝中間処理量＋直接最終処分量＋直接資源化量）は一致しない。
　２：各項目の数値は、四捨五入してあるため合計値が一致しない場合がある。
　３：［　　］内は平成19年度の数値を示す。
　４：「直接資源化」とは、資源化等を行う施設を経ずに直接再生業者等に搬入されるものであり、平成10年度実績調査より新たに設けられた項目、平成9

年度までは、項目「資源化等の中間処理」内で計上されていたと思われる。
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図3-2-13　全国のごみ処理のフロー（平成20年度）
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ウ　一般廃棄物（し尿）の処理の状況

　平成 20 年度の水洗化人口は 1 億 1,571 万人で、そ
のうち公共下水道人口が 8,603 万人、浄化槽人口が
2,968 万人（うち合併処理人口は 1,427 万人）です。
また非水洗化人口は 1,182 万人で、そのうち計画収集
人口が 1,130 万人、自家処理人口が 52 万人です。
　総人口の約 3割（非水洗化人口及び浄化槽人口）か
ら排出されたし尿及び浄化槽汚泥の量（計画処理量）
は 2,444 万 kℓで、年々減少しています。そのほとんど
は水分ですが、1kℓを 1 トンに換算して単純にごみの
総排出量と比較すると、その数値が大きいことが分か
ります。それらのし尿及び汚泥はし尿処理施設で
2,296 万 kℓ、ごみ堆肥化施設及びメタン化施設で 4 万
kℓ、下水道投入で 135 万 kℓ、農地還元で 4 万 kℓ、そ

のほかで 5万 kℓが処理されています。
　なお、下水道終末処理場から下水処理の過程で排出
される下水汚泥は産業廃棄物として計上されます。

エ　産業廃棄物の処理の状況

　平成 19 年度における全国の産業廃棄物の総排出量
は約 4億 1,943 万トンとなっています。
　そのうち再生利用量が約 2 億 1,881 万トン（全体の
52％）、中間処理による減量化量が約 1 億 8,047 万ト
ン（43％）、最終処分量が約 2,014 万トン（5％）とな
っています。再生利用量は、直接再生利用される量と
中間処理された後に発生する処理残さのうち再生利用
される量を足しあわせた量になります。また、最終処
分量は、直接最終処分される量と中間処理後の処理残

資料：環境省

電気・ガス・
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（22.8）

電気・ガス・
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農業
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建設業
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建設業
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パルプ・紙・
紙加工品製造業
35,479（8.5）

パルプ・紙・
紙加工品製造業
35,479（8.5）

化学工業
17,578
（4.2）

化学工業
17,578
（4.2）

鉱業
12,509
（3.0）

鉱業
12,509
（3.0）

食料品製造業
9,811（2.3）
食料品製造業
9,811（2.3）

電気機械器具、情報通信機械器具、
電子部品・デバイス製造業

5,149（1.2）

電気機械器具、情報通信機械器具、
電子部品・デバイス製造業

5,149（1.2） その他の業種
29,662（7.1）
その他の業種
29,662（7.1）

窯業・土石製品
製造業

10,097（2.4）

窯業・土石製品
製造業

10,097（2.4）

鉄鋼業
38,265
（9.1）

鉄鋼業
38,265
（9.1）

計
419,425
（100.0）

（単位：千ｔ）（単位：千ｔ）

図3-2-15　産業廃棄物の業種別排出量（平成19年度）

排　出　量
419,425 千ｔ
（100%）

418,497 千ｔ
（100%）

再生利用量
218,811 千ｔ
（52%）

214,772 千ｔ
（51%）

最終処分量
20,143 千ｔ
（5%）

21,799 千ｔ
（5%）

減量化量
180,471 千ｔ
（43%）

181,926 千ｔ
(43%)

直接再生利用量
90,128 千ｔ
（21%）

中間処理量
319,102 千ｔ
（76%）

直接最終処分量
10,196 千ｔ
（2%）

処理残渣量
138,630 千ｔ
（33%）

処理後再生利用量
128,684　千ｔ
（31%）

処理後最終処分量
9,946　千ｔ
（2%）

[　]内は平成18年度の数値

注１：各項目の数値は、四捨五入してあるため合計値が一致しない場合がある。
注２：括弧内は、平成18年度の数値を示す。
資料：環境省

図3-2-14　 産業廃棄物の処理の流れ（平成19年度）

資料：環境省
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鉱さい
20,715
（4.9）

鉱さい
20,715
（4.9）

ばいじん
16,964
（4.0）

ばいじん
16,964
（4.0）

金属くず
11,461（2.7）
金属くず

11,461（2.7）

廃プラスチック類
6,428（1.5）
廃プラスチック類
6,428（1.5）

木くず5,971（1.4）木くず5,971（1.4）

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず5,183（1.2）ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず5,183（1.2）
廃酸5,662（1.3）廃酸5,662（1.3） その他の産業廃棄物

13,360（3.2）
その他の産業廃棄物
13,360（3.2）

計
419,425
（100.0）

図3-2-16　産業廃棄物の種類別排出量（平成19年度）

（単位：千ｔ）（単位：千ｔ）
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

さのうち処分される量をあわせた量になります（図
3-2-14）。
　産業廃棄物の排出量を業種別に見ると、排出量の最
も多い業種が電気・ガス・熱供給・水道業、農業、建
設業となっています。この上位 3業種で総排出量の約
6割を占めています（図 3-2-15）。
　産業廃棄物の排出量を種類別に見ると、汚泥の排出
量が最も多く、全体の 4割程度を占めています。これ
に次いで、動物のふん尿、がれき類となっています。
これらの上位 3種類の排出量が総排出量の 8割を占め
ています（図 3-2-16）。

（3）循環的な利用の現状

ア　容器包装（ガラスびん、ペットボトル、プラ
スチック製容器包装、紙製容器包装等）

　容器包装リサイクル法に基づく分別収集及び再商品
化の実績は図 3-2-17 のとおりです。平成 20 年度の実
施状況で見ると、平成 9年度から分別収集の対象とな
った品目では、紙パックを除いて、9 割以上の市町村
が分別収集を行っています。なお、平成 12 年度から
追加されたプラスチック製容器包装及び段ボールにつ
いては、分別収集に取り組む市町村が着実に増加して
います。
　（ア）ガラスびん
　ガラスびんの生産量は平成 20 年で約 138.7 万トン
であり、減少傾向にあります。これは、重く、割れる
ことがあるガラスびんに比べ、デザインが多様で、軽
く、携帯の利便性にすぐれるペットボトルなどの容器
に、消費者の嗜好が変化したためと考えられます。
なお、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（資源
有効利用促進法）に基づき、国内で製造されるガラス
容器のカレット利用率を平成 22 年度までに 91％に向
上することが目標として定められています。
ガラスびんは 1回限りの利用を前提として作られるワ
ンウェイびんと洗浄して繰り返し利用されるリターナ
ブルびんとに分けられます。廃棄されたワンウェイび
んは砕かれてカレットになり、新しいびんをつくる場
合の原料などとしてリサイクルされています。カレッ
トとはガラスを砕いたもので、カレット利用率とは新
しいガラスびんの生産量に対するカレット使用量の比
率を表したものです（図 3-2-18）。
　一方、リターナブルびんは、製造から回収・廃棄ま
でのライフサイクル全体を考慮した場合、何度も繰り
返し利用できるため、省エネ効果が高く、地球温暖化
対策としても有効な容器であると言えます。
　（イ）ペットボトル
　ペットボトル販売量の伸び率は平成 19 年度までは
増加傾向にありましたが、平成 20 年度には減少して
います。

　ペットボトルのリサイクルは、事実上平成 9年 4 月
からの容器包装リサイクル法に基づく市町村による分
別収集によって開始され、平成 9 年に 9.8％であった
回収率（ペットボトル用樹脂生産量に対する分別収集
量の比率）は平成 20 年度には 49.6％となっています。
また、清涼飲料メーカー、ペットボトル等製造メーカ
ーの団体から構成される PET ボトルリサイクル推進
協議会が調査している、市町村以外に主に事業者によ
って回収された量をあわせると、平成 20 年度の回収
率は 77.9％になっています。
　分別収集を実施した市町村数については、平成 9年
度の 631 から平成 20 年度では 1,765 へと増えてきて
います。これは全市町村数の 98.1％になります。
　また、食品（主に飲料）用として使用したボトルを
再生し、再び食品用ボトルとして使用することを「ボ
トル to ボトル」と呼びますが、この技術（ケミカル
リサイクル）は平成 15 年度から実用化されています。
（図 3-2-19、図 3-2-20）。
　（ウ）プラスチック製容器包装
　プラスチック製容器包装は、平成 12 年度から新た
に容器包装リサイクル法に基づく対象品目となり、市
町村による分別収集が始まりました。
　平成20年度の分別収集実績量は、67.2万トンですが、
容器包装リサイクル制度の浸透に伴い分別収集量の増
加が進むものと見込まれます。なお、平成 20 年度に
分別収集を実施した市町村数は、1,308 であり、全市
町村数の 72.7％となっています。
　（エ）紙製容器包装
　紙製容器包装は、プラスチック製容器包装と同様に
平成 12 年度から新たに容器包装リサイクル法に基づ
く対象品目となり、市町村による分別収集が始まりま
した。
　平成 20 年度の分別収集実績量は 8.4 万トンであり、
分別収集を実施した市町村数は 644 にとどまっていま
す。これは、当該数値が紙製容器包装を単独で分別収
集している市町村を対象とした集計であり、各市町村
が法施行前から収集を行っていた新聞や雑誌の回収ル
ートで紙製容器包装を併せて収集した量は、実際に分
別収集が行われていても集計に含まれていないためで
す。
　（オ）スチール缶
　スチール缶の消費重量は、近年下降傾向を示してお
り、平成 20 年度では 77.2 万トンとなっています。ス
チール缶リサイクル協会によれば、リサイクル率（消
費重量に対する再資源化量（回収され鉄スクラップと
して再資源化される量）の割合）は、平成 20 年には
88.5％となっています（図 3-2-21）。
　この背景には、スチール缶の受け皿の体制が確立さ
れていることなどが考えられます。
　（カ）アルミ缶
　アルミ缶の消費重量は、近年横ばい傾向にあり、平
成 20 年では 29.9 万トンとなっています。アルミ缶リ
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図3-2-17　容器包装リサイクル法に基づく分別収集・再商品化の実績
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状
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スチール製容器

アルミ製容器

段ボール製容器

飲料用紙製容器

合　計

資料：環境省

※四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。
※「プラスチック製容器包装」とは白色トレイを含むプラスチック製容器包装全体を示す。
※白色トレイの実施市町村数は白色トレイのみ分別収集している市町村数を示す。
※平成21年3月末時点での全国の総人口は12,786万人。
※平成21年3月末時点での市町村数は1,800（東京23区を含む）。
※「年度別年間分別収集見込量」、「年度別年間分別収集量」及び「年度別年間再商品化量」には市町村独自処理量が含まれる。

サイクル協会によると、アルミ缶のリサイクル率（消
費重量に対する再生利用重量の割合）は、平成 20 年
で 87.3％に達しています（図 3-2-22）。また、回収さ
れたアルミ缶を再びアルミ缶にするいわゆる「CAN 

TO CAN」の割合は 66.8％となっています。
　この背景には、スチール缶と同様に回収されたアル
ミ缶の受け皿の体制が確立されていることなどが考え
られます。
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　（キ）紙パック
　紙パック（アルミニウムが利用されているものを除
く。）は、牛乳用、清涼飲料用、酒類用などに使用さ
れています。平成 20 年度の分別収集実績量は、1.5 万
トンであり、分別収集を実施した市町村数は、1,390
となっています。
　全国牛乳容器環境協議会によると、平成 20 年度の
飲料用紙パック出荷量は 21.1 万トンであり、そのう
ち一般家庭等で 18.9 万トン、自動販売機、飲食店等
で1.0万トン、学校給食で1.2万トン消費されています。
また、回収量は市町村回収、店頭回収、集団回収をあ
わせて 5.7 万トンとなっており、再生用途としては、
トイレットペーパー、ティッシュペーパー、板紙など
にリサイクルされています。
　（ク）段ボール
　段ボールは平成 12 年度から新たに容器包装リサイ
クル法に基づく対象品目となり、市町村による分別収
集が始まりました。平成 20 年度の分別収集実績量は、
55.4 万トンとなっています。
　また、分別収集を実施した市町村数は、1,620 であり、
同じ時期に容器包装リサイクル法に基づく対象品目と
なったプラスチック製容器包装や紙製容器包装と比較
するとかなり多くなっています。これは、すでに段ボ
ールのリサイクルシステムが確立されていたためであ
ると考えられます。
　段ボールリサイクル協議会によれば、利用された段

ボールは回収され、再び段ボールとなって使用され、
約 7回まで使用可能といわれています。
　平成 20 年の段ボール原紙の消費量は 861.2 万トン
あり、段ボール古紙の回収量は 852.7 万トンで、リサ
イクル率（段ボール原紙のメーカー消費量に対する段
ボール古紙回収量の割合）は 117.2％となっています。
ただし、平成 20 年度は約 125 万トンの輸入超過と推
計されるため、これを加味するとリサイクル率は約
95.6％になります。

イ　紙

　平成 20 年度の古紙の回収率及び利用率はそれぞれ
76.7％、62.4％となっています（図 3-2-23）。
　紙の中には、トイレットペーパーなどの回収不能な
ものや、書籍のように長期間にわたって保存されるも
のなどがあるため、これ以上の回収率の上昇にもある
程度限界があると考えられますが、古紙の回収率及び
利用率をさらに向上させるためには、分別回収、再生
紙の利用に努めることが必要です。
　なお、資源有効利用促進法に基づき、国内で製造さ
れる紙の古紙利用率を平成 22 年度までに 62％に向上
させることが目標として定められています。

出典：ガラスびんリサイクル促進協議会
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図3-2-18　ガラスびんの生産量とカレット使用量

※生産量/販売量 市町村分別収集量 回収量【事業系】※

回収率 回収率【事業系含む】

※平成16年度までは生産量、平成17年度から販売量
資料：PETボトルリサイクル推進協議会資料より環境省作成
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図3-2-19　ペットボトルの生産量と分別収集量の推移

繊維（衣料品、カーペット） シート（卵パック等） ボトル（洗剤等）

成形品（植木鉢等） その他（結束バンド等）

資料：財団法人日本容器包装リサイクル協会資料より環境省作成
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図3-2-20　ペットボトルの再生樹脂用途の構成比推移

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

リ
サ
イ
ク
ル
率
（
％
）

100

0

20

40

60

80

消費重量
再資源化量
リサイクル率（％）

平成4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20（年）

73.8
77.3 79.6 1,285 1,2691,269 1,215

1,055

911 908 868 832

1,400

795795

1,3601,360

829829
56.856.8

1,475

61.061.0

1,421

1,0301,0301,0481,048
69.869.8

73.8

1,422
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1,0751,075
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（千t）

注：スチール缶リサイクル率（％）＝スチール缶再資源化重量（t）
 /スチール缶消費重量（t）
出典：スチール缶リサイクル協会

図3-2-21　スチール缶の消費重量と再資源化重量
 及びリサイクル率
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

ウ　プラスチック類

　プラスチックは加工のしやすさ、用途の多様さから
非常に多くの製品として利用されています。
　プラスチック処理促進協会によると、平成 20 年に
おけるプラスチックの生産量は、1,345 万トンと推定
され、国内消費量は前年度と比べ減少しています。ま
た、容器包装リサイクル法で定められたリサイクル手
法による処理量が増加しており、産業廃棄物の再生利
用量や熱回収量を加えた有効利用量は増加し、排出量
に対する有効利用量の割合である有効利用率は 76％
と着実に向上し（図 3-2-24）、その他、単純焼却が 12％、

埋立処理が 12％と推計されています。

エ　家電製品

　家庭から排出される廃家電製品については、基本的
に市町村が収集し、処理を行ってきましたが、特に、
家庭用エアコン、ブラウン管テレビ、冷蔵庫・冷凍庫
及び洗濯機の 4品目については、リサイクルをする必
要性が特に高いにもかかわらず、市町村等によるリサ
イクルが困難でした。このため、これらの機器は、平
成 13 年 4 月に本格施行された家電リサイクル法に基
づき、特定家庭用機器廃棄物として規定され、製造業

樹脂生産量
国内消費量
排出量
再生利用量
熱回収等による利用量
有効利用率

注１：有効利用率＝有効利用率/排出量（有効利用量は、再生利用量と熱回収等による利用量を合計した数値）
 ２：平成7年から算定方式を変更。産業廃棄物に未使用の樹脂・生産ロス・加工ロスを新たに計上した。
資料：（社）プラスチック処理促進協会資料より環境省作成
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図3-2-24　プラスチックの生産量、消費量、排出量及び再生利用量等の推移
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注：アルミ缶リサイクル率（％）＝アルミ缶再生利用重量（t）
 /アルミ缶消費重量（t）
出典：アルミ缶リサイクル協会資料より環境省作成

図3-2-22　アルミ缶の消費重量と再生利用重量及び
 リサイクル率

古紙利用率 古紙回収率
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注：品種分類の変更により、平成12年度から古紙回収率の算出方
法が変更されている。（紙・板紙輸出入において従来紙二次製品
の分類であった一部品種が紙の印刷用紙の分類となる。）

出典：古紙再生促進センター

図3-2-23　古紙の回収率・利用率
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者等に一定の水準以上の再商品化が義務付けられてい
ます。
　家電リサイクル法の施行により、製造業者等に対し
て廃家電 4品目の再商品化を義務付け、再商品化率（サ
ーマルリサイクルを含まない。）を、家庭用エアコン
60％以上、ブラウン管テレビ 55％以上、冷蔵庫・冷
凍庫（平成 16 年 4 月より冷凍庫を追加）50％以上、
洗濯機 50％以上と定めて、リサイクルを推進してき
ました。平成 20 年度に全国の指定引取場所において
引き取られた廃家電4品目は、合計約1,290万台でした。
これは、前年度比約 6.5％増となっています。
　また、平成 20 年度における製造業者等の再商品化
率は、家庭用エアコン 89％、ブラウン管テレビ 89％、
冷蔵庫・冷凍庫 74％、洗濯機 84％であり、いずれも
法定の基準を上回っています（図 3-2-25）、（図 3-2-26）。
　なお、平成 21 年 4 月 1 日より、液晶・プラズマテ
レビ、衣類乾燥機が対象機器に追加されるとともに、
製造業者等に義務付けられる再商品化率について、
中・高品質のプラスチックを算定の対象に加えること
等により、それぞれ家庭用エアコン 70％以上、ブラ
ウン管テレビ 55％以上、液晶・プラズマテレビ 50％
以上、冷蔵庫・冷凍庫 60％以上、洗濯機・衣類乾燥
機 65％以上となりました。

オ　建設廃棄物

　建設廃棄物は、産業廃棄物の排出量の約 2割、不法
投棄量の約 8割を占めています。中でも建築物解体に
よる廃棄物については、昭和 40 年代以降に急増した
建築物が更新期を迎えており、今後とも発生量が増加
することが予想されています。
　また、建設廃棄物の排出量のうち、「建設工事に係
る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年法律第
104 号）（建設リサイクル法）で一定規模以上の工事に
ついて再資源化等が義務づけられているコンクリート
塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材
が占める割合は約 9割で、その 3品目の再資源化をま
ず実施することが必要です（図 3-2-27）。
　コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊
については、平成 3 年 12 月より「公共建設工事にお
ける再生資源活用の当面の運用について」（平成 18 年
6 月「リサイクル原則化ルール」として改訂）の策定、
各地方整備局等での運用に伴い、再資源化率が大きく
伸びています。これらは、平成 20 年度の実績でいず
れも建設リサイクル法基本方針の平成 22 年度目標で
ある 95％を維持しています。
　また、建設発生木材については、平成 22 年度目標
である 95％の達成に向け、引き続き再資源化等率の
向上を図ります（図 3-2-28）。建設汚泥については、

消費者

年間約1,800万台
60万トン排出

消費者

市町村

小売業者
処理業者 ほとんどは

直接埋立

エアコンの熱交換機、コンプレッサー等、
一部は破砕・金属回収後埋立

〈家電リサイクル法施行前の状況〉

〈家電リサイクル法施行後の状況〉

市町村

小売業者

合計約3億台普及

8割が買い換え時に引き取られる

2割は地方公共団体が
引き取る

①買い換えの場合
②過去に売ったものについて引取義務 製造業者等

リサイクル

引取台数
平成16年度1,122万台
平成17年度1,162万台
平成18年度1,161万台
平成19年度1,211万台
平成20年度1,290万台

残さの埋立て

再商品化等率実績
（平成20年度）
エアコン：89%
テレビ：89%

冷蔵庫・冷凍庫：74%
洗濯機：84%

再商品化等基準
エアコン：70%

ブラウン管式テレビ：55%
液晶・プラズマテレビ：50％
冷蔵庫・冷凍庫：60%
洗濯機：65%

エアコン：270万台
テレビ：760万台
冷蔵庫：370万台
洗濯機：390万台

その他は
地方公共団体が引き取る

4品目の鉄、銅、アルミ、
ガラス等を回収

資料：環境省、経済産業省

図3-2-25　廃家電処理の状況
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

平成 18 年 6 月に策定した「建設汚泥の再生利用に関
するガイドライン」等に基づき、建設汚泥の有効利用
を促進しています。
　さらに、建設混合廃棄物については、工事現場にお
いて建設副産物をリサイクル用途にあわせて分別する
ことが効果的と考えられていますが、その際に少量
化・多品目化した建設副産物を分別した状態のまま効
率良く回収するための小口巡回共同回収システムの構
築が必要と考えられることから、「首都圏建設副産物
小口巡回共同回収システム構築協議会」を平成 17 年
6 月に設置し、検討を進めています。

カ　建設発生土

　建設工事現場から場外に搬出された建設発生土は平
成 20 年度の実績で約 1 億 4,000 万 m3 で、このうち約
3,400 万 m3 が工事間利用され、その割合は 24％とな
っています。一方、建設工事で利用された土砂のうち
新材利用量については平成 17 年度と比較して約 33％
減少しましたが、利用土砂の建設発生土利用率は 78.6
％と「建設リサイクル推進計画 2008」で定めた平成
24 年度の目標値 87％に達していないことから、さら
なる工事間利用の推進に向けて、各種の取組を進めて
います。

品目 エアコン テレビ 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機
指定引取場所での引取台数 ［千台］ 1,968 5,365 2,746 2,821
再商品化等処理台数 ［千台］ 1,968 5,210 2,733 2,818
再商品化等処理重量 ［トン］ 82,746 156,546 163,056 94,010
再商品化重量 ［トン］ 73,698 139,476 121,331 79,894
再商品化率 ［％］ 89% 89% 74% 84%

注１：再商品化等処理台数及び再商品化等処理重量は平成20年度に再商品化等に必要な行為を実施した廃家電の総台数及び総重量
　２：値はすべて小数点以下を切捨て
　３：指定引取場所での引取台数及び再商品化等処理台数には、管理票の誤記入等により処理すべき製造業者等が確定していないものは含まれない。

再商品化総重量
73,698t

再商品化総重量
139,476t

再商品化総重量
79,894t

再商品化総重量
121,331t

テレビ構成状況

その他
23％

鉄
11％

鉄
52％

銅 5％
アルミ＆混合物 1％

ブラウン管ガラス
60％

洗濯機構成状況

その他
31％

混合物
14％

銅＆アルミ 3％

エアコン構成状況

鉄
33％

銅
7％

アルミ
13％

混合物
35％

その他
12％

冷蔵庫・冷凍庫構成状況

鉄
58％

銅＆アルミ 2％

混合物
17％

その他
23％

◆部品及び材料等の再商品化実施状況
　○製品の部品又は材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にした場合の当該部品及び材料の総重量

注：「その他の有価物」とは、プラスチック等である。
資料：環境省、経済産業省

図3-2-26　廃家電４品目再商品化率の実績（平成20年度）
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キ　食品廃棄物

　食品廃棄物は、食品の製造、流通、消費の各段階で
生ずる動植物性の残さ等であり、具体的には加工食品
の製造過程や流通過程で生ずる売れ残り食品、消費段
階での食べ残し・調理くずなどです。
　これら食品廃棄物は、食品製造業から発生するもの
は産業廃棄物に、一般家庭、食品流通業及び飲食店業
等から発生するものは一般廃棄物に区分され、平成
19 年度において前者が 307 万トン、後者が 1,642 万ト
ン（うち一般家庭から発生するもの 1,119 万トン）、
あわせて 1,948 万トンが排出されています（表 3-2-4）。
　食品製造業から発生する食品廃棄物は、必要量の確

平成7年度実績 平成20年度実績 平成24年度目標

100
58.2％ 94％

93.7％

64.7％ 98％以上
97.3％

80.8％ 98％以上
98.4％

32％ 87％
78.6％

13.8％

267万t
205万t

82％

952万t
平成17年度の排出量に
対して30%削減

85.1％

40.3％ 95％以上77％
89.4％80.3％

建設廃棄物

コンクリート塊

アスファルト・
コンクリート塊

建設発生木材

建設混合廃棄物
（排出量）

建設汚泥

建設発生土
（有効利用率）

※斜体字は縮減（焼却、脱水）含み
※平成7年度の建設発生土（有効利用率）は現場内利用を含まない。
資料：国土交通省

図3-2-28　建設副産物の品目別再資源化等の状況

平成7年度
全国計
9,910万

平成14年度
全国計
8,270万

平成20年度
全国計
6,380万

平成12年度
全国計
8,480万

アスファルト・
コンクリート塊
3,570万
（36％）

コンクリート塊
3,650万
（37％）

3,510万（42％）

2,970万
（36％）

1,990万
（31％）

2,610万
（34％）

3,220万
（41％）

3,010万
（35％）

3,130万（49％）

3,530万（41％）

建設発生木材
630万
（6％）

410万（6％）
450万（7％）

460万
（6％）

850万
（10％）

340万（4％）
140万（2％）

（単位：t）

建設汚泥
980万
（10％）

建設混合廃棄物
650万（10％）

注：四捨五入の関係上、合計値と合わない場合がある。

その他
140万（1％）

130万（2％）
270万（4％）

830万
（10％）

480万（6％）

480万（6％）

150万（2％）

資料：国土交通省

資料：建設省

資料：国土交通省

資料：国土交通省

資料：国土交通省

360万（5％）

290万（4％）

750万
（10％）

470万（6％） 平成17年度
全国計
7,700万

図3-2-27　建設廃棄物の種類別排出量
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

保が容易なこと及びその組成が一定していることから
比較的再生利用がしやすく、たい肥化が 108 万トン（35
％）、飼料化が 132 万トン（43％）及び油脂の抽出そ
の他が 24 万トン（8％）で合計 264 万トン（86％）が
再生利用されています。
　また、食品流通業及び飲食店業等から発生する食品
廃棄物（事業系一般廃棄物）は、たい肥化が 109 万ト
ン（21％）、飼料化が 56 万トン（11％）及び油脂の抽
出その他が 41 万トン（8％）で合計 207 万トン（40％）
が再生利用されています。
　一方、一般家庭から発生する食品廃棄物（家庭系一
般廃棄物）は、多数の場所から少量ずつ排出され、か
つ組成も複雑であることから、64 万トン（6％）が再
生利用されているにすぎません。

　これらの結果、食品廃棄物全体では、535 万トン（27
％）がたい肥・飼料等に再生利用され、残りの 1,414
万トン（73％）は焼却して埋立処分されています。
　また、食品廃棄物を含む廃棄物系バイオマスは、飼
料・たい肥などへの再生利用や熱・電気に転換するエ
ネルギー利用の可能性があり、循環型社会及び脱温暖
化社会の実現を目指すため、今後はその利活用をさら
に推進していく必要があります。

ク　自動車

　（ア）自動車
　使用済みとなる自動車は、最初に自動車販売業者等
の引取業者からフロン類回収業者に渡り、カーエアコ
ンで使用されているフロン類が回収されます。その後、
自動車解体業者に渡り、そこでエンジン、ドア等の有
用な部品、部材が回収されます。さらに残った廃車ガ
ラは、破砕業者に渡り、そこで鉄等の有用な金属が回
収され、その際発生する自動車破砕残さ（シュレッダ
ーダスト）が、主に廃棄物として処理されています（図
3-2-29）。自動車については 1台当たりの重量比で、20
～30％程度が解体業者によって有用部品として回収
（部品リユース）され、50～55％程度が素材としてリ
サイクル（マテリアルリサイクル）されています。
　使用済自動車の再資源化等に関する法律（以下「自
動車リサイクル法」という。）が平成 17 年 1 月より本
格施行され、平成 21 年 3 月までの施行後累計で、約
9,277 万台分のリサイクル料金が預託されるとともに、
平成 20 年度の 1 年間で約 358 万台の廃車が自動車リ
サイクル法のルートにより処理されました。

表3-2-4　 食品廃棄物の発生及び処理状況（平成19年度）

平成１9年度 （単位：万ｔ）

発生量
処分量

焼却・埋
立処分量

再生利用量
肥料化 飼料化 その他 計

一般廃棄物 1,642 1,371 － － － 271
　うち家庭系 1,119 1,055 － － － 64
　うち事業系 522 316 109 56 41 207
産業廃棄物 307 43 108 132 24 264
合　　計 1,948 1,414 － － － 535

注：１　四捨五入しているため合計があわない場合がある
　　２　 食品廃棄物の発生量については、一般廃棄物の排出及び処理状況

等（平成19年度実績）
　　　　産業廃棄物の排出及び処理状況等（平成19年度実績）より環境

省試算。
　　３　家庭系一般廃棄物の再生利用量については、同様に環境省試算。
　　４　 事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の再生利用量（内訳を含む）に

ついては、農林水産省
　　　　「平成20年食品循環資源の再生利用等実態調査結果」より試算。
資料：農林水産省、環境省
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図3-2-29　使用済自動車処理のフロー（平成20年度）
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　また、平成 17 年 10 月からは、使用済自動車の引渡
しに支障が生じている離島市町村に対して、特定再資
源化預託金等を用いた支援事業を開始しました。平成
20 年度には 89 市町村において 2.3 万台に対して資金
出えんがされました。
　（イ）タイヤ
　（社）日本自動車タイヤ協会リサイクル事業本部に
よれば、平成 20 年における廃タイヤの排出量 105.6
万トン（平成 19 年 106.4 万トン）のうち、輸出、更
生タイヤ台用、再生ゴム・ゴム粉などとして、31.4 万
トン（平成 19 年 34.5 万トン）が原形・加工利用され、

62.4 万トン（平成 19 年 60.7 万トン）が製錬・セメン
ト焼成用、発電用などとして利用されています。
　廃タイヤについては有価物と不要物の区別が困難で
あるため、有価物等と偽って不適切に野積みされ、火
災等の問題を引き起こしている事案も発生しています。
このため、環境省からも、使用済タイヤを有価物であ
ると称して野積みする事案について、厳正に対処する
ための通知が都道府県あてに発出されており、野積み
された使用済タイヤが廃棄物であって生活環境の保全
に支障が生じるおそれがあると判断される場合には、
行政処分をもって厳正に対処することを示しています。

〈資源再利用者〉

高炉

電炉

金属精錬鉱山
素材メーカー

最終処分

〈再資源化拠点〉

自社処理施設
又は

独立処理施設

メーカー
〈義務者〉

自社系列又は
独立収集運搬業者
あるいは処理業者

企業
ユーザー

委託
（回収・処理契約）

（回収・処理契約）

製品とマニフェスト

マニフェスト
残さ

資料：環境省、経済産業省

回収発注
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図3-2-30　事業系パソコンの回収・リサイクルシステム（例）
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図3-2-31　家庭系パソコン回収基本スキーム
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

ケ　パーソナルコンピュータ及びその周辺機器

　資源有効利用促進法では、平成 13 年 4 月から事業
系パソコン、平成 15 年 10 月から家庭系パソコンの再
資源化を製造等事業者に対して義務付け、再資源化率
を、デスクトップパソコン（本体）50％以上、ノート
ブックパソコン 20％以上、ブラウン管式表示装置 55
％以上、液晶式表示装置 55％以上と定めてリサイク
ルを推進しています（図 3-2-30、図 3-2-31）。
　平成 20 年度における製造等事業者の再資源化率は、
デスクトップパソコン（本体）77.3％、ノートブック
パソコン 54.1％、ブラウン管式表示装置 75.4％、液晶
式表示装置 70.8％であり、いずれも法定の基準を上回
っています。
　なお、これ以外の回収ルートとして、リース・レン
タル会社、販売店及び販売会社を経由し又は直接に廃
棄物処理業者に引き取られるか、地方公共団体におい
て回収・処理されているものもあります。

コ　小形二次電池（ニカド蓄電池、ニッケル水素
蓄電池、リチウム蓄電池、密閉形鉛蓄電池）

　小形二次電池には、主な材料としてニッケル〔Ni〕
やカドミウム〔Cd〕、コバルト〔Co〕、鉛〔Pb〕など
希少な資源が使われており、ケーシングの金属のみリ
サイクルされる一次電池と比べ、小形二次電池のリサ
イクルは大きな効果を持っています。
　資源有効利用促進法では、平成 13 年 4 月から小形
二次電池の再資源化を製造等事業者に対して義務付け、
再資源化率を、ニカド電池 60％以上、ニッケル水素
電池 55％以上、リチウム蓄電池 30％以上、密閉型鉛
蓄電池 50％以上と定めて、リサイクルの一層の推進
を図っています。
　平成 20 年度における小形二次電池（携帯電話・
PHS 用のものを含む）に係るリサイクルの状況は、
ニカド蓄電池の処理量 886 トン、再資源化率 73.3％、
ニッケル水素蓄電池の処理量 202 トン、再資源化率
76.6％、リチウム蓄電池の処理量 297 トン、再資源化
率 63.3％、密閉型鉛蓄電池の処理量 1,729 トン、再資
源化率 50％であり、再資源化率の実績は、いずれも
法令上の目標を達成しています。

サ　下水汚泥

　下水道事業において発生する汚泥（下水汚泥）は、
下水道の普及に伴って年々増加する傾向にあります
（図 3-2-32）。平成 19 年度現在、全産業廃棄物の発生
量の 2割近くを占める約 7,840 万トン（対前年度約 26
万トン減、濃縮汚泥量として算出）が発生しています
が、最終処分場に搬入される量は 40 万トン（対前年
度比約 4万トン減）であり、脱水、焼却等の中間処理
による減量化や再生利用により、最終処分量の減量化
を推進しています。なお、平成 19 年度において、下
水汚泥の有効利用率は、乾燥重量ベースで 77％とな
っています。
　下水汚泥の再生利用はセメント原料などの建設資材
利用が大半を占めるものの、有機物に富んでいる下水
汚泥の性質に着目した緑農地利用やエネルギー利用な
ど利用形態は多岐にわたっています。緑農地利用では、
コンポスト化して肥料として用いられるほか、下水汚
泥等に含まれるりんを回収して、肥料原料として利用
する取組などが進められています。また、下水汚泥の
エネルギー利用の取組では、嫌気性消化過程で発生す
るメタンガスなどの消化ガスを用いた消化ガス発電が
実施されているほか、汚泥の固形燃料化や下水汚泥焼
却廃熱の利用などが行われています。
　平成 19 年度には乾燥重量ベースで 172 万トンが再
生利用され、用途としては、セメント原料（87 万トン）、
レンガ、ブロック等の建設資材（51 万トン）肥料等
の緑農地利用（33 万トン）、固形燃料（1 万トン）な
どに利用されています。

資料：国土交通省
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図3-2-32　年度別下水汚泥発生量の推移

（1）一般廃棄物（ごみ）

ア　ごみの排出量の推移

　ごみの総排出量及び 1人 1 日当たりの排出量は、第
二次石油危機の昭和 54 年度以降にやや減少傾向が見

られた後、昭和 60 年度前後から急激に増加し、平成
2 年度からは横ばいないし微増傾向が続いてきました
が、平成 13 年度からは 8 年連続で減少傾向となって
います（図 3-2-33）。

2　一般廃棄物
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イ　ごみ処理方法の推移

　ごみ処理方法の推移を見ると、ごみの処理方法につ
いては、直接資源化及び資源化等の中間処理の割合は
平成 20 年度は 19.0％となっています。また、直接最
終処分されるごみの割合は着実に減少しており、平成
20 年度は 1.8％となっています（図 3-2-34）。

ウ　ごみ処理事業費の推移

　ごみ処理に係る経費の総額は、平成20年度において、
1兆 8,235 億円であり、国民 1人当たりに換算すると、
1 万 4,200 円となり、前年度から横ばいです（図
3-2-35）。
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図3-2-33　ごみ総排出量と1人1日当たりごみ排出量の推移
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図3-2-34　ごみ処理方法の推移

公共下水道人口 合併処理浄化槽人口

単独処理浄化槽人口 非水洗化人口

85.085.0
68.768.7 71.271.2 73.673.6 76.076.0 78.278.2 80.180.1 81.981.9 83.783.7

14.314.3

10.610.6 11.211.2 11.811.8 12.312.3 12.912.9 13.213.2 13.313.3 13.613.6

15.915.9

24.324.3 23.323.3 22.222.2 21.221.2 20.020.0 19.219.2 18.318.3 17.217.2

12.312.3
22.922.9 21.021.0 19.419.4 17.817.8 16.516.5 15.215.2 14.214.2 13.213.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

18 19

（百万）

126.5 127.0 127.3 127.5 127.6 127.7126.7 127.8 127.5

86.086.0

14.314.3

15.415.4

11.811.8
127.5

人　

口

20（年度）平成11 12 13 14 15 16 17

注：グラフ中の数値はそれぞれの構成人口（百万人）である。
資料：環境省

図3-2-36　し尿処理形態別人口の推移
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図3-2-35　ごみ処理事業経費の推移
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

（1）産業廃棄物の発生及び処理の状況

ア　産業廃棄物の排出量の推移

　平成 2年度以降の産業廃棄物の排出量の状況を見る
と、4 億トン前後で大きな変化はなく、ほぼ横ばいと
なっています（図 3-2-37）。

イ　産業廃棄物の中間処理施設数の推移

　産業廃棄物の中間処理施設は焼却、破砕、脱水等を
行う施設で、平成 18 年度末の許可施設数は、全国で
18,935 施設となっており、前年度との比較では 1.2％
の減少となっています。中間処理施設のうち汚泥の脱
水施設が 21.3％、木くず又はがれき類の破砕施設が
45.1％、その他の焼却施設が 7.9％を占めています（図
3-2-38）。

3　産業廃棄物

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500
（百万t）

産
業
廃
棄
物
の
排
出

191817161514131211109（8）876543平成2 （年度）

395 398 403 397 405 394 405
＊1 ＊2 ＊2 ＊2 ＊2 ＊2 ＊2

＊2 ＊2 ＊2 ＊2 ＊2
426 415 408 400 406 400 393

412 417 422 418 419
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成11年9月設定）における平成8年度の排出量を示す。
※2：平成9年度以降の排出量は※1において排出量を算出した際と同じ前提条件を用いて算出している。
※3：対象は廃棄物処理法に規定する産業廃棄物19種類

資料：環境省

図3-2-37　産業廃棄物の排出量の推移

（2）一般廃棄物（し尿）

ア　し尿処理の推移

　し尿処理人口の推移を見ると、浄化槽人口がほぼ横
ばいの推移であるのに対し、公共下水道人口（平成
20 年度実績 8,603 万人）の増加により、これらをあわ
せた水洗化人口（平成 20 年度実績 1 億 1,571 万人）
は年々増加しています（図 3-2-36）。
　平成 20 年度末の浄化槽の設置基数は 836 万基（平
成 19 年度 842 万基）で、前年度と比べて約 6 万基の
減少となっています。内訳を見ると、合併処理浄化槽
（し尿と生活雑排水の処理）が 290 万基（平成 19 年度
278万基）と増加しているのに対し、単独処理浄化槽（し
尿のみの処理）が 545 万基（平成 19 年度 564 万基）

と大きく減少しており、その結果、合併処理浄化槽の
割合は 35％（平成 19 年度 33％）に上昇しています。
国庫補助制度の充実等により合併処理浄化槽の整備が
進む一方、平成 12 年の浄化槽法改正によって単独処
理浄化槽の新設が原則として禁止され、合併処理浄化
槽への設置替えや下水道等の整備により、単独処理浄
化槽の廃止が進んでいることが影響しているものと考
えられます。

イ　し尿及び浄化槽汚泥の処理状況の推移

　平成 20 年度の実績では、し尿及び浄化槽汚泥 2,455
万 kℓはし尿処理施設又は下水道投入によって、その
99.0％（2,431 万 kℓ）が処理されています。
　また、海洋投入処分については、平成 19 年 2 月よ
り禁止されました。
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ウ　産業廃棄物処理施設の新規許可件数の推移
（焼却施設、最終処分場）

　産業廃棄物処理施設に係る新規の許可件数は焼却施
設、最終処分場ともに、平成 9年の廃棄物処理法の改
正前と比較して激減しています（図 3-2-39、図
3-2-40）。

（2）大都市圏における廃棄物の広域移動

　首都圏などの大都市圏では、土地利用の高度化や環
境問題等に起因して、焼却炉などの中間処理施設や最
終処分場を確保することが難しくなっています。その
ため、廃棄物をその地域の中で処理することが難しく、
一般廃棄物も産業廃棄物も、その多くが都府県域を越
えて運搬され処分されています。
　平成 20 年度に首都圏の 1 都 6 県において排出され

た一般廃棄物のうち、最終処分されたものは 136 万ト
ンで、そのうち 21 万トンが都県外に搬出され、さら
にその約 8 割弱の 16 万トンが首都圏外で最終処分さ
れています。また、全国の市町村から都道府県外へ搬
出された一般廃棄物の最終処分量は 31 万トンで、首
都圏はその 7割弱を占めていることになります。
　平成 20 年度に首都圏の都県において中間処理又は
最終処分のために都県外に搬出された産業廃棄物の量
は 1,649 万トンで、このうち約 5 割強の 878 万トンが
東京都から搬出されています。また、首都圏からほか
の圏域へ流出している量は、上記のうち 132 万トンと
なっています（図 3-2-41）。
　特に中間処理目的で東京都から埼玉県、千葉県、神
奈川県に移動している量が際立って多く、また、最終
処分目的で移動した量としては埼玉県、神奈川県の県
外搬出量が多いことから、東京都から都外に搬出され
た産業廃棄物は、隣接県で中間処理された後、さらに
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図3-2-38　 産業廃棄物の中間処理施設数の推移

図3-2-39　 焼却施設の新規許可件数の推移（産業廃棄物）

注：新規施設数は、環境省の調査による。今後変更もあり得る。
資料：環境省
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

（1）最終処分場の状況

ア　一般廃棄物

　（ア）最終処分の状況
　平成 20 年度における最終処分量（直接最終処分量
と中間処理後に最終処分された量との合計）は 553 万
トン、1 人 1 日当たりの最終処分量は 119g であり、
減少傾向が継続しています（図 3-2-42）。
　（イ）最終処分場の残余年数と残余容量
　平成 20 年度末現在、最終処分場は 1,823 施設、残
余容量は 1 億 2,184 万 m3 であり、残余年数は、全国
平均で 18.0 年分でした。最終処分量が前年度よりも

減少しているため、残余容量は減少しているものの残
余年数は増加しています（図 3-2-43）。
　（ウ）最終処分場のない市町村
　平成 20 年度末現在、全国 1,800 市区町村のうち、
当該市町村として最終処分場を有しておらず、民間の
最終処分場に埋立てを委託している市町村数（ただし、
最終処分場を有していない場合であっても、大阪湾フ
ェニックス計画対象地域の市町村及びほかの市町村・
公社等の公共処分場に埋立てしている場合は最終処分
場を有しているものとして計上）は 352 市町村であり、
その分布は図 3-2-44 のとおりです。
　（エ）今後の取組
　最終処分場等の廃棄物処理施設は、いわゆる迷惑施
設であることから、新たな立地は困難な状況にありま

4　廃棄物関連情報

資料：環境省
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図3-2-41　首都圏の産業廃棄物の広域移動状況（平成19年度）

ほかの道府県に運搬されて最終処分されているものと
考えられます。
　このような廃棄物の広域移動は、廃棄物を受け入れ
ている地域で廃棄物が不法投棄されたり、それによる
環境汚染が引き起こされたりした場合に、ほかの地域
で発生した廃棄物を搬入することそのものに対する不
安感や不公平感と相まって、各地で地域紛争を誘発し、

廃棄物の受入制限が進む結果となるとの懸念が広がっ
ています。
　首都圏では、残余年数等の状況が示すように最終処
分場の確保、特に産業廃棄物の最終処分場の確保が難
しくなっており、その不足が廃棄物の地方等への広域
移動の主因と考えられます。
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すが、中でも最終処分場の確保は市町村単位では難し
いケースが見られます。こうした状況から、広域的に
最終処分場を確保する取組がすでに始まっていますが、
今後は、単に用地の確保がむずかしいからほかの地域
に確保するといった発想ではなく、管理すべき施設の
数を減らし、確実かつ高度な環境保全対策を実施した
上で、廃棄物のリデュースや適正な循環的利用を徹底
した後の最後の受け皿として、広域的に最終処分場の
整備を進めていく必要があります。
　こうした循環型社会の形成のために必要なごみ処理

施設の整備は、市町村において廃棄物の 3Rに関する
明確な目標を設定した上で、その実施に向けた総合的
な施策を内容とする計画を策定して進めていく必要が
あります。

イ　産業廃棄物

　平成 18 年度末の産業廃棄物の最終処分場の残余容
量は16,286万m3で前年より2,339万m3減少しました。
また、残余年数は全国平均で 7.5 年分であり、徐々に
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図3-2-43　最終処分場の残余容量及び残余年数の推移
（一般廃棄物）
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注）「最終処分場を有しない市町村」とは、当該市町村として最終処分場を有しておらず、
民間の最終処分場に埋立を委託している市町村をいう。（ただし、最終処分場を有
していない場合であっても、大阪湾フェニックス計画対象地域の市町村及びほかの
市町村・公社等の公共処分場に埋立している場合は最終処分場を有しているものと
して計上している。）

最終処分場を有していない市町村：352（全市町村数1800の19.6％）

資料：環境省

図3-2-44　最終処分場を有していない市町村（平成20年度末現在）
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

改善は図られているものの、首都圏の残余年数は 4.4
年分であり、特に大都市圏において残余容量が少なく
なっています（図 3-2-45）。
　産業廃棄物の最終処分場は、民間事業者による整備
を基本としつつ、これらの整備状況を踏まえ、必要と
認められる容量を公共関与による施設整備で確保する
ことも進めていく必要があります。

（2）ごみ焼却施設における熱回収の取組

ア　ごみの焼却余熱利用

　ごみ焼却施設からの余熱を温水や蒸気、発電などで
有効利用している施設の割合は、全国で約 7割です（図
3-2-46）。具体的な利用方法としては、後述するごみ発
電をはじめ、施設内の暖房・給湯での利用や、施設外
での利用として温水プール、老人福祉施設等社会福祉
施設への温水・熱供給、地域暖房への供給等がありま
す。
　余熱利用の動機、目的を見ると、清掃工場で使用す
る資源エネルギーの節約、地域還元が大きな割合を占
めています。
　このような施設内での余熱利用の推進に加えて、施
設外部への熱供給等をさらに推進する体制づくりを進
めていく必要があります。そのためには、廃棄物の量・
質の変動への対処などの技術上の問題、ガスや石油に
よる熱供給とのコスト比較、電気事業法等関係法令と
の調整などについて十分な検討が必要となります。

イ　ごみ発電

　ごみ発電とは、ごみを焼却する時に発生する高温の
排出ガスのもつ熱エネルギーをボイラーで回収し、蒸
気を発生させてタービンを回して発電を行うもので、
ごみ焼却施設の余熱利用の有効な方法の一つです。
　平成 20 年度末において、稼働中又は建設中のごみ
焼却施設のうち、発電を行っている又は行う予定の施
設は 300 に上ります（表 3-2-5）。また、大規模な施設
ほどごみ発電を行っている割合が高いため、ごみ発電
を行っている割合は施設数ベースでは 23.6％ですが、
ごみ処理能力ベースでは約 58.5％となっています。そ
の総発電量は、約 69 億 kWh であり、1 世帯当たりの
年間電力消費量を 3,600kWh として計算すると、この
発電は約 200 万世帯の消費電力に匹敵します。また、
ごみ発電を行った電力を場外でも利用している施設数
は 193 施設となっています。
　ごみ発電による発電効率は約 11.2％ですが、数％か
ら 20％程度と施設により差があります。最近では、
効率の高い発電施設の導入が進んできていますが、現
状では、発電とその他の余熱利用をあわせても、燃焼
によって発生する熱量の 4分の 3 程度が無駄に失われ
ています。発電後の低温の温水を蓄熱式ヒートポンプ
を用いて地域冷暖房システムに有効利用する事例も出

図3-2-45　 最終処分場の残余容量及び残余年数の推移
（産業廃棄物）
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資料：環境省
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資料：環境省

余熱利用
の状況

余熱利用あり
余熱
利用
無し

温水利用 蒸気利用 発電
その他場内

温水
場外
温水

場内
蒸気

場外
蒸気

場内
発電

場外
発電

施設数 849
（856）

783
（792）

251
（258）

242
（244）

105
（103）

297
（297）

193
（188）

49
（51）

420
（429）

（ 　 ）内は平成19年度データ

図3-2-46　ごみ焼却施設における余熱利用の状況
（平成20年度）

発電設数 300（298）

総発電能力（MW） 1,615（1,604）

発電効率（平均）（％） 11.19（11.14）

総発電電力量（GWh） 6,935（7,132）

（カッコ内は平成19年度データ）

発電効率［％］＝ 860［kcal/kWh］×総発電量［kWh/年］
1,000［kg/t］×ごみ焼却量［t/年］×ごみ発熱量［kcal/kg］×100

資料：環境省

注１：市町村・事務組合が設置した施設（着工済みの施設・休止施設を含む）
で廃止施設を除く。

　２：発電効率とは以下の式で示される。

　３：（　）内は前年度の値

表3-2-5　ごみ発電施設数と発電能力（平成20年度）



256

第2部│第3章　循環型社会の形成　～ビジネス・ライフスタイルの変革を通じた循環型社会への道しるべ～平成21年度

てきています。こうした試みをさらに拡大していくた
めには、熱供給・熱利用双方の連携による施設整備が
有効です。

ウ　RDF（ごみ固形燃料）

　RDF（Refuse Derived Fuel：ごみ固形燃料）は、
通常のごみと比較して、腐敗性が少なく、比較的長期
の保管が可能であること、減容化、減量化されるため、
運搬が容易であること、形状、発熱量がほぼ一定とな
るため安定した燃焼が可能であること等の特徴を有し
ています。
　循環型社会における廃棄物処理の優先順位や地域に
おける有効利用の観点を踏まえながら、RDF を利用
していくことが求められています。

（3）不法投棄等の現状

ア　平成20年度に判明した産業廃棄物の不法投
棄等の事案

　（ア）不法投棄等の件数及び投棄量
　平成 20 年度に新たに判明したと報告のあった産業
廃棄物の不法投棄又は不適正処理事案（以下「不法投

棄等」という。）は、不法投棄が 308 件、20.3 万トン、
不適正処理が 308 件、122.8 万トンでした（図 3-2-47
び図 3-2-48）。
　また、平成 20 年度において新たに判明したと報告
のあった5,000トン以上の大規模な不法投棄事案は4件、
不適正処理事案は 10 件でした。
　（イ）不法投棄等された産業廃棄物の種類
　平成 20 年度に新たに判明したと報告のあった不法
投棄等を産業廃棄物の種類別に見ると、がれき類、木
くずなど建設系廃棄物が不法投棄件数の 72.7％（224
件）、不法投棄量の 87.5％（17.7 万トン）を、不適正
処理件数の74.7％（230件）、不適正処理量の35.9％（44.1
万トン）をそれぞれ占めており、建設系廃棄物の占め
る割合は引き続き高いものとなっています（図 3-2-49
及び図 3-2-50）。
　（ウ）不法投棄等の実行者
　平成 20 年度に新たに判明したと報告のあった不法
投棄等事案の実行者の内訳は、不法投棄件数で見ると、
排出事業者によるものが全体の約 48.4％（149 件）で、
実行者不明のものが約 23.1％（71 件）、無許可業者に
よるものが約 9.7％（30 件）、複数によるものが約 9.1
％（28 件）となっています。不法投棄量で見ると、
排出事業者によるものが 48.3％（9.8 万トン）で、複
数によるものが 27.1％（5.5 万トン）、無許可業者によ
るものが 9.8％（2.0 万トン）、実行者不明のものが 8.8

投棄量（万トン） 投棄件数（件）

44.4万t 43.3万t

679件
719件

855件

1,197件

1,049件

1,027件

1,150件

934件
894件

673件

558件 554件

60.0

80.0

100.0

120.0

600

800

1,000

1,200

1,400

投
棄
量

（万t）

投
棄
件
数

（件）

74.5万t

岐阜市事案分
56.7万t

21.9万t

40.8万t 42.4万t 40.3万t

24.2万t

31.8万t

17.8万t
20.7万t

17.2万t

12.0万t 14.4万t

10.2万t

20.3万t

382件
308件

0.0

20.0

40.0

0

200

400

平成7 18

41.1万t
沼津市事案分
20.4万t

千葉市事案分
1.1万t

13.1万t

19 20 （年度）171615141312111098

注）
1．投棄件数及び投棄量は、都道府県及び政令市が把握した産業廃棄物の不法投棄のうち、1件当たりの投棄量が10t以上の事案（ただし特別管理産業廃棄
物を含む事案はすべて）を集計対象とした。

2．上記棒グラフ白抜き部分について、岐阜市事案は平成15年度に、沼津市事案は平成16年度に判明したが、不法投棄はそれ以前より数年にわたって行
われた結果、当該年度に大規模な事案として判明した。

  　上記棒グラフ白抜き部分の平成18年度千葉市事案については、平成10年に判明していたが、当該年度に報告されたもの。
  　上記棒グラフ白抜き部分の平成20年度桑名市多度町事案については、平成18年に判明していたが、当該年度に報告されたもの。
3．硫酸ピッチ事案及びフェロシルト事案については本調査の対象からは除外し、別途取りまとめている。
　  なお、フェロシルトは埋戻用資材として平成13年8月から約72万トンが販売・使用されたが、その後、これが不法投棄事案であったことが判明した。 
　  不法投棄は1府3県45か所において確認され、そのうち41か所で撤去が完了している（平成21年9月時点）。
資料：環境省

桑名市
多度町
5.8万t

図3-2-47　産業廃棄物の不法投棄件数及び投棄量の推移
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

％（1.8 万トン）でした（図 3-2-51）。また、不適正処
理件数で見ると、排出事業者によるものが全体の約
59.4％（183 件）で、複数によるものが約 15.9％（49 件）、
許可業者によるものが約 12.0％（37 件）、実行者不明
が約 5.2％（16 件）となっています。不適正処理量で
見ると、許可業者によるものが 89.4％（109.8 万トン）
で、排出事業者によるものが 5.6％（6.8 万トン）、複
数によるものが 3.6％（4.4 万トン）、実行者不明のも
のが 0.8％（1.0 万トン）でした（図 3-2-52）。
　（エ）支障除去等の状況
　平成 20 年度に新たに判明したと報告のあった不法
投棄（308 件、20.3 万トン）のうち、現に支障が生じ
ていると報告された 5件については、すべて支障除去
措置を実施するとされています。そのうち、4 件につ
いては当該年度内に支障除去措置が完了し、残りの 1
件についても同措置に着手されています。また、現に
支障のおそれがあると報告されたもの（15 件）につ
いては、今後の対応として、12 件が支障のおそれの
防止措置、3 件が状況確認のための立入検査を実施す

るとされています。また、支障のおそれの防止措置を
実施するとされた 12 件のうち、8 件については当該
年度内に支障のおそれの防止措置が完了しています。
その他、現在支障等調査中と報告された 6件について
は、支障等の状況を明確にするための確認調査に着手
又は次年度中に着手予定とされています（表 3-2-6）。
　また、平成 20 年度に新たに判明したと報告のあっ
た不適正処理事案のうち、現に支障が生じていると報
告されたものはありませんでした。現に支障のおそれ
があると報告された 16 件については、今後の対応と
して、12 件が支障のおそれの防止措置、4件が状況確
認のための立入検査を実施するとされています。支障
のおそれの防止措置を実施するとされた 12 件のうち、
7 件については、当該年度内に支障のおそれの防止措
置が完了しています。その他、現在支障等調査中と報
告された 6件については、支障等の状況を明確にする
ための確認調査に着手又は次年度中に着手予定とされ
ています（表 3-2-7）。

51件
109.4万t
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109.4万t
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処
理
件
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不
適
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処
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（
万
ト
ン
）

32.9万t32.9万t
29.6万t

15.2万t15.2万t
8.4万t8.4万t

13.5万t13.5万t

1.1万t

12.3万t12.3万t

72.7万t72.7万t

414件
427件

355件

279件279件
308件308件

不適正処理量（万トン）

不適正処理件数

27.5万t
22件

34.0万t

4件

81.1万t

122.8万t

5件

注）
1．不適正処理件数及び不適正処理量は、都道府県及び政令市が把握した産業廃棄物の不適正処理事案のうち、1件当たりの不適正処理量が10t以上の事案
（ただし特別管理産業廃棄物を含む事業はすべて）を集計対象とした。

2．上記棒グラフ白抜き部分について、平成16年度に4件、平成18年度に22件、平成19年度に5件、平成20年度に51件の事案は、報告された年度
以前に自治体において判明していたが、当該年度に報告されたもの。

　　平成19年度に報告されたものには、大規模な事案である滋賀県栗東市事案71.4万tを含む。
　　平成20年度に報告されたものには、大規模な事案である奈良県宇陀市事案85.7万t、長野県長野市事案2.2万t、茨城県つくばみらい市事案1.2万tを含む。
3．硫酸ピッチ事案及びフェロシルト事案については本調査の対象からは除外し、別途取りまとめている。
　　なお、フェロシルトは埋戻用資材として平成13年8月から約72万トンが販売・使用されたが、その後、これが不法投棄事案であったことが判明した。
不法投棄は1府3県45か所において確認され、そのうち41か所で撤去が完了している（平成21年9月時点）。

資料：環境省

（年度）

図3-2-48　産業廃棄物の不適正処理件数及び不適正処
理量の推移
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イ　平成20年度末時点で残存している産業廃棄
物の不法投棄等事案

　全国の都道府県等が把握している平成 21 年 3 月 31
日時点における産業廃棄物の不法投棄等事案の残存件
数は 2,675 件、残存量の合計は 1,726.0 万トンでした（図
3-2-53）。
　このうち、現に支障が生じていると報告されている
16 件については、今後の対応として、すべて支障除

去措置を実施するとされています。現に支障のおそれ
があると報告されている 159 件については、今後の対
応として、33 件が支障のおそれの防止措置、11 件が
周辺環境モニタリング、115 件が状況確認のための立
入検査を実施するとされています。また、支障のおそ
れの防止措置を実施すると報告された 33 件のうち、6
件についてはすでに行政による支障のおそれの防止措
置に着手されています。その他、現在支障等調査中と
報告された 199 件については、いずれも支障等の状況

平成20年度
投棄件数
308件
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投棄量
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資料：環境省

図3-2-49　不法投棄された産業廃棄物の種類（平成20年度）
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資料：環境省
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図3-2-50　不適正処理された産業廃棄物の種類（平成20年度）
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

資料：環境省
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図3-2-51　産業廃棄物の不法投棄実行者（平成20年度）
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その他
9件
2.9％

その他
1,520t
0.1％

複数
49件
15.9％

複数
43,668t
3.6％

不明
16件
5.2％

不明
9,832t
0.8％

図3-2-52　産業廃棄物の不適正処理実行者（平成20年度）

現に支障が生じている
支障除去措置（実施済、一部着手を含む）

措置完了※2
現に支障のおそれがある

支障のおそれの防止措置（実施済、一部着手を含む）
措置完了※2

定期的な立入検査
現時点では支障等はない

その他（撤去指導、追跡調査等）
特段の対応なし

支障等調査中

計※1
支障を明確にするための確認調査

投棄件数 割合 投棄量（t） 割合
5
5
4
15
12
8
3

282
106
176
6
6

308

1,725
1,725
1,425
7,620
2,091
1,623
5,530

191,795
127,996
63,799
1,590
1,590

202,730

1.6%
1.6%
1.3%
4.9%
3.9%
2.6%
1.0%
91.6%
34.4%
57.1%
1.9%
1.9%

100.0%

0.9%
0.9%
0.7%
3.8%
1.0%
0.8%
2.7%
94.6%
63.1%
31.5%
0.8%
0.8%

100.0%

※1　当該年度内に不法投棄事案として新たに判明したと報告された事案数
※2　※1の事案のうち当該年度内に措置が完了した事案であり、当該年度末時点での残存事案数には含まれていない。
資料：環境省

表3-2-6　不法投棄事案の支障等の状況及び都道府県等の対応状況（平成20年度）
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※1　当該年度内に不適正処理事案として新たに判明したと報告された事案数
※2　※1の事案のうち当該年度内に措置が完了した事案であり、当該年度末時点での残存事案数には含まれていない。
資料：環境省

不適正処理件数 割合 不適正処理量（t） 割合
0 0.0％ 0 0.0％
16 5.2％ 899,405 73.2％
12 3.9％ 869,408 70.8％
7 2.3％ 320 0.0％
4 1.3％ 29,997 2.4％

286 92.9％ 318,454 25.9％
96 31.2％ 226,899 18.5％
190 61.7％ 91,555 7.5％
6 1.9％ 10,540 0.9％
6 1.9％ 10,540 0.9％

308 100.0％ 1,228,399 100.0％

現に支障が生じている
現に支障のおそれがある

支障のおそれの防止措置（実施済、一部着手を含む）
措置完了※2

現時点では支障等はない

計※1

その他（適正排出指導、定期的な立入検査等）

支障等調査中
支障を明確にするための確認調査

特段の対応なし

定期的な立入検査

表3-2-7　不適正処理事案の支障等の状況及び都道府県等の対応状況（平成20年度）

1,000t ～ 5,000t
490件
18.3%

5,000t ～ 10,000t
123件
4.6%

10,000t ～ 50,000t
149件
5.6%

50,000t ～ 100,000t
35件
1.3%

100,000t以上
26件
1.0%

1,000t ～ 5,000t
1,124,802t
6.5%

5,000t ～ 10,000t
834,970t
4.8%

10,000t ～ 50,000t
2,741,491t
15.9%

50,000t ～ 100,000t
2,102,250t
12.2%

100,000t以上
10,137,236t
58.7%

500t未満
162,220t
0.9%

500t ～ 1,000t
156,937t
0.9%

1,174

宮城県

0.2
富山県

島根県
0.08

1,139

奈良県

2
山口県

3
高知県

5
大分県

1,000（千t）

不法投棄等残存量

200（千t）

注：上記は、全国の都道府県及び政令市が平成20年度末時点において把握している産業廃棄物の不法投棄等事案のうち、廃棄物の残存量が判明しているも
のを都道府県別に集計したものです。

資料：環境省

184

北海道

155

群馬県

306

栃木県

75

福島県

61

山形県

3,999

千葉県

817

埼玉県

479

福岡県
7

広島県

49

岡山県

6
鳥取県 79

兵庫県

130

京都府

739

滋賀県

724

岐阜県

49

長野県31

山梨県

898

福井県

28

石川県
62

新潟県

254

神奈川県

78

東京都

540

茨城県

775

青森県

202

岩手県

1,017

秋田県

373

愛知県

244

静岡県

1,828

三重県

32

鹿児島県

1
宮崎県

19

熊本県

94

長崎県

9

佐賀県
90

愛媛県

196

香川県

76

徳島県

31

和歌山県

136

大阪府

61

沖縄県

平成20年度末
残存件数
2,675件

平成20年度末
残存量

17,259,908t

500t未満
1,617件
60.4%

500t ～ 1,000t
235件
8.8%

500t ～ 1,000t
235件
8.8%

図3-2-53　不法投棄等産業廃棄物の都道府県別残存量（平成20年度末時点）
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

を明確にするための確認調査に着手又は次年度中に着
手予定とされています。また、現時点では支障等がな
いと報告された 2,301 件についても、必要に応じて、
定期的な立入検査や監視等が実施されています（表
3-2-8）。

（注）（3）の調査は、環境省が、都道府県及び廃棄物
処理法上の政令市（以下「都道府県等」という。）の
協力を得て毎年度取りまとめているものです。同調査
では、産業廃棄物の不法投棄等事案のうち、硫酸ピッ
チ事案及びフェロシルト事案を除いた 1件当たりの投
棄量が 10 トン以上の事案（ただし、特別管理産業廃
棄物を含む事案についてはすべて）を対象としていま
す。

（4）特別管理廃棄物

ア　概要

　廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性その他の人の健
康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状
を有するものを特別管理廃棄物（特別管理一般廃棄物
又は特別管理産業廃棄物）として指定しています。処
理に当たっては、特別管理廃棄物の種類に応じた特別
な処理基準を設けることなどにより、適正な処理を確
保しています。また、その処理を委託する場合は、特
別な業の許可を有する業者に委託することとなりま
す。

残存件数 割合 残存量（t） 割合
16 0.6％ 4,140,295 24.0％
16 0.6％ 4,140,295 24.0％
159 5.9％ 4,915,197 28.5％
33 1.2％ 4,097,342 23.7％
11 0.4％ 70,418 0.4％
115 4.3％ 747,437 4.3％

2,301 86.0％ 6,501,483 37.7％
630 23.6％ 1,738,658 10.1％

1,671 62.5％ 4,762,826 27.6％
199 7.4％ 1,702,932 9.9％
199 7.4％ 1,702,932 9.9％

2,675 100.0％ 17,259,908 100.0％

現に支障が生じている
支障除去法措置※

現に支障のおそれがある
支障のおそれの防止措置（一部着手を含む）
周辺環境モニタリング

現時点では支障等はない

計

その他（改善指導、定期的な立入検査、監視等）

支障等調査中
支障を明確にするための確認調査

特段の対応なし

定期的な立入検査

※平成21年12月現在、すべての事案で支障除去等措置に着手済
資料：環境省

表3-2-8　不法投棄等事案の支障等の状況及び都道府県等の対応方針（残存事案、平成20年度末時点）

PCBを使用した部品 廃エアコン、廃テレビ、廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品

ばいじん ごみ処理施設のうち、焼却施設において発生したもの

ばいじん、燃えがら、汚泥 ダイオキシン特措法の特定施設である一般廃棄物焼却炉から生じたものでダイオキシン類を含むもの

感染性一般廃棄物 病院等から排出される一般廃棄物で、感染性病原体が含まれもしくは付着しているおそれのあるもの

廃油 揮発油類、灯油類、軽油類

廃酸 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸

廃アルカリ 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ

感染性産業廃棄物 病院等から排出される産業廃棄物で、感染性病原体が含まれもしくは付着しているおそれのあるもの

廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油

PCB汚染物

PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの

指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の４の規定により指定された汚泥

鉱さい 重金属等を含むもの

廃石綿等

ばいじん、もえがら 重金属等、ダイオキシン類を含むもの

廃油 有機塩素化合物等を含むもの

汚泥、廃酸、廃アルカリ 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、ダイオキシン類を含むもの

資料：環境省

区
分
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

特
定
有
害
産
業
廃
棄
物

主な分類 概　　　　　　要

PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布されもしくは染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くずもしくは繊維くず、
PCBが付着・封入されたプラスチック類もしくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くずもしくはがれき類

石綿建材除去事業に係るもの又は特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあ
るもの

表3-2-9　特別管理廃棄物
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イ　特別管理廃棄物の対象物

　これまでに、表 3-2-9 に示すものを特別管理廃棄物
として指定しています。

（5）石綿の処理対策

ア　産業廃棄物

　石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚
染防止法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第
5 号）が平成 19 年 4 月に完全施行され、石綿含有廃
棄物の安全かつ迅速な処理を国が進めていくため、溶
融などの高度な技術により無害化処理を行う者につい
て環境大臣が認定した場合、都道府県知事等による業
や施設設置の許可を不要とする制度（無害化処理認定
制度）がスタートしています。

イ　一般廃棄物

　アイロン、トースター、ドライヤーなど、石綿を含
む家庭用品が廃棄物となったものについては、市町村
に対し、ほかのごみと区別して排出し、破損しないよ
う回収するとともにできるだけ破砕せず、散水や速や
かな覆土により最終処分するよう、また、保管する際
はほかの廃棄物と区別するよう要請しているところで
す。
また、永続的な措置として、専門家の意見を伺いつつ、
石綿含有家庭用品が廃棄物となった場合の処理につい
ての技術的指針を定め、市町村に示し、適正な処理が
行われるよう要請しました。

（6）ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の処
理体制の構築

ア　全国的なPCB廃棄物処理体制の構築

　日本環境安全事業株式会社では、PCBを使用した
高圧トランス・コンデンサ等を全国 5か所（北九州市、
豊田市、東京都、大阪市、北海道室蘭市）の拠点的広
域処理施設において処理する体制を整備しました。平
成 16 年 12 月からは北九州事業において、平成 17 年
9 月からは豊田事業において、平成 17 年 11 月からは
東京事業において、平成 18 年 10 月からは大阪事業に
おいて、平成 20 年 5 月からは新たに北海道事業にお
いて処理を開始しています。
　また、国は都道府県と連携し、費用負担能力の小さ
い中小企業による処理を円滑に進めるための助成等を
行う基金（PCB 廃棄物処理基金）の造成に取り組ん
でいます。

イ　微量PCB汚染廃電気機器等の処理方策

　PCB 廃棄物には、PCBを使用していないトランス
等の中に、実際には微量の PCB に汚染された絶縁油
を含むもの（以下「微量 PCB 汚染廃電気機器等」と
いう。）が大量に存在することが判明しています。こ
れらの微量 PCB 汚染廃電気機器等についても、紛失
等により環境汚染を生ずるおそれがあるため、その処
理体制を整備することにより、確実かつ適正な処理を
推進することが必要です。微量 PCB 汚染廃電気機器
等の民間による処理体制の整備を促進させるため、国
は、平成 17 年度から平成 20 年度にかけて 9か所の施
設で合計 16 回の焼却実証試験を実施しております。
中央環境審議会に設置された「微量 PCB 混入廃重電
機器の処理に関する専門委員会」では、実証試験の結

表3-2-10　 PCB廃棄物の保管状況
（平成20年3月31日現在）

廃棄物の種類 保管事業所数 保管量
高圧トランス 6,246 33,887台
高圧コンデンサ 51,630 267,800台
低圧トランス 918 44,861台
低圧コンデンサ 4,040 1,678,375台
柱上トランス 253 2,655,163台
安定器 15,095 6,094,353個
PCB 296 50トン
PCBを含む油 2,495 132,973トン
感圧複写紙 384 704トン
ウエス 1,711 437トン
汚泥 313 22,484トン
その他の機器等 6,403 470,001台

備考：ドラム缶等各種容器にまとめて保管している場合など、トランス等
（高圧トランス、高圧コンデンサ、低圧トランス、低圧コンデンサ、
柱上トランス、安定器、その他の機器等）が台数又は個数で計上で
きないもの、PCB等（PCB、PCBを含む油、感圧複写紙、ウエス、
汚泥）が重量や体積で計上できないものについては、事業所数のみ
計上した。

　　　なお、PCB等のうち、体積で計上された分については、1L＝1kg
として重量に換算して集計した。

資料：環境省

表3-2-11　 PCB廃棄物を保管する事業所における
PCB使用製品の使用状況
（平成20年3月31日現在）

製品の種類 使用事業所数 使用量
高圧トランス 2,078 9,235台
高圧コンデンサ 6,336 21,938台
低圧トランス 167 54,944台
低圧コンデンサ 235 28,904台
柱上トランス 27 1,164,296台
安定器 1,456 279,530個
PCB 26 549kg
PCBを含む油 21 4,138kg
その他の機器等 2,367 14,665台

備考：PCB等（PCB、PCBを含む油、感圧複写紙、ウエス、汚泥）のう
ち、体積で計上された分については、1L＝1kgとして重量に換算
して集計した。

資料：環境省
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第2節　廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状

果等を踏まえつつ処理推進方策についての審議が行わ
れ、平成 21 年 3 月にその検討結果が「微量 PCB 混入
廃電気機器等の処理方策について」として取りまとめ
られました。この取りまとめ結果を踏まえ、平成 21
年 11 月に廃棄物処理法における無害化処理に係る特
例制度の対象に微量 PCB 汚染廃電気機器等を追加す
るなどの関係省令・告示改正を行いました（表 3-2-10、
表 3-2-11）。

（7）ダイオキシン類の排出抑制

ア　ダイオキシン類とは

　ダイオキシン類は、ものの焼却の過程等で自然に生
成する物質（副生成物）です。
　ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDD）に
は 75 種類、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）には
135 種類、コプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナ
ーPCB）には十数種類の仲間があります。これらのう
ち 29 種類に毒性があるとみなされています。

イ　ダイオキシン問題における廃棄物焼却施設の
位置付け

　ダイオキシン類の現在の主な発生源はごみ焼却によ
る燃焼ですが、その他に製鋼用電気炉、たばこの煙、
自動車排出ガスなどのさまざまな発生源があります。
森林火災や火山活動など自然界でも発生することがあ
るといわれています。また、かつて使用されていた
PCB や一部の農薬に不純物として含まれていたもの
が川や海の底の泥などの環境中に蓄積している可能性
があるとの研究報告もあります。
　環境中に出た後の動きの詳細はよく分かっていませ
んが、例えば、大気中の粒子などに付着したダイオキ
シン類は、地上に落ちてきて土壌や水を汚染し、また、
さまざまな経路から長い年月の間に、底泥など環境中
にすでに蓄積されているものも含めてプランクトンや
魚介類に食物連鎖を通して取り込まれていくことで、
生物にも蓄積されていくと考えられています。

ウ　ダイオキシン問題の経緯

　昭和 58 年 11 月に都市ごみ焼却炉の灰からダイオキ
シン類を検出したと新聞紙上で報じられたことが契機
となって、ダイオキシン問題に大きな関心が向けられ
るようになりました。
　廃棄物処理におけるダイオキシン問題については、
早期から検討が行われており、平成 9年 1 月に厚生省
が取りまとめた「ごみ処理に係るダイオキシン類発生
防止等ガイドライン」（新ガイドライン）に沿って対
策がとられています。

　新ガイドラインでは、緊急対策の必要性を判断する
ための基準として、排出濃度 80ng-TEQ／m3 を設定
しました。新ガイドラインの内容は平成 9年 8 月の廃
棄物処理法施行令及び同法施行規則の改正によって、
新たな構造基準・維持管理基準などに位置付けられ、
同年 12 月に施行されました。環境庁でも、ダイオキ
シン類を大気汚染防止法の指定物質として法的規制を
かけることとし、平成 9 年 12 月から焼却炉及び製鋼
用の電気炉からの排ガス基準が定められ、ダイオキシ
ン類の排出は法律で規制されることとなりました。こ
れにより、排出ガス中のダイオキシン濃度の測定義務
が平成 9年 12 月から、守るべき濃度基準が平成 10 年
12 月から適用され、平成 14 年 12 月からはさらに厳
しい濃度基準が適用されることが定められました。
　さらに、政府は平成 11 年 2 月 24 日に、第 1回のダ
イオキシン対策関係閣僚会議を開催しました。平成
11 年 3 月 30 日に開催されたダイオキシン対策関係閣
僚会議において「ダイオキシン対策推進基本指針」が
策定され、政府一体となってダイオキシン類の排出量
を大幅に下げるなどの各種対策を鋭意推進することと
されました。特に、この基本指針に基づき、平成 15
年 3 月末までにダイオキシン類の排出総量を平成 9年
に比べて「約 9割削減」することとされました。
　平成 11 年に、「ダイオキシン類対策特別措置法」が
成立しました。平成 12 年には、同法に基づく「我が
国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類
の量を削減するための計画」において削減目標量が設
定され、毎年ダイオキシン類の排出量の目録（排出イ
ンベントリー）を整備することとされています。平成
15 年のダイオキシン類の推計排出量は、平成 9 年比
で約 95％削減されたことが確認され、本目標は達成
されたと評価されました。引き続きダイオキシン類の
リスクを管理する必要があるとの中央環境審議会の答
申（平成 16 年 11 月）を受け、さらなるダイオキシン
類の削減対策を図るため、平成 17 年 6 月、本計画は
変更され、平成 22 年における削減目標が新たに設定
されましたが、平成 20 年のダイオキシン類の推計排
出量は、総量として、前年、前々年に引き続きこの目
標を下回っており、順調に削減が進んでいると考えら
れます（表 3-2-12）。
　また、平成 20 年の廃棄物焼却施設からのダイオキ
シン類排出量は平成 9 年から約 98％減少しました。
これは、規制強化や基準適合施設の整備に係る支援措
置等によって、排出基準やその他の構造・維持管理基
準に対応できない焼却施設の中には休・廃止する施設
が多数あること、基準に適合した施設の新設整備が進
められていることが背景にあるものと考えられます。
なお、同法に基づいて定められた環境基準の平成 20
年度の達成率は、大気では 100.0％と、すべての地点
で環境基準を達成しています。
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（8）その他の有害廃棄物対策

　新型インフルエンザの流行時においても安全かつ安
定的に廃棄物の適正処理が行われるよう平成 21 年 3
月に新型インフルエンザ対策ガイドラインを策定し、
また廃棄物処理法や感染症法の改正等に対応するため
5 月に感染性廃棄物処理マニュアル（改訂版）を取り
まとめ、周知を行いました。
　また、水銀や残留性有機汚染物質（POPs）等の有
害特性を有する化学物質を含む廃棄物について、国際
的動向に対応し、適切な処理方策について検討を進め
ています。
　さらに、放射線防護の観点からは安全上問題がない
クリアランスレベル以下の廃棄物について、情報管理
システムを稼働させ、トレーサビリティの確保に努め
ています。

（9）有害廃棄物の越境移動

　有害廃棄物の越境移動に起因する環境汚染等の問題
に対処するために採択された「有害廃棄物の国境を越
える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」
（以下「バーゼル条約」という。締約国は平成 21 年
12 月現在 171 か国及び EC。）を受け、わが国は特定

有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（平成 4
年法律第 108 号。以下「バーゼル法」という。）を制
定し、廃棄物の輸出入についても、廃棄物処理法を改
正して、必要な規制を行っています。平成 21 年のバ
ーゼル法に基づく輸出入の施行状況は表 3-2-13 のとお
りです。
　近年は、経済活動のグローバル化やアジア各国の急
速な経済成長による資源需要の増大を背景に、リサイ
クルを目的とした循環資源の国際移動も活発化してい
ます。こうした中で、廃棄物等の不適正な輸出入が懸
念されることから、これを未然に防止するために国内

（WHO-TEF使用)

事業分野
平成22年における
削減目標量
（g-TEQ/年）

（参考）推計排出量

平成9年における量
（g-TEQ/年）

平成15年における量
（g-TEQ/年）

平成20年における量
（g-TEQ/年）

１　廃棄物処理分野 164～ 189 7,205～ 7,658 219～ 244 132～ 137

⑴一般廃棄物焼却施設 51 5,000
「水」0.044

71
「水」0.004 「水」0.001

42

⑵産業廃棄物焼却施設 50 1,505
「水」5.3

75
「水」0.60

42
「水」0.6

⑶小型廃棄物焼却炉等 63～88 700～ 1,153 73～ 98 48～ 53

２　産業分野 146 470
「水」6.3

149
「水」0.93

80
「水」0.5

⑴製鋼用電気炉 80.3 229 80.3 33

⑵鉄鋼業焼結施設 35.7 135 35.7 22.5

⑶亜鉛回収施設
　（焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉） 5.5 47.4

「水」0.0036
5.5

「水」0.0066
3.1

「水」0.0006

⑷アルミニウム合金製造施設
　（焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉） 14.3 31.0

「水」0.34
17.4

「水」0.029
11.3

「水」0.001

⑸銅回収施設 0.048 0.053 － －

⑹パルプ製造施設（漂白工程） 0.46 0.74
「水」0.74

0.46
「水」0.46

0.27
「水」0.27

⑺その他の施設 9.9 26.5 9.9 9.6

３　その他 4.4 ～ 7.7 4.8 ～ 7.4
「水」1.2

4.4 ～ 7.3
「水」0.56

3.6 ～ 6.3
「水」0.20

合　　　計 315～ 343 7,680～ 8,135
「水」12.8

372～ 400
「水」2.1

215～ 223
「水」1.3

注：１　平成20年の排出量は可能な範囲で毒性等価係数としてWHO-TEF（2006）を、それ以外はWHO-TEF（1998）を用いた値で表示した。
　　２　削減目標量は、排出ガス及び排水中のダイオキシン類削減措置を講じた後の排出量を年間の排出量として表した値。
　　３　「３　その他」は火葬場、たばこの煙、自動車排出ガス、下水道終末処理施設及び最終処分場である。
　　４　表中の「水」とは、水への排出（内数）を示す。
　　５　表中の「－」とは、当該年に稼働実績がなかったことを示す。
資料： 「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」（平成12年9月制定、平成17年6月変更）、「ダイオキシン

類の排出量の目録」（平成21年11月）より環境省作成

表3-2-12　我が国におけるダイオキシン類の事業分野別の推計排出量に関する削減目標量

表3-2-13　 バーゼル法に基づく輸出入の状況（平成
21年）

重量（t） 相手国 品目 輸出入
の目的

輸出 84,878
（54,204）

韓国、
ベルギー、
アメリカ合衆国、
ドイツ、
シンガポール

鉛灰、
鉛スクラップ（鉛蓄電池）、
ハンダのくず、
ニッケルスラッジ等

金属回収

輸入 4,075
（3,874）

フィリピン、
シンガポール、
インドネシア、
タイ、
マレーシア、
中国等

銅スラッジ、
銀スラッジ、
亜鉛スラッジ、
廃蛍光灯、
基板くず、
電子部品スクラップ、
ニカド電池スクラップ等

金属回収
等

資料：環境省 （　）内は、平成20年の数値を示す。
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第3節　循環型社会の形成に向けた法制度の施行状況

（1）循環型社会形成推進基本法（循環型社会
基本法）

　大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会のあり方や
国民のライフスタイルを見直し、社会における物質循
環を確保することにより、天然資源の消費が抑制され、
環境への負荷の低減が図られた「循環型社会」を形成
するため、平成 12 年 6 月に「循環型社会形成推進基
本法」（循環型社会基本法）が公布され、平成 13 年 1
月に施行されました。
　同法では、対象物を有価・無価を問わず「廃棄物等」
として一体的にとらえ、製品等が廃棄物等となること

の抑制を図るべきこと、発生した廃棄物等については
その有用性に着目して「循環資源」としてとらえ直し、
その適正な循環的利用（再使用、再生利用、熱回収）
を図るべきこと、循環的な利用が行われないものは適
正に処分することを規定し、これにより「天然資源の
消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される
社会」である「循環型社会」を実現することとしてい
ます（図 3-3-1）。
　循環型社会基本法では施策の基本理念として排出者
責任と拡大生産者責任という 2つの考え方を定めてい
ます。

第3節　循環型社会の形成に向けた法制度の施行状況

の関係機関や各国の政府機関と連携して対策を講じて
います（各国政府機関との連携については第 5節ウを
参照）。
　国内においては、有害廃棄物等の輸出入に係る事前
相談や立入検査などの現場対応、輸出入事業者等への
バーゼル法等説明会の開催（平成 21 年度は全国 11 か
所）、税関との意見交換会、各国の輸出入規制情報の
ウェブサイトへの掲載等を行っています。また、昨年
に引き続き、平成 21 年 10 月には、「リデュース・リ

ユース・リサイクル（3R）推進月間」の活動の一環
として、税関の協力の下、地方環境事務所において有
害廃棄物等の不法輸出入の監視強化のための取組を行
いました。さらに、実際にはリユースに適さない使用
済みブラウン管テレビが輸出され、環境上不適正に処
理されることのないよう、平成 21 年 9 月 1 日より「使
用済みブラウン管テレビの輸出時における中古品判断
基準」を適用しています。

天然資源の消費の抑制

１番目：リデュース
廃棄物等の発生抑制

２番目：リユース
再使用

５番目：適正処分

４番目：サーマルリサイクル
熱回収

資料：環境省

天然資源投入

生産
（製造・流通等）

廃棄

消費・使用

最終処分（埋立）

処理
（再生、焼却等）

３番目：マテリアルリサイクル
再生利用

図3-3-1　循環型社会の姿
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ア　排出者責任

　廃棄物の処理に伴う環境への負荷の低減に関しては、
その一義的な責任を排出者が負わなければなりません。
排出者責任とは、廃棄物を排出する者が、その適正処
理に関する責任を負うべきであるとの考え方であり、
廃棄物・リサイクル対策の基本的な原則の一つです。
具体的には、廃棄物を排出する際に分別すること、事
業者がその廃棄物の処理を自ら行うこと等が挙げられ
ます。
　廃棄物の処理に伴う環境への負荷の原因者はその廃
棄物の排出者であることから、排出者が廃棄物の処理
に伴う環境負荷低減の責任を負うという考え方は合理
的であると考えられます。この考え方の根本は、いわ
ゆる汚染者負担の原則にあります。
　この排出者責任の考え方については、今後とも、そ
の徹底を図らなければなりません。また、国民も排出
者としての責務を免れるものではなく、その役割を積
極的に果たしていく必要があります。

イ　拡大生産者責任

　拡大生産者責任（EPR：Extended Producer 
Responsibility）とは、生産者が、その生産した製品
が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適
切なリユース・リサイクルや処分に一定の責任（物理
的又は財政的責任）を負うという考え方です。そうす
ることで、生産者に対して、廃棄されにくい、又はリ
ユースやリサイクルがしやすい製品を開発・生産する
ようにインセンティブを与えようというものです。廃
棄物等の量が多く、しかも、それらのリユースやリサ
イクルがむずかしいことが問題になっている今日、拡
大生産者責任はそれらを克服するために重要な考え方

の一つとなっています。（表 3-3-1）

ウ　循環型社会形成推進基本計画（循環型社会基
本計画）

　循環型社会基本法では、政府において、循環型社会
の形成に関する基本的な計画として、循環型社会形成
推進基本計画を策定することを規定しています。
循環型社会基本計画は、循環型社会の形成に関する政
策の総合的、計画的な推進を図るための中心的な仕組
みとなるものであり、循環型社会のあるべき姿につい
てのイメージを示し、循環型社会形成のための数値目
標を設定するとともに、国及びその他の主体の取組の
方向性を示します。
　平成 20 年 3 月に閣議決定した第 2 次の循環型社会
基本計画では、国民、事業者、NPO／NGO、大学、
地方公共団体、国等のすべての主体が相互に連携する
ことで循環型社会の形成に向けた取組を進めることと
されています。とりわけ国における取組として、①低
炭素社会づくりや自然共生社会づくりとの統合的取組、
②「地域循環圏」の形成推進、③ 3Rに関する国民運動、
④グリーン購入の徹底など循環型社会ビジネスの振興、
⑤発生抑制を主眼とした 3R の仕組みの充実、⑥ 3R
の技術とシステムの高度化、⑦情報把握と人材育成、
⑧国際的な循環型社会の構築を総合的に実施すること
としています。
　また、循環型社会基本計画の着実な実行を確保する
ため、毎年、中央環境審議会は、循環型社会基本計画
に基づく施策の進捗状況などを点検し、必要に応じそ
の後の政策の方向性について政府に報告することとさ
れており、平成 21 年度は第 2 次循環型社会基本計画
の 2回目の進捗状況の点検を行いました。
　具体的には産業界、事業者、地域での取組事例、関

（1）定義

（2）主な機能

（3）4つの主要な目的

（4）効果

（5）責任の分担

（6）具体的な政策手法の例

資料：OECD「拡大生産者責任ガイダンス・マニュアル」（平成13年）より環境省作成

①製品の引取り
②デポジット／リファンド
③製品課徴金／税
④処理費先払い
⑤再生品の利用に関する基準
⑥製品のリース

廃棄物処理のための費用又は物理的な責任の全部又は一部を地方自治体及び一般の納税者から生産者に移転す
ること

製品の素材選択や設計に関して、上流部側にプレッシャーを与える。生産者に対し、製品に起因する外部環境
コストを内部化するように適切なシグナルを送ることができる。
製品の製造から廃棄にいたる流れにおいて、関係者によって責任を分担することは、拡大生産者責任の本来の
要素である。

①発生源での削除（天然資源保全、使用物質の保存）
②廃棄物の発生抑制
③より環境にやさしい製品設計
④持続可能な発展を促進するとぎれない物質循環の環

「製品のライフサイクルにおける消費者より後の段階にまで生産者の物理的又は経済的責任を拡大する環境政
策上の手法」
より具体的には、
①生産者が製品のライフサイクルにおける影響を最小化するために設計を行う責任を負うこと
②生産者が設計によって排除できなかった（製品による）環境影響に対して物理的又は経済的責任を負うこと

表3-3-1　OECD「拡大生産者責任ガイダンス・マニュアル」における拡大生産者責任
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第3節　循環型社会の形成に向けた法制度の施行状況

係省庁等からの 4 回のヒアリングも踏まえ、7 回にわ
たって集中的に審議を行い、平成 22 年 3 月に点検結
果を取りまとめました。この点検結果報告においては、
今後の課題として、循環資源を含めた資源価格の変動、
産業構造の変化やインフラ整備の進展など、これまで
のシステムに大きな変化が生じている可能性や温室効
果ガスを 25％削減するという目標などを踏まえ、長
期的な視野に立った新しい循環型社会の姿についての
検討、地域循環圏の形成の一層の推進、循環型社会ビ
ジネスの振興を通じた循環型社会づくりの戦略的高度
化、アジア 3R 推進フォーラムを通じたアジアを中心

とした世界への 3R の浸透への一層の取組等が示され
ました（図 3-3-2）。

（2）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃
棄物処理法）

ア　廃棄物処理における総合的な取組

　平成 13 年 5 月に環境大臣は「廃棄物の減量その他
その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推

循環 自然循環
社会の物質循環

環境基本計画

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組み法）
社会の物質循環の確保
天然資源の消費の抑制
環境負荷の低減

①再生資源のリサイクル
②リサイクル容易な構造・材質等の工夫
③分別回収のための表示
④副産物の有効利用の促進

個別物品の特性に応じた規制

ビン、PETボトル、紙製・
プラスチック製容器包装等

エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、
テレビ、洗濯機・衣類乾燥機

1R→3R

H13.5
完全施行
H19.6
一部改正

H13.4
完全施行

H12.4
完全施行
H18.6
一部改正

H18.2一部改正

H14.5
完全施行

H13.4全面改正施行

H6.8完全施行

H13.1完全施行

H15.1
一部施行
H17.1
完全施行

木材、コンクリート、
アスファルト食品残さ 自動車

〈廃棄物の適正処理〉 〈リサイクルの推進〉

環境基本法

H18.4全面改正公表

H20.3改定
H15.3公表

○基本原則、○国、地方公共団体、事業者、国民の責務、○国の施策

循環型社会形成推進基本計画 国の他の計画の基本

資源有効利用促進法

グリーン購入法（国等が率先して再生品などの調達を推進）

資料：環境省

廃棄物処理法

①廃棄物の排出抑制
②廃棄物の適正処理（リサイクルを含む）
③廃棄物処理施設の設置規制
④廃棄物処理業者に対する規制
⑤廃棄物処理基準の設定　　等

環境大臣が定める基本方針
H17.6改正 H20.3 公表

廃棄物処理施設整備計画

・容器包装の市町村に
よる分別収集

・容器の製造・容器包
装の利用業者による
再商品化

・廃家電を小売店等が
消費者より引取

・製造業者等による再
商品化

食品の製造・加工・販
売業者が食品廃棄物等
を再生利用等

工事の受注者が
・建築物の分別解体等
・建設廃材等の再資源
化等

・関係業者が使用済自
動車の引取、フロン
の回収、解体、破砕

・製造業者等がエア
バッグ・シュレッダー
ダストの再資源化、
フロンの破壊

H13.4完全施行

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法

食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法

自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法

平成20年度～平成24年度の５か年計画
計画内容：
①地球温暖化対策との連携
②廃棄物系バイオマス利活用の推進
③廃棄物処理施設のストックマネジメント

図3-3-2　循環型社会の形成の推進のための施策体系
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進を図るための基本的な方針」（基本方針）を決定し
公表しています。その中では、まず、できる限り廃棄
物の排出を抑制し、次に、廃棄物となったものについ
ては不適正処理の防止その他の環境への負荷の低減に
配慮しつつ、再使用、再生利用、熱回収の順にできる
限り循環的な利用を行い、こうした排出抑制及び適正
な循環的利用を徹底した上で、なお適正な循環的利用
が行われないものについては、適正な処分を確保する
ことを基本とすること等を定めています。これにより
一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分量を平成 22 年
度までに平成 9年度のおおむね半分に削減することと
しており、平成 21 年度においてもその達成に向けた
取組を着実に推進しました。
　また、平成 15 年 6 月の廃棄物処理法の改正では、
廃棄物処理施設整備計画の策定に関する条文が追加さ
れ、これに伴い廃棄物処理施設整備緊急措置法は廃止
されました。廃棄物処理施設整備計画は、政府におけ
る社会資本整備のあり方の見直しの議論を踏まえ、計
画の内容を「事業の量」から「達成される成果」に変
更して、平成 15 年 10 月に閣議決定しました。本計画
は平成 20 年度に計画終了年度を迎えていたことから、
地球温暖化対策との連携等の観点を盛り込んだ新たな
廃棄物処理施設整備計画を平成 20 年 3 月に閣議決定
しました。
　廃棄物の 3Rを推進するための目標を設定し、広域
的かつ総合的に廃棄物処理・リサイクル施設の整備を
推進する「循環型社会形成推進交付金制度」を平成
17 年度に創設し、廃棄物の発生抑制・循環的利用・
適正処理を促進するため、熱回収施設、高効率原燃料
回収施設、汚泥再生処理センター、最終処分場、リサ
イクルセンター等の一般廃棄物処理施設の整備を図っ
ています。平成 21 年度においては、この交付金を活
用するための地域計画が 40 件策定されました。
　その他、一般廃棄物処理施設に係る民間資金活用型
社会資本整備事業（PFI 事業）に対して補助を行いま
した。
　平成 12 年 6 月の廃棄物処理法の改正において、廃
棄物処理センター制度の一層の活用を図ることを目的
に、廃棄物処理センターの指定要件の緩和を行い、さ
らに民間を含め優良な処理施設の整備を支援するため、
「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関
する法律」に基づく特定施設の認定を行っています。
平成 21 年度は 1 法人を廃棄物処理センターとして指
定し、同年度末では19法人が指定されています。また、
平成 12 年度に創設された産業廃棄物処理施設のモデ
ル的整備事業に対する補助制度により、公共が関与し
て行う産業廃棄物処理施設の一層の整備促進を図りま
した。平成 21 年度は管理型最終処分場等を整備する
4事業に対して補助を行いました。
　最終処分場の確保が特に困難となっている大都市圏
のうち、近畿圏においては、大阪湾広域臨海環境整備
センターが行う広域処理場整備の促進及び埋立ての円

滑な実施を図りました。
　またソフト面の施策として、市町村が実施する分別
収集等ごみの減量化・再生利用に資する施策への支援
を実施しました。平成 4年に改正された廃棄物処理法
が平成 5年 12 月から施行され、国内処理の原則の下、
廃棄物の輸出の場合の環境大臣の確認、廃棄物の輸入
の場合の環境大臣の許可等、廃棄物の輸出入について
も必要な規制が行われています。平成 21 年に廃棄物
処理法に基づき行われた輸出確認は 27 件、輸入許可
は 18 件でした（有害廃棄物の越境移動については第
3章第 2 節 4 の（9）を参照）。
　また、排出事業者が優良な処理業者を選択できる条
件を整備するため、産業廃棄物処理業の優良化を推進
するための事業を行っており、都道府県等が許可更新
等の際に一定の基準を満たすことを確認する「優良性
評価制度」を創設し、平成 21 年度末現在、適合件数
2,968 件、適合事業者数で 306 事業者が都道府県等よ
り評価基準適合の確認を受けています。さらに一部の
自治体では、許可更新等の時期によらず随時評価基準
の適合確認を受け付ける制度を実施しており、こちら
も適合件数 730 件、適合事業者数 191 事業者と順調に
増えています。
　さらに、電子マニフェストについては、事務処理の
効率化、コンプライアンスの向上、偽造の防止など、
その導入においては多くのメリットがあり、普及率は
平成 21 年度末で約 19％と急速に普及しているものの
いまだ低い状態にあり、IT 戦略本部で取りまとめら
れた「IT 新改革戦略」（平成 18 年 1 月 19 日）におけ
る電子マニフェストの普及率を 50％にするとの目標
を達成するため、普及・促進を計画的・総合的に取り
組んでいます。

イ　廃棄物処理法による3Rの推進

　平成 9年に改正された廃棄物処理法に基づき、一定
の廃棄物の再生利用について、その内容が生活環境の
保全上支障がない等の一定の基準に適合していること
を環境大臣が認定し、認定を受けた者については業及
び施設設置の許可を不要とする制度（再生利用認定制
度）が設けられました。平成 21 年度末現在、一般廃
棄物では 63 件、産業廃棄物では 48 件の認定を受けて
います。
　また、平成15年に改正された廃棄物処理法に基づき、
広域的に行うことによって、廃棄物の減量その他適正
な処理の確保に資するとして環境大臣の認定を受けた
者について、業の許可を不要とする制度（広域認定制
度）が設けられました。平成 20 年 10 月には広域認定
制度の対象となる一般廃棄物に廃印刷機及び廃携帯電
話用装置を追加しました。平成 21 年度末までに、製
造事業者等による自主回収及び再生利用を促進するた
め、一般廃棄物では 81 件、産業廃棄物では 184 件の
認定を行いました。
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第3節　循環型社会の形成に向けた法制度の施行状況

　平成 17 年 2 月の中央環境審議会の意見具申「循環
型社会の形成に向けた市町村による一般廃棄物処理の
在り方について」を受けて、環境省では、廃棄物・リ
サイクル行政の目的が、これまでの生活環境の保全、
公衆衛生の向上や公害問題の解決に加えて、循環型社
会の形成へと変遷していることを踏まえ、今後、わが
国全体として、3Rに重点を置いた最適なリサイクル・
処理システムを構築していくこととし、廃棄物処理法
第 5条の 2 第 1 項の規定に基づき定めた基本方針を平
成 17 年 5 月に改正しました。
　この基本方針において、循環型社会の形成に向けた
一般廃棄物処理システムの最適化について、市町村が
行うこととして、
1）一般廃棄物の処理に関する事業に係るコストの分
析及び情報提供を行い、分析の結果をさまざまな角度
から検討するほか、必要に応じて PFI の活用を行う
ことにより、社会経済的に効率的な事業となるよう努
めること。
2）経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排
出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平
化及び住民の意識改革を進めるため、一般廃棄物処理
の有料化の推進を図るべき。
3）分別収集区分や処理方法といった一般廃棄物処理
システムの変更や新規導入を図る際には、変更や新規
導入の必要性と環境負荷面、経済面等に係る利点を、
住民や事業者に対して明確に説明するよう努めるこ
と。
　と明記しています（図 3-3-3）。
　これを受け、環境省では、平成 19 年 6 月、一般廃
棄物処理事業に係るコスト分析の標準的手法を示す
「一般廃棄物会計基準」、有料化の進め方を示す「一般
廃棄物処理有料化の手引き」、一般廃棄物の標準的な
分別収集区分や再資源化・処理方法の考え方を示す「市
町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処
理システムの指針」を作成しました。平成 21 年度は、
地方公共団体を対象にこれらのガイドラインの普及等
を行い、市町村の 3R 化改革に対する技術的支援を実

施しました。

ウ　廃棄物処理法の見直し

　平成 9年に改正された廃棄物処理法が施行されてか
ら 10 年が経過し、本改正法の附則に基づき、政府に
おいて法の施行状況について検討を加える時期となり、
必要に応じて順次検討を行うべき状況にありました。
そのため、平成 20 年 7 月、中央環境審議会に「廃棄
物処理制度専門委員会」が設置され、廃棄物処理法に
基づく廃棄物の排出抑制、適正な処理等に関する施行
状況の点検、評価及び現行の廃棄物処理法に関する論
点の整理を実施し、廃棄物の適正処理と 3R の促進方
策について総合的な検討が行われました。これらの審
議内容及びパブリックコメントとして頂いた御意見を
踏まえ、同専門委員会としての報告書が取りまとめら
れました。これを受けて、中央環境審議会廃棄物・リ
サイクル部会から、平成 22 年 1 月に「廃棄物処理制
度の見直しの方向性（意見具申）」がなされました。
　この意見具申を踏まえ、平成 22 年 3 月に「廃棄物
の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案」
を第 174 回国会に提出しました。

（3）浄化槽法

　昭和 60 年 10 月に施行された浄化槽法では、公共用
水域等の水質の保全等の観点から、浄化槽によるし尿
及び雑排水の適正な処理を図り、これを通じて、生活
環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的
としています。また、浄化槽の製造、設置、管理にわ
たる一連の過程を一元的にとらえて規制を強化し、同
時に、設置、管理の業務に携わる者の身分資格を定め
ています。
　同法では、各家庭などにおいて浄化槽の適切な維持
管理が行われているかどうかを確認するための検査を
行うことになっています。平成 20 年度実績の同法第
7 条に基づき実施する水質検査の受検率は 89.9％であ
り、平成 19 年度に比べて 2 ポイント増加しました。
また、同法第 11 条に基づく浄化槽の定期検査の受検
率は 27.2％（合併処理浄化槽のみでは 48.5％）であり、
平成 19 年度に比べて 1.5 ポイント（合併処理浄化槽
のみでは 1.5 ポイント）増加しました。

（4）資源の有効な利用の促進に関する法律
（資源有効利用促進法）

　平成13年4月に施行された資源有効利用促進法では、
1）副産物の発生抑制や再資源化を行うべき業種（特
定省資源業種：鉄鋼業、紙・パルプ製造業等）、2）再
生資源・再生部品を利用すべき業種（特定再利用業種：
紙製造業、ガラス容器製造業等）、3）原材料等の合理
化等を行うべき製品（指定省資源化製品：自動車、家

有料化実施率

注：ごみ処理有料化を実施している市町村の実施率（生活系ごみ（直
接搬入ごみや粗大ごみを除く。）処理の有料化を実施している自
治体の割合）は、市町村合併により見かけ上減少した平成16年
度を除き、近年着実に増加

注：東京都23区は1市として集計した。
資料：環境省
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図3-3-3　ごみ処理有料化実施自治体率の推移
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電製品等）、4）再生資源又は再生部品の利用の促進を
行うべき製品（指定再利用促進製品：自動車、家電製
品等）、5）分別回収を促進するための表示を行うべき
製品（指定表示製品：プラスチック製容器包装、紙製
容器包装等）、6）自主回収・再資源化を行うべき製品
（指定再資源化製品：パソコン、小形二次電池）、7）
再生資源として利用することを促進すべき副産物（指
定副産物：電気業の石炭灰等）を指定し、それぞれに
係る事業者に一定の義務付けを行い、事業者の自主的
な取組の促進を図っています。
　一方で、平成 20 年 1 月に、産業構造審議会環境部
会廃棄物処理・リサイクル小委員会基本政策ワーキン
ググループにおいて、今後の循環型社会の構築に向け
た新たな3R政策のビジョンが提言されたことを受け、
各種資源投入量のさらなる低減施策に取り組んでいま
す。
　まず、製品のサプライチェーン全体の資源投入量低
減を図るため、平成 20 年度は 20 件、平成 21 年度は
30 件のサプライチェーンを構成する企業チームを選
定し、マテリアルフローコスト会計や環境配慮設計を
通じた省資源型ものづくりの優良事例創出を図ってい
ます。
　また、3R 配慮型製品の市場を拡大するため、製造
事業者による3Rに関する製品設計・製造の取組状況を、
消費者に対して正確に、分かりやすく伝えるための評
価手法・仕組みの検討を行っています

（5）容器包装に係る分別収集及び再商品化の
促進等に関する法律（容器包装リサイク
ル法）

ア　施行状況

　平成 20 年度における施行状況をみると、各品目の
分別収集量等は、特に紙製容器包装、ペットボトル及
びプラスチック製容器については、増加がみられます。
他方、ガラス製容器、スチール製容器、アルミ製容器、
段ボール製容器及び飲料用紙製容器において前年度に
比べ減少しています（表 3-3-2）。
　平成 12 年 4 月から新たに対象品目に追加されたペ
ットボトル以外のプラスチック製容器包装及び紙製容
器包装については、分別収集量は順調に伸びており、
平成 20 年度における分別収集の実施率はそれぞれ
72.7％及び 35.8％となっています。しかしながら、ほ
かの品目と比べるとまだ低く、今後さらに実施市町村
数の増加を図ることが課題となっています（図 3-3-4、
図 3-3-5、表 3-3-3）。

イ　容器包装リサイクル法の施行

　平成 20 年 4 月に改正容器包装リサイクル法が完全

施行され、再商品化の合理化に寄与した市町村に対し
て事業者が資金を拠出する仕組みが施行されました。
これによって分別収集の質の向上が推進され、社会シ
ステム全体の効率化が図られることになりました。
　また、環境省・経済産業省では、平成 21 年 9 月に
中央環境審議会プラスチック製容器包装に係る再商品
化手法専門委員会及び産業構造審議会プラスチック製
容器包装に係る再商品化手法検討会合同会合において、
プラスチック製容器包装の再商品化手法のあり方とし
て、平成 22 年度において導入するべき措置として、
材料リサイクル手法の優先的取扱の総量に上限を設け
るとともに、材料リサイクル手法の質の向上等のため
の総合的な評価を行い、優先的取扱の中での運用に反
映することや、入札制度以外の改善についての中間取
りまとめを行いました。さらに、環境省では、容器包
装廃棄物の 3R を推進するため、容器包装リサイクル
法に基づき委嘱した容器包装廃棄物排出抑制推進員
（愛称：3R 推進マイスター）による消費者等への普及
啓発のほか、レジ袋をはじめとした容器包装削減の普
及啓発施策として、環境省と富山県が共同して、平成
21 年 11 月に富山市にて「ノーレジ袋推進全国フォー
ラム in TOYAMA」を開催しました。

（6）特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）

ア　施行状況

　家電リサイクル法は、平成 13 年 4 月に本格施行さ
れました。現在、法の対象となる廃家電 4品目（家庭
用エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類
乾燥機）を製造業者等が引き取る指定引取場所は 379
か所で設置されており、引き取った廃家電 4品目のリ
サイクルプラントは全国 49 か所で稼働しています（図
3-3-6）。これらのリサイクルプラントにおいては、鉄、
アルミニウム、銅、ガラス、プリント基板に使用され
ている貴金属等が回収されるほか、家庭用エアコン、
冷蔵庫・冷凍庫及び電気洗濯機に冷媒として使用され
ているフロン類と冷蔵庫・冷凍庫の断熱材に含まれて
いるフロン類も回収されています。
　廃家電 4品目の指定引取場所における引取台数やリ
サイクルプラントにおける再商品化率等は第2節1（3）
エのとおりであり、製造業者等による再商品化率は 4
品目とも法定の基準を上回っています。

イ　家電リサイクル制度の見直し

　同法は、平成 18 年 4 月に施行後 5 年が経過し、附
則に定められた検討の時期を迎えたことから、同年 6
月より中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合に
おいて、制度の評価・検討が進められた結果、平成
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第3節　循環型社会の形成に向けた法制度の施行状況

20 年 2 月に「家電リサイクル制度の施行状況の評価・
検討に関する報告書」が取りまとめられました。

　これを受けて、下記のとおり、報告書において提言
された施策の具体化に取り組んでいます。

⑴分別収集実施市町村数
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

無色のガラス製容器 1,779
97.4%

1,780
97.4%

1,781
97.5%

1,784
97.6%

1,788
97.9%

茶色のガラス製容器 1,782
97.5%

1,783
97.6%

1,783
97.6%

1,786
97.8%

1,790
98.0%

その他の色のガラス製容器 1,782
97.5%

1,784
97.6%

1,786
97.8%

1,790
98.0%

1,794
98.2%

紙製容器包装 896
49.0%

915
50.1%

942
51.6%

965
52.8%

974
53.3%

ペットボトル 1,791
98.0%

1,792
98.1%

1,802
98.6%

1,804
98.7%

1,806
98.9%

プラスチック製容器包装 1,429
78.2%

1,465
80.2%

1,489
81.5%

1,504
82.3%

1,517
83.0%

スチール缶 1,819
99.6%

1,819
99.6%

1,819
99.6%

1,819
99.6%

1,821
99.7%

アルミ缶 1,820
99.6%

1,820
99.6%

1,820
99.6%

1,820
99.6%

1,822
99.7%

段ボール 1,744
95.5%

1,749
95.7%

1,753
95.9%

1,756
96.1%

1,759
96.3%

紙パック 1,568
85.8%

1,575
86.2%

1,585
86.8%

1,587
86.9%

1,591
87.1%

[上段：市町村数,　下段：全市町村数に占める割合］
全市町村数1,827（平成19年4月1日現在）

⑵分別収集見込量 （単位：千トン）
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

無色のガラス製容器 359 359 358 357 356 
茶色のガラス製容器 309 309 308 308 307 

その他の色のガラス製容器 183 184 184 184 184 
紙製容器包装 146 153 161 168 171 
ペットボトル 303 312 324 332 340 

プラスチック製容器包装 804 858 945 978 1,004
スチール缶 314 312 311 309 307 
アルミ缶 149 150 151 152 152 
段ボール 752 763 770 776 781 
紙パック 25 26 27 28 28 

⑶再商品化見込量 （単位：千トン）
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

無色のガラス製容器 180 180 180 180 180 
茶色のガラス製容器 160 170 170 170 170 
その他の色のガラス製容器 130 130 130 130 130 
紙製容器包装 356 356 356 356 356 
ペットボトル 370 384 384 385 386 
プラスチック製容器包装 1271 1291 1291 1293 1,293

資料：環境省

表3-3-2　分別収集計画及び再商品化計画

平成20年 プラスチック製
容器包装 紙製容器包装 ペットボトル

ガラスびん

無色 茶色 その他

分別収集を実施した市町村数 1,308 644 1,765 1,723 1,724 1,716

指定法人に引渡しを行った市町村数 1,017 148 1,137 921 983 1,184

資料：（財）日本容器包装リサイクル協会資料より環境省作成

表3-3-3　指定法人による分別基準適合物の引取実績
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・ 同法の対象となる機器の追加（液晶・プラズマテレ
ビ、衣類乾燥機）や、既存の対象機器の再商品化率
の引上げなどを規定するため、同年 12 月に家電リ
サイクル法施行令の改正を行いました（平成 21 年
4 月 1 日から施行）。

・ 不法投棄対策に関する資金面も含めた関係者間協力
体制の構築や、離島地域における収集運搬の改善に
向け、家電各メーカーからの資金協力の下、不法投
棄未然防止事業協力及び離島対策事業協力として事
業が実施されています。

・ 小売業者等の収集運搬に関する負担や不公平性を改
善するため、2 つのグループに分かれていた指定引
取場所について、平成 21 年 10 月 1 日から共有化を
行いました。これにより、全国すべての指定引取場
所（379 か所）において、全製造業者等の廃家電の
引取りが可能となりました。

・ 消費者の排出利便性を向上するためには、小売業者
による特定家庭用機器のリユース流通も期待される
ことから、「リユース・リサイクル仕分け基準の作
成に係るガイドライン」の策定を行い、小売業者に
対して適切なリユース・リサイクルを推進していま
す。

（7）建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律（建設リサイクル法）

ア　施行状況

　建設リサイクル法は、コンクリート塊、アスファル
ト・コンクリート塊及び建設発生木材を対象に、平成
14 年 5 月に施行されました。対象であるコンクリー
ト塊、アスファルト・コンクリート塊の再資源化率は、
平成 20 年度実績でそれぞれ 97.3％、98.4％と高い値
を示し、建設発生木材についても、再資源化率は 80.3
％、縮減を含めた再資源化等率は 89.4％となっており、
順調に推移しています。

イ　建設リサイクル制度の見直し

　建設リサイクルを取り巻く諸課題に対応するため、
平成 20 年 4 月に「建設リサイクル推進計画 2008」を
策定し、本計画に基づく施策を実施しています。また、
「建設リサイクル推進計画 2008」策定後の建設副産物
等の実態を把握するため、平成 20 年度建設副産物実
態調査を実施しました。また、建設リサイクル法は、
平成14年5月の完全施行から5年が経過したことから、
平成 19 年 11 月より、社会資本整備審議会・中央環境
審議会の合同会合において、7回にわたる審議を経て、
平成 20 年 12 月に取りまとめをまとめました。この取
りまとめを踏まえ、届出書の様式の見直し及び解体工
事の施工順序の詳細化について、省令の一部改正を実
施しました。

（8）食品循環資源の再生利用等の促進に関す
る法律（食品リサイクル法）

　平成 19 年度における食品循環資源の再生利用等の
実施率は、食品産業全体では 54％となっていますが、
業態別では、食品製造業が 81％、食品卸売業が 62％、
食品小売業が 35％、外食産業が 22％と格差が見られ
ます。
　平成 19 年 12 月に施行された食品循環資源の再生利
用等の促進に関する法律の一部を改正する法律に基づ
き、関係者が連携して取り組む循環的な再生利用事業
計画の認定など、法第 3条第 1 項の規定に基づく基本
方針に示された、食品関連事業者における食品循環資
源の再生利用等の実施率目標の達成に向けた取組を推
進しています。

（9）使用済自動車の再資源化等に関する法律
（自動車リサイクル法）

ア　施行状況

　平成 17 年 1 月より自動車リサイクル法が本格施行
され、関連事業者については引取業が約 7万 7,600 社、

未確認量（市町村分別収集量のみ）

（平成17年度から販売量）
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資料：環境省

図3-3-4　ペットボトルの未確認量
 （生産量と分別収集量の差）の推移

再商品化委託料

資料：（財）日本容器包装リサイクル協会資料より環境省作成
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図3-3-5　特定事業者が指定法人に支払う再商品化委
　　　　　託費の推移



273

第
3
章　

循
環
型
社
会
の
形
成 

〜
ビ
ジ
ネ
ス
・
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
革
を
通
じ
た
循
環
型
社
会
へ
の
道
し
る
べ
〜

第3節　循環型社会の形成に向けた法制度の施行状況

フロン類回収業が約1万 7,600社、解体業が約6,700社、
破砕業が約 1,300 社それぞれ都道府県等の登録又は許
可を取得しています。
　国は、都道府県等の関係行政機関と協力し、同法の
適正な運用を目指し、最終ユーザーから関連事業者、
輸出者を対象とした不適正処理対策に取り組みました。
　また、同法の円滑な実施を確保するため、関係事業
者や自動車所有者等に対して、各種媒体を活用した広
報活動や説明会などを実施しました。
　フロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストの

リサイクル（フロン類においては破壊）に係る料金は
自動車製造業者等が設定し、公表しています。また、
リサイクル料金の管理に要する費用（資金管理料金）
と廃車の情報管理に要する費用（情報管理料金）とし
て（財）自動車リサイクル促進センターが経済産業大
臣及び環境大臣の認可を受け、公表しています。
　平成 20 年度で、引取業者による使用済自動車の引
取報告（電子マニフェスト報告）件数は約 358 万件と
なりました。また、リサイクル料金が預託された車両
は平成 17 年 1 月から平成 21 年 3 月間の施行後累計で

千葉県市川市
㈱ハイパーサイクルシステムズ

宮城県栗原市
東日本リサイクルシステムズ㈱秋田県大館市

㈱エコリサイクル

栃木県大平町
㈱関東エコリサイクル

北海道苫小牧市
北海道エコリサイクルシステムズ㈱

東京都江東区
東京エコリサイクル㈱

静岡県浜松市
㈱富士エコサイクル

神奈川県川崎市
JFEアーバンリサイクル㈱

沖縄県浦添市
㈱拓琉金属

北海道札幌市
㈱鈴木商会

北海道石狩市
㈱鈴木商会

青森県八戸市
東北東京鉄鋼㈱

栃木県大田原市
NNY㈱

大阪府大阪市
サニーメタル㈱

沖縄県沖縄市
㈱拓琉リサイクル研究センター

埼玉県加須市
中田屋㈱

千葉県市原市
フェニックスメタル㈱

神奈川県横浜市
㈱テルム

静岡県富士市
中田屋㈱

沖縄県うるま市
拓南商事㈱

愛知県半田市
豊田メタル㈱

新潟県三条市
㈱豊和商事

新潟県長岡市
㈱豊和商事

鹿児島県鹿児島市
㈱荒川商店

鹿児島県鹿児島市
㈱荒川商店南栄工場

熊本県熊本市
熊本新明産業㈱

熊本県水俣市
アクトビーリサイクリング㈱

宮崎県宮崎市
太信鉄源㈱

千葉県千葉市
中田屋㈱

千葉県千葉市
㈱ハイパーサイクルシステムズ

千葉工場

岡山県岡山市
平林金属㈱御津工場

岡山県岡山市
平林金属㈱港工場

岡山県岡山市
平林金属㈱岡山工場

福岡県北九州市
西日本家電リサイクル㈱

愛知県名古屋市
グリーンサイクル㈱

愛知県常滑市
トーエイ㈱

福岡県北九州市
九州メタル産業㈱

兵庫県加東市
パナソニックエコテクノロジーセンター㈱

富山県高岡市
ハリタ金属㈱

群馬県伊勢崎市
中田屋㈱

兵庫県姫路市
㈱アール・ビー・エヌ

大阪府枚方市
関西リサイクルシステムズ㈱

佐賀県鳥栖市
九州メタル産業㈱
鳥栖営業所

リサイクルセンター

福島県鏡石町
㈱釜屋リサイクルセンター

東京都大田区
㈱フューチャー・エコロジー

：Aグルｰプ（30施設）
：Bグルｰプ（16施設）
：A,B共通（2施設）

三重県伊賀市
関西リサイクルシステムズ㈱

三重県四日市市
中部エコテクノロジー㈱

茨城県稲敷市
パナソニックエコテクノロジー関東㈱

（平成22年3月現在）

■A・Bグループの区分について
Ａグループ……パナソニック株式会社、株式会社東芝が中心となって再商品化等を実施しています。
Ｂグループ……株式会社日立アプライアンス、シャープ株式会社、三菱電機株式会社、三洋電機株式会社、ソニー株式会社、株式会社富士通ゼネラル

が中心となって再商品化等を実施しています。
資料：環境省

図3-3-6　 主な家電リサイクルプラントの整備状況
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約 9,277 万台、預託金額は 9,121 億円となりました。
また、使用済自動車の引渡しに支障が生じている離島
市町村に対して、特定再資源化預託金を用いた支援事
業を開始しました。平成 20 年度は 89 市町村において
2.3 万台分について資金出えんされました。

イ　自動車リサイクル制度の評価・検討

　自動車リサイクル法が平成 17 年 1 月に施行されて
5 年を経過することから、中央環境審議会自動車リサ
イクル専門委員会及び産業構造審議会自動車リサイク
ルワーキンググループ合同会議において、法の施行状
況に関する評価・検討を行い、平成 22 年 1 月に報告
書を取りまとめました。この報告書の提言を受け、今
後、使用済自動車と中古車の判断の拠り所となるガイ
ドラインの作成等を行うこととしています。

（10）農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原
材料としての利用の促進に関する法律
（農林漁業バイオ燃料法）

　農林漁業に由来するバイオマスのバイオ燃料向け利
用の促進を図り、国産バイオ燃料の生産拡大を推進す
るため、「農林漁業バイオ燃料法」が平成 20 年 10 月
に新たに施行されました。
　本法は、農林漁業者やバイオ燃料製造業者が連携し
て原料生産からバイオ燃料（エタノール、木質ペレッ
ト等）製造までを行う「生産製造連携事業」及びバイ
オ燃料の製造の高度化等に向けた研究開発を行う「研
究開発事業」に係る計画を国が認定し、新設したバイ
オ燃料製造施設に係る固定資産税の軽減、農林漁業者
に対する改良資金等の償還期間の延長等の支援措置を
実施するものです。
　平成 20 年 12 月には、本法に基づく「生産製造連携
事業」に係る計画について初の認定を実施しました。

（11）国等による環境物品等の調達の推進等
に関する法律（グリーン購入法）

ア　法に基づく国・地方公共団体の取組推進

　「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（基本
方針）に基づき、国等の各機関は、平成 21 年度の調
達方針の公表等を行い、これにしたがって調達を実施
しました。
　基本方針に定められる特定調達品目及びその判断の
基準等については、その開発・普及の状況、科学的知
見の充実等に応じて適宜見直しをすることとしており、
平成 21 年度においても 22 年 2 月に基本方針の変更を
行い、特定調達品目は 19 分野 256 品目となりました。

イ　幅広い主体による環境物品等の購入の推進

　グリーン購入に率先して取り組む企業、行政、消費
者団体等各主体が連携した組織として発足したグリー
ン購入ネットワークの活動を積極的に支援するととも
に、グリーン購入セミナーなどを通して、廃棄物の発
生の少ない製品やリサイクル可能な製品など、環境へ
の負荷の少ない製品の優先的な購入の普及啓発を行い
ました。また、グリーン購入を促進させる上で必要な
環境物品等に関する情報の提供体制のあり方をまとめ
た「環境表示ガイドライン」について、説明会等を通
じてその普及啓発に努めました。

（12）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処
理の推進に関する特別措置法（PCB特措
法）

　昭和 43 年に発生したカネミ油症事件により PCB
の人体に対する毒性が明らかとなり、「化学物質の審
査及び製造等の規制に関する法律」が昭和 48 年 10 月
に制定され、PCB の製造・輸入・使用が事実上禁止
となりました。しかし、廃棄物となった電気機器等の
処理体制については、処理施設建設候補地の地方公共
団体や周辺住民の理解が得られないなどの理由で処理
体制の構築がされず、長期にわたり、PCB 廃棄物の
保管が続いてきました。また、平成 13 年 5 月に採択
された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム
条約」（POPs 条約）では、PCB の平成 37 年までの使
用の全廃、平成 40 年までの廃棄物の適正な管理が定
められています。このような状況の中、PCB による
環境汚染を防止し、将来にわたって国民の健康を保護
し、生活環境の保全を図るため、平成 13 年 6 月に
PCB 特措法の制定等が行われました。これにより、
国は、PCB 廃棄物処理基金の創設や日本環境安全事
業株式会社による拠点的な処理施設整備の推進など、
PCB 廃棄物の処理体制の構築に向けた施策を実施し、
今後、平成 28 年までに PCB 廃棄物の処理を終えるこ
ととしています。PCB 廃棄物の確実かつ適正な処理
を総合的かつ計画的に推進するため、平成 15 年 4 月
に PCB 特措法に定める「ポリ塩化ビフェニル廃棄物
処理基本計画」の策定を行いました。平成 21 年 11 月
には、微量 PCB 汚染廃電気機器等の処理体制の構築
及び PCB 汚染物等の速やかな処理の促進に関する事
項を定めるため、基本計画の改定を行いました。

（13）特定産業廃棄物に起因する支障の除去
等に関する特別措置法（産廃特措法）

　わが国においては、過去に不法投棄等が行われた産
業廃棄物により、生活環境保全上の支障等が生じると
ともに、これらの産業廃棄物が長期間放置されること
により、産業廃棄物処理に対する国民の不信感が生じ、
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第4節　循環型社会を形成する基盤整備

（1）財政措置等

　循環型社会基本法では、政府は、循環型社会の形成
に関する施策を実施するために必要な財政上の措置等
を講じることとしています。国の各府省の予算のうち、
循環型社会の形成を推進するための経費は、平成 21
年度当初予算額で約 7,608 億 8,167 万円（うち、下水
道事業費補助等　約 4,483 億 6,500 万円）となってい
ます。

（2）循環型社会ビジネスの振興

ア　循環型社会ビジネスの市場規模

　平成 19 年度における循環型社会ビジネス市場の市
場規模は、目標の基準年である平成 12 年度の 1.29 倍、
雇用規模は 1.22 倍となり、前年度（平成 18 年度）と
比較すると、それぞれ 9.9％、3.1％増加しています（表
3-4-1）。
　なお、市場規模の推計に当たっては、建設リフォー

機器・プラント供給 サービス提供 資材供給・最終消費財供給

ビジネス例

・中間処理プラント
・溶融装置
・RDF製造／利用施設
・プラ油化施設
・生ごみ堆肥装置
・プラント建設
・最終処分場建設

・廃棄物処理
・資源回収
・リサイクル

・プラ再生油
・PET再生繊維
・間伐材利用製品
・リサイクル製品
（鉄スクラップ等）
・再生品利用製品
（再生紙等）
・詰替型製品
・機械・家具修理
・住宅リフォーム・修繕

総計

市場規模・雇用規模 造製材資用止防染汚び及置装 ・
（廃棄物関係）
・建設及び機器の備え付け
（廃棄物関係）

・サービスの提供
（廃棄物関係）

・再生素材
・リペア（修理）

平成12年 8,065億円 27,536億円 260,254億円 295,855億円

平成19年 4,562億円 30,077億円 346,005億円 380,644億円

平成12年 1,872人 195,292人 331,513人 528,677人

平成19年 8,275人 130,392人 511,736人 650,403人

資料：環境省

表3-4-1　日本の循環型社会ビジネス市場規模について

循環型社会の形成の阻害要因ともなっている状況にか
んがみ、これらの産業廃棄物に起因する支障の除去又
は発生の防止を計画的かつ着実に推進することが課題
となっています。こうした課題を踏まえ、平成９年の
改正廃棄物処理法の施行（平成 10 年６月 17 日）前に、
同法に定める処理基準に違反して不適正に処分された
産業廃棄物（特定産業廃棄物）に起因する生活環境の
保全上の支障の除去又は発生の防止（支障の除去等）
を自ら行う都道府県等に対し、国が財政支援を行うこ
とにより、支障の除去等を計画的に推進するため、平
成 24 年度までの時限法として、平成 15 年６月に特定
産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置
法（平成 15 年法律第 98 号。以下「産廃特措法」とい
う。）が制定され、施行されました。
　同法では、①環境大臣は、「特定産業廃棄物に起因
する支障の除去等を平成 24 年度までの間に計画的か
つ着実に推進するための基本的な方針」（基本方針）
を定める旨、②都道府県等は、基本方針に即して、そ
の区域内における特定産業廃棄物に起因する支障の除
去等の実施に関する計画（実施計画）を定めることが

できる旨、③国は、産業廃棄物適正処理推進センター
が、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を行う都
道府県等に対し資金の出えんを行う場合には、予算の
範囲内において、その業務に係る基金に充てる資金を
補助することができる旨及び④特定産業廃棄物に起因
する支障の除去等を行うに当たり都道府県等が必要と
する経費について、地方債をもってその財源とするこ
とができる旨を定めています。
　平成 21年３月末までに、香川県豊島、青森・岩手県
境、山梨県須玉町（現北杜市）、秋田県能代市、三重県
桑名市、新潟県三和村（現上越市）、福井県敦賀市、宮
城県村田町、神奈川県横浜市、岐阜県岐阜市、新潟県
新潟市（旧巻町）及び福岡県宮若市（旧若宮町）の 12
事案において、都道府県等が実施計画を策定し、これ
に対して、環境大臣が同意をしました。このうち、不
法投棄等量が最大のものは福井県敦賀市の約 110 万 m3

の事案であり、これらの事案については、支障除去等
の事業を行う都道府県等に対し、国は財政支援等を行
っています。

第4節　循環型社会を形成する基盤整備
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ム・リペア市場の出典が変更となったため、統計の適
用方法を見直しました

イ　循環型社会ビジネスの振興へ向けた取組

　グリーン購入ネットワークなどとも連携しながら、
グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の促進を進
めています。同法に基づく「環境物品等の調達の推進
に関する基本方針」に定められる特定調達品目（国等
の各機関が重点的に調達を推進する調達物品等の種類）
及びその判断の基準等については、適宜見直しを行っ
ていくこととしており、平成21年には、10品目の追加、
1 品目の削除及び「コピー用紙」における総合評価指
標方式の導入をはじめ 39 品目の見直しを行いました。
　また、地方公共団体のグリーン購入の取組を促進す
るため策定したグリーン購入取組ガイドラインについ
て普及を行っています。平成 21 年度は、市場の環境
表示を引用しつつ、判断の基準を分かりやすく解説し
た手引きを作成することとしています。
　優良な廃棄物事業者の育成を図り、「悪貨が良貨を
駆逐しない」環境整備に取り組んでいます。平成 20
年度は、産業廃棄物処理業の優良化を一層推進するた
め、産業廃棄物処理業に係る優良性評価制度の普及啓
発を行い、処理業者の優良化への意識向上を目指した
研修会を開催しました。

ウ　地域循環圏の構築に向けた取組

　循環資源の性質と地域の特質に応じた最適な規模の
「地域循環圏」を構築するため、地域ブロックレベル
での地域計画の策定等に向けた検討を進めました。具
体的には中部、近畿及び九州ブロックにおいて、各地
方環境事務所が中心となり、各主体が連携・協働して、
地域計画を策定するための調査を行いました。
　その他、いわゆる地域コミュニティ・ビジネスの育
成を図るための事業の実施等を行いました。

（3）経済的手法の活用

　多くの人の日常的な活動によって引き起こされてい
る廃棄物問題については、大規模な発生源やある行為
の規制を中心とする従来の規制的手法による対応では
限界がある面もあります。このため、その対策に当た
っては、規制的手法、経済的手法、自主的取組などの
多様な政策手段を組み合わせ、適切な活用を図ってい
くことが必要です。
　平成 12 年 4 月施行の地方分権一括法によって、課
税自主権を尊重する観点から法定外目的税の制度が創
設されたことなどを受け、廃棄物に関する税の導入を
検討する動きが各地で見られます。
　環境省の調査によると、平成 21 年 4 月現在、47 都
道府県中 27 道府県（三重、鳥取、岡山、広島、青森、

岩手、秋田、滋賀、奈良、山口、新潟、宮城、京都、
島根、福岡、佐賀、長崎、大分、鹿児島、宮崎、熊本、
福島、愛知、沖縄、北海道、山形、愛媛）及び政令市
60 市中 1 市（北九州）において、産業廃棄物に係る
法定外目的税の条例が制定されています。
　また、関係者が 3Rに自主的に取り組むことを促す、
市場メカニズムを活用した手法について検討していま
す。平成 21 年度は、消費者や市民の 3R に関する高
い意識を具体的行動に結び付けるためにポイント付与
手法を用いた 3R の促進方法についての現状と課題等
について整理しました。

（4）教育及び学習の振興、広報活動の充実、
民間活動の支援及び人材の育成

　NGO・NPO 等の民間団体、事業者及び地方公共団
体等の各主体が連携して行う 3R を中心とする循環型
社会に向けた取組であって、先駆的・独創的かつほか
の領域に適用可能な一般性を有する事業について、ア
イデアを公募して、「循環型社会地域支援事業」を実
施しました。
　インターネットを利用する若い世代に対し、恒常的
に周知徹底を図るため、WEBマガジン「Re-Style」（PC
版：http://www.re-style.jp/、携帯版：http://www.
re-style.jp/k）を運営し、循環型社会の形成に関する
最新データやレポート等の掲載、循環型社会基本計画
の周知及び循環型社会に向けた多様な活動等の情報発
信を行い、国民、民間団体及び事業者等における活動
の促進を図りました。

　経済産業省では、生活者が自ら積極的に 3R に取り
組むことを分かりやすい形で促進するため、子どもか
ら大人まで対象にした普及啓発用 DVD「レッツゴー
3R」等の貸出等を実施しました。また、容器包装リ
サイクル教材等 3R 教育に資する教材の地域における
学習拠点への設置や貸出を実施するとともに、地域で
の事業者や消費者の協力の下、地域省エネ型リユース
促進事業を実施しました。
　また、学校における環境教育の推進を図るため、全
国環境学習フェアの開催や環境教育担当教員講習会の
開催、新しい環境教育のあり方に関する調査研究の実
施、環境のための地球学習観測プログラム（GLOBE）
モデル校の指定等を行っています。
　さらに、文部科学省と環境省の連携・協力の下、環
境教育リーダー研修基礎講座の実施、環境教育推進の
ためのプログラム開発や、情報提供体制の整備を進め、
「環境教育・環境学習データベース」をホームページ
で公開しています。
　環境保全計画の策定や環境測定など地方公共団体や
企業の環境保全活動等に関して、文部科学省において
は、技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）に基づき技術
士試験に合格し、登録を受けた有能な技術者に「技術
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第4節　循環型社会を形成する基盤整備

循環型社会地域支援事業コラム

　循環型社会基本計画では、国の取組として、地
域におけるNPO・NGOなどのさまざまな主体が行
うモデル的な取組に対する支援を行うこととされ
ています。
　これを受けて環境省では、NPO・NGOや事業者
が地方公共団体と連携して行う循環型社会の形成
に向けた取組で、ほかの地域のモデルとなるよう
な事業を公募して循環型社会地域支援事業として
行うことにより、地域からの取組の展開を促すこ
ととしています。
　平成 21 年度は、全国から 54 件の応募があり、7
件の事業を採択しました。採択事業の概要は以下
のとおりです。
○ 廃棄自転車のリユース、リサイクルとレンタル
自転車での観光振興（NPO法人霧多布湿原トラ
スト・北海道浜中町）

　廃棄される自転車をリユースして循環利用シス
テムを構成する。
・ 町内で賛同者を募りレンタル自転車の乗り捨て
が可能な仕組みづくり

・ 旅行者の移動が便利になり、滞在者が増加する
ことで観光振興に寄与

・ 廃棄自転車のリユースを促進、さらに廃棄の際
は分別、リサイクルの実施

○ リモネンを溶解剤とする漂着発泡スチロールの
回収

　（東北公益文科大学市田研究室・山形県酒田市）
　塩分が付着することにより、処理に課題がある
漂着発泡スチロールのリモネンによる溶解処理等
を行う。
・ 塩分が付着した発泡スチロールとリモネンとの
反応影響実験

・発泡スチロール熔解の際の問題点の検討・改善

○ プロスポーツによるエコシティ仙台創造プロジ
ェクト

　（みやぎ・環境とくらしネットワーク・宮城県仙
台市）
　仙台をホームとするプロスポーツチームの試合
等でのごみ発生抑制等 3Rの実践を目指す。
・ チーム運営会社、自治体、観客との役割分担し
つつ、3R学習イベント、エコステーションボラ
ンティア育成、情報提供等の人材育成、環境に
配慮するスポーツ興業の実践

・ リデュース推進、リサイクルシステム確立、公
共交通利用による温暖化対策

・映像、グッズ等を活用した普及啓発を実施

○ 「首都圏における生ごみ全量堆肥化による地域
内・循環型社会の形成：市民、行政、企画の連
携（NPO法人町田発・ゼロ・ウェイストの会・
東京都町田市）
　町田市内全世帯の生ごみを全量堆肥化すること
を目指し、休耕田等を利用した堆肥化施設や実験
農場の実証、集合住宅への参加働きかけ等を行う。
・ 同様の取組を行うグループの拡大・強化・集合
住宅への展開のための説明会、アンケート調査
実施
・「生ゴミ堆肥化組織」設置
・ワークショップの開催

○ 竹鶏物語～3Rプロジェクト～（四日市大学エネ
ルギー環境教育研究会・三重県四日市市）
　大学と行政（四日市市）と民間企業や事業者と
市民を食品残さのリサイクルで地域の中でつなぐ。
・ 竹粉・ぬか・魚あら・野菜くず等の廃棄物に分
会酵素を添加した飼料の活用
・ 畜舎の床材に竹粉・木質チップに分解酵素を加
えたリサイクル材料の使用による養豚・養鶏技
術の高度化等

○ 大学、職人、商店街と地域が育む古着再利用事
業「かさでらR」プロジェクト
　（かんでらmonzen 亭・愛知県名古屋市）
　古着や古布を再利用し、地元の大学の服飾デザ
イン系の学生や地場産業の職人との連携により、
デザインや技の力で付加価値の高いカバンや帽子
に蘇らせ、地元商店街で販売することによって、
持続可能な循環システムを構築するとともに、ほ
かの不用品や再利用システムへと展開していく。
・ 古着からバックや帽子をつくる地域住民を対象
とした教室を地元職人の技術協力を仰ぎながら
大学のカリキュラムとして開催
・ 作品は「かさでら R」ブランドとして商店街内
のファッション系店舗やフリーマーケットで販
売
・ エコブランドイメージを高めるため愛知万博の
後継事業として継続している EXPOエコマネー
の交換商品として提供

○ 沖縄の特性を生かした生ごみループ形成事業－
食品循環養豚と堆肥化によるトータルな生ごみ
循環システムの構築（沖縄リサイクル運動市民
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士（環境部門）」の名称を付与し、活用を促進してい
ます。
　平成 20 年 12 月末日現在、技術士（環境部門）の登
録者数は 970 人です。

（5）調査の実施・科学技術の振興

　平成 18 年 3 月に閣議決定された第 3 期科学技術基
本計画の下、平成 18 年 3 月に総合科学技術会議にお
いて決定された「分野別推進戦略」では、環境分野で
今後 5年間に重点的に取り組んでいくべき研究課題の
一つとして、3R技術研究が選定されました。また、
中央環境審議会では、「環境研究及び環境技術開発を
重点的に推進するための戦略は、いかにあるべきか」
について審議し、「循環型社会の構築」領域等の「重
点領域」を明らかにした中央環境審議会答申を取りま
とめ、平成 19 年 3 月に「環境研究・環境技術開発の
推進戦略の実施方針」を策定し、その取組状況につい
て、毎年フォローアップを行っています。さらに平成
20 年 5 月に総合科学技術会議で決定された「革新的
技術戦略」では、希少資源対策技術としてレアメタル
代替材料・回収技術が選定されました。
　循環型社会形成推進科学研究費においては、競争的
資金を活用し広く課題を募集し、平成 21 年度は 87 件
の研究事業及び 5件の技術開発事業を実施しました。
　研究事業については、資源生産性や有害物質対策の
観点から、早期の技術開発が期待されている、使用済
み製品等、廃棄物からのレアメタル回収技術に関する
研究を行う「レアメタル特別枠」を設けるとともに、
「3R 推進のための研究」、「廃棄物系バイオマス利活用
推進のための研究」、「循環型社会構築を目指した社会
科学的複合研究」、「アスベスト問題解決をはじめとし
た安全、安心のための廃棄物管理技術に関する研究」、
「漂着ごみ問題解決に関する研究」を重点テーマとし、
廃棄物をとりまく諸問題の解決とともに循環型社会の
構築に資する研究を推進しました。
　技術開発事業については、「廃棄物系バイオマス利
活用技術開発」、「アスベスト廃棄物の無害化処理に関
する技術開発」等を重点テーマとし、次世代を担う循
環型社会形成推進に係る技術の開発を図りました。
　また、地球環境保全等試験研究費のうち公害防止等
試験研究費においては、前年度に引き続き「循環型社
会形成に資する研究」について重点的強化を図る必要

がある事項の一つに掲げ、廃棄物の処理・再利用技術
の開発等、5課題の試験研究を実施しました。
　また、農林水産省においては、木質系廃棄物、家畜
排せつ物、廃食用油等の有機性資源について、バイオ
マスとして利活用を促進するため、低コスト・高効率
なバイオ燃料生産技術、バイオマスをマテリアル利用
するための技術の開発に取り組むとともに、バイオマ
スの地域特性に応じて、燃料利用とマテリアル利用を
総合的に行うバイオマス利用モデルの構築等の取組み
を行いました。
　文部科学省と経済産業省は連携して、「元素戦略／
希少金属代替材料開発プロジェクト」を推進していま
す。文部科学省は「元素戦略プロジェクト」の中で、
物質・材料の特性・機能を決める元素の役割を解明し
利用する観点から、希少元素をユビキタス元素で代替
し新しい材料の創製につなげる研究開発を推進してい
ます。一方、経済産業省は、「希少金属代替材料開発
プロジェクト」で、液晶パネル等に使用される透明電
極向けインジウム、希土類磁石向けディスプロシウム、
及び、超硬工具向けタングステンの代替／使用量低減
に向けた技術開発に着手しました。
　また、文部科学省は太陽光で水を分解して水素を得
る光触媒の開発や、セルロースなど植物の非可食部位
を分解し糖に変換する固体酸触媒の開発を進めていま
す。
　さらに、経済産業省では、技術開発戦略として複数
の技術開発や実用化に向けた関連施策をパッケージ化
した研究開発プロジェクトを策定し、その中の環境－
3R 分野で 3R の推進に資する研究開発や実用化技術
開発を実施しており、平成 20 年度は、建築用部材の
高強度化技術、希少金属のリサイクル及び省資源化技
術の開発等を行いました。
　国立環境研究所においては、第 2期中期計画（計画
期間：平成 18 年度から 22 年度）に掲げられた重点研
究プログラムの一つである「循環型社会研究プログラ
ム」の着実な実施を図りました。

（6）施設整備

　地域における資源循環型経済社会の構築を目的に、
環境省及び経済産業省が連携して実施している「エコ
タウン事業」（図 3-4-1）に対して、事業運営に資する
情報提供や、情報交換の場の設定などの支援を行いま

の会・沖縄県那覇市）
　事業系生ごみの完全なリサイクルループを形成
することを目的とし、生ごみの飼料化、その飼料
で育てた豚の試験販売等を実施する。
・事業系生ごみ組成調査

・生ごみの飼料化
・生ごみ飼料で肥育した豚の試験販売
・ 農家、スーパー、くいまーる事業協同組合、行
政担当による検討会
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第4節　循環型社会を形成する基盤整備

した。
　畜産業において発生する家畜排せつ物については、
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する
法律（平成 11 年法律第 112 号）に基づき、適正な管
理の徹底・有効利用を促進しました。
　こうした中、家畜排せつ物、稲わら等の循環的な利
用については、畜産農家と耕種農家との連携強化によ

る流通・利用の促進を図るため、たい肥・稲わら等流
通利用計画の作成等を行うとともに、たい肥化施設等
の整備等幅広い取組を推進しました。
　さらに、下水汚泥の減量化のための施設整備の支援、
新技術開発の促進等を行いました。
　近畿圏においては、「広域臨海環境整備センター法」
（昭和 56 年法律第 76 号）に基づき大阪湾フェニック

平成22年3月現在・26地域

青森県【平成14年12月25日承認】
・焼却灰･ホタテ貝殻リサイクル施設（経）
・溶融飛灰リサイクル施設（経）

岩手県釜石市
【平成16年8月13日承認】
・水産加工廃棄物リサイクル施設（経）

宮城県鶯沢町（現栗原市）
【平成11年11月12日承認】
・家電製品リサイクル施設（経）

千葉県・千葉市
【平成11年1月25日承認】
・エコセメント製造施設（経）
・直接溶融施設（環―廃）
・メタン発酵ガス化施設（環）
・廃木材・廃プラスチックリサイクル施設
（経）
・高純度メタル・プラスチックリサイクル
施設（経）

・貝殻リサイクル施設（経）
・建設系廃内装材のマテリアルリサイク
ル施設（環）

東京都
【平成15年10月27日承認】
・建設混合廃棄物の高度選別リサイクル
施設（環）

川崎市【平成9年7月10日承認】
・廃プラスチック高炉還元施設（経）
・難再生古紙リサイクル施設（経）
・廃プラスチック製コンクリート型枠用パ
ネル製造施設（経）

・廃プラスチックアンモニア原料化施設
（経）
・ペットtoペットリサイクル施設（経）

岐阜県【平成9年7月10日承認】
・廃タイヤ、ゴムリサイクル施設（経）
・ペットボトルリサイクル施設（経）
・廃プラスチックリサイクル（ペレット化）
施設（経）

・廃プラスチックリサイクル（製品製造）
施設（経）

愛知県【平成16年9月28日承認】
・ニッケルリサイクル施設（経）
・低環境負荷・高付加価値マット製造施
設（経）

・原料廃ゴム（未加硫廃ゴム）マテリア
ルリサイクル施設（経）

三重県四日市市【平成17年9月16日
承認】

・廃プラスチック高度利用・リサイクル施
設（経）

三重県鈴鹿市【平成16年10月29日
承認】

・塗装汚泥堆肥化施設（経）

山口県【平成13年5月29日承認】
・ごみ焼却灰のセメント原料化施設（経）

福岡県大牟田市
【平成10年7月3日承認】
・RDF発電施設
（経―新エネ、環―廃）
・使用済紙おむつリサイクル施設
（経）

広島県【平成12年12月13日承認】
・RDF発電、灰溶融施設（経―新エネ、
環―廃）

・ポリエステル混紡衣料品リサイクル施
設（経）

兵庫県【平成15年4月25日承認】
・廃タイヤガス化リサイクル施設（環）

香川県直島町
【平成14年3月28日承認】
・溶融飛灰再資源化施設（経）
・有価金属リサイクル施設（経―新エネ）

高知県高知市
【平成12年12月13日承認】
・発泡スチロールリサイクル施設（経）

北九州市【平成9年7月10日承認】
・ペットボトルリサイクル施設（経）
・家電製品リサイクル施設（経）
・OA機器リサイクル施設（経）
・自動車リサイクル施設（経）
・蛍光管リサイクル施設（経）
・廃木材･廃プラスチック製建築資材製造
施設（経）

・製鉄用フォーミング抑制剤製造施設
（経）

岡山県【平成16年3月29日承認】
・木質系廃棄物炭化リサイクル施設（経）

秋田県【平成11年11月12日承認】
・家電製品リサイクル施設（経）
・非鉄金属回収施設（経）
・廃プラスチック利用新建材製造施設（経）
・石炭灰・廃プラスチックリサイクル施設
（経）

北海道【平成12年6月30日承認】
・家電製品リサイクル施設（経）
・紙製容器包装リサイクル施設（経）

札幌市【平成10年9月10日承認】
・廃ペットボトルフレーク化施設（経）
・廃ペットボトルシート化施設（経）
・廃プラスチック油化施設（経）

長野県飯田市
【平成9年7月10日承認】
・ペットボトルリサイクル施設（経）
・古紙リサイクル施設（経）

大阪府
【平成17年7月28日承認】
・亜臨界水反応を用いた廃棄物再資源化
施設（環）

富山県富山市【平成14年5月17日承認】
・ハイブリッド型廃プラスチックリサイクル
施設（経）

・木質系廃棄物リサイクル施設（環）
・廃合成ゴム高付加価値リサイクル施設
（経）
・難処理繊維及び混合廃プラスチックリサ
イクル施設（経）

熊本県水俣市
【平成13年2月6日承認】
・びんのリユース、リサイクル施設（経）
・廃プラスチック複合再生樹脂リサイクル
施設（経）

愛媛県
【平成18年1月20日承認】

※経…経済産業省エコタウン補助金
経―新エネ…経済産業省新エネ補助金
環…環境省エコタウン補助金
環―廃…環境省廃棄物処理施設整備費補助金
資料：環境省、経済産業省

資料：環境省、経済産業省

図3-4-1　エコタウン事業の承認地域マップ
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ス計画が推進されており、尼崎沖処分場、泉大津沖処
分場、神戸沖処分場に加え、平成 21 年 10 月からは大
阪沖処分場において近畿 2府 4 県内の 168 市町村（平
成 22 年 3 月 21 日現在）から排出される廃棄物を受け
入れています。
　港湾における廃棄物処理対策として、平成20年度は、
21 港において廃棄物埋立護岸の整備に対する補助を
実施しました。また、資源のリサイクルの促進のため、
首都圏の建設発生土を全国の港湾建設資源として広域
的に有効活用するプロジェクト（いわゆるスーパーフ
ェニックス）を 6 年度に開始し、20 年度は広島港等
において建設発生土の受入れを実施しました。

（7）不法投棄等の未然防止・拡大防止対策及
び残存事案対策

　不法投棄等の未然防止・拡大防止対策としては、廃
棄物処理法の厳格な適用を図るとともに、平成 19 年
度より毎年度、5 月 30 日から 6 月 5 日までを「全国
ごみ不法投棄監視ウィーク」として設定し、国と都道
府県等とが連携して、普及啓発活動を通じて不法投棄
等の撲滅に向けた取組を一斉に実施しました。また、
IT の活用、不法投棄等に関する情報を国民から直接
受け付ける不法投棄ホットラインの設置及び現地調査
や関係法令等に精通した専門家の派遣による都道府県
等での行為者等の責任追及の支援等を行いました。さ
らに、平成 21 年度からは、衛星画像を活用した未然
防止・拡大防止対策のモデル事業を開始し、不法投棄
等の撲滅に向けてさらなる推進を図りました。
　残存事案対策としては、平成 10 年 6 月 16 日以前に
生じた不法投棄等を対象とする産廃特措法については
その期限が平成 24 年度末となっており、平成 10 年 6
月 17 日以降に生じた不法投棄等事案を対象とする廃
棄物処理法に基づく支援についても産業界からの理解
と協力を引き続き確保することが必要となっています。
そのため、全国の残存事案について詳細調査を実施し、
当該調査の結果も踏まえ、すべての残存事案への今後
の対応のあり方や、産廃特措法の延長も含め、生活環
境保全上の支障等がある事案に対する今後の財政的支
援のあり方について、検討を進めました。

（8）その他の政府の取組

ア　都市再生プロジェクトの推進

　都市再生プロジェクトとして推進している「大都市
圏におけるゴミゼロ型都市への再構築」に向けて、首
都圏ゴミゼロ型都市推進協議会及び京阪神圏ゴミゼロ
型都市推進協議会では、廃棄物の減量化目標の達成、
廃棄物処理・リサイクル施設の整備、静脈物流システ
ムの構築等を内容とする中長期計画を策定し、毎年、

進捗状況の点検及び新たな課題の検討等のフォローア
ップを行っています。中部圏ゴミゼロ型都市推進協議
会においては、平成 18 年度に策定した中長期計画に
基づき、廃棄物減量化に取り組んでいます。平成 20
年度においては、首都圏ゴミゼロ型都市推進協議会に
おいて、昨年度に策定した第二期中長期計画に基づき
ゴミの最終処分量ゼロを目標に取り組んでいます。

イ　ゼロ・エミッション構想の推進

　地域における資源循環型経済社会構築の実現に向け
て、先進的なリサイクル関連施設整備事業に対して支
援を行い、平成 22 年 3 月までに全国 26 地域のエコタ
ウンプランを承認しました。

ウ　循環型社会実現のための静脈物流システムの
構築

　廃棄物や再生資源・製品の輸送については、リサイ
クル対象品目の増加、再生利用率の向上などによって、
輸送の大量化・中長距離化が進むことが予想されます。
また、大都市圏における廃棄物・リサイクル施設の集
中立地や拠点形成により、拠点間の相互連携によるリ
サイクル等の廃棄物処理に的確に対応した物流システ
ムの整備が必要となってきます。
　平成 17 年 11 月に閣議決定された「総合物流施策大
綱（2005-2009）」においても、循環型社会の形成に向
けて、適正な処理・輸送を確保した効率的な静脈物流
システムの構築を推進していく必要があるとされまし
た。そのためグリーン物流パートナーシップ会議に提
案のあった静脈物流案件について、支援を行いました。
　循環型社会の実現を図るため、港湾においては、広
域的なリサイクル施設の立地に対応した静脈物流の拠
点となる港湾を「総合静脈物流拠点港（リサイクルポ
ート）」（全国 21 港）に指定し、官民連携の推進、港
湾施設の整備など総合的な支援策を講じています。平
成 20 年度にはリサイクルポートを介した循環資源の
海上輸送の実証実験を行い、適切な梱包・荷役方法や
情報管理技術の検証を行いました。
　また、第 3セクター等による建屋・一時保管施設等
の循環資源取扱施設の整備を支援しました。

エ　農業用使用済プラスチック等農業生産資材廃
棄物の適正な処理

　農業用使用済プラスチック等農業生産資材廃棄物の
適正な処理を推進するため、全国段階において、再生
品の需要拡大を図るための普及啓発等を行うとともに、
都道府県・市町村段階において、関係者の協力体制の
確立、処理・減量化計画の策定、排出量を削減するた
めの生分解性プラスチックフィルム等導入技術実証、
普及啓発等を行いました。
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第4節　循環型社会を形成する基盤整備

オ　使用済FRP船の再資源化の推進

　FRP（繊維強化プラスチック）船については、平成
17 年 11 月から国土交通省が確立したリサイクル技術
を踏まえ、（社）日本舟艇工業会が廃棄物処理法に基
づく広域認定制度を活用して「FRP 船リサイクルシ
ステム」の段階的な構築及び運用に取り組んでいるた
め、同システムの普及啓発及び事業評価などによる支
援及び協力を実施しました。平成 20 年度には、全国
において同システムの本格運用を開始し、約 750 隻の
FRP 船をリサイクル処理しました。

カ　廃エアゾール製品等の適正処理及びリサイク
ルの促進

　消費者が使用し、ごみとして排出された廃エアゾー
ル製品等については、充填物が残留したまま排出され
ることが原因となって、市町村でのごみ収集時の収集
車両の火災事故の発生、破砕処理施設での処理作業時
の爆発事故やリサイクルのための煩雑な作業の発生等
を招いてきました。このエアゾール製品等の適正処理
とリサイクルを促進するため、製品業界は充填物を容
易に排出できる装置が装着された製品への転換を進め
る一方、市町村と製品業界が協力して、消費者に対し、
そうした装置を利用して充填物の除去を行った上でご
みとして排出するよう周知活動等の取組を行いまし
た。

キ　標準化の推進

　我が国の標準化機関である日本工業標準調査会
（JISC）は平成 14 年 4 月に策定した「環境 JISの策定
促進のアクションプログラム」に基づき、環境 JIS の
整備に取り組んでいます。平成 20 年度は、環境関連
法令等の中での環境 JIS の位置づけを確認しながら自
治体・企業・消費者のグリーン購入における環境 JIS
活用状況の調査・検討を行い、さらなる環境 JIS の活
用促進に向けた課題の抽出を行いました。

ク　廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン
の策定

　排出事業者における廃棄物管理を徹底し、経営的な
観点から廃棄物・リサイクルに関するマネジメントを
行うための自主的取組を推進するため、産業構造審議
会において、平成 16 年 9 月に「排出事業者のための
廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」を策定
しました。平成 17 年度は、廃棄物・リサイクルガバ
ナンスガイドラインの普及に向け、各種事業者団体へ
の説明や中小企業内人材の育成支援、セミナー等を通
じて企業における廃棄物の適正処理及びリサイクルの
推進に取り組みました。さらに、平成 20 年度には、

社会・経済・環境の側面から企業に求められる社会的
責任が変化してきたことから、廃棄物・リサイクルガ
バナンスガイドラインの見直しに向けた調査を実施し
ました。

ケ　品目別・業種別廃棄物処理・リサイクルガイ
ドラインの改定

　品目別・業種別廃棄物処理・リサイクルガイドライ
ンは、事業者による 3R（リデュース・リユース・リ
サイクル）に関する自主的取組の促進を図ることを目
的として、品目別・業種別に平成 2年に策定されまし
た。平成 18 年度の改定では、容器包装リサイクル法
の改正に伴い、紙（紙製容器包装、段ボール製容器包
装、飲料用容器包装）、ガラスびん、スチール缶、ア
ルミ缶、プラスチック（ペットボトル、プラスチック
製容器包装）について減量化に向けた新たな目標値を
盛り込むとともに、3品目、4業種について有用金属（レ
アメタルを含む。）に関する取組を盛り込みました。

コ　バイオマスの利用の加速化

　平成18年3月に閣議決定された新たな「バイオマス・
ニッポン総合戦略」に基づき、情報提供や各種説明会
の開催等を通じた国民的理解の醸成、バイオマスタウ
ン構想の策定支援、新技術等を活用したバイオマス利
活用施設の整備に対する支援等を実施しました。特に、
バイオ燃料の利用促進については、平成 20 年 10 月に
新たに施行された農林漁業バイオ燃料法の円滑な運用
を図り、農林漁業者とバイオ燃料製造業者の連携した
取組を支援しました。また、食料供給と両立可能な稲
わら等のソフトセルロース系原料を用いてバイオ燃料
の効率的な製造技術の確立を図る事業を開始しまし
た。
　バイオマスタウンの加速化については、構想の策定
やその実現に向けた支援を行い、平成 21 年 3 月末現
在で 197 地区がバイオマスタウン構想を公表していま
す。
　このほか、水産系副産物である貝殻の再資源化によ
り資源の循環的利用を推進しました。
　また、農業集落排水事業においては、処理過程で発
生する汚泥について、コンポスト化や建設資材利用等
によるリサイクルを推進するとともに、地域の実情に
応じて余剰汚泥の減容化を進めました。

サ　使用済小型家電からのレアメタルの回収及び
適正処理推進事業

　経済産業省及び環境省は、適正かつ効果的なレアメ
タル（希少金属）のリサイクルシステムの構築を目指
すべく、平成 20 年に引き続き「使用済小型家電から
のレアメタルの回収及び適正処理に関する研究会」を



282

第2部│第3章　循環型社会の形成　～ビジネス・ライフスタイルの変革を通じた循環型社会への道しるべ～平成21年度

開催し、全国 7地域でモデル事業を行いながら、効率
的・効果的な回収方法の検討を行うとともに、回収さ
れた使用済小型家電に係るレアメタルの含有実態の把

握や、使用済小型家電のリサイクルに係る有害性の評
価及び適正処理等についての検討等を行いました。

ア　G8における3Rイニシアティブの推進

　2008 年（平成 20 年）5 月に、神戸で G8 環境大臣
会合が開催され、今後 G8 各国が 3Rの一層の推進に
向けて取り組む具体的な行動が列挙された「神戸 3R
行動計画」が合意されました。当計画は、同年 7月に
北海道洞爺湖で開催された G8 北海道洞爺湖サミット
において、G8 各国の首脳間でも支持されました。
　また、G8 環境大臣会合の際には、日本として、ア
ジア等における循環型社会の構築に向けて進めていく
国際的取組を列挙した「新・ゴミゼロ国際化行動計画」
を発表しました。

イ　アジアにおける取組

　（ア）　3R 国別計画・戦略の策定支援
　わが国は、ベトナム、インドネシアなどにおいて、
国連地域開発センター（UNCRD）、国連環境計画
（UNEP）及び地球環境戦略研究機関（IGES）と連携
して、国別の状況に応じて 3R を国家として推進する
ための計画・戦略の策定を支援しています。2009 年
度においては、ベトナムにおいて国家戦略が策定され
ました。
　（イ）　政策対話
　わが国は、3R 推進のための国内の制度強化・政策
の計画的実施の方向に歩み始めた諸国との間で、廃棄
物処理・3R 担当部局間の政策対話も積極的に進めて
います。
　2009 年（平成 21 年）5 月に中国環境保護部との間
で部局長級の「第 3回日中廃棄物・リサイクル政策対
話」を実施し、電気・電子機器廃棄物、医療廃棄物な
どの適正管理についての具体的な協力の可能性の検討
や、廃棄物の輸出入管理について、環境保護部及び国
家質量監督検験検疫総局との間で、日中の関係省庁間
の連携等を協力して進めていくことで一致しました。
　また、2009 年（平成 21 年）8 月に韓国環境部との
間で部局長級の「第 4回日韓廃棄物・リサイクル政策
対話」を実施しました。循環基本計画、電気電子製品
･ 自動車のリサイクル、バイオマスガスの利活用、レ
ジ袋削減対策の進捗、廃棄物の輸出入、3R の国際的
な取組の動向等について両国の政策の概要や課題を説
明し、意見交換を行いました（図 3-5-1）。
　（ウ）アジア 3R 推進フォーラム
　2008 年（平成 20 年）10 月にベトナム・ハノイで開
催された東アジア首脳会議環境大臣会合において、各

国政府間の対話を軸に、国際機関、援助機関、研究機
関、民間セクター等幅広い関係者が参加し、パイロッ
ト事業の形成・実施、研究協力など 3R 推進のための
地域協力のプラットフォームとなる「アジア 3R 推進
フォーラム」の発足を日本から提案し、参加各国より
賛同を得ました。
　これを受けて、2009 年（平成 21 年）11 月に環境省
と国連地域開発センター（UNCRD）の共催により「ア
ジア 3R 推進フォーラム設立会合」を開催し、アジア
15ヵ国の政府代表者と国際機関、3R に関する専門家
等が参加しました。同会合で、「アジア 3R 推進フォ
ーラムの設立に関する東京 3R 宣言」が参加者により
合意され、「アジア 3R 推進フォーラム」が設立しま
した。
　今後はアジア 3R 推進フォーラムの下で、3R に関
するハイレベルの政策対話の促進、各国における 3R
プロジェクト実施への支援の促進、3R 推進に役立つ
情報の共有、関係者のネットワーク化等を進めること
となりました。
　次回の会合については、マレーシアから平成 22 年
中の開催が提案され、参加者の歓迎を受けました。
　また、多様な主体同士での国際的な連携を目指し、
アジア 3R 推進フォーラム設立会合と連携して平成 21
年 11 月に日本、中国、韓国、インドネシアの NGO/
NPO の参加を得て開催された「アジア 3R 推進市民
フォーラム」、平成 21 年 10 月にアジア 7 か国の地方
自治体の参加を得て開催された「アジア 3R 自治体間
ネットワーク会合」の支援を実施しています。
　（エ） 3R に関する情報拠点・研究ネットワークの整

備
　環境省では、アジア各国での 3R 施策推進に係る技
術・政策情報と知識を開発・普及
　するための知識基盤としてアジア工科大学（AIT）
に構築された 3R ナレッジハブへの 3R の優良取組事
例や 3R に関する研究成果の収集等を支援し、情報・
技術の拠点整備を行っています。
　また財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）と共
同して廃棄物の処理のための国際移動を含めアジア全
体での資源循環の環境や経済等への影響、効果を評価
し、アジアにおける適切な資源循環を検討する国際共
同研究を行っています。
　（オ） 日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM）の下で

の取組
　日中韓サミットや日中韓三カ国環境大臣会合
（TEMM）等を通じて、東アジア地域における循環型

第5節　国際的な循環型社会の構築
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第5節　国際的な循環型社会の構築

社会構築に向けた協力を深めています。2009 年（平
成 21 年）10 月に行われた第 2 回日中韓サミットにお
いても、3R をはじめとする環境分野における協力を
強化することが確認され、日中韓の共同行動計画の策
定が奨励されました。また、TEMMの下で平成 21 年
11 月に第 5 回循環型社会／循環経済／3R セミナーを
開催し、循環型社会と低炭素社会構築に向けた統合的
取組や E-wasteに関する各国の取組についての情報
交換、及び 3R に関する日中韓の共同行動計画の検討
などを行いました。
　（カ）川崎市と瀋陽市の環境にやさしい都市構築に
関する協力
　2009 年（平成 21 年）6 月に、環境大臣と中国環境
保護部長官は、川崎市と中国・瀋陽市による循環経済
産業の発展を通じた環境にやさしい都市構築の協力を
支援する覚書を締結しました。協力事業の一環として
環境省は中国国家環境保護部とともに、循環型社会構
築に関する政策、技術の情報共有を目的としたワーク
ショップを、2010 年（平成 22 年）3 月に、中国・北
京市と瀋陽市において開催しました。

ウ　有害廃棄物の適正な管理

　有害廃棄物等の輸出入等の規制を適切に実施するた

め、環境省が主宰する「有害廃棄物の不法輸出入防止
に関するアジアネットワーク」の活動を拡大し、アジ
ア各国のバーゼル条約担当官と税関職員、関係国際機
関との対話促進や連携強化のための取組を行いました。
さらに、アジア太平洋地域の E-waste 及び使用済みコ
ンピュータ機器を環境上適正に管理するため、バーゼ
ル条約の下で各国が進めるプロジェクトについて、財
政的・技術的支援を行っています。

エ　国連との協力

　1992 年の地球サミットで採択された「アジェンダ
21」の実施状況を年次計画に基づいて評価している
国連持続可能な開発委員会（CSD）は、平成 22 年（2010
年）から平成 23 年（2011 年）の 2 年間に「廃棄物管理」
をテーマの一つに取り上げることとしています。CSD
の議論に積極的に貢献するため、環境省は、2010 年 3
月に世界全体の廃棄物管理及び 3R の専門家が参加す
る「国連持続可能な廃棄物管理会議準備会合」を東京
で開催し、2010 年 5 月に開催される CSD 第 18 回会
合ににその成果をインプットすることとしています。

資料：環境省

3Rに関するアジア各国との二国間協力（3R国家戦略策定支援、政策対話、JICAによる支援）

インドネシア
・2005年から、UNCRD及びIGESを通じて3R
国家戦略策定支援を実施。
・3R国家戦略最終案が政府承認手続中。
・2008年5月　廃棄物管理法成立

ベトナム
・2005年から、UNCRD及びIGESを通じて
　3R国家戦略策定支援を実施。
・3R国家戦略最終案が政府承認手続中。

中　国
・2009年１月から循環経済促進法を施行。
・2009年5月　北京にて第3回日中廃棄物・リサイクル政
策対話を実施。 （同対話は2007年から実施している）

・2009年6月、日中環境大臣間で、川崎-瀋陽の「環境に
やさしい都市」協力に関する覚書締結。

カンボジア
・2006年から、UNEP/ROAP及びIGESを通
じて3R国家戦略策定支援を実施。

マレーシア
・2005年から、UNEP/ROAP及びIGESを通
じて３R国家戦略策定支援を実施。

韓　国
・2008年１月から電気電子廃棄物や使用済自動車の リサイクル法を施行。
・2008年に資源リサイクル基本計画を策定。
・2009年8月　ソウルにて、第4回日韓廃棄物・リサイクル政策対話実施。（同対話は2006
年から実施している）

バングラディッシュ
・2006年から、UNCRD及びIGESを通じ
て3R国家戦略策定支援を実施。

タイ
・2005年から、UNEP/ROAP及びIGESを
通じて3R国家戦略策定支援を実施。

フィリピン
・2005年から、UNEP/ROAP及びIGESを通
じて3R国家戦略策定支援を実施。

シンガポール
・2006年7月　江田副大臣（当時）が訪問し､協力関係を構築。
それ以降、二国間政策対話を実施。

図3-5-1　3Rに関するアジア各国との二国間協力
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オ　その他の取組

　OECDにおいて進められている物質フロー及び資
源生産性のプロジェクトを重視し、積極的に議論をリ
ードしています。国連環境計画（UNEP）が、天然資
源の利用による環境への影響の科学的評価などを目的

に 2007 年に設立した「持続可能な資源管理に関する
国際パネル」についても、3R イニシアティブを推進
する観点から、これを支援しています。
　なお、OECD が取りまとめた各国の廃棄物の発生
量の1998年以降最新のデータは表3-5-1　のとおりです。
（OECD各国の廃棄物の発生量データ）

（単位：千t）

国 年 農林業 採鉱及び
採石業 製造業 エネルギー

製造業 水道業 建設業 その他 一般
廃棄物 合計

カナダ 2004 － － － － － － － 13,380 －

メキシコ 2006 － － － － － － － 36,090 －

アメリカ合衆国 2005 － － － － － － － 222,860 －

日本 2001 90,430 13,770 122,880 6,970 8,310 76,150 3,860 54,930 455,180

韓国 2004 － － 38,330 － － 54,200 － 18,250 110,780

オーストラリア 2002 － － 9,470 － － 13,740 － 8,900 32,380

ニュージーランド 1999 150 － 800 － － 800 － 1,540 3,290

オーストリア 2004 － － － － 1,910 28,600 18,900 4,590 54,000

ベルギー 2002 1,150 120 13,650 850 200 10,490 6,300 4,750 36,360

チェコ 2005 460 650 6,040 2,310 650 9,110 2,770 2,950 24,940

デンマーク 2005 － － 1,850 1,080 820 5,270 1,850 3,340 14,210

フィンランド 2004 860 23,820 15,710 1,570 510 20,840 100 2,370 65,790

フランス 2004 － － 90,000 － 960 － － 33,780 128,610

ドイツ 2004 － 50,450 53,010 － － 187,480 － 48,430 339,370

ギリシャ 2003 － － － － － 5,000 － 4,710 －

ハンガリー 2004 － 13,080 5,200 3,330 － 1,740 2,050 4,590 29,990

アイスランド 2004 50 0 50 0 0 20 230 150 490

アイルランド 2004 60,170 4,050 5,300 290 60 2,680 － 3,000 57,160

イタリア 2004 440 900 37,780 2,800 13,550 46,460 5,530 31,150 138,620

ルクセンブルグ 2004 － 50 730 0 130 6,980 90 310 8,300

オランダ 2004 2,390 90 16,900 1,430 170 24,000 6,150 10,160 61,290

ノルウェー 2005 160 190 3,800 40 － 1,500 2,260 1,840 9,790

ポーランド 2005 － 39,620 58,440 19,840 3,280 240 2,740 9,350 133,960

ポルトガル 2002 － 3,630 8,980 320 50 － 110 4,620 17,710

スロバキア 2004 4,490 － 8,680 － 260 1,690 － 1,400 16,590

スペイン 2004 － 21,780 28,510 5,940 － － 9,510 27,590 －

スウェーデン 2004 － 58,640 29,470 1,250 920 11,270 － 4,170 105,710

スイス 2004 － － 1,130 － 210 11,900 － 4,910 18,140

トルコ 2004 － － 17,500 13,890 3,240 － － 29,740 64,350

英国 2002 540 96,390 45,000 6,180 1,390 109,000 30,320 36,120 323,430

資料：OECD

表3-5-1　各国の部門別廃棄物発生量
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第1節　化学物質の環境中の残留実態の現状

第4章
化学物質の環境リスクの評価・管理

第1節　化学物質の環境中の残留実態の現状

　現代の社会においては、さまざまな産業活動や日常
生活に多種多様な化学物質が利用され、私たちの生活
に利便を提供しています。また、物の焼却などに伴い
非意図的に発生する化学物質もあります。化学物質の
中には、その製造、流通、使用、廃棄の各段階で適切
な管理が行われない場合に環境汚染を引き起こし、人
の健康や生態系に有害な影響を及ぼすものがありま
す。
　化学物質の一般環境中の残留状況については、化学

物質環境実態調査を行い、「化学物質と環境」（http://
www.env.go.jp/chemi/kurohon/）として公表してい
ます。平成 14 年度からは、本調査の結果が環境中の
化学物質対策に積極的に有効活用されるよう、施策に
直結した調査対象物質選定と調査の充実を図り、21
年度においては、①初期環境調査、②詳細環境調査及
び③モニタリング調査の 3つの体系を基本として調査
を実施しました（図 4-1-1）。

　初期環境調査は、主として、特定化学物質の環境へ
の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
（平成 11 年法律第 86 号。以下「化学物質排出把握管
理促進法」という。）における指定化学物質の指定に
ついて検討が必要とされる物質及び社会的要因から調
査が必要とされる物質等の環境残留状況を把握するた

めの調査です。
　平成 21 年度は、10 物質について、水質、底質、生
物及び大気で調査を実施しています。また、平成 21
年度は、平成 20 年度に水質、底質及び大気で調査を
実施した 24 物質の結果について解析し、10 物質（群）
の環境残留を把握しました。

1　初期環境調査

　詳細環境調査は、主として化学物質の審査及び製造
等の規制に関する法律（昭和 48 年法律第 117 号。以
下「化学物質審査規制法」という。）の特定化学物質
及び監視化学物質、環境リスク初期評価を実施すべき
物質等の環境残留状況を把握するための調査です。

　平成 21 年度は、20 物質（群）について、水質、底
質及び大気で調査を実施しています。また、平成 21
年度は、平成 20 年度に水質、底質及び大気で調査を
実施した 19 物質（群）の結果について解析し、13 物
質（群）の環境残留を把握しました。

2　詳細環境調査

　モニタリング調査は、残留性有機汚染物質に関する
ストックホルム条約（以下「POPs 条約」という。）
の対象物質及びその候補となる可能性のある物質並び
に化学物質審査規制法の特定化学物質及び監視化学物
質のうち、環境基準等が設定されていないものの、環
境残留性が高く環境実態の推移の把握が必要な物質を
対象として経年的に実施する調査です。
平成 21 年度は、POPs 条約対象物質及びその候補と

なる可能性のある物質並びに化学物質審査規制法の第
一種特定化学物質等の 27 物質（群）について、水質、
底質、生物及び大気で調査を実施しています。また、
平成 20 年度までの結果を解析し、POPs 条約対象物
質となっているものについては、いずれも濃度レベル
が総じて横ばい又は漸減傾向を示していることを確認
しました（図 4-1-2、図 4-1-3）。

3　モニタリング調査
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図4-1-3　クロルデンのモニタリング調査の経年変化
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資料：環境省

調査結果の報告

分析法開発対象物質

評価等

評価等

分析法開発検討実務者会議
（水系、大気系、 LC/MSの3部構成）

調査対象物質

調査結果調査結果

結果精査等検討実務者会議

分析調査精度管理

モニタリング調査の結
果に関する解析検討実
務者会議

初期・詳細環境調査の
結果に関する解析検討
実務者会議

中 央 環 境 審 議 会
化学物質評価専門委員会

中 央 環 境 審 議 会
環 境 保 健 部 会

環境化学物質に係る各種施策における要望

POPsモニタリング検
討実務者会議

POPsモニタリング事業

化学物質環境実態調査
（1）初期環境調査
（2）詳細環境調査

（3）モニタリング調査

図4-1-1　化学物質環境実態調査の検討体系図
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第2節　化学物質の環境リスク評価

　環境リスク、すなわち化学物質の環境経由ばく露に
関する人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれ
についての評価（環境リスク評価）を行うための知見
を収集し、平成 21 年度に環境リスク初期評価等につ
いて第 8次取りまとめを行いました。この中では、環
境リスク初期評価を 16 物質について行い、さらに生
態リスク初期評価については 7物質を追加し評価を行
いました。その結果、環境リスク初期評価について 3
物質、加えて行った生態リスク初期評価について 2物
質が、相対的にリスクが高い可能性があり「詳細な評
価を行う候補」と判定されました。
　また、生態系に対する影響に関する知見を充実させ
るため、経済協力開発機構（OECD）のテストガイド
ラインを踏まえて実施している藻類、ミジンコ、魚類
等を用いた生態影響試験を、平成 21 年度は 25 物質に
ついて行いました。
　さらに、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化
学物質の中でも生産量・排出量の多い物質を中心に、
PRTR データを活用してヒト健康及び生態への影響を
評価したリスク評価書の整備を実施しました。平成

20年度に50物質についての初期リスク評価書を公表、
6 物質についての詳細リスク評価書を出版しました。
初期リスク評価については、平成 13 年度から実施し
てきた 150 物質すべてについての初期リスク評価書が
公開されました。また、化学物質排出把握管理促進法
の指定化学物質の見直しに伴い新たに追加された物質
のうち 3物質についての有害性評価を実施しました。
また、化学物質審査規制法が改正され、すべての化学
物質についてリスク評価を行い必要に応じて規制等を
行うこととなったことを受け、化学物質審査規制法に
基づき得られる製造輸入量、用途等の情報から環境リ
スクを評価する手法を検討しました。
　また、ナノ材料については、その動態、有害性、環
境リスクに関する知見を早急に整備する必要があるこ
とから、国内外におけるナノ材料に対する取組に関す
る知見の集積や環境リスクの評価のための試験法の確
立等についての検討を行いました。
　さらに、ナノ材料に関して、製造事業者等から有害
性情報や自主的な安全対策の取組状況等についての情
報提供を受けその結果を公表しました。

1　化学物質の環境リスク評価の推進

　化学物質の内分泌かく乱作用問題については、その
有害性など未解明な点が多く、関係府省が連携して、
環境中濃度の実態把握、試験方法の開発、生態系影響
やヒト健康影響等に関する科学的知見を集積するため
の調査研究を、OECD における活動を通じた多国間
協力や 2国間協力など国際的に協調して実施していま
す。
　これまでの調査研究においては、魚類に対して、環
境中の濃度を考慮した濃度で、4 －ノニルフェノール
（分岐型）、4－ tert －オクチルフェノール、ビスフェ
ノールA及び o,p’ － DDTの 4 物質について、内分泌
かく乱作用を有することが推察されましたが、哺乳類
に対しては、ヒト推定ばく露量を考慮した用量での明
らかな内分泌かく乱作用が認められた物質は見つかり
ませんでした。
　その後、「化学物質の内分泌かく乱作用に関する環
境省の今後の対応方針について－ ExTEND 2005 －」

に基づき、野生生物の観察、環境中濃度の実態の把握
及びばく露の測定、基盤的研究の推進、影響評価並び
に情報提供及びリスクコミュニケーションの推進とい
ったより一層幅広い取組を進めています。その中で、
OECD における化学物質の内分泌かく乱作用に関す
るスクリーニング試験法の開発に参加し、英国や米国
との共同研究など国際協力も行いつつ、試験法検証作
業や必要なデータ収集等を実施しました。
　また、人に対する健康影響を調査するため、「内分
泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会」が取り
まとめた「中間報告書追補その 2」の行動計画に沿っ
た調査研究を実施しました。さらに、水環境中の内分
泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質の存在状況
を把握するため、全国 109 の一級河川を対象に、水質
及び底質の調査及び主要な下水道における流入・放流
水の水質調査を引き続き実施しました。

2　化学物質の内分泌かく乱作用問題に係る取組
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　化学物質排出把握管理促進法に基づく PRTR 制度
（化学物質排出移動量届出制度）については、同法施
行後の第 8 回目の届出として、平成 20 年度に事業者
が把握した排出量等が都道府県経由で国へ届け出られ
ました。届出された個別事業所のデータ、その集計結
果及び国が行った届出対象外の排出源（届出対象外の
事業者、家庭、自動車等）からの排出量の推計結果を、
平成 22 年 2 月に公表しました（図 4-3-2、図 4-3-3、図

4-3-4）。MSDS（化学物質等安全データシート）制度
については、パンフレットの配布等を行い、より一層
の定着を図りました。さらに、平成 21 年度に、
PRTR 制度及びMSDS 制度の普及を含め、事業者に
よる自主的な化学物質管理を促進させるために、全国
8 か所において講演会を実施しました。平成 20 年 11
月の対象物質の見直し及び第一種指定化学物質等取扱
事業者になり得る業種への医療業の追加を内容とする

2　 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づ
く取組

第3節　化学物質の環境リスクの管理

　化学物質審査規制法に基づき、平成 21 年度は、新
規化学物質の製造・輸入について 574 件（うち低生産
量新規化学物質については 270 件）の届出があり、事
前審査を行いました（図 4-3-1）。
　また、昭和 48 年の化学物質審査規制法公布時に製
造・輸入されていた化学物質（既存化学物質）等の安
全性点検を行っており、平成 21 年度には、分解性・
蓄積性について 16 物質、人への健康影響について 26
物質、生態毒性について 59 物質についての安全性評
価に関する審議を行いました。さらに、既存化学物質
の安全性点検を加速するため、国と産業界が連携し、
国内製造・輸入量が 1,000t／年以上の既存化学物質に
ついて、安全性情報を収集し、国民に対し分かりやす
く情報発信することを目的とする「官民連携既存化学
物質安全性情報収集・発信プログラム（通称：Japan
チャレンジプログラム）」を推進しました。具体的には、
事業者からの情報収集に係る協力が得られていない化
学物質については引き続き公開し、本プログラムへの
事業者の参加を促進したほか、本プログラムで得られ
た情報の発信を行うデータベース（J-CHECK）のさ
らなる充実を図りました。（http://www.safe.nite.
go.jp/jcheck/Top.do;jsessionid=BA09D044CB02DE60
6B97FB0C614A10FB）
　さらに、持続可能な開発に関する世界サミット
（WSSD）における「2020 年までに、すべての化学物
質による人の健康や環境への影響を最小化する」とい
う目標を踏まえ、厚生科学審議会、産業構造審議会及
び中央環境審議会の合同会合において、化学物質審査
規制法の見直しに関する検討を行いました。この結果
を踏まえ、化学物質審査規制法の一部を改正する法律
案が平成 21 年 2 月に閣議決定され、通常国会におい
て同年 5 月に成立しました。本改正により、「環境中
で分解しにくい化学物質」に加え、「環境中で分解し

やすい化学物質」についても規制の対象とし、平成
23 年度からは、新たに「既存化学物質」についても
製造・輸入実績数量等の届出を義務づけ、届出を踏ま
え優先度をつけて化学物質のリスク評価を実施するこ
ととなりました。（http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/
kaisei21.html）また、同年 5 月に開催された残留性有
機汚染物質に関するストックホルム条約（以下「POPs
条約」という。）第4回締約国会議において新たに廃絶・
制限の対象物質とすることが決定されたペルフルオロ
（オクタン -1- スルホン酸）（別名 PFOS）等 12 物質を
第 1種特定化学物質に追加する等、本法施行令等につ
いても所要の改正を行いました。（http://www.env.
go.jp/chemi/kagaku/minaoshi_seirei.html）

1　化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく取組

注：各物質の数は平成22年３月末現在
資料：厚生労働省、経済産業省、環境省

□有害な化学物質による環境汚染の防止を目的
□化学物質に関する審査と規制の2本柱

1．審査
新規の化学物質の製
造・輸入に際し
①環境中での難分解性
②生物への蓄積性
③人や動植物への毒性
を事前に審査

製造・輸入量や環境放
出の可能性に応じた審
査の合理化

2．規制
審査結果や既存化学物質（事前審査の対
象外）の安全性点検結果を踏まえ、物質
の性状に応じた製造・輸入・使用に関す
る規制

区分 規制措置

第1種特定化学
物質
（PCB等16物質）

・製造・輸入、使用の事
実上の禁止

第2種特定化学
物質
（トリクロロエチ
レン等23物質）

・製造・輸入の予定及び
実績の届出

・（必要に応じ）製造・輸
入量の制限

・取扱に係る技術指針の
遵守

・製造・輸入の実績の届
出

・有害性評価又はリスク
評価等の結果に応じ、
特定化学物質に指定替
えの可能性あり

監視化学物質
第1種：37物質
第2種：985物質
第3種：266物質

図4-3-1　化学物質の審査及び製造等の規制に関する
法律のポイント
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第3節　化学物質の環境リスクの管理

国

国

事業者による管理の改善を促進、環境の保全上の支障を未然に防止

国

国
民

国

※電子情報で届け出ることも可

※秘密情報は業所管大臣に直接届出

化学物質管理指針の
策定・公表

対象化学物質の製造事業者等
（業種、規模を指定）政令

※意見を付すことも可

国 届出データをファイル化

対象化学物質

対象事業者

環境への排出量・移動量を届出

国 個別事業所データの公表等

国の調査への意見

あらかじめ、それぞれの
審議会の意見を聴く。

中央環境審議会（環境省）
薬事・食品衛生審議会（厚生労働省）
化学物質審議会（経済産業省）

地
方
公
共
団
体

都道府県知事（経由）

都道府県知事

※人の健康に係る被害等が
未然に防止されるよう十
分配慮

①事業者からの届出を経由
②国から通知されたデータを
活用し、地域ニーズに応じ
た集計・公表
③国が行う調査への意見
④事業者への技術的助言
⑤広報活動等を通じた国民の
理解増進の支援

有害性があり、相当広範な地域の環境中に
継続的に存在する物質を指定  政令  ※

事業者は指針に留意しつつ、
化学物質の排出・管理状況等
に係る情報提供を行い、国民
の理解の増進を図る。

届出対象以外の
排出量
（家庭、農地等）

環境への排出量と移動量
を集計し、公表

環境モニタリング、健康
影響等に関する調査

個別事業所データ等
へのアクセス

※営業秘密の届出事項について
業所管大臣への説明要求が可

集計データとともに
個別事業所データを通知

図4-3-2　化学物質の排出量の把握等の措置（PRTR）の実施の手順

化学物質排出把握管理促進法に基づく政令の一部改正
について、関係資料の配布等や、事業者や地方公共団
体への周知等を行いました。また、「廃棄物の処理方法」
等の届出事項の追加及び届出事項の集計を効率的に行

うための二次元コードの採用等を内容とする同法に基
づく省令の一部改正を行いました。さらに、個別事業
所ごとの PRTR データの公表を受け、PRTR データ
の利用促進方策について検討を行いました。

移動体からの
届出外排出量
19%

届出排出量
41%

対象業種からの
届出外排出量
9.6%

非対象業種からの
届出外排出量
19%

届出外排出量
（59％）

届出排出量
（41％）

届出排出量・
届出外排出量
の合計

490千トン/年

家庭からの
届出外排出量
11%

資料：経済産業省、環境省

図4-3-3　届出排出量・届出外排出量の構成（平成20
年度分）

届出排出量
届出外排出量

82

38

15

26

5858

5555

0.14

0.022

0.33

0.032

0.92

0.0056

1414

15 22

1717

1313

1313

1111

1010

トルエン

キシレン

エチルベンゼン

塩化メチレン

ポリ（オキシエチレン）
＝アルキルエーテル

p－ジクロロベンゼン

直鎖アルキルベンゼン
スルホン酸及びその塩

ベンゼン

HCFC―22

D―D

（140）（140）

（93）（93）

（29）（29）

（10）（10）

（26）（26）

（17）（17）

（17）（17）

（14）（14）

（13）（13）

（12）（12）

（　）内は、届出排出量・
届出外排出量の合計
（　）内は、届出排出量・
届出外排出量の合計

（単位：千トン/年）

0 50 100 150

資料：経済産業省、環境省

図4-3-4　届出排出量・届出外排出量上位10物質とそ
の排出量（平成20年度分）
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第2部│第4章　化学物質の環境リスクの評価・管理平成21年度

　ダイオキシン類対策は、「ダイオキシン対策推進基
本指針」（以下「基本指針」という。）及びダイオキシ
ン類対策特別措置法（平成11年法律第105号。以下「ダ
イオキシン法」という。）の 2 つの枠組みにより進め
られています。
　平成 11 年 3 月に策定された基本指針では、「今後 4
年以内に全国のダイオキシン類の排出総量を平成 9年
に比べ約 9割削減する」との政策目標を導入するとと
もに、排出インベントリーの作成や測定分析体制の整
備、廃棄物処理・リサイクル対策の推進を定めていま
す。
　一方、ダイオキシン法では、施策の基本とすべき基
準（耐容一日摂取量及び環境基準）の設定、排出ガス
及び排出水に関する規制、廃棄物焼却炉に係るばいじ
ん等の処理に関する規制、汚染状況の調査、土壌汚染
に係る措置、国の削減計画の策定などが定められてい
ます。

（1）環境への排出と人への影響

ア　環境中の汚染状況

　全国的なダイオキシン類の汚染実態を把握するため、
平成 20 年度にダイオキシン法に基づく常時監視など
により、大気、水質、底質、土壌等の調査を実施しま
した。（表 4-3-1）

イ　排出インベントリー

　ダイオキシン法及び基本指針に基づき国の削減計画
で定めたダイオキシン類の排出量の削減目標が達成さ
れたことを受け（図 4-3-5）、平成 17 年に国の削減計
画を変更し、新たな目標値として 22 年までに 15 年に
比べて約 15％の削減をすることとしました。21 年 11
月のインベントリー（目録）では、20 年の排出総量

の推計は、15 年から約 43％の削減がなされており、
順調に削減が進んでいます。

ウ　人の摂取量

　平成 21 年度の調査において、平成 20 年度に人が一
日に食事及び環境中から平均的に摂取したダイオキシ
ン類の量は、体重 1kg 当たり約 0.94（※）pg-TEQ と
推定されました（図 4-3-6、図 4-3-7）※食事からのダ
イオキシン類の摂取量は 0.92pg-TEQ です。この数値
は経年的な減少傾向から大きく外れるものではなく、
耐容一日摂取量の4pg-TEQ/kg/日を下回っています。

（2）ダイオキシン法の施行

ア　特定施設の届出状況の把握

　ダイオキシン法に基づく特定施設のうち大気基準適
用の特定施設については、平成 20 年度末現在、全国

3　ダイオキシン類問題への取組

 *： 平均値は各地点の年間平均値の平均値であり、濃度範囲は年間平均値の最小値及び最大値である。
 **： 大気については、全調査地点（799地点）のうち、年間平均値を環境基準により評価することとしている地点についての結果であり、

環境省の定点調査結果及び大気汚染防止法政令市が独自に実施した調査結果を含む。
 ***： 地下水については、環境の一般的状況を調査（概況調査）した結果であり、汚染の継続監視等の経年的なモニタリングとして定期的に実

施される調査等の結果は含まない。
 ****： 土壌については、環境の一般的状況を調査（一般環境把握調査及び発生源周辺状況把握調査）した結果であり、汚染範囲を確定するため

の調査等の結果は含まない。

環境媒体 地点数 環境基準超過地点数 平均値* 濃度範囲*
大気** 721地点 0地点（0％） 0.036pg-TEQ/m3 0.0032～ 0.26pg-TEQ/m3

公共用水域水質 1,714地点 28地点（1.6％） 0.20pg-TEQ/ℓ 0.013～ 3.0pg-TEQ/ℓ
公共用水域底質 1,398地点 6地点（0.4％） 7.2pg-TEQ/g 0.067～ 540pg-TEQ/g
地下水質*** 634地点 0地点（0％） 0.048pg-TEQ/ℓ 0.010～ 0.38pg-TEQ/ℓ
土壌**** 1,073地点 0地点（0％） 3.1pg-TEQ/g 0～ 190pg-TEQ/g

表4-3-1　平成20年度ダイオキシン類に係る環境調査結果（モニタリングデータ）（概要）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

平成9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

排出量（g-TEQ/年）

その他発生源

産業系発生源

小型廃棄物焼却炉等

産業廃棄物焼却施設

一般廃棄物焼却施設

対平成9年削減割合
 19 

49.0 ～
　　51.9

60.6 ～
　　62.6

68.8 ～
　　68.9

75.2 ～
　　75.3

87.7 ～
　　88.1

95.1 ～
　　95.2

95.6 96.1 ～
　　96.2

96.2 ～
　　96.3

 20

97.2 ～
　　97.3

基
準
年

平成10  11  12 13  14  15  16 17  18

95.5

目標
（22）

注)　平成9年から平成19年の排出量は毒性等価係数として
WHO-TEF（1998）を、平成20年の排出量は可能な範囲で
WHO-TEF（2006）を用いた値で表示した。

図4-3-5　ダイオキシン類の排出総量の推移
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第3節　化学物質の環境リスクの管理

で 11,796 施設があり、廃棄物焼却炉が 10,792 施設（4
トン／h以上の大型炉：1,131、2～4 トン／hの中型炉：
1,482、2 トン／h 未満の小型炉：8,179）、産業系施設
が 1,004 施設（アルミニウム合金製造施設：840、製
鋼用電気炉：111 等）でした。また、20 年度に 504 の
廃棄物焼却炉が廃止又は排出基準の適用を受けない小
さな規模に構造が変更されました。
　水質基準適用の特定事業場については、平成 20 年
度末現在、全国で 1,879 事業場の届出があり、その大
部分（1,428 事業場）が廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗
浄施設・湿式集じん施設・灰の貯留施設でした。

イ　規制指導状況

　ダイオキシン法に定める排出基準の超過件数は、平
成 20 年度は大気基準適用施設で 85 件、水質基準適用
事業場で 2件、合計 87 件（平成 19 年度 104 件）で、
前年度に比べ減少しました。また 20 年度において、
法に基づく命令が発令された件数は、大気関係 27 件、
水質関係 0件で、法に基づく命令以外の指導が行われ
た件数は、大気関係 3,341 件、水質関係 136 件でした。

ウ　土壌汚染対策

　環境基準を超過し、汚染の除去等を行う必要がある

地域として、これまでに 5地域がダイオキシン類土壌
汚染対策地域に指定されています。これら5地域では、
対策計画に基づく事業が完了しました。これらの対策
に係る都道府県等が負担した経費に対し助成を行いま
した。さらに、ダイオキシン類に係る土壌環境基準等
の検証・検討のための各種調査を実施しました。

（3）その他の取組

ア　ダイオキシン類の測定における精度管理の推
進

　平成 17 年に改定された「ダイオキシン類の環境測
定に係る精度管理指針」又は平成18年に作成された「ダ
イオキシン類の環境調査に係る精度管理の手引き（生
物検定法）」に基づいて実施するダイオキシン類の環
境測定を伴う請負調査について、測定に係る精度管理
を推進するために、測定分析機関に対する受注資格審
査を行いました。

イ　調査研究及び技術開発の推進

　ダイオキシン法附則に基づき、臭素系ダイオキシン
類の毒性やばく露実態、分析法に関する情報を収集・
整理するとともに、臭素系ダイオキシン類の排出実態
に関する調査研究等を進めました。
　また、環境中でのダイオキシン類の実態調査などを
引き続き実施しました。
　さらに、廃棄物焼却炉からの排出ガス、ばいじん及
び燃え殻について簡易測定法の導入に向けた検討等に
取り組みました。

雑穀・芋 0.1%
その他 0.9%

（計 約0.94pg-TEQ/kg/day）

大気 1.1%

土壌 0.6%

魚介類 92.2%魚介類 92.2%

肉・卵 4.2%

乳・乳製品 0.8%

有色野菜 0.1%

資料：厚生労働省・環境省資料に基づき環境省作成

図4-3-6　日本におけるダイオキシン類の1人1日摂取量
（平成20年度）

PCDD＋PCDF
コプラナーPCB
ダイオキシン類

0
平成9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20（年度）

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
（pg-TEQ/kg/日）

資料：厚生労働省「食品からのダイオキシン類一日摂取量調査」

図4-3-7　食品からのダイオキシン類の一日摂取量の
経年変化
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　近年、小児に対する環境リスクが増大しているので
はないかとの懸念があり、国際的にも小児の環境保健
に関心が払われています。平成 18 年 8 月公表の「小
児の環境保健に関する懇談会報告書」（小児の環境保
健に関する懇談会）（http://www.env.go.jp/chemi/

report/h18-04/index.html）で今後の課題と提言され
た研究基盤の整備、小児環境保健に関する研究の推進、
リスクコミュニケーションの推進、国際協力の推進等
が「小児環境保健重点プロジェクト」と位置づけられ、
研究がはじめられています。

第4節　小児環境保健への取組

1　子どもの健康と環境に関する調査研究の推進

　環境リスク（化学物質、生活環境等）が子どもの発
育に与える影響を明らかにするためには、人の集団を
観察する疫学的なアプローチも重要です。今後、子ど
もを胎児期から 13 歳まで追いかける出生コホート（追
跡）調査である「子どもの健康と環境に関する全国調

査（エコチル調査）」を実施するため、検討会とワー
キンググループ（http://www.env.go.jp/chemi/ceh/
examination/index.html）を設置し、平成 22 年度の
参加者募集の開始に向け準備を進めています（図
4-4-1）。

2　子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）の検討

　農薬の使用は生理活性を有する物質を環境中に放出
するものであり、人の健康や生態系に悪影響を及ぼす
おそれがあることなどから、農薬は、農薬取締法に基
づき規制されており、農林水産大臣の登録を受けなけ
れば製造、販売等ができません。農薬の登録を保留す
るかどうかの基準（農薬登録保留基準）のうち、作物
残留、土壌残留、水産動植物の被害防止及び水質汚濁
に係る基準を環境大臣が定めています。
　水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録
保留基準について、個別農薬の基準値の設定を行いま
した。また、農薬登録保留基準については、国内外の

知見や国際的な動向を考慮して、その充実を図るため
の検討を行いました。
　特定農薬については、「特定防除資材（特定農薬）
指定のための評価に関する指針」の改正を行うととも
に、「特定防除資材（特定農薬）の指定に関する資料
を提供する際の資料概要の様式及び記入例について」
を策定し、個別資材の指定に向けた検討を行いました。
　さらに、農薬の環境リスク対策の推進に資するため、
農薬使用基準の遵守状況の確認、農薬の各種残留実態
調査、農薬の生態影響調査、農薬の飛散対策に関する
調査、農薬の吸入毒性に関する調査等を実施しました。

4　農薬のリスク対策
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ダウン症
二分脊椎症

水頭症
尿道下裂

幼稚園

小学校

中学校

高校
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生
頻
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［
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子どもの異常の増加

環境省「子どもの健康と環境に関する全国調査」（エコチル調査）

子どもに影響を与える要因
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先天奇形：ここ25年で2倍に

化学物質の
ばく露
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生活習慣
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アレルギー疾患（ぜんそく）：ここ30年で３倍に

・子どものこころと体の異常の急激な増加
・異常・障害の原因として化学物質の疑い

原因解明のため、大規模な疫学調査の実施が不可欠
米国（10万人）と連携して実施

近年急激に
変化した要因
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調査のスケジュール 

妊婦健診時に登録（病院受診時）

・生活状況アンケート
・妊婦血液採取

出産
・出生児の成育状況確認
・臍帯・臍帯血の採取
・母乳の採取

1歳時
半年おき
・身体発達チェック
・精神神経発達チェック

13歳に達するまで

小児疫学調査の実施概要（案）

生体試料の長期
保存（バンキング）

主な化学物質濃度
の測定

後年、分析が可能

全体調査：アンケート主体
詳細調査：面談・訪問による調査

2010年
（H22）

2013年
（H25）

2025年まで
（H37）

新規出生コホート調査の立ち上げ

調査対象者の登録完了
（約10万人）

中間取りまとめ

国際比較
海外の調査との連携

米国　予算110億円（2008年）
　　　0～21歳、10万人
ノルウェー10万人
デンマーク10万人
韓国　1500人（予定）
その他太平洋地区のコホート調査等

○小児の発育に影響与える環境要因の解明

H25：発達障害（先天異常）の要因解明
H30：小児アレルギー（アトピー・ぜんそく等）
 の要因解明
H37：精神神経発達障害（学習困難等）
 の要因解明

・小児の脆弱性を考慮したリスク管理体制の構築
・子育て支援・少子化対策へ貢献

出典：環境省

図4-4-1　子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）の概要
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第5節　化学物質に関するリスクコミュニケーション

　化学物質やその環境リスクに対する国民の不安に適
切に対応するため、これらの正確な情報を市民・産業・
行政等のすべての者が共有しつつ相互に意思疎通を図
るというリスクコミュニケーションを推進していま
す。
　化学物質のリスクに関する情報の整備のため、
「PRTR データを読み解くための市民ガイドブック」、
「化学物質環境実態調査化学物質エコ調査ってどんな
調査？」、「かんたん化学物質ガイド」、「化学物質ファ
クトシート」を作成・配布しました。また、これらの
内容についてホームページを通じて広く公表していま
す。（http://www.env.go.jp/chemi/communication/）。
（独）製品評価技術基盤機構のホームページ上では、
化学物質の有害性や規制等に関する情報を総合的に検
索できるシステム「化学物質総合情報提供システム
（CHRIP）」やリスクコミュニケーションのためのシ
ステム「化学物質と上手に付き合うには」などの情報

の提供を行っています。
　また、対話を円滑に進める人材等の必要性の観点か
ら、化学物質アドバイザーの育成・活用を推進するた
め、その研修・登録・派遣を行っており、平成 20 年
度には PRTR 制度についての講演会講師等として延
べ 41 件の派遣を行いました。また、より多くの方に
アドバイザーの活動を知ってもらい、活用してもらう
ため、化学物質アドバイザーの紹介を行っているホー
ムページの更新等の広報活動を行いました。さらに、
「かんたん化学物質ガイド」の内容をインターネット
上で楽しみながら効果的に学習するコンテンツとして、
「かんたん化学物質ガイド」e- ラーニング版を公表し
ています。
　また、市民、産業、行政等による情報の共有及び相
互理解のための「化学物質と環境円卓会議」を継続的
に開催し、そこでの議論の内容をホームページを通じ
て広く公開しました。

第6節　国際的動向と日本の取組

　2002 年（平成 14 年）の持続可能な開発に関する世
界サミット（WSSD）で定められた実施計画において、
2020 年（平成 32 年）までに化学物質の製造と使用に
よる人の健康と環境への悪影響の最小化を目指すこと
とされたことを受け、2006 年（平成 18 年）2 月に国
際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ
（SAICM）が採択されました。
　わが国は、アジア太平洋地域を代表して国際化学物
質管理会議（ICCM）における副議長を務めるとともに、

第 2 回 ICCM等に積極的に出席し、SAICMの実施に
関する議論に貢献しました。国内に対しても、22 年 3
月に SAICM に関するセミナー「SAICMセミナー～
アジア太平洋地域における SAICMの実施促進に向け
て～」を開催し、関係者間で情報交換・意見交換を行
いました。また、SAICMの取組の一環としてタイ及
びブータンにおける化学物質管理政策立案及び実施の
支援を行いました。

1　国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ（SAICM）

　PCB、DDT、クロルデン、ダイオキシンなど残留
性有機汚染物質（POPs）12 物質を対象に、その製造・
使用の禁止・制限、排出の削減、廃棄物の適正処理や
在庫・貯蔵物の適正管理等の措置を各国に義務付ける
POPs 条約については、日本は同条約に基づく国内実
施計画を策定し、同計画に基づき条約の義務を着実に
履行しています。また、東アジア POPs モニタリング
ワークショップを開催するなど、アジア・太平洋地域
における POPs モニタリングについての協力等の取組
を進めました。さらに、2009 年（平成 21 年）5 月の
POPs 条約第 4 回締約国会議において条約の対象物質

として追加された物質に対する適切な措置を講ずると
ともに、新たに POPs 条約の対象物質として追加が検
討されている化学物質について、日本独自の情報を提
供するなど、国際貢献を進めました。
　また、有害な化学物質による潜在的な害から人の健
康及び環境を保護するとともに当該化学物質の環境上
適正な使用に寄与する国際貿易の対象となる特定の有
害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に
基づく同意の手続に関するロッテルダム条約（PIC 条
約）については、関係府省が連携して条約を着実に履
行しています。

2　国連の活動
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第6節　国際的動向と日本の取組

化学物質の分類と表示の調和を図ることを目的とし
「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム
（GHS）」については、関係省庁連絡会議の下、作業
を分担しながら、化学物質の分類事業を行うとともに、
勧告文書の翻訳を作成するなどの作業を進めました。
　国連環境計画（UNEP）では、2001 年（平成 13 年）
から地球規模の水銀対策に関する議論が行われていま
す。2009 年（平成 21 年）2 月に開催された第 25 回
UNEP 管理理事会では、2013 年までに水銀規制に関
する条約を制定すること及びそのための政府間交渉委
員会（以下「INC」という）を設置することが合意さ
れました。また、INC の準備のためにバンコクにおい

て開催された作業グループ会合でアジア太平洋地域を
代表して副議長を務めるなど、わが国は国際的な議論
に積極的に参加及び貢献しています。
　なお、UNEP においては、2005 年（平成 17 年）か
らは水銀だけでなく、カドミウム及び鉛を含む有害金
属類による汚染の拡散等に対する国際的対応について
検討しています。環境省では、2006 年（平成 18 年度）
から国際的観点からの有害金属対策戦略を策定するた
めの調査・検討を進めており、2007 年（平成 19 年）
度からは沖縄県辺戸岬における大気中の有害金属の濃
度を測定し、結果を公表しています。

　経済協力開発機構（OECD）では、環境保健安全プ
ログラムの下で化学物質の安全性試験の技術的基準で
あるテストガイドラインの作成及び改廃等化学物質の
適正な管理に関する種々の活動を行っています。わが
国は、これに関する作業として、OECD 加盟各国で
大量に生産されている化学物質（HPV 化学物質）の
安全性点検作業に積極的に対応するとともに、新規化
学物質の試験データの信頼性確保及び各国間のデータ
相互受入れのため、優良試験所基準（GLP）に関する
国内体制の維持・更新、生態影響評価試験法等に関す
るわが国としての評価作業、化学物質の安全性を総合

的に評価するための手法等の検討、内外の化学物質の
安全性に係る情報の収集、分析等を行っています。平
成 20 年度においては、OECD の HPV 点検プロジェ
クトにおいて、生態影響試験、毒性試験等の実施によ
り必要な知見を収集、整理し、初期評価報告書を作成
し、OECD の初期評価会合に 2 物質の初期評価報告
書を提出しました。また、18 年に設置された「工業
ナノ材料作業部会」では、工業ナノ材料に係る安全性
評価の開発に関する国際協力が進められており、わが
国も積極的に議論に貢献しました。

3　OECDの活動

　欧州（EU）では、平成 19 年 6 月に新たな化学物質
管理制度である REACH（化学物質の登録、評価、認
可及び制限に関する規則）が施行され、20 年 6 月か
ら12月まで既存化学物質等の予備登録が行われました。
REACHには、既存化学物質・新規化学物質の扱いを
ほぼ同等にした新たな登録等の制度をはじめ、事業者
へのリスク評価の義務づけ、流通経路を通じた化学物
質の安全性や取扱に関する情報共有の強化といった新
しい考え方が盛り込まれています（図4-6-1）。このため、
わが国でも化学物質を製造又は利用するさまざまな事
業者の対応が求められているほか、化学物質管理の新
たな方向性を示すものとして動向が注目されていま
す。
　こうしたわが国の経済活動にも影響を及ぼす海外の
化学物質対策の動きへの対応を強化するため、化学産
業や化学物質のユーザー企業、関係省庁等が幹事を務
める「化学物質国際対応ネットワーク」（http://www.
chemical-net.info/）を通じて、ウェブサイト等による
情報発信やセミナーの開催による海外の化学物質対策
に関する情報の収集・共有を行いました。
　また、日中韓三か国による化学物質管理に関する情

報交換及び連携・協力を進め、平成 21 年 9 月には「第
3 回日中韓における化学物質管理に関する政策ダイア
ローグ」を中国・北京市で開催し、各国の取組の現状
及び今後の方針についての情報を共有し、GHS 等の
共通の課題に対する今後の連携・協力の進め方につい
て検討しました。また、同ダイアローグと同時開催さ
れた第 3 回日中韓 GHS 専門家会合に参加し、3 か国
間における GHS 分類の比較検討作業等がなされまし
た。

4　諸外国の化学物質規制の動向を踏まえた取組

資料：厚生労働省、経済産業省、環境省

■既存物質／新規物質の区別なく、ほぼ同一の管理制度を導入
■リスクの観点からの化学物質管理の推進／リスク評価の責任を
国から事業者に移転
■高懸念物質には制限・認可制度を導入
　－リスク軽減対策が必要な物質の制限制度（現行制度の維持）
　－CMR物質（発がん性、変異原性又は生殖毒性を有する物質）、
難分解・蓄積性物質などに認可制度を新設

■サプライチェーンでの化学物質情報の伝達の強化
　－川下の使用者は用途・ばく露情報を川上の供給者に提供
■2007年（平成19年） 6月以降、段階的に施行

　　　　　　　　　⑴新しい化学物質管理の考え方・手法の提示
　　　　　　　　　⑵わが国の様々な事業者に影響

図4-6-1　REACHの特徴
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第7節　国内における毒ガス弾等に係る対策

　平成 14 年 9 月以降、神奈川県寒川町、平塚市にお
いて、道路建設現場等において作業員が割れたビンか
ら流出した毒ガス等により被災する事故等が起きまし
た。また、15 年 3 月には茨城県神栖市において、住
民から手足のしびれ、ふるえ等の訴えがあり、飲用井

戸の水質を検査した結果、旧軍の毒ガス由来の可能性
がある有機ヒ素化合物が検出されました。これらの問
題を契機に、同年 6 月に閣議了解、12 月には閣議決
定がなされ、政府が一体となって、以下の取組を進め
ています。

　茨城県神栖市の事案については、旧軍の毒ガス由来
の可能性がある有機ヒ素化合物による地下水汚染と健
康影響が生じていることを受け、平成 15 年 6 月の閣
議了解に基づき、ジフェニルアルシン酸にばく露した
と認められる人たちに対して、その症候や病態の解明
を図るため、医療費等の給付等を内容とした緊急措置
事業を実施してきました。また、有機ヒ素化合物の汚
染メカニズム解明調査を実施するとともに、汚染源周
辺地域における高濃度汚染地下水を対象とした対策を
実施しました。

　平塚市、寒川町、習志野の事案については、毒ガス
弾等による被害の未然防止の観点から、土地改変時に
おける必要な環境調査を実施しました。平成 19 年度
に毒ガス弾の可能性がある砲弾が発見された千葉市の
事案については、関係省庁及び関係地方公共団体と協
力し、周辺住民への説明や今後の対応についての検討
等を行うとともに、発見現場における掘削確認等調査
を実施し、毒ガス弾の可能性がある砲弾を 171 発回収
しました。

1　個別地域の事案

　環境省では、閣議決定に基づき、毒ガス弾等に関す
る情報を一元的に扱うセンターを平成 15 年 12 月に設
置し情報を受け付けるとともに、ホームページやパン

フレット（http://www.env.go.jp/chemi/gas_inform/
pamph/）等を通じて被害の未然防止について周知を
図っています。

2　毒ガス情報センター
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第1節　生物多様性の現状

第5章
生物多様性の保全及び持続可能な利用

第1節　生物多様性の現状
　生物多様性条約事務局は、地球上の生物多様性の現
状の評価と将来予測を行う「地球規模生物多様性概況
第 3 版（GBO3）」を平成 22 年 5 月に公表しました。
また、日本では、環境省が設置した「生物多様性総合
評価検討委員会」が、国内の過去 50 年程度の生物多
様性の損失を評価するため、生物多様性や生態系に関

する既存の科学的・客観的な情報等を総合的に分析・
評価し、22 年 5 月に「生物多様性総合評価」として
取りまとめ、公表しています。
　以下に、この 2つの報告書で示された世界と日本の
生物多様性の状況について述べていきます。

　GBO3 は、世界の生物多様性の現状評価を行った結
果、2002 年（平成 14 年）に開催された生物多様性条
約第 6 回締約国会議（COP6）で世界が合意した「生
物多様性の損失速度を2010年までに顕著に減少させる」
という、いわゆる 2010 年目標は達成されなかったと
結論付けました（図 5-1-1）。
　GBO3 の主な評価結果は以下のとおりです。
○ 遺伝子、種、生態系という 3つのレベルのすべてに
おいて、生物多様性は引き続き減少を続けている。

○ 絶滅のおそれがある種の状況は、多くがより絶滅に
近づいている。両生類は最も危機的で、サンゴも急
速に状況が悪化し、植物は全体の 4分の 1 の種に絶
滅のおそれがある。

○ ある程度個体数の推定が可能な脊椎動物全体では、
1970 年からのたった数十年で 3 分の 1 ほどの数が
減少した。

○ 湿地、海氷域、藻場、サンゴ礁などは深刻なまでに
減少し、森林や河川も生態系の分断と劣化によって
生物多様性が失われている。

○ 人の手によって多様化し、維持されてきた農作物や
家畜の多様性も、現在急速に減少を続けている。

　GBO3 は、生物多様性の損失に直接つながる 5つの
要因として、生息地の変化、過剰利用、汚染と栄養の
蓄積、侵略的外来種、気候変動を挙げ、これらがすべ
て継続あるいは増加していると判断しました。
　生物多様性は、人間社会にさまざまな恩恵をもたら
してくれるものであり、その喪失は人類にとってたい
へん深刻な問題です。2010年目標が設定されたことで、
国際社会は生物多様性の保全のためのさまざまな行動
に取り組み始めたが、これらの取組は十分ではなかっ

たとしています。
　さまざまな将来シナリオの分析では、ほとんどのシ
ナリオで、今後も種の絶滅や生息地の破壊が長期にわ
たって継続すると予測されました。熱帯林は今後も食
料、牧草、バイオ燃料生産のために伐採され、淡水域
の生物多様性は、気候変動、外来種、汚染、ダム建設
によってさらに悪化し、海洋資源の乱獲が、漁業を破
綻させると予測しています。また、気候変動によって、
寒帯林や温帯林は南限域で大規模な立ち枯れに見舞わ
れたり、熱帯地域の海の多様性が減少することが予測
され、林業、漁業、レクリエーションなど生物多様性
の多様な恵みに影響するとしています。
　また、GBO3 は、生態系がある限界や転換点を超え
てしまうと、生物多様性の喪失や生態系サービスの劣
化が劇的に生じるおそれが高まるという点も指摘して
います。例えば、アマゾンの熱帯雨林が、伐採、山火
事、気候変動の相互作用を受けてサバンナのような植
生になってしまう可能性や、湖沼が肥料や下水の流入
により富栄養化したり、サンゴ礁が海洋の酸性化、水
温上昇、汚染されることで、漁業資源の減少等をもた
らし、何億人もの人々の生活を脅かすことも指摘され
ています。
　一方で、GBO3 は、悲観的な評価や将来予測だけで
なく、将来に向けた取組のヒントも示しています。
　今回の世界各国の現状分析を通じて得られたさまざ
まな知見に基づき、生物多様性の危機に対して私たち
がとり得る手段が、これまで考えられていたよりも幅
広く、かつ効果的であることが指摘されています。例
えば、現在残された森林等の生態系を維持し、拡大し
たり、放棄された耕作地の自然を元の自然に再生した

1　地球の生物多様性の現状
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り、河川流域やその他の湿地生態系を回復することで
気候変動を緩和したり、水供給、治水、汚染物質の除
去などを進めることもできると分析しています。
　直ちに生物多様性の損失を食い止めることはむずか
しいとしても、対策の優先度を考慮し、適切な目標を
設定し取り組めば、最悪の変化を回避できるかもしれ
ないとしています。
　これまで掲げられたような生物多様性の変化を的確
に予測することがむずかしいからといって、何もしな
いことが、全人類社会の未来を危険にさらすことは明
白です。このまま成り行きに任せていては近い将来に
失われてしまう生物多様性の価値の多様さ、重大さが、

社会の仕組みの中で適切に認められ、ことが起こって
しまってからの対応ではなく、例えば、重要な生態系
を保全することを通じて生物多様性の劣化を未然に回
避することなどの重要性が理解される必要があると強
調しています。
　そして、人類の将来を決定付ける今後の 10 年、20
年に向けて、さまざまな主体の参加と合意によって、
将来の社会のあり方についての意思決定がなされ、貧
困対策、保健、安全保障、気候変動など、世界の重要
課題への対応と生物多様性の問題が正しく関連付けら
れ、これらの取組の本流に生物多様性を位置付けるこ
とが必要だとしています。

資料：生物多様性条約事務局「地球規模生物多様性概況第3版（GBO3）」より環境省作成 

序論

2010年の生物多様性

今後20年間の行動が、人類の文明が過去1万年にわたって依存してきた比較的恵み深い環境条件が今世紀を超えて継続するかど
うかを決める。 

2010年目標「2010年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させる」は、達成されなかった。 
生物多様性への圧力は増加し続け、多くの指標によれば、生物多様性の状況は減退を続けている。

例１　種の絶滅については、両生類の状況が悪く、サンゴの状況も急速に悪化。植物の4分の1の種が絶滅の危機に瀕して
いる。

例２　脊椎動物の個体数は1970年から2006年までの平均で約3分の1が失われた。 
例３　淡水湿地、海氷域、塩性湿地、サンゴ礁、藻場などで自然の生息地の規模や連続性が減少。 
例４　森林や河川など、生態系の分断化と劣化が、生物多様性と生態系サービスの劣化を招いた。 

生物多様性への５つの主要な圧力は継続し、一部は増大している。 
直接的要因に対処しようとしても、その根本にある間接的要因に直面することになる。 

21世紀にわたって、歴史上起こったものよりはるかに急速な種の絶滅、生息地の喪失、種の分布と豊かさの変化が予測される。 
地球のシステムが「転換点」を超えてしまうと、劇的な生物多様性の損失と生態系サービスの劣化が生じるリスクが高まる。 
直ちに、国際、国内、地方レベルで効果的な行動をすれば、生物多様性の損失を防ぎ、覆すことができる。

「転換点」の例
例１　アマゾンの森林が森林伐採と山火事、気候変動の相互作用で、サバンナのような植生に移行。 
例２　農業肥料や下水による汚染が湖沼などの陸水を富栄養化させる。 
例３　海水酸性化に加え、白化、富栄養化、乱獲などでサンゴ礁生態系の機能に壊滅的な損失が発生。

近い将来に、人類による生物多様性の損失を食い止めることは非常に困難かもしれないが、重要な場所・種・生態系サービスに重
点を置いた適切な政策は、最も危険な影響の回避に役立つ。 
生物多様性の損失に対処するためには、直接的な要因やその根本にある間接的要因に取り組むことが効果的。
すべてのレベル、すべてのセクター、特に主要な経済セクターで生物多様性のためによりよい決定がなされなければならない。 

生物多様性の損失を減少させるための戦略とビジョン

21世紀のための生物多様性の未来

例１　増大する需要に応えるための、より効率的な土地、エネルギー、淡水等の利用
例２　持続可能でない資源利用を最小化するための市場インセンティブの利用
例３　土地利用や陸水・海洋資源の利用における戦略的な計画の立案

生物多様性の損失を、貧困対策、保健の向上、我々の繁栄と安全保障、気候変動への対処などと切り離すことはできない。 
我々は、2008年の金融危機への対応のために集められた金額のほんの一部の資金で、はるかに深刻で根本的な地球の生命
維持システムの崩壊を回避できる。 

図5-1-1　地球規模生物多様性概況第3版（GBO3）の構成
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　わが国は、昭和 30 年代から 40 年代にかけて高度経
済成長を成し遂げました。この間、国土のインフラ整
備が進み、平野部では宅地等の都市的な土地利用が拡
大し、食料自給率は 79％（昭和 35 年度）から 60％（昭
和 45 年度）に低下しました。また、このような変化
とあわせて、都市を中心に公害の発生が社会的な問題
となりました。その後、開発等による土地利用の変化
等は緩やかになりましたが、この 50 年で日本の生態
系にはさまざまな影響が生じました。平成 21 年 3 月
に環境省が行った専門家アンケートにおいても、さま
ざまな人間活動によってわが国の生物多様性が損なわ
れてきたことが分かります（図 5-1-2）。
　平成 22 年 5 月に公表された生物多様性総合評価は、
日本の生物多様性の状況を国民が広く認識し、環境行
政等の政策決定における判断材料を提供することを目
的として、生物多様性の危機のタイプと生態系の区分
ごとに、生物多様性の損失の要因や状態を示す指標を
それぞれ設定し（図 5-1-3）、各指標に関連する統計資

料等の具体的な情報に基づいて評価が行われました。
　その結果、1950 年代後半から現在までの日本の生
物多様性の変化を以下のとおり評価しています。
○ 人間活動に伴うわが国の生物多様性の損失はすべて
の生態系に及んでおり、全体的に見れば損失は今も
続いている。

○ 特に、陸水、沿岸・海洋、島嶼生態系における損失
が大きく、現在も損失が続く傾向にある。

○ 損失の要因としては、「第 1 の危機（人間活動や開
発による危機）」による影響が最も大きいが、現在、
新たな損失が生じる速度はやや緩和されている。「第
2 の危機（人間活動の縮小による危機）」は、現在
もなお増大している。「第 3 の危機（人間により持
ち込まれたものによる危機）」のうち、特に外来種
による影響が顕著である。「地球温暖化の危機」は、
特に一部の脆弱な生態系で影響が懸念されている。
これらの危機に対してさまざまな対策が進められ、
一定の効果を上げてきたと考えられるが、間接的な
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過去約50年間において、わが国の生物多様性の危機をもたらしたと考えられる主要な人間活動による負の要因について、国内の
生物分野における有識者に対し、郵送によりアンケートを実施（1人5件までの複数回答あり）。 

図5-1-2　有識者アンケートによる生物多様性への主な影響要因

2　わが国の生物多様性の現状
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要因として作用しているわが国の社会経済の大きな
変化の前には、必ずしも十分といえる効果を発揮で
きていない。

○ 陸水、島嶼、沿岸生態系における生物多様性の損失
の一部は、今後、不可逆的な変化を起こすなど、重
大な損失に発展するおそれがある。

　以下に、日本の生物多様性がどのように変化してき
たか、生物多様性の危機のタイプ、生態系ごとにそれ
ぞれその変化を概観します。

（1）生物多様性の危機の要因

　日本でも生物多様性はさまざまな危機に直面してい
ます。平成 22 年 3 月に策定された「生物多様性国家
戦略 2010」では、日本の生物多様性の危機を「3つの
危機」と「地球温暖化の危機」としてとらえています。
　これらの危機ごとに、生物多様性の損失に要因に関
連する指標に基づいて、生物多様性に与える影響力の
大きさや現在の傾向の評価を行った結果の概要は以下
のとおりです（図 5-1-4）。

ア．第1の危機

　第 1の危機は、人間活動や開発が直接的にもたらす
種の減少、絶滅、あるいは生態系の破壊、分断、劣化

を通じた生息・生育空間の縮小、消失です。
　特に、開発や環境の改変は、過去 50 年における最
も大きな生物多様性の損失の要因として、高度経済成
長期（昭和 30 年代から昭和 40 年代）を中心に、あら
ゆる生態系に対して影響を及ぼしました。現在は開発
や改変の速度はやや緩和していますが、小規模な開発
や地域的な開発は依然として続いています。また、過
去の開発・改変により、生息地や個体数の多くが失わ
れた場合などは、生態系だけでなく、生物の種に対し
ても、その影響が長期間にわたり継続することも懸念
されます。従来の保護地域の指定などに加えて、近年
は事業実施時の配慮などの対策が講じられていますが、
過去に生じた大きな損失は回復していません。

イ．第2の危機

　第 2の危機は、生活様式・産業構造の変化、人口減
少など社会経済の変化に伴い、自然に対する人間の働
きかけが縮小撤退することによる里地里山などの環境
の質の変化、種の減少や生息・生育状況の変化です。
　特に、エネルギー供給構造の変化、農業・農法の変
化、農村部の過疎化・高齢化などに伴って、里山を管
理しながら、持続的に食料や燃料を得ていた状況は大
きく変化し、影響は緩やかに増加しています。生物資
源の持続可能な利用・管理を促進する取組などが検討

資料：環境省

要因の評価（14指標）

状態の評価（16指標）

対象の基盤の指標（２指標）
14 海外への技術移転、資金供与13 生物多様性の認知度

生態系の規模・質 15 森林生態系の規模・質 19 農地生態系の規模・質

 森林生態系の指標（４指標） 農地生態系の指標（３指標）

生態系の連続性 16 森林生態系の連続性

種の個体数や分布 17 森林生態系に生息・生育する種の個体数・分布 20 農地生態系に生息・生育する種の個体数・分布

生物資源の状況 18 人工林の利用と管理 21 農作物・家畜の多様性

生態系の規模・質 22 都市緑地の規模 24 陸水生態系の規模・質

 都市生態系の指標（２指標） 陸水生態系の指標（３指標）

生態系の連続性  25 河川・湖沼の連続性

種の個体数や分布 23 都市生態系に生息・生育する種の個体数・分布 26 陸水生態系に生息・生育する種の個体数・分布

生物資源の状況

生態系の規模・質 27 沿岸生態系の規模・質の変化

 沿岸・海洋生態系の指標（３指標） 島嶼生態系の指標（１指標）

生態系の連続性
種の個体数や分布 28 浅海域を利用する種の個体数・分布 30 島嶼の固有種の個体数・分布

生物資源の状況 29 有用魚種の資源の状況

損
失
の
要
因

対
策

1 生態系の開発・改変

第1の危機の指標（6指標）

2 野生動物の直接的利用

3 水域の富栄養化

4 絶滅危惧種の減少要因

5 保護地域

6 捕獲・採取規制、保護増殖事業

7 里地里山の利用

第２の危機の指標（3指標）

4 絶滅危惧種の減少要因（再掲）

8 野生鳥獣の科学的な保護管理

9 外来種の侵入と定着

第３の危機の指標（4指標）

10 化学物質による生物への影響

4 絶滅危惧種の減少要因（再掲）

11 外来種の輸入規制、防除

12 地球温暖化による生物への影響

地球温暖化の危機の指標（2指標）

4 絶滅危惧種の減少要因（再掲）

図5-1-3　生物多様性総合評価の指標
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されていますが、抜本的な対策にはいたっていません。

ウ．第3の危機

　第 3の危機は、外来種や化学物質など人為的に持ち
込まれたものによる生態系のかく乱です。
　このうち、外来種による影響は近年特に顕著です。
とりわけ、外来種の影響を受けやすい湖沼や島嶼にお
ける影響が懸念されます。平成 17 年の特定外来生物
による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成
16 年法律第 78 号。以下「外来生物法」という。）の
施行で、外来種の輸入や飼養等の規制が強化されまし
たが、すでに定着した一部の外来種は急速に分布を拡
大しています。

エ．地球温暖化の危機

　これらに加えて、地球温暖化によってもたらされる
種の生息・生育地の縮小、消失等の影響が指摘されて
います。
　平均気温の上昇等と具体的な生物多様性への影響と
の因果関係についてはさまざまな議論があるものの、
高山、サンゴ礁、島嶼生態系では影響力が大きいと見
られています。サンゴ礁では地球温暖化との関係が疑
われる海水温の上昇によって、白化が生じ、南西諸島
等では大規模なサンゴ群集の衰退が生じるなどの影響
も懸念されています。

（2）生態系ごとの現状と傾向

　絶滅のおそれのある野生動植物の種のリストである
環境省レッドリストは、日本の野生動植物の多くが絶

第1の危機のデータの例 第2の危機のデータの例

第3の危機のデータの例 地球温暖化の危機のデータの例
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石西礁湖におけるサンゴの白化と温度の関係

(日)

日平均気温30.0℃以上の日数
生息・生育の情報
駆除の終了

1960年代 1980年代 2000年代

自然林・二次林（注1）

人工林

1960年代を100とする指数土地利用の推移（単位100平方キロ）
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339 295 258

（うち整備された田）

田

124 155

畑・樹園地 261

27

242
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1,367

1,022

41

213

2,510

1,338

1,035

36

都市（注2）

農地

森林

原野・採草放草地

167

85

82

258 314

宅地等（注3） 151 183

道路（注4） 107 131
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86
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82
188188

215215

160160

131

注１：以下に示す出典（農林水産省）において、天然林に相当。
注２：以下に示す出典（国土交通省）において、道路と宅地等の合計値。
注３：以下に示す出典（国土交通省）において、住宅地、工業用地、その他の宅

地を含む。
注４：以下に示す出典（国土交通省）において、一般道路、農道、林道の合計値。
出典：国土交通省，土地白書、農林水産省，森林資源現況調査、農林水産省，

耕地及び作付面積統計、農林水産省，土地利用基盤整備基本調査、農林
水産省，農用地建設業務統計調査．

陸域における生態系の規模等
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薪炭の生産量

注：木炭については、1960年以前は会計年度調査、1961年以降は暦年調査
を基に算出した。
まきについては、1960年以降は暦年調査、1950～1959年は会計年度
調査を基に算出した。

出典：総務省，日本長期統計総覧、総務省，日本の長期統計系列．

アレチウリ
1950年代

アライグマ
1950年代

アレチウリ
1990年代

アレチウリ
2000年代

オオクチバス
1950年代

オオクチバス
1990年代

オオクチバス
（注１）2000年代

侵略的な外来生物の分布の拡大

注１：北海道では2001年にオオクチバスの生息が確認されたが、2007年に
駆除を終了した。

出典：金子陽春，若林務，1998：つり人ノベルズ、環境省，自然環境保全基礎調査、
国土交通省，河川水辺の国勢調査、淀太我・井口恵一朗，2004：バス問題の
経緯と背景，水研センター研報，第12号，10-24．

　：サンゴの白化が起きた年

出典：生物多様性総合評価検討委員会「生物多様性総合評価報告書」

アライグマ
1990年代

アライグマ
2000年代

　1988年も危険範囲にあるが、この年はオニヒトデの食害で気温の影響を受け
るサンゴ自体がほとんどなかった。
注１：気温30.0℃を白化差引気温とし、30℃を超えた値の合計を白化気温指数

と定義。
出典：岡本，2007：石西礁湖におけるサンゴ白化時の温度環境について水産海洋

研究，71（2），112-121．ほか

図5-1-4　生物多様性の危機の要因の評価に用いた事例
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滅の危機に瀕していることを示しています。このよう
な状況にいたった原因としては、生息地・生育地の開
発による影響が大きいと考えられていますが、さまざ
まな影響が作用しています。
　ここでは、森林、農地、都市、陸水、沿岸・海洋及
び島嶼の順にその変化を概観します（図 5-1-5）。

ア．森林生態系

　日本の森林全体の規模に過去 50 年間で大きな変化
は見られません。一方、森林のおかれている状態につ
いてみると、高度経済成長期の旺盛な木材需要の下、
天然林や二次林から人工林への転換が進められてきま
したが、その後、林業の採算性の悪化により人工林の
適切な管理が成されなくなりました。二次林について
は、化石燃料への転換等を背景に、かつてのように薪
炭林等として適切に管理されなくなったことによる森
林生態系への影響も懸念されています。また、森林の
連続性も開発等によって低下しました。さらに、森林
の病害虫によるマツ枯れ、ナラ枯れなどの被害が広く
発生しています。特にナラ枯れの被害については、そ
の深刻化と、森林の利用・管理が行われなくなって枯
死木が放置されたり、樹木が高齢化・大怪木化したこ
ととの関係も疑われています。また、近年は、シカの
個体数の増加と分布の拡大によって、樹木や下層植生
に対する被害が深刻になっています。さらに、地球温
暖化によると思われる高山植生への影響等も報告され
ています。
　現在は、社会経済状況の変化によって、森林におけ
る直接的な開発や改変の圧力は低下していますが、過
去に森林の分断が進んだ地域における野生生物への継
続的な影響などが懸念されます。

イ．農地生態系

　大陸から稲作が伝わって以降、日本では水田での稲
作を中心に、農用林、二次草原、水路・ため池などが
モザイク状に分布する特有の農村環境を築き上げ、ア
ユモドキ、ダルマガエル、オキナグサなどこれらの環
境に特有の生物の生息・生育の場となってきました。
しかし、昭和 30 年代から 40 年代を中心に宅地等の開
発が進み、また、農業・農法の変化によって、人為的
に維持されてきた草原は利用されなくなって樹林化し、
その後、農地も耕作放棄によって変化し、水田、水路、
ため池等も整備によって人工化されました。このため、
農地と周辺の樹林、水辺などからなる里地里山のモザ
イク性は損なわれ、水田をはじめとする農地やその周
辺に生息・生育する生物種の分布域の縮小、個体数の
減少が進行しています。現在は、森林同様、開発や改
変、農業・農法の変化に伴う圧力は低下していますが、
継続的な影響が懸念されます。
　一方で、1980 年代以降、サル、シカ、イノシシな

ど中大型哺乳類の分布が拡大し、自然植生への影響だ
けではなく、農業被害などの人との軋轢が増加してい
ます。また、アライグマやヌートリアは農地の周辺に
定着し、農業被害を発生させており、地方公共団体な
どによる防除が進められています。

ウ．都市生態系

　都市にとって生物多様性は、単なる生物の生息の場
としてだけでなく、都市気候の緩和や都市におけるレ
クリエーションの場を提供するといったさまざまな役
割を果たしています。都市では、主に高度経済成長期
において、農地や林地などの都市緑地の減少や河川の
水質の悪化などが生じてきました。
　昭和 50 年代以降には、新たな都市緑地の整備や河
川等の水質の改善などが進み、こうした環境に生息・
生育する一部の生物の分布が拡大しています。

エ．陸水生態系

　河川、湖沼、湿原などの陸水生態系は、上流から下
流までさまざまな環境の特徴に応じて、特有の生物を
育むとともに、生態系をネットワークとしてつなぐ重
要な役割を担っています。これらの生態系は、人工化
や埋立てなどにより、全国的に規模の縮小、質の低下、
連続性の低下が見られました。その一方で、湖沼等の
水質は昭和40年代までに悪化した可能性がありますが、
50 年代以降には改善傾向にあります。
　現在は、陸水生態系についても開発・改変の圧力は
低下していますが、過去の改変に伴う影響の継続が懸
念されます。また、外来種による問題も生じており、
とりわけ、オオクチバスとブルーギルは、全国の河川・
湖沼への定着が確認されており、在来種の捕食などに
より生態系への影響や漁業被害が生じています。この
ほか、鑑賞用の捕獲・採取による影響が増大すること
も懸念されています。

オ．沿岸・海洋生態系

　複雑で変化に富んだ海岸線を有し、干潟、藻場、サ
ンゴ礁など漁業やレクリエーションの上でも重要な役
割を担ってきた日本の沿岸域や、広大な排他的経済水
域も日本の生物多様性を特徴付けています。
　特に高度経済成長期の開発や改変によって、一部の
沿岸生態系の規模が全国規模で大幅に縮小しました。
海の生物は漁業によって利用されていますが、日本の
周辺水域では、資源の評価が行われている水産資源の
4割程度が低位水準にあるとされています。
　現在は、社会経済状況の変化によって、沿岸域の埋
立てなどの開発・改変の圧力も低下していますが、過
去の改変に伴う影響の継続が懸念されています。加え
て、海岸浸食の激化や外来種の侵入、地球温暖化の影
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森林生態系のデータの例 農地生態系のデータの例

都市生態系のデータの例 陸水生態系のデータの例

沿岸・海洋生態系のデータの例 島嶼生態系のデータの例
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出典：総務省統計局，日本長期統計総覧、林野庁，森林・林業統計要覧．

人工造林面積の推移
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注　：林業センサス（2003）における、森林以外の草生地（野草地）の値を使用した。
森林以外の土地で野草地（永年牧草地、退化牧草地、耕作放棄した土地で野
草地化した土地を含む）、かん木類が繁茂している土地をいう。河川敷、けい畔、
ていとう（堤塘）、道路敷、ゴルフ場等は草生していても含めない。

出典：農林水産省，耕地及び作付面積統計、林業センサス累計統計書（昭和35年
～平成12年）、農林業センサス、土地利用基盤整備基本調査、農用地建設業
務統計調査．

農地・草原の面積の推移
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出典：東京都，1998：東京都鳥類繁殖状況調査報告書（平成5～9年度）、
　　　東京都，1980：東京都鳥類繁殖調査報告書（昭和48年～昭和53年）．

東京都におけるメジロの分布の変化
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境庁，1989：緊急に保護を要する動植物の種の選定調査．

南西諸島における固有種と絶滅危惧種の割合
南西諸島（注1）に生息する哺乳類・爬虫類・両生類の固有種の割合と、固有種に占める絶滅危惧種（注2）の
割合を集計した。

注１：南西諸島はトカラ列島、奄美諸島、沖縄諸島、慶良間列島、宮古列島、八重山列島、大東諸島、尖閣諸島とした。
注２：絶滅危惧種の割合は、南西諸島に生息する全種（亜種を含む）のうちの、絶滅種（EX）、野生絶滅種（EW）、

絶滅危惧種（CR＋EN＋VU）の占める割合とした。

出典：生物多様性総合評価検討委員会「生物多様性総合評価報告書」 

図5-1-5　生態系ごとの状態と傾向の評価に用いた事例

響が新たに懸念されています。

カ．島嶼生態系

　日本は、6,800 以上の島々からなり、島ごとに特有
の生物相を発達させています。特に、大陸との接続や

分断の歴史をもつ琉球諸島、大陸とつながった歴史を
持たない小笠原諸島や大東諸島など、個性豊かな島々
が日本の生物種の多様性を特徴付けています。
　島嶼生態系の状態について、評価期前半を評価する
十分な資料は存在しませんが、少なくとも昭和 50 年
代以降、森林から農地、宅地、交通用地への土地利用
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転換や、河川・海岸の整備が進み、このことで固有種
を含む一部の種の生息地・生育地の環境が悪化しまし
た。また、一部の島嶼では観光等による来訪者の増加
が顕著となり、生態系への影響が懸念されています。

（3）わが国の生物多様性条約2010年目標の
達成状況

　生物多様性総合評価では、上記の過去 50 年程度の
評価に加えて、生物多様性条約の 2010 年目標のわが
国の達成状況とこの10年の傾向の評価を行っています。
2010 年目標の 21 の下位目標のうち、指標を定めて達
成状況を評価した15の目標でみると、2目標を達成し、
10 目標は達成が不完全であり、3目標が達成できなか
ったとされました。この 10 年の傾向としては、評価
を行った 14 の目標のうち、6 目標が「プラス」、7 目
標が「明確な傾向なし」、1 目標が「マイナス」と評

価されました（表 5-1-1）。
　このように、2010 年目標が決定された 2002 年（平
成 14 年）以降に対策が進み、状況が改善している分
野はあるものの、全体としての生物多様性の損失の傾
向は止まっていない状況にあるとされました。
　2010 年（平成 22 年）以降も、①過去の開発や改変
による影響が継続すること（第 1 の危機）、②里地里
山などの利用・管理の縮小が深刻さを増していくこと
（第 2の危機）、③一部の外来種の定着・拡大が進むこ
と（第 3の危機）、④気温の上昇等が一層進むこと（地
球温暖化の危機）などにより、さらなる損失を生じさ
せることが予想されています。
　これらの点を踏まえて、2010 年以降も、生物多様
性の保全と持続可能な利用の実現に向けて、継続的な
状況把握と評価、新たな目標達成に向けて生物多様性
の損失への対策をさらに充実させていくことが必要で
す。

第2節　生物多様性国家戦略2010の策定

　生物多様性条約では、締約国は生物多様性の保全と
持続可能な利用に関する国家的な戦略である「生物多
様性国家戦略」を策定することとされています。わが
国は、平成 7年に初めての生物多様性国家戦略を決定
し、14 年と 19 年に見直しを行ってきました。その後、
20 年に生物多様性基本法（平成 20 年法律第 58 号）
が施行され、生物多様性国家戦略の策定が法律上でも
位置付けられたことから、21 年 7 月に中央環境審議
会に生物多様性国家戦略の策定について諮問し、自然
環境・野生生物合同部会において審議が行われ、パブ
リックコメントを経た答申の提出を受けて、22 年 3
月に生物多様性基本法に基づく初めての生物多様性国

家戦略となる「生物多様性国家戦略 2010」を閣議決
定しました。
　本戦略の特徴としては、平成 19 年に策定した第三
次生物多様性国家戦略の構成や計画期間を維持しつつ
も、①中長期目標（2050 年）と短期目標（2020 年）
を新たに設定するとともに、②生物多様性条約第 10
回締約国会議（COP10）の日本開催を踏まえた国際
的な取組を充実し、③ COP10 を契機とした国内施策
の充実・強化を図りました。今後は本戦略に基づき、
政府の施策を着実に進めるとともに、さまざまな主体
による積極的な取組を促していく必要があります。

第3節　生物多様性を社会に浸透させる取組（生物多様性の主流化）

1　普及広報と国民参画

（1）生物多様性の普及広報

　生物多様性の恵みを将来世代にわたって享受できる
自然と共生する社会を実現していくためには、私たち
の日常生活や社会経済活動の中に生物多様性への配慮
が組み込まれる必要があります。国民の「生物多様性」
という言葉の認知度は、平成 21 年 6 月の内閣府世論
調査では約 36％で、16 年の環境省調査から約 6 ポイ
ント増加したものの、依然として低い状況となってい
ます。

　このため、平成 20 年度に決定した生物多様性のコ
ミュニケーションワード「地球のいのち、つないでい
こう」や、国民一人ひとりが生物多様性に取り組む際
のヒントとなる「国民の行動リスト」をさまざまな機
会で普及広報しました。また、著名人による広報組織
「地球いきもの応援団」を 4名から 26 名に増員し、多
様な主体が主催するイベントに出演し、生物多様性の
大切さを伝えたり、具体的な行動を促したりする取組
にご協力いただきました。
　毎年 5 月 22 日は、国連が定めた「国際生物多様性
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第3節　生物多様性を社会に浸透させる取組（生物多様性の主流化）

最終目標Goal

指標

わが国における
評価

目標
Target

目標の達成度 2000年代
の傾向

1 生態系、生息・生育地、生物群系の生物多様性の保全を進める

1-1
保護地域の面積

保護地域の効率的管理

1-2 保護地域と生物多様性の重なり

2 種の多様性の保全を促進する

2-1
森林性鳥類の生きている地球指数（LPI）
シギ・チドリ類個体数
その他の分類群の分布や個体数（注１）

2-2 絶滅危惧種の現状が改善されている 維管束植物の過去の絶滅頻度（注１）
絶滅危惧種の減少要因（注１）

3 遺伝的多様性の保全を促進する

3-1 陸域の家畜種の遺伝的多様性

4 持続可能な利用及び消費を促進する

4-1

4-2
生物学的許容漁獲量及び関連する概念

4-3 なし（注2）

5 生息・生育地の喪失、土地利用の変化及び劣化、非持続的な水利用を原因とする圧力が軽減される

5-1

森林面積の変化
干潟面積の変化（注1）
サンゴ群集面積・被度の変化
藻場面積の変化

6 侵略的外来種からの脅威を制御する

6-1 侵略的外来種

6-2 侵略的外来種の防除（注1）

7 気候変動及び汚染を原因とする生物多様性の課題に取り組む

7-1 なし（注２）

7-2
主要汚染物質の検出割合（魚類）（注1）

窒素集積
8 財とサービスを提供し、暮らしを支える生態系の能力を維持する

8-1

海洋食物連鎖指数
水質
河川の分断化
森林の分断化
森林蓄積量（注１）

8-2 なし（注2）

9 先住民や地域社会の社会文化的な多様性を維持する
9-1 伝統的な知識、工夫及び慣行を保護する なし（注2）

9-2 なし（注2）

10 遺伝資源の利用により生じる利益の公平かつ衡平な配分を保証する

10-1 なし（注2）

10-2 なし（注2）

11 締約国は、本条約履行のための財政的、人的、科学的、技術的、技術工学的な能力を向上させている

11-1 生物多様性分野の政府開発援助（ODA）

11-2 生物多様性分野の技術協力

△

△

△ ↑↓

△ ↑↓

× ↑↓

×

△

－ －

○ ↑↓

△
△

× －

○ ↑↓

△ ↑↓

－ －

－ －
－ －

－ －

－ －

△ ↑↓

△ ↑

↑
↑

↑

↑

↑

↑

分野
Focal 
Area

生物多様性
の構成要素
の保護

持続可能な
利用

生物多様性
に対する脅
威への取組

生物多様性
が も た ら
す、人類の
福利を支え
る財とサー
ビスの維持

伝 統 的 知
識、工夫及
び慣行の保
護

遺伝資源の
利用により
生じる利益
の公正かつ
衡平な配分
の確保

十分な資源
供給の確保

少なくとも世界の各エコリージョンの10%が効
果的に保全されている

生物多様性にとって特に重要性の高い地域が保
護されている

農作物、家畜及び人間が採取・捕獲する樹木、魚類、
野生生物、その他価値ある種の遺伝的多様性が
保全され、これに関係する先住民や地元の知識が
維持されている

財とサービスを供給する生態系の能力が維持され
る

持続可能な管理が行われている認証を受
けた森林の面積

目標の達成度：○「達成されている」、△「達成は不完全である」、×「達成されていない」　　
傾向：↑「生物多様性にとってプラス」、↓「生物多様性にとってマイナス」、↓↑「明確な傾向がない」

注１：わが国における生物多様性の状況、その保全や利用の状況、関係するデータの蓄積状況などを踏まえ、2010年目標が提示した指標に代えて、又は
それに追加して設定した指標。

注２：社会経済的視点からの十分な分析が必要であったり、評価のために必要なデータが不足していたりするために、今回は指標の設定を見送り、今後の課
題としたもの。

出典：生物多様性総合評価検討委員会「生物多様性総合評価報告書」

生物多様性条約2010年目標
で掲げられている内容 

特定の分類群の種の個体数の減少が、回復、維持、
又は軽減される 

持続的に管理されている供給源から生物多様性
を基盤とする製品が産出され、生産地域が生物多
様性の保全と一致した手法で管理されている

生物資源の非持続的な消費、あるいはその生物
多様性に影響を与える消費が減少している エコロジカルフットプリント及び関連す

る概念
国際的な貿易によって絶滅の危機にさらされる
野生の動植物種がゼロである

自然の生息・生育地の喪失及び劣化の速度が減
少している

侵略的外来種となる可能性の高い主要な生物種
の移入経路が制御されている
生態系、生息・生育地、種の脅威となる主要な侵
略的来種のための管理計画が整っている

気候変動に適応するため、生物多様性の構成要
素の回復力を維持・強化する

汚染と、汚染が生物多様性に与える影響を軽減
する

特に貧困層の、持続可能な生活、地元の食料安
全保障、医療を支える生物資源が維持されている

利益配分を受ける権利を含む、伝統的な知識、
工夫及び慣行に対する先住民・地元コミュニティ
の権利を守る

すべての遺伝資源へのアクセスが生物多様性条
約及び関連規定に合致している
生物多様性条約及び関連規定に従い、遺伝資源
の商業的利用等から生じる利益が、資源を供給す
る国と公正かつ衡平な形で配分されている

開発途上締約国が、本条約に基づく自国の約束
を効果的に履行できるよう、第20 条に従い、新
規及び追加の財源が移転されている
開発途上締約国が、本条約に基づく自国の約束
を効果的に履行できるよう、第20 条に従い、技
術移転が行われている

表5-1-1　わが国の生物多様性条約2010年目標の達成状況
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（1）自然とのふれあい活動

　「みどりの月間」（4 月 15 日～5 月 14 日）、「自然に
親しむ運動」（7月 21 日～8 月 20 日）、「全国・自然歩
道を歩こう月間」（10 月）等を通じて、自然観察会等

自然とふれあうための各種活動を実施しました。また、
平成 19 年 8 月に新たな国定公園として誕生した丹後
天橋立大江山国定公園及び区域が拡大された若狭湾国
定公園（京都府域）において、21 年 9 月に「平成 21
年度自然公園ふれあい全国大会」を開催しました。

2　自然とのふれあい

の日」です。国連の生物多様性条約事務局では、2008
年（平成 20 年）から国際生物多様性の日の午前 10 時
に、世界各地の青少年による学校の敷地等への植樹を
呼びかけており、地球上を東から西へ植樹された樹木
が波のように広がっていく様子を、「グリーンウェイブ」
と呼んでいます。環境省では、「グリーンウェイブ
2009」として、この活動への参加を広く呼びかけ、全
国で約 80 団体、3,000 人が参加しました。また、国際
生物多様性の日を記念する行事の開催を幅広く促すと
ともに、国連大学、（独）国立環境研究所等と連携し、
シンポジウム等の記念行事を開催しました。
　2010 年（平成 22 年）は国連が定めた「国際生物多
様性年」に当たり、多様な主体からなる国家的な組織
を設置し、国際年を記念するための行事を開催するこ
とが、国連により奨励されています。このため、22
年 1 月に「国際生物多様性年国内委員会」を設置し、
キックオフイベントをはじめとした記念行事を開催し
ました。

（2）地方公共団体、企業、NGOなど多様な主
体の参画と連携

　都道府県及び市町村が、生物多様性基本法に基づく
「生物多様性地域戦略」を定める際に参考となる基本
的情報を示した「生物多様性地域戦略策定の手引き」
を作成しました。生物多様性地域戦略は、平成 22 年
3 月末現在、埼玉県、千葉県、愛知県、滋賀県、兵庫県、
長崎県、流山市、名古屋市、高山市、北九州市で策定
されており、多くの地方公共団体で策定に向けた検討
が進められています。
　企業をはじめとする幅広い分野の事業者が、生物多
様性に配慮した事業活動を自主的に行う際の指針とな
る「生物多様性民間参画ガイドライン」を策定し、各
種セミナーやイベント等で普及広報を行いました。
　環境省と（財）イオン環境財団は、生物多様性の保
全と持続可能な利用のすぐれた取組を顕彰する「生物
多様性 日本アワード」を創設し、優秀賞 8 件を選出
しました。その中から、「地域企業との協働による谷
津田の保全」の取組を、第 1回グランプリとして決定
しました。
　地域において生物多様性に取り組む企業、NGO、
研究機関、行政機関などの情報交換や新たな連携の促
進等を目的として、福岡市及び大阪市で、生物多様性

に関する総合展示会「生物多様性 EXPO2010」を開催
しました（写真 5-3-1）。また、仙台市、東京都、名古
屋市における環境総合展示会に参加し、生物多様性に
配慮した事業活動や生物多様性の重要性などについて
普及啓発を行いました。
　生物多様性に関して地域レベルでの理解を深め、多
様な関係者による参加と連携を促進するため、仙台市、
徳島市、福岡市において、市民、NGO、行政担当者な
どの参加による「生物多様性地域対話」を開催しました。
　地域の多様な主体による生物多様性の保全・再生活
動を支援するため、平成 20 年度から開始した「生物
多様性保全推進支援事業」については、21 年度に新
たに 9 か所を採択し、20 年度からの継続か所とあわ
せて、全国 26 か所の取組の支援を行いました。
　ナショナル・トラスト活動については、その一層の
促進のため、引き続き税制優遇措置、普及啓発等を実
施しました。

（3）国際的な連携

　平成 21 年 8 月に愛知県名古屋市において、COP10
に向けてアジアの青年の交流と生物多様性に関する意
識の向上等を目的に、日本のほか、アジア 12 か国の
青年約 80 名が参加し、「生物多様性アジアユース会議
in 愛知 2009」を開催しました。
　平成 21 年 10 月に神戸市において、民間企業や
NGO、研究者、政府、国際機関を含むさまざまな関
係者約 300 名の参加の下、「神戸生物多様性国際対話」
を開催しました。会議では、生物多様性の保全と持続
可能な利用に関する民間参画の推進やポスト 2010 年
目標などをテーマとして、活発な議論が行われました。

写真：環境省

写真5-3-1　生物多様性EXPO2010（大阪会場）
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第3節　生物多様性を社会に浸透させる取組（生物多様性の主流化）

　国立・国定公園の利用の適正化のため、自然公園指
導員の研修を実施し、利用者指導の充実を図りました。
また、パークボランティア（約 1,700 名）の養成や活
動に対する支援を全国 25 国立公園等 40 地区で実施し
ました。
　自然体験プログラムの開発や子どもたちに自然保護
官の業務を体験してもらう「子どもパークレンジャー」
などにより、自然環境の大切さなどを学ぶ機会を提供
し、自然と人との共生について子どもたちをはじめ関
係者の理解を深める事業を展開しました。
　国有林野においては、森林教室、体験セミナー等を
通じて、森林とのふれあいを楽しみながら理解を深め
る「森林ふれあい推進事業」等を実施しました。また、
学校等による体験・学習活動の場である「遊々の森」や、
国民による自主的な森林づくりの活動の場である「ふ
れあいの森」の設定・活用を推進しました。
　国営公園においては、ボランティア等による自然ガ
イドツアー等の開催、プロジェクト・ワイルド等を活
用した指導者の育成等、多様な環境教育プログラムを
提供しました。

（2）エコツーリズム

　エコツーリズム推進法（平成 19 年法律第 105 号）
を踏まえ、①普及啓発事業、②ノウハウの確立、③人
材育成、④地域の取組支援等を総合的に実施し、地域
の創意工夫を生かし自然や歴史・文化資源の保全と活
用を図るためエコツーリズムの全国的な普及・定着を
推進しました。
　①では、JATA 世界旅行博 2009 でのフォーラム開
催を、②では、「第 5 回エコツーリズム大賞」( 大賞 1
団体、優秀賞 3 団体、特別賞 6 団体 ) の環境大臣表彰
や全国セミナーの開催を、③では、自然学校のインス
トラクターやエコツアーガイドの育成を、④では、世
界自然遺産地域や国立公園等でのエコツーリズムの推
進や仕組みづくり、エコツーリズム推進法に基づき協
議会を設置するトップランナー地域への支援等を実施
しました。（写真 5-3-2、5-3-3）

（3）自然とのふれあいの場の提供

ア　国立・国定公園などにおける取組

　国立公園の保護及び利用上重要な公園事業を環境省
の直轄事業として、山岳地域の適正な利用を推進する
ための登山道、利用拠点である集団施設地区における
直轄施設の温室効果ガス排出削減やユニバーサルデザ
イン化、国民保養温泉地における自然にふれあうため
の施設等を重点的に整備しました。また、集団施設地
区におけるユニバーサルデザイン導入に関するガイド
ラインを作成しました。
　国定公園及び長距離自然歩道については、40 都道
府県に自然環境整備交付金を交付し、その整備を支援
しました。長距離自然歩道の計画総延長は約
26,000km に及んでおり、平成 20 年には約 6,200 万人
が長距離自然歩道を利用しました。

イ　森林における取組

　保健保安林等を対象として防災機能、環境保全機能
等の高度発揮を図るための整備を実施するとともに、
国民が自然に親しめる森林環境の整備に対し助成しま
した。また、森林環境教育、林業体験学習の場となる
森林・施設の整備、学校林の整備・活用を行うモデル
学校林の設定等を推進しました。さらに、森林総合利
用施設等において、年齢や障害の有無にかかわらず多
様な利用方法の選択肢を提供するユニバーサルデザイ
ン手法の普及を図りました。国有林野においては、自
然休養林等のレクリエーションの森において、民間活
力をいかしつつ利用者のニーズに対応した森林及び施
設の整備等を行いました。

（4）都市と農山漁村の交流

　全国の小学校において農山漁村での 1週間程度の長
期宿泊体験活動の実施を目指す「子ども農山漁村交流

写真5-3-2　ウミガメの上陸する浜（屋久島永田浜）

写真：環境省

写真5-3-3　エコツアーの様子（石垣島吹通川）

写真：環境省
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第2部│第5章　生物多様性の保全及び持続可能な利用平成21年度

　第 6章第 7 節 1 を参照。

3　教育・学習

第4節　地域における人と自然の関係を再構築する取組

（1）レッドリスト

　野生生物の保全のためには、絶滅のおそれのある種
を的確に把握し、一般への理解を広める必要があるこ
とから、環境省では、レッドリスト（日本の絶滅のお
それのある野生生物の種のリスト）を作成・公表する
とともに、これを基にしたレッドデータブック（レッ
ドリスト掲載種の生息・生育状況等を解説した資料）
を刊行しています。
　レッドリストについては、平成 19 年 8 月までに、
第 2 次見直しが終了し、絶滅のおそれのある種は
3,155 種となっています（表 5-4-1）。20 年度から 24 年
度にかけて、第 3次見直しを実施しています。 

（2）希少野生動植物種の保存

　絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する
法律（平成 4 年法律第 75 号。以下「種の保存法」と
いう。）に基づく国内希少野生動植物種にオガサワラ
オオコウモリを追加し、国内希少野生動植物は、哺乳
類 5種、鳥類 38 種、爬虫類 1種、両生類 1種、汽水・
淡水魚類 4 種、昆虫類 10 種、植物 23 種の 82 種とな

りました。そのうち 47 種に対し保護増殖事業計画を
策定し、個体の繁殖や生息地の整備等の保護増殖事業
を行っています（図 5-4-1）。また、同法に基づき指定
している全国 9か所の生息地等保護区において、保護
区内の国内希少野生動植物の生息・生育状況調査、巡
視等を行いました。
　絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関
する条約（以下「ワシントン条約」という。）及び二
国間渡り鳥条約等により、国際的に協力して種の保存
を図るべき 677 種類を、国際希少野生動植物種として
指定しています。
　絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖事業や調
査研究、普及啓発を推進するための拠点となる野生生
物保護センターを、平成 22 年 3 月末現在、8 か所で
設置しています。
　トキについては、平成 20 年に引き続き、21 年 9 月
に第二回目の放鳥を実施しました。
　絶滅のおそれのある猛禽類については、良好な生息
環境の保全のため、イヌワシ、クマタカ、オオタカの
保護指針である「猛禽類保護の進め方」の改訂などの
取組を進めました。
　沖縄本島周辺海域に生息するジュゴンについては、

1　絶滅のおそれのある種の保存

プロジェクト」を推進し、子どもの豊かな心を育むと
ともに、自然の恩恵などを理解する機会の促進を図る
ため、新たに全国で 37 地域の受入モデル地域を指定
しました。
　都市住民の農山漁村情報に接する機会の拡大、地域
資源を活用した交流拠点の整備、都市と農村の多様な
主体が参加した取組等を総合的に推進し、グリーン・
ツーリズムの普及を進め、農山漁村地域の豊かな自然
とのふれあい等を通じて自然環境に対する理解の増進
を図りました。

（5）温泉の保護及び安全・適正利用

ア　温泉の保護及び安全・適正利用

　温泉の保護、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天

然ガスによる災害の防止及び温泉の適正な利用を図る
ことを目的とした温泉法（昭和 23 年法律第 125 号）
に基づき、温泉の掘削・採取、浴用又は飲用利用等を
行う場合には、都道府県知事や保健所設置市長等の許
可等を受ける必要があります。平成 20 年度には、温
泉掘削許可 325 件、増掘許可 28 件、動力装置許可
313 件、採取許可 563 件、濃度確認 13,637 件、浴用又
は飲用許可 2,669 件が行われました。
　温泉法の適正な施行を図るため、温泉成分の分析方
法や温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによ
る災害の防止対策に関する調査等を実施しました。

イ　国民保養温泉地

　国民保養温泉地は、温泉の公共的利用増進のため、
温泉法に基づき指定された地域であり、平成 22 年 3
月末現在、91 か所が指定されています。
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第4節　地域における人と自然の関係を再構築する取組

トキ（コウノトリ目　トキ科） ツシマヤマネコ（ネコ目　ネコ科）

■環境省レッドリストランク
 野生絶滅（EW）

■生息地
 江戸時代までは日本の
 ほぼ全域に生息

■環境省レッドリストランク
 絶滅危惧ⅠＡ類（CR）

■生息地
 長崎県対馬

■推定生息数
 80～110頭前後

■事業の概要
 ・交通事故ハザードマップの作成等の交通事故対策
 ・福岡市動物園等全国５か所において、分散飼育を実施
 ・飼育個体の再導入の検討

■環境省レッドリストランク
 絶滅危惧ⅠＢ類（EN）

■推定開花個体数
 250未満

■生育地
 北海道礼文町

■事業の概要
 ・生育状況のモニタリング
 ・人工増殖技術の確立
 ・巡視や保護柵の整備等による盗掘防止対策

■環境省レッドリストランク
 絶滅危惧Ⅱ類（VU）

アホウドリ（ミズナギドリ目　アホウドリ科）

■推定個体数
 約2600羽

■生息地
 伊豆諸島鳥島
 尖閣諸島

■事業の概要
 ・鳥島での繁殖状況調査やヒナの行動追跡調査
 ・小笠原諸島聟島への新繁殖地形成事業として、鳥島で捕獲した
 ヒナを聟島までヘリコプターで移送し、巣立ちまで人工飼育

レブンアツモリソウ（ラン目　ラン科）

写真提供：（財）山階鳥類研究所

■事業の概要
 ・佐渡トキ保護センターでの飼育下繁殖
 ・新潟県佐渡市において試験的な放鳥の実施
 ・放鳥個体の追跡

資料：環境省

図5-4-1　主な保護増殖事業の概要

分類群 評価対象
種数（a） 絶　滅 野生絶滅

絶滅のおそれのある種（b）
準絶滅
危惧 情報不足

絶滅のおそれの
ある種の割合
（b/a）

絶滅危惧Ⅰ類 絶滅危惧
Ⅱ類ⅠA類 ⅠB類

物

　
　
　
　動

哺乳類 180 4 0 15 20 7 18 9 23％

鳥　類 約700 13 1 21 32 39 18 17 13％

爬虫類 98 0 0 3 10 18 17 5 32％

両生類 62 0 0 1 9 11 14 1 34％

汽水・淡水魚類 約400 4 0 61 48 35 26 39 36％

昆虫類 約30,000 3 0 110 129 200 122 1％

貝　類 約1,100 22 0 163 214 275 73 34％

その他無脊椎動物 約4,200 0 1 17 39 40 39 1％

動物小計 46 2 510 492 608 305

等
物
植

維管束植物 約7,000 33 8 523 491 676 255 32 24％

維管束植物以外 約25,300 41 2 287 176 118 172 2％

植物等小計 74 10 1301 852 373 204

合　計　 120 12 1811 1344 981 509

注１：動物の評価対象種数（亜種等を含む）は「日本産野生生物目録（環境庁編　1993,1995,1998）」等による。
　２：植物等のうち、維管束植物の評価対象種数（亜種等を含む）は日本植物分類学会の集計による。
　３：維管束植物以外（蘚苔類、藻類、地衣類、菌類）の評価対象種数（亜種等を含む）は環境省調査による。
　４：昆虫類、貝類、その他無脊椎動物及び維管束植物以外については、絶滅危惧Ⅰ類のうちⅠA類とⅠB類の区分は行っていない。

 カテゴリーは以下のとおり。
 絶滅（Extinct）：わが国では既に絶滅したと考えられる種
 野生絶滅（Extinct in the Wild）：飼育・栽培下でのみ存続している種
 絶滅危惧Ⅰ類（Critically Endangered＋Endangered）：絶滅の危機に瀕している種
 絶滅危惧Ⅱ類（Vulnerable）：絶滅の危険が増大している種
 準絶滅危惧（Near Threatened）：存続基盤が脆弱な種
 情報不足（Data Deficient）：評価するだけの情報が不足している種

出典：環境省

表5-4-1　日本の絶滅のおそれのある野生生物の種数
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エトピリカ保護の取組　～人と希少種の共生に向けて～コラム

　エトピリカは、日本では北海道東部にだけ生息
する海鳥で、混獲等の影響で 1970 年代に入って激

減し、繁殖地に人為的に侵
入したドブネズミなどの影
響を受け、現在はわずか 10
つがい程度が繁殖するにす
ぎません。生息域の一つで
ある浜中町では、漁協自ら
繁殖地周辺をカレイ刺し網
禁止・各種刺し網自粛海域
として、混獲防止に努めて
います。
　環境省は、浜中町でかつ

ての繁殖地周辺に海上デコイ（模型）等を設置し、
モニタリングを行うなどの保護増殖事業を進めて
いるほか、混獲防止のアイディアコンテストを実
施し、地元中学
生が考えた「網
にCDを付ける」
などの案を漁師
の協力を得て試
行するなど、地
域ぐるみの保護
活動を支援しま
した。

エトピリカ 
写真提供：藤田裕之氏 

海上のデコイに接近する
エトピリカ（右） 

写真提供：片岡義廣氏

（1）科学的・計画的な保護管理

　長期的ビジョンに立った鳥獣の科学的・計画的な保
護管理を促し、鳥獣保護行政の全般的ガイドラインと
してより詳細かつ具体的な内容を記した、「鳥獣の保
護を図るための事業を実施するための基本的な指針」
に基づき、鳥獣保護区の指定、被害防止のための捕獲
及びその体制の整備、違法捕獲の防止等の対策を総合
的に推進しました。
　狩猟者人口は、約 53 万人（昭和 45 年度）から約
19 万人（平成 18 年度）まで減少し、高齢化も進んで
おり、被害防止のための捕獲に当たる従事者の確保が
困難な地域も見られるなど鳥獣保護管理の担い手の育
成及び確保が求められていることから、狩猟者等を対
象とした研修事業や鳥獣保護管理に係る人材登録事業
を実施しました。
　特定鳥獣保護管理計画（以下「特定計画」という。）
の技術研修会を開催し、都道府県における特定計画作
成を促しました。関東地域、中部近畿地域におけるカ
ワウ、白山奥美濃地域のツキノワグマ及び関東山地の

ニホンジカの保護管理については、広域協議会を開催
し、関係者間の情報の共有を行いました。関東カワウ
協議会においては、一斉追い払い等の事業を実施する
とともに、関東山地ニホンジカ協議会においては、関
係機関と連携し広域保護管理指針を新たに作成しまし
た。
　適切な狩猟が鳥獣の個体数管理に果たす効果等にか
んがみ、都道府県及び関係狩猟者団体に対し、事故及
び違法行為の防止を徹底し、適正な狩猟を推進するた
めの助言を行いました。
　出水平野に集中的に飛来するナベヅル、マナヅル等
の保護対策として、生息環境の保全、整備を実施する
とともに、越冬地の分散を図るための地域活動の推進、
普及啓発等の事業を実施しました。また、渡り鳥の生
息状況等に関する調査として、鳥類観測ステーション
における鳥類標識調査、ガンカモ類の生息調査、コア
ジサシ等の定点調査等を実施しました。
　鳥獣の生息環境が悪化した鳥獣保護区の生息地の保
護及び整備を図るため、浜頓別クッチャロ湖（北海道）、
宮島沼（北海道）、片野鴨池（石川県）、漫湖（沖縄県）

2　野生鳥獣の保護管理

地域住民への普及啓発を進めるとともに、全般的な保
護方策を検討するため、地元関係者等との情報交換等
を実施しました。

（3）生息域外保全

　トキ、ツシマヤマネコ、ヤンバルクイナなど、絶滅
の危険性が極めて高く、本来の生息域内における保全
施策のみで種を存続させることがむずかしい種につい

て、飼育下繁殖を実施するなど生息域外保全の取組を
進めています。
　平成 19 年度から体系的な生息域外保全のあり方に
ついての検討を行い、20 年度には ｢絶滅のおそれの
ある野生動植物種の生息域外保全に関する基本方針｣
を取りまとめました。また、20 年度から 21 年度には
生息域外保全の技術の確立などを目的としたモデル事
業（動物 4種、植物 4種）を実施しました。
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第4節　地域における人と自然の関係を再構築する取組

（1）外来種対策

　外来生物法に基づき、97 種類の特定外来生物（平
成 22 年 3 月現在）の輸入、飼養等を規制しています。
また、奄美大島や沖縄本島北部（やんばる地域）の希
少動物を捕食するジャワマングースの防除事業、小笠
原諸島内の国有林でのアカギ等の外来種の駆除のほか、
アライグマ、アルゼンチンアリ等についての防除モデ
ル事業等、具体的な対策を進めています。さらに、外
来種の適正な飼育に係る呼びかけ、ホームページ
（http://www.env.go.jp/nature/intro/）等での普及啓
発を実施しました。

（2）遺伝子組換え生物への対応

　バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書（以下

「カルタヘナ議定書」という。）を締結するための国内
制度として定められた遺伝子組換え生物等の使用等の
規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成
15 年法律第 97 号。以下「カルタヘナ法」という。）
に基づき、平成 22 年 3 月末現在、157 件の遺伝子組
換え生物の環境中での使用について承認されています。
21 年には、カルタヘナ法の施行から 5 年が経過し、
中央環境審議会野生生物部会遺伝子組換え生物小委員
会において法律の施行状況の検討を行いました。また、
日本版バイオセーフティクリアリングハウス（http://
www.bch.biodic.go.jp/）を通じて、法律の枠組みや承
認された遺伝子組換え生物に関する情報提供を行った
ほか、主要な輸入港周辺等において遺伝子組換えナタ
ネの生物多様性への影響監視調査などを行いました。

（1）動物の愛護と適正な管理

　動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律
第 105 号）の適切かつ着実な運用を図るために策定さ
れた動物の愛護及び管理に関する施策を推進するため
の基本的な指針（以下「基本指針」という。）に基づき、
各種施策を総合的に推進しました。これらの施策の進
捗については毎年点検を行っており、このうち、飼養

放棄等によって都道府県等に引取りや収容される動物
については、平成 20 年度の犬ねこの引取り数は 16 年
度に比べ約 25%減少し、返還・譲渡数は同じく約 40%
増加しました。殺処分数は毎年減少傾向にあり、約
28 万頭（調査を始めた昭和 49 年度の約 4 分の 1）ま
で減少しました（図 5-4-2）。
　これらの動物の譲渡及び返還を促進するため、適正
譲渡講習会の実施やDVD教材の作成等を実施すると

3　外来種等への対応

4　動物の愛護と適正な管理

において保全事業を実施しました。
　野生生物保護についての普及啓発を推進するため、
愛鳥週間行事の一環として北海道釧路市において第
63 回「全国野鳥保護のつどい」を開催したほか、小
中学校及び高等学校等を対象として野生生物保護の実
践活動を発表する「全国野生生物保護実績発表大会」
等を開催しました。

（2）鳥獣被害対策

　野生獣類の効果的な追い上げ技術の開発等の試験研
究、防護柵等の被害防止施設の設置、効果的な被害防
止システムの整備、被害防止マニュアルの作成等の対
策を推進するとともに、鳥獣との共存にも配慮した多
様で健全な森林の整備・保全等を実施しました。
　農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等に係
る被害が深刻な状況にあることを背景として、その防
止のための施策を総合的かつ効果的に推進することに
より、農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄
与することを目的とする鳥獣による農林水産業等に係

る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成
19 年法律第 134 号）が成立し、平成 20 年 2 月から施
行されました。この法律に基づき、市町村における被
害防止計画の作成を推進し、鳥獣被害対策の体制整備
等を推進しました。
　近年、トドによる漁業被害が増大しており、トドの
資源に悪影響を及ぼすことなく、被害を防ぐための対
策として、被害を受ける刺網等の強度強化を促進しま
した。

（3）鳥インフルエンザ対策

　平成 20 年に策定した「野鳥における高病原性鳥イ
ンフルエンザに係る都道府県鳥獣行政担当部局等の対
応技術マニュアル」に基づき、高病原性鳥インフルエ
ンザウイルス保有状況調査を全国で実施し、その結果
を公表しました。また、17 年度から行っている人工
衛星を使った渡り鳥の飛来経路に関する調査を継続す
るとともに、国指定鳥獣保護区への渡り鳥の飛来状況
についてホームページ等を通じた情報提供を行いました。
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図5-4-2　全国の犬・ねこの引取り数の推移

ともに、都道府県等の収容・譲渡施設の増改築に係る
費用の補助を行いました。さらに、マイクロチップに
よる個別識別措置を推進するため、普及啓発モデル事
業を行いました。マイクロチップの登録数は年々増加
しており、平成 22 年 3 月末現在累計約 33 万件となっ
ていますが、犬ねこ等の飼養数全体から見ればまだ 1
％程度にすぎず、引き続き普及のための取組が必要で
す。
　平成 21 年は動物愛護週間（9月 20 日～26 日）制定
60周年に当たり、関係行政機関、団体との協力の下、“め
ざせ！満点飼い主 ” をテーマとして、上野公園で中央
行事「動物愛護ふれあいフェスティバル」を開催した

ほか、103 の関係自治体等において各種行事が実施さ
れました。
　愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（平
成 20 年法律第 83 号。ペットフード安全法）は、平成
21 年 6 月に施行され、21 年 12 月からは、製造方法の
基準や成分規格が適用されました。また、同法に基づ
き、ペットフードの安全性の確保にかかる連絡会議を
開催し、関係機関との連絡体制を整備するとともに、
法律の内容と犬ねこへの適切な給餌方法について、講
習会の開催やポスター・DVD等の作成により普及啓
発を図りました。

（1）遺伝資源の利用と保存

　医薬品の開発や農作物の品種改良など、生物資源が
もつ有用性の価値は拡大する一方、熱帯雨林の減少や
砂漠化の進行などにより、多様な遺伝資源が減少・消
失の危機に瀕しており、貴重な遺伝資源を収集・保存
し、次世代に引き継ぐとともに、これを積極的に活用
していくことが重要となっています。
　農林水産分野では、関係機関が連携して、動植物、
微生物、DNA、林木、水産生物などの国内外の遺伝
資源の収集、保存などを行っており、植物遺伝資源
24 万点をはじめ、世界有数のジーンバンクとして利
用者への配布・情報提供を行っています。平成 20 年
度には、新たに植物遺伝資源約 6,000 点等を追加しま
した。

　ライフサイエンス研究の基盤となる研究用動植物等
のバイオリソースのうち、マウス、シロイヌナズナ等
の 27 のリソースについて、「ナショナルバイオリソー
スプロジェクト」により、大学・独立行政法人理化学
研究所等において、生物遺伝資源の戦略的・体系的な
収集・保存・提供を行いました。

（2）微生物資源の利用と保存

　独立行政法人製品評価技術基盤機構を通じた資源保
有国との国際的取組の実施などにより、資源保有国へ
の技術移転、わが国の企業への海外の微生物資源の利
用機会の提供などを行いました。
　わが国の微生物などに関する中核的な生物遺伝資源
機関である独立行政法人製品評価技術基盤機構生物遺

5　遺伝資源等の持続可能な利用
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第5節　森・里・川・海のつながりを確保する取組

第5節　森・里・川・海のつながりを確保する取組

　すぐれた自然環境を有する地域を核として、これら
を有機的につなぐことにより、生息・生育空間のつな
がりや適切な配置を確保する生態系ネットワーク（エ
コロジカル・ネットワーク）を形成するため、平成
20 年度に全国レベルのエコロジカル・ネットワーク
構想の検討を開始し、21 年度に「全国エコロジカル・

ネットワーク構想」を策定しました。また、国有林に
おいては、保全すべき森林生態系の核となる保護林相
互を連結する「緑の回廊」の設定を進めており、21
年 4 月現在、24 か所約 509 千ヘクタールが設定され、
生態系に配慮した施業やモニタリング調査等を実施し
ています。

（1）自然環境保全地域

　自然環境保全法（昭和 47 年法律第 85 号）に基づく
保護地域には、国が指定する原生自然環境保全地域と
自然環境保全地域、都道府県が条例により指定する都
道府県自然環境保全地域があります。これらの地域は、
極力、自然環境をそのまま維持しようとする地域であ
り、わが国の生物多様性の保全にとって重要な役割を
担っています。
　平成 21 年 6 月には、自然公園法（昭和 32 年法律第
161 号）とあわせて自然環境保全法の改正を行い、目
的規定に生物多様性の確保を明記するとともに、海上
を含めた海域を保全対象とした海域特別地区制度や事
業計画に基づき積極的に生態系の維持回復を行う生態
系維持回復事業制度を新たに創設しました。
　平成 22 年 3 月現在、原生自然環境保全地域として
5 地域（5,631ha）、自然環境保全地域として 10 地域
（21,593ha）を指定し、生態系の現況把握や標識の整
備等を通じて、適正な保全管理を進めています。また、
都道府県自然環境保全地域として 538 地域（76,556ha）
が指定されています。

（2）自然公園

ア　自然公園法等の見直し

　生物多様性基本法の制定をはじめ、近年の生物多様
性の保全に対する社会的要請の高まり等を踏まえ、第
171 回通常国会で成立した「自然公園法及び自然環境

保全法の一部を改正する法律（平成21年法律第47号）」
が平成21年6月に公布されました。法の目的規定に「生
物の多様性の確保に寄与すること」が新たに明記され
るとともに、海域公園地区制度の創設をはじめとした
海域における保全施策の充実、シカの食害などによる
生態系への被害の防止を目的とした生態系維持回復事
業の創設、生態系に被害を及ぼす動植物の放出等に係
る規制の充実等が図られました（図 5-5-1）。

イ　公園区域及び公園計画の見直し

　自然公園法に基づいて指定される国立公園、国定公
園及び都道府県立自然公園は、国土の 14.3％を占めて
おり（図 5-5-2）、国立・国定公園にあっては、適正な
保護及び利用の増進を図るため、公園を取り巻く社会
条件等の変化に応じ、公園区域及び公園計画の見直し
を行っています。

1　生態系ネットワーク

2　重要地域の保全

写真：環境省

写真5-5-1　小笠原諸島（手前から南島、父島）

伝資源センターにおいて、生物遺伝資源の収集、保存
などを行うとともに、これらの資源に関する情報（分
類、塩基配列、遺伝子機能などに関する情報）を整備
し、生物遺伝資源とあわせて提供しました。

（3）バイオマス資源の利用

　第 3章第 4 節（8）コを参照。
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1．目的規定の改正※－「生物の多様性の確保」を目的規定に追加 －

改正法の骨子

法律改正の必要性

生物の多様性の確保のための施策の充実

生物多様性の保全に対する社会的要請の高まり
・生物多様性基本法の制定（平成20年）等、生物多様性の保全に対する国民的要請の拡大

生物を育む、豊かな海域の適切な保全
○干潟、サンゴ礁等の生物多様性に富んだ海域は、海の恵みを育む場であり、美しい景観は重要な観光資源となるなど、
豊かな国民生活を支える環境として適切な保全が必要

・現行の制度（海中公園地区）は海中の景観のみを保全の対象としており、海中と海上が一体的に豊かで美しい海域環
境を構成する、干潟、岩礁域等の保全には不十分
・一方、無秩序なウオッチングツアー等による海域の野生動物への影響等が顕在化

シカの食害等により損なわれた生態系の回復
・シカによる食害の深刻化、他地域からの動植物の侵入等による生態系への被害が各地で発生

2．海域における保全施策の充実
①海域公園地区制度の創設※

海中だけを対象とした海中公園地区を、海上を含む制度に見
直し、海中と海上が一体的に豊かな生物多様性を育む、干潟、
岩礁域等の保全を推進

3．生態系維持回復事業の創設※

国立公園等でのシカの食害等の生態系被害を防
止するため、防護柵の設置等をはじめとした「生
態系維持回復事業」を実施し、生態系の維持回
復を促進

4．特別地域等における動植物の放出等に係る規制
の強化等※

生態系に被害を及ぼす動植物の放出等や木竹の
損傷について規制を追加

②海域における利用調整地区制度の創設
過剰な利用をコントロールして、海域の生態系の保全と持続
可能な利用を推進する

海上

海中

海中公園地区（現行） 海域公園地区（改正後）
防護柵による植生保護

生態系の維持回復

海鳥の生息地（海上）サンゴ礁（海中）

岩礁干潟

干潮時に干出する
干潟、岩礁

資料：環境省
※自然環境保全法についても同様の改正を実施

図5-5-1　自然公園法及び自然環境保全法の改正について

　平成 21 年度は、小笠原国立公園、白山国立公園、
大山隠岐国立公園、西海国立公園、阿蘇くじゅう国立
公園及び西中国山地国定公園の 6国立・国定公園にお
いて公園区域及び公園計画の見直しを実施しました。
特に、小笠原国立公園は、昭和 47 年の指定以来、初
めての全般的な見直しとなり、小笠原独自の生態系等
の保全及び適正な利用を図るため、陸域においては、
計 193ha を新たに公園区域に編入するなど、計
2,279ha について保護の強化を図りました（写真

5-5-1）。これにより、最も厳正に保護を図る特別保護
地区は、これまでの約1.7倍の4,934haに拡大しました。
海域では、公園区域を旧計画の沖合 1kmから 5km（一
部は沖合 2km）に拡張することで、海域の公園面積
が約 2万 7千 ha から約 12 万 1 千 ha に拡大しました。
また、外来種対策を推進するために、自然再生施設の
追加等を行いました。
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ウ　自然公園の管理の充実

　生態系を適切に管理していくために、国立公園のう
ち重点的な対策を要する小笠原国立公園及び西表石垣
国立公園において、外来種による生態系被害の調査モ
ニタリング及び防除計画を策定し、外来種防除事業に
より外来種の密度を減少させて固有の生態系の維持・
回復を図る取組を行いました。また、国立・国定公園
内の植生や自然環境の復元等を目的とし、釧路湿原国
立公園などにおいて、植生復元施設や自然再生施設等

の整備を推進しました。
　国立公園のうち自然保護上特に重要な地域を対象に、
厳正な保護を図るため民有地の買い上げを行いました。
また、アクティブ・レンジャーを全国に配置し、現場
管理の充実に努めました。
　地域との連携による公園管理については、自然公園
法に基づく公園管理団体に、平成 22 年 3 月末現在、
国立公園で 5団体と国定公園で 2団体が指定されてい
ます。21 年 5 月に西表石垣国立公園の竹富島地域の
公園管理団体に指定された NPO 法人では、学習プロ
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西表石垣

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

利尻礼文サロベツ
知床
阿寒
釧路湿原
大雪山
支笏洞爺
十和田八幡平
陸中海岸
磐梯朝日
日光
尾瀬
上信越高原
秩父多摩甲斐
小笠原
富士箱根伊豆
中部山岳
白山
南アルプス
伊勢志摩

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

18

1

2

3

暑寒別天売焼尻
網走
ニセコ積丹小樽海岸
日高山脈襟裳
大沼
下北半島
津軽
早池峰
栗駒
南三陸金華山
蔵王
男鹿
鳥海
越後三山只見
水郷筑波
妙義荒船佐久高原
南房総
明治の森高尾
丹沢大山

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

18

佐渡弥彦米山
能登半島
越前加賀海岸
若狭湾
八ヶ岳中信高原
天竜奥三河
揖斐関ヶ原養老
飛騨木曽川
愛知高原
三河湾
鈴鹿
室生赤目青山
琵琶湖
丹後天橋立大江山
明治の森箕面
金剛生駒紀泉
氷ノ山後山那岐山
大和青垣
高野龍神

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

38

37

比婆道後帝釈
西中国山地
北長門海岸
秋吉台
剣山
室戸阿南海岸
石鎚
北九州
玄海
耶馬日田英彦山
壱岐対馬
九州中央山地
日豊海岸
祖母傾
日南海岸
奄美群島
沖縄海岸
沖縄戦跡

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

国立公園 国定公園

関東地方

資料：環境省
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図5-5-2　国立公園及び国定公園の配置図
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グラムの実施や歩道の維持管理等を行い、自然の風景
地の保護や適正な利用の推進において、重要な役割を
担っています。
　国立公園等の貴重な自然環境を有する地域において、
自然や社会状況を熟知した地元住民等を雇用し、シマ
フクロウやライチョウ等の貴重な野生生物の保護対策、
オオハンゴンソウやウチダザリガニ等の外来生物の駆
除、景観対策としての展望地の再整備、登山道の補修、
サンゴ礁保護のためのオニヒトデの駆除等の作業を
「国立公園等民間活用特定自然環境保全活動（グリー
ンワーカー）事業」により行いました。また、海岸の
漂着ゴミ等や山岳地等で投棄されたゴミ等を一掃し、
国立公園の安全・快適な利用を推進するため「国立公
園クリーンアップ推進事業」を実施しました。

エ　自然公園における適正な利用の推進

　自動車乗入れの増大により、植生への悪影響、快適・
安全な公園利用の阻害等が生じているため、「国立公
園内における自動車利用適正化要綱」に基づき、平成
21 年度には、大雪山国立公園の高原温泉や中部山岳
国立公園の上高地等の 17 国立公園・26 地区において、
自家用車に代わるバス運行等の対策を地域関係機関と
の協力の下、実施しました。

　国立公園等の山岳地域における環境浄化及び安全対
策を図るため、山小屋事業者等がし尿・廃水処理施設
等の整備を行う場合に、その経費の一部を補助してお
り、平成 21 年度は主に北アルプス等の山小屋のし尿
処理施設の整備を実施しました。

（3）鳥獣保護区

　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成
14 年法律第 88 号）に基づき、鳥獣の保護を図るため
特に必要がある区域を国指定鳥獣保護区に指定してい
ます。平成 21 年度は、北硫黄島、南鳥島、やんばる（安
田）、やんばる（安波）を新たに指定し、平成 22 年 3
月末現在、全国の国指定鳥獣保護区は 73 か所、
565,471ha、同特別保護地区は 62 か所、146,421ha、同
特別保護指定地域は 2か所、1,159ha となっています。

（4）生息地等保護区

　種の保存法に基づき、国内希少野生動植物種の生
息・生育地として重要な地域を生息地等保護区に指定
しており、平成 22 年 3 月末現在、全国の生息地等保
護区は 9 か所、885ha、このうち管理地区は 9 か所、
385ha となっています。

保護地域名等 地種区分等 年月 箇所数等

自然環境保全地域
原生自然環境保全地域の箇所数及び面積

H22.3

5地域
（5,631ha）

自然環境保全地域の箇所数及び面積 10地域
（21,593ha）

国立公園

箇所数、面積

H22.4

29公園
（2,087千ha）

特別地域の割合、面積（特別保護地区を除く） 58.7％
（1,224千ha）

特別保護地区の割合、面積 13.3％
（278千ha）

海域公園地区の地区数、面積 51地区
（2,676ha）

国定公園

箇所数、指定面積

H22.4

56公園
（1,362千ha）

特別地域の割合、面積（特別保護地区を除く） 88.2％
（1,201千ha）

特別保護地区の割合、面積 4.9％
（66千ha）

海域公園地区の地区数、面積 31地区
（1,381ha）

国指定鳥獣保護区
箇所数、指定面積

H22.3

73か所
（565千ha）

特別保護地区の箇所数、面積 62か所
（146千ha）

保安林 面積（実面積） H21.3 11,915千ha

保護林 箇所数、面積 H21.4 841箇所
（78万ha）

文化財
名勝（自然的なもの）の指定数（特別名勝）

H22.3
150（12）

天然記念物の指定数（特別天然記念物） 980（75）
重要文化的景観 19件

資料：環境省、農林水産省、国土交通省、文部科学省

表5-5-1　 数値で見る重要地域の状況
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第5節　森・里・川・海のつながりを確保する取組

（5）名勝（自然的なもの）、天然記念物

　文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）に基づき、
日本の峡谷、海浜等の名勝地で観賞上価値の高いもの
を名勝（自然的なもの）に、動植物、地質鉱物等で学
術上価値の高いものを天然記念物に指定しており、平
成 22 年 3 月現在、名勝（自然的なもの）は 150 件（う
ち特別名勝 12 件）、天然記念物は 980 件（うち特別天
然記念物 75 件）を指定しています（表 5-5-1）。さらに、
天然記念物の衰退に対処するため関係地方公共団体と
連携して、特別天然記念物コウノトリの野生復帰事業
など 22 件について再生事業を実施しました。

（6）保護林、保安林

　国有林においては、原生的な天然林や貴重な野生動

植物の生息・生育地等について、保護林の設定等を推
進しました。平成 21 年 4 月現在で 841 か所、約 78 万
ヘクタールの保護林が設定され、モニタリング調査等
による適切な保全・管理を推進しました。

（7）景観の保全

　景観の保全に関しては、自然公園法によってすぐれ
た自然の風景地を保護しているほか、景観法（平成
16 年法律第 110 号）に基づき、平成 22 年 3 月現在、
216 団体で景観計画が定められています。また、文化
財保護法により、21 年 3 月現在、人と自然との関わ
りの中でつくり出されてきた重要文化的景観を 19 地
域選定しています。

　自然再生推進法（平成 14 年法律第 148 号）に基づ
く自然再生協議会は、新たに 1か所が設立され、平成
22 年 3 月末現在、全国で 21 か所となっています（図
5-5-3）。すべての協議会で自然再生全体構想が作成され、
うち 13 か所で自然再生事業実施計画が作成されてい
ます。

　平成 21 年度は、国立公園における直轄事業 7地区、
自然環境整備交付金で地方公共団体を支援する事業
12 地区の計 19 地区で自然再生事業を実施しました。
これらの地区では、生態系調査や事業計画の作成、事
業の実施、自然再生を通じた自然環境学習などを行い
ました。

協議会名 設立年月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

H15.7

H15.11

H16.1

H16.3

H16.5

H16.7

H16.8

H16.10

H16.11

H16.11

H17.1

H17.3

H17.6

H17.7

H17.9

H17.12

H18.2

H18.9

H19.6

H20.9

H21.5

荒川太郎右衛門地区自然再生協議会

釧路湿原自然再生協議会

巴川流域麻機遊水地自然再生協議会

多摩川源流自然再生協議会

神於山保全活用推進協議会

樫原湿原地区自然再生協議会

椹野川河口域・干潟自然再生協議会

霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生協議会

くぬぎ山地区自然再生協議会

八幡湿原自然再生協議会

上サロベツ自然再生協議会

野川第一・第二調節池地区自然再生協議会

蒲生干潟自然再生協議会

森吉山麓高原自然再生協議会

竹ヶ島海中公園自然再生協議会

阿蘇草原再生協議会

石西礁湖自然再生協議会

竜串自然再生協議会

中海自然再生協議会

伊豆沼・内沼自然再生協議会

久保川イーハートーブ自然再生協議会

H22.3月現在

1荒川太郎右衛門

9くぬぎ山

13蒲生干潟

湿原

サンゴ群集

干潟

湖沼

草原

河川

里地里山

森林2釧路湿原

20伊豆沼・内沼

21
久保川イーハトーブ

資料：環境省

11上サロベツ

17石西礁湖

※数字は設立順

12野川

16阿蘇

3巴川

4多摩川源流

5神於山

10八幡湿原

14森吉山麓高原

15竹ヶ島
18竜串

19中海
7椹野川干潟

6樫原湿原

8霞ヶ浦

図5-5-3　自然再生推進法に基づく自然再生協議会の全国位置図

　農林水産業は自然の循環機能を利用するとともに、
多くの生きものに対して貴重な生息・生育環境の提供、

特有の生態系の形成・維持に貢献しており、持続可能
な農林水産業の維持・発展のためにはその基盤である

3　自然再生の推進

4　農林水産業
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（1）里地里山

　里地里山は、集落を取り巻く二次林と人工林、農地、
ため池、草原などを構成要素としており、人為による
適度なかく乱によって特有の環境が形成・維持され、
固有種を含む多くの野生生物を育む地域となっていま
す。希少種が集中して分布している地域の 5割以上が
里地里山に含まれています。
　里地里山の保全・活用に向けた取組をさらに全国へ
と展開していくために、参考事例となる里地里山の特
徴的な取組の情報発信を行いました。また、平成 19
年度から継続して、都市住民等のボランティア活動へ
の参加を促進するため、ホームページ等により活動場
所や専門家の紹介等を行うとともに、研修会等を開催

し里地里山の保全・活用に向けた活動の継続・促進の
ための助言等の支援を実施しました。
　特別緑地保全地区等に含まれる里地里山については、
土地所有者と地方公共団体等とが管理協定を締結し、
持続的に管理を行うとともに市民に公開するなどの取
組を推進しました。
　棚田や里山といった地域における人々と自然との関
わりの中で形成されてきた文化的景観の保存活用のた
めに行う調査、保存計画策定、整備、普及・啓発事業
を補助する文化的景観保護推進事業を実施しました。
　上下流連携いきいき流域プロジェクトにより、里山
林等における森林保全活動や多様な利用活動への支援
を実施しました。

5　里地里山・田園地域

生物多様性の保全は不可欠です。
　このため、「農林水産省生物多様性戦略」（平成 19
年 7 月）に基づき、①田園地域・里地里山の保全（環
境保全型農業の推進、生物多様性に配慮した生産基盤
整備の推進等）、②森林の保全（適切な間伐等）、③里
海・海洋の保全（藻場・干潟の造成、維持・管理等）
など生物多様性保全をより重視した農林水産施策を推
進しました。

　これらの関連施策を効果的に推進するため、農林水
産業と生物多様性の関係を定量的に計る指標の開発を
進めました。
　農林水産省生物多様性戦略検討会の提言（平成 20
年 7 月）を受け、地域の生きものを通して生物多様性
保全の取組を分かりやすく伝える「生きものマーク」
を活用し、生物多様性保全に貢献する農林水産業への
理解の促進を図りました。

竜串湾での泥土除去によるサンゴの再生

　高知県土佐清水市の竜串湾では、平成 13 年の集
中豪雨により、湾内に大量の土砂が流れ込み、サ
ンゴ群集に大きな被害が発生しました。このため
18 年に地域住民、専門家、関係団体、行政機関な
どからなる「竜串自然再生協議会」が設立され、森・
里・川・海が一体となった自然再生の取組が行わ
れています。

　海域では、濁りの原因となっていた泥土の除去
（約 6,600m3）により、海域環境が改善し、サンゴ
の再生が進んできています。陸域では、新たな土
砂等が流れ込まないよう、森林の手入れや生活排
水対策などが行われています。さらに、自然再生
をテーマとした環境教育や自然体験学習なども行
われ、地域の活性化にも貢献しています。

コラム

泥を被ったサンゴ 海底での泥土除去作業 回復したサンゴ

写真：環境省、竹葉秀三氏

竜串湾での泥土除去によるサンゴの再生
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（2）田園地域

　農業農村整備事業においては、環境との調和への配
慮の基本方針に基づき事業を実施するとともに、生態
系の保全に配慮しながら生活環境の整備等を総合的に
行う事業等に助成し、農業の有する多面的機能の発揮
や魅力ある田園空間の形成を促進しました。農村地域
の生物や生息環境の情報の調査・地理情報化を行い、
生物の生息・生育地と水路等の農業用施設との生態系
ネットワーク化を図る技術の開発を進めました。また、
地域の生態系を代表する種を「保全対象種」として示
し、農家や地域住民の理解を得ながら生物多様性保全
の視点を取り入れた基盤整備事業を推進しました。
　水田周辺地域（農業用水路等）の生態系の現状把握
を行うため「田んぼの生きもの調査」を実施しました。
また、景観保全、自然再生活動の推進・定着を図るた
め、地域密着で活動を行っている NPO 等に対し支援
を実施するとともに、農業生産活動と調和した自然環
境の保全・再生活動の普及・啓発のため、「田園自然
再生活動コンクール」を実施し、活動上の新たな課題
に対する技術的支援を行いました。

　棚田における農業生産活動により生ずる国土の保全、
水源のかん養等の多面的機能を持続的に発揮していく
ため、棚田等の保全・利活用活動を推進したほか、農
村の景観や環境を良好に整備・管理していくために、
地域住民、地元企業、地方公共団体等が一体となって
身近な環境を見直し、自ら改善していく地域の環境改
善活動（グラウンドワーク）の推進を図るための事業
を行いました。また、地域の創意と工夫をより生かし
た「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」により、
自然再生の視点に基づく環境創造型の整備を推進しま
した。
　持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法
律（平成 11 年法律第 110 号）に基づき、土づくりと
化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組
む農業者（エコファーマー）の育成等を推進するとと
もに、有機農業の推進に関する法律（平成 18 年法律
第 112 号）に基づき、平成 19 年に有機農業の推進に
関する基本的な方針を策定し、全国における有機農業
の振興の核となるモデルタウンの育成などを実施しま
した。

　森林のもつ多面的機能を持続的に発揮させるため、
多様な森林づくりを推進しました。また、森林の保全
を図るため、特に公益的機能の発揮が必要な森林を保
安林に指定し、伐採・転用等の規制を行うとともに、
豪雨や地震等による山地災害の防止を図るため、周辺
の生態系に配慮しつつ荒廃地等の復旧整備や機能の低
い森林の整備等を行う治山事業を計画的に実施したほ
か、松くい虫等の病害虫や野生鳥獣による森林の被害
対策の総合的な実施、林野火災予防対策や森林保全推
進員による森林パトロールの実施、啓発活動等を推進
しました。
　森林を社会全体で支えるという国民意識の醸成を図
るため、企業、森林ボランティア等広範な主体による
森林づくり活動、全国植樹祭等国土緑化行事及び「み
どりの日」・「みどりの月間」を中心に行う緑化運動、
巨樹・巨木林や里山林等身近な森林・樹木の適切な保
全・管理のための技術開発及び普及啓発活動を支援す
るとともに、森林でのさまざまな体験活動を通じて、森

林のもつ多面的機能等に対する国民の理解を促進する
森林環境教育や里山林の保全・利用活用など、森林の
多様な利用及びこれらに対応した整備を推進しました。
　森林の状態とその変化の動向を継続的に把握するた
めの森林資源モニタリング調査を実施するとともに、
これまでのデータを活用して動態変化を解析する手法
の検討を行いました。
　森林の生物多様性の保全については、客観的に生物
多様性の状態を表す指標の開発や、里山林における生
物多様性に配慮した施業方法の分析等に取り組むとと
もに、平成 20 年に外部有識者からなる検討会を設置し、
平成 21年 7月に「森林における生物多様性の保全及び
持続可能な利用の推進方策」が取りまとめられました。
　国有林野については、公益的機能の維持増進を旨と
する管理経営の方針の下で、林木だけでなく下層植生
や動物相、表土の保全等森林生態系全般に着目した多
様な森林施業を推進しました。また、野生鳥獣との共存
に向けた個体数管理等の総合的な対策を実施しました。

（1）緑地、水辺の保全・再生・創出・管理

　緑豊かで良好な都市環境の形成を図るため、都市緑
地法（昭和 48 年法律第 72 号）に基づく特別緑地保全
地区の指定を推進するとともに、地方公共団体等によ

る土地の買入れ等を推進しました。また、首都圏近郊
緑地保全法（昭和 41 年法律第 101 号）及び近畿圏の
保全区域の整備に関する法律（昭和42年法律第103号）
に基づき指定された近郊緑地保全区域において、平成
21 年 7 月に、和泉葛城区域の拡大指定を行いました。

6　森林

7　都市
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都市緑化に関しては、緑が不足している市街地等にお
いて、緑化地域制度や緑化施設整備計画認定制度等の
活用により建築物の敷地内の空地や屋上等の民有地に
おける緑化を推進するとともに、市民緑地の指定や緑
地協定の締結を推進しました。さらに、風致に富むま
ちづくり推進の観点から、風致地区の指定を推進しま
した。
　緑化推進連絡会議を中心に、国土の緑化に関し、全
国的な幅広い緑化推進運動の展開を図りました。また、
都市緑化の推進として、「春季における都市緑化推進
運動」期間（4～6 月）、「都市緑化月間」（10 月）を中
心に、普及啓発活動を実施しました。
　都市における多様な生物の生息・生育地となるせせ
らぎ水路の整備や下水処理水の再利用等による水辺の
保全・再生・創出を図りました。

（2）都市公園の整備

　都市における緑とオープンスペースを確保し、水と
緑が豊かで美しい都市生活空間等の形成を実現するた
め、「都市公園整備事業」を推進しました。また、都
市公園の整備、緑地の保全、民有緑地の公開に必要な
施設整備を総合的に支援する「緑地環境整備総合支援
事業」を推進しました。

（3）国民公園及び戦没者墓苑　　

　旧皇室苑地として広く一般に利用され親しまれてい
る国民公園（皇居外苑、京都御苑、新宿御苑）及び千
鳥ケ淵戦没者墓苑では、その環境を維持するため、施
設の改修、園内の清掃、芝生・樹木の手入れ等を行い
ました。

（1）河川の保全・再生

　河川やダム湖等における生物の生息・生育状況の調
査を行う「河川水辺の国勢調査」を実施し、結果を河
川環境データベース（http://www3.river.go.jp/IDC/
index.html）として公表しています。また、世界最大
規模の実験河川を有する自然共生研究センターにおい
て、河川や湖沼の自然環境保全・復元のための研究を
進めました。加えて、生態学的な観点より河川を理解
し、川のあるべき姿を探るために、河川生態学術研究
を進めました。
　地域住民やNPO、関係機関等と連携を図りながら、
河川や乾燥化傾向にある湿地や干潟などの再生を進め
ることにより、生物の良好な生息・生育環境を復元し
ています。また、平成 18 年 10 月に策定した「多自然
川づくり基本方針」及び 20 年 3 月に策定した「中小
河川に関する河道計画の技術基準」に基づき、より一
層、河川環境の保全と創出に向けた取組を推進しまし
た。さらに、災害復旧事業においても、「美しい山河
を守る災害復旧基本方針」に基づき、河川環境の保全・
復元の目的を徹底しました。

（2）湿地の保全・再生

　湿原等の湿地は、多様な動植物の生息・生育地等と
して重要な場です。しかし、これらの湿原などは全国

的に減少・劣化の傾向にあるため、その保全の強化と、
すでに失われてしまった湿地の再生・修復の手だてを
講じることが必要です。
　特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地の保全
に関する条約（以下「ラムサール条約」という。）に
関しては、平成 13 年度にラムサール条約湿地の登録
基準に沿った重要湿地を選定する調査を行い、専門家
の意見を踏まえて、湿原、河川、湖沼、干潟、藻場、
マングローブ林、サンゴ礁など、国内の 500 か所を「重
要湿地 500」として選定しています。これらの湿地と
その周辺における保全上の配慮の必要性について普及
啓発を進めました。
　過去の開発等により失われた河川などの良好な自然
環境の保全・再生を図るため、20 年は、釧路川等 37
水系において湿地等の整備に取り組みました。

（3）土砂災害対策に当たっての環境配慮

　生物多様性を保全しながら土砂災害から住民の安
全・財産を守る砂防事業を進めるため、六甲地区等、
都市周縁に広がる山麓斜面において、グリーンベルト
として一連の樹林帯を整備しました。また、生物の良
好な生息・生育環境を有する渓流や里山等を保全・再
生するため、NPO 等と連携した山腹工などを実施し
ました。

（1）沿岸・海洋域の保全 　海洋基本法（平成 19 年法律第 33 号）に基づく海洋
基本計画の策定を受けて、海洋生物多様性保全戦略の

8　河川・湿原

9　沿岸・海洋
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作成に着手したほか、わが国における海洋保護区の設
定のあり方の明確化等の施策を推進するため関係省庁
が連携して検討を進めました。
　ウミガメの産卵地となる海浜については、自然公園
法に基づく乗入れ規制地区に指定されている地区にお
いてオフロード車等の進入を禁止するなどにより保護
を図りました。
　有明海・八代海における海域環境調査、東京湾にお
ける水質等のモニタリング、海洋短波レーダーを活用
した生物調査、水産資源に関する調査や海域環境情報
システムの運用等を行いました。
　サンゴ礁保全の総合的な取組を推進するためのサン
ゴ礁生態系保全行動計画の策定に向け、策定会議を開
催しました。

（2）水産資源の保護管理

　水産資源の保護・管理については、漁業法（昭和
24 年法律第 267 号）及び水産資源保護法（昭和 26 年
法律第 313 号）に基づく採捕制限等の規制や、海洋生
物資源の保存及び管理に関する法律（平成 8年法律第
77 号）に基づく海洋生物資源の採捕量の管理及び漁
獲努力量に着目した管理を行ったほか、①保護水面の
管理等、②「資源回復計画」の作成・実施、③外来魚
の駆除、環境・生態系と調和した増殖・管理手法の開
発、魚道や産卵場の造成等、④ミンククジラ等の生態、
資源量、回遊等調査、⑤ウミガメ（ヒメウミガメ、オ
サガメ）、鯨類（シロナガスクジラ、ホッキョククジラ、
スナメリ、コククジラ）及びジュゴンの原則採捕禁止
等、⑥減少の著しい水生生物に関するデータブックの
掲載種に係る現地調査及び保護手法の検討、⑦サメ類

の保存・管理及び海鳥の偶発的捕獲の対策に関する行
動計画の実施促進、⑧混獲防止技術の開発等を実施し
ました。

（3）海岸環境の整備

　多様な生物の生息・繁殖場所となる砂浜、干潟など
の保全や創出を行う「エコ・コースト事業」を 15 か
所で実施しました。

（4）港湾及び漁港・漁場における環境の整備

　港の良好な自然環境の市民による利活用を促進し、
自然環境の大切さを学ぶ機会の充実を図るため、自治
体や NPO などが行う自然体験・環境教育活動等の場
ともなる藻場・干潟等の整備を行いました。また、海
辺の自然環境を活かした自然体験・環境教育を行う「海
辺の自然学校」等の取組を推進しました。
　漁港・漁場では、水産資源の持続的な利用と豊かな
自然環境の創造を図るため、漁港区域内の汚泥・ヘド
ロの除去等の整備を行う水域環境保全対策を 2地区で
実施したほか、水産動植物の生息・繁殖に配慮した構
造を有する護岸等の整備を総合的に行う「自然調和・
活用型漁港漁場づくり推進事業」を全国 11 地区で実
施しました。また、藻場・干潟の保全等を推進すると
ともに、漁場環境を保全するための森林整備に 46 都
道府県で取り組みました。さらに、効果的な磯焼け対
策の順応的管理手法を示した磯焼け対策ガイドライン
を活用した講演会や技術サポートを実施し、対策の普
及・啓発に取り組みました。

第6節　地球規模の視野を持って行動する取組

（1）生物多様性条約

ア　COP10の開催に向けた取組

　2010 年（平成 22 年）10 月に愛知県名古屋市で
COP10 が開催されます。COP10 に向けた多様な主体
間の情報の共有、意見交換、連携の促進などを図るた
め、21 年 2 月に設置した「生物多様性条約第 10 回締
約国会議及びカルタヘナ議定書第 5回締約国会議に関
する円卓会議」を、21 年度に 3 回開催しました。また、
COP10 に向けて政府が一体となった取組を進めるた
め、21 年 12 月に関係省庁の副大臣及び政務官からな

る「生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）関
する関係副大臣等会議」を設置しました。さらに、22
年 1 月には、会場設営や運営業務を関係省庁が合同で
行うため、「生物多様性条約 COP10 日本準備事務局」
を外務省に設置しました。
　平成 21 年 10 月に COP10 のロゴマークとスローガ
ン「いのちの共生を、未来へ」を決定しました。ロゴ
マークは、多様な動植物と人間の親子の折り紙を円形
に配置することで、人類と多様ないきものとの共生と、
豊かな生物多様性を将来に引き継いでいこうという思
いを表現しています（第 1 部図 3-4-14）。また、22 年
3 月に、日本人女性アーティストのMISIA さんが国
連から COP10 名誉大使に任命されたことから、国連

1　国際的取組
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本部、生物多様性条約事務局等と連携しながら、
COP10 名誉大使の活動を支援しました。

イ　2010年目標の達成状況の評価と
ポスト2010年目標

　COP10では、「2010年目標」の達成状況の評価と、「ポ
スト2010年目標」の検討が主要議題の一つになります。
生物多様性条約事務局では、2010 年目標の達成状況
を評価するため、「地球規模生物多様性概況第 3 版
（GBO3）」を作成しており、わが国は GBO3 の作成に
対して 5万ドルの拠出を行いました。
　COP10 議長国としての国際的な役割を果たすため、
有識者、NGO、経済界との意見交換や国民からの意
見募集により「ポスト 2010 年目標に関する日本提案」
を決定し、平成 22 年 1 月に生物多様性条約事務局に
提出しました。日本提案では、中長期目標として、
2050 年までに「人と自然の共生を世界中で広く実現
させ、生物多様性の状態を現状以上に豊かなものとす
る」ことを目指し、短期目標として、2020 年までに「生
物多様性の損失を止めるために」具体的な行動を実施
することを目指すこととしています。さらに、短期目
標を達成するために、分野ごとにより具体化した 9つ
の個別目標を提示し、そのための 34 の達成手法と 19
の数値指標もあわせて提案しています。

ウ　SATOYAMAイニシアティブ

　世界的なレベルで進行する生物多様性の損失を減少
させるためには、原生的な自然を保護するだけではな
く、農林水産業など、人間活動の影響を受けて形成・
維持され、世界中に広範囲に分布する二次的な自然地
域において人間活動と生物多様性の保全の両立を図る
ことも重要です。このため、二次的な自然地域におけ
る自然資源の持続可能な利用・管理を推進していくた
めの取組を、日本の「里山」を冠した「SATOYAMA
イニシアティブ」として COP10 で提案・発信し、国
際パートナーシップの構築を目指しています。平成
21 年度には、国際パートナーシップの構築に向けた
準備会合を、東京、ペナン（マレーシア）、パリ（フ
ランス）で開催しました。準備会合では、世界各地の
実情や課題、持続可能で資源循環的な自然資源の伝統
的利用の事例や専門的な知見を整理するとともに、
SATOYAMAイニシアティブを進めるに当たっての
考え方や、国際パートナーシップ構築に向けた検討を
行いました。

（2）カルタヘナ議定書

　国内担保法であるカルタヘナ法に基づき、議定書で
求められている遺伝子組換え生物等の使用等の規制に
関する措置を実施しました。また、第 5回締約国会議

（COP-MOP5）の主要議題に関する作業会合に出席し、
建設的な議論への貢献を行うとともに、条約事務局と
協力してバイオセーフティに関する教育と研修につい
ての会合を開催しました。

（3）ワシントン条約

　ワシントン条約に基づく絶滅のおそれのある野生動
植物の輸出入の規制に加え、同条約附属書Ⅰに掲げる
種については、国内での譲渡し等の規制を行っていま
す。また、関係省庁、関連機関が連携・協力し、イン
ターネット取引を含む条約規制対象種の違法取引削減
に向けた取組等を進めました。

（4）ラムサール条約

　ラムサール条約に基づき、国際的に重要な湿地とし
て、平成 22 年 3 月末現在、全国で 37 か所が登録され
ています。これらの条約湿地の保全と賢明な利用に向
けた取組を進めるとともに、ラムサール条約湿地候補
地の追加に向けた見直しを行っています。また、東南
アジア諸国に対する国際的に重要な湿地の特定、保全
及び賢明な利用に向けた協力等を行いました。

（5）二国間渡り鳥条約・協定

　米国、オーストラリア、中国、ロシア及び韓国との
二国間の渡り鳥条約等に基づき、各国との間で渡り鳥
等の保護のため、アホウドリ、オオワシ、ズグロカモ
メ等に関する共同調査を引き続き実施するとともに、
渡り鳥保護施策や調査研究に関する情報や意見の交換
を行いました。

（6）東アジア・オーストラリア地域フライウ
ェイ・パートナーシップ等

　日豪政府のイニシアティブにより、平成 18 年 11 月
に発足した「東アジア・オーストラリア地域フライウ
ェイ・パートナーシップ」の活動として、アジア太平
洋地域におけるツル、ガンカモ、シギ・チドリ類等の
渡り性水鳥の保全を進めました。

（7）国際サンゴ礁イニシアティブ（ICRI）

　平成 21 年 12 月に、ベトナム（ホイアン）で第 5回
ICRI東アジア地域会合を開催し、22 年度を目途に策定
する東アジアを中心とした海域における重要サンゴ礁
ネットワーク戦略について関係各国で話し合いました。

（8）世界遺産条約

　世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約
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2　情報整備・技術開発

（1）生物多様性の総合評価

　わが国の生物多様性の現状と傾向を社会的な側面も
含めて総合的に評価・分析するため、平成 20 年度よ
り生物多様性総合評価検討委員会を設置しており、21
年度は、22 年 5 月の報告書の公表に向けた取りまと
め作業を行いました。また、生物多様性の保全上重要
な地域（ホットスポット）の選定に向けた検討を行い
ました。

（2）自然環境調査

　わが国では、全国的な観点から植生や野生動物の分
布など自然環境の状況を面的に調査する自然環境保全
基礎調査や、さまざまな生態系のタイプごとに自然環
境の量的・質的な変化を定点で長期的に調査するモニ
タリングサイト 1000等を通じて、全国の自然環境の
現状及び変化状況を把握しています。
　自然環境保全基礎調査における植生調査では、詳細
な現地調査に基づく植生データを収集整理した植生図
を作成しており、わが国の生物多様性の状況を示す重
要な基礎情報となっています。平成 21 年度は、全国
の約 50％に当たる地域の植生図の作成を完了しまし
た。
　モニタリングサイト 1000 では、森林・草原、里地
里山、陸水域（湖沼及び湿原）、沿岸域（砂浜、磯、
干潟、アマモ場、藻場及びサンゴ礁）、小島嶼の各生
態系タイプに設置した合計約 1000 か所の調査サイト
において、モニタリング調査を実施しています。平成
21 年度は、特に地球温暖化の影響を受けやすい脆弱
な生態系である高山帯について、南アルプス、白山の
2サイトで試行調査を開始し、また、沿岸域においては、
新たに 4サイトでモニタリングを開始しました。
　平成 20 年度から地球温暖化等の影響を受けている
と思われる身近な生き物の発現日や分布の情報を全国
から収集する、市民参加による調査（愛称「いきもの
みっけ」）を実施しています。21 年度は、観察情報を

収集するホームページに見つけた生き物の写真やコメ
ントも投稿できる機能を追加したほか、対象となる生
き物 30 種の観察ポイントをまとめた「いきものみっ
け手帖」を配布し、自然観察会や学校の授業等を通じ
て多くの方に参加いただきました。

（3）地球規模生物多様性モニタリングなど

　アジア太平洋地域の生物多様性モニタリング体制の
推進を目的として、地球規模での生物多様性保全に必
要な科学的基盤の強化のため、当該地域の研究者間の
ネットワークの構築支援を行いました。また、東・東
南アジア地域での生物多様性の保全と持続可能な利用
のための生物多様性情報整備と分類学能力の向上を目
的とする事業である東・東南アジア生物多様性情報イ
ニシアティブに関する戦略と作業計画を作成し、当該
地域の政府関係者及び関係機関を集めた会合において
合意を得ました。
　生物多様性に関する科学及び政策の連携の強化を目
的とした「生物多様性及び生態系サービスに関する政
府間科学政策プラットフォーム（IPBES）」の創設に
向けた国際的な議論に積極的に参画しました。

（4）研究・技術開発など

　生物多様性と生態系サービスの損失に関する経済分
析を行う国際的取組である「生態系と生物多様性の経
済学（TEEB）」と連携し、生物多様性の経済評価に
関する政策研究を実施しました。
　生物多様性保全に必要な技術開発や応用的な調査研
究の推進を目的として、平成 21 年度より「生物多様
性関連技術開発等推進事業」を開始し、「自然環境モ
ニタリングネットワーク及び野生鳥獣行動追跡技術の
研究開発」及び「侵略的外来中型哺乳類の効果的・効
率的な防除技術の開発」の 2件を採択しました。
　独立行政法人国立科学博物館において、「アジア・
オセアニア地域の自然史に関するインベントリー構

（世界遺産条約）に基づく世界遺産一覧表に、屋久島、
白神山地及び知床が記載されています。これらの世界
自然遺産について、関係省庁・地方公共団体・地元関
係者・専門家の連携により適正な保全・管理を実施し
ました。屋久島については、科学的な保全・管理を進
めるために、平成 21 年 6 月に専門家で構成される科
学委員会を立ち上げました。白神山地については、市
民参加による過去 10 年のモニタリング成果の取りま
とめを行うとともに、マナー向上のために巡視を強化
しました。知床については、世界遺産委員会からの勧
告に適切に対応するとともに、管理計画の見直しを行

いました。
　世界遺産暫定一覧表に記載された小笠原諸島につい
ては、関係省庁・地方公共団体・地元団体が連携し、
外来種対策を進めるとともに、保全・管理のあり方を
検討しました。それらの成果を踏まえて、平成 22 年
1月に世界遺産センターに推薦書を提出しました。また、
国内候補地である琉球諸島（トカラ列島以南の南西諸
島が検討対象）については、関係する地域の人たちの
協力を得ながら世界的にすぐれた自然環境の価値を保
全するための方策を検討しました。
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築」、「生物多様性ホットスポットの特定と形成に関す
る研究」などの調査研究を推進するとともに、約 380
万点の登録標本を保管し、これらの情報をインターネ
ットで広く公開しました。また、GBIF（地球規模生

物多様性情報機構）の日本ノードとして、国内の自然
史系博物館と協働で、標本資料情報を国際的に発信し
ました。さらに、さまざまな企画展や講座、体験教室
の開催など、展示・学習支援活動を実施しました。
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第1節　政府の総合的な取組

第6章
各種施策の基盤、各主体の参加及び
国際協力に係る施策

第1節　政府の総合的な取組

　各府省の予算のうち環境保全に関係する予算につい
ては、環境保全に係る施策が政府全体として効率的、
効果的に展開されるよう、環境省において見積り方針
の調整を行って各府省に示すとともに、環境保全経費

として取りまとめました。平成 22 年度予算における
環境保全経費の総額は、1兆2,596億円となっています。
府省別の環境保全経費は表 6-1-1、事項別の環境保全
経費は表 6-1-2 のとおりです。

1　環境保全経費

（単位：百万円）

21年度 
額算予 

22年度
予算額 比較増△減

内　閣　府 50,443 28,580 △ 21,863

総　務　省 998 2,615 1,617

法　務　省 492 208 △ 284

外　務　省 5,586 6,087 501

財　務　省 363 265 △98

文部科学省 84,884 70,700 △ 14,184

厚生労働省 3,112 3,325 213

農林水産省 360,391 237,638 △ 122,752

経済産業省 341,665 342,130 465

国土交通省 980,311 287,802 △ 692,509

環　境　省 221,757 210,400 △ 11,358

防　衛　省 66,845 69,832 2,988

合　　　計 2,116,848 1,259,585 △ 857,264

（注）１：表中における計数には特別会計が含まれている。
　　 ２： 実施計画により配分される経費であって、概算決定時に

配分が決定しない経費は除いてある。
　　 ３： 単位未満は四捨五入してあるので、合計と端数において

一致しない場合がある。
資料：環境省

表6-1-1　府省別環境保全経費一覧

（1）環境基本計画の進ちょく状況の点検

　中央環境審議会は、環境基本計画に基づく施策の進
ちょく状況等を点検し、政府に報告しています。平成
21 年に行われた第三次環境基本計画の第 3 回目の点
検は、同計画の 10 の重点分野のうち、「都市における
良好な大気環境の確保に関する取組」、「環境保全上健
全な水循環の確保に向けた取組」、「市場において環境
の価値が積極的に評価される仕組みづくり」、「長期的

な視野を持った科学技術、環境情報、政策手法等の基
盤の整備」、「国際的枠組みやルールの形成等の国際的
取組の推進」の 5分野を重点点検分野として実施され
ました。その結果は、21 年 12 月に中央環境審議会会
長から環境大臣に報告され、その後環境大臣が閣議で
報告しました。
　（http://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/
check/03/index.html）

2　政府の対策

（単位：百万円）
21年度
予算額

22年度
予算額 比較増△減

地球環境の保全 677,974 619,359 △ 58,615
大気環境の保全 234,239 212,128 △ 22,111
水環境、土壌環境、
地盤環境の保全 743,248 102,638 △ 640,610

廃棄物・リサイクル
対策 114,026 85,792 △ 28,234

化学物質対策 8,176 8,025 △ 151
自然環境の保全と
自然とのふれあい
推進

261,233 147,156 △ 114,077

各種施策の基盤と
なる施策等 77,953 84,487 6,534

合　　計 2,116,848 1,259,585 △ 857,264

（注）１：表中における計数には特別会計が含まれている。
　　 ２： 実施計画により配分される経費であって、概算決定時に

配分が決定しない経費は除いてある。
　　 ３： 単位未満は四捨五入してあるので、合計と端数において

一致しない場合がある。
資料：環境省

表6-1-2　事項別環境保全経費一覧
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（2）予防的な取組方法の考え方に基づく環境
施策の推進

　第三次環境基本計画に基づき、関係府省で実施して

いる予防的な取組方法の考え方に関する施策について
も、（1）の点検において、進ちょく状況の点検を行い
ました。

第2節　環境影響評価等

　環境保全上の支障を未然に防止するため、環境基本
法（平成 5年法律第 91 号）第 19 条では、国は環境に
影響を及ぼすと認められる施策の策定・実施に当たっ
て、環境保全について配慮しなければならないと規定
しています。
　平成 21 年度においては、環境影響評価法の施行か
ら 10 年が経過したこと等を踏まえて中央環境審議会
において審議がなされ、戦略的環境アセスメント手続
の新設について積極的に措置すべき等とする ｢今後の
環境影響評価制度の在り方について（中央環境審議会
答申）｣（平成 22 年 2 月）が取りまとめられました。
本答申を踏まえ、事業の早期段階における環境配慮を
図るための計画段階配慮書の手続の新設等を盛り込ん
だ ｢環境影響評価法の一部を改正する法律案｣ が平成

22 年 3 月に閣議決定され、国会に提出されました。
　そのほか、戦略的環境アセスメントの取組を推進す
るため、「戦略的環境アセスメント導入ガイドライン
（SEA ガイドライン）」、「最終処分場における戦略的
環境アセスメント導入ガイドライン（案）」に関し地
方公共団体等に対して情報提供を行いました。
　また、特に道路、河川、空港、港湾等の公共事業に
ついては、関連する先行的な取組等を基に、戦略的環
境アセスメントを含むものとして、「公共事業の構想
段階における計画策定プロセスガイドライン」を踏ま
えた具体的な事例に取り組みました。さらに、より上
位の計画や政策の決定に当たっての戦略的環境アセス
メントに関する検討を進めました。

1　戦略的環境アセスメントの導入

（1）環境影響評価法に基づく環境影響評価

　環境影響評価法（平成 9年法律第 81 号）は、道路、
ダム、鉄道、飛行場、発電所、埋立・干拓、土地区画
整理事業等の開発事業のうち、規模が大きく、環境影
響の程度が著しいものとなるおそれがある事業につい
て環境影響評価の手続の実施を義務付けています（図
6-2-1）。同法に基づき、平成 22 年 3 月末までに計 179
件の事業について手続が実施されており、そのうち、
21 年度においては、新たに 2 件の手続が開始され、
また、6 件の手続が完了し環境配慮の徹底が図られま
した（表 6-2-1）。

（2）環境影響評価の適切な運用への取組

　環境影響評価法の施行から 10 年が経過したことを
踏まえ、中央環境審議会において「今後の環境影響評
価制度の在り方について（中央環境審議会答申）」（平
成 22 年 2 月）が取りまとめられ、本答申を踏まえた「環
境影響評価法の一部を改正する法律案」が平成 22 年
3 月に閣議決定され、国会に提出されました。法律案
には、環境影響評価図書の電子縦覧を行う規定や環境

保全のために講じた措置等の結果について公表等を行
う規定が盛り込まれています。また、環境影響評価に
係る技術手法の向上、改善のための検討を行うととも
に、平成 18 年に改正された事業の種類ごとの主務省
令について確実な運用の実施に努めました。
　さらに、国・地方公共団体等の環境影響評価事例や
制度及び技術の基礎的知識の提供による環境影響評価
の質及び信頼性の確保を目的として、これらの情報等
を集積し、インターネット等を活用した国民や地方公
共団体等への情報支援体制の整備を進めました。

（3）地方公共団体における取組

　平成 21 年度末現在、ほぼすべての都道府県及び政
令指定都市において環境影響評価条例が公布・施行さ
れ、さらに知事意見を述べる際の審査会等第三者機関
への諮問や事業者への事後調査の義務付けを導入して
います。
　対象事業については環境影響評価法対象の規模要件
を下回るものに加え、廃棄物処理施設やスポーツ・レ
クリエーション施設、畜産施設、土石の採取、複合事
業なども対象としており、さらに環境基本法に規定さ

2　環境影響評価の実施



327

第
6
章　

各
種
施
策
の
基
盤
、
各
主
体
の
参
加
及
び
国
際
協
力
に
係
る
施
策

第2節　環境影響評価等

国

スコーピング

アセス不要

事業者 地方公共団体 国民

スクリーニング

第二種事業の実施計画

都道府県知事の意見
アセス要否の判定

（許認可等を行う者）

都道府県知事・
市町村長の意見

届出

第二種事業に係る判定（地域特性に配慮した事業選定）

環境影響評価方法書の手続（効率的でメリハリの効いた調査項目等の設定）

環境影響評価の実施方法の案

環境影響評価準備書の作成

環境影響評価準備書及び評価書の手続

フォローアップ（事業着手後の調査等）

環境影響評価書の作成

環境影響評価書の補正

環境影響評価の実施方法の決定

環境大臣の意見

調査・予測・評価の実施、対策の検討

許認可等の審査

アセス必要 第一種事業

意見

都道府県知事・
市町村長の意見

許認可等を行う
行政機関の意見

意見

資料：環境省

図6-2-1　 環境影響評価法の手続の流れ

（平成22年3月末現在）

道　路 河　川 鉄　道 飛行場 発電所 処分場 埋　立 面整備 合　計

手続実施 76（54） 7（7） 15（11） 8（8） 50（38） 5（4） 11（8） 20（11） 187（137）

　手続中

　手続完了

　手続中止

15（15）

52（31）

9（8）

2（2）

5（5）

－

3（2）

10（7）

2（2）

－

7（7）

1（1）

10（10）

36（24）

4（4） 

1（1）

4（3）

－

2（1）

8（6）

1（1）

3（2） 

14（7）

3（2） 

36（33）

132（87）  

20（18）

　環境大臣意見*2 52（31） 5（5） 10（7） 7（7） 37（25） － － 14（6）  125（81）  

＊１：括弧内は当初から法に基づく事業で内数。 2つの事業が併合して実施されたものは、合計では1件とした。
＊２：特に意見なしと回答した事業を含む。なお、環境大臣が意見を述べるのは許認可権者が国の機関である場合等に限られる。
＊３：平成21年度に環境影響評価法第27条に基づく公告・縦覧が終了した事業は、都市計画道路1・3・2号酒田遊佐線、神戸国際港都建設計画道路1・

3・6号大阪湾岸線西伸線、川崎発電リプレース計画（更新及び増設）、㈱トクヤマ徳山製造所東発電所第3号発電設備計画、姫路第二発電所（設備更新）、
君津共同発電所6号機増設計画、川内原子力発電所3号機増設計画の7件。

資料：環境省

表6-2-1　環境影響評価法に基づき実施された環境影響評価の施行状況
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れている「環境」よりも広い範囲の「環境」の保全を
目的とし、埋蔵文化財、地域コミュニティの維持、安
全などについても評価対象にするなど、地域の独自性
が発揮されています。

（4）個別法等に基づく環境保全上の配慮

　港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）、公有水面埋立法
（大正 10 年法律第 57 号）、都市計画法（昭和 43 年法
律第 100 号）、総合保養地域整備法（昭和 62 年法律第
71 号）等に基づいて行われる事業の認可、計画等の
策定等に際し、環境保全の見地から検討を行いました。

第3節　調査研究、監視・観測等の充実、適正な技術の振興等

（1）研究開発の総合的推進

　第 3 期科学技術基本計画（計画年度：平成 18～22
年度）において環境分野は、わが国の研究開発の重点
推進 4分野の一つとされています。この基本計画の下
に策定された分野別推進戦略では、気候変動研究領域、
水・物質循環と流域圏研究領域、生態系管理研究領域、
化学物質リスク・安全管理研究領域、3R技術研究領域、
バイオマス利活用研究領域の 6つの研究領域が設定さ
れています。また、それぞれの研究領域において重要
な研究開発課題と集中投資すべき戦略重点科学技術が
定められています。この推進戦略に基づき、環境分野
の研究開発は、総合科学技術会議のリーダーシップの
下、環境プロジェクトチームにおいて、府省間で連携
をとり、学際的、総合的に推進を図りました。
　また、科学技術連携施策群のテーマとして推進して
いる「総合的リスク評価による化学物質の安全管理・
活用のための研究開発」、「ナノテクノロジーの研究開
発推進と社会受容に関する基盤開発」では、関係府省
における施策の取組・連携状況の把握や、関係府省の
連携を深めるための課題の実施などの活動を積極的に
推進し、シンポジウムや成果報告会を開催しました。
　さらに、長期戦略指針「イノベーション 25」に基
づき、社会還元加速プロジェクトのテーマの一つとし
て、「バイオマス資源の総合利活用」の推進を図りま
した。
　また、環境研究・環境技術開発の推進戦略（中央環
境審議会答申）について、その取組状況をフォローア
ップし、環境研究・技術開発施策に反映するとともに、
次期戦略の検討を開始しました。

（2）環境省関連試験研究機関における研究の
推進

ア　独立行政法人国立環境研究所

　国立環境研究所では、環境大臣が定めた 5年間の第
2 期中期目標（平成 18～22 年度）と第 2 期中期計画
に基づき、全地球的な環境の健全性を確保し、持続可
能な社会を構築するため、10 年先に在るべき環境や
社会の姿及び課題を見越して、①地球温暖化研究プロ
グラム、②循環型社会研究プログラム、③環境リスク
研究プログラム、④アジア自然共生研究プログラムの
4 つの重点研究プログラムを設定しており、中期計画
の目標達成に向けて着実に研究を進展させました。
　また、長期的な視点に立って、先見的な環境研究に
取り組むとともに、新たに発生する重大な環境問題及
び長期的、予見的・予防的に対応すべき環境問題に対
応するため、基盤的な調査・研究を推進しました。
　さらに、研究の効率的実施や研究ネットワークの形
成に資するため、環境研究基盤技術ラボラトリーにお
いて環境標準試料の作製、環境試料の長期保存（スペ
シメンバンキング）等を実施するとともに、地球環境
の戦略的モニタリング等を実施し、知的研究基盤の整
備を推進しました。
　また、インターネット等を通じた環境の保全に関す
る国内外の資料の収集・整理及び提供により、国民等
への適切な環境情報の提供を行いました。

イ　国立水俣病総合研究センター

　国立水俣病総合研究センターでは、水俣病発生の地
に在る国の直轄研究機関としての使命を達成するため、
平成 19 年度に実施した機関評価委員会で提言された
①水銀研究拠点としての研究の推進、②研究成果を活
用した情報発信、③研究成果を活用した水俣病被害地
域への福祉的支援、④専門研究機関としての国際貢献

1　調査研究及び監視・観測等の充実
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の 4つの分野について研究及び業務を推進しました。
　水俣病被害地域への福祉的支援としては、地域の社
会福祉協議会等と協力して、「介護予防等在宅支援の
ための地域社会構築推進事業」を進め、高齢化する水
俣病被害地域住民の日常生活の質の向上に貢献しまし
た。また、特に研究課題の一つである「水銀研究拠点
としての研究の推進」に関し、脳磁計を活用した臨床
研究を地元医療機関との共同研究により開始しました。
さらに、国内の研究機関等を対象とした公募による幅
広い水銀研究を開始しました。
　開発途上国に対しては、水銀分析技術移転のために
研究者の派遣を積極的に行いました。また、国外の研
究者を受け入れて、メチル水銀のヒトへの健康に及ぼ
す影響に関する共同研究や水銀分析技術を中心とした
研修を実施し、WHO研究協力センターとしての役割
を果たしました。
　併せて、これらの施策や研究内容について、ホーム
ページ（http://nimd.go.jp）上で具体的かつ分かりや
すい情報発信を実施しました。

（3）公害防止等に関する調査研究等の推進

　環境省に一括計上した平成 21 年度の関係行政機関
の試験研究機関の地球環境保全等に関する研究のうち、
公害の防止等に関する各府省の試験研究費では、8 府
省 24 試験研究機関等において、中長期にわたる環境
観測、地方公共団体の試験研究機関の環境研究・技術
開発ポテンシャル向上に寄与する研究、環境関連施策
に寄与する研究等、合計 56 の試験研究課題を実施し
ました。
　また、「環境研究・技術開発推進費」において、広
く産学官などの英知を活用した研究開発の提案を募り、
優秀な提案のあった応募者が所属する試験研究機関等
に当該研究開発を委託し、環境研究・技術開発の推進
を図りました。その内容は表 6-3-1 のとおりです。

（4）地球環境研究に関する調査研究等の推進

　関係府省の国立試験研究機関、独立行政法人、大学、
民間研究機関等広範な分野の研究機関、研究者の有機
的連携の下、「地球環境研究総合推進費」により、学
際的、国際的観点を重視しつつ地球環境研究を推進し
ました。関係行政機関等による中長期的視点から着実
に推進すべき研究については、「地球環境保全試験研
究費」により、地球温暖化の防止に資する研究を行い
ました。平成 21 年度に実施した主な調査研究は表
6-3-2 のとおりです。

（5）地球環境に関する観測・監視

　大気における気候変動の観測について、気象庁は世
界気象機関（WMO）の枠組みで地上及び高層の気象
観測を継続的に実施するとともに、全球気候観測シス
テム（GCOS）の地上及び高層の気候観測ネットワー
クの運用に貢献しています。さらに、世界の地上気候
データの円滑な国際交換を推進するため、WMOの計
画に沿って各国の気象局と連携し地上気候データの入
電数向上、品質改善等のための業務を実施しています。
　また、温室効果ガスなど大気環境の観測については、
（独）国立環境研究所及び気象庁が、それぞれ沖縄県
波照間島や東京都南鳥島等で温室効果ガスの測定を行
っています。気象庁ではWMOにおける全球大気監
視（GAW）計画の一環として、温室効果ガス、CFC
等オゾン層破壊物質、オゾン層、有害紫外線等の定常
観測、日本周辺海域及び北西太平洋海域における洋上
大気・海水中の二酸化炭素等の定期観測、エーロゾル
ライダーを用いたエーロゾルの高度分布の測定を引き
続き実施しました。また、黄砂及び有害紫外線に関す
る情報を発表しています。
　海洋における観測については、海洋地球研究船「み
らい」等を用いた観測研究、観測技術の研究開発を推
進しました。第 51 次南極地域観測隊が昭和基地を中

研究開発領域 課題数 主な課題名

1．戦略一般研究 20

2．戦略一般研究のうち地域枠 1

3．戦略一般研究のうち若手研究枠 2

4．戦略一般研究のうち総合的・統合的研究枠 1

5．戦略一般研究のうち環境ナノテクノロジー研究枠 1

6．戦略一般研究のうちフィージビリティースタディ枠 3

7．戦略指定研究 6

（平成20年度からの継続課題） 32

資料：環境省

揮発性有機化合物の低温完全燃焼を実現する新しい環境浄化触媒の開発、降雨に伴う
流量増大時の栄養塩多量流入に対する内湾生態系の応答に関する研究、サロベツ湿原
と稚咲内湖沼群をモデルにした湿原・湖沼生態系総合監視システムの構築　等

PTR-TOFMSを用いたディーゼル車排ガス中ニトロ有機化合物のリアルタイム計測、
土壌無機汚染物質の迅速・低コスト分析システムの開発、クマ類の個体数推定法の開
発に関する研究　等

次世代大気モニタリングネットワーク用多波長高スペクトル分解ライダーの開発、浚
渫窪地埋め戻し資材としての産業副産物の活用─住民合意を目安とした安全性評価に
関する研究　等

ゼオライトろ床と植栽を組み合わせた里川再生技術の開発

福井県三方湖の自然再生に向けたウナギとコイ科魚類を指標とした総合的環境研究

化学センシングナノ粒子創製による簡易型オールプリント水質検査チップの開発

国内移殖による淡水魚類の遺伝子かく乱の現状把握および遺伝子かく乱侵攻予測モデ
ルの構築　等

有明海流域における溶存態ケイ素流入負荷量算定方法の開発、神経生理学に基づく騒
音指標の開発と健康リスクの評価―覚醒反応と低周波音の知覚　等

表6-3-1　環境研究・技術開発推進費に関する概要



330

第2部│第6章　各種施策の基盤、各主体の参加及び国際協力に係る施策平成21年度

心に、海洋、気象、電離層等の定常的な観測のほか、
地球規模での環境変動の解明を目的とする各種のプロ
ジェクト研究観測等を実施しました。地球規模の変動
に大きく関わっている海洋における観測について、海
洋の観測データを飛躍的に増加させるため、海洋自動
観測フロート約 3千個を全世界の海洋に展開し、地球
規模の高度海洋監視システムを構築する「Argo 計画」
を推進しました。
　GPS 装置を備えた検潮所において、精密型水位計
により、地球温暖化に伴う海面水位上昇の監視を行い、
海面水位監視情報の提供業務を継続しました。また、
国内の影響・リスク評価研究や地球温暖化対策の基礎
資料として、温暖化に伴う気候変化に関する予測情報
を「地球温暖化予測情報」によって提供しており、情
報の高度化のため、大気と海洋の相互関係をさらに精
緻化させた詳細な気候変化の予測計算を実施していま
す。
　衛星による地球環境観測については、陸域観測技術
衛星「だいち」（ALOS）による観測を継続し、関係機
関と連携して植生把握などに関する利用実証実験を行
いました。また、熱帯降雨観測衛星（TRMM）搭載
のわが国の降雨レーダ（PR）や米国地球観測衛星
（Aqua）搭載のわが国の改良型高性能マイクロ波放射
計（AMSR-E）から取得された観測データを提供し、
気候変動や水循環の解明等の研究に貢献しました。さ
らに、環境省、（独）国立環境研究所及び（独）宇宙
航空研究開発機構の共同プロジェクトである温室効果
ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）を平成 21 年 1
月に打ち上げ、全球の温室効果ガス濃度分布の高精度
かつ均一的な観測を目指して、初期機能確認等を行い、
処理データの一般提供を開始しています。そのほかに
も、気候変動予測精度の向上等へのさらなる貢献のた
め、降水、雲・エアロゾル、植生等の地球環境に関す
る全球の多様なデータの収集及び提供を目指し、地球
観測衛星の研究開発を行いました。
　地球温暖化対策に必要な観測を、統合的・効率的な
ものとするため、環境省と気象庁が共同で運営する「地

球観測連携拠点（温暖化分野）」の活動を推進しました。
　地球環境変動予測研究については、世界最高水準の
性能を有するスーパーコンピュータ「地球シミュレー
タ」を活用して地球温暖化予測モデル開発等を推進し
ました。
　「地球観測システム構築推進プラン」では、競争的
研究資金制度の下、地球観測システムの構築に貢献す
る研究開発等に効果的に取り組んでいます。本事業で
は、地球温暖化・炭素循環分野及びアジアモンスーン
地球水循環・気候変動分野、対流圏大気変化分野にお
ける研究課題の実施を推進しました。
　また、「地球観測の推進戦略」を踏まえ、地球温暖
化の原因物質や直接的な影響を的確に把握する包括的
な観測態勢整備のため、「地球環境保全試験研究費」
において「地球観測モニタリング支援型」を平成 18
年度より創設し、平成 20 年度は、海洋表層 CO2 分圧
観測データ利用促進等をテーマとした 2つの研究課題
を開始しました。
　平成 21 年度に実施した主な観測・監視は表 6-3-3 の
とおりです。

（6）廃棄物処理等科学研究の推進

　第 3期科学技術基本計画の政策目標「環境と調和す
る循環型社会の実現」を目的として、競争的研究資金
を活用し広く課題を募集し、平成 20 年度は、74 件の
研究事業及び 6件の技術開発事業を実施しました。
　研究事業については、「3R推進のための研究」、「廃
棄物系バイオマス利活用推進のための研究」、「循環型
社会構築を目指した社会科学的複合研究」、「アスベス
ト問題解決をはじめとした安全、安心のための廃棄物
管理技術に関する研究」、「漂着ごみ問題解決に関する
研究」を重点テーマとし、廃棄物を取り巻く諸問題の
解決とともに循環型社会の構築に資する研究を推進し
ました。特に、「3R 推進のための研究」においては、
効果的な 3R 実践のための技術や社会経済システムの
設計による脱物質化・低炭素社会の実現に貢献するた

府 省 名 研 究 課 題

環　　境　　省 ［地球環境研究総合推進費］
・成層圏プロセスの長期変化の検出とオゾン層変動予測の不確実性評価に関する研究
・温暖化の危険な水準及び温室効果ガス安定化レベル検討のための温暖化影響の総合的評価に関する研究
・東アジアにおける生態系の酸性化・窒素流出の集水域モデルによる予測に関する研究
・大型船舶のバラスト水・船体付着で越境移動する海洋生物の動態把握と定着の早期検出
・トキの野生復帰のための持続可能な自然再生計画の立案とその社会的手続き
・水・物質・エネルギーの「環境フラックス」評価による持続可能な都市・産業システムの設計
・環礁上に成立する小島嶼国の地形変化と水資源変化に対する適応策に関する研究
・アジア太平洋地域を中心とする持続可能な発展のためのバイオ燃料利用戦略に関する研究

［地球環境保全試験研究費］
・アジア陸域炭素循環観測のための長期生態系モニタリングとデータのネットワーク化促進に関する研究
・チベット高原を利用した温暖化の早期検出と早期予測に関する研究
・タワー観測ネットワークを利用したシベリアにおけるCO2とCH4収支の推定
・アルボウイルス、水系細菌叢、媒介生物のモニタリングによる温暖化の影響評価に関する研究
・海洋表層CO2分圧観測データ利用促進と太平洋域の変動解析
・温暖化適応策導出のための長期森林動態データを活用した東アジア森林生態系炭素収支観測ネットワークの構築 

国　土　交　通　省　    温暖化による日本付近の詳細な気候変化予測に関する研究（気象庁）

資料：環境省、国土交通省

表6-3-2　平成21年度に実施した主な地球環境分野の調査研究
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第3節　調査研究、監視・観測等の充実、適正な技術の振興等

め、「3R 実践のためのシステム分析・評価・設計技術」
についてトップダウン方式による研究を行いました。
技術開発事業については、「廃棄物系バイオマス利活
用技術開発」、「アスベスト廃棄物の無害化処理に関す
る技術開発」、「廃炉解体工事の低コスト化のための技
術開発」、「漂着ごみ問題解決に関する技術開発」、「3R・
エネルギー回収の高度化技術」を重点テーマに掲げ、
次世代を担う廃棄物処理等に係る技術の開発を図りま
した。

（7）環境保全に関するその他の試験研究

　内閣府では、環境施策において、「ハイブリッド型
統合勘定」をより活用するための経済分析モデルの検
討を行いました。
　警察庁では、よりきめ細かな信号制御を行い交通の
円滑化を図るため、プロファイル信号制御方式による
信号制御高度化モデル事業を実施しました。
　総務省では、（独）情報通信研究機構等を通じ、電
波や光を利用した地球環境観測技術として、人工衛星
から地球の降水状態を観測する GPM搭載二周波降水
レーダ、同じく人工衛星から地球の雲の状態を観測す
る雲レーダ、ライダーによる温室効果ガスの高精度観
測技術、突発的局所災害の観測及び予測のために必要
な次世代ドップラーレーダー技術、風速や大気汚染物
質等の環境情報を都市規模で詳細に計測するセンシン
グネットワーク技術、天候等に左右されずに被災状況
把握を可能とするレーダを使用した高精度地表面可視
化技術の研究開発等を実施しました。さらに、情報通
信ネットワーク設備の大容量化に伴って増大する電力
需要を抑制するため、光の属性を極限まで利用するフ
ォトニックネットワーク技術による低消費電力光ネッ
トワークノード技術等、極限光ネットワークシステム
技術の研究開発を実施しています。

　農林水産省では、環境保全型農業等の農林水産関連
施策を効果的に推進するための生物多様性指標とその
評価手法の開発、国産バイオ燃料の利用促進を図るた
め、バイオエタノールの生産コストを大幅に削減する
技術開発、農林水産業における温室効果ガスの排出削
減技術・吸収源機能向上技術の開発及び影響評価や生
産現場において短期的に解決すべき生産安定技術の開
発、eDNA（土壌より直接抽出した DNA）解析によ
り土壌の生物性を評価する技術の開発を引き続き推進
しました。
　経済産業省では、植物機能や微生物機能を活用して
工業原料や高機能タンパク質等の高付加価値物質を生
産する高度モノづくり技術の開発や微生物群の制御等
による産業廃水等の高効率バイオ処理技術の高度化を
実施しました。また、バイオテクノロジーの適切な産
業利用のための遺伝子組換え生物等の使用等の規制に
よる生物の多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）
の適切な施行や、海外の遺伝資源の円滑な利用を促進
するため関係者との協議を行う等、事業環境の整備を
実施しました。
　循環型社会の構築に向け、「下水汚泥資源化・先端
技術誘導プロジェクト（LOTUS Project）」等におい
て開発された、下水汚泥の有効利用に係る技術の普及
を推進しました。国交省では、地域の実情に見合った
最適なヒートアイランド対策の実施に向けて、さまざ
まな対策の複合的な効果を評価できるシミュレーショ
ン技術の実用化や、地球温暖化対策に資する CO2 の
吸収量算定手法の開発等を実施しました。また、船舶
による大気汚染の防止に関する国際規制強化の動向に
対応するため、排出ガスに含まれる NOx 等を大幅削
減する環境にやさしい舶用エンジンの実用化に向けて、
排出ガス後処理装置（SCR 触媒）及び燃料噴射系の
改良等の研究開発を実施しました。

府　省　名 研究課題
環　　　境　　　省 ・民間航空機を活用したアジア太平洋域上空における温室効果気体の観測に関する研究

・アジア・オセアニア域における微量温室効果ガスの多成分長期観測
・海洋温暖化および酸性化影響評価のためのサンゴ連携モニタリングに関する研究
・吸収性エアロゾルが大気・雪氷面の放射過程に与える影響のモニタリングに関する研究
・東アジアにおけるハロカーボン排出実態解明のための高頻度・高精度モニタリング研究
・二酸化炭素の全球収支解明のための大気中酸素および炭素同位体の長期観測研究

国　土　交　通　省 ・海洋汚染の調査（海上保安庁）
・西太平洋海域共同調査（海上保安庁）
・日本海洋データセンターの運営（海上保安庁）
・大気及び海洋バックグランド汚染観測業務（気象庁）
・オゾン層及び紫外域日射観測（気象庁）
・温室効果ガス世界資料センターの運営（気象庁）

資料：環境省、国土交通省

表6-3-3　平成21年度に実施した主な地球環境分野の観測・監視
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（1）環境技術の開発支援

　地球温暖化対策に関しては、新たな地球温暖化対策
技術の開発・実用化・導入普及を進めるため、「地球
温暖化対策技術開発事業（競争的資金）」において、
リチウムイオン二次電池（2010 年に市場投入される
電気自動車に搭載）や、低コストな球状シリコン太陽
電池の開発などを実施しました。また、製品開発段階
に移行した温暖化対策技術の市場投入を促進するため
の支援も併せて行い、全体で 37 件の技術開発事業を
実施しました。
　省エネルギー、新エネルギー、原子力、クリーンコ
ールテクノロジーの開発を推進するとともに、分離回
収した CO2 を地中（地下 1,000 ｍ程度）へ貯留する
二酸化炭素回収・貯留（CCS）の技術開発を実施し
ました。
　先進的な環境技術の普及を図る「環境技術実証事業」
では、閉鎖性海域における水環境改善技術分野、ヒー
トアイランド対策技術分野（建築物外皮による空調負
荷低減等技術）など 9分野で対象技術の環境保全効果
などを実証しました。また、これまでに実証した技術

について、成果を発表し、技術の普及を図るため、ホ
ームページや展示会での紹介を行いました。
　地方公共団体の環境測定分析機関等を対象として、
各分析機関における環境測定分析技術の向上を図る契
機とし、信頼性の確保に資する観点から、基本精度管
理調査（模擬排水試料（COD、全窒素及び硝酸性窒素）、
廃棄物（ばいじん）試料（溶出操作、重金属類））と
高等精度管理調査（廃棄物（ばいじん）試料（ダイオ
キシン類）、模擬大気試料（揮発性有機化合物））を実
施しました。

（2）技術開発等に際しての環境配慮及び新た
な課題への対応

バイオレメディエーション事業の健全な発展と利用の
拡大を通じた環境保全を図るため、「微生物によるバ
イオレメディエーション利用指針」に基づき、制度の
適切な運用を行うとともに、同指針に基づき事業者か
ら提出された 2件の浄化事業計画につき、同指針に適
合している旨の確認を行いました。

2　技術の振興

　大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環
境学研究所が実施する人文・社会科学から自然科学ま
での幅広い学問分野を総合化する研究プロジェクトの
推進や科学研究費補助金による研究助成など、大学等
における地球環境問題に関連する幅広い学術研究の推
進や研究施設・設備の整備・充実への支援を図るとと
もに、関連分野の研究者の育成を行いました。

　また、戦略的創造研究推進事業等により、環境に関
する基礎研究の推進を図りました。
　さらに、大気粉じん等の環境試料や絶滅のおそれの
ある生物の細胞・遺伝子を長期保存し、環境研究の知
的基盤としていくための「環境試料タイムカプセル化
事業」を実施しました。

3　国における基盤整備等

　地域の産学官連携による「環境技術開発基盤整備モ
デル事業」を創設し、地域で不足する情報交換体制及
びネットワークの強化を図り、地域における産学官連
携による環境技術開発の基盤整備を推進しました。

　地方公共団体の環境関係試験研究機関は、監視測定、
分析、調査、基礎データの収集等を広範に実施するほ
か、地域固有の環境問題等についての研究活動を推進
しました。

4　地方公共団体、民間団体等における取組の促進

　地球環境保全等試験研究費のうち公害防止等試験研
究費、環境研究・技術開発推進費に係る研究成果につ
いては、環境保全研究成果発表会、環境保全研究成果
集等により公開し、行政機関、民間企業へ普及を図り
ました。

循環型社会形成推進科学研究成果については、廃棄物
処理技術情報ホームページにおいて公開しているほか、
「循環型社会形成推進研究発表会」により、優良なも
のについては、研究発表会を開催する等、積極的に成
果の普及を図りました

5　成果の普及等
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第4節　環境情報の整備と提供・広報の充実

地球環境研究についても、地球環境研究総合推進費ホ
ームページにおいて、研究成果及びその評価結果等を
公開しているほか、「地球温暖化の日本への影響～現
状と将来予測、その対策と賢い適応へ向けて～」と題
した一般公開シンポジウムを開催し、最新の研究成果

を交えながら紹介しました。
地球温暖化対策技術開発事業についても、ホームペー
ジにおいて成果及びその評価結果等を公開しているほ
か、「地球温暖化対策技術開発成果発表会」を開催し、
一般向けに広く情報提供を行いました。

第4節　環境情報の整備と提供・広報の充実

（1）環境情報の整備と国民等への提供

　各種の環境情報を体系的に整備し、国民等に分かり
やすく提供するため、次のような取組を行いました。
　環境省ホームページをはじめとする情報提供サイト
において、提供情報の分かりやすさと利便性の向上の
ためのデザイン統一化、ウェブコンテンツ JIS への対
応、外国語による提供等を行いました。
　「環境・循環型社会・生物多様性白書（以下、「白書」
という。）」を一般向けに要約した「図で見る環境・循
環型社会・生物多様性白書」、小中学生向けの概要版「こ
ども環境白書」を作成、発行するとともに、全国 9か
所での「白書を読む会」の開催により、白書の内容を
広く普及することに努めました。平成 21 年 12 月にデ
ンマークのコペンハーゲンで行われた気候変動枠組条
約 COP 15 では、英語版の白書を配布しました。また、
白書の表紙絵を描くことを通じて環境保全についての
意識啓発を図るため、「白書表紙絵コンクール」を開
催しました。さらに、環境への負荷、環境の状態、環
境問題の対策に関する基礎的データを収集整理した
「環境統計集」を作成しました。
　昨年度策定した環境情報戦略については、中央環境
審議会総合政策部会に設置された環境情報専門委員会
における議論を踏まえつつ、国の環境政策に係る情報
ポータルサイトの作成及び海外に対する情報発信の強
化策の検討等を行いました。
　環境の状況等を地理情報システム（GIS）を用いて
提供する「環境GIS」を整備・運用し、インターネッ
トにより情報提供しました。
　河川水質を［1］人と河川の豊かなふれあいの確保、
［2］豊かな生態系の確保、［3］利用しやすい水質の確
保の視点で総合的に分かりやすく評価する新しい指標
に基づき、平成 21 年度に全国で一般市民の参加を得
て調査を実施しました。
　また、港湾など海域における環境情報を、より多様

な主体間で広く共有するため、海域環境データベース
の運用を行いました。
　生物多様性に関する情報については、自然環境保全
基礎調査やモニタリングサイト1000などの成果を「生
物多様性情報システム（J-IBIS）」等において、提供
しました。
　「インターネット自然研究所」において、国立公園
のライブ映像をはじめとして、自然環境保全に関する
各種情報の提供を図りました。
　国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターにおいて、
サンゴ礁の保全に必要な情報の収集・公開等を行いま
した。

（2）各主体のパートナーシップの下での取組
の促進

　事業者、市民、民間団体等のあらゆる主体のパート
ナーシップによる取組を支援するための情報を「地球
環境パートナーシッププラザ」を拠点としてホームペ
ージ（http://www.geic.or.jp/geic/）やメールマガジ
ンを通じて、収集、発信しました。
　また、「地方環境パートナーシップオフィス」にお
いて、地域のパートナーシップ促進のための情報を収
集、提供しました。団体が実施する環境保全活動を支
援するデータベース「環境らしんばん」（http://plaza.
geic.or.jp/）により、イベント情報等の広報のための
発信支援を行いました。
　また、企業と NPO との連携による地域の環境保全
を進めるため、「企業、NPO、そして地域が喜ぶ地域
環境パートナーシップの成功に向けて（ポイント集）」
を作成しました。
　さらに、パートナーシップによる持続可能な地域づ
くりを支援するため「協働による持続可能な地域づく
りのための手法・ツール集」の作成を行いました。

1　環境情報の体系的な整備と提供
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　関係機関の協力によるテレビ、ラジオ、新聞、雑誌
等各種媒体を通じての広報活動や、環境省ホームペー
ジによる情報提供、広報誌「エコジン」電子書籍版の
発行、広報用パンフレット等の作成・配布を通じて、
環境保全の重要性を広く国民に訴え、意識の高揚を図
りました。
　環境基本法に定められた「環境の日」（6月 5 日）を
含む「環境月間」において、環境展「エコライフ・フ
ェア」をはじめとする各種行事を実施するとともに、
地方公共団体等に対しても関連行事の実施を呼び掛け、

環境問題に対する国民意識の一層の啓発を図りまし
た。
　環境保全・地域環境保全及び地域環境美化に関し特
に顕著な功績のあった人・団体に対し、その功績をた
たえるため、環境保全功労者等表彰を行いました。
　地域の問題から地球環境問題まで幅広い環境問題に
ついて、大臣と国民との直接対話を実施しました。
　環境省ホームページにおいて、環境行政に関する意
見・要望を広く受け付けました。

2　広報の充実

第5節　地域における環境保全の推進

（1）地方環境事務所における取組

　地方環境事務所においては、地域の行政・専門家・
住民等と協働しながら、廃棄物・リサイクル対策、地
球温暖化対策、国立公園の保護・管理、外来生物対策
など、地域の実情に応じた環境施策を展開しました。

（2）地域における環境保全施策の計画的・総
合的推進

　全国の地方公共団体の環境関連情報を提供するウェ
ブサイト「地域環境行政支援情報システム（知恵の環）
（http://www.env.go.jp/policy/chie-no-wa/index.
html）」の運営を行ったほか、地方公共団体向けに環
境省の環境保全施策に関する情報提供を行うメールマ
ガジンの発行を行いました。
　各地方公共団体において設置された地域環境保全基
金により、ビデオ、学校教育用副読本等の啓発資料の
作成、地域の環境保全活動に対する相談窓口の設置、
環境アドバイザーの派遣、地域の住民団体等の環境保

全実践活動への支援等が行われました。

（3）地方公共団体の環境保全施策

　平成 19 年度において、地方公共団体が支出した公
害対策経費（地方公営企業に係るものを含む。）は、2
兆 7,514 億円（都道府県 6,521 億円、市町村 2 兆 993
億円）となっています。これを前年度と比べると、
2,025 億円（都道府県 79 億円、市町村 1,946 億円）、
6.9％の減となっています（表 6-5-1）。
　公害対策経費の内訳を見ると、公害防止事業費が 2
兆 4,096 億円（構成比 87.6％）、次いで一般経費（人
件費等）が 1,880 億円（同 6.8％）等となっています。
さらに、公害防止事業費の内訳を見ると、下水道整備
事業費が 2 兆 57 億円で公害対策経費の 72.9％と最も
高い比率を占めており、次いで廃棄物処理施設整備事
業費が 2,915 億円（構成比 10.6％）となっています。

1　地域における環境保全の現状

区　　　　　分
平成20年度決算額 平成19年度決算額 増減 伸び率

都道府県 市町村 計(A) 都道府県 市町村 計(Ｂ) (A)－(B)
構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 (A)－(B) /(B)

1　一般経費 948 15.3 915 4.6 1,863 7.1 948 14.5 932 4,4 1,880 6.8 17 ▲ 0.9
2　公害規制及び調査研究費 194 3.1 180 0.9 374 1.4 201 3.1 187 0.9 388 1.4 ▲ 14 ▲ 3.6
3　公害防止事業費 4,703 75.7 18,239 90.9 22,942 87.3 5,026 77.1 19,071 90.8 24,096 87.6 ▲ 1,154 ▲ 4.8
（主な内訳）下水道整備 3,785 61.0 15,267 76.1 19,053 72.5 3,949 60.6 16,108 76.7 20,057 72.9 ▲ 1,004 ▲ 5.0
（主な内訳）廃棄物処理施設整備 252 4.1 2,528 12.6 2,780 10.6 429 6.6 2,486 11.8 2,915 10.6 ▲ 135 ▲ 4.6
4　公害健康被害補償経費 85 14 546 2.7 631 2.4 69 1.1 581 2.8 650 2.4 ▲ 19 ▲ 2.6
5　その他 210 3.4 159 0.8 369 1.4 276 4.2 223 1.1 499 1.8 ▲ 130 ▲ 26.1

合　　　　　計 6,209 100.0 20,056 100.0 26,265 100.0 6,521 100.0 20,993 100.0 27,514 100.0 ▲ 1.249 ▲ 4.5

注１：都道府県と市町村間における補助金、負担金等の重複は控除している。
注２：端数処理の関係で合計数値が合わないことがある。

（単位：億円、％）

表6-5-1　地方公共団体公害対策決算状況（平成20年度）
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第6節　環境保健対策、公害紛争処理等及び環境犯罪対策

　集約型・低炭素型の都市の構築など、環境負荷の小
さいまちづくりの実現に向け、公共交通の利用促進や
風の通り道等の自然資本の活用など、面的な対策を推
進するために 39 地域におけるシミュレーション及び
計画策定の支援と、7 地域における事業の実施に対す
る補助を行いました。平成 21 年度からは、都市再開
発において、対策効果の評価などを通じて先進的な取
組を推進するためのモデル事業を 4地域で実施しまし
た。また、地域における環境保全などの社会的な事業
（環境コミュニティ・ビジネス）を促進するため、市
民出資・市民金融の効果的 ･自立的運営を促すマニュ
アルを作成し、経済的インセンティブ及び人材育成の
あり方について検討を行いました。さらに、地域発で
の環境と経済の好循環の創出を図るモデル事業の評価

を実施しました。
　地球環境問題から廃棄物・リサイクル対策まで多岐
にわたる地域の課題を視野に入れ、住民、企業等との
協働を図りながら、環境の恵み豊かな、持続可能なま
ちづくりに取り組んでいる地域を対象に、環境大臣に
よる「循環・共生・参加まちづくり表彰」を行ってい
ます。平成 21 年度は、地方公共団体 8 団体を表彰し
ました。
特別な助成を行う先導型再開発緊急促進事業によって、
省エネルギー化等を図った施設建築物を整備する市街
地再開発事業等に対し支援を行いました。また、「環
境共生住宅市街地モデル事業」によって、環境への負
荷を低減するモデル性の高い住宅市街地の整備に対し
支援を行いました。

　公害防止計画は、環境基本法第 17 条に基づき、現
に公害が著しい、又は、著しくなるおそれがあり、か
つ、公害の防止に関する施策を総合的に講ずる必要が
ある地域について公害の防止を目的として策定される
地域計画で、全国 30 地域で策定されています。
　地方公共団体が公害防止計画に基づき実施する公害
防止対策事業については、公害の防止に関する事業に

係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和 46 年
法律第 70 号）に基づいて、国の負担又は補助の割合
のかさ上げ等、国が財政上の特別措置を講じています。
　現行の公害防止計画は、平成 22 年度末で終了する
こととなっていることから、今後の制度のあり方につ
いて検討を行いました。

第6節　環境保健対策、公害紛争処理等及び環境犯罪対策

（1）公害健康被害の補償・予防等

ア　大気汚染系疾病

　（ア）既被認定者に対する補償給付等
　公害健康被害の補償等に関する法律（昭和 48 年法
律第 111 号。以下「公健法」という。）に基づき、従
来どおり被認定者に対し、①認定の更新、②補償給付
（療養の給付及び療養費、障害補償費、遺族補償費、
遺族補償一時金、療養手当並びに葬祭料）、③公害保
健福祉事業（リハビリテーションに関する事業、転地
療養に関する事業、家庭における療養に必要な用具の
支給に関する事業、家庭における療養の指導に関する
事業、インフルエンザ予防接種費用助成事業（新型イ

ンフルエンザ予防接種を含む））等を実施しました。
平成 21 年 12 月末現在の被認定者数は 43,135 人です。
なお、昭和 63 年 3 月 1 日をもって第一種地域の指定
が解除されたため、新たな患者の認定は行われていま
せん（表 6-6-1）。
　（イ）公害健康被害予防事業の実施
　（独）環境再生保全機構により、以下の公害健康被
害予防事業が実施されました。
①　 大気汚染による健康影響に関する総合的研究、局

地的大気汚染対策に関する調査等を実施しました。
また、大気汚染防止推進月間等のキャンペーン、
ぜんそく等の予防、回復等のためのパンフレット
の作成、ぜんそくの専門医による電話相談事業等
を行うとともに、公害健康被害予防事業従事者に
対する研修を行いました。

2　持続可能な地域づくりに関する取組

3　公害防止計画

1　健康被害の救済及び予防
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②　 地方公共団体等に対して助成金を交付し、旧第一
種地域等を対象として、ぜんそく等に関する健康
相談、乳幼児を対象とする健康診査、ぜんそくキ

ャンプ、水泳教室等の機能訓練、最新規制適合車
の導入等を推進しました。

第
二
種
地
域
特
異
的
疾
患

旧
第
一
種
地
域　

非
特
異
的
疾
患

（平成21年12月末現在）
区　　分 地　　域 実施主体 指定年月日 現存被認定者数

千葉市 南部臨海 地域 千葉市 昭和49年11月30日 319
東京都 千代田区 全域 千代田区 昭和49年11月30日 144
〃 中央区 〃 中央区 昭和50年12月19日 226
〃 港区 〃 港区 昭和49年11月30日 393
〃 新宿区 〃 新宿区 〃 1,084
〃 文京区 〃 文京区 〃 457
〃 台東区 〃 台東区 昭和50年12月19日 450
〃 品川区 〃 品川区 昭和49年11月30日 859
〃 大田区 〃 大田区 〃 1,907
〃 目黒区 〃 目黒区 昭和50年12月19日 536
〃 渋谷区 〃 渋谷区 昭和49年11月30日 527
〃 豊島区 〃 豊島区 昭和50年12月19日 650
〃 北区 〃 北区 〃 1,067
〃 板橋区 〃 板橋区 〃 1,631
〃 墨田区 〃 墨田区 〃 616
〃 江東区 〃 江東区 昭和49年11月30日 1,403
〃 荒川区 〃 荒川区 昭和50年12月19日 739
〃 足立区 〃 足立区 〃 1,688
〃 葛飾区 〃 葛飾区 〃 1,106
〃 江戸川区 〃 江戸川区 〃 1,601
東京都計 17,084
横浜市 鶴見臨海地域 横浜市 昭和47年2月1日 493
川崎市 川崎区・幸区 川崎市 昭和44年12月27日 1,711

昭和47年2月1日
昭和49年11月30日

富士市 中部地域 富士市 昭和47年2月1日 447
昭和52年1月13日

名古屋市 中南部地域 名古屋市 昭和48年2月1日 2,294
昭和50年12月19日
昭和53年6月2日

東海市 北部・中部地域 愛知県 昭和48年2月1日 394
四日市市 臨海地域・楠町全域 四日市市 昭和44年12月27日 462

昭和49年11月30日
大阪市 全　　域 大阪市 昭和44年12月27日 7,563

昭和49年11月30日
昭和50年12月19日

豊中市 南部地域 豊中市 昭和48年2月1日 219
吹田市 南部地域 吹田市 昭和49年11月30日 227
守口市 全　　域 守口市 昭和52年1月13日 1,272
東大阪市 中西部地域 東大阪市 昭和53年6月2日 1,411
八尾市 中西部地域 八尾市 〃 818
堺市 西部地域 堺市 昭和48年8月1日 1,859

昭和52年1月13日
神戸市 臨海地域 神戸市 〃 874
尼崎市 東部・南部地域 尼崎市 昭和45年12月1日 2,245

昭和49年11月30日
倉敷市 水島地域 倉敷市 昭和50年12月19日 1,403
玉野市 南部臨海地域 岡山県 〃 40
備前市 片上湾周辺地域 〃 53
北九州市 洞海湾沿岸地域 北九州市 昭和48年2月1日 967
大牟田市 中部地域 大牟田市 昭和48年8月1日 980
計 43,135

水俣病 阿賀野川 下流地域 新潟県 昭和44年12月27日 90
〃 〃 新潟市 〃 130
〃 水俣湾 沿岸地域 鹿児島県 〃 163
〃 〃 熊本県 〃 415

イタイイタイ病 神通川 下流地域 富山県 〃 5
慢性砒素中毒症 島根県 笹ヶ谷地区 島根県 昭和49年7月4日 3

〃 宮崎県 土呂久地区 宮崎県 昭和48年2月1日 51
計 857

合　　　計 43,992
注：旧指定地域の表示は、いずれも指定当時の行政区画等による。
資料：環境省

慢性気管支炎
気管支ぜん息
ぜん息性気管支炎
及び
肺気しゅ並びにこ
れらの続発症

表6-6-1　公害健康被害の補償等に関する法律の被認定者数等
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第6節　環境保健対策、公害紛争処理等及び環境犯罪対策

イ　水俣病

　（ア）水俣病被害の救済
ａ　水俣病の認定
　水俣病は、熊本県水俣湾周辺において昭和 31 年 5
月に、新潟県阿賀野川流域において 40 年 5 月に発見
されたものであり、四肢末梢の感覚障害、運動失調、
求心性視野狭窄、中枢性聴力障害を主要症状とする中
枢神経系疾患です。それぞれチッソ（株）、昭和電工（株）
の工場から排出されたメチル水銀化合物が魚介類に蓄
積し、それを経口摂取することによって起こった中毒
性中枢神経系疾患であることが昭和 43 年に政府の統
一見解として発表されました。
　水俣病の認定は、現在、公健法に基づき行われてお
り、平成 22 年 3 月末までの被認定者は、2,967 人（熊
本県 1,780 人、鹿児島県 491 人、新潟県 696 人）で、
このうち生存者は、789 人（熊本県 410 人、鹿児島県
163 人、新潟県 216 人）となっています。
ｂ　平成 7年の政治解決
　公健法及び平成 4年から開始した水俣病総合対策事
業（水俣病に見られる四肢末梢優位の感覚障害を有す
ると認められる者に療養手帳を交付し、医療費の自己
負担分、療養手当等を支給する医療事業等）による対
応が行われる一方で、公健法の認定を棄却された者に
よる訴訟の多発などの水俣病をめぐる紛争と混乱が続
いていたため、平成 7年 9 月当時の与党三党（自由民
主党、日本社会党及び新党さきがけ）により、最終的
かつ全面的な解決に向けた解決策が取りまとめられま
した。同年12月までに、被害者団体と企業（チッソ（株）
及び昭和電工（株））はこの解決策を受入れ、当事者
間で解決のための合意が成立しました。
　また、この関係当事者間の合意を踏まえ、平成 7年
12 月に「水俣病対策について」が閣議了解され、国

及び関係県は、この閣議了解に基づき医療事業の申請
受付の再開（受付期間　平成 8年 1 月～同年 7月）等
の施策を実施しました。なお、医療事業において、医
療手帳（療養手帳を名称変更）の交付の対象とならな
かった者であっても一定の神経症状を有する者に対し
て、保健手帳を交付し、医療費等を支給することにな
りました。
　国及び関係県のこのような施策が実行に移されたこ
とを受けて、関西訴訟を除いた国家賠償請求訴訟につ
いては、平成 8年 2 月及び 5 月に原告が訴えを取り下
げました。関西訴訟については、16 年 10 月に、最高
裁判決が出され、国及び熊本県には、昭和 35 年 1 月
以降、水質二法・県漁業調整規則の規制権限を行使せ
ず、水俣病の発生拡大を防止しなかった責任があると
して、賠償を命じた大阪高裁判決が是認されました（表
6-6-2）。
　（イ）水俣病対策をめぐる現状
ａ　今後の水俣病対策について
　平成 18 年に水俣病公式確認から 50 年という節目を
迎えるに当たり、7 年の政治解決や関西訴訟最高裁判
決も踏まえ、17 年 4 月に「今後の水俣病対策について」
を発表し、これに基づき以下の施策を行っています（図
6-6-1）。
①　 医療事業について、高齢化の進展等を踏まえ、拡

充を図りました。また、保健手帳については、交
付申請の受付を平成 17 年 10 月に再開しました。

②　 平成 18 年 9 月に発足した水俣病発生地域環境福
祉推進室等を活用して、胎児性患者をはじめとす
る水俣病被害者に対する社会活動支援、地域の再
生・振興等の地域づくりの対策に取り組んでいま
す。

ｂ　認定申請等の増加
　平成 16 年の関西訴訟最高裁判決後、22 年 3 月末現

昭和31年 5月
昭和34年 3月
昭和40年 5月
昭和42年 6月
昭和43年 9月
昭和44年 6月
昭和44年 12月
昭和48年 7月
昭和49年 9月
平成3年 11月
平成7年 9月
 12月
平成8年 5月
平成16年 10月
平成17年 4月
 5月
平成18年 5月
平成21年 7月

水俣病公式確認
水質二法施行
新潟水俣病公式確認
新潟水俣病第一次訴訟提訴（46年9月原告勝訴判決（確定））
厚生省及び科学技術庁　水俣病の原因はチッソ㈱及び昭和電工㈱の排水中のメチル水銀化合物であるとの政府統一見解を発表
熊本水俣病第一次訴訟提訴（48年3月原告勝訴判決（確定））
「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法（救済法）」施行
チッソ㈱と患者団体との間で補償協定締結（昭和電工㈱と患者団体の間は同年6月）
「公害健康被害の補償等に関する法律（公健法）」施行
中央公害対策審議会「今後の水俣病対策のあり方について」を答申
与党三党　「水俣病問題の解決について」（最終解決策）決定
「水俣病対策について」閣議了解
係争中であった計10件の訴訟が取り下げ（関西訴訟のみ継続）
水俣病関西訴訟最高裁判決（国･熊本県の敗訴が確定）
環境省　「今後の水俣病対策について」発表
新潟水俣病公式確認40年
水俣病公式確認50年
「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」公布

資料：環境省

表6-6-2　水俣病関連年表
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在で 7,806 人（保健手帳の交付による取り下げ等を除
く。）の公健法の認定申請が行われ、また、27,069 人
に新たに保健手帳が交付されています。さらに、新た
に国賠訴訟が 6件提起されています。
　このような新たな救済を求める者の増加を受け、水
俣病被害者の新たな救済策の具体化に向けた検討が進
められ、民主党、自民党、公明党の三党の合意により、
7 月に「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に
関する特別措置法（平成 21 年法律第 81 号。以下「水
俣病被害者救済特措法」という。）」が成立し、公布・
施行されました。その後、裁判で争っている団体の一
部とは和解協議を行い、平成 22 年 3 月に熊本地方裁
判所から提示された所見を、原告及び被告の双方が受
け入れ、和解の基本的合意が成立しました。さらに 4
月には、水俣病被害者救済特措法の救済措置の方針を
閣議決定しました。
　5 月 1 日には、水俣病犠牲者慰霊式に鳩山総理大臣
が歴代総理大臣として初めて出席し、祈りの言葉を捧
げました。さらに同日、救済措置の方針に基づく給付
申請の受付を開始しました。（写真 6-6-1）
　（ウ）普及啓発及び国際貢献
　毎年、公害問題の原点、日本の環境行政の原点とも
なった水俣病の教訓を伝えるため、教職員や学生等を
対象にセミナーを開催するとともに、開発途上国を中
心とした国々の行政担当者を招いて研修を行っていま
す。

ウ　イタイイタイ病

　富山県神通川流域におけるイタイイタイ病は、昭和

30 年 10 月に原因不明の奇病として学会に報告され、
43 年 5 月、厚生省が、「イタイイタイ病はカドミウム
の慢性中毒によりまず腎臓障害を生じ、次いで骨軟化
症を来し、これに妊娠、授乳、内分泌の変調、老化及
び栄養としてのカルシウム等の不足等が誘引となって
生じたもので、慢性中毒の原因物質としてのカドミウ
ムは、三井金属鉱業株式会社神岡鉱業所の排水以外は
見当たらない」とする見解を発表しました。44年12月、
神通川流域が救済法の施行とともに指定地域として指
定され、49 年 9 月には、救済法を引き継いだ公健法
により第二種地域に指定されました。平成 21 年 12 月
末現在の公健法の被認定者数は 5人（認定された者の
総数 195 人）です。また、富山県は指定地域における
要観察者 1 人（21 年 12 月末現在）について経過を観
察しています。

エ　慢性砒素中毒症

　宮崎県土呂久地区及び島根県笹ヶ谷地区における慢
性砒素中毒症については、平成 21 年 12 月末現在の公
健法の被認定者数は、土呂久地区で 51 人（認定され
た者の総数 181 人）、笹ヶ谷地区で 3 人（認定された
者の総数 21 人）となっています。

（2）アスベスト（石綿）健康被害の救済

　石綿を原因とする中皮腫及び肺がんは、①ばく露か
ら 30～40 年と長い期間を経て発症することや、石綿
そのものが当時広範かつ大量に使用されていたことか
ら、どこでばく露したかの特定が困難なこと、②予後
が悪く、多くの方が発症後 1～2 年で亡くなること、
③現在発症している方が石綿にばく露したと想定され
る 30～40 年前には、重篤な疾患を発症するかもしれ
ないことが一般に知られておらず、自らには非は無い

個々人に対する救済

地域的な取組

法による認定と補償協定に基づく給付
対象者：水俣病と認定された者（約3,000人）
内　容：一時金（約1800万円）、医療費、年金等

平成7年の政治解決［受付期間6月］
（約11000人）
対象者：四肢末梢優位の感覚障害を有すると認められる

者等
内　容：一時金（260万円）、療養手当（月約2万円）、

医療費（自己負担分）、はり・きゅう施術・温
泉療養費

平成17年に拡充・再開した保健手帳
対象者：一定の神経症状を有する者（27,069人、平成22年3月末現在）
内容：医療費（自己負担分）、はり・きゅう施術・温泉療養費

地域福祉と連携した取組

今後、水俣病被害者救済特措法に基づく取組を実施

高齢化する胎児性患者等に
対する保健福祉施策

地域の再生・融和（もやい
直し）等地域づくり対策

裁判による
損害賠償

資料：環境省

図6-6-1　水俣病被害対策の概要 写真6-6-1　 水俣病犠牲者慰霊式にて祈りの言葉を
捧げる鳩山総理大臣

写真提供：水俣市
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第6節　環境保健対策、公害紛争処理等及び環境犯罪対策

にもかかわらず、何の補償も受けられないままにお亡
くなりになる方がいることなどの特殊性にかんがみ、
健康被害を受けた方及びその遺族に対し、医療費等を
支給するための措置を講ずることにより、健康被害の
迅速な救済を図る、石綿による健康被害の救済に関す
る法律（平成 18 年法律第 4 号。以下「石綿救済法」
という。）が平成 18 年 3 月に施行されました。
　石綿救済法に基づく救済制度はおおむね順調に施行
されてきましたが、一方で、中皮腫の診断の困難さに
より、発症後相当期間経ってからの申請例や生前に申
請できない例が存在するなど、制定当時には想定して
いなかった課題が明らかとなり、また、特別遺族弔慰
金等の請求期限も迫るなど救済の観点から対応が必要
と考えられるようになりました。そこで、これらの課
題に対応する改正石綿救済法案が議員提案により第
169 回国会に提出され、成立し、平成 20 年 12 月 1 日
より施行されました。
　平成 21 年 10 月 26 日、環境大臣は中央環境審議会
へ対し、①「石綿健康被害救済制度における指定疾病
に関する考え方について」及び②「今後の石綿健康被
害救済制度の在り方について」を諮問しました。同年
11 月 27 日から環境保健部会石綿健康被害救済小委員
会を開催し、まずは①について審議を行っています。
救済給付に係る申請等については、21 年度末時点で
8,673 件を受け付け、うち 5,892 件が認定、1,208 件が
不認定とされています。

（3）環境保健に関する調査研究

ア　環境保健施策基礎調査等

　（ア）大気汚染による呼吸器症状に係る調査研究
　地域人口集団の健康状態と環境汚染との関係を定期
的・継続的に観察し、必要に応じて所要の措置を講ず
るため、引き続き、全国 39 地域で 3 歳児及び 6 歳児
を対象とした環境保健サーベイランス調査を実施しま
した。
　幹線道路沿道の局地的大気汚染と呼吸器疾患との関
連を調べるため、局地的大気汚染と健康影響に関する
大規模な疫学調査「そら（SORA）プロジェクト」と
して、引き続き学童コホート調査、幼児症例対照調査、
成人を対象とした疫学調査を実施しました。
　その他、（独）環境保全機構においても、大気汚染
の影響による健康被害の予防に関する調査研究を行い
ました。
　（イ） 新たな環境要因による健康影響に関する調査

研究
　花粉症対策には、発生源対策、花粉飛散量予測・観

測、発症の原因究明、予防及び治療の総合的な推進が
不可欠なことから、関係省庁が協力して対策に取り組
んでいます。スギ・ヒノキ花粉総飛散量予測及び花粉
終息予測等の公表並びに花粉症と環境因子に関する調
査研究を実施しました。また、これまでの調査研究の
成果等を取りまとめ、花粉症のメカニズムや対策、保
健指導のあり方等を盛り込んだ環境保健マニュアルを
作成し、その普及に努めました。さらに、「花粉観測
システム（愛称：はなこさん）」では、全国的に設置
した花粉自動測定機による花粉の飛散状況を環境省ホ
ームページ上でリアルタイムで公開しています（http://
www.env.go.jp/chemi/anzen/kafun/index.html）。
　黄砂の健康影響については、引き続き情報収集に努
めるとともに、疫学調査を実施し、健康影響の評価・
検討を行いました。また、高温熱環境等の健康影響に
関しては「熱中症環境保健マニュアル」及び「紫外線
環境保健マニュアル」を作成し、その普及に努めまし
た。

イ　重金属等の健康影響に関する総合研究

　メチル水銀の毒性メカニズム、低濃度メチル水銀へ
のばく露による健康影響等、いまだ十分に解明されて
いない課題に対応するため、基礎的研究及び応用的研
究の推進、情報収集・整理等により、水俣病やメチル
水銀に関する最新の知見の収集に努めました。
　イタイイタイ病の発症の仕組み及びカドミウムの健
康影響については、なお未解明な事項もあるため、基
礎医学的な研究や富山県神通川流域の住民を対象とし
た健康調査などを引き続き実施し、その究明に努めま
した。また、神通川流域住民健康調査の平成 19 年度
分までのデータ解析を行い、取りまとめた結果を平成
21 年 8 月に公表しました。

ウ　石綿による健康被害に関する調査

　石綿を取り扱っていた事業場周辺においては一般環
境を経由した石綿ばく露による健康被害の可能性があ
るため、横浜市鶴見区、岐阜県羽島市、大阪府泉南地
域等、兵庫県尼崎市、奈良県、北九州市門司区及び佐
賀県鳥栖市の 7地域において、健康リスク調査として、
住民を対象とした問診、胸部エックス線及び CT検査
を実施し、石綿のばく露歴や石綿関連疾患の健康リス
クに関する実態把握を行いました。また、石綿救済法
に基づく被認定者に関する医学的所見やばく露状況の
解析調査、指定疾病見直しのための石綿関連疾患に関
する事例等調査事業及び諸外国の制度に関する調査等
を行いました。
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①　伊賀市産業廃棄物処分場水質汚濁防止等調停申請事件 1件

②　医薬品研究施設大気汚染被害防止等調停申請事件 1件

③　成田国際空港航空機騒音調停申請事件 1件

①　神栖市におけるヒ素による健康被害等責任裁定申請事件 2件

②　上尾市における騒音・低周波音被害責任裁定申請事件 1件

③　八代市における製紙工場振動被害責任裁定申請事件 2件

④　港区における粉じん等財産被害責任裁定申請事件 1件

⑤　高知県須崎市における防波堤工事による漁業被害責任裁定申請事件 1件

⑥　さいたま市における騒音・低周波音被害責任裁定申請事件 1件

⑦　東京都における自動車排気ガス健康被害責任裁定申請事件 1件

⑧　足立区における鉄道騒音被害責任裁定申請事件 1件

⑨　横須賀市におけるビル解体工事騒音被害等責任裁定申請事件 1件

⑩　小牧市における土壌汚染・地盤沈下被害責任裁定申請事件 1件

⑪　高崎市における騒音被害責任裁定申請事件 1件

⑫　北九州市における解体工事振動被害等責任裁定申請事件 2件

⑬　横浜市におけるマンション受水槽撤去工事騒音被害等責任裁定申請事件 1件

⑭　深谷市における工場操業に伴う騒音・低周波音被害責任裁定申請事件 1件

⑮　播磨灘における養殖のり被害責任裁定申請事件 1件

⑯　東広島市における工場騒音による健康被害等責任裁定申請事件 1件

⑰　新宿区における養犬場からの騒音被害責任裁定申請事件 1件

⑱　入間市における工場騒音被害責任裁定申請事件 1件

⑲　渋谷区におけるマンション騒音による健康被害等責任裁定申請事件 1件

⑳　熊本県大津町におけるマンション給排水設備等からの騒音等による健康被害等責任裁定申請事件 1件

①　茨城県北浦町における化学物質による健康被害原因裁定申請事件 1件

②　和歌山県美浜町における椿山ダム放流水漁業被害原因裁定申請事件 1件

③　筑紫野市における産業廃棄物処分場による水質汚濁被害原因裁定申請事件 1件

④　東京都23区における清掃工場健康被害等原因裁定申請事件 1件

⑤　札幌市における鉄粉による財産被害原因裁定申請事件 1件

⑥　相模原市における振動被害原因裁定申請事件 1件

⑦　鎌倉市における振動・低周波音による健康被害原因裁定申請事件 2件

⑧　仙台市における土壌汚染・水質汚濁被害原因裁定申請事件 1件

⑨　三原市における低周波音による健康被害原因裁定申請事件 1件

⑩　神栖市における騒音・振動による健康被害原因裁定申請事件（平成21年（ゲ）第６号） 1件

⑪　静岡県東伊豆町における風力発電施設からの低周波音による健康被害原因裁定申請事件 2件

⑫　神栖市における騒音・振動による健康被害原因裁定申請事件（平成21年（ゲ）第８号） 1件

⑬　熊本県南関町における道路工事による水質汚濁被害原因裁定申請事件 2件

⑭　横浜市におけるマンション高圧受電設備からの低周波音による健康被害原因裁定申請事件 1件

⑮　横浜市における飲食店・道路からの低周波音による健康被害原因裁定申請事件 1件

⑯　高崎市における給湯器騒音による健康被害原因裁定申請事件 1件

①　伊東市における製菓工場騒音・悪臭被害職権調停事件の調停条項に係る義務履行勧告申出事件 1件

②　飯塚市し尿処理場等悪臭被害職権調停事件の調停条項に係る義務履行勧告申出事件 1件

義
務
履
行

勧
告
事
件

調
停
事
件

責
任
裁
定
事
件

原
因
裁
定
事
件

表6-6-3　平成21年中に公害等調整委員会に係属した事件
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（1）公害紛争の処理状況

　公害紛争については、公害等調整委員会及び都道府
県に置かれている都道府県公害審査会等が公害紛争処
理法（昭和 45 年法律第 108 号）の定めるところによ
り処理することとされています。公害紛争処理手続に
は、あっせん、調停、仲裁及び裁定の 4つがあります。
　公害等調整委員会は、裁定を専属的に行うほか、重
大事件（水俣病やイタイイタイ病のような事件）や広
域処理事件（航空機騒音や新幹線騒音）などについて、
あっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県公害審査会
等は、それ以外の紛争について、あっせん、調停及び
仲裁を行っています。

ア　公害等調整委員会に係属した事件

　平成 21 年中に公害等調整委員会が受け付けた公害
紛争事件は 28 件で、これらに前年から繰り越された
19 件を加えた計 47 件（調停事件 3 件、責任裁定事件
23 件、原因裁定事件 19 件、義務履行勧告事件 2 件）
が 21 年中に係属しました。その内訳は、表 6-6-3 のと
おりです。このうち21年中に終結した事件は14件で、
残り 33 件が 22 年に繰り越されました。
　終結した主な事件としては、「港区における粉じん
等財産被害責任裁定申請事件」があります。この事件
は、建設会社（被申請人）が絨毯販売会社（申請人）
に隣接する土地で施工した建設工事に起因する騒音、
振動及び粉じんにより商品の汚染、来客数減による売
上高減少の被害を被ったとして、損害賠償の支払を求
めたもので、公害等調整委員会は、6 回の審問期日を
開催するとともに、現地調査を実施するなど、手続を
進めた結果、申請を棄却する裁定を行いました。

イ　都道府県公害審査会等に係属した事件

　平成 21 年中に都道府県の公害審査会等が受け付け
た公害紛争事件は 42 件で、これに前年から繰り越さ
れた 44 件を加えた計 86 件（調停事件 84 件、義務履
行勧告申出事件 2 件）が 21 年中に係属しました。こ
のうち 21 年中に終結した事件は 46 件で、残り 40 件
が 22 年に繰り越されました。

ウ　公害紛争処理に関する連絡協議

　公害紛争処理制度の利用の促進を図るため、都道府
県・市区町村や弁護士会、法テラスに情報提供を行い
ました。また、公害紛争処理連絡協議会、公害紛争処

理関係ブロック会議等を開催し、公害等調整委員会及
び都道府県公害審査会等の相互の情報交換・連絡協議
に努めました。

（2）公害苦情の処理状況

ア 公害苦情処理制度

　公害紛争処理法においては、地方公共団体は、関係
行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に
努めるものと規定され、公害等調整委員会は、地方公
共団体の長に対し、公害に関する苦情の処理状況につ
いて報告を求めるとともに、地方公共団体が行う公害
苦情の適切な処理のための指導及び情報の提供を行っ
ています。

イ　公害苦情の受付状況

　平成 20 年度に全国の地方公共団体の公害苦情相談
窓口で受け付けた苦情件数は 86,236 件で、前年度に
比べ 5, 534 件減少しました（対前年度比 6. 0％減）。
このうち、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振
動、地盤沈下及び悪臭のいわゆる典型 7公害の苦情件
数は 59,703 件で、前年度に比べ 4,826 件減少しました
（対前年度比 7.5％減）。
　一方、廃棄物投棄など典型 7公害以外の苦情件数は
26,533 件で、前年度に比べて 708 件減少しました（対
前年度比 2.6％減）。種類別に見ると、廃棄物投棄が
13, 480 件（典型 7公害以外の苦情件数の 50.8％）で、
前年度に比べて 31 件減少（対前年度比 0.2％減）、そ
の他（日照不足、通風妨害、夜間照明など）が 13, 
053 件で、前年度に比べて 677 件減少しました（対前
年度比 4.9％減）。

ウ　公害苦情の処理状況

　平成 20 年度の典型 7 公害の苦情処理件数のうち、
39,350 件（71.1％）が、苦情を受け付けた地方公共団
体により、1週間以内に処理されました。

エ　公害苦情処理に関する指導等

　地方公共団体が行う公害苦情の処理に関する指導な
どを行うため、公害苦情の処理に当たる地方公共団体
の担当者を対象とした公害苦情相談研究会及び公害苦
情相談員等ブロック会議を開催しました。

2　公害紛争処理等
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（1）環境犯罪対策の推進

　環境犯罪について、特に産業廃棄物の不法投棄事犯
等を重点対象として、組織的・広域的な事犯、暴力団
が関与する事犯、行政指導を無視して行われる事犯等
を中心に取締りを推進しました。平成 21 年中に検挙
した環境犯罪の検挙件数は7,338件（20年中は7, 386件）
で、過去 5年間における環境犯罪の法令別検挙件数の
推移は、表 6-6-4 のとおりです。

（2）廃棄物事犯の取締り

　平成 21 年中に廃棄物処理法違反で検挙された 6,504
件（20 年中は 6, 686 件）の態様別検挙件数は、表
6-6-5のとおりです。このうち不法投棄事犯が56.1％（20
年中は 57.8％）、また、産業廃棄物事犯が 23.0％（20
年中は 23. 5％）を占めています。

（3）水質汚濁事犯の取締り

　平成 21 年中の水質汚濁防止法違反に係る水質汚濁
事犯の検挙件数は 13 件（20 年中は 5 件）でした。

（4）検察庁における環境関係法令違反事件の
受理・処理状況

　平成 21 年中における罪名別環境関係法令違反事件
の通常受理・処理人員は、表 6-6-6 のとおりです。受
理人員は、廃棄物処理法違反の 8,292 人が最も多く、
全体の約 85.6％を占め、次いで、鳥獣の保護及び狩猟
の適正化に関する法律違反（622 人）となっています。
処理人員は、起訴が 5,598 人、不起訴が 3,719 人とな
っており、起訴率は約 60.1％となっています。起訴人
員のうち公判請求は 492 人、略式命令請求は 5,106 人
となっています。最近 5年間に検察庁で取り扱った環
境関係法令違反事件の受理・処理人員の推移は、表
6-6-7 のとおりです。21 年中の通常受理人員は 9,688
人で、前年より 51 人減少しています。

（単位：件）

区分 年次 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

総数 5,541 6,715 7,435 7,386 7,338

廃棄物処理法 5,039 5,918 6,709 6,686 6,504

水質汚濁防止法 6 5 10 5 13

その他（注1） 496 792 716 695 821

注１：その他は、種の保存法、鳥獣保護法、自然公園法等である。
資料：警察庁

表6-6-4　環境犯罪の法令別検挙件数の推移（平成17
年～平成21年）

（単位：件）

態様
区分 不法投棄 委託違反 

 （注1）

無許可処
分業（注2） その他 計

3,646 105 57 2,696 6,504

437 105 38 915 1,495

3,209 0 19 1,781 5,009

注１：委託基準違反を含み、許可業者間における再委託違反は含ま
ない。

注２：廃棄物の無許可収集運搬業、同処分業及び同処理施設設置を
示す。

資料：警察庁

産 業 廃 棄 物

総　　　数

一 般 廃 棄 物

表6-6-5　廃棄物処理法違反の態様別検挙件数（平成
21年）

表6-6-6　 罪名別環境関係法令違反事件通常受理・処理人員（平成21年）

　　　
罪名 受理 処理 起訴率

（％）起訴 不起訴 計
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 8,292 4,958 2,944 7,902 62.7
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 622 349 274 623 56.0
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 518 150 342 492 30.5
動物の愛護及び管理に関する法律 40 20 24 44 45.5
軽犯罪法（１条14号，27号） 20 6 15 21 28.6
水質汚濁防止法 33 18 24 42 42.9
その他 163 97 96 193 50.3
合計 9,688 5,598 3,719 9,317 60.1

　　　注：起訴率は，（起訴人員／起訴人員＋不起訴人員）×100による。
　　　資料：法務省

表6-6-7　 罪名別環境関係法令違反事件通常受理・処理
人員の推移

年次 通常受理 処理 起訴率 
（％）起訴 不起訴 合計

平成17年 7,223（100）4,794 2,259 7,053 68.0
平成18年 8,434（117）5,528 2,582 8,110 68.2
平成19年 9,660（134）6,158 3,109 9,267 66.5
平成20年 9,739（135）5,994 3,494 9,488 63.2
平成21年 9,688（134）5,598 3,719 9,317 60.1

注１：（ )内は，平成１７年を１００とした指数である。
注２：起訴率は，（起訴人員／起訴人員＋不起訴人員）×１００による。
資料：法務省

3　環境犯罪対策
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第7節　環境教育・環境学習の推進及び環境保全活動の促進

　環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進
に関する法律（平成 15 年法律第 130 号）及び同法に
基づく基本方針に基づき、人材認定等事業の登録を行
い、登録した事業についてインターネットによる情報
提供を行うとともに「21 世紀環境教育プラン～いつ
でも（Anytime）、どこでも（Anywhere）、誰でも
（Anyone）環境教育AAAプラン～」として、関係府
省が連携して、家庭、学校、地域、企業等における生

涯にわたる質の高い環境教育の機会を提供することが
重要であり、表 6-7-1 をはじめとした環境教育・環境
学習に関する各種施策を実施しました。
　また、愛知県名古屋市において開催した第 10 回日
中韓環境教育ワークショップ・シンポジウムにおいて
は、「産学官民連携と高等教育機関の環境リーダー育成」
をテーマに意見交換を行いました。

第7節　環境教育・環境学習の推進及び環境保全活動の促進

1　環境教育・環境学習の推進

（1）民間団体等による環境保全活動の促進

ア　市民、事業者、民間団体による環境保全活動
の支援

　事業者や市民が行う環境保全活動に対して助言・指
導を行う環境カウンセラーを平成 21 年度までに 4,599
名登録し、インターネット上で公開しました。また、
地域環境保全基金等による地方公共団体の環境保全活
動促進施策を支援するため、関連する情報の収集、提
供等を行いました。
地球環境基金では、国内外の民間団体が行う環境保全
活動に対する助成やセミナー開催など民間団体による
活動を振興するための事業を行いました。このうち、
21 年度の助成については、508 件の助成要望に対し、
168 件、総額約 5.5 億円の助成決定が行われました（表
6-7-2）。
　さらに、森林ボランティアをはじめとした企業、
NPO 等多様な主体が行う森林づくり活動等を促進す
るための事業及び緑の募金を活用した活動を推進しま
した。

イ　各主体のパートナーシップによる取組の促進

　環境省は、事業者、市民、民間団体等あらゆる主体
のパートナーシップの取組支援や交流の機会を提供す
る拠点として、国連大学との共同事業により開設して
いる「地球環境パートナーシッププラザ」において、
パートナーシップへの理解と認識を深めるための行政
職員等を対象としたワークショップやセミナー、市民

や民間団体等の声を政策に反映することを目的とした
意見交換会などを開催しました。また、地方での環境
パートナーシップ形成促進拠点として「地方環境パー
トナーシップオフィス」を全国各ブロック（7 か所）
に設置しています。
　また、NGO／NPO や企業からのすぐれた政策提言
を環境政策に反映することを目的に環境政策提言を募
集し、発表の場として「NGO／NPO・企業環境政策
提言フォーラム」を開催するとともに、実現可能性の
ある提案を対象として調査を実施しました。さらに、
国際的に環境協力を行っているNGO間の連携を強化
するため、平成 21 年度には持続可能な開発の実現に
向けた 3 回の NGO 連携連絡会合と、名古屋で開催さ
れる生物多様性条約第 10 回締約国会議に向け連携を
促進する 2回の研究会を行いました。

（2）ライフスタイルの変革に向けた取組

　環境と調和した国民生活の促進のため、省資源・省
エネルギーに関し、各種の普及啓発活動等を実施しま
した。また、マイバッグを持参する、過剰包装を避け
る、詰め替え商品を選ぶなど日常の買い物におけるご
みの減量化や省資源化を進めるため、消費者に対して
環境にやさしい買い物の実践を呼び掛けるキャンペー
ンを、全国のコンビニエンスストア、スーパー、生活
協同組合、百貨店、商店街等の協力を得ながら都道府
県等と共同で実施しました。他に、環境省との共催事
業として、平成 20 年度に実施したマイバック環境大
臣賞の応募作品を、全国各地の地方公共団体や市民団
体等が開催した環境イベント等で展示し、地域でのレ
ジ袋削減の取組を推進しました。

2　環境保全活動の促進
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水俣病経験の普及啓発セミ
ナー

環境省 小・中・高等学校の先生、環境・教育を学ぶ学生等を中心に、NPOや環
境に興味のある一般市民を対象とする水俣病経験の普及啓発セミナーを実
施。

森林環境教育活動の条件整備
促進対策事業

農林水産省 企画・調整力を有する質の高い人材育成のための研修、活動や施設等の評
価基準の策定、学校林の整備・活用を行うモデル学校林の設定等を実施。

自然大好きクラブ 環境省 さまざまな自然とのふれあいの場やイベント等に関する情報について、イ
ンターネット等を通じて幅広く提供。

遊々の森 農林水産省 国有林野を学校等の体験学習の場として利用できる「遊々の森」の設定・
活用を推進。

ふれあいの森 農林水産省 国有林野を国民による自主的な森林づくり活動の場として利用できる「ふ
れあいの森」の設定・活用を推進。

学びのもりの推進 農林水産省 子どもたちの継続的な森林体験活動を通じた森林環境教育の場、市民参加
や林業後継者育成に資する林業体験学習の場等の森林・施設の整備を実施。

地域活動支援による国民参加
の緑づくり活動推進事業

農林水産省 植樹祭等の緑化行事等の普及啓発や企業の社会貢献活動としての森林づく
りをはじめとする森林ボランティア活動等への支援を実施。

こどもエコクラブ事業 環境省 子どもたちの地域における自主的な環境活動・環境学習を支援するため、
「こどもエコクラブ」の結成、登録の呼びかけを実施。

アジア環境人材育成イニシア
ティブ推進事業

環境省 平成19年度に策定した「アジア環境人材育成ビジョン」に基づき、アジ
アの環境人材を育成するため、産官学民の連携による環境人材育成の取組
を促すプラットフォームとしての「環境人材育成コンソーシアム」設立に
向けた取組、大学で活用できる教育プログラムの開発及びアジア環境大学
院ネットワーク（ProSPER.NET）の構築の取組を行った。

「五感で学ぼう！」子ども体
験プロジェクト

文部科学省
農林水産省
国土交通省
環境省

関係省庁と連携し、農山漁村での自然体験や国立公園内での自然保護官の
業務体験といった五感で学ぶ原体験を通じて、人としての豊かな成長など
次世代を担う子どもたちの育成を図るとともに、自然と人との共生や生物
多様性保全について子ども達をはじめ関係者の理解を深める。

エコスクールパイロット・モ
デル事業

文部科学省
経済産業省
農林水産省
環境省

環境負荷の低減や自然との共生に対応するとともに、環境教育の教材とし
て活用できる学校施設の整備普及・啓発を目的として、関係省庁と連携し
太陽光発電、木材利用、雨水利用など環境を考慮した学校施設（エコスクー
ル）の整備を推進。（平成21年度：157校認定）

地域におけるESD取組強化
推進事業

環境省 持続可能な地域づくりに向けたESDのモデル実践の成果を踏まえ、地域
に根ざしたESDの取組を全国的に普及させるため、ESDの登録制度や
コーディネーター育成手法の検討を行った。

青少年体験活動総合プラン 文部科学省 自然体験活動の指導者養成に取り組むとともに、青少年のさまざまな課題
に対応した体験活動を推進。

こども環境白書 環境省 環境保全に関する意識の啓発を図るため、環境白書の小中学生向け簡易版
を作成し、環境教育教材として主に教育委員会を通じて参考配布するとと
もに、インターネットで公開。

大気環境保全に関する普及啓
発事業

環境省 市民参加による酸性雨の簡易測定の普及、「大気汚染防止推進月間」にお
ける各種キャンペーン、全国星空継続観察、音環境モデル都市事業等の大
気環境保全に関する普及啓発の実施。

自然再生事業対象地の環境学
習への活用

農林水産省
国土交通省
環境省

自然再生事業において、その対象地が自然環境学習の場として活用される
よう必要な協力に努める。

自然とのふれあいの推進 環境省 「みどりの月間日」（4／15～5／14）や「自然に親しむ運動」（7／21
～8／20）、「全国自然道を歩こう月間」（10／1～10／30）などを通じて、
自然とふれあうさまざまな行事を全国各地で実施。

国有林野を利用した森林環境教育の一層の推進を図るため農山漁村におけ
る体験活動とも連携し、フィールドの整備及び学習・体験プログラムの作
成を実施。

21世紀子ども放課後環境教
育プロジェクト

環境省 文部科学省、厚生労働省が推進する「放課後子どもプラン」と連携し、放
課後に子どもたちが集う教室等に導入可能な環境教育プログラムの作成、
モデル授業の実施。

「子どもの水辺」再発見プロ
ジェクト

文部科学省
国土交通省
環境省

身近に存在する川などの水辺における環境学習・自然体験活動を推進する
ため、市民団体、教育関係者、河川管理者等が一体となった体制の整備を
行うとともに、必要に応じ、水辺に近づきやすい河岸整備等を行っている。

学校エコ改修と環境教育事業 環境省

森林・森業体験交流促進事業 農林水産省

学校校舎における環境負荷低減のための改修等のハード整備と、これを活
用した学校、地域での環境教育事業等のソフト事業を一体的に推進するモ
デル事業を実施。

施策名 実施省 概要

表6-7-1　 環境教育・環境学習に関する施策の例
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第8節　社会経済のグリーン化の推進に向けた取組

　環境調査研修所においては、国及び地方公共団体等
の職員等を対象に、行政研修、国際研修、分析研修及
び職員研修の各種研修を実施しています。
　平成21年度においては、行政研修15コース（17回）、
国際研修 5コース（5回）（日中韓三カ国合同環境研修
の協同実施を含む。）、分析研修 16 コース（23 回）及
び職員研修 9コース（9回）の合計 45 コース（54 回）
を実施しました。また、国際環境協力の一環として、
JICA集団研修「水環境モニタリング」をはじめ、各
種研修員の受入れを行いました。21 年度の研修修了
者は、2,043 名（前年度 1,658 名（平成 20 年度は、本
館耐震工事に伴い、一部研修コースの休止及び日程の
短縮等を実施。））となりました。修了者の研修区分別

数は、行政研修（職員研修含む）が 1,586 名、国際研
修が 169 名、分析研修が 288 名でした。その他、
JICA 集団研修「水環境モニタリング」の修了者が 11
名でした。所属機関別の修了者の割合は、国が 20％、
地方公共団体が 77％、特殊法人等が 3％となっていま
す。
　行政研修では、平成20年度に休止としていた「騒音・
振動防止研修」を再開するとともに、耐震工事の影響
により年 1回の開催としていた「廃棄物・リサイクル
基礎研修」及び「産業廃棄物対策研修（産廃アカデミ
ー）」を年 2回の開催といたしました。
　また、分析研修では、プランクトン類に係る課題分
析研修を再編成して実施しました。

4　環境研修の推進

　「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」（平成
17 年～26 年）の推進のため、平成 18 年 3 月に決定し
たわが国における実施計画に基づき、パンフレット等
を通じた普及啓発、地域における実践とその成果の全
国への普及を行うとともに、地域における ESD の取
組を推進するため、ESD の登録制度やコーディネー

タ育成手法の検討を行いました。また、アジアの環境
人材を育成するため、産官学民が連携して環境人材育
成を促すプラットフォームとしての「環境人材育成コ
ンソーシアム」の設立に向けた取組や、大学で活用で
きる教育プログラムの開発、アジア環境大学院ネット
ワーク（ProSPER.NET）の構築の取組を行いました。

イ　国内民間団体の開発途上地
域環境保全

96件
（479百万円）

27件
（112百万円）

15件
（467百万円）

5件
（14百万円）

397件
（1,484百万円）

136件
（425百万円）

508件
（2,440百万円）

168件
（551百万円）

ロ　海外民間団体の開発途上地
域環境保全

ハ　国内民間団体の国内環境保
全

合　　　計

活　動　区　分 助成要望件数
（要望総額）

採択件数
（助成総額）

注：助成総額は活動区分ごとに百万円単位で四捨五入しているため、
 助成総額の合計金額と一致しない。
資料：独立行政法人環境再生保全機構

表6-7-2　 平成21年度の助成要望と採択の状況
 （実績）

3　「国連持続可能な開発のための教育の10年」の取組

第8節　社会経済のグリーン化の推進に向けた取組

（1）経済的助成

ア　政府関係機関等の助成

　政府関係機関等による環境保全事業の助成について

は、表 6-8-1 のとおりでした。

イ　税制上の措置等

　平成 21 年度税制改正において、①自動車重量税・
自動車取得税について、時限的に免除・軽減する措置、

1　経済的措置
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小規模企業設備資金制度による融資

日本政策投資銀行による融資

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構による融資

日本政策金融公庫（旧中小企業金融公
庫、旧国民生活金融公庫）（※）

農林漁業金融公庫による融資

独立行政法人中小企業基盤整備機構に
よる融資

「小規模企業者設備導入資金助成法」（昭和31年法律第115号）に基づき、小規
模企業者に対しての、貸付け、割賦販売・リース。この一環として、公害防止施
設に対する融資等。

京都議定書目標達成計画促進事業、アスベスト対策事業、公害防止施設、廃棄物
対策設備、都市環境整備事業、環境関連技術開発や環境配慮型経営促進事業など
に対する融資。

金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づく使用済特定施設に係る鉱害防止事業に必
要な資金、鉱害防止事業基金への拠出金及び公害防止事業費事業者負担法（昭和
45年法律第133号）による事業者負担金に対する融資。

産業公害防止施設、エコアクション21に係る設備投資等に対する特別貸付。

地域及び経営の実情、環境汚染の実態等に応じた環境保全対策に必要な家畜排せ
つ物処理施設の設置等に要する資金の融通。

騒音、ばい煙などの公害問題等により操業に支障を来している中小企業者が、集
団で工場適地に移転する工場の集団化事業等に対する設備資金の融資等。
また、相談窓口を設置し、専門員が環境・安全関連の法律等に関する質問や相談
に対応。

※平成20年10月、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行（国際金融業務）は統合し、株式会社日本政策金融公庫に
なりました。
資料：財務省、農林水産省、経済産業省、環境省

表6-8-1　 政府関係機関等による環境保全事業の助成

②低公害車用燃料等供給設備に係る固定資産税の特例
措置について要件を緩和した上で延長、③既存住宅に
ついて一定の省エネ改修を行った場合の住宅ローン減
税の控除額の特例の延長及び住宅の省エネ改修に係る
税額控除制度の特例の創設、④長期優良住宅に係る税
額控除制度の創設及び住宅ローン減税の延長・拡充、
⑤省エネ・新エネ設備への投資についての即時全額損
金算入制度の創設、⑥ PFI 事業者が設置する一般廃
棄物処理施設に係る税制上の特例措置の延長、⑦指定
物質回収設備・揮発性有機化合物排出抑制設備に係る
特別償却制度の延長、⑧緑化施設に係る固定資産税の
特例措置の延長、⑨植林費の損金算入の特例措置及び
山林所得に係る森林計画特別控除措置の延長等の措置
を講じました。

（2）経済的負担

ア　基本的考え方

　環境への負荷の低減を図るために経済的負担を課す
措置については、その具体的措置について判断するた
め、地球温暖化防止のための二酸化炭素排出抑制、廃
棄物の発生抑制などその適用分野に応じ、これを講じ
た場合の環境保全上の効果、国民経済に与える影響及
び諸外国の活用事例等につき、調査・研究を進めまし
た。
　平成 21 年度においては、経済的措置の検討が深め
られた事例として以下のようなものがあります。
　（ア）　環境税の検討状況
　環境税（地球温暖化対策のための税）については、
環境省が、平成20年に続き、中央環境審議会総合政策・

地球環境合同部会グリーン税制とその経済分析等に関
する専門委員会を開催し、地球温暖化対策税を含むグ
リーン税制の経済分析等について審議を行いました。
この審議を踏まえ、環境省が平成 16 年から 20 年まで
に続き、21 年においても、地球温暖化対策税の創設
について要望するとともに、経済産業省からも地球温
暖化対策税の検討について要望が行われ、政府税制調
査会における数次に渡る検討の結果、平成 22 年度税
制改正大綱（平成 21 年 12 月 22 日閣議決定）において、
「地球温暖化対策のための税については、（中略）平成
23 年度実施に向けた成案を得るべく、さらに検討を
進めます。」とされ、所得税法等の一部を改正する法
律（平成 22 年法律第六号）においても同様の規定が
盛り込まれました。
　今後は、この決定に沿ってさらに検討を進めていき
ます。
　（イ）　 地方公共団体における環境関連税の導入の動

き
　地方公共団体において、環境関連税の導入の検討が
進められています。例えば、産業廃棄物の排出量又は
処分量を課税標準とする税について、平成 21 年 3 月
末現在、28 の地方公共団体で条例が制定され施行さ
れました。税収は、主に産業廃棄物の発生抑制、再生、
減量、その他適正な処理に係る施策に要する費用に充
てられています。
　また、森林環境税や森づくり税等名称こそ違え、森
林整備等を目的とする税が 30 県において導入されて
います。例えば、高知県では、県民税均等割の額に
500 円を加算し、その税収を森林整備等に充てるため
に森林環境保全基金を条例により創設するなど、実質
的に目的税の性格を持たせたものとなっています。
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第8節　社会経済のグリーン化の推進に向けた取組

（1）グリーン購入の推進

　グリーン購入法（図 6-8-1）に基づき、国等の各機
関では、基本方針に即して平成 21 年度の環境物品等
の調達方針を定め、これに基づいて環境物品等の調達
を推進しました。
　また、グリーン購入の取組をさらに促すため、最新
の基本方針について、国の地方支分部局、地方公共団
体、事業者等を対象とした説明会を全国 10 か所にお
いて開催しました。
　グリーン購入の推進のためには、各地域において行
政、地元の事業者、住民等によるネットワークが組織
されることが重要です。そこで、グリーン購入地域ネ
ットワークの構築を推進するために、地方公共団体、
消費者、事業者等に対し、情報提供や啓発のためのセ
ミナーを全国 8ヵ所で開催しました。また、グリーン

購入の取組が進んでいない地方公共団体等にも無理な
くグリーン購入を始めてもらうために策定した「地方
公共団体のためのグリーン購入取組ガイドライン」を
活用し、普及・啓発を行っています。

（2）環境配慮契約（グリーン契約）

　平成 19 年 11 月に施行された国等における温室効果
ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法
律（平成 19 年法律第 56 号）（図 6-8-2）に基づき、国
の各機関や独立行政法人、国立大学法人、地方公共団
体などの公的機関は、価格だけでなく環境負荷をも考
慮した「環境配慮契約」を推進しています。
　平成 22 年 2 月に変更された基本方針（閣議決定）
では、従来の、電力調達、自動車調達、ESCO（省エ
ネルギー改修）事業、建築設計の 4分野に加え、船舶

2　環境配慮型製品の普及等

目　的　　（第1条）

環境負荷の低減に資する物品・役務（環境物品等）について、
　⑴国等の公的部門における調達の推進  ⇒  環境負荷の少ない持続可能な社会の構築
　⑵情報の提供など

国等における調達の推進

「基本方針」の策定（第6条）
各機関が調達方針を作成する際の基本的事項

国等の各機関（第7条）
（国会、裁判所、各省、独立行政法人等）

毎年度「調達方針」を作成・公表

調達方針に基づき、調達推進

調達実績の取りまとめ・公表
環境大臣への通知

環境大臣が各大臣等に必要な要請（第9条）

製品メーカー等 （第12条）
　製造する物品等についての適切な環境情報の提供

国（政府）
　◆製品メーカー、環境ラベル団体等が提供する情報を整理、分析して提供（第14条）
　◆適切な情報提供体制のあり方について引き続き検討（附則第2項）

環境ラベル等の情報提供団体 （第13条）
　科学的知見、国際的整合性を踏まえた情報の提供

物品購入等に際し、できる限り、
環境物品等を選択
（一般的責務）

環境調達を理由として、物品調達の総量を
増やすこととならないよう配慮（第11条）

情報の提供

資料：環境省

　（第10条）地方公共団体・地方独立行政法人

・毎年度、調達方針を作成
・調達方針に基づき調達推進
　　　　（努力義務）

　（第5条）事業者・国民

図6-8-1　グリーン購入法の仕組み
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地方公共団体等

国等の契約において、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、最も優れた物品や
等を供給する者を契約相手とする仕組みをつくる

・国等の環境負荷（温室効果ガス等の排出）の削減
・環境負荷の少ない持続可能な社会の構築

国及び独立行政法人等

など

◆各省庁がばらばらに対策に取り組むのではなく、基本方針に基づき政府が一体となって取り組む

基 本 方 針

○エネルギーの合理的かつ適切な使用等（需要面）
○環境配慮契約の推進（供給面）

今後の検討課題

義　務（第３条）

情報の整理等

公正な競争の確保（第12条）、エネルギーなど他の政策との調和（第13条）

目的
（第１条）

「基本方針」の策定
（第５条）
・環境配慮契約の推進に
関する基本的事項
・重点的に配慮すべき契
約　等

電力購入における二酸
化炭素排出量等の考慮

努力義務（第4条）
○エネルギーの合理的かつ適切な使用等
○環境配慮契約の推進
契約推進方針の作成等（第11条）

国等における環境配慮契約に関する状況
等について整理、分析、情報提供
（第10条）

自動車の調達における
ランニングコストの考
慮

船舶の調達におけるラ
ンニングコストの考慮
／企画競争

ESCO事業による設備
等の改修　
（注）長期の契約が締
結できる旨を法律に規
定（第７条）

庁舎設計等建築物に関
する契約における企画
競争

各大臣等は、基本方針に従い、環境配慮契約
の推進のために必要な措置を講ずるよう努め
なければならない。（第６条）
各大臣等は、環境配慮契約の締結の実績の概
要を取りまとめ、公表（第８条）

環境大臣が各大臣
等に必要な要請
（第９条）　　

電気の供給を受ける契約における「総合評価落札方式」は今後の検討課題とし、
当分の間は、「裾切り方式」による（附則第３・４項）

図6-8-2　 環境配慮契約法の構造

の調達について、具体的な環境配慮の仕方や手続を定
めました。国及び独立行政法人等は、基本方針にした
がって環境配慮契約に取り組む義務があり、機関ごと
に契約の締結実績を公表することになります。

（3）環境ラベリング

　消費者が環境負荷の少ない製品を選択する際に適切
な情報を入手できるように、環境ラベル等環境表示の
情報の整理を進めました。日本で唯一のタイプ I 環境
ラベル（ISO14024 準拠）であるエコマーク制度では、
ライフサイクルを考慮した指標に基づく商品類型を継

続して整備しており、平成 22 年 3 月末現在、エコマ
ーク対象商品類型数は 43、認定商品数は 4,762 となっ
ています。
　事業者の自己宣言による環境主張であるタイプⅡ環
境ラベルや民間団体が行う環境ラベル等については、
各ラベリング制度の情報を整理、分類して提供する「環
境ラベル等データベース」を引き続き運用・更新しま
した。また、環境表示を行う事業者や事業者団体、又
は、製品等に関して認定（認証）を行う第三者機関等
がグリーン購入を促進させる上で必要な情報提供のあ
り方等についてまとめた「環境表示ガイドライン」を
改訂し、全国 4ヵ所でセミナーを開催しました。
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第8節　社会経済のグリーン化の推進に向けた取組

　また、環境物品等を国際的に流通させてグリーン購
入の取組を推進するためには、各国の環境ラベル制度
における基準の共通化等が必要であるため、わが国の
エコマークを中心に、各国環境ラベル間の相互認証に
関する調査・分析を行いました。

（4）標準化の推進

　日本工業標準調査会（JISC）は、平成 21 年度は「JIS 
Z7311 廃棄物由来の紙、プラスチックなど固形化燃料
（RPF）」などの環境 JIS制定・改正を行うとともに、
環境関連法令等の中での環境 JIS の位置づけを確認し
ながら、自治体・企業・消費者のグリーン購入等にお
ける環境 JIS の活用状況・ニーズの調査を踏まえ、個
別具体的な環境 JIS の制定・改正・活用促進に向けた
検討を行いました。

（5）ライフサイクルアセスメント（LCA）

　原材料採取から製造、流通、使用、廃棄にいたるま
でのライフサイクルで環境に与える影響を分析し、評
価する LCAの手法について、特に平成 21 年度は製
品のライフサイクル全体で排出される温室効果ガス排

出量を算定し、消費者に分かりやすく表示するカーボ
ンフットプリント試行事業を実施し、商品種別ごとの
算定・表示ルールの策定支援等を行い、カーボンフッ
トプリントを貼付した商品の市場流通を開始しました。
また、国内のルール構築等を踏まえ、ISO における国
際標準化の議論に貢献しました。

（6）家電エコポイント・住宅版エコポイント

　地球温暖化対策の推進、経済の活性化及び地上デジ
タル放送対応テレビの普及を図ることを目的として、
統一省エネラベルの 4つ★相当以上のエアコン、冷蔵
庫及び地上デジタル放送対応テレビの購入に対し、多
様な商品と交換できるエコポイントを発行する事業を
実施しました。平成 21 年 7 月 1 日より申請受付を開
始し、平成 22 年 3 月末現在で約 1,200 万件の申請が
ありました。
　また、一定の省エネ基準を満たすエコ住宅の新築、
二重サッシ化や複層ガラス化などの窓の断熱改修、外
壁や天井等への断熱材の施工といったエコリフォーム
に対して、多様な商品等と交換できるエコポイントを
発行する住宅版エコポイント事業を開始しました。

（1）環境マネジメントシステム

　環境マネジメントシステムについて情報提供等を行
い、幅広い事業者への普及を図りました。特に、中小
企業向けに策定された「エコアクション 21」（環境活
動評価プログラム）については、最新の環境情勢を反
映させるとともにより分かりやすくするための改訂を
行い、全国各地で改訂に関する説明会を行うなど、さ
らなる普及促進に努めました。また、中小企業への環
境マネジメントシステムの普及を図るため、環境マネ
ジメントシステムの認証登録を要件とする低利融資制
度により、事業者のエコアクション 21 の認証取得及
びそれに伴う環境対策投資の支援等を実施しました。
平成 22 年 3 月末現在、環境マネジメントシステム
ISO14001 の審査登録件数は約 2 万件、エコアクショ
ン 21 の審査登録件数は約 4 千件です。また、環境マ
ネジメントシステムの段階的適用の指針（ISO14005）
の平成 22 年発行に向けて、作業を進めました。

（2）環境会計

　事業者による効率的かつ効果的な環境保全活動の推
進に資する環境会計手法の確立に向けて、その活用の
実状や実施上の課題の把握に向けた検討を行いまし
た。

　企業経営に役立つ環境管理会計の一手法であり、廃
棄物削減と生産性向上を同時に実現するマテリアルフ
ローコスト会計については、普及・促進のため、普及
事業の拠点となる事業者団体等におけるセミナー等の
開催、導入実証事業と普及指導を担う人材育成のため
のインターンシップ事業を実施しました。また、平成
20 年 3 月に ISO において承認されたマテリアルフロ
ーコスト会計の国際標準規格化については、わが国が
議長及び幹事を務める作業部会 ISO／TC207／WG8
にて議論されており、わが国の主導により、平成 23
年発行に向けて作業を進めました。

（3）環境報告書

　「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環
境に配慮した事業活動の促進に関する法律（平成 16
年法律第 77 号。以下「環境配慮促進法」という。）」
では、環境報告書の普及促進と信頼性向上のための制
度的枠組みの整備や一定の公的法人に対する環境報告
書の作成・公表の義務付け等について規定しています
（図 6-8-3）。平成 20 年度 3 月の中央環境審議会「環境
配慮促進法の施行状況の評価・検討に関する報告書」
を受け、環境報告書の作成及び利活用に有用な情報と
ともに、環境配慮促進法の特定事業者の報告書を一覧
できる環境報告書に関するポータルサイトの運用を開

3　事業活動への環境配慮の組込みの推進
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始する等の措置を講じました。
　また、環境報告書の表彰制度である環境コミュニケ
ーション大賞において、生物多様性への配慮や環境に
配慮した投融資に対する取組についての記述及び報告
書の信頼性向上に関する取組にすぐれた報告書を表彰
する賞を設けたほか、環境報告書の利活用促進をテー
マに環境コミュニケーションシンポジウムを開催する
など、引き続き環境報告書に関する取組を支援しまし
た。

（4）公害防止管理者制度

　工場における公害防止体制を整備するため、特定工
場における公害防止組織の整備に関する法律（昭和
46 年法律第 107 号）によって一定規模の工場に公害
防止に関する業務を統括する公害防止統括者、公害防
止に関して必要な専門知識及び技能を有する公害防止
管理者等の選任が義務付けられており、約 2万の特定
工場において公害防止組織の整備が図られています。
同法に基づく公害防止管理者等の資格取得のため、昭

本法のねらい

環境報告書

事業活動における
環境配慮の取組の公表

基本的な枠組みづくり

特定事業者への
作成・公表の義務付け

普及の促進
信頼性確保

法律の骨子

1．総則（目的・国等の責務）

2．国等による環境配慮等の状況の公表

3．事業活動に係る環境配慮等の状況の公表

（第1条～第5条）

（第6条～第7条）

（第8条～第11条）

○事業活動に係る環境配慮等の状況に関する情報の提供及び利用等に関し、国等の責務を明らかにし、特
定事業者による環境報告書の作成及び公表に関する措置等を講ずることにより、事業活動に係る環境保
全についての配慮が適切になされることを確保する

○国は、その環境配慮等の状況を毎年度公表
○地方公共団体は、その環境配慮等の状況を毎年度公表するように努める

○主務大臣は、事業者、学識経験者等による協議会等の意見を聴いて、環境報告書の記載事項等を定める

＊特定事業者=特別の法律によって設立された法人のうち、国の事務又は事業との関連性の程度、組織の態様、
環境負荷の程度、事業活動の規模等の事情を勘案して政令で定めるもの

環境報告書の記載事項等 （第8条）

○特定事業者は環境報告書を作成し、毎年度公表
○特定事業者は記載事項等に従って環境報告書を作成するように努めるほか、自己評価を行うこと又は第
三者審査を受けること等によりその信頼性を高めるように努める

環境報告書の公表等（特定事業者） （第9条）

○大企業者は、環境配慮等の状況の公表を行うように努めるとともに、記載事項等に留意して環境報告書
を作成すること等により、作成した環境報告書等の信頼性を高めるように努める

○国は、中小企業者に対して環境配慮の状況の公表の方法に関する情報を提供

環境報告書の公表等（民間の事業者） （第11条）

（第13条）

○環境報告書の審査を行う者は、独立した立場において審査を行うよう努めるとともに、審査の公正かつ
的確な実施を確保するために、必要な体制整備等を図るように努める

環境報告書の審査における遵守事項 （第10条）

4．環境情報の利用の促進等

環境への取組を市場や
社会が評価

わが国の取組を世界へ発信

環境と経済の好循環の実現

世界に冠たる環境立国へ

資料：環境省

図6-8-3　 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律の概要
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第8節　社会経済のグリーン化の推進に向けた取組

和 46 年度以降国家試験が毎年実施されており、平成
21 年度の合格者数は 6,446 人、これまでの延べ合格者
数は 32 万 502 人です。
　また、国家試験のほかに、一定の技術資格を有する
者又は公害防止に関する実務経験と一定の学歴を有す
る者が公害防止管理者等の資格を取得するには、資格
認定講習を修了する方法があり、平成 21 年度の修了
者数は 2,798 人、これまでの修了者数は 25 万 7,222 人
です。

（5）効果的な公害防止の取組の促進

　近年の環境問題の多様化や激甚な公害の対応を担っ
てきた職員の退職等を背景として、公害防止対策を取
り巻く状況が変化しており、こうした中で、昨今、排
出基準の超過や測定データの改ざん等が明らかになっ
ており、事業者や地方自治体における効果的な公害防
止対策の推進の必要性が高まっています。 
　このような状況を踏まえ、平成 21 年 8 月、中央環
境審議会に対し「今後の効果的な公害防止の取組促進
方策の在り方について」を諮問し、6 回にわたる大気

環境・水環境合同部会公害防止取組促進方策小委員会
における審議を経て、22 年 1 月に同審議会から答申
がなされました。この答申を踏まえ、22 年 3 月に「大
気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法
律案」を閣議決定し、国会に提出しました。
　また、実効性のある公害防止に関する環境管理体制
の構築に取り組む際の参考となる行動指針「公害防止
ガイドライン」に関して、普及啓発及び産業界の取組
状況のフォローアップを行いました。

（6）温室効果ガスの排出量等の定量化等に関
する標準化

　温室効果ガスの排出量・削減量の定量化等に関する
国際規格（ISO14064-1～3）について、日本工業規格（JIS）
化に向けた作業を行い、うち ISO14064-1 については
工業標準調査会における審議が完了し、平成 22 年春
に JIS Q 14064-1（温室効果ガス―第 1 部：組織にお
ける温室効果ガスの排出量及び吸収量の定量化及び報
告のための仕様並びに手引）として制定・公示される
予定です。

（1）金融のグリーン化

　中央環境審議会の「環境と金融に関する専門委員会」
を立ち上げ、金融のグリーン化に向けた促進策の検討
を行いました。また、投融資に際しての環境配慮の織
り込みを市場に普及させる観点から、気候変動にかか
わる投資家の動向や投資家向け情報開示にかかわる国
内外の動向について理解を深めることを目的として、
低炭素社会における責任投資や情報開示についてシン
ポジウムを開催しました。

（2）金融機関の環境投融資に対する支援

　環境に配慮した事業活動を行う事業者を支援するた
め、環境面からのスクリーニング手法を用いた金融機
関が行う低利融資について、温暖化防止の観点から利
子補給を実施しました。また、地域での温室効果ガス

排出削減に資する低利融資制度についても、交付金に
よる支援を実施しました。さらに日本政策金融公庫よ
り、大気汚染対策や水質汚濁対策、廃棄物の処理・排
出抑制・有効利用、温室効果ガス排出削減、省エネ、
エコアクション 21等の環境対策に係る融資施策を引
き続き実施しました。また、投融資に際しての環境配
慮の取組を市場に普及させる観点から、エコファンド
の組成や環境格付融資の取組に対する助成を実施しま
した。

（3）「環境力」評価手法の検討

　企業における金融市場への環境情報の公開の現状や、
金融市場のニーズ等について把握・分析するための調
査を実施し、日本企業がもつ環境力を適切に評価でき
る仕組みのあり方について検討を行いました。

4　環境に配慮した投融資の促進

（1）地域等での環境に配慮した事業活動

　環境保全に資する製品やサービスを提供する環境ビ
ジネスの振興は、環境と経済の好循環が実現する持続
可能な社会を目指す上で、極めて重要な役割を果たす
ものであると同時に、経済の活性化、国際競争力の強

化や雇用の確保を図る上でも大きな役割を果たすもの
です。
　わが国の環境ビジネスの市場・雇用規模については、
OECDの環境分類に基づき調査、推計が行われてい
ます。住宅以外の建物に係る建築リフォームや水道業
などのほか、低排出・低燃費自動車や省エネ家電など

5　その他環境に配慮した事業活動の促進
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（1）農林水産業における取組

　環境と調和のとれた農業生産活動を推進するため、
農業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき農業環
境規範の普及・定着を引き続き推進しました。さらに、
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律
（平成 11 年法律第 110 号）に基づき、土づくりと化学
肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む農
業者（エコファーマー）の認定促進や、環境と調和の
とれた持続的な農業生産を推進するために必要な共同
利用機械・施設、土壌・土層改良等の整備に関する支
援を引き続き行いました。新たに 21 年度から、エコ
ファーマーの技術や経験の交流を図るための全国ネッ
トワーク化を支援しました。
　また、地域でまとまって化学肥料・化学合成農薬の
使用を大幅に低減する等の先進的な営農活動への支援
に取り組むとともに、有機農業の推進に関する法律（平
成 18 年法律第 112 号）に基づく、有機農業の推進に
関する基本的な方針に即し、有機農業者等の支援、技
術開発等を実施しました。 
　畜産業において発生する家畜排せつ物からの環境負
荷を低減するため、たい肥化施設等の施設整備を推進
し、家畜排せつ物法に基づく適正な管理を確保すると
ともに、たい肥化による農業利用やエネルギー利用等
の一層の推進を図りました。
　森林・林業においては、持続可能な森林経営及び地
球温暖化対策の推進を図るため、造林、保育、間伐等
の森林整備を推進するとともに、計画的な保安林の指
定の推進及び治山事業等による機能が低下した保安林

の保全対策、多様な森林づくりのための適正な維持管
理、炭素の貯蔵庫となるなどの特徴を有する木材利用
の推進に引き続き努めました。
　水産業においては、持続的な漁業生産等を図るため、
適地での種苗放流による効率的な増殖の取組を支援す
るとともに、漁業管理制度の的確な運用に加え、漁業
者による水産資源の自主的な管理や資源回復計画に基
づく取組を支援しました。また、沿岸域の藻場・干潟
の造成等、生育環境の改善を実施しました。養殖業に
ついては、持続的養殖生産確保法（平成 11 年法律第
51 号）に基づく漁協等による養殖漁場の漁場改善計
画の作成を推進するとともに、種を組み合わせた養殖
による環境負荷低減技術の開発を進めました。

（2）運輸・交通

　運輸・交通分野における環境保全対策については、
自動車 1台ごとの排出ガス規制の強化を着実に実施し
ました。自動車 NOx・PM法に基づく自動車使用の
合理化等の指導を実施しました。また、排出ガス低減
性能の高い自動車の普及及び自動車 NOx・PM法の
対策地域内における同法に基づく排出基準に適合した
自動車の使用を促進するため、排出基準に適合してい
る全国のトラック・バス等に対し「自動車NOx・PM
法適合車ステッカー」を交付しました。12 月を「大
気汚染防止推進月間」として、広く国民を対象に、公
共交通機関の利用促進を訴える等、大気汚染防止のた
めの普及・啓発活動を実施しました。

6　社会経済の主要な分野での取組

の環境保全を考えた消費者の行動が需要を誘発するビ
ジネスも含めた市場・雇用規模については、環境省の
調査によれば、平成 20 年の市場規模は約 75 兆円、雇
用規模は約 176 万人となっています（表 6-8-2）。
　地域における企業、NPO や自治体の関係者が一体
となって、地域の特性を活かしながらコミュニティの
環境配慮活動を活性化する「環境配慮活動活性化ビジ
ネス」を発掘し、その展開を支援しました。

（2）エコ・アクション・ポイント

　温室効果ガス 25％削減を達成し、低炭素社会を形
成するためには、特に近年の増加が著しい業務・家庭
部門における温室効果ガスを削減するため、国民一人
ひとりのライフスタイルの変革を図っていくことが必
要不可欠です。
　そこで、平成 20 年度より、21 世紀環境立国戦略や
京都議定書目標達成計画に盛り込まれた、国民一人ひ

とりの温暖化対策行動に経済的インセンティブを付与
する取組を普及するため、民間企業による「エコ・ア
クション・ポイント」のモデル事業の立ち上げを支援
しています。
　「エコ・アクション・ポイント」とは、温室効果ガ
ス排出削減に資する商品・サービスの購入・利用や省
エネ行動によりポイントが貯まり、そのポイントの量
に応じて、さまざまな商品等と交換できる仕組みです。
平成 21 年度においては、全国型事業 3 件、地域型事
業 6件が公募で採択され、ポイントシステムの立ち上
げ・拡充を支援しました。

市場規模（兆円) 雇用規模（万人)
平成12年 平成20年 平成12年 平成20年
41 75 106 176

資料：環境省

表6-8-2　 環境ビジネス（環境誘発型ビジネスを含む）
の市場規模及び雇用規模の現状
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第9節　国際的取組に係る施策

ア　低公害車の開発等

　次世代低公害車の技術開発としては、ディーゼルエ
ンジンの高い熱効率を維持したまま排出ガスの低減を
図ることを目的とした予混合圧縮燃焼エンジン技術、
革新的後処理システム技術の開発を進めるとともに、
低公害性の抜本的な改良を目指すジメチルエーテル自
動車、非接触給電ハイブリッド自動車等の開発を進め、
実証走行試験等を実施しました。
　さらに、自動車税のグリーン化、自動車重量税・自
動車取得税について、時限的に免除・軽減する措置等
の税制上の特例措置を講じ、低公害車のさらなる普及
促進を図りました。
　エコドライブについては、交通の方法に関する教則
に盛り込まれており、また、エコドライブ推進月間の
11 月を中心に各都道府県警察の運転免許試験場、自
動車教習所、高速道路のサービスエリア等において「エ
コドライブ 10 のすすめ」のリーフレット約 150 万部
の配布を行い、その普及啓発を図りました。

イ　交通管理

　新交通管理システム（UTMS）の一環として、交通
管制システムの高度化等により、交差点における発
進・停止回数を減少させるとともに、光ビーコン等を
通じて交通渋滞、旅行時間等の交通情報を迅速かつ的
確に提供しました。また、交通公害低減システム
（EPMS）を神奈川県、静岡県、兵庫県において運用
しました。さらに、3 メディア対応型道路交通情報通
信システム（VICS）車載機の導入・普及等を積極的
に推進しました。
　また、都市部を中心に各種交通規制を効果的に実施
することにより、その環境の改善に努めました。具体
的には、大型車を道路の中央寄りに走行させるための
通行区分の指定を行うとともに、大量公共輸送機関の
利用を促進し、自動車交通総量を抑制するため、バス
優先・専用通行帯の指定、公共車両優先システム
（PTPS）の整備等を推進しました。また、都市にお
ける円滑な交通流を阻害している違法駐車を防止し、
排除するため、駐車規制の見直し、違法駐車の取締り
の強化、違法駐車抑止システム、駐車誘導システム等

の運用等のハード、ソフト一体となった駐車対策を推
進しました

ウ　公共交通機関利用の促進

　自家用自動車に比べ環境負荷の少ないバス・鉄道な
どの公共交通機関利用への転換を促進するため、バス
を中心としたまちづくりを行うオムニバスタウンの整
備推進、バス・鉄道共通 IC カードの普及促進、バス
ロケーションシステムの普及促進、ノンステップバス
の導入促進等、バスの利用促進策を講じました。また、
軌道改良・曲線改良等の幹線鉄道の高速化等を行う一
方、都市鉄道新線の整備、複々線化等の輸送力増強に
よる混雑緩和や、速達性の向上を図りました。さらに、
貨物線の旅客線化、駅施設や線路施設の改良など既存
ストックを有効活用するとともに、乗継円滑化等に対
する支援措置を講じることや駅のバリアフリー化を推
進することにより利用者利便の向上策を講じました。
　また、事業所単位でのエコ通勤の取組支援として、
エコ通勤優良事業所認証制度を創設し、207 事業所を
認証しました。併せて、地域ぐるみの公共交通活性化
へ向け、通勤交通グリーン化推進プログラムを公募し、
6 件認定を行い、マイカーから公共交通等への利用転
換の促進を図りました。

エ　ESTの普及展開

　公共交通機関の利用を促進し、自家用自動車に過度
に依存しないなど、環境的に持続可能な交通（EST）
の実現を目指す先導的な地域の取組に対して集中的に
支援策を講じる「EST モデル事業」を 5 地域で実施
するとともに、より積極的に EST の普及推進に取組
む EST 普及推進地域に選定された 8 地域への支援を
実施しました。また、モビリティ・マネジメント（MM）
に取り組む 3企業等に対し社会実験等の支援を実施し
MM普及促進を図るとともに、都市型コミュニティ
サイクルに取り組む 2企業に対し社会実験等の支援を
実施しコミュニティサイクルの普及促進を図りました。
それらの成果を踏まえ、今後の普及展開のあり方につ
いての検討を進めました。

第9節　国際的取組に係る施策

　平成 19 年 6 月に閣議決定された「21 世紀環境立国
戦略」や平成 20 年 7 月に閣議決定された「低炭素社
会づくり行動計画」において示された国際的取組の方

針に基づき、地球環境問題に対処するため、①国際機
関の活動への支援、②条約・議定書の国際交渉への積
極的参加、③諸外国との協力、④開発途上地域への支

1　地球環境保全等に関する国際協力等の推進
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援を積極的に行っています。

（1）地球環境保全等に関する国際的な連携の
確保

ア　多国間の枠組みによる連携

　（ア）国連を通じた取組
①　国連持続可能な開発委員会（CSD）
　国連持続可能な開発委員会（CSD）第 17 会期が、
平成21年5月にニューヨークの国連本部にて開催され、
「農業」、「農村開発」、「土地」、「干ばつ」、「砂漠化」、「ア
フリカ」をテーマとし、各国政府等がとるべき行動に
ついて活発な議論が行われました。最終日には、当該
行動に関する文書が全会一致で採決されました。
②　国連環境計画（UNEP）における活動
　日本は、創設当初から一貫して国連環境計画（UNEP）
の管理理事国であるとともに、環境基金に対し、平成
21 年は約 296 万ドルを拠出する等、多大な貢献を行
っています。同年 2 月には、UNEP 第 25 回管理理事
会／グローバル閣僚級環境フォーラムがナイロビで開
催され、UNEP の活動計画案や予算案に加え、グリ
ーン経済、国際環境ガバナンス、水銀、生物多様性等
について議論が行われました。また、UNEP 親善大
使である加藤登紀子さんが、同 21 年にツバル及びフ
ィジーを訪問し、環境の現状や環境保全活動を視察す
るとともに、当該情報についての広報活動を行いまし
た。
　さらに、日本に事務所を置く UNEP 国際環境技術
センター（IETC）が実施する開発途上国等への環境
上適正な技術（EST）の移転に関する支援及び環境保
全技術に関する情報の収集・整備及び発信への協力や、
世界の水めぐりをテーマとして財団法人地球環境セン
ター（GEC）との共催で実施した市民講座等の事業を
支援・推進しました。
③　国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）に
おける活動
　第 1回環境と開発委員会が、平成 21 年 12 月にバン
コクで開催され、各国及びアジア太平洋地域における
「環境と開発」に関連した取組の実施状況、課題、今
後の戦略等が議論されました。議論された内容につい
ては、委員会報告書として取りまとめられ、22 年 5
月の ESCAP 総会に提出されました。
　また、ESCAP では、5 年ごとに「アジア太平洋環
境と開発に関する閣僚会議（MCED）」を開催し、そ
の中で環境に関する行動計画を採択し、環境に関する
さまざまな活動を進めています。
　平成 12 年に第 4 回当該閣僚会議（MCED4）におい
て採択された「クリーンな環境のための北九州イニシ
アティブ」については、22 年 2 月に北九州市で開催
された第 5回北九州イニシアティブネットワーク会議

の場で総括され、同年 9月末に開催予定のMCED6 に
報告される予定です。
　（イ）世界気象機関（WMO）における取組
　わが国は、WMOの全球気象監視計画（WWW）、
世界気候計画（WCP）、大気研究・環境計画（AREP）
などを通じた地球環境保全のための取組に積極的に参
画しました。平成 19 年 6 月には、第 15 回 WMO 総
会が開催され、WMOの各部門による全球地球観測シ
ステム（GEOSS）や国際極年（IPY）などへの積極的
な貢献が確認されました。また、日中連携による地区
気候センター（RCC）ネットワークの運営開始を踏ま
え、アジア地区内の気候情報の利用促進と能力向上等
について議論が行われるとともに、政策決定者のため
の気候予測をテーマとして 21 年 8～9 月にスイス・ジ
ュネーブにおいて開催された第 3 回世界気候会議
（WCC-3）に積極的に参画、貢献しました。
　（ウ）経済協力開発機構（OECD）における取組
　わが国は、OECD 環境政策委員会の活動に積極的
に参加し、平成 22 年 1 月からは環境政策委員会の議
長を務めています。21 年 5 月には、加盟国、加盟候
補国の環境及び開発援助担当閣僚による開発・環境合
同ハイレベル会合が開催されました。会合では、気候
変動への適応に関する開発援助政策文書が採択されま
した。
　また、当該委員会の下で、わが国に対する 3度目の
環境保全成果レビューが開始され、平成 21 年 7 月に
は OECD 加盟国の専門家らによる審査を受入れまし
た。
　持続可能な開発に関する OECD の横断的な取組と
しては、平成16年の閣僚理事会で設置が承認された「持
続可能な開発年次専門家会合」の第 6 回会合が、21
年 10 月に開催され、今後OECD で優先的に取り組ん
でいくべき持続可能な開発関連作業等について、引き
続き議論がなされました。
　（エ）世界貿易機関（WTO）等における取組
　WTO貿易と環境に関する委員会（CTE）特別会合
等では、貿易と環境の相互支持を強化することを目的
として、平成 13 年のWTO第 4 回閣僚会議で採択さ
れたドーハ閣僚宣言に基づき、WTOルールと多国間
環境協定（MEAs）が規定する特定の貿易上の義務と
の関係や、環境関連の物品及びサービスの関税・非関
税障壁の削減又は撤廃等について交渉が行われていま
す。
　これに加え、わが国は経済連携協定の締結交渉も精
力的に進めてきており、これまでのところ、ベトナム
やスイスとの間で二国間協定の署名を行ったほか、
ASEAN全体との経済連携協定の署名がも行いました。
こうした協定において、環境保全に関する規定や環境
協力の内容を盛り込む等により、貿易をはじめとする
国際経済活動と環境保全との相互支持性を向上させる
取組を進めています。
　（オ）主要国首脳会議（G8 サミット）における取組
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第9節　国際的取組に係る施策

　平成21年7月にイタリアで開催されたG8ラクイラ・
サミットでは、環境・気候変動問題が主要な議題とし
て取り上げられました。2050 年までに世界全体の温
室効果ガスの排出量を少なくとも 50％削減するとい
う目標を再確認し、この一部として、先進国全体とし
て 2050 年までに 80％又はそれ以上削減するとの目標
について、G8 首脳間で合意されました。このほか、
同サミットに先立ち 4月にイタリア・シラクサで開催
された G8 環境大臣会合では、生物多様性の保全等に
関する「シラクサ憲章」を採択したほか、わが国から
「子どもの健康と環境」に関する取組を紹介しました。
　（カ）アジア・太平洋地域における取組
①　クリーンアジア・イニシアティブ
　環境と共生しつつ経済発展を図り、持続可能な社会
の構築を目指すクリーンアジア・イニシアティブは、
平成19年6月に閣議決定された「21世紀環境立国戦略」
で提唱され、20 年 6 月に具体的な目標や政策が取り
まとめられました。また、21 年 10 月にシンガポール
で開催された第 8回 ASEAN+3（日中韓）環境大臣会
合の機会を活用して、アジア各国に本イニシアティブ
の周知を図り、協力を呼びかけました。
②　 東アジア首脳会議環境大臣会合及びASEAN＋ 3
（日中韓）環境大臣会合

　平成 20 年 10 月に、ASEAN加盟国 10 か国と日本、
中国、韓国、インド、豪州、ニュージーランドの 16
か国の環境大臣が参加する東アジア首脳会議（EAS）
環境大臣会合がハノイ（ベトナム）にてはじめて開催
されました。会議においてわが国は、ベトナムととも
に共同議長を務め、19 年 11 月の第 3 回東アジア首脳
会議において発出された「気候変動、エネルギー及び
環境に関するシンガポール宣言」をフォローアップす
るための今後の協力の方針を示す閣僚声明の採択に貢
献しました。その際、協力の優先分野として「環境的
に持続可能な都市（Environmentally Sustainable 
Cities）」が取り上げられました。このフォローアップ
のため、「環境的に持続可能な都市」に関する EAS ハ
イレベルセミナーを22年3月にインドネシアで開催し、
「環境的に持続可能な都市」に関する優良事例や推進
方策についての情報共有や、さまざまな活動間の協働
が推進されました。セミナーの成果は、第 2 回 EAS
環境大臣会合に報告される予定です。また、21 年 10
月にシンガポールで、ASEANに日中韓の 3 か国を加
えた第 8 回 ASEAN+3 環境大臣会合が開催され、日
本の ASEAN に対する協力や、日中韓 3 か国による
ASEANへの協力について進捗状況が報告されたほか、
13 か国での取組として生物多様性に係る人材育成プ
ロジェクトの推進などが話し合われました。
③　アジア太平洋環境開発フォーラム（APFED）
　アジア太平洋地域に相応しい新たな持続可能な開発
のモデルを検討するため、当該地域の著名な政治家・
専門家等の有識者をメンバーとして、アジア太平洋環
境開発フォーラム（APFED）が平成 13 年から開催さ

れています。16 年にはアジア太平洋地域で持続可能
な社会を構築するための具体的な提言を報告書として
採択しました。17 年度からは、これらの提言の実施
のため、有識者・専門家によるテーマ別の政策対話、
地方自治体や NGOによるすぐれた取組事例の収集・
表彰・普及、革新的な取組に対する知的助言・財政支
援などの活動を進めています。これらの成果について
は、22 年 9 月末に開催予定のMCED6 に報告される
予定です。
④　日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM）
　平成 21 年 6 月に、北京（中国）において第 11 回日
中韓三カ国環境大臣会合（TEMM）を開催し、北東
アジア地域及び地球規模の環境問題に関して意見交換
を行うとともに、今後の 3か国の環境協力の優先分野
とその行動計画などに関する共同コミュニケを採択し
ました。この行動計画については、21 年 10 月に行わ
れた第 2 回日中韓首脳会議において、22 年開催予定
の第 12 回日中韓三カ国環境大臣会合での採択が求め
られました。また、TEMMの下のプロジェクトとして、
日中韓三カ国黄砂局長級会合、日中韓環境産業円卓会
議及び日中韓三カ国合同環境研修がそれぞれ開催され
るともに、21 年 11 月には、東京において日中韓三カ
国 3R／循環経済セミナーを開催するとともに、名古
屋においては日中韓三カ国環境教育ネットワークワー
クショップ・シンポジウムを開催しました。
⑤　アジア協力対話（ACD）第 5回環境教育推進対話
　平成 20 年 10 月に、滋賀県において、アジア協力対
話（ACD）の枠組みにおける協力案件として第 5 回
環境教育推進対話を開催しました。同会議には、
ACD 参加国より 17 か国の関係者が参加し、「水と衛
生問題に関する教育」をテーマとし、各国に於ける取
組と活動につき報告がなされ、水・衛生問題に関する
教育を巡る課題と協力のあり方について意見交換を行
いました。
⑥　アジア EST地域フォーラム
　アジア EST 地域フォーラムの枠組みを通じて、各
国の EST 実現に向けた取組として、国別 EST 戦略プ
ランの策定及び進捗状況のフォローアップを進めてお
り、カンボジア、ラオス、ベトナムの戦略プランを概
成し、続いてフィリピン、インドネシア等の戦略策定
を推進しました。
⑦　アジア水環境パートナーシップ（WEPA）
　平成 21 年 10 月に、インドネシア国ジャカルタにお
いてインドネシア国との二国間会合を行いました。両
国の水環境行政の現状と課題、課題解決に向けた取組
等について情報共有を行い、今後の水環境協力につい
て意見交換を行うことで、インドネシア国における水
環境ガバナンスの向上を支援しました。
⑧　アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN）
　アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN）
の枠組みを活用し、アジア太平洋地域の、特に開発途
上国における地球変動研究の推進を積極的に支援しま
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した。
⑨　アジア諸国における石綿対策技術支援
　国際的な取組の重要性にかんがみ、東アジア首脳会
議（EAS）参加国のうち 13 か国に対し、日本の石綿
対策の概要をまとめた報告書を送付するとともに各国
の石綿に関する法規制や使用実態の把握に努めました。
また、フィリピンに、行政・技術専門家を派遣し、ア
スベストの使用状況等についての調査及び対策技術の
提供を行うとともに、アジア諸国を招聘してアスベス
ト対策に対する国際ワークショップをインドネシアに
て開催し、各国の現状や課題について意見交換を行い
ました。
⑩　日本モデル環境対策技術等の国際展開
　日本の環境汚染対策・環境測定に係る技術を規制・
制度、人材などとパッケージにしてアジア諸国へ普
及・展開することを目的として、中国・ベトナム・イ
ンドネシアを対象として現状を把握するとともに、各
国の状況に応じた技術の普及・展開の方策について検
討を行いました。また、中国・ベトナムとは共同研究
や専門家の交流等の協力事業を実施しました。
⑪　 東アジア地域における非意図的生成残留性有機汚

染物質の促進
　平成 21 年 10 月に、東京において、東アジア地域
11 か国等の行政官・専門家の参加の下、第 3 回東ア
ジア地域の非意図的生成 POPs削減に関するワーク
ショップを開催し、ダイオキシン類等非意図的生成
POPs 削減対策等に係る最新情報の共有化を図りまし
た。
　（キ）世界的な問題解決に向けた国際連携の強化
　国際熱帯木材機関（ITTO）に関しては、平成 21 年
11 月に第 45 回理事会が横浜で開催され、熱帯林の持
続可能な森林経営を促進するための事業・活動が承認
され、また、平成 18 年に採択された「2006 年の国際
熱帯木材協定」の未締結国に対する早期締結の呼びか
け及び同協定の早期発効を求める決議等が採択されま
した。

イ　二国間の枠組みによる連携

　（ア）中国
　平成 21 年 6 月に、日中環境大臣会談において、両
国環境大臣が 3 本の覚書（「環境協力の一層の深化に
関する覚書」、「川崎市及び瀋陽市の環境にやさしい都
市の構築に係る協力に関する覚書」、「環境に関する普
及啓発・教育及び技術の分野における協力の一層の深
化に関する覚書」）に合意・署名し、二国間協力をよ
り一層強化していくことを確認しました。
　また、平成 19 年 12 月に、両国の環境大臣間で締結
した、環境汚染対策と温暖化対策の双方に資するコベ
ネフィット協力に関する意向書に基づき、具体的な案
件発掘・形成に向けた調査等を実施しました。
　さらに、平成 21 年 6 月、両国の環境大臣間の合意

に基づき、23 日から約 2 週間を日中環境汚染対策協
力ゴールデンウィークとし、環境汚染物質削減に係る
協力イベントを集中的に実施しました。日本のノウハ
ウを生かした窒素・りんの水質総量削減の方法を提案
するための協力・窒素酸化物の大気総量削減に係る協
力を開始するとともに、今後とも日中において環境汚
染対策分野における協力を一層深めることを合意しま
した。
　特に水分野については、平成 20 年 5 月に日中双方
の環境大臣間で交わされた覚書に基づき、20 年度に
実施した江蘇省及び重慶市に引き続き、21 年度には
雲南省及び新疆ウイグル自治区において農村地域等に
おける分散型排水処理モデル事業に着手しました。ま
た、11 月には北京市においてセミナーを開催し、汚
染物質総量規制及び分散型排水処理技術等に関する検
討の成果を発表するとともに、今後の協力の課題等に
ついて意見交換を行いました。
　（イ）韓国
　日韓環境保護協力協定に基づき平成 21 年 9 月 3 日、
ソウル（韓国）で第 12 回日韓環境保護協力合同委員
会を開催し、気候変動問題、黄砂、越境大気汚染、海
洋ゴミ問題等につき意見交換を行うとともに、共同研
究等を進めました。
　（ウ）モンゴル
　平成 21 年 10 月 12 日、ウランバートル（モンゴル）
で第 4回日本・モンゴル環境政策対話を開催し、両国
の環境政策と課題、協力の方向性について意見交換を
行いました。
　（エ）その他
　米国、カナダ、ロシア等と環境保護協力協定に基づ
く共同研究や協力プロジェクトを通じ、環境分野の国
際協力を実施しました。また、平成 19 年 12 月にイン
ドネシアの環境大臣と締結したコベネフィット協力に
関する共同声明に基づき、具体的な案件の発掘・形成
に向けた調査等を実施しています。

ウ　海外広報の推進

　海外に向けた情報発信の充実を図り、報道発表の英
語概要を逐次掲載しました。また、「Annual Report 
on the Environment, the Sound Material-Cycle 
Society and the Biodiversity in Japan 2009」（英語版
環境・循環型社会・生物多様性白書）等海外広報資料
の作成・配布やインターネットを通じた海外広報を行
いました。

（2）開発途上地域の環境の保全

　日本は政府開発援助（ODA）による開発途上国支
援を積極的に行っています。環境問題は、「政府開発
援助大綱」において、「重点課題」である「地球的規
模の問題への取組」の中で対応を強化しなければなら
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ない問題と位置付けられています。
　さらに、ODAを中心としたわが国の国際環境協力
については、平成 14 年に表明した「持続可能な開発
のための環境保全イニシアティブ（EcoISD）」におい
て、環境対処能力向上やわが国の経験と科学技術の活
用等の基本方針の下で、地球温暖化対策、環境汚染対
策、「水」問題への取組、自然環境保全を重点分野と
する行動計画を掲げています。平成 20 年においては、
環境分野のODAとして約 3,856 億円（ODA全体に占
める割合は約 20.3％）の支援を行いました。

ア　技術協力

　技術協力は、（独）国際協力機構（JICA）を通じて
実施しています。日本の技術・知識・経験を生かし、
開発途上国の社会・経済の開発の担い手となる人材の
育成や、課題解決能力の向上を支援します。具体的に
は、研修員の受入れ、専門家の派遣、機材供与、また、
それらを組み合わせた技術協力プロジェクト（表
6-9-1）、さらに政策立案や公共事業計画策定の支援を
目的とした調査（開発計画調査型技術協力）などが行

分野 国　名 プロジェクト名 実施期間 プロジェクト概要

パナマ 平成18.10～平成23.9

エチオピア 平成18.10～平成22.9

インドネシア 平成19.1 ～平成22.1

マレーシア 平成19.10～平成24.9

パラオ 平成21.7 ～平成24.7

サモア 平成19.3 ～平成22.3

中   国 平成20.10～平成25.10

モンゴル 平成22.1 ～平成24.12

ベトナム 平成18.11～平成21.11

インドネシア 平成21.3 ～平成23.10

シリア 平成21.5 ～平成24.3

メキシコ 平成22.2 ～平成24.4

グアテマラ 平成18.3 ～平成21.9

タイ 平成21.6 ～平成24.5

ラオス 平成21.8 ～平成26.8

ミャンマー 平成19.4 ～平成25.3

資料：関係府省資料に基づき環境省作成
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アラフエラ湖流域総合管理・
参加型村落開発プロジェクト

ベレテ･ゲラ参加型森林管理・
住民支援プロジェクト

地方マングローブ保全現場プ
ロセス支援

ボルネオ生物多様性・生態系
保全プログラム（フェーズ
２）

サンゴ礁モニタリング能力向
上プロジェクト

国立公園・自然保護区の管理
能力向上支援プロジェクト

循環型経済推進プロジェクト

ウランバートル市大気汚染削
減プロジェクト

循環型社会の形成に向けての
ハノイ市３Rイニシアティブ
活性化支援プロジェクト

地方政府職員環境管理能力強
化

全国下水道人材育成プロジェ
クト

使用済自動車（ELV）管理計
画策定支援プロジェクト

首都圏水環境保全能力強化

バンコク都気候変動削減・適
応策実施能力向上

森林減少抑制のための参加型
土地・森林管理プロジェクト

エーヤーワディ・デルタ住民
参加型マングローブ総合管理
計画プロジェクト

チャグレス国立公園内に位置するアラフエラ湖周辺の村落住民及び
環境省職員を対象に、植林及びアグロフォレストリーの技術や環境
教育などの普及を通じ、環境に配慮した自立発展性のある生産活動
を促進・支援する。

エチオピア国ベレテ・ゲラ森林優先地域を対象に、ファーマーズフ
ィールドスクールでの農業技術普及や森林コーヒー認証取得による
住民の生計向上と、森林管理組合による参加型森林管理の普及を図
る。

サバ州を対象地域とし、フェーズ１で実施した研究・教育、保護区
管理、環境啓発の活動成果を踏まえて、サバ州の自然環境保全体制
をより強化するため、サバ州生物多様性センターの設立支援や流域
単位での保護区管理等を実施する。

インドネシアのマングローブ管理センター（MMC）が、地方にお
けるマングローブ保全活動（エコツーリズム、環境教育を含む）の
現場支援を行うためのプロセスを構築するための支援をする。

太平洋地域の核として日本の無償資金協力により建設されたパラオ
国際サンゴ礁センターにおいて、調査・研究・モニタリングの能力
向上を行い、サンゴ礁生態系の適切な管理を支援する。

環境保全の視点から循環経済施策を推進するため、物質循環の各過
程（資源投入、生産、販売、消費、廃棄、資源化、処分等）におけ
る環境配慮強化に係る諸施策の実行能力の強化を支援する。

冬季の大気汚染が深刻なモンゴル国ウランバートル市において、大
気汚染の汚染源解析、排出測定、排出規制、発生源対策、情報等の
能力向上のための技術支援を行う。

グアテマラ首都圏における水環境行政の能力強化を目的として、特
に工場排水規制に係る法令改訂及び排水モニタリング方法や環境教
育等について協力を実施する。

バンコク都の気候変動対策アクションプランの実施能力向上のた
め、気候変動対策に分野横断的・包括的に取り組むバンコク都の組
織能力向上を支援する。

焼畑や外国投資の商品作物栽培により、森林減少が著しい地域にお
いて、参加型の土地・森林管理を行い森林減少抑制システムの確立
を支援する。

地域住民の生活支援とマングローブ林の保全・植林を通じ、地域住
民とマングローブ林が共生する管理体制の構築を支援する。

ベトナム国ハノイ市全域において、分別収集を基調とする調和のと
れた３Rの取組の準備を整えることを目的として、生ゴミ分別収集
を基本とするパイロットプロジェクトの実施、ハノイ市全域拡大の
ための行動計画の作成、３Rのための環境教育等の活動を実施す
る。

下水道施設整備を進めるシリア国において、下水道施設の適切な維
持管理を行う人材が不足している。本プロジェクトを通じて、シリ
ア国内に下水道施設維持管理人材の育成を行うための研修講師を養
成するとともに、下水道施設維持管理研修の実施体制構築を支援す
る。

地方政府の水質管理能力向上と、パイロットサイトにおける法律及
び政令が適切に執行されることを目的に、水質管理に係る法律及び
法令整理、法令規定集実務マニュアルの配布と活用、水質管理計画
の作成と適切な運用を支援する。

メキシコ国環境天然資源省が策定を予定している「使用済自動車
（ELV）管理計画」の策定支援を目的として、ELV管理の現況把握、
メキシコに適したELV管理計画の検討、ステークホルダー間の合
意形成を支援する。

貴重な生態系を有するサモアの国立公園及び自然保護区を適切に管
理するため、政府機関の制度及び管理能力の向上を支援する。

表6-9-1　主な技術協力プロジェクト
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われました。

イ　無償資金協力

　無償資金協力は、居住環境改善（都市の廃棄物処理、
地方の井戸掘削など）、地球温暖化対策関連（植林、
エネルギー効率向上）等の各分野において実施されて
います。（表 6-9-2）
　また、草の根・人間の安全保障無償資金協力につい
ても貧困対策に関連した環境分野の案件を積極的に実
施しています。

ウ　有償資金協力

　有償資金協力（円借款）は経済・社会インフラへの
援助等を通じ開発途上国が持続可能な開発を進める上
で大きな効果を発揮します。環境関連分野でも同様で
あり、上下水道整備、大気汚染対策、地球温暖化対策
等の事業に対し、日本は JICA を通じ、積極的に円借

款を供与しています。（表 6-9-3）

エ　国際機関を通じた協力

　わが国は、UNEPの環境基金、UNEP 国際環境技
術センター技術協力信託基金等に対し拠出を行ってお
り、また、わが国が主要拠出国及び出資国となってい
る国連開発計画（UNDP）、世界銀行、アジア開発銀
行等の国際機関も環境分野の取組を強化しており、こ
れら各種国際機関を通じた協力も環境分野では重要に
なってきています。
　地球環境ファシリティ（GEF）は、開発途上国等
で行う地球環境保全のためのプロジェクトに対して、
主として地球環境益に資する増加コストに対する資金
を供与する国際的資金メカニズムです。わが国はアメ
リカに次ぐ世界第 2位の資金拠出国として、実質的な
意思決定機関である評議会の場等を通じ、GEF の活
動に積極的に参画しました。

国　名 案件名 交換公文
締結日（現地時間） 供与限度額（百万円）

インド デリー高速輸送システム建設計画（フェーズ2）（第三期） 2008.03.10 72,100
インド コルカタ東西地下鉄建設計画 2008.03.10 6,437
タイ バンコク大量輸送網整備計画（パープルライン）（Ⅰ） 2008.03.31 62,442
ベトナム ハノイ市都市鉄道建設計画（一号線）（E／S） 2008.03.31 4,683
インドネシア 気候変動対策プログラム・ローン 2008.09.02 30,768
インド チェンナイ地下鉄建設計画 2008.11.21 21,751
インド 中小零細企業・省エネ支援計画 2008.11.21 30,000
エジプト コライマット太陽熱・ガス統合発電計画（Ⅱ） 2008.12.24 9,440
インド タミルナドゥ州都市インフラ整備計画 2008.03.10 8,551
インドネシア デンパサール下水道整備計画（第二期） 2008.03.28 6,004
ベトナム 第二期ホーチミン市水環境改善計画（第二期） 2008.03.31 13,169
ベトナム フエ市水環境改善計画 2008.03.31 20,883
インド ウッタル・プラデシュ州参加型森林資源管理・貧困削減計画 2008.03.10 13,345
チュニジア 総合植林計画（Ⅱ） 2008.03.31 3,128
インド 森林管理能力強化・人材育成計画 2008.11.21 5,241

資料：外務省

表6-9-3　環境分野における主な有償資金協力（円借款）の実績（2008暦年）

国　名 案件名 交換公文
締結日（現地時間） 供与限度額（百万円）

ザンビア ルアプラ州地下水開発計画 2008.07.04 641
ベトナム 第二次中南部海岸保全林植林計画 2008.11.20 39
ホンジュラス テグシガルパ緊急給水計画（2／2（詳細設計）） 2008.02.27 30
ホンジュラス テグシガルパ緊急給水計画 2008.05.23 1,312
ヨルダン 第二次ザルカ地区上水道施設改善計画（3／3） 2008.08.20 1,068
エジプト バハルヨセフ灌漑用水路ダハブ堰改修計画 2008.06.15 2,141
マレーシア 海上警備強化機材整備計画（1／2） 2008.01.25 473
東ティモール モラ橋梁建設計画 2008.05.05 885

資料：外務省

表6-9-2　環境分野における主な無償資金協力の実績（2008暦年）
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第9節　国際的取組に係る施策

2　調査研究、監視・観測等に係る国際的な連携の確保等

（3）国際協力の円滑な実施のための国内基盤
の整備

　国際的に環境協力を行っている NGO間の連携を強
化するため、平成 21 年度には持続可能な開発に向け
た 3回の NGO連携連絡会合と、生物多様性条約第 10

回締約国会議に向け NGOの連携を促進する 2 回の研
究会を行いました。また、定年退職を迎える団塊世代
の環境管理技術を開発途上国において活用するため、
22 年 3 月にシニア世代向け国際環境協力研修を実施
しました。

（1）戦略的な地球環境の調査研究・モニタリングの推
進

　「地球環境研究総合推進費」制度の一環として、海
外の研究者を招へいして日本の国立試験研究機関等に
おいて共同研究を行う「国際交流研究」の枠組み等を
活用し、継続して調査研究等の充実、強化を図りまし
た。
　監視・観測については、UNEP における地球環境
モニタリングシステム（GEMS）、世界気象機関（WMO）
における全球大気監視（GAW）計画、WMO／ユネ
スコ政府間海洋学委員会（IOC）合同海洋・海上気象
専門委員会（JCOMM）の活動、全球気候観測システ
ム（GCOS）、全球海洋観測システム（GOOS）等の国
際的な計画に参加して実施しました。さらに、「全球
地球観測システム（GEOSS）10 年実施計画」を推進
するための国際的な枠組みである地球観測に関する政
府間会合（GEO）において、平成 20 年 11 月まで執
行委員会国を務めるとともに、GEO の専門委員会で
ある構造及びデータ委員会の共同議長を務めるなど、
GEO の活動に積極的に参加しました。全球気候観測
システム（GCOS）の地上観測網の推進のため、世界
各国からの地上気候観測データの入電状況や品質を監
視する GCOS 地上観測網監視センター（GSNMC）業
務や、アジア地域の気候観測データの改善を図るため
のWMO関連の業務を、各国気象局と連携して推進
しました。
　アジア太平洋気候センターでは、アジア太平洋地域
各国の気象機関に対し基盤的な気候情報を引き続き提
供するほか、WEB ベースの気候解析ツールの公開を
始めました。さらに、アジア太平洋地域の気象機関か
らの要請に応じて研修を実施するなど、域内各国の気

候情報の高度化に向けた取組と人材育成に協力しまし
た。
　また、VLBI（超長基線電波干渉法）や GPS を用い
た国際観測に参画するとともに、験潮、絶対重力観測
等と組み合わせて、地球規模の地殻変動等の観測・研
究を推進しています。
　さらに、東アジア地域における残留性有機汚染物質
（POPs）の汚染実態把握のための環境モニタリング
が円滑に実施できるよう、東アジア POPs モニタリン
グワークショップを開催しました。

（2）国際的な各主体間のネットワーキングの充実・強
化

　APNの枠組みを活用し、アジア太平洋地域におけ
る特に開発途上国の地球変動研究の推進を積極的に支
援しました。APN では、神戸市内に開設した APN
センターを中核として、気候変動や生物多様性に関す
る国際共同研究などを支援し、地域内諸国の研究者及
び政策決定者の能力向上に大きく貢献しました。
　また、地球環境の現状を把握するための地球全陸域
の地理情報を整備する「地球地図プロジェクト」を関
係国際機関等と連携して主導しました。本プロジェク
トには 164 か国・16 地域が参加しており、71 か国・4
地域分のデータが公開されています（平成 22 年 3 月
31 日現在）。さらに、東アジアをリアルタイムでカバ
ーできる温暖化影響観測ネットワーク網の構築により
アジアの環境影響評価を行うとともに、アジア太平洋
環境経済統合モデル（AIM モデル）を用いて、アジ
ア各国（中国、インド等）が自ら将来の環境変化を予
測するための能力開発に協力をしました。

　平成 20 年 10 月に JICAと国際協力銀行（JBIC）の
海外経済協力部門が統合されて新 JICA が発足したこ
とを踏まえ、新 JICA 環境社会配慮ガイドラインが策
定され、平成 22 年 7 月より施行予定です。当該ガイ
ドラインが完成するまでの間の暫定的措置として、技
術協力については引き続き「JICA 環境社会配慮ガイ

ドライン」に基づき事業を実施しました。円借款につ
いても同様に「環境社会配慮確認のための国際協力銀
行ガイドライン」及び「環境社会配慮確認のための国
際協力銀行ガイドラインに基づく異議申立手続要綱」
に基づいて事業を実施しました。
　輸出信用機関である日本貿易保険（NEXI）は、「貿

3　国際協力の実施等に当たっての環境配慮
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易保険における環境社会配慮のためのガイドライン」
及び「貿易保険における環境社会配慮のためのガイド
ライン異議申立手続等について」という手続要綱に基
づき事業を実施しました。
　無償資金協力についても新 JICA 発足と同時に原則

として新 JICA が担当することになりましたが、新ガ
イドラインが完成するまでの間の暫定的措置として
「無償資金協力審査ガイドライン」に基づき実施しま
した。
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第1節　地球温暖化対策に係る国際的枠組みの下での取組

　IPCC第 4 次評価報告書によると、現在、温室効果
ガスの排出量は地球の自然吸収量の 2倍以上であり、
大気中の温室効果ガス濃度の安定化のためには、世界
全体の排出量を自然吸収量と同等にすることが必要で
す。G8 北海道洞爺湖サミットで合意した 2050 年まで
に世界全体の温室効果ガス排出量を少なくとも半減す
る長期目標を、気候変動枠組条約の全締約国で共有し
採択することを求めていきます。この実現に向け、世
界全体での排出量をできる限り早期にピークアウトさ
せることを目指し、低炭素社会の構築や革新的技術開
発の推進を含む 2050 年までの世界全体の排出量の削
減のあり方を共有するとともに、2050 年までに自ら
の排出量を 80％削減することを目指します。さらに、
2020 年までの中期目標については、地球温暖化を止
めるために科学の要請する水準に基づくものとして、
すべての主要国による公平かつ実効性のある枠組みの
構築と意欲的な目標の合意を前提として、1990 年比
でいえば25％の温室効果ガスの排出削減を目指します。
わが国を含む先進国が、力強い削減を敏連に実地する
ことにより世界全体の取組を主導し、G8 の枠組みを
含め、各種二国間会合や多数国間会合における成果を
国連の下での議論へ適切に反映させるとともに、2009
年の COP15 で取りまとめられたコペンハーゲン合意
への賛同国の拡大と削減目標・行動の提出に向け、各
国に働きかけを行います。コペンハーゲン合意を基礎
として、すべての主要国が参加する公平かつ実効的な
国際枠組みを構築する包括的な一つの法的文書の採択
を目指し、引き続き国際的なリーダーシップを発揮し
ます。この中で、COP16 の成功に向けて、議長国で
あるメキシコ等と緊密に連携して積極的に取り組んで
いきます。
　また、京都議定書の未締結国に対し、次期枠組みへ
の参加を働きかけます。
　さらに、地球温暖化防止のため、今後の国際交渉の

状況を注視しつつ、気候変動対策に取り組む意欲的な
途上国に対して「鳩山イニシアティブ」による支援を
実施することに加え、地球環境ファシリティ（GEF）
等の多数国間基金への拠出、コベネフィット・アプロ
ーチ等に基づく二国間の技術・資金協力の推進及びア
ジアにおいてコベネフィット・アプローチを推進する
ためのネットワークの設立、国際民間航空機関（ICAO）
及び国際海事機関（IMO）における国際航空分野及び
国際海運分野からの温室効果ガス排出削減に関する検
討等を引き続き実施します。
　クリーン開発メカニズム（CDM）や共同実施（JI）
等の京都メカニズムをさらに活用していく観点から、
有望なプロジェクトを CDM／JI プロジェクトとして
実施することができるよう、政府が一体となって引き
続きさまざまな支援を行います。
　これまで行ってきた開発途上国等におけるプロジェ
クトの発掘及び事業化をさらに強化するため、プロジ
ェクトの実施可能性調査を引き続き行うとともに、ホ
スト国の承認体制やホスト国での事業ニーズの調査、
CDM／JI 事業実施マニュアル等、CDM／JI プロジェ
クトを実施する民間事業者が必要とする情報を収集し、
効果的に提供します。
　また、ホスト国における CDM／JI プロジェクトの
受入れに係る制度構築、人材育成及び実施計画の策定
等に対する支援事業を引き続き実施し、「コベネフィ
ット CDMモデル事業」を拡充するとともに、コベネ
フィット定量評価マニュアルの普及に努めます。
　京都議定書の目標達成のため、わが国は国内対策に
最大限取り組んだとしてもなお目標達成に不足すると
見込まれる差分について、京都メカニズムを活用した
クレジットの取得によって確実に対応することが必要
であり、政府は NEDO を活用し、①リスクの低減を
図りつつ、費用対効果を考慮して取得すること、②地
球規模での温暖化の防止、途上国の持続可能な開発へ

〈気候変動に関する国際的取組〉

平成22年度 平成22年度　環境の保全に関する施策／平成22年度　循環型社会の形成に関する施策
平成22年度　生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策
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の支援を図ること、という観点を踏まえ、クレジット
の取得を引き続き行います。
　このような現行の柔軟性メカニズムの改善に加えて、
日本が世界に誇るクリーンな技術や製品、インフラ、
生産設備などの提供を行った企業の貢献が適切に評価
されるよう、また、途上国における森林減少及び劣化
への対策なども気候変動対策として適切に評価される
よう検討することを含め、新たなメカニズムを提案し
ていきます。
　IPCCの評価報告書の執筆・審議に参加する専門家
をサポートする等、IPCCの活動に対する人的、技術的、
資金的な貢献を行います。また、温室効果ガス排出・
吸収量世界標準算定方式を定めるために IGESに設立
されたインベントリータスクフォースの技術支援組織
を引き続き支援します。

　官民が協力して取り組むクリーン開発と気候に関す
るアジア太平洋パートナーシップ（APP）では、わが
国が議長を務める鉄鋼及びセメントタスクフォースをは
じめとする 8つのタスクフォースにおいて、セクター別
に削減ポテンシャル等の評価、最良の技術の特定や、
ベストプラクティスの共有を通じた効率的な技術移転
の促進、人材育成、技術開発、技術実証等の活動を引
き続き進め、温室効果ガス排出削減等に取り組んでい
きます。
　また、地球温暖化アジア太平洋地域セミナーを引き
続き開催し、測定・検証・報告可能な（MRV）途上
国の削減行動のあり方を含めた同地域における地球温
暖化の諸課題について、意見交換やキャパシティ・ビ
ルディング等を通じた途上国支援に努めます。

第2節　地球温暖化防止に向けた国内対策

　今後、京都議定書目標達成計画に規定された対策・
施策について、各部門において各主体が全力で取り組
むことにより、森林吸収量の目標である 1,300 万炭素
トン（基準年総排出量比 3.8％）の確保、京都メカニ
ズムの活用（同比 1.6％）と併せて、京都議定書第一
約束期間の目標を達成することとしています。
　同計画においては、その実効性を確保し、京都議定
書の 6％削減約束を確実に達成していくために、温室
効果ガス別その他の区分ごとの目標の達成状況、個別
の対策・施策の進捗状況について点検等を行うことと
しています。
　そのほか、地域の自然的社会的条件に応じた地球温
暖化対策を推進するため、地方公共団体実行計画の策
定・実施を支援します。
　また、地球温暖化を防止するためには、地球規模で
の温室効果ガスの更なる長期的・継続的かつ大幅な削
減が必要です。そのため、我が国は、1990 年比で、
2020 年までに 25％の温室効果ガスの排出削減を目指
すとの中期目標を、すべての主要国による公平かつ実
効性ある国際的枠組みの構築と意欲的な目標の合意を
前提として掲げるとともに、2050 年までに 80％の温
室効果ガスの排出削減を目指すとの長期目標を掲げ、

2050 年までに世界全体の温室効果ガスの排出量を少
なくとも半減するとの目標をすべての国と共有するよ
う努めることとしています。その達成のためには、国
内排出量取引制度、地球温暖化対策のための税及び全
量固定価格買取制度を含めたあらゆる政策を総動員し、
その実現を目指していくことが必要です。
　わが国の地球温暖化対策の基本的な方向性を明らか
にするために、地球温暖化対策に関しての基本原則や
国、地方公共団体、事業者及び国民の責務、温室効果
ガス排出量の削減に関する中長期的な目標、地球温暖
化対策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計
画、基本的施策等を盛り込んだ地球温暖化対策基本法
案を平成22年３月に閣議決定し、国会に提出しました。
　法案の成立後には、基本法に基づき基本計画を定め
ることになりますが、環境省では、中長期目標を実現
するための具体的な対策・施策の一つの絵姿、及びそ
の場合の経済効果を提示するため、2010年（平成22年）
３月 31 日に「地球温暖化対策に係る中長期ロードマ
ップ（環境大臣試案）」を発表しています。今回の試
案は、今後国民の御意見を伺いながら、より充実した
ものとなるよう精査していく予定です。
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第2節　地球温暖化防止に向けた国内対策

（1）エネルギー起源二酸化炭素に関する対策
の推進

ア　低炭素型の都市・地域構造や社会経済システ
ムの形成

　低炭素都市づくり関連施策の集中投入、低炭素都市
推進協議会を通じた成果の情報共有等により、施策の
効果の最大化を図るとともに、各府省の連携・協力の
もと「環境モデル都市」を創出するなど、低炭素都市
づくりを推進します。
　具体的には、公共交通機関の利用促進、未利用エネ
ルギーや自然資本の活用等の面的な実施による CO2
削減シミュレーションを通じた実効的な計画策定や事
業の実施の支援、新エネルギーや ICT を活用した次
世代エネルギーシステムの確立、バイオマスタウンの
形成や、それらを支えるため、地域に眠るクリーンエ
ネルギー資源の発掘、低炭素都市づくりを支える人づ
くり等を行います。

イ　部門別（産業・民生・運輸等）の対策・施策

　（ア）産業部門（製造事業者等）の取組
　自主行動計画については、京都議定書目標達成計画
において示された観点も踏まえ、政府による自主行動
計画の厳格な評価・検証を行います。中小企業におけ
る排出削減対策の強化のため、中小企業の排出削減設
備導入における資金面の公的支援の一層の充実や、大
企業等の技術・資金等を提供して中小企業等（いずれ
の自主行動計画にも参加していない企業として、中堅
企業・大企業も含む。）が行った温室効果ガス排出抑
制のための取組による排出削減量を認証し、自主行動
計画等の目標達成のために活用する国内クレジット制
度、コンビナート等の産業集積地における工場排熱の
企業間での融通等、複数の事業者が共同して自主的に
省エネ・排出削減を行う仕組み（エネルギー・CO2 共
同削減事業）の構築を通じ、省エネルギー効果の大き
い連携事業に対する支援を行います。
　農林水産分野においては、平成 19 年 6 月に策定し
た農林水産省地球温暖化対策総合戦略に基づき実施し
てきたバイオマスの利活用の推進等の地球温暖化防止
策、暑さに強い品種の開発や栽培体系の見直し等の地
球温暖化適応策、わが国の技術を活用した国際協力を
引き続き推進します。さらに、同戦略を平成 20 年 7
月に改定し、農山漁村地域に賦存するさまざまな資源
やエネルギーの有効活用による低炭素社会実現に向け
た農林水産分野の貢献等を実施します。

　（イ）業務その他部門の取組
　省エネルギー法を改正し、現行の「工場・事業場単
位」による規制から「企業単位」での総合的なエネル
ギー管理へ法体系を改正するとともに、一定の要件を
満たすフランチャイズチェーンについてチェーン全体
を一体として捉え、本部事業者に対し、事業者単位の
規制と同様のエネルギー管理を導入することで、工
場・オフィスビル等の実効性のある省エネ取組のさら
なる強化を行います。また、改正省エネルギー法によ
り、建築物に係る省エネルギー措置の届出等の義務付
けの対象について、一定の中小規模の建築物へ拡大す
るため、法改正の趣旨の周知徹底を行います。また、
建築物等に関する総合的な環境性能評価手法
（CASBEE）の充実・普及、省エネ改修等の建築物の
省エネルギーに関する設計等に係る情報提供等の推進
を行います。さらにエネルギー需給構造改革推進投資
促進税制により、省エネ効果の高い窓と空調、照明、
給湯等の建築設備から構成される高効率ビルシステム
の普及の推進を行います。トップランナー基準につい
ては、さらに個別機器の効率向上を図るため、対象を
拡大するとともに、すでに対象となっている機器の対
象範囲の拡大及び基準の強化を図ります。
　また、平成 19 年 3 月に閣議決定された政府実行計
画に基づき、政府の事務及び事業に関し、率先的な取
組を実施します。特に、全国の国の庁舎において、太
陽光発電、建物緑化、ESCO等のグリーン化を推進
します。政府実行計画に基づく取組に当たっては、平
成 19 年 11 月に施行された国等における温室効果ガス
等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律
（平成 19 年法律第 56 号）に基づき、環境配慮契約を
実施します。
　（ウ）家庭部門の取組
　改正省エネルギー法により、ハウスメーカー等が建
築・販売する戸建建売住宅の省エネ性能の向上を図る
措置を導入し、また、建築物と同様、住宅に係る省エ
ネルギー措置の届出の義務付けの対象について、一定
の中小規模の住宅へ拡大するため、法改正の趣旨の周
知徹底を行います。また、消費者等が省エネルギー性
能のすぐれた住宅を選択することを可能とするため、
住宅等に関する総合的な環境性能評価手法（CASBEE）
や住宅性能表示制度の充実・普及、住宅設備を含めた
総合的な省エネ評価方法の開発を推進し、省エネルギ
ー性能の評価・表示による消費者等への情報提供を促
進します。さらに、既存住宅において一定の省エネル
ギー改修（窓の二重サッシ化等）を行った場合の固定
資産税の税額減額措置等を延長し、また、製造事業者
等による省エネルギー性能の品質表示制度を円滑に実
施するとともに、その省エネルギー効果について各種

1　温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策
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媒体を活用した周知徹底を行うこととし、住宅リフォ
ーム時に導入可能な各種省エネ対策について普及啓発
を行います。家庭におけるエネルギー消費量の約 3割
を占める給湯部門においては、従来方式に比べ省エネ
ルギー性能が特にすぐれた CO2 冷媒ヒートポンプ給
湯器等の機器が開発され製品化されており、これらの
機器の加速的普及を図るため、その導入に対する支援
を行い、事業者によるさらなる普及を促進するととも
に、小型化・設置容易化等の技術開発を促進します。
　（エ）運輸部門の取組
　自動車単体対策のみならず、交通流対策、燃料対策、
エコドライブなどの自動車利用の効率化対策等も含め
た総合的アプローチを推進します。自動車単体対策と
して、世界最高水準の燃費技術により燃費の一層の改
善や、燃費性能のすぐれた自動車やクリーンエネルギ
ー自動車の普及等の対策を推進します。あわせて、環
状道路等幹線道路網の整備等の推進により、交通流対
策を実施します。また、地域公共交通の活性化及び再
生に関する法律（平成 19 年法律第 59 号）に基づく地
域公共交通活性化・再生総合事業により、地域鉄道の
活性化、都市部における LRTや BRTの導入、乗継の
改善等を総合的に支援します。物流分野に関しては、
配送を依頼する荷主と配送を請け負う物流事業者の連
携を強化し、地球温暖化対策に係る取組を拡大するこ
とで、物流体系全体のグリーン化を推進します。また、
自動車輸送から二酸化炭素排出量の少ない内航海運又
は鉄道による輸送への転換を促進するとともに、国際
貨物の陸上輸送距離の削減にも資する港湾の整備を推
進します。
船舶の革新的省エネ技術の開発、船舶実燃費指標（海
の 10 モード）の開発・国際標準化、内航海運におけ
る省エネ船舶の普及促進等により海運分野の低炭素化
を推進します。
　輸送用燃料については、バイオエタノール 3％混合
ガソリンの利用拡大に取り組むとともに、さらに高濃
度の利用に向けた走行実証等を行います。
　（オ）エネルギー転換部門の取組
　発電過程で二酸化炭素を排出しない原子力発電につ
いては、今後も安全確保を大前提に、原子力発電の一
層の活用を図るとともに、基幹電源として官民相協力
して着実に推進していきます。また、原子力等のほか
のエネルギー源とのバランスやエネルギーセキュリテ
ィを踏まえつつ、天然ガスへの転換等その導入及び利
用拡大を推進します。再生可能エネルギーの利用を促
進するため、全量固定価格買取制度の創設に係る施策
を講じます。また、再生可能エネルギーを利用するた
めの設備の設置の促進電力系統の整備の促進、規則の
適切な見直し等、必要な施策を講じます。また、天然
ガスコジェネレーションや燃料電池、ヒートポンプに
ついても推進していきます。

（2）非エネルギー起源二酸化炭素、メタン及
び一酸化二窒素に関する対策の推進

　廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の推進による
化石燃料由来廃棄物の焼却量の削減、廃棄物の最終処
分量の削減や、全連続炉の導入等による一般廃棄物焼
却施設における燃焼の高度化、混合セメントの利用の拡
大、下水汚泥の燃焼の高度化等を引き続き推進します。

（3）代替フロン等3ガスに関する対策の推進

　産業界の計画的な取組の推進、代替物質等の開発等、
代替物質を使用した製品等の利用の促進、冷媒として
機器に充填された HFCの法律に基づく回収等の施策
を、引き続き実施します。
　具体的には、事業者の排出抑制のための取組の促進
と先導的な技術導入に対する支援、冷凍空調機器や断
熱材における温室効果の低いガスを用いた技術開発の
早急な推進、代替フロンを含有する製品における「見
える化」の推進（二酸化炭素換算表示）、特定製品に
係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する
法律（以下「フロン回収・破壊法」という。）による
冷媒フロン類の回収の徹底、冷媒フロン類の使用時排
出対策、特定家庭用機器再商品化法（以下「家電リサ
イクル法」という。）及び使用済自動車の再資源化等
に関する法律（自動車リサイクル法）に基づくフロン
類回収の徹底、発泡断熱材、エアゾールなどのノンフ
ロン化をさらに推進するための普及啓発等に取り組み
ます。また、代替物質を使用した製品等の利用を促進
するため省エネ型自然冷媒冷凍等装置の導入補助等を
引き続き行います。

（4）温室効果ガス吸収源対策の推進

　森林吸収量（1990 年以降に森林経営活動等が行わ
れた森林の吸収量）については、1,300 万炭素トン（基
準年度総排出量比約 3.8％）の確保のため、平成 19 年
度以降の６年間に、毎年 55 万 ha の間伐等の森林整
備の実施が必要な状況となっています。
　このため、森林境界を明確化する取組への助成や「森
林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法（平成
20 年５月施行）」に基づく措置等を活用し、間伐等の
森林整備を引き続き推進します。
　また、都市における吸収源対策として、引き続き都
市公園整備、道路緑化等による新たな緑化空間を創出
し、都市緑化等を推進します。
　さらに平成 20 年 7 月に改定した農林水産省地球温
暖化対策総合戦略に基づき、農地土壌の温室効果ガス
の吸収源としての機能の活用に向けた取組等を実施し
ます。
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2　横断的施策

（1）温室効果ガス排出量の算定・報告・公表
制度

　地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法
律第 117 号。以下「地球温暖化対策推進法」という。）
の改正により、平成 22 年度の報告から現行の「事業
所単位」による報告から「事業者、フランチャイズチ
ェーン単位」での報告へ制度が改正され、業務部門を
中心に対象範囲が拡大することに伴い、事業者による
算定・報告が着実かつ適切に実施されるよう、引き続
き周知を図るとともに、報告された排出量等を確実に
集計し公表します。

（2）排出抑制等指針

　地球温暖化対策推進法第 21 条に基づく排出抑制等
指針について、引き続き産業部門その他の部門につい
ても必要に応じて検討を行うなど、事業者による温室
効果ガスの排出抑制等のための取組を一層推進してい
く予定です。

（3）国民運動の展開

　政府では、全ての主要国による公平かつ実効的な枠
組みの構築と意欲的な目標への合意を前提に温室効果
ガス排出量を 2020 年までに 1990 年比で 25％削減す
るという目標に向け、2010 年 1 月 14 日より地球温暖
化防止のための新たな国民運動「チャレンジ 25 キャ
ンペーン」を展開しています。この国民運動では特に
CO2 が増加しているオフィスや家庭などにおける CO2
削減の具体的な行動を「6 つのチャレンジ」として提
案し、その行動の実践を広く国民の皆様に呼びかけて
いきます。

（4）「見える化」の推進

　「カーボンフットプリント制度」の構築・普及等の
取組を引き続き行うとともに、前述した日常生活 CO2
情報提供ツールや「見える化」による温室効果ガスの
削減効果の把握のための調査の結果を活用しつつ、主
に家庭部門や業務部門での温室効果ガス削減のための
施策を進めていく予定です。

（5）環境税等の経済的手法

　環境税等の経済的手法については、第 6章第 8 節参

照。

（6）国内排出量取引制度

　2010 年 3 月に国会に提出した地球温暖化対策基本
法案においては、温室効果ガスの排出の量の削減が着
実に実施されるようにするため、キャップ・アンド・
トレード方式による国内排出量取引制度の創設を盛り
込んでおり、このために必要な法制上の措置について、
地球温暖化対策のための税と並行して検討を行い、法
施行後 1年以内を目途に成案を得ていきます。
　また、2008 年 10 月に開始した「排出量取引の国内
統合市場の試行的実施」については、本格制度の基盤
となるものではありませんが、排出実態等に関する情
報収集、排出量の算定・検証の体制の整備、対象事業
者における排出量取引への習熟等の意義があることか
ら、本格制度に向けた準備のため、見直しを行った上
で継続することとしています。
　なお、自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）
や国内クレジット制度については、引き続きその運営
を行っていきます。

（7）カーボン・オフセット

　オフセットに関する国内・海外の情報収集や、「カ
ーボン・オフセットフォーラム（J-COF）」を活用し
た継続的な普及啓発・相談支援を通じて、オフセット
の取組実態を踏まえたガイドラインや基準の策定・見
直しを行います。また、「オフセット・クレジット
（J-VER）制度」については、対象となるプロジェク
トの拡充や J-VER 認証プロセスの効率化により、
J-VER 制度の円滑な運営を図るとともに、事業者等
への支援を充実させるなど制度活用を促進させるため
の取組を強化していきます。
　日本カーボンアクション・プラットフォーム（JCAP）
のネットワークも活用しつつ、これらを通じてオフセ
ットの取組を社会全体に定着させることで、市民・企
業等あらゆる主体における排出削減等の活動を促進し、
わが国を低炭素社会にシフトするための基盤づくりに
貢献します。
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3　基盤的政策

（1）排出量・吸収量算定方法の改善等

　気候変動に関する国際連合枠組条約に基づき、温室
効果ガス排出・吸収目録（インベントリ）を報告しま
す。また、温室効果ガス排出量・吸収量のさらなる精
度等の向上に向けた算定方法の改善を必要に応じて行
います。さらに、情報解析等を行うほか、インベント
リ作成の迅速化等を図ります。

（2）地球温暖化対策技術開発の推進

　地球温暖化の防止及び地球温暖化への適応に資する
技術の高度化及び有効活用を図るため、再生可能エネ
ルギーの利用、安全の確保を基本とした原子力発電、
エネルギーの使用の合理化、燃料電池、蓄電池並びに
二酸化炭素の回収及び貯留に関連する革新的な技術等
の開発及び普及を促進します。
　農林水産分野においては、農林水産省地球温暖化対
策総合戦略に基づき、地球温暖化対策に係る研究及び

技術開発を強化します。

（3）観測・調査研究の推進

　地球温暖化の実態を解明し、科学的知見を踏まえた
一層適切な対策を講じるため、環境研究総合推進費等
を活用し、現象解明、将来予測、影響評価及び対策に
関する研究を総合的に推進します。
　わが国を含む各国の研究機関による「低炭素社会国
際研究ネットワーク」を引き続き支援し、国際的に研
究を推進します。
　地球温暖化分野の観測にかかわる関係府省・機関が
参加する連携拠点の運営や、陸域観測技術衛星「だい
ち」（ALOS）（第 6 章第 3 節 1（4）参照）等を用いた
森林炭素吸収量の推定、温室効果ガス観測技術衛星「い
ぶき」（GOSAT）第 6 章第 3 節 1（4）参照）等の開発・
運用を行う等、温室効果ガス、気候変動及びその影響
等を把握するための総合的な観測・監視体制を強化し
ます。
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第1節　地球環境の保全のための施策

　オゾン層保護法に基づき、オゾン層を破壊する物質
に関するモントリオール議定書（以下「モントリオー
ル議定書」という。）に定められた HCFC等のオゾン
層破壊物質の生産規制等を着実に実施するとともに、
その排出抑制、使用合理化の一層の促進に努めます。
また、オゾン量、オゾン層破壊物質及び有害紫外線の
観測・監視等を実施します。
　開発途上国におけるオゾン層保護対策を支援するた
め、議定書に基づく多数国間基金を利用したオゾン層
破壊物質から代替物質への転換支援や日本の代替技術
を紹介するワークショップの開催、JICAを通じた研

修員の受入れや専門家の派遣等を引き続き推進するな
ど、開発途上国への技術協力を行います。さらに、オ
ゾン層保護担当官ネットワーク会合等を活用し、開発
途上国におけるモントリオール議定書遵守対策の加速
化、フロン類の回収・再利用・破壊に係る体制整備の
促進を図ります。
　改正フロン回収・破壊法施行の一層の徹底のため、
引き続きフロン回収・破壊法の周知や運用上の課題等
の整理を行うとともに、都道府県による法施行強化等
を推進します。

1　オゾン層保護対策

第1節　地球環境の保全のための施策

第2章
地球環境、大気環境、水環境、
土壌環境、地盤環境の保全

2　酸性雨・黄砂に係る対策

（1）酸性雨対策

　東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（EANET）
の活動に対し、資金の拠出や技術的な助言を行う等、
引き続き積極的に支援します。また、参加国が
EANETへ拠出金を提供する基盤を明確にする文書の
採択に向けた取組を進めるとともに、EANETの今後
の発展・拡大に向けた議論に積極的に参画・支援します。
　国内においても、酸性雨による影響の早期把握、酸
性雨原因物質や光化学オキシダント等大気汚染物質の
長距離輸送の実態を長期的に把握し、それらによる被
害を未然に防止する観点から、「越境大気汚染・酸性
雨長期モニタリング計画」に基づき、酸性雨測定所等
における大気モニタリング、湖沼等を対象とした陸水

モニタリング、土壌・植生モニタリングを着実に実施
します。

（2）黄砂対策

　日本、中国及び韓国の三カ国黄砂局長会合や共同研
究等を通じて、国際的な黄砂モニタリングネットワー
クや早期警報システムの構築に向けた技術的な貢献を
行う等、関係各国と密接に連携・協力しながら黄砂対
策に取り組みます。
　国内においては、黄砂や黄砂とともに輸送される大
気汚染物質のわが国への飛来実態を把握するための調
査を実施するとともに、黄砂観測装置（ライダー装置）
によるモニタリング及び情報提供を行います。

3　海洋環境の保全

（1）海洋汚染等の防止に関する国際的枠組み
と取組

　ロンドン条約 1996 年議定書の締結に伴い改正され

た海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和
45 年法律第 136 号。以下「海洋汚染防止法」という。）
に基づき廃棄物の海洋投入処分に係る許可制度の適切
な運用を引き続き行います。また、二酸化炭素の海底
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下への貯留に係る許可制度の適切な運用を図るべく、
海洋に関する環境影響評価やモニタリング等の海洋環
境の保全上適正な管理手法の高度化に関する開発を行
っており、平成22年度中にその結果を取りまとめます。
　平成 16 年に採択されたバラスト水管理条約の早期
発効に向けた環境整備を推進します。
　油、危険物質及び有害物質による汚染事故に対応す
るため、OPRC 条約及び OPRC-HNS 議定書といった
国際条約並びに国家的な緊急時計画に基づき、汚染事
故に対する準備・対応体制の整備を進めるとともに、
国際的な連携の強化、技術協力の推進等にも取り組み
ます。また、環境保全の観点から汚染事故に的確に対
応するため、汚染事故により環境上著しい影響を受け
やすい海岸等に関する情報を盛り込んだ図面（脆弱沿
岸海域図）の更新のための情報収集等を行うとともに
油等汚染事故への準備・対応に関する国際的な連携の
強化、技術協力の推進等の国際協力に関する業務を推
進します。NOWPAPの活動への積極的な参加や支援
を通じて、北西太平洋海域における、海洋環境に係る
データの集積及び海洋汚染の原因等の科学的解明への
貢献、国際協力体制の構築等の推進を図ります。具体
的には、22 年度においては、21 年度に開発された
NOWPAP富栄養化状況評価手順書を用いて、各国が
共通の手法で各国海域の富栄養化状況の評価を行うと
ともに、生物多様性に着目した海洋評価手法の検討に
着手します。

（2）排出油等防除体制の整備

　環境保全の観点から油等汚染事件発生に的確に対応
するため、OPRC 条約、OPRC-HNS 議定書及び国家
的な緊急時計画に基づき、関係地方公共団体、民間団
体等に対する研修・訓練の実施、傷病鳥獣の適切な救
護体制の整備、脆弱沿岸海域図の情報の更新等を推進
します。大規模石油災害時に油濁災害対策用資機材の
貸出しを行っている石油連盟に対して、当該資機材整
備等のための補助を引き続き行います。また、油防除・
油回収資機材の整備を推進するとともに、油汚染防除
指導者養成のための講習会を実施する民間団体に対し
て補助を行うとともに、流出油が海洋生態系に及ぼす
長期的影響調査を実施します。
　また、沿岸域における情報整備として「沿岸海域環
境保全情報」の整備を引き続き行い、情報の充実を図

ります。

（3）監視等の体制の整備

　海洋環境保全に関しては、日本周辺海域の海洋環境
の現状を把握するとともに、国連海洋法条約の趣旨を
踏まえ、領海、排他的経済水域における生態系の保全
を含めた海洋環境の状況の評価・監視のための総合
的・系統的な海洋環境モニタリングを行います。
　また、東京湾・伊勢湾・大阪湾における海域環境の
観測システムを強化するため、各湾でモニタリングポ
スト（自動連続観測装置）により、水質の連続観測を
行います。

（4）漂流・漂着ゴミ対策

　美しく豊かな自然を保護するための海岸における良
好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等
の推進に関する法律（平成 21年法律第 82 号）に基づ
き海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進し、新た
に設置された海岸漂着物対策推進会議等を通じて、関
係省庁と連携を図りながら、海岸漂着物対策の一層の
推進に努めます。また、都道府県が設置する地域グリ
ーンニューディール基金による、都道府県又は市町村が
海岸管理者等として実施する海岸漂着物等の回収・処
理に関する事業や、都道府県や市町村による海岸漂着
物等の発生抑制対策に関する事業等の推進を図ります。
さらに、漂流・漂着ゴミの被害が著しいモデル地域にお
ける回収・処理方法及び対策のあり方の整理、漂着ゴ
ミの全国的な分布状況や経年変化等を把握するための
モニタリング、代表的な地域における主要漂着ゴミを対
象に発生実態や流出状況等を追跡した原因究明調査、
わが国から流出するゴミの状況把握調査など引き続き
漂流・漂着ゴミの実態把握及び対策の検討を進めます。
　漂流ゴミについては、船舶航行の安全を確保し、海
域環境の保全を図るため、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海
及び有明・八代海の閉鎖性海域において、海面に漂流
する流木等のゴミの回収や船舶等から流出する油の防
除等を行います。
　外国由来の漂流・漂着ゴミ問題へ対応を強化するた
め、二国間又はNOWPAP 等の多国間の枠組みを通じ
て、発生源の究明のための相互の情報交換や政策対話
等の協力を推進します。

4　森林環境の保全と持続可能な経営の推進

　森林原則声明、アジェンダ 21及び気候変動問題に
おける森林の重要性などを踏まえ、世界の森林の保全
と持続可能な経営の推進を目指し、①国連森林フォー
ラム（UNFF）における国際的な検討に積極的に参加し、

「すべてのタイプの森林に関する法的拘束力を有さな
い文書（NLBI）」及び多年度作業計画（MYPOW）の
着実な実施を目指すとともに、②アジア森林パートナ
ーシップ（AFP）、森林法の施行及びガバナンス（FLEG）
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第2節　大気環境の保全対策

の関係会合等を通じた地域的取組の推進、③国際熱帯
木材機関（ITTO）、国連食糧農業機関（FAO）等の
国際機関を通じた協力の推進、④国際協力機構（JICA）、
世界銀行の「森林炭素パートナーシップファシリティ
（FCPF）」等を通じた二国間・多国間の技術・資金協
力の推進、⑤熱帯林の保全等に関する調査・研究の推
進、⑥民間団体の活動の支援による国際協力の推進等

に努めます。
　特に、国等による環境物品等の調達の推進等に関す
る法律（以下「グリーン購入法」という。）に基づく、
合法性が証明された木材・木材製品を調達の対象とす
る方針が、政府機関に限らず、民間調達においても普
及されるよう、事業者、木材製品などの最終消費者及
び一般国民に対して働きかけを行います。

5　砂漠化への対処

　砂漠化対処条約（UNCCD）に関する国際的動向を
踏まえつつ、アジア地域を中心として、同条約に基づ
く取組を推進します。具体的には、同条約への科学技
術面からの貢献を念頭に、砂漠化対処のための技術の

活用に関する調査などを進めます。また、二国間協力
や、民間団体の活動支援等による国際協力の推進に努
めます。

6　南極地域の環境の保護

　南極地域の環境保護の促進を図るため、観測、観光、
冒険旅行、取材等に対する確認制度等を運用し、南極
地域の環境保護に関する普及啓発を行うなど、「環境
保護に関する南極条約議定書（以下「議定書」という。）」
及びその国内担保法である南極地域の環境の保護に関

する法律の適正な施行を推進します。また、平成 17
年 6 月の南極条約協議国会議で採択された環境上の緊
急事態に対する責任について定めた議定書附属書につ
いて、引き続き対応を検討します。

第2節　大気環境の保全対策

　平成 21 年９月９日に環境基準が設定された PM2.5
については、中央環境審議会答申に示された課題を踏
まえ、監視体制の整備を促進するとともに、排出イン
ベントリの作成、大気中の挙動や二次生成機構の解明
等、科学的知見の集積を図り、より効果的な対策につ
いて検討を行います。また、わが国における PM2.5 の

健康影響に関するさらなる知見の充実を図っていきま
す。
　さらに、粒径がおおむね 50nm以下の極微小粒子（環
境ナノ粒子）についても、引き続き諸外国の知見の収
集、動物実験、性状把握等の調査を実施し、リスク評
価を行います。

2　光化学オキシダント対策

　「大気汚染物質広域監視システム（愛称：そらまめ
君）」により、リアルタイムで収集したデータを活用し、
光化学オキシダントによる被害の未然防止に努めま
す。
　光化学オキシダントの原因物質である揮発性有機化

合物、窒素酸化物等については、固定発生源からの排
出規制を引き続き実施していくとともに、調査研究や
モニタリング、国内における削減対策及び日中韓三カ
国環境大臣の合意に基づく研究協力など、国際的な取
組等について推進していきます。

1　微小粒子状物質（PM2.5）対策



372

第2章　地球環境、大気環境、水環境、土壌環境、地盤環境の保全平成22年度

3　大都市圏等への負荷の集積による問題への対策

（1）固定発生源対策

　窒素酸化物対策については、総量規制を行っている
東京都特別区等、横浜市等及び大阪市等の地域につい
て、引き続き総量規制の徹底を図ります。
　また、大防法対象外の群小発生源からの排出抑制の
ため、低NOX 小規模燃焼機器の普及を推進します。

　浮遊粒子状物質については、原因物質の排出実態の
把握、硫黄酸化物、窒素酸化物、揮発性有機化合物等
のガス状物質による二次粒子の生成等の発生機構の解
明に努めるとともに、これらを踏まえ、環境基準の達
成に向けた総合的対策の確立を図ります。

（2）移動発生源対策

ア　自動車排出ガス対策

　（ア）自動車単体対策と燃料対策
　自動車単体の排出ガス対策については、中央環境審
議会の第八次答申に示された「挑戦目標」について引
き続き検討を進め、併せて国際的な基準の動向を考慮
した重量車の排出ガス試験モードの見直しについても
検討を行います。ディーゼル自動車から排出される粒
子状物質（PM）については、その粒子数や組成等を
測定し、大気中に排出された後の粒子の特性の実態に
ついて引き続き調査を行います。また、使用過程車の
NOX 及び PMの排出実態調査を行い、必要に応じ使
用過程車の排出ガスの水準について検討します。
　温室効果ガスの削減に資するため、E10（エタノー
ル 10％混合ガソリン）対応自動車が市場に導入され
る環境を整えることを目的とし、大防法の観点から
E10 対応自動車の排出ガス基準及び排出ガス基準と密
接に関係する E10 燃料規格について検討を行います。
　また、排出ガス基準に適合する特定特殊自動車への
買換えが円滑に進むよう、政府系金融機関による低利

融資を引き続き講じます。
　（イ）大都市地域における自動車排出ガス対策
　大都市地域における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質
に係る大気環境の改善に向け、自動車NOX・PM法に
基づく車種規制、事業者による排出抑制のための措置、
局地汚染対策及び流入車対策等の施策を円滑かつ着実
に推進します。同法に基づく排出基準適合車への代替
促進については、低公害車の普及促進と併せ、政府系
金融機関による低利融資等を講じます。
　（ウ）低公害車の普及促進
　地方公共団体や民間事業者等が電気自動車等の低公
害車を導入する際の補助、排出ガス性能や燃費性能の
すぐれた環境負荷の小さい自動車に係る自動車税のグ
リーン化、自動車重量税・自動車取得税について時限
的に免除・軽減する措置等及び政府系金融機関による
低利融資等を通じて、低公害車のさらなる普及促進を
図ります。低炭素社会の実現等環境政策やエネルギー
政策の方向性を踏まえ、政策目標を含め政策体系を再
構築します。
　（エ）　交通流対策
　交通流の分散・円滑化施策としては、道路交通情報
通信システム（VICS）の情報提供エリアのさらなる
拡大及び道路交通情報提供の内容・精度の改善・充実、
信号機の高度化を行います。また、違法駐車の取締り
強化を始め、ハード・ソフト一体となった駐車対策を
推進します。さらに、公共交通機関の利用を促進する
ため、公共車両優先システム（PTPS）の整備を推進
します。

イ　普及啓発施策等

　平成 22 年度も引き続き、6 月の「エコカーワール
ド（低公害車フェア）」や 12 月の「大気汚染防止推進
月間」におけるマイカーの使用抑制等や適切な自動車
の使用等の呼び掛けを行います。また、11 月の「エ
コドライブ推進月間」を中心に、「エコドライブ 10 の
すすめ」の普及啓発を実施します。

（1）有害大気汚染物質対策

　地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質によ
る大気の汚染の状況を把握するための調査を行うとと
もに、有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関
する科学的知見の充実に努めます。
　また、ほかの化学物質関連施策との整合性を図りつ
つ、有害大気汚染物質対策の必要な見直しに努めます。

（2）石綿対策

　石綿（アスベスト）による大気汚染を未然に防止す
る観点から、大防法に基づき、吹付け石綿等が使用さ
れている建築物等の解体等に伴う石綿の飛散防止対策
の徹底を図ります。
　また、より信頼性の高い測定結果を得るために、環
境モニタリング手法について検討を行います。

4　多様な有害物質による健康影響の防止
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第2節　大気環境の保全対策

5　地域の生活環境に係る問題への対策

（1）騒音・振動対策

ア　騒音に係る監視体制の強化等

　地方公共団体と連携しながら、騒音に係る監視体制
を充実させます。また、騒音及び振動に関するより適
切な評価や規制のあり方についての検討、低周波音に
関する実態把握及び知見の収集を行います。

イ　工場・事業場及び建設作業騒音・振動対策

　低騒音社会を目指し、低騒音型の機械・機器の普及
を目指した制度について検討していきます。さらに、
振動については、最新の知見を踏まえ作成した振動測
定マニュアルを用いて人が生活の場でばく露されてい
る振動の状況を把握していきます。

ウ　自動車交通騒音・振動対策

　自動車単体から発生する騒音の低減対策について、
平成 20 年 12 月 18 日の中央環境審議会中間答申「今
後の自動車単体騒音低減対策のあり方について」を受
けて、自動車の走行実態及び騒音の実態、タイヤ単体
から発生する騒音の実態を調査し、その結果及び国際
的な基準の動向を踏まえ、自動車騒音の大きさの許容
限度及び試験方法の見直しについて引き続き検討を行
います。

エ　航空機騒音対策

　低騒音型機の導入、騒音軽減運航方式の実施等を促
進します。また、住宅防音工事、移転補償事業、緩衝
緑地帯の整備等の空港周辺環境対策事業を推進しま
す。
　自衛隊等の使用する飛行場周辺の航空機騒音に係る
環境基準の早期達成に向けて、消音装置の設置・使用、
飛行方法への配慮等の音源対策、運航対策に努めると
ともに、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法
律等に基づき、周辺対策を推進します。

オ　鉄道騒音・振動対策

　新幹線鉄道の騒音・振動については、発生源対策及
び低減技術開発等を計画的に実施し、環境基準等の達
成に向けて対策を推進するため、75 デシベル以下と
することが必要な区間について、住宅の立地条件、鉄
道事業者の取組状況等を勘案しつつ、引き続き音源対

策が計画的に推進されるように関係機関に要請してい
きます。また、新幹線鉄道騒音防止の観点から沿線土
地利用の適正化を図ります。
　在来鉄道の騒音・振動問題については、関係機関と
連携し適切に対処します。新線又は大規模改良の計画
に際しては、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際し
ての騒音対策の指針」に基づき騒音問題の発生を未然
に防止するための対策を実施するよう鉄道事業者に要
請していきます。

カ　近隣騒音対策（良好な音環境の保全）

　各人のマナーやモラルを向上させ、近隣騒音対策を
推進するため、「近隣騒音防止ポスターデザイン」を
一般公募し、引き続き普及啓発活動を行います。

キ　低周波音対策

　風力発電施設等からの低周波音について調査・研究
を行い、低周波音の人への影響評価について検討しま
す。また、地方公共団体職員を対象として、低周波音
問題に対応するための知識・技術の習得を目的とした
低周波音測定評価方法講習を引き続き行います。

（2）悪臭対策

　悪臭防止法（昭和 46 年法律第 91 号）の事務を担当
する地方公共団体職員を対象に、臭気指数規制の周知
を図るための講習会、嗅覚測定法の信頼性の確保を目
的とした嗅覚測定法技術研修等を引き続き実施します。
臭気指数規制の円滑な導入、運用に必要な取組も併せ
て実施します。
　また、国内での現場対応に加え、アジア諸国での悪
臭対策にも資するための簡単な現場対応型の嗅覚測
定・評価手法の開発を行います。

（3）ヒートアイランド対策

　ヒートアイランド対策大綱に基づき、人工排熱の低
減、地表面被覆の改善、都市形態の改善、ライフスタ
イルの改善の 4つを柱とするヒートアイランド対策の
推進を引き続き図ります。
　具体的には、ヒートアイランド現象に関する調査・
観測や、熱中症の予防情報の提供とWBGT（暑さ指数：
湿球黒球温度）のモニタリング、地下水・地中熱の利
用等環境技術を活用したヒートアイランド対策の検証
等クールシティ実現に向けての調査・検討をを引き続
き実施します。
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（4）光害（ひかりがい）対策等

光害対策ガイドライン、地域照明環境計画策定マニュ
アル及び光害防止制度に係るガイドブック等を活用し

て、地方公共団体における良好な照明環境の実現を図
る取組を支援します。また、「全国星空継続観察」（ス
ターウォッチング・ネットワーク）を引き続き実施し
ます。

6　大気環境の監視・観測体制の整備

　国設大気環境測定所、国設自動車交通環境測定所（及
び国設酸性雨測定所）を引き続き運営していきます。
また、「大気汚染物質広域監視システム（愛称：そら
まめ君）」等により全国の大気汚染常時監視データを
リアルタイムで収集し、監視体制の充実を図ります。
環境放射線等モニタリング調査については、離島等（全
国 10 か所）において引き続き大気中の放射線等のモ
ニタリングを実施します。

　また、有害大気汚染物質について、測定方法の開発
を体系的かつ計画的に進めます。
　さらに、揮発性有機化合物に関して、現在の状況と
今後の排出抑制効果を把握するため、全国において環
境濃度の継続的なモニタリングを行います。
自動車騒音の常時監視を適切かつ円滑に行い、全国の
自動車交通騒音状況を把握し、広く情報提供します。

第3節　水環境の保全対策

1　環境基準の設定等

　水質汚濁に係る環境基準のうち、健康項目について
は、基準項目以外の項目の水環境中での存在状況や有
害性情報等の知見の収集・集積を引き続き実施します。
生活環境項目については、国が類型指定する水域に対
する類型指定及び見直しに向けた検討を進めるととも

に、BOD、COD等の基準の今後のあり方に関して基
礎的な調査を推進します。特に基準化を推し進めてい
く必要がある底層 DO等の長期間連続測定を行い、基
準化に向けた検討を行います。

2　水利用の各段階における負荷の低減

（1）汚濁負荷の発生形態に応じた負荷の低減

　工場・事業場については適切な排水規制を行い、排
水規制の対象となっていない業種について規制の必要
性の検討を進めます。また、現在一部の業種において
平成 22 年６月 30 日までの期限で暫定排水基準が設定
されているほう素・ふっ素・硝酸性窒素等について、
平成 22 年 7 月以降の排水基準値の見直しを行います。
さらに、水質環境基準の追加・見直しを踏まえ、1,4-
ジオキサンの排水基準等の検討を実施します。
　生活排水対策については処理施設の整備がいまだ十
分でないため、水質の汚濁の防止を図るため汚水処理
施設の整備を進めるに当たり、近年の人口減少傾向も
踏まえた経済性や水質保全上の重要性などの地域特性
を踏まえ、都道府県ごとの汚水処理に係る総合的な整
備計画である「都道府県構想」の見直しを推進し、浄
化槽、下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、
コミュニティ・プラントなど各種生活排水処理施設の
効率的かつ適正な整備を図ります。

　浄化槽については、地球温暖化対策の促進などの観
点から、新たに省エネルギータイプの浄化槽を整備す
る市町村に対する低炭素社会対応型浄化槽整備推進事
業（助成率 2 分の 1）の実施など、浄化槽整備に対す
る支援の一層の充実を図ります。また、単独浄化槽の
合併処理浄化槽への転換についても、撤去費支援の条
件緩和を図るなどさらなる転換の推進を図ります。
　下水道整備については、全人口の約 7割の汚水処理
を担っていますが、市街化区域にも下水道未普及地域
が残されており、快適で衛生的な生活環境の享受とい
う公平性が確保されておらず、また、広域的な水質保
全の面からも課題となっています。そのため、未普及
地域のうち、人口が集中している地域や水道水源水域
等水質保全上重要な地域において重点的に整備を推進
するとともに、その他の地域においては、ほかの汚水
処理施設と連携強化を図るとともに地域の実状に応じ
た低コストの整備手法の導入により、機動的な整備を
行います。また、流域全体で効率的に高度処理を推進
する高度処理共同負担事業の活用等により、引き続き
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第3節　水環境の保全対策

下水道における高度処理を推進するとともに、計画的
な合流式下水道の改善を推進します。
　農業集落排水事業については、高度処理方式のより
適切な運転手法の検討などにより、高度処理技術の一
層の開発・普及を推進します。
　非特定汚染源による水質汚濁の実態を把握し、その
汚濁負荷の削減対策手法に関する調査を実施します。
また、湖沼の窒素・りん比率の変動による水生態系へ
の影響や利水障害を未然に防止するために、窒素・り
んの管理手法の確立に向けた検討を行います。さらに、
湖沼の汚濁機構解明のための調査・検討を行い、汚濁
機構等を踏まえた水質保全施策の検討を行います。
　また、雨天時に宅地や道路等の市街地から公共用水
域に流入する汚濁負荷を削減するための対策を引き続
き推進します。

（2）水環境の安全性の確保

　有害物質に係る排水規制や地下浸透規制等を的確に

実施するとともに、適正な廃棄物処理の推進を図りま
す。特に、事故等における迅速な対応を図るための制
度の検討を行います。また、水生生物の保全の観点か
ら設定された環境基準の達成及びその維持に必要な環
境管理施策についても、引き続き検討を進めます。
　水環境中へ排出される有害物質の種類は今後ますま
す増えていくことが予想され、それらの影響を未然か
つ迅速に防止するため、水環境中に含まれる多様な化
学物質の総体的な毒性を評価する手法について調査・
検討を行います。
　地下水に関しては、引き続き、汚染の未然防止に向
けた地下水保全施策のあり方について検討を行います。
さらに、硝酸性窒素による地下水汚染についても、総
合的な対策手法について検討します。
　農薬については農薬取締法に基づき、水質汚濁に係
る農薬登録保留基準と水産動植物の被害防止に係る農
薬登録保留基準について引き続き個別農薬ごとの基準
値を設定していきます。

　閉鎖性水域における水環境の保全を図るため、水濁
法等に基づく排水規制、下水道や浄化槽の整備等の各
種施策を総合的に実施します。また、富栄養化しやす
い湖沼及び閉鎖性海域を対象として、水濁法等に基づ
き、窒素・りんの排水規制を行うとともに、富栄養化
等の水質状況の把握を行います。
　湖沼については、湖沼水質保全特別措置法に基づく
湖沼水質保全計画の策定されている琵琶湖や霞ヶ浦等
11 湖沼について、同計画に基づき、各種規制措置の
ほか、下水道及び浄化槽の整備その他の事業を総合
的・計画的に推進します。
　東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海においては、化学的酸
素要求量（COD）、窒素及びりんを対象とした水質総
量削減対策を引き続き実施するとともに、次期総量削
減における規制基準の制定に向けた検討を行います。
瀬戸内海については、瀬戸内海環境保全特別措置法及
び「瀬戸内海環境保全基本計画」等に基づき、水質や
自然景観の保全等の諸施策を引き続き推進します。有
明海及び八代海については、有明海及び八代海を再生

するための特別措置に関する法律に基づき、また、平
成 18 年 12 月の有明海・八代海総合調査評価委員会報
告の提言を踏まえつつ、貧酸素水塊発生対策、底質改
善、生態系の回復、その他の当該海域の環境の保全及
び改善のための施策、水産資源の回復等による漁業の
振興のための施策等を引き続き推進します。このほか、
また、多様な魚介類等が生息し、人々がその恩恵を将
来にわたり享受できる自然の恵み豊かな豊穣の里海の
創生を推進します。さらに、海域の状況に応じた陸域・
海域が一体となった栄養塩類の円滑な循環を達成する
ための効率的かつ効果的な管理方策を明らかにし、地
域が一体となった、生物多様性に富み豊かで健全な海
域の構築に向けた取組を推進します。
　また、都市再生プロジェクト（第 3 次決定）「海の
再生」の実現に向けて、東京湾、大阪湾、伊勢湾及び
広島湾それぞれの再生行動計画に基づき、関係機関の
連携の下、陸域からの汚濁負荷の削減、海域における
環境改善、環境モニタリング等の各種施策を推進して
いきます。

3　閉鎖性水域における水環境の保全

4　環境保全上健全な水循環の確保

（1）水環境に親しむ基盤づくり

　住民が水辺環境に関心をもち、生活の中で水と人と
の関係を考えていくことができる基盤づくりや、自発
的に環境保全活動に参加できる環境づくりを行います。
また、住民が水辺環境に関心をもち、生活の中で水と

人との関係を考えていくことができる基盤づくりや、
自発的に環境保全活動に参加できる環境づくりの施策
を展開します。特に、多くの人が訪れ、地域のシンボ
ル及び憩いの場である都市域の水環境の再生や身近な
水辺空間の再生・創造により、住民による自発的な水
環境保全活動を支援します。
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　地域住民の参加を得て、全国の河川において水生生
物による簡易水質調査を推進するとともに、市民団体
と協働して、身近な水環境の一斉調査を実施します。
さらに、河川水質を、①人と河川の豊かなふれあいの
確保、②豊かな生態系の確保、③利用しやすい水質の
確保等の視点で総合的に分かりやすく評価する新しい
指標に基づき、全国で一般市民の参加を得て、調査を
実施します。
　また、雨水渠等の下水道施設や下水処理水を活用し
たせせらぎ水路等の水辺空間の再生・創出を推進しま
す。

（2）環境保全上健全な水循環の確保

　水質汚濁に係る環境基準の項目、基準値、水域類型
の指定及び見直しに関し、必要な調査検討を行います。
さらに、水環境保全施策が的確に機能していくよう、
最新の知見を踏まえ、水環境の目標や効果的な監視手
法等について検討を行います。また、流域別下水道整
備総合計画等水質保全に資する計画を策定し、効率的
な汚濁負荷削減施策を推進します。
　また、水質面のみならず、水量、水生生物、水辺地
を含めた総合的な取組を進めるため、引き続き水循環
に関する調査や施策の推進方策等についての検討を行
います。特に農業集落排水施設等の生活排水処理施設
整備事業を重点的に実施します。環境保全上健全な水

循環の確保については、流域単位での水循環計画策定
に向けた取組を推進・支援します。また、地域の湧水
を保全・復活させるため、地域特性に応じた具体的・
効果的な取組について検討を行います。
　「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」
では、健全な水循環系の構築に向けた施策の推進のた
め、引き続き情報や意見の交換及び施策相互の連携や
協力の推進を図ります。また、地域の地下水管理や保
全計画の支援のための「地下水管理手法」の検討や新
たな社会的ニーズに対応した「環境用水の確保方策」
の検討なども引き続き行います。
　河川、湖沼における自然浄化機能の維持・回復のた
め、水質、水生生物等の生息環境、水辺地植生等の保
全、水量の確保、都市域における水循環再生構想の策
定を行います。また、下水処理水等の効果的な利用や
雨水貯留浸透の推進、森林の適切な管理・保全や、自
然海岸、干潟、藻場、浅海域の適正な保全や人工干潟・
海浜の整備の推進等を通じ、環境保全上健全な水循環
の維持・回復を推進します。
　琵琶湖・淀川流域圏の再生計画に基づき、特定非営
利活動法人等の活動団体で構成する「琵琶湖・淀川流
域圏連携交流会」と関係行政機関で構成する「琵琶湖・
淀川流域圏再生推進協議会」とが連携し、琵琶湖・淀
川の生態系の保全・再生や健全な水循環系の構築等、
流域全体での一体的な取組を引き続き推進します。

5　水環境の効率的・効果的な監視等の推進

　全国の一級河川の主要な地点について水質監視を行
います。また、公共用水域の水質及び地下水質の適正

な監視が行われるよう、地方公共団体に対し技術的な
助言等を行います。

第4節　土壌環境の保全対策

1　市街地等の土壌汚染対策

　平成 21 年４月に改正した土壌汚染対策法を適切か
つ円滑に施行するため、土壌汚染の調査を実施する機
関における技術管理者向けの試験を実施するとともに、
調査や対策を実施する事業者向けガイドラインの見直
し等を実施します。
　また、前年度に引き続き、低コスト・低負荷型の調
査・対策技術の普及を促進するための調査、土壌汚染

に係るリスクコミュニケーションを推進するための調
査等を行います。さらに、土壌汚染対策基金等を通じ
て土壌汚染対策を行う者への財政的な支援を進めま
す。
　（ダイオキシン類による土壌汚染対策については、
第 4章参照。）
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第5節　地盤環境の保全対策

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づき、特
定有害物質及びその他の物質に関する知見の充実に努
めるとともに、カドミウムのリスク管理に係る国内外
の情勢変化を踏まえ、農用地土壌汚染対策地域の指定

が的確に行われるよう、指定要件等について検討しま
す。また、公害防除特別土地改良事業等による客土等
の土壌汚染の除去の取組を進めます。

2　農用地の土壌汚染対策

第5節　地盤環境の保全対策

　工業用水法及び建築物用地下水の採取の規制に関す
る法律に基づく地下水採取規制の適切な運用を図ると
ともに、工業用水法に基づく規制地域等における工業
用水道整備事業等による代替水源の確保及び供給につ
いて、国庫補助を行います。特に、地盤沈下防止等対
策要綱の対象地域である濃尾平野、筑後・佐賀平野及
び関東平野北部の 3地域については引き続き地域の実
情に応じた総合的な対策を推進します。
また、地盤が沈下している地域における被害を復旧す

るとともに、洪水、高潮等による災害に対処するため、
河川改修、内水排除施設整備、海岸保全施設整備及び
土地改良等の事業を実施します。
さらに、雨水浸透ますの設置等の事業を国庫補助事業
として実施します。
環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組として、
地下水の総合的な保全対策の検討及び地下水の総合的
管理方策についての検討を行います。
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第1節　循環型社会の形成に向けた法制度の施行について

（1）循環型社会形成推進基本法（循環型社会
基本法）

　循環型社会の形成に関する施策を総合的、計画的に
推進するため、平成 20 年 3 月に循環型社会基本法第
15 条に基づいて循環型社会基本計画を策定しました。
当該計画において示された、物質フロー指標に関する
目標及び取組指標に関する目標の達成や、持続可能な
社会の実現に向け循環型社会・低炭素社会や自然共生
社会と統合して、循環型社会の形成を国内外問わず実
現すること、地域循環圏の構築、充実させた指標のフ
ォローアップ、国際的な循環型社会の構築へ向けた取
組を総合的に進めます。
　また、廃棄物の焼却や埋立てに伴う温室効果ガスに
ついては、平成 20 年 3 月 28 日に改定された京都議定
書目標達成計画に基づき、その排出量の抑制を図りま
す。

（2）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃
棄物処理法）

　平成 13 年 5 月に環境大臣は「廃棄物の減量その他
その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推
進を図るための基本的な方針」（基本方針）を決定し
公表しています。その中では、まず、できる限り廃棄
物の排出を抑制し、次に、廃棄物となったものについ
ては不適正処理の防止その他の環境への負荷の低減に
配慮しつつ、再使用、再生利用、熱回収の順にできる
限り循環的な利用を行い、こうした排出抑制及び適正
な循環的利用を徹底した上で、なお適正な循環的利用
が行われないものについては、適正な処分を確保する
ことを基本とすること等を定めています。これにより
一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分量を平成 22 年
度までに平成 9年度のおおむね半分に削減することと
しています。
　また、廃棄物・リサイクル行政の目的が、これまで
の公衆衛生の向上や公害問題の解決に加えて循環型社
会の形成をも目指していることを踏まえ、今後、わが
国全体として、3Rに重点を置いた最適なリサイクル・
処理システムを構築していくこととし、平成 17 年 5

月に廃棄物処理法に基づく基本方針を改正しました。
一般廃棄物の処理については、この基本方針におい
て、一般廃棄物の処理に関する事業のコスト分析手法
や有料化の進め方並びに標準的な分別収集区分及び適
正な循環的利用や適正処分の考え方を示すことなどを
通じた技術的支援を国が行うべきとされています。そ
こで、国全体として 3R に重点を置いた最適なリサイ
クル・処理システムを構築していくための施策の一つ
として、平成 19 年 6 月に策定した一般廃棄物処理事
業に係るコスト分析の標準的手法を示す「一般廃棄物
会計基準」、有料化の進め方を示す「一般廃棄物処理
有料化の手引き」、一般廃棄物の標準的な分別収集区
分やエネルギー回収、最終処分等の処理の考え方を示
す「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃
棄物処理システムの指針」について策定し、市町村に
よる活用に向けた情報提供及び技術的支援を実施して
いきます。
　さらに、改定された「廃棄物処理施設整備計画」に
基づき、ごみの排出削減を前提とした施設整備を推進
しつつ、一般廃棄物処理における地球温暖化対策やス
トックマネジメントを実施していきます。
　廃棄物系バイオマスについては、分別手法、収集・
運搬を含めた利活用のシステム全体については有効な
手法をパターン化するため、有効であると考えられる
利活用の手法についてモデル地域における実証を行い、
廃棄物系バイオマスの大幅な利活用の促進を図りま
す。
　また、産業廃棄物処理施設のモデル的整備事業に対
する補助制度により、廃棄物処理センター等による産
業廃棄物処理施設の整備促進を図ります。
　最終処分場の確保が特に困難となっている大都市圏
のうち、近畿圏においては、大阪湾広域臨海環境整備
センターが行う広域処理場整備の促進及び埋立ての円
滑な実施を図ります。また、首都圏においては、必要
な広域処理場の確保に向けて、関係地方公共団体間に
働きかけを行います。
　製品が廃棄物となった場合における処理が市町村に
おいて困難となっているものとして廃棄物処理法に基
づき指定されている廃ゴムタイヤ等の一般廃棄物の処
理においては、消費者が新規製品を購入する際等にお

第1節　循環型社会の形成に向けた法制度の施行について
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いて販売店が廃棄物を引き取り、可能な範囲で市町村
以外のシステムで処理するなど、市町村の処理が適正
に行われることを補完するために製品の製造事業者等
が行う協力を必要に応じて求めるとともに、引き続き、
製造事業者等による広域的なリサイクルを進めます。
　産業廃棄物問題の根本的な解決に向け、国の役割を
強化し、産業廃棄物運搬車両への表示等による不法投
棄等の不適正処理事案の発生の未然防止や電子マニフ
ェストの普及促進等による廃棄物処理システムの透明
性の向上、優良で信頼できる産業廃棄物処理業者の育
成を昨年度に引き続き進めてまいります。
　なお、廃棄物処理法については、中央環境審議会の
廃棄物処理制度専門委員会報告書の提言を踏まえ、法
制度の見直し等、所要の措置を検討します。
　石綿を含む廃棄物等の円滑かつ安全な処理を促進す
るために、無害化処理認定制度により、石綿を含む廃
棄物の無害化処理を促進します。

（3）資源の有効な利用の促進に関する法律
（資源有効利用促進法）

　平成 13 年 4 月に施行された「資源の有効な利用の
促進に関する法律」（資源有効利用促進法）や産業構
造審議会廃棄物処理・リサイクルガイドラインにおい
ては、従来進めてきた取組に加え、産業構造審議会に
おいて平成 20 年 1 月に取りまとめられた報告書に基
づいて、世界最高水準の省資源社会の実現を図るため、
一部のレアメタル等各種資源の投入量のさらなる低減
施策に取り組み、わが国産業の競争力の維持・強化等
を図ります。
　具体的には、サプライチェーンを構成する企業チー
ムの連携による副産物リデュースや環境配慮設計の導
入に対し、専門家チームによる診断、改善、指導等を
実施しています。平成 20 年度は 20 件、平成 21 年度
は 30 件の企業チームを選定し、優良事例の創出を図
りました。平成 22 年度も同事業を実施し、省資源型
のものづくりの取組を推進します。
　また、平成 20 年度から、3R配慮型製品の市場を確
保するため、製造事業者による 3R に関する製品設計・
製造の取組状況を、消費者に対して正確に、分かりや
すく伝えるための評価手法・仕組みの検討を行ってい
ます。平成22年度も引き続き検討を行ってまいります。

（4）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促
進等に関する法律（容器包装リサイクル法）

　改正後の容器包装リサイクル法に基づき、容器包装
廃棄物の排出抑制を促進するため、容器包装廃棄物排
出抑制推進員（愛称：3R 推進マイスター）を活用し
た消費者へのさらなる普及啓発や、小売業に属する事
業を行う者（指定容器包装利用事業者）に対して義務
付けられた容器包装廃棄物の排出抑制促進措置を着実

に実施し、容器包装の使用合理化を図ります。

（5）特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）

　同法施行令の改正により追加された対象機器（液
晶・プラズマテレビ、衣類乾燥機）も含めて、引き続
き、使用済家電の適正なリサイクルを進めていきます。
また、世界的にもブラウン管テレビの生産・需要が急
速に減少するとともに、国内では、地上デジタルテレ
ビ放送への移行に伴う薄型テレビへの買換によりブラ
ウン管テレビの排出が急速に進んでいる中、ブラウン
管ガラスカレットの今後のリサイクル・適正処理に係
る技術的課題の検討を実施します。あわせて、家電リ
サイクル法ルート以外のルートにおける処理の状況な
どの使用済家電のフローについて把握し、使用済家電
の流通実態・処理実態の透明化を推進します。

（6）建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律（建設リサイクル法）

　建設リサイクル法については、改正した省令に基づ
き分別解体等の徹底を図るとともに、基本方針を改正
して、建設廃棄物の再資源化等を促進します。
　また、建設工事関係者間の連携強化、分別解体、再
資源化の促進に向けて建設リサイクルに関する普及啓
発等を図っていきます。
　さらに、「建設リサイクル推進計画 2008」に基づく
施策の着実な実施等の必要な措置を講じる予定です。

（7）食品循環資源の再生利用等の促進に関す
る法律（食品リサイクル法）

　食品リサイクル法に基づき、食品廃棄物等の発生量
が一定規模以上の食品関連事業者に対する定期報告の
義務付け等指導監督の強化、新たな再生利用事業計画
認定制度を通じた再生利用等の円滑な取組等を推進し
ます。
　また、食品循環資源の再生利用等の推進を図るため、
新たな食品リサイクル制度の普及啓発、食品廃棄物を
含むバイオマス利活用を図ろうとする地域に対する施
設整備の支援等を通じた食品循環資源の再生利用の促
進等を実施します。

（8）使用済自動車の再資源化等に関する法律
（自動車リサイクル法）

　自動車リサイクル法については、中央環境審議会・
産業構造審議会の合同会合において、平成 22 年１月
にまとめられた「自動車リサイクル制度の施行状況の
評価・検討に関する報告書」をもとに、必要な措置を
講ずる予定です。
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　また、制度の円滑な施行に向けて、引き続き関係事
業者や自動車所有者等に対して制度の周知を図ってま
いります。
　さらに、使用済自動車の引取りに支障が生じている
離島市町村や、使用済自動車等の不法投棄に対して行
政代執行の措置を行う都道府県等からの協力要請に対
して、引き続き支援事業を行います。

（9）国等による環境物品等の調達の推進等に
関する法律（グリーン購入法）

　国等の各機関では、グリーン購入法に基づく基本方
針に即して毎年度環境物品等の調達方針を作成・公表
し、これに基づいて環境物品等の調達の推進を図りま
す。
　地方公共団体におけるグリーン購入の取組を促すた
め、地方公共団体を対象としたグリーン購入に関する
アンケート調査や、基本方針の変更についての説明会
等を行うとともに、地方公共団体向けグリーン購入取
組ガイドラインを用いた普及啓発に努めます。
　さらに、幅広い主体による環境物品等の購入を推進
するため、購入者が製品やサービスに関連する適切な
環境情報を入手できる「商品環境情報提供システム」
を継続して運用していくとともに、環境物品等に関す
る情報提供体制のあり方についてのガイドラインの普
及・啓発を行います。
　廃棄物の発生の少ない製品やリサイクル可能な製品
など、環境への負荷の少ない製品の積極的な購入を進
めるため、グリーン購入に率先して取り組む企業、行
政、消費者団体等各主体が連携した組織として発足し
たグリーン購入ネットワークの活動を積極的に支援し、
全国各地において開催するグリーン購入セミナーを通
じて、グリーン購入の促進を図っていきます。

（10） ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理
の推進に関する特別措置法（PCB特措法）

　日本環境安全事業株式会社による PCB 廃棄物の処
理については、北九州事業、豊田事業、東京事業、大
阪事業及び北海道事業の進捗を図ることにより、全国
の PCB 廃棄物を法律に定める処理期限である平成 28
年 7 月までに、一掃できるよう努力することとしてい
ます。
　さらに、国は処理費用負担能力の小さい中小企業者
が保管している PCBを使用した高圧トランス・高圧
コンデンサ及び汚染物等の処理に係る負担を軽減する
ために設置している PCB 廃棄物処理基金を造成する
ための予算措置を引き続き行います。
　微量 PCB 汚染廃電気機器等の処理については、廃

棄物処理法における無害化処理に係る特例制度の対象
に微量 PCB 汚染廃電気機器等を追加するなどの関係
省令・告示改正を平成 21 年 11 月に行ったところであ
り、今後は、微量 PCB 汚染廃電気機器等及び微量の
PCB を含むほかの廃棄物について、既存の廃棄物処
理施設による実証試験を引き続き実施するとともに、
絶縁油中の PCB の濃度を短時間にかつ低廉な費用で
測定できる方法を検討するなど、効率的かつ確実な処
理を進めるために必要な施策を展開していきます。

（11） 特定産業廃棄物に起因する支障の除去
等に関する特別措置法（産廃特措法）

　特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特
別措置法（平成 15 年法律第 98 号。以下「産廃特措法」
という。）に基づき、平成 9 年の改正廃棄物処理法の
施行（平成 10 年 6 月 17 日）前に、廃棄物処理法に定
める処理基準に違反して不適正に処分された産業廃棄
物（特定産業廃棄物）に起因する生活環境保全上の支
障の除去等の事業について、すでに大臣同意が済んで
いる事案については、引き続き事業の計画的かつ着実
な推進を図るとともに、今後同法に基づく支障除去等
事業の対象となり得る事案については、都道府県等か
らの相談等に対して、適切に助言等を行っていきます。

（12） 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材
料としての利用の促進に関する法律（農
林漁業バイオ燃料法）

　農林漁業に由来するバイオマスのバイオ燃料向け利
用の促進を図り、国産バイオ燃料の生産拡大を推進す
るため、「農林漁業バイオ燃料法」が平成 20 年 10 月
に施行されました。
　本法に基づき、農林漁業者やバイオ燃料製造業者が
連携して原料生産からバイオ燃料（エタノール、木質
ペレット等）製造までを行う「生産製造連携事業」及
びバイオ燃料の製造の高度化等に向けた研究開発を行
う「研究開発事業」に係る計画を国が認定し、新設し
たバイオ燃料製造施設に係る固定資産税の軽減（平成
24 年 3 月 31 日新設分まで）、農林漁業者に対する改
良資金等の償還期間の延長、新品種の育成に対する登
録料の減免等の支援措置を実施します。

（13）バイオマス活用推進基本法

　平成 21 年 6 月に公布され、平成 21 年 9 月に施行さ
れた「バイオマス活用推進基本法」に基づき、バイオ
マス活用推進会議等における議論を踏まえ、バイオマ
ス推進基本計画の策定をすることとしています。
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（1）財政措置等

　循環型社会基本法では、政府は、循環型社会の形成
に関する施策を実施するために必要な財政上の措置等
を講じることとしています。国の各府省の予算のうち、
「循環型社会」の形成を推進するための経費は、平成
22 年度当初予算額で約 2,427 億 4,251 万円（うち、下
水道事業費補助等約 465 億 6,538 万円）となっていま
す（表 3-2-1）。
　さらに、石綿の発生及び飛散の防止、適正な処理等
のために必要な設備資金等に係る低利施策を引き続き
講じます。
　また、廃棄物処理施設に係る課税標準の特例措置及
び石綿含有廃棄物の処理施設に係る特例措置等、廃棄
物のリサイクルや適正処理の推進のための税制上の優
遇措置を引き続き講じます。

（2）循環型社会ビジネスの振興

　事業者が、再生資源の利用率目標の達成及び再生資
源の新規用途の開発などの、個別品目の状況に応じた
再生利用能力の向上を図ることを促進します。また、
再生資源やリサイクル製品は、初めて使用される資源
やこれによる製品に比べて割高になりがちであること
も踏まえつつ、信頼性を確保し、国、地方公共団体、
事業者、国民すべての主体がリサイクル製品を積極的
に利用することなどにより、リサイクル製品の利用・

市場の育成等を推進します。
　また、循環型社会の形成の礎となる産業廃棄物処理
業の優良化を推進するため、処理業者の優良性の判断
に係る評価制度の円滑な実施を図るとともに、中小企
業を含めた事業者における環境報告書や環境会計の作
成・公表、地域コミュニティビジネスの育成等を図り
ます。

（3）経済的手法の活用

　多くの人の日常的な活動によって引き起こされてい
る廃棄物問題については、大規模な発生源や行為の規
制を中心とする従来の規制的手法による対応では限界
がある面もあります。このため、その対策に当たって
は、規制的手法、経済的手法、自主的取組などの多様
な政策手段を組み合わせ、適切な活用を図っていくこ
とが必要です。
　そのため、各分野の施策策に関する報告第 3 章第 3
節（2）のイに示したように、有料化に伴うさまざま
な問題に関する考え方や、有料化の検討の進め方など
について取りまとめたガイドラインを通じて有料化を
行う市町村を支援していきます。
　また、引き続き、ごみ（一般廃棄物）処理手数料の
徴収状況等、経済的手法の導入実態の把握を行います。

（百万円）
平成22年度 平成21年度

242,743 （760,882）
　国内における取組 242,248 （760,449）
１．循環型社会、低炭素社会、自然共生社会を統合した持続可能な社会に向けた展開 99,498 （131,538）
　・循環型社会、低炭素社会の統合的な取組の推進
　・循環型社会、自然共生社会の統合的な取組の推進
２．地域循環圏を踏まえた循環型社会づくり 3,671 （10,306）
３．一人ひとりのライフスタイルの変革 758 （936）
４．循環型社会ビジネスの振興 1,035 （1,129）
５．循環資源の適正な利用・処分に向けた仕組みの充実 134,253 （612,957）
６．３Ｒの技術とシステムの高度化 488 （290）
７．循環型社会形成に関連した情報の的確な把握・提供と人材育成 2,545 （3,292）

　海外との関係における資源循環 495 （433）
１．循環資源の国際的な動き 209 （175）
２．東アジア循環圏等国際的な循環型社会の構築に向けたわが国の貢献 285 （258）
　・わが国の制度・技術・経験の国際展開
　・東アジア全体などでの資源循環の実現
　・アジア３Ｒ研究・情報ネットワークと共通ルールの構築
　・国際的な資源生産性の向上に向けたわが国の貢献

資料：環境省

表3-2-1　主な循環型社会形成推進基本法関係予算
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第2節　循環型社会を形成する基盤整備

（4）教育及び学習の振興、広報活動の充実、
民間活動の支援及び人材の育成

　国民に対し 3R推進に対する理解と協力を求めるた
め、関係府省（内閣府、財務省、文部科学省、厚生労
働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）
連携の下、毎年 10 月を「リデュース・リユース・リ
サイクル（3R）推進月間」と定め、引き続き、広く
国民に向けて普及啓発活動を実施します。また、3R
推進月間の事業の一環として、3R の推進に貢献して
いる個人、グループ、学校及び特に貢献の認められる
事業所等を表彰する「リデュース・リユース・リサイ
クル推進功労者表彰」（リデュース・リユース・リサ
イクル推進協議会主催）の開催を引き続き後援します。
また、NGO・NPO 等の民間団体、事業者等が地方公
共団体等と連携して行うリデュース、リユースを中心
とする循環型社会に向けた取組であって、先駆的・独
創的かつほかの地域に適用可能な一般性を有する事業
について、アイディアを公募して、実証事業として引
き続き実施し、その情報提供を図ります。
　文部科学省では、引き続き新しい環境教育のあり方
に関する調査研究を実施、全国環境学習フェアや環境
教育担当教員講習会の開催、環境のための地球学習観
測プログラム（GLOBE）モデル校の指定を行います。
また、文部科学省と環境省の連携・協力の下、環境教
育リーダー研修基礎講座の実施などを引き続き行いま
す。
　経済産業省では、平成 20 年度に引き続き、普及啓
発用DVD「レッツゴー3R」等の貸出等を実施します。
また、容器包装リサイクル教材等 3R 教育に資する教
材の地域における学習拠点への設置や貸出も引き続き
実施します。

（5）調査の実施・科学技術の振興

　廃棄物に係る諸問題の解決とともに循環型社会の構
築を推進するため、科学技術基本計画の下策定された
環境分野の推進戦略に基づき、競争的資金を活用し広
く課題を募集し、研究事業及び技術開発事業を実施し
ます。
　循環型社会形成推進科学研究費において、研究事業
については、「3R 推進のための研究」、「廃棄物系バイ
オマス利活用推進のための研究」、「循環型社会構築を
目指した社会科学的複合研究」、「有害廃棄物に関する
安全・安心のための廃棄物管理技術に関する研究」、「漂
流・漂着ごみ問題解決に関する研究」を重点テーマと
するとともに、「レアメタル回収技術特別枠」を設け
社会的・政策的必要性に応じた循環型社会形成推進に
係る研究を推進します。また、地域における循環型社
会の推進を目指した、地方公共団体の行政施策と連携
した、地域の独自性・特性を活かした課題については、
新たに「地域連携型研究枠」として研究を推進してい

きます。
　技術開発事業については、「3R・エネルギー回収の
高度化技術」、「アスベスト等、有害廃棄物の無害化処
理等に関する技術開発」、「漂流・漂着ごみ問題解決に
関する技術開発」を重点テーマとし、実用性、経済性
が見込まれる次世代を担う循環型社会形成推進に係る
技術の開発を図ります。
　公害防止等試験研究費においては、「循環型社会に
資する新たな埋立類型の構築」など 5課題の試験研究
を実施します。
　また、建設廃棄物、特に混合廃棄物を構成する各種
資材を主対象として、建築物の解体工事等に伴う廃棄
物の発生抑制から収集・集積、加工・処理、流通及び
再生資材の活用までの各段階が連携し、効果的に資源
循環を推進するための技術体系並びにその普及基盤の
開発を行います。また、3R に配慮した、製品の長寿
命化やリサイクルが簡単な製品の設計・製造技術の開
発として、「元素戦略／希少金属代替材料開発プロジ
ェクト」、「革新的構造材料を用いた新構造システム建
築物研究開発」及び「希少金属等高効率回収システム
開発」等の事業を推進していきます。研究開発に係る
イノベーションプログラムの一つである「環境安心イ
ノベーションプログラム」において、資源制約を克服
し、環境と調和した持続的な経済・社会の実現と、安
全・安心な国民生活を実現するため、革新的な技術の
開発を行います。
　国立環境研究所では、第 2期中期計画（計画期間：
平成 18 年度から 22 年度）に掲げられた重点研究プロ
グラムの一つである「循環型社会研究プログラム」に
おいて、近未来に実現すべき循環型社会の具体的な姿
を描き、適切な廃棄物管理と資源の循環的利用の下で、
そこへ向かう社会の仕組みや技術システムを提示する
ための研究を進めます。
　また、農林水産省においては、木質系廃棄物、家畜
排せつ物、廃食用油等の有機性資源について、バイオ
マスとして利活用を促進するため、低コスト・高効率
なバイオ燃料生産技術、バイオマスをマテリアル利用
するための技術の開発に取り組むとともに、バイオマ
スの地域特性に応じて、燃料利用とマテリアル利用を
総合的に行うバイオマス利用モデルの構築等の取組を
引き続き推進します。

（6）施設整備

　平成 17 年度に廃棄物の 3R を推進するための目標
を設定して広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイク
ル施設の整備を推進する「循環型社会形成推進交付金
制度」を創設し、地域における循環型社会づくりのた
めの社会資本整備を加速させることとしたところです。
また、廃棄物分野においても温暖化対策を一層推進す
るため、交付金制度の改善、強化を図ります。
　具体的には、一般廃棄物処理施設の稼働に必要なエ
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ネルギーの消費に伴い排出される CO2 が一定以上削
減される基幹的設備の改良に対して新たに交付率 1/3
の支援を行います。その際、高効率なごみ発電設備等
の導入により、より多くの CO2 が削減されるものに
ついては、交付率を 1/2 とする積極的な支援を行いま
す。また、漂流・漂着ごみの円滑な処理を図るための
施設の整備に対して支援を行います。
　浄化槽においては、省エネ型浄化槽の推進など、先
駆的な事例となる浄化槽整備の取組について、助成率
の引上げなどを行い、支援の拡充を図っていきます。
また、効率的・計画的に汚水処理施設を整備するため
の、市町村による積極的な浄化槽整備区域設定への取
組に対して支援を行います。
　また、畜産業において発生する家畜排せつ物等につ
いては、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進
に関する法律（家畜排せつ物法）等に基づき、適正な
管理を徹底するとともに、地域における有効利用を促
進し、効率的かつ環境保全上適切に循環するシステム
を形成するための施設整備等を推進します。再資源化
施設に関しては、建設廃棄物等の再資源化を促進する
ため、再資源化施設の稼働状況等に関する情報交換シ
ステムの運用を推し進めていくとともに、再資源化施
設の立地について、その適正な立地誘導等が図られる
よう必要な施策について検討を進めていきます。
　地域における資源循環型経済社会構築の実現に向け
て、引き続き「エコタウン事業」を推進していきます。
水産物の加工流通過程における排水処理の高度化及び
水産加工残さ等のリサイクルの促進に必要な施設整備
を推進します。港湾における廃棄物埋立護岸について、
東京湾等において整備を行います。
　このほか、資源のリサイクルを促進するため、首都
圏の建設発生土を全国の港湾建設資源として広域的に
有効利用するプロジェクト（いわゆるスーパーフェニ
ックス）として、平成 21 年度には広島港において建
設発生土の受入を実施します。最終処分場の確保が特
に困難となっている大都市圏のうち、近畿圏において
は、大阪湾広域臨海環境整備センターが行う広域処理
場（廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、排水処理施設
等）の整備促進及び埋立ての円滑な実施を図ります。
また、首都圏をはじめその他の地域において、広域処
理場の確保が必要となった際に、関係地方公共団体間
に適切な働きかけを講じられるよう、次期広域処理場
のあり方についての検討を実施します。

（7）不法投棄等の未然防止・拡大防止及び残
存事案対策

　不法投棄等の未然防止・拡大防止対策としては、廃
棄物処理法の厳格な適用を図るとともに、引き続き、
5 月 30 日から 6 月 5 日までを「全国ごみ不法投棄監
視ウィーク」として設定し、国と都道府県等とが連携
して、普及啓発活動を通じて不法投棄等の撲滅に向け

た取組を一斉に実施します。また、IT の活用、不法
投棄等に関する情報を国民から直接受け付ける不法投
棄ホットラインの設置及び現地調査や関係法令等に精
通した専門家の派遣による都道府県等での行為者等の
責任追及の支援等を行います。さらに、平成22年度は、
衛星画像を活用した未然防止・拡大防止対策のより詳
細なモデル事業を実施し、不法投棄等の撲滅に向けて
さらなる推進を図ります。
　残存事案対策としては、引き続き、すべての残存事
案への今後の対応のあり方や、産廃特措法の延長も含
め、生活環境保全上の支障等がある事案に対する今後
の財政的支援のあり方について、検討を進めていきま
す。

（8）その他の政府の取組

　廃棄物の焼却や埋立てに伴う温室効果ガスについて
は、平成 20 年 3 月に改定された京都議定書目標達成
計画に基づき、その発生量の抑制を図ります。
　具体的には、廃棄物等の発生抑制・再使用・再生利
用の推進によって廃棄物焼却量や直接埋立量の抑制を
図ります。また、化石系資源の使用量の抑制を図るた
め、廃棄物発電施設や、有機性廃棄物からのメタン回
収を高い効率で行う施設に対し補助するなど、廃棄物
の焼却に伴って生じる排熱を有効に活用する廃棄物発
電・熱利用やバイオマスエネルギーの活用を推進して
いきます。
　主に民間の廃棄物処理事業者が行う地球温暖化対策
に資する高効率の廃棄物発電、廃棄物熱供給施設や廃
棄物燃料製造施設等の整備を促進させるため、廃棄物
処理施設における温暖化対策事業により当該設備の整
備に必要な費用に対して支援を行っていきます。
　さらに、白煙防止装置の停止など廃棄物処理施設の
運転・維持管理手法の改善を通じた温暖化対策に資す
る取組をモデル事業として取り上げ、その成果等を普
及し、廃棄物分野における温室効果ガス削減の取組を
支援します。木くずなど有機性廃棄物の最終処分場へ
の直接埋立については、温暖化効果の高いメタンを発
生することから、できるだけ早期に廃止し、地域の特
性に応じて、適切に再生利用等を行っていく必要があ
ります。
　地域における資源循環型経済社会構築の実現に向け
て、ゼロ・エミッション構想推進を目的とした全国
26 か所の「エコタウン事業」認定地域を核に、資源
循環の広域リサイクルチェーン構築に向けた取組への
支援等を行います。木材の循環利用を促進するために
は、建設廃棄木材等の廃棄物系の木質資源のうち未利
用となっている資源の再使用・再資源化が必要であり、
これらの未利用となっている資源の有効活用を図るた
め、木質複合材料等の開発を行います。また、接着剤
により接着された木質系材料は木質部と接着剤の分離
が困難であることから、廃棄段階において簡易に分
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離・剥離する接着・分離技術を開発することにより再
使用・再生利用・再資源化を促進します。また、循環
型社会の形成等の観点を踏まえ、加工時のエネルギー
消費量が少なく、再生産可能な資源としての特性を有
する木材の利用を推進してまいります。下水道事業に
おいて発生する汚泥は、産業廃棄物の総発生量の約
18％を占め、下水道の普及に伴いその発生量は年々増
加している一方、下水汚泥を受け入れている最終処分
場の残余年数は依然として非常に厳しい状況にあり、
今後さらなる汚泥の減量化、再生利用に加え、地球温
暖化対策の推進も踏まえたエネルギー利用が必要とな
っています。このような状況を踏まえ、下水汚泥資源
化施設の整備の支援、下水道資源の循環利用に係る計
画策定の推進、下水汚泥再生利用・エネルギー利用に
係る技術開発の促進・普及啓発などに取り組んでいき
ます。
「2009 年の船舶の安全かつ環境上適正な再生利用のた
めの香港国際条約（仮称）」（シップリサイクル条約）
の施行を支援するため、わが国主導の下、各種ガイド
ライン作成を行います。
　国内においては、世界に先駆け、環境に配慮した先
進国型のシップリサイクルシステムを構築するため、
船舶解体の実証実験、環境影響・事業性評価、新技術
手法の調査研究を実施するなどの取組を行います。
　使用済み FRP 船の処理については、平成 20 年度か
ら全国において ( 社 ) 日本舟艇工業会が「FRP 船リサ
イクルシステム」の本格運用を開始したため、今後と
もリサイクル処理の必要性及び FRP 船リサイクルシ
ステムの周知啓発等をおこなうことにより、FRP 船
のリサイクル処理の普及促進に取り組んでいきます。
　日本工業標準調査会（JISC）は環境配慮製品の普
及のため、平成 14 年 4 月に策定した「環境 JISの策
定促進のアクションプログラム」に基づき、3R・環
境配慮設計・地球温暖化対策・有害物質対策・環境汚
染対策に資する規格の制定・改正に取り組みます。ま
た、環境負荷の低減、環境情報の提供、JIS の活用等
を念頭におき、消費者等利害関係者からの意見を反映
し、規格の制定・改正を行い、JIS に対する信頼感に
答えていきます。さらに、平成19年7月に策定した「国
際標準化アクションプラン」に基づき、わが国のすぐ
れた環境技術を国際提案し、国際標準化活動に取り組
みます。平成 17 年 9 月に設置された中部圏ゴミゼロ
型都市推進協議会では、廃棄物の減量化目標の達成、
3R の推進、廃棄物処理・リサイクル施設の整備を内
容とする中長期計画を策定します。首都圏ゴミゼロ型
都市推進協議会では、平成 19 年 1 月に取りまとめた
第二期中長期計画を踏まえ、それらの推進状況につい
てフォローアップを行います。また、京阪神圏ゴミゼ
ロ型都市推進協議会では、平成 15 年 3 月の取りまと
めを踏まえ、それらの進捗状況についてフォローアッ
プを行います。地球温暖化の防止、循環型社会の形成、
競争力のある新たな戦略的産業の育成、農林漁業・農

山漁村の活性化の観点から、バイオマスを総合的かつ
効率的に最大限利活用し、持続的に発展可能な社会「バ
イオマス・ニッポン」を早期に実現することが重要で
す。このため、「バイオマス・ニッポン総合戦略」（平
成 18 年 3 月閣議決定）に基づき、バイオマスタウン
構想の策定支援、新技術等を活用したバイオマス利活
用施設の整備に対する支援等を実施し、バイオマスの
利活用の加速化を図ります。（農林水産省）また、平
成 21 年 9 月に施行された、「バイオマス活用推進基本
法」に基づき、バイオマス活用推進基本計画を策定す
ることとしています。
　特に、国産バイオ燃料については、平成 19 年 2 月
に総理報告した「国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に
向けた工程表」に基づき関係府省が協力して取組を推
進します。具体的には農林漁業バイオ燃料法に基づき、
国の認定を受けた生産製造連携事業計画にしたがって
新設されたバイオ燃料製造設備に係る固定資産税の軽
減措置による支援（平成24年3月31日新設分まで）や、
バイオ燃料の原料供給から製造、流通まで一体となっ
た取組を行います。また、食料供給と両立できる稲わ
ら等のソフトセルロース系原料の収集・運搬からバイ
オ燃料の製造・利用までの技術を確立する取組を行う
とともに、バイオ燃料向け資源作物の開発や資源作物
全体から高効率にエタノールを生産する技術開発等を
進めます。
　なお、バイオ燃料の基準策定に係る国際的な動きに
ついても、わが国の立場が適切に反映されるよう対応
します。このほか、地域のバイオマスを効率的に利活
用するバイオマスタウンを 22 年度までに 300 地区程
度で構想を策定することを目指し、バイオマスタウン
構築の加速化を推進します。また、加工時のエネルギ
ー消費量が少ない地域材の利用等を推進するとともに、
建設廃棄木材等の廃棄物系の木質資源のうち未利用と
なっている資源の再使用・再資源化を図るため、木質
複合材料等の開発を行います。さらに、家畜排せつ物
等有機性資源のたい肥化や再生可能エネルギーとして
の利活用などによる循環的利用の促進等を推進します。
また、農業集落排水事業において、発生する汚泥の有
機肥料等へのリサイクルを推進します。このほか、水
産系副産物である貝殻の再資源化により資源の循環的
利用を推進します。静脈物流の拠点となる港湾を総合
静脈物流拠点港（リサイクルポート）に指定し、広域
的なリサイクル関連施設の臨海部への立地を推進する
とともに、循環資源の収集・輸送・処理の総合的な静
脈物流拠点を形成し、ネットワーク化を図ります。ま
た、効率的な国際静脈物流システムの構築に向けた検
討も推進していきます。地方公共団体は、循環型社会
の形成に関するさまざまな施策を策定・実施する主体
です。その施策は当該区域の自然的社会的条件を踏ま
えて実施されるものであることから、国は、地方公共
団体が実施する施策の適切さを確保するために、地方
公共団体が施策を実施する際に参考となる基準・指針



386

第3章　循環型社会の形成平成22年度

の設定等、地方公共団体を支援する措置を講じていき
ます。
　また、地方公共団体が循環型社会の形成に関する施
策を講ずるために必要な費用について、交付金、地方
公共団体への融資等、必要な財政措置を講じることと
しています。
　そのほか経済産業省及び環境省は、適正かつ効果的
なレアメタル（希少金属）のリサイクルシステムの構

築を目指すべく、引き続き「使用済小型家電からのレ
アメタルの回収及び適正処理に関する研究会」を開催
し、全国でモデル事業を行いながら、効率的・効果的
な回収方法の検討を行うとともに、回収された使用済
小型家電に係るレアメタルの含有実態の把握や、使用
済小型家電のリサイクルに係る有害性の評価及び適正
処理等についての検討等を行います。

第3節　国際的な循環型社会の構築

ア　有害廃棄物の適正管理

　有害廃棄物等の不適正な輸出入を防止するため、引
き続き、地方環境事務所による立ち入り検査等の現場
対応を進め、都道府県や税関等との連携を図ることに
より監視の強化に努めます。
　また、「有害廃棄物の不法輸出入防止に関するアジ
アネットワーク」等による情報交換を引き続き行い、
特にアジア各国との連携を推進します。さらに、バー
ゼル条約事務局と連携し、アジア太平洋地域における
E-waste及び使用済みコンピュータ機器の環境上適正
な管理に向けた財政的・技術的支援を行います。

イ　「アジア3R推進フォーラム」等を活用した
3Rの国際的推進

　2009 年（平成 21 年）11 月に設立された「アジア
3R推進フォーラム」を活用することにより、アジア

各国政府、国際機関、援助機関等さまざまな主体の国
際連携を促進し、各国のニーズに応じたわが国の 3R
技術・システムの提供をより有機的に行います。また、
OECDにおける資源生産性向上に係る取組や、UNEP
「持続可能な資源管理に関する国際パネル」における
資源利用に伴う環境影響に関する科学的知見の取りま
とめ等 UNEP や OECD 等の場における国際共同研究
　を引き続き支援していきます。

ウ　し尿処理システムの国際普及の推進

　国連ミレニアム目標に掲げられた、衛生的なトイレ
を使用できない 26 億人の人口を半減させるという国
際的な衛生問題の解決のために、水の安全保障研究会
において示されたわが国の貢献として、浄化槽やし尿
処理施設などの日本のし尿処理システムの国際普及を
図ります。
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第2節　化学物質の環境リスクの管理

　化学物質の環境中での残留実態を把握し、環境汚染
の早期発見及び対策の立案・評価等に活用することを

目的として、一般環境中の化学物質環境実態の調査を
引き続き実施していきます。

1　化学物質の環境中の残留実態の把握の推進

第1節　化学物質の環境リスク評価

第4章
化学物質の環境リスクの評価・管理

2　化学物質の環境リスク評価の推進

　化学物質の利用拡大に伴う環境問題に対して的確か
つ迅速に対応するとともに、環境汚染の未然防止を図
るため、環境リスクの管理のための施策の基礎となる
環境リスクの評価を行うための体制を整備し、推進し

ます。なお、環境リスクの評価に当たっては、化学物
質の内分泌かく乱作用や複合影響、高感受性や高濃度
ばく露集団への影響といった観点も有害性評価に含め
た上での実施に向けて取り組みます。

第2節　化学物質の環境リスクの管理

1　化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく取組

　平成 21 年 5 月に改正された化学物質の審査及び製
造等の規制に関する法律（昭和 48 年法律第 117 号。
以下「化学物質審査規制法」という。）に基づく審査・
規制制度を適正かつ着実に運用するとともに、これま
で規制の対象としていた「環境中で分解しにくい化学
物質」に加え、「環境中で分解しやすい化学物質」に
ついても対象とする。また、平成 23 年度から化学物
質の製造・輸入を行う事業者に毎年度その数量の届出
を義務づけるとともに、必要に応じて有害性情報の提

出を求めること等により、安全性評価を着実に実施し、
わが国における厳格な化学物質管理をより一層推進す
るため、化学物質の安全性に関する試験・評価方法の
確立等の整備を行います。また、官民連携既存化学物
質安全性情報収集・発信プログラム（通称：Japan チ
ャレンジプログラム）を通じて収集した情報について
は、国が評価を進めるとともに、引き続き国民に対し
分かりやすく発信します。

2　 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づ
く取組

　特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の
改善の促進に関する法律（平成 11 年法律第 86 号。「化
学物質排出把握管理促進法」という。）に基づく
PRTR 制度については、地方公共団体と連携しつつ、
届出データの集計・公表、個別事業所データの公表及

び開示、届出対象外の排出源からの排出量の推計・公
表等、同制度を引き続き円滑に運用していきます。ま
た、対象物質の見直し等を内容とする化学物質排出把
握管理促進法に基づく政令の一部改正や届出事項の追
加や二次元コードの採用等を内容とする同法に基づく
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省令の一部改正に関する内容の周知・徹底や、届出・
推計データの多面的利用の検討等を実施し、必要な措
置を講じます。
　MSDS（化学物質等安全データシート）制度につい

ては、事業者がMSDS の適切な交付・提供を行うよう、
政令改正に伴う対象物質の変更も含め、引き続き周知
を図ります。

3　ダイオキシン類問題への取組

（1）ダイオキシン法の施行

　平成 17 年に変更した国の削減計画等に基づき、特
定施設に対する規制措置の徹底等を図るとともに、環
境中のダイオキシン類の存在状況を常時的確に把握し、
環境基準及び規制基準の設定・見直し等の的確な実施
を図るため、都道府県等が行う常時監視結果の取りま
とめ・公表を引き続き行います。
　一般国民が立ち入ることができ、かつ土壌環境基準
を超過した地域に対し、対策地域の指定、対策計画の
策定等の必要な措置が早急に講じられるよう、都道府
県等に助言します。また、対策計画に基づき都道府県
等が実施するダイオキシン類による土壌の汚染の除去
等の対策について、都道府県等が負担する経費への助
成、汚染土壌の浄化技術を確立するための調査等を引
き続き実施します。
　このほか、臭素系ダイオキシン類についても、リス
ク評価実施に向けその毒性やばく露実態に関する知見
の収集・整理を行います。さらに、大気、水質等の環
境中濃度や、ダイオキシン類を排出する可能性のある
施設からの排出実態を把握します。

（2）その他の取組

　ダイオキシン類の各種環境媒体や食物を通じたばく

露等に関する最新の情報を収集し、ダイオキシン法に
基づく耐容一日摂取量をはじめとした各種基準等に係
る科学的知見の一層の充実を図ります。
　排出インベントリーの更新を行う等、施策の効果を
把握するとともに、いまだ明らかになっていない発生
源からの排出実態や発生源と環境中の濃度との関連等
についての新たな科学的知見をさらに充実させ、必要
な対策について検討します。
　ダイオキシン類の環境測定を伴う請負調査について、
測定に係る精度管理を推進するため、受注資格審査を
行います。また、ダイオキシン類の測定及び分析技術
の向上を図るため、地方公共団体の公的検査機関の技
術者に対する研修を進めます。
　環境、生物、人体等におけるダイオキシン類の汚染
状況等について、関係府省の連携の下で実態把握を行
います。
　ダイオキシン類の継続的な発生抑制のため、廃棄物
等の減量化やリサイクル対策を推進するとともに、廃
棄物処理の適正なあり方について一層の充実を図るた
め、必要な措置を講じていきます。
　国民に対して、ダイオキシン問題についての理解と
協力を得るため、調査研究や技術開発の成果を公開す
る等、関係府省が協力して各種取組を進めます。

4　農薬のリスク対策

　農薬取締法に基づき、農薬登録保留基準及び農薬を
使用する者が遵守すべき基準等について適宜設定等を
行うとともに、必要な基礎的知見の集積を図り、農薬
登録保留基準の充実に向け更なる検討を進めます。特
に、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準及
び水質汚濁に係る農薬登録保留基準について、引き続

き個別農薬ごとの基準値の設定を行います。
　また、特定農薬の指定の検討及び農薬使用基準の遵
守状況の確認を行っていきます。
　さらに、農薬による陸域生態リスクの評価手法の確
立、農薬の環境中への残留実態調査等各種調査研究を
行います。

第3節　小児環境保健への取組

　化学物質のばく露が生活環境及び胎児期から小児期
にわたる子どもの発育に与える影響について、国内外
で大きな関心を集めています。環境リスク（化学物質、
生活環境等）が子どもの発育に与える影響を明らかに

するために、子どもの健康と環境に関する全国調査（エ
コチル調査）を実施します。エコチル調査は、子ども
を胎児期から 13 歳に達するまで追いかける出生コホ
ート（追跡）調査であり、平成 22 年度から参加者の
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第6節　国内における毒ガス弾等に係る対策

　化学物質やその環境リスクに関する市民、産業、行
政等関係者の共通の理解を促進するリスクコミュニケ
ーションの推進を図るため、「PRTR データを読み解
くための市民ガイドブック」、「化学物質ファクトシー
ト」及び「化学物質時事解説シート」の作成・配布、
ホームページによるこれらの内容の公表や、内分泌か
く乱作用、PRTR データ等に関する最新情報の提供及

び e- ラーニング機能の提供等を通じ、化学物質の環
境リスクやリスクコミュニケーションに関する情報の
整備に努めるとともに化学物質のリスクコミュニケー
ションの場の提供を行います。また、化学物質アドバ
イザー派遣・育成事業の充実を図り、対話を推進しま
す。

第4節　化学物質に関するリスクコミュニケーション

第5節　国際的動向と日本の取組

　平成 18 年 2 月に採択された国際的な化学物質管理
のための戦略的アプローチ（SAICM）について、国
内対応の検討を進めるとともに、アジア太平洋地域の
対応にも積極的に貢献します。残留性有機汚染物質に
関するストックホルム条約（以下「POPs 条約」とい
う。）については、国内実施計画に基づく措置や新た
に条約の対象物質として追加された物質に対する措置
を着実に講ずるとともに、東アジア POPsモニタリ
ングワークショップの開催等により国際協力に貢献し
ます。国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及
び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手
続に関するロッテルダム条約（PIC 条約）については、
引き続き着実に履行します。化学品の分類及び表示に
関する世界調和システム（GHS）については、利用
促進及び普及啓発を図ります。
　国連環境計画（UNEP）等において地球規模での汚
染防止対策が検討されている水銀、鉛、カドミウム等

の有害金属については、引き続き、環境モニタリング
等の調査研究を進めるとともに、水銀管理に関する条
約等についての国際的な議論に積極的に貢献します。
経済協力開発機構（OECD）における環境保健安全プ
ログラムについては、化学物質安全性試験手法の開発
の推進や、OECD 加盟各国で大量に生産されている
化学物質（HPV 化学物質）に係る安全性点検プログ
ラムに対応した安全性点検・評価を加速するとともに、
工業ナノ材料作業部会の活動にも、積極的に貢献しま
す。
　欧州（EU）において段階的に施行されている
REACHをはじめとした諸外国の化学物質規制に関す
る情報を収集し、国民や産業界等に向けて発信します。
また、「日中韓における化学物質管理に関する政策ダ
イアローグ」を定期的に開催する等、日中韓三か国に
おける化学物質管理の連携・協力を推進します。

第6節　国内における毒ガス弾等に係る対策

　茨城県神栖市については、地下水モニタリングを継
続するとともに、コンクリート様の塊の撤去を行った
地点の周辺において、高濃度の有機ヒ素化合物に汚染
された地下水に係る対策を引き続き推進します。また、
緊急措置事業を引き続き実施するとともに、ジフェニ
ルアルシン酸等の健康に関する調査研究を実施しま
す。
　神奈川県寒川町、平塚市及び千葉県習志野の事案に
ついては、土地改変時の安全確保のための注意事項を
示した土地改変指針に基づき、毒ガス弾等による被害
を防ぐ対策を実施します。

　また、平塚市については、引き続き地下水のモニタ
リングを実施し適切な環境管理を行います。
　毒ガス弾の可能性がある砲弾が発見・回収された千
葉市の事案について、掘削確認調査により回収された
毒ガス弾の可能性がある砲弾等について、適切な処理
方法の検討を行います。
　環境省毒ガス情報センターにおいては、関係省庁及
び地方公共団体の協力を得ながら、継続的に情報収集
を行い、集約した情報や一般的な留意事項をパンフレ
ットやホームページ等を通じて周知を図ります。

募集を開始する予定です。
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第１節　生物多様性を社会に浸透させる取組（生物多様性の主流化）

（1）生物多様性の普及広報

　生物多様性の認知度を高めるため、「コミュニケー
ションワード」や「国民の行動リスト」の活用、「地
球いきもの応援団」の活動等により、生物多様性に関
する広報・参画を効果的に推進します。
　国際生物多様性の日（5 月 22 日）に記念行事を開
催するとともに、生物多様性の日を記念する行事の実
施を幅広く促します。また、生物多様性条約事務局が
呼びかけている、「グリーンウェイブ」について、「グ
リーンウェイブ 2010」として、広くこの活動への参
加を呼びかけていきます。
　2010 年（平成 22 年）は国連が定める国際生物多様
性年に当たることから、国際生物多様性年国内委員会
を中心に、生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）
名誉大使、地球いきもの応援団等と連携しつつ、幅広
い主体の参加を得ながら、記念行事等を開催するとと
もに、多様な主体に対しても、記念行事の開催を促し
ます。また、COP10 議長国として、国際的なクロー
ジングイベント（閉年行事）を、石川県、金沢市等と
連携して開催します。

（2）地方公共団体、企業、NGOなど多様な主
体の参画と連携

　地方公共団体による生物多様性地域戦略の策定につ
いては、生物多様性国家戦略 2010 で掲げた目標であ
る「COP11（2012 年）までにすべての都道府県が地
域戦略の策定に着手していること」を達成するため、
「生物多様性地域戦略策定の手引き」の活用を促すと
ともに、地方公共団体による地域戦略の策定に向けた
取組を支援していきます。
　企業等については、事業者が生物多様性に配慮して
活動することを宣言する仕組みなど、生物多様性に配
慮した取組に対する事業者のインセンティブを高める
ための枠組みについて検討します。特に、経済界、
NGO 等と連携し、民間企業等の参画を促す方策につ
いて検討・実施していきます。
　地域における生物多様性の保全・再生活動を促進す
るため、「地域生物多様性保全活動支援事業」を実施し、
多様な主体による生物多様性の保全・再生の活動や計
画策定の取組を支援します。
　ナショナル・トラスト活動については、その一層の
促進のため、引き続き税制優遇措置、普及啓発等を実
施します。

第1節　生物多様性を社会に浸透させる取組（生物多様性の主流化）

第5章
生物多様性の保全及び持続可能な利用

1　普及広報と国民参画

2　自然とのふれあい

（1）自然とのふれあい活動

　「みどりの月間」（4 月 15 日～5 月 14 日）、「自然に
親しむ運動」（7月 21 日～8 月 20 日）、「全国・自然歩
道を歩こう月間」（10 月）等を通じて、自然観察会等
自然とふれあうための各種活動を実施します。また、
「平成 22 年度自然公園ふれあい全国大会」を霧島屋久
国立公園において平成 22 年 11 月に開催します。
　国立・国定公園の利用の適正化のため、自然公園指
導員の研修を実施するとともに、利用者指導の充実を

図ります。また、地方環境事務所等においてパークボ
ランティアの養成や活動に対する支援を行います。
　自然体験プログラムの開発や子どもたちに自然保護
官の業務を体験してもらうなど、自然環境の大切さな
どを学ぶ機会を提供することで、自然と人との共生に
ついて子どもたちをはじめ関係者の理解を深める事業
を展開します。
　国有林野においては、森林教室、体験セミナー等を
通じて、森林とのふれあいを楽しみながら理解を深め
る森林ふれあい推進事業等を実施します。また、学校
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等による体験学習活動の場である「遊々の森」や、国
民による自主的な森林づくり活動の場である「ふれあ
いの森」などの設定・活用を図り、国民参加の森林づ
くりを推進します。
　国営公園においては、良好な自然環境や歴史的資源
を活かし、自然観察会やプロジェクト・ワイルド等、
多様な環境教育プログラムを提供します。

（2）エコツーリズム

　グリーン・ツーリズムとの連携など地域の創意工夫
を生かしたエコツーリズムを通じた地域活性化支援、
エコツーリズムによる資源利用の適正化、エコツーリ
ズムの実態調査・解析・伝播事業を行います。また、
各地の全体構想の認定や地元協議会への参画・助言等、
エコツーリズム推進法（平成 19 年法律第 105 号）に
基づき取り組む地域への支援等を総合的に実施しま
す。

（3）自然とのふれあいの場の提供

ア　国立・国定公園等における取組

　国立公園の保護及び利用上重要な公園事業を環境省
の直轄事業とし、利用拠点である集団施設地区におけ
る直轄施設の温室効果ガス排出削減やユニバーサルデ
ザイン化、国民保養温泉地における自然にふれあうた
めの施設、利用者が集中する地域における生態系への
影響を軽減しつつ、適正かつ質の高い利用を推進する
ための施設等を重点的に整備していきます。
　地方公共団体が行う国定公園及び長距離自然歩道の
整備に、自然環境整備交付金を交付し、その整備を支
援します。

イ　森林における取組

　保健保安林等を対象として防災機能、環境保全機能

等の高度発揮を図るための整備を実施するとともに、
国民が自然に親しめる森林環境の整備を支援します。
また、森林環境教育、林業体験学習の場となる森林・
施設の整備等を推進します。さらに、森林総合利用施
設等において、年齢や障害の有無にかかわらず多様な
利用方法の選択肢を提供するユニバーサルデザイン手
法の普及を図ります。
　国有林野においては、自然休養林等のレクリエーシ
ョンの森において、民間活力をいかしつつ利用者のニ
ーズに対応した森林及び施設の整備等を行います。ま
た、国有林野を活用した森林環境教育の一層の推進を
図るため、農山漁村における体験活動とも連携し、フ
ィールドの整備及び学習・体験プログラムの作成を実
施します。

（4）都市と農山漁村の交流

　全国の小学校における農山漁村での宿泊体験活動
「子ども農山漁村交流プロジェクト」を一層推進し、
子どもの豊かな心を育むとともに、自然の恩恵などを
理解する機会の促進を図ります。
　地域資源を活用した交流拠点の整備、都市と農村の
多様な主体が参加した取組等を総合的に推進し、グリ
ーン・ツーリズムの普及を進め、農山漁村地域の豊か
な自然とのふれあい等を通じて自然環境に対する理解
の増進を図ります。

（5）温泉の保護及び安全・適正利用

　温泉法（昭和 23 年法律第 125 号）の運用に当たり、
温泉源の保護、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天
然ガスによる災害の防止及び温泉の適正かつ効率的な
利用の増進を図るため都道府県等に対し適切な助言を
行います。

3　教育・学習

　第 6章第 7 節 1 を参照。
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第2節　地域における人と自然の関係を再構築する取組

2　野生鳥獣の保護管理

（1）科学的・計画的な保護管理

　「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基
本的な指針」に基づき、鳥獣保護区の指定、被害防止
のための捕獲及びその体制の整備、違法捕獲の防止等
の対策を総合的に推進します。
　鳥獣保護管理の担い手を育成及び確保するため、鳥
獣保護管理に係る人材登録事業を実施するほか、狩猟
者等を対象とした研修事業を行うとともに、都道府県
等と連携し、地域における人材育成事業の取組を支援
します。
　特定鳥獣保護管理計画（以下「特定計画」という。）
の技術研修会を開催し、都道府県における特定計画作
成を促します。関東地域、中部近畿地域におけるカワ
ウ、白山奥美濃地域のツキノワグマ及び関東山地のニ
ホンジカの保護管理については、広域協議会を開催し
関係者間の情報の共有を行うとともに、関東カワウ協
議会においては一斉追い払い等の事業を引き続き実施

します。
　適切な狩猟が鳥獣の個体数管理に果たす効果等にか
んがみ、都道府県及び関係狩猟者団体に対し、事故及
び違法行為の防止を徹底し、適正な狩猟を推進するた
めの助言を行います。
　出水平野に集中的に飛来するナベヅル、マナヅルの
保護対策として、生息環境の保全、整備を実施すると
ともに、越冬地の分散を図るための地域活動の推進、
普及啓発等の事業を実施します。また、渡り鳥の生息
状況等に関する調査として、鳥類観測ステーションに
おける鳥類標識調査、ガンカモ類の生息調査等を実施
します。
　ラムサール条約湿地に登録されている国指定濤沸湖
鳥獣保護区において、水鳥・湿地センター（仮称）の
整備を推進します。
　鳥獣の生息環境が悪化した鳥獣保護区の生息地の保
護及び整備を図るため、浜頓別クッチャロ湖（北海道）、
宮島沼（北海道）、片野鴨池（石川県）、漫湖（沖縄県）

第2節　地域における人と自然の関係を再構築する取組

1　絶滅のおそれのある種の保存

（1）レッドリスト

　レッドリストについては、平成24年度までを目途に、
それぞれの種の最新の生息状況や絶滅確率などを踏ま
え、掲載種のランクの変更や削除、新たな種の追加な
ど、内容の見直しを進めます。

（2）希少野生動植物種の保存

　絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する
法律（平成 4 年法律第 75 号。以下「種の保存法」と
いう。）に基づき、希少野生動植物種を指定し、個体
の捕獲・譲渡し等の規制、器官・加工品の譲渡し等の
規制を引き続き実施します。国内希少野生動植物種に
ついては、生息・生育状況を把握するための現状調査
や、生息地等保護区の指定を推進し、生息・生育環境
の保護管理を行うとともに、種の保存法に基づく保護
増殖事業計画に基づき、野生生物保護センター等を中
心として、トキ、ツシマヤマネコ、アホウドリ、ミヤ
コタナゴ等の生息環境の改善・整備や繁殖の促進のた
めの事業を推進します。また、国内希少野生動植物種
に指定された種について、順次、保護増殖事業計画を
策定します。さらに、野生生物保護センター等におい
て絶滅のおそれのある野生生物の保護増殖事業等を推

進します。佐渡島においては、平成 22 年 3 月に佐渡
トキ保護センターの野生復帰のための順化訓練施設に
おいて、トキがテンに襲われる事故が発生したことか
ら、施設の改善や管理体制の充実に努めます。また、
今後ともトキの野生復帰に向けて野生順化訓練と放鳥
に関する事業を継続するとともに、環境省、農林水産
省、国土交通省の連携調査結果を踏まえ、餌資源の確
保や営巣木、ねぐら木になる松林の保全を進めます。
サシバ等の希少な猛禽類については、保護方策の調
査・検討を行います。
　また、種の保存法の施行状況を評価し、その結果を
踏まえ、必要な対策を講じます。

（3）生息域外保全

　動物園、水族館及び植物園など関係者との連携を深
めるとともに、「絶滅のおそれのある野生動植物種の
生息域外保全に関する基本方針」に沿って生息域外保
全の取組を推進します。
　生息域外保全における野生復帰においては、生息域
内の個体群や生態系の遺伝的攪乱等の悪影響を与える
おそれもあることから、体系的な野生復帰のあり方に
ついて検討します。
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に加え、新たに谷津（千葉県）、浜甲子園（兵庫県）
において保全事業を実施します。
　野生生物保護についての普及啓発を推進するため、
愛鳥週間行事の一環として石川県金沢市において「全
国野鳥保護のつどい」を開催するほか、小中学校及び
高等学校等を対象として野生生物保護の実践活動を発
表する「全国野生生物保護実績発表大会」等を開催し
ます。

（2）鳥獣被害対策

　防護柵等の被害防止施設の設置、効果的な被害防止
システムの整備、捕獲した鳥獣の利用のためのマニュ
アルの作成等の対策を推進するとともに、鳥獣との共
存にも配慮した多様で健全な森林の整備・保全等を実
施します。
　農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等に係
る被害が深刻な状況の中、鳥獣による農林水産業等に
係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成

19 年法律第 134 号）に基づき市町村が作成する被害
防止計画により、生息環境管理、被害防除、個体数調
整の地域一体で取り組む対策を総合的に支援し、鳥獣
被害対策の体制整備等を推進します。
　近年、トドによる漁業被害が増大しており、トドの
資源に悪影響を及ぼすことなく、漁業被害を防ぐため
の対策として、被害を受ける刺網等の強度強化を促進
します。

（3）鳥インフルエンザ対策

　「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る都
道府県鳥獣行政担当部局等の対応技術マニュアル」に
基づき、高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況
調査を全国で実施し、結果を公表します。また、平成
17 年度から行っている人工衛星を使った渡り鳥の飛
来経路に関する調査を継続するとともに、国指定鳥獣
保護区への渡り鳥の飛来状況についてホームページ等
を通じて情報提供を行います。

3　外来種等への対応

（1）外来種対策

　特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関
する法律（平成 16 年法律第 78 号）に基づく特定外来
生物の輸入、飼養等の規制を引き続き実施します。ま
た、同法施行後 5年を経過することから、法の施行状
況について検討し、必要に応じて所要の措置を講じま
す。さらに、外来種の適正な飼育に係る呼びかけ、ホ
ームページ（http://www.env.go.jp/nature/intro/）
等での普及啓発を引き続き推進します。

（2）遺伝子組換え生物への対応

　カルタヘナ議定書を締結するための国内制度として
定められた遺伝子組換え生物等の使用等の規制による
生物の多様性の確保に関する法律（平成 15 年法律第
97 号。以下「カルタヘナ法」という。）に基づき、法施
行 5年後の施行状況の検討結果も踏まえ、遺伝子組換
え生物等の使用等の規制に関する措置を講じ、生物の
多様性の確保を図ります。また、日本版バイオセーフ
ティクリアリングハウス（http://www.bch.biodic.
go.jp/）を通じて、法律の枠組みや承認された遺伝子組
換え生物に関する情報提供を行うほか、遺伝子組換え
ナタネの生物多様性への影響監視調査などを行います。

4　動物の愛護と適正な管理

（1）動物の愛護と適正な管理

　動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための
基本的な指針に基づき、引き続き犬ねこの引取り数の
半減を目指し、適正飼養に関する普及啓発、収容動物
の返還・譲渡促進の支援等を進めます。同じく基本指
針に基づき犬ねこの所有明示の実施率の倍増に向け、
マイクロチップ装着に対する理解の促進のため、マイ
クロチップに関する普及啓発、装着に関するモデル事
業等を実施していきます。また、基本指針に基づく取
組及びその実施状況の評価等を行うとともに、現行の

動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第
105 号）の施行から 5 年を目途に行うこととされてい
る法の見直しに向けた調査・検討を進めていきます。
 ペットフードの安全性の確保においては、引き続き、
ペットフードによる健康被害等について関係機関にお
ける情報共有を図り、連絡会議の開催等により連携体
制を整備していきます。また、犬ねこ以外のペットフ
ードについても安全・健康保持のために飼い主が「や
ってはいけないこと」と「やるべきこと」をまとめた
ガイドラインを作成するとともに、法の対象を犬ねこ
以外にも拡大する必要性の検討を行います。
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第３節　森・里・川・海のつながりを確保する取組

第3節　森・里・川・海のつながりを確保する取組

　全国、広域圈、都道府県、市町村などさまざまな空
間レベルにおける生態系ネットワーク形成を促進する
ための計画手法や実現手法などについて検討を進めま
す。
　国有林においては、森林生態系の核となる保護林相
互を連結する「緑の回廊」の設定等を推進するととも
に、生態系に配慮した施業やモニタリング調査等を実

施することにより、必要に応じて民有林とも連携しつ
つ、より広範で効果的な森林生態系保全の取組を推進
します。また、渓畔林等の保護樹帯の設定を積極的に
推進することにより、上流域から下流域までの森林の
連続性を確保し、森林生態系のネットワーク形成を推
進します。

1　生態系ネットワーク

2　重要地域の保全

（1）自然環境保全地域

　原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域につい
ては、平成 21 年に改正された自然環境保全法（昭和
47 年法律第 85 号）を受け、生態系の現況調査や評価
等を行った上で必要な対策を検討するなど、適正な保
全管理の充実を図ります。

（2）自然公園

ア　自然公園法改正に伴う施策の推進

　平成 21 年に改正された自然公園法（昭和 32 年法律
第 161 号）の着実な実施を図るため、以下の施策を重
点的に進めます。

イ　自然公園の指定、公園区域及び公園計画の見
直し

　社会条件等の変化に対応するため、公園区域及び公
園計画の全般的な見直し（再検討）を行います。また、
再検討が終了した公園については、おおむね 5年ごと
に公園区域及び公園計画の点検を行います。特に海域
については、平成 21 年の自然公園法の改正により新
たに設けられた海域公園地区の新規指定を進めます。
国定公園については、都道府県から申出のある地域に
ついて検討を行い、見直し等の作業を進めます。
　国立・国定公園では、自然環境や社会状況、風景評
価の多様化などの変化、生物多様性の保全に寄与する
観点を踏まえ、平成 23 年度までを目途に国立・国定
公園の選定基準について検討を行うとともに、すべて
の国立・国定公園の指定状況について全国的な見地か
ら見直しを進めます。

5　遺伝資源等の持続可能な利用

（1）遺伝資源の利用と保存

　農林水産分野では、農業生物資源ジーンバンク事業
などにより、関係機関が連携して、動植物、微生物、
DNA、林木、水産生物などの国内外の遺伝資源の収集、
保存、評価等を行っており、植物遺伝資源 24 万点を
はじめ、世界有数のジーンバンクとして利用者への配
布・情報提供を行います。また海外から研究者を受け
入れ、遺伝資源の保護と利用のための研修を行います。

（2）微生物資源の利用と保存

　独立行政法人製品評価技術基盤機構を通じた資源保

有国との国際的取組の実施などにより、資源保有国へ
の技術移転、わが国の企業への海外の微生物資源の利
用機会の提供などを引き続き行います。
　わが国の微生物などに関する中核的な生物遺伝資源
機関である独立行政法人製品評価技術基盤機構生物遺
伝資源センターで、生物遺伝資源の収集、保存などを
行うとともに、これらの資源に関する情報（分類、塩
基配列、遺伝子機能などに関する情報）を整備し、生
物遺伝資源とあわせた提供を引き続き行います。

（3）バイオマス資源の利用

　第 2部第 3 章第 4 節（8）を参照。
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ウ　自然公園の管理の充実

　平成 21 年の自然公園法の改正により、新たに創設
された生態系維持回復事業制度について、事業計画の
策定を進めます。また、事業計画を策定した地域にお
いては、計画に基づき生態系の適切な維持・回復を進
めます。
　自然公園法に基づく許可、認可等を適正に運用する
とともに、国立公園管理計画の定期的な見直しを行い、
国立公園の適正な保護及び利用の推進を図ります。ま
た、利用者に対する質の高い国立公園サービスの提供
を目指し、関係者による協議会の設置や運営計画の策
定等により、協働型管理運営体制の構築を目指します。
あわせて、地域密着型の公園管理を行う NPO 等の公
園管理団体の指定及び風景地保護協定の締結を推進し、
管理体制の強化を推進します。
　すぐれた自然環境を保全していくため、引き続き民
有地買上げの推進を図ります。また、専門的な知識を
持ったアクティブ・レンジャーを全国に配置して、現
場管理の充実に努めます。
　国立公園等民間活用特定自然環境保全活動（グリー
ンワーカー）事業では、登山道の補修や清掃作業、サ
ンゴ礁の保護対策、野生生物の保護、外来生物の駆除、
湿地等の植生保全などを引き続き推進します。
　荒廃した登山道の整備、周辺の植生を復元するため
の対策及びシカの食害等から貴重な植生を保護するた
めの対策を推進します。釧路湿原、サロベツ原野等に
おいては、自然再生の取組を引き続き推進します。

エ　自然公園における適正な利用の推進

　自然とのふれあいを推進するため、自然観察会等の
活動を実施するとともに、自然公園指導員の研修によ
る利用者指導の充実やパークボランティアの養成や活
動に対する支援を行います。
　国立公園の主な利用地域については、関係地方公共
団体の協力の下に清掃活動を実施します。また、「自
然公園クリーンデー」等の各種行事を実施し、美化活
動の普及に努めます。
　国立公園等の山岳地域等における環境浄化及び安全
対策を図るため、山小屋事業者等によるし尿・排水処
理施設等の整備の経費の一部を補助し、自然環境の保
全と利用環境の改善を推進します。

（3）鳥獣保護区

　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成

14 年法律第 88 号）に基づき、国際的又は全国的な鳥
獣の保護の見地から重要な区域について、国指定鳥獣
保護区に指定し、保護を図ります。

（4）生息地等保護区

　種の保存法に基づき、国内希少野生動植物種の生
息・生育地として重要な地域である生息地等保護区の
指定を進め、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保
存を図ります。

（5）名勝（自然的なもの）・天然記念物

　文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）に基づき、
日本の峡谷、海浜等の名勝地で観賞上価値の高いもの
を名勝（自然的なもの）に、動植物、地質鉱物等で学
術上価値の高いものを天然記念物に指定し、保護を図
ります。

（6）保護林・保安林

　わが国の森林のうち、すぐれた自然環境の保全を含
む公益的機能の発揮のため特に必要な森林を保安林と
して計画的に指定し、適正な管理を行います。また、
国有林野のうち、自然環境の維持、動植物の保護、遺
伝資源の保存等を図る上で重要な役割を果たしている
森林については「森林と人との共生林」に区分し、自
然環境の保全を第一とした管理経営を行います。特に
原生的な天然林や貴重な野生動植物の生息・生育地等
については、保護林として積極的に指定するなどその
拡充を図るとともに、モニタリング調査等により状況
を的確に把握し、必要に応じて植生の回復等の措置を
講ずるなど適切な保全・管理を推進します。

（7）景観の保全

　景観の保全に関しては、自然公園法によってすぐれ
た自然の風景地を保護するほか、景観法に基づく景観
行政団体による景観計画の策定を推進します。また、
人と自然の関わりの中でつくり出されてきた文化的景
観のうち、特に重要なものを文化財保護法に基づき重
要文化的景観に選定し、その保存と活用に努めます。
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第３節　森・里・川・海のつながりを確保する取組

5　里地里山・田園地域

（1）里地里山

　里地里山の保全・活用に向けた取組をさらに全国へ
と展開していくために、「里地里山保全・活用行動計
画（仮称）」策定のための検討を進めます。これに加
えて、参考となる里地里山の特徴的な取組を情報発信
し、ほかの地域への取組の波及を図ります。また、都
市住民等のボランティア活動への参加を促進するため、
ホームページ等により活動場所や専門家の紹介等を行
うとともに、研修会等を開催し里地里山の保全・活用
に向けた活動の継続・促進のための助言等の支援を行
います。
　特別緑地保全地区等に含まれる里地里山については、
土地所有者と地方公共団体等とが管理協定を締結し、
持続的に管理を行うとともに市民に公開するなどの取
組を引き続き推進します。

（2）田園地域

　農業農村整備事業においては、環境との調和への配
慮の基本方針に基づき事業を実施するとともに、生態
系の保全に配慮しながら生活環境の整備等を総合的に
行う事業等に助成し、農業の有する多面的機能の発揮
や魅力ある田園空間の形成を促進します。また、農村
地域の生物や生息環境の情報を調査・地理情報化し、
生態系に配慮した水田や水路等の整備手法を構築する
など、生物多様性を確保するための取組を進めます。
さらに、地域の生態系を代表する種を「保全対象種」

として示し、農家や地域住民の理解を得ながら生物多
様性保全の視点を取り入れた基盤整備を推進します。
　農林水産省と環境省が連携・協力して、「田んぼの
生きもの調査」を引き続き実施するとともに、河川か
ら水田、水路、ため池、集落等を結ぶ水と生態系のネ
ットワークとして「水の回廊」を整備します。生物多
様性保全に取り組む活動団体間の交流及び情報共有を
図るとともに、活動団体間の全国ネットワークの形成
を支援するほか、「田園自然再生活動コンクール」を
実施します。
　棚田における農業生産活動により生ずる国土の保全、
水源のかん養等の多面的機能を持続的に発揮していく
ため、棚田等の保全・利活用活動を推進するほか、農
村景観や環境を良好に整備・管理していくために、地
域住民、地元企業、地方公共団体等が一体となって身
近な環境を見直し、自ら改善していく地域の環境改善
活動（グラウンドワーク）の推進を図るための事業を
行います。さらに、地域の創意と工夫をより生かした「農
山漁村活性化プロジェクト支援交付金」により、自然
再生の視点に基づく環境創造型の整備を推進します。
　持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法
律（平成 11 年法律第 110 号）に基づき、土づくりと
化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組
む農業者（エコファーマー）の育生等を推進するとと
もに、有機農業の推進に関する法律（平成 18 年法律
第 112 号）に基づく有機農業の推進に関する基本的な
方針に即し、産地の販売企画力、生産技術力強化、販
路拡大、栽培技術の体系化の取組等を支援します。

　自然再生推進法（平成 14 年法律第 148 号）の円滑
な運用を図るため、民間からの相談に適切に対応する
ための基本的情報基盤の整備、地域における専門家ネ
ットワークの形成及び自然再生に関する情報の収集・
提供、ワークショップの開催等による自然再生協議会
の設立・技術的課題解決への支援など、地域の自主的
な自然再生の取組が継続されるような体制づくりを推

進します。 
　自然再生事業については、河川・湿原・干潟・藻場・
里地里山・森林などさまざまな環境を対象に全国で取
り組まれるよう、関係省庁が連携し着実に推進します。
あわせて、自然再生を通じた自然環境学習の推進を図
ります。

3　自然再生の推進

4　農林水産業

　「農林水産省生物多様性戦略」（平成 19 年 7 月）に
基づき、①田園地域・里地里山の保全（環境保全型農
業の推進、生物多様性に配慮した生産基盤整備の推進
等）、②森林の保全（適切な間伐等）、③里海・海洋の
保全（藻場・干潟の保全活動への支援等）など生物多
様性保全をより重視した農林水産施策を推進します。

　これらの関連施策を効果的に推進するため、農林水
産業と生物多様性の関係を定量的に計る指標の開発を
進めるほか、生物多様性のモニタリングや営農条件等
の事例収集を通じ、食料生産と生物多様性保全を両立
させる水田農業の取組の全国的な拡大を図ります。
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（1）緑地、水辺の保全・再生・創出・管理

　都市における緑地を保全するため、都市緑地法に基
づく特別緑地保全地区等の指定を推進するとともに、
地方公共団体及び緑地管理機構による土地の買入れ等
を引き続き推進します。また、首都圏近郊緑地保全法
（昭和 41 年法律第 101 号）及び近畿圏の保全区域の整
備に関する法律（昭和 42 年法律第 103 号）に基づき
近郊緑地の保全を図ります。さらに、緑が不足してい
る市街地等において、緑化地域制度や緑化施設整備計
画認定制度等の活用により建築物の敷地内の空地や屋
上等の民有地における緑化を図るとともに、市民緑地
の指定や緑地協定の締結を引き続き推進します。加え
て、風致に富むまちづくり推進の観点から、風致地区
指定の推進を引き続き図ります。
　都市緑化の推進に当たっては、「春季における都市
緑化推進運動」期間（4月～6 月）、「都市緑化月間」（10
月）を中心に、その普及啓発にかかる各種活動を実施
するほか、「緑の相談所（都市緑化植物園）」の設置等、

取組の推進を図ります。
　都市における多様な生物の生息・生育地となるせせ
らぎ水路の整備や下水処理水の再利用等による水辺の
保全・再生・創出を図ります。

（2）都市公園の整備

　都市における緑とオープンスペースを確保し、水と
緑が豊かで美しい都市生活空間等の形成を実現するた
め、都市公園の整備、緑地の保全、民有緑地の公開に
必要な施設整備を支援する「都市公園等事業」を実施
します。

（3）国民公園及び戦没者墓苑

　国民公園（皇居外苑、京都御苑、新宿御苑）及び千
鳥ケ淵戦没者墓苑を広く国民の利用に供するため、引
き続き施設の改修、園内の清掃、芝生・樹木の手入れ
等を行います。

7　都市

6　森林

　森林の多面的機能を持続的に発揮させるため、重視
すべき機能に応じた森林の区分である「水土保全林」、
「森林と人との共生林」、「資源の循環利用林」ごとに
多様な森林づくりを推進するとともに、自然環境の保
全など森林の公益的機能の発揮及び森林の保全を確保
するため、保安林制度・林地開発許可制度等の適正な
運用を図ります。また、森林でのさまざまな体験活動
を通じて森林の持つ多面的機能等に対する国民の理解
を促進する森林環境教育や、市民やボランティア団体
等による里山林の保全・利用活動など、森林の多様な
利用及びこれらに対応した整備を推進します。 
　治山事業においては、豊かな環境づくりや周辺の生
態系に配慮しつつ、荒廃山地の復旧整備、機能の低い
森林の整備等を計画的に推進します。また、特に自然
環境のすぐれた地域等において、自然環境の保全・改
善効果の高い工法等の開発普及等を図る森林土木効率
化等技術開発モデル事業を実施します。 
　松くい虫等の病害虫や野生鳥獣による森林の被害対
策の総合的な実施、林野火災予防対策や森林保全推進
員による森林パトロールの実施、啓発活動等を推進し
ます。
　企業、森林ボランティア活動等広範な主体による森
林づくり活動、緑化行事の実施、身近な森林や樹木の
適切な保全・管理のための技術開発等の支援を推進し、

国民参加の森林づくりを進めます。 
　「森林資源モニタリング調査」を引き続き実施する
とともに、時系列的なデータを用いた解析手法の開発
を行います。これらの結果は、モントリオール・プロ
セスの下で作成するわが国の第 2回国別森林レポート
に反映させます。 
　COP10 の日本開催等を契機として、生物多様性国
家戦略 2010 や平成 21 年 7 月に取りまとめられた「森
林における生物多様性の保全及び持続可能な利用の推
進方策」に基づき、森林生態系の調査のほか、森林の
保護・管理技術の開発など、森林における生物多様性
の保全及び持続可能な利用に向けた施策を推進すると
ともに、わが国における森林の生物多様性保全に係わ
る取組を国内外に発信します。
　国有林野においては、育成複層林・天然生林施業の
推進、広葉樹林の積極的な造成等を図るなど、自然環
境の維持・形成に配慮した多様な森林施業を推進しま
す。また、すぐれた自然環境を有する森林の保全・管
理や国有林野を活用して民間団体等が行う自然再生活
動を積極的に推進します。さらに、野生鳥獣との棲み
分け、共存を可能にする地域づくりに取り組むため、
地域等と連携し、野生鳥獣の生息環境の整備と個体数
管理等の総合的な対策を実施します。
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8　河川・湿原

（1）河川の保全・再生

　河川やダム湖等における生物の生息・生育状況の調
査を行う「河川水辺の国勢調査」を実施し、結果を河
川環境データベース（http://www3.river.go.jp/IDC/
index.html）として公表します。また、世界最大規模
の実験河川を有する自然共生研究センターにおいて、
河川や湖沼の自然環境保全・復元のための研究を進め
ます。加えて、生態学的な観点より河川を理解し、川
のあるべき姿を探るために、河川生態学術研究を進め
ます。
　河川整備に当たっては、必要とされる治水上の安全
性を確保しつつ、地域の暮らしや歴史・文化との調和
にも配慮し、生物の良好な生息・生育環境及び多様な
河川景観を保全・創出する「多自然川づくり」、河川
横断施設とその周辺の改良、魚道の設置等により魚類
の遡上環境の改善を行う「魚がのぼりやすい川づくり」
を実施します。また、災害復旧事業においても、「美

しい山河を守る災害復旧基本方針」に基づき、河川環
境の保全・復元の目的を明確にして、事業を実施しま
す。

（2）湿地の保全・再生

　平成 13 年度に選定した「重要湿地 500」について、
引き続きこれらの重要湿地とその周辺における保全上
の配慮の必要性について普及啓発を進めます。

（3）土砂災害対策に当たっての環境配慮

　生物多様性を保全しながら土砂災害から住民の安
全・財産を守る砂防事業を進めるため、六甲地区等、
都市周縁に広がる山麓斜面において、グリーンベルト
として一連の樹林帯を整備します。また、生物の良好
な生息・生育環境を有する渓流や里山等を保全・再生
するため、NPO等と連携した山腹工等を実施します。

9　沿岸・海洋

（1）沿岸・海洋域の保全

　海洋基本法（平成 19 年法律第 33 号）に基づく海洋
基本計画の策定を受けて、海洋生物多様性保全戦略を
策定するとともに、わが国における海洋保護区の設定
のあり方の明確化等の施策を推進するため関係省庁と
連携して検討を行います。
　ウミガメの産卵地となる海浜については、自然公園
法に基づく乗入れ規制地区に指定されている地区にお
いてオフロード車等の進入を禁止するなどにより保護
を図ります。
　有明海・八代海における海域環境調査、東京湾にお
ける水質等のモニタリング、海洋短波レーダーを活用
した生物調査、水産資源に関する調査や海域環境情報
システムの運用等を行います。
　サンゴ礁保全の総合的な取組を推進するためのサン
ゴ礁生態系保全行動計画を策定します。

（2）水産資源の保護管理

　漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）及び水産資源保
護法（昭和 26 年法律第 313 号）に基づき、採捕制限
等の規制を行います。また、海洋生物資源の保存及び
管理に関する法律（平成 8年法律第 77 号）に基づき、
漁獲可能量や漁獲努力可能量の管理を行うほか、①「資
源回復計画」の推進、②外来魚の駆除、環境・生態系
と調和した増殖・管理手法の開発、魚道や産卵場の造

成等、③ミンククジラ等の生態、資源量、回遊等の実
態把握及び資源回復手法の解明に資する調査、④ウミ
ガメ（ヒメウミガメ等）、鯨類（シロナガスクジラ等）
及びジュゴンの原則採捕禁止等、⑤減少の著しい水生
生物に関するデータブックの掲載種に係る現地調査及
び保護手法の検討、⑥サメ類の保存・管理及び海鳥の
偶発的捕獲の対策に関する行動計画の実施促進等、⑦
混獲防止技術の開発等を実施します。

（3）海岸環境の整備

　海岸保全施設の設備においては、海岸法の目的であ
る防護・環境・利用の調和に配慮するなど、海岸環境
の保全に取り組みます。

（4）港湾及び漁港・漁場における環境の整備

　良好な海域環境を保全・再生・創出するため、藻場・
干潟等の整備を推進するとともに、港の環境保全の重
要性を認識・理解し、環境保全のための行動が習慣と
なるよう、環境保全活動及び環境教育活動を支援しま
す。
　漁港・漁場では、水産資源の持続的な利用と豊かな
自然環境の創造を図るため、海水交換機能を有する防
波堤、水産動植物の生息・繁殖に配慮した護岸等の整
備及び砂浜の再生に資する施設の整備など、自然調
和・活用型の漁港漁場づくりを積極的に展開します。
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第4節　地球規模の視野を持って行動する取組

1　国際的取組

（1）生物多様性条約

　2010 年（平成 22 年）10 月に愛知県名古屋市で開催
される COP10 を成功に導くため、引き続き、関係副
大臣等会議や関係省庁連絡会議等を活用しながら関係
省庁の緊密な連携を図るとともに、NGO や市民社会
の幅広い参画を図っていくために、「生物多様性条約
第 10 回締約国会議及びカルタヘナ議定書第 5 回締約
国会議に関する情報共有のための円卓会議」の開催や
全国各地における対話の場の設置などにより、多様な
主体の情報交換や連携・協働を促進するなど、ホスト
国として万全の準備を進めていきます。
　「ポスト 2010 年目標」や「遺伝資源へのアクセス
と利益配分（ABS）」、カルタヘナ議定書第 5回締約国
会議（COP-MOP5）における「責任と救済」をはじ
めとしたさまざまな議題について、COP10 でよりよ
い成果が得られるよう、議長国として COP10 に向け
た国際的な議論にリーダーシップを発揮していきます。
「SATOYAMAイニシアティブ」については、COP10
を契機とした国際パートナーシップの構築に向け、各
国の社会経済情勢や自然資源の質に即した自然資源管
理となるよう、準備会合等を通じた合意形成に努めて
いきます。
　わが国は 2012 年（平成 24 年）に予定される
COP11 までの期間、COP の議長国を務めることにな
ることから、議長国としての国際的なリーダーシップ
を継続して発揮し、生物多様性の保全と持続可能な利
用に関するさまざまな日本の先進的な取組を国内外に
発信しつつ、「ポスト 2010 年目標」の達成のために国
際的な取組を主導していきます。

（2）カルタヘナ議定書

　カルタヘナ法の適切な施行や締約国会議などの参加
の機会を通じ、議定書が効果的に実施されるよう協力
します。2010 年（平成 22 年）には、わが国で第 5回
締約国会議（COP-MOP5）が開催されることから、
開催国として国際的なリーダーシップを発揮し、会議
の成功に貢献します。

（3）ワシントン条約

　絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関
する条約（ワシントン条約）締約国間の適切な条約の
運用に向けた取組を推進するとともに、関係省庁、関
連機関が連携・協力して、違法行為の防止、摘発に努
めます。

（4）ラムサール条約

　特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関す
る条約（ラムサール条約）締約国会議の決議などに則
し、条約湿地に関するモニタリング調査や普及啓発な
どを関係する地方公共団体や NGOなどと連携しつつ
実施し、総合的な湿地の保全と賢明な利用を図ってい
きます。また、2012 年（平成 24 年）に予定されてい
る第 11 回締約国会議に向けて、ラムサール条約湿地
候補の追加に向けた検討を行い、国際的に重要な湿地
については、引き続きラムサール条約湿地への登録を
進めます。
　アジア地域の重要な湿地の保全のため、引き続きア
ジア諸国の湿地登録の促進に努めるとともに、湿地シ
ステムとしての水田の生物多様性の向上を訴えていき
ます。

（5）二国間渡り鳥条約・協定

　アメリカ、オーストラリア、中国、ロシア及び韓国
との二国間の渡り鳥条約等に基づき、各国との間で渡
り鳥等の保護のため、アホウドリ、オオワシ、ズグロ
カモメなどの希少種をはじめとする種について共同調
査を引き続き推進するとともに、わが国でオーストラ
リア、中国及び韓国との二国間会合を開催し、情報や
意見の交換を行います。

（6）東アジア・オーストラリア地域フライウ
ェイ・パートナーシップ等

　平成 18 年 11 月に発足した「東アジア・オーストラ

また、藻場・干潟の保全等を推進するとともに、漁場
環境を保全するための森林整備に取り組みます。さら
に、効果的な磯焼け対策の順応的管理手法を示した磯
焼けガイドラインを活用した講演会や技術サポートを
実施し、対策の普及・啓発に取り組みます。加えて、

サンゴの有性生殖による種苗生産を中心としたサンゴ
増殖技術の開発に取り組みます。漁業者と地域住民等
による藻場・干潟等の維持・管理等の環境・生態系保
全活動を支援します。



401

第
5
章　

生
物
多
様
性
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用

第4節　地球規模の視野を持って行動する取組

リア地域フライウェイパートナーシップ」に基づき、
同地域における渡り性水鳥とその生息地の保全のため、
ネットワーク参加地における普及啓発、調査研究、研
修、情報交換などの活動を推進するとともに、ネット
ワークの拡充を進めます。また、中国、韓国との間で、
黄海とわが国の間をわたり、特に保全の必要性の高い
種について情報共有などを進めます。

（7）国際サンゴ礁イニシアティブ

　平成 22 年 6 月に、タイ（プーケット）で「第 6 回
ICRI東アジア地域会合」を開催し、東アジアを中心
とした海域における重要サンゴ礁ネットワーク戦略を
策定します。

（8）世界遺産条約

　屋久島、白神山地及び知床は、世界の文化遺産及び

自然遺産の保護に関する条約（世界遺産条約）に基づ
き、世界遺産一覧表に記載されています。これらの世
界自然遺産について、地元の意見と科学的な知見を管
理に反映させるための管理体制と保全施策の充実を図
ります。また、関係省庁・地方公共団体・地元関係者・
専門家の連携により、引き続き適正な保全・管理を推
進します。 
　国内の世界自然遺産候補地である小笠原諸島と琉球
諸島については、推薦・登録に向けた取組を進めてい
きます。特に、世界遺産暫定一覧表に記載されている
小笠原諸島については、推薦書の提出を受けて実施さ
れる国際自然保護連合による登録評価のための現地調
査を受け入れるとともに、関係省庁・地方公共団体等
と連携し、外来種対策や希少種の保全を一層推進しま
す。また、琉球諸島については、世界的にすぐれた自
然環境の価値を保全するため必要な方策を検討しま
す。

2　情報整備・技術開発

（1）生物多様性の総合評価

　わが国の生物多様性の総合評価の結果を分かりやす
く取りまとめ、平成 22 年 5 月に公表します。また、
その結果や方法を COP10 で発表するとともに、各国
での総合評価の実施に向け、特にアジア・太平洋地域
において技術的な支援等を行います。さらに、生物多
様性の保全上重要な地域（ホットスポット）の選定に
向けた検討を進めます。

（2）自然環境調査

　自然環境保全基礎調査の一環として、「植生調査」、
「特定哺乳類生息状況調査」等、わが国の生物多様性
に関する情報の収集整備を行います。「植生調査」では、
縮尺 2万 5 千分の 1 植生図の整備を進めるほか、効率
的な植生図の作成に関する技術的な検討を行います。
「特定哺乳類生息状況調査」では、農林業や生態系に
大きな影響を及ぼしているシカやクマ等を対象として、
全国的な推定個体数及び個体群動向を把握し、取りま
とめを行います。
　全国の生態系の状況を把握するため、モニタリング
サイト 1000として、森林・草原、里地里山、陸水域（湖
沼及び湿原）、沿岸域（砂浜、磯、干潟、アマモ場、
藻場及びサンゴ礁）、小島嶼の各生態系タイプに設置
した合計約 1000 か所の調査サイトにおいて、生態系
タイプ毎に定めた調査項目及び調査手法により、引き
続きモニタリング調査を実施します。さらに、地球温
暖化の影響を受けやすい高山帯においては、試行調査
の結果を踏まえた本格的な調査を開始します。

　市民参加による身近な生き物の情報を収集する「い
きものみっけ」事業を引き続き実施します。収集した
情報を集計し、結果を分かりやすく情報発信すること
で、地球温暖化が身近な地域の出来事であり、生物多
様性に影響を及ぼす要因となっていることに対する理
解を深めます。

（3）地球規模生物多様性モニタリングなど

　アジア太平洋地域の生物多様性モニタリング体制の
推進を目的として、地球規模での生物多様性保全に必
要な科学的基盤の強化のため、当該地域の研究者間の
ネットワークの構築支援を行います。また、東・東南
アジア地域での生物多様性の保全と持続可能な利用の
ための生物多様性情報整備と分類学能力の向上に貢献
するための東・東南アジア生物多様性情報イニシアテ
ィブにおいて、当該地域の絶滅危惧種や渡り鳥等の情
報を整備するとともに、分類学の能力向上のための研
修を行います。
　生物多様性に関する科学及び政策の連携の強化を目
的とした「生物多様性及び生態系サービスに関する政
府間科学政策プラットフォーム（IPBES）」については、
引き続き創設に向けた国際的な議論に積極的に参画し
ていきます。

（4）研究・技術開発など

　「生態系と生物多様性の経済学（TEEB）」については、
COP10 での最終報告に向けた支援を引き続き実施し
ます。
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　「生物多様性関連技術開発等推進事業」により、生
物多様性の保全・再生や持続可能な利用に関する政策
課題に直結した技術開発や応用的な調査研究を、引き
続き実施します。
　独立行政法人国立科学博物館において、「アジア・
オセアニア地域の自然史に関するインベントリー構
築」、「生物多様性ホットスポットの特定と形成に関す
る研究」などの調査研究を推進するとともに、約 380

万点の登録標本を保管し、これらの情報を引き続きイ
ンターネットで広く公開します。また、GBIF（地球
規模生物多様性情報機構）の日本ノードとして、国内
の自然史系博物館と協働で、引き続き標本資料情報を
国際的に発信します。さらに、「かはく生物多様性シ
リーズ 2010」として様々な展示や講座、体験教室な
どを種の多様性、生態系の多様性、遺伝的多様性の観
点から体系的に実施します。
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第2節　環境影響評価等

1　環境保全経費

第1節　政府の総合的な取組

　政府の予算のうち環境保全に関係する予算について、
環境省において見積り方針の調整を行って各府省に示

し、環境保全経費として取りまとめます。

第6章
各種施策の基盤、各主体の参加及び
国際協力に係る施策

2　政府の対策

（1）環境基本計画の進ちょく状況の点検

　環境基本計画の着実な実行を確保するため、中央環
境審議会では関係府省の自主的な点検結果等を踏まえ
つつ、指標を活用しながら環境基本計画に基づく施策
の進ちょく状況などを点検し、その後の政策の方向に
つき政府に報告します。平成 22 年においては、環境
基本計画の 10 の重点分野のうち、「地球温暖化問題に
対する取組」、「物質循環の確保と循環型社会の構築の
ための取組」、「化学物質の環境リスクの低減に向けた
取組」、「生物多様性の保全のための取組」、「環境保全
の人づくり・地域づくりの推進」の 5分野を重点点検
分野として第 4回点検を行います。

（2）政府の環境管理システムの強化

　関係府省は、環境基本計画を踏まえながら、オフィ
ス、会議、イベント等における物品・エネルギーの使
用といった通常の経済主体としての活動分野と、各般
の制度の立案等を含む環境に影響を与え得る政策分野
の両面において、それぞれの定める環境配慮の方針に
基づき、環境配慮を推進します。また、環境配慮の取
組をより一層充実させるため、環境配慮の実施状況の
点検及び点検結果の反映の仕組みの強化等、環境管理
システムに関する取組を充実していきます。

第2節　環境影響評価等

　戦略的環境アセスメントについては、今後、｢環境
影響評価法の一部を改正する法律案｣ の国会審議の状
況を踏まえつつ、必要な措置を講じます。
　また、法が施行されるまでの間、事業の位置・規模
等の検討段階において、戦略的環境アセスメント総合
研究会報告書（平成 19 年 3 月）を受け、事業の特性
や「戦略的環境アセスメント導入ガイドライン（SEA
ガイドライン）」等を踏まえて、引き続き、取組につ

いての検討や実施事例の積重ねを進めます。
　また、環境省においては、SEA ガイドラインの情
報提供を引き続き行うとともに、地方公共団体が地域
の環境情報を整理・提供するための手法の取りまとめ
などを行います。さらに、より上位の計画や政策の決
定に当たっての戦略的環境アセスメントに関する検討
を進めます。

1　戦略的環境アセスメントの導入
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2　環境影響評価の実施

　国は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものと
なるおそれがある事業等について、環境影響評価法に
基づき、環境影響評価の適正な運用及び個別法等に基
づく環境保全上の配慮の徹底に努めるとともに、環境
影響評価手続が完了した後も、環境大臣意見を述べた
事業、事後調査を実施することとされている事業等に
ついて、適切にフォローアップを行います。また、環
境影響評価法に基づく方法書手続や環境保全措置につ
いての複数案の比較検討等を通じて、開発行為への環
境配慮の統合をより一層進めるとともに、基本的事項
や主務省令に基づき、事業の特性や地域の特性に応じ

た、より分かりやすい環境影響評価の実施に努めます。
さらに、住民等の理解の促進のため、方法書等の閲覧
や意見提出における IT の活用や、より分かりやすい
方法書等の作成の促進に努めます。また、環境影響評
価の信頼性の確保や評価技術の質の向上に資すること
を目的として、調査・予測等に係る技術手法の開発を
引き続き推進するとともに、調査等の手法、環境保全
措置等さまざまな情報の整備・提供・普及を進めます。
また、「環境影響評価法の一部を改正する法律案」の
国会審議の状況を踏まえつつ、必要な措置を講じます。

第3節　調査研究、監視・観測等の充実、適正な技術の振興等

（1）研究開発の総合的推進

　第 3期科学技術基本計画、分野別推進戦略及び長期
戦略指針「イノベーション 25」に基づき、持続可能
な社会の構築に資する観点及び環境と経済の統合的向

上に資する観点から、わが国の環境問題への対応及び
国際社会への貢献に資する研究開発を推進します。主
な施策例は表 6-3-1 のとおりです。
　環境分野の研究開発の推進では、総合科学技術会議
がリーダーシップを発揮しつつ、環境プロジェクトチ

1　調査研究及び監視・観測等の充実

資料：内閣府

研究領域

気候変動

水・物質循環と流域圏

生態系管理

化学物質リスク・安全管理

３R技術

バイオマス利活用

施策例

・グローバル環境計測技術の研究開発
・温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT）の開発・運用
・地球環境変動観測ミッション（GCOM）衛星等の研究開発
・21世紀気候変動予測革新プログラム
・環境研究総合推進費

・全球降水観測／二周波降水レーダの開発
・自然共生型都市・流域圏、健全な水・大気環境を実現するための管理手法の開発
・海域・流域再生事業に活用できる水・物質循環モニタリング技術開発と海洋環境情報の共有・利用システム
構築
・干潟の再生技術、閉鎖性海域の水質・底質改善技術開発と海辺の包括的環境計画・管理システムの構築
・流域圏から地球規模までの様々なスケールにおける水・熱・物質循環観測研究

・陸域観測技術衛星
・環境変動に伴う海洋生物大発生の予測・制御技術の開発
・生物多様性・生態系などの変動モデル構築
・農業に有用な生物多様性の指標および評価手法の開発
・環境研究総合推進費

・化学物質リスク研究事業
・ナノ粒子の特性評価手法開発
・化学物質の最適管理をめざすリスクトレードオフ解析手法の開発

・国際資源循環を支える適正管理ネットワークと技術システムの構築
・近未来の資源循環システムと政策・マネジメント手法の設計・評価
・効果的な３Ｒ実践のためのシステム分析・評価・設計技術
・循環型社会形成推進科学研究費補助金

・地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発
・バイオマスエネルギー等高効率転換技術開発
・セルロース系エタノール革新的生産システム開発事業
・戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業
・地域バイオマス利用システム技術
・地球温暖化対策技術開発等事業

表6-3-1　研究開発の総合的推進に関する施策の例 
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第3節　調査研究、監視・観測等の充実、適正な技術の振興等

ームにおいて、分野別推進戦略に沿って積極的に実施
するほか、これまでの進ちょく状況についてフォロー
アップを実施します。
　さらに、イノベーション 25 に基づき、社会還元加
速プロジェクトのテーマの一つとして、「バイオマス
資源の総合利活用」の推進を図ります。
また、環境研究・環境技術開発の推進戦略の改定を行
い、それを効果的に推進します。

（2）環境省関連試験研究機関の整備と研究の
推進

ア　独立行政法人国立環境研究所

　第 2 期中期計画に基づき、4 つの重点研究プログラ
ムを進めるほか、基盤的調査・研究、知的研究基盤の
整備等の環境研究を推進します。また、適切な環境情
報の提供を進めます。

イ　国立水俣病総合研究センター

　国立水俣病総合研究センターでは、国の直轄研究機
関としての使命を達成するため平成 19 年度に実施し
た機関評価委員会で提言された 4つの分野について、
引き続き研究及び業務を積極的に推進します。特に、
地元医療機関との共同研究による脳磁計を活用した臨
床研究、妊婦・胎児のメチル水銀のばく露評価に関す
る研究を推進するとともに、国内外諸機関とも共同し
て大気中の水銀観測を進めます。水俣病に関する情報
収集機能をもつ水俣病情報センターについては、歴史
的資料等保有機関としての位置づけを明確にし、適切
な情報収集及び情報提供を実施します。

（3）環境保全に関する調査研究・技術開発等
の推進

　環境省に一括計上する平成 22 年度の関係行政機関
の試験研究機関の地球環境保全等に関する研究のうち、
公害の防止等に関する各府省の試験研究費では、5 府
省 18 試験研究機関等において、中長期にわたる環境
観測、地方公共団体の試験研究機関の環境研究・技術
開発ポテンシャル向上に寄与する研究、環境関連施策
に寄与する研究等、合計 48 の試験研究課題を実施し
ます。
　また、これまで「環境研究・技術開発等推進費」と
「地球環境研究総合推進費」として実施してきた両制
度を、より優良な提案を募ることを可能とするために
「環境研究総合推進費」として統合します。本施策は、
“ 政策貢献指向型の競争的研究資金 ” として特徴づけ
られ、環境保全施策の立案・推進に対し重要な科学的
知見及び技術開発を提供します。

　「環境研究総合推進費」では、平成 22 年度からは、
重点施策として、戦略プロジェクト「温暖化影響評価・
適応政策に関する総合的研究」を開始します。また、
政策ニーズの高い「低周波音による人への影響評価に
関する研究（仮称）」及び「化学物質や重金属ばく露
による健康影響のメカニズム解明に関する研究（仮称）」
を行います。
　また、地球温暖化の防止に関する研究の中で、各府
省が中長期的視点から計画的かつ着実に関係研究機関
において実施すべき研究を、「地球環境保全試験研究費」
により効果的に進めます。

（4）地球環境に関する観測・監視

　気候の観測・監視については、世界気象機関（WMO）
及び全球気候観測システム（GCOS）の枠組みに基づき、
地上及び高層における定常観測を引き続き推進すると
ともに、その推進に向けた国際的な取組に積極的に参
画します。また、WMOの全球大気監視（GAW）計
画の一環として、温室効果ガス、CFC、オゾン層、
有害紫外線等の定常観測を引き続き実施するとともに、
日本周辺海域及び北西太平洋海域における洋上大気・
海水中の二酸化炭素等の定期観測、エーロゾルライダ
ーを用いたエーロゾルの高度分布の測定を継続します。
また、黄砂に関する情報及び有害紫外線に関する情報
を引き続き発表します。
　衛星による地球環境観測については、陸域観測技術
衛星「だいち」（ALOS）の運用を継続するほか、温室
効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）（平成 21
年 1 月打ち上げ）による観測を行い、世界の温室効果
ガスの濃度分布とその変動及び地域ごとの吸収排出量
のより正確な把握等を目指し、高次処理データの提供
を継続します。そのほかにも、降水、雲・エアロゾル、
植生等の地球環境に関する全球の多様なデータの収集
を行う衛星の研究開発やデータ提供、世界に先駆けて
地球観測機能を強化した「静止地球環境観測衛星」と
しての次期静止気象衛星ひまわりの整備等、人工衛星
による観測・監視技術の開発利用を一層推進します。
また、海洋地球研究船「みらい」等を用いた観測研究、
観測技術の研究開発を引き続き推進し、地球規模の諸
現象の解明・予測等の研究開発を推進します。さらに、
地球規模の高度海洋監視システムを構築する Argo 計
画を引き続き推進します。「地球観測システム構築推
進プラン」では、競争的研究資金制度の下、地球観測
システムの構築に貢献する研究開発事業等に効果的に
取り組んでおり、対流圏大気変化観測分野における研
究開発事業を引き続き推進します。
　第 52 次南極地域観測隊が昭和基地を中心に、海洋、
気象、電離層等の定常的な観測のほか、南極地域にお
いて、地球環境や地球システムに関する各種のプロジ
ェクト研究観測とモニタリング研究観測を実施しま
す。
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　地球温暖化対策に必要な観測を、統合的・効率的な
ものとするため、環境省と気象庁が共同で運営する「地
球観測連携拠点（温暖化分野）」の活動を通じて、関
係府省・機関間の観測の連携を推進します。また、温
暖化影響に対して脆弱な東アジアの途上国における監
視・影響評価を推進することにより、途上国の取組に
寄与し、気候変動対策に係る将来の国際的な枠組みの
構築に貢献します。
　地球環境変動予測研究については、引き続き、世界
最高水準の性能を有するスーパーコンピュータ「地球
シミュレータ」を活用した地球温暖化予測モデル開発
等を推進します。
地球温暖化の原因物質や直接的な影響を的確に把握す
る包括的な観測態勢整備のため、「地球環境保全試験
研究費」において「地球観測モニタリング支援型」の
課題を継続して実施します。全国の気象官署における
観測開始以降の観測資料の利用を促進するなど、地球
温暖化の状況等に関する調査研究を推進し、地球温暖
化予測の精度向上を図ります。また、国内の影響・リ
スク評価研究のさらなる進展のため、日本付近の詳細
な気候変化の予測精度を高めるための技術開発を引き
続き推進します。また、GPS 装置を備えた検潮所に
おいて精密型水位計による地球温暖化に伴う海面水位
上昇の監視を行い、海面水位監視情報の提供を継続し
ます。

（5）循環型社会形成推進科学研究の推進

　第 3期科学技術基本計画の政策目標「環境と調和す
る循環型社会の実現」を目的とし、総合科学技術会議
が定めた「製品のライフサイクル全般を的確に評価し
3Rに適した生産・消費システムを設計する科学技術」、
「効率的にエネルギーを得るための地域に即したバイ
オマス利用技術」、「レアメタル回収技術に関する研究」
等の戦略重点科学技術を中心として、引き続き競争的
研究資金を活用し広く課題を募集し、研究事業及び技
術開発事業を実施します。
　研究事業については、「3R 推進のための研究」、「廃
棄物系バイオマス利活用推進のための研究」、「循環型
社会構築を目指した社会科学的複合研究」、「有害廃棄
物に関する安全・安心のための廃棄物管理技術に関す
る研究」、「漂流・漂着ごみ問題解決に関する研究」を
重点テーマとするとともに特別枠として「使用済製品
等、廃棄物からのレアメタル回収技術に関する研究」
を設け、社会的・政策的必要性に応じた廃棄物処理等
に係る研究を推進します。また、地域における循環型
社会の推進を目指した、地方公共団体の行政施策と連
携した、地域の独自性・特性を活かした課題について
は、新たに「地域連携型研究枠」として研究を推進し
ていきます。技術開発事業については、「3R・エネル
ギー回収の高度化技術」、「アスベスト等、有害廃棄物
等の無害化処理等に関する技術開発」、「漂流・漂着ご

み問題解決に関する技術開発」を重点テーマとし、実
用性、経済性が見込まれる次世代を担う廃棄物処理等
に係る技術の開発を図ります。

（6）環境保全に関するその他の試験研究

　警察庁では、最適な信号制御を行いさらなる交通流
の円滑化を図るため、ムーブメント信号制御方式によ
る信号制御高度化モデル事業を実施します。
　総務省では、（独）情報通信研究機構等を通じ、電波
や光を利用した地球環境観測技術として、人工衛星か
ら地球の降水状態を観測するGPM搭載二周波降水レ
ーダ、同じく人工衛星から地球の雲の状態を観測する
雲レーダ、ライダーによる温室効果ガスの高精度観測
技術、突発的局所災害の観測及び予測のために必要な
次世代ドップラーレーダー技術、風速や大気汚染物質
等の環境情報を都市規模で詳細に計測するセンシング
ネットワーク技術、天候等に左右されずに被災状況把
握を可能とするレーダを使用した高精度地表面可視化
技術の研究開発等を引き続き実施します。さらに、情
報通信ネットワーク設備の大容量化に伴って増大する
電力需要を抑制するため、光の属性を極限まで利用す
るフォトニックネットワーク技術による低消費電力光ネ
ットワークノード技術等、極限光ネットワークシステム
技術の研究開発を引き続き推進します。
　農林水産省では、国産バイオ燃料の利用促進を図る
ため、バイオエタノールの生産コストを大幅に削減す
る技術開発を進めるとともに、農林水産分野における
温室効果ガスの排出削減技術・吸収源機能向上技術の
開発及び影響評価に基づく地球温暖化の進行に適応し
た生産安定技術の開発、eDNA（土壌より抽出した
DNA）解析により土壌の生物性を評価する技術の開発、
環境保全型農業等の農林水産関連施策を効果的に推進
するための生物多様性指標とその評価手法の開発につ
いて推進します。さらに、これらの研究開発に必要な
生物遺伝資源の収集・保存や特性評価等を推進します。
　経済産業省では、植物機能や微生物機能を活用して
工業原料や高機能タンパク質等の高付加価値物質を生
産する高度モノづくり技術の開発や微生物群の制御等
による産業廃水等の高効率バイオ処理技術の高度化を
引き続き実施します。また、バイオテクノロジーの適
切な産業利用のためのカルタヘナ法の適切な施行や、
海外の遺伝資源の円滑な利用を促進するため関係者と
の協議を行う等、事業環境の整備を引き続き実施しま
す。
　国土交通省では、地球温暖化対策にも配慮しつつ地
域の実情に見合った最適なヒートアイランド対策を検
討できるシミュレーション技術の実用化や、地球温暖
化対策に資する都市緑化等による CO2 の吸収量算定
手法の開発等を引き続き実施します。下水道技術開発
プロジェクト（SPIRIT21）においては、下水汚泥有
効利用の新技術開発を図る下水汚泥資源化・先端技術
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第3節　調査研究、監視・観測等の充実、適正な技術の振興等

誘導プロジェクト（LOTUS Project）により開発され
た技術の普及を積極的に進めます。また、次世代内航
船（スーパーエコシップ）の普及を引き続き図ります。
海運からの CO2 の排出削減に向け、船舶の計画・建
造段階で実運航時のエネルギー効率を示す評価指標
（実燃費指標）を開発することにより、エネルギー効

率の良い船舶の普及を目指します。さらに、船舶から
の大気汚染防止に関する国際規制強化の動向に対応す
るため、排出ガスに含まれる NOX 等を大幅削減する
環境にやさしい舶用エンジンの実用化に向けて、排出
ガス後処理装置（SCR 触媒）の実船試験及び燃料噴
射系の実証試験を行います。

2　技術の振興

（1）環境技術の開発支援

　地球温暖化対策技術開発等事業により、早期に実用
化が必要かつ可能な省エネルギー技術・再生可能エネ
ルギー導入技術の開発に加え、先端的技術によるグリ
ーンイノベーションを推進し、成果の社会還元を加速
するための実証研究を実施します。特に、地域の特性
を活かした再生可能エネルギー関係施設の設置に向け
た地域実証研究、次世代自動車の普及に向けた利用機
能強化に資する実証研究、既存住宅・オフィスの省エ
ネ化に資する実証研究等を重点的に推進します。経済
産業省では、省エネルギー、新エネルギー、原子力、
クリーンコールテクノロジー及び二酸化炭素回収・貯
留（CCS）の技術開発を引き続き実施します。

環境技術実証事業では、先進的な環境技術の普及に向
け、技術の実証やその結果の公表等を引き続き実施し
ます。
　また、さらなる環境測定分析の精度向上等を目指して、
引き続き地方公共団体の環境測定分析機関等を対象と
した環境測定分析統一精度管理調査を実施します。

（2）技術開発等に際しての環境配慮及び新た
な課題への対応

　「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」
に基づき、事業者の作成した浄化事業計画が本指針に
適合しているか否かについて、事業者の求めに応じて
確認を行う等、引き続き適切な制度の運用を行います。

3　国における基盤整備等

　文部科学省においては、大学共同利用機関法人人間
文化研究機構総合地球環境学研究所が実施する人文・
社会科学から自然科学までの幅広い学問分野を総合化
する研究プロジェクトや科学研究費補助金による研究
助成など、大学等における地球環境問題に関連する幅
広い学術研究の推進や研究施設・設備の整備・充実へ

の支援を行います。また、戦略的創造研究推進事業等
により、環境に関する基礎研究を推進します。
　環境省においては、大気粉じん等の環境試料や絶滅
のおそれのある生物の細胞・遺伝子を長期保存し、環
境研究の知的基盤としていくための「環境試料タイム
カプセル化事業」を引き続き実施します。

4　地方公共団体、民間団体等における取組の促進

　「地域の産学官連携による環境技術開発基盤整備モ
デル事業」を実施し、地域で不足する情報交換体制及
びネットワークの強化を図り、地域における産学官連
携による環境技術開発の基盤整備を推進します。
地方公共団体の環境関係試験研究機関は、監視測定、
分析、調査、基礎データの収集等を広範に実施するほ

か、地域固有の環境問題等についての研究活動も活発
に推進しています。これらの地方環境関係試験研究機
関との緊密な連携を確保するため、地方公共団体環境
試験研究機関等所長会議を開催するほか、環境保全・
公害防止研究発表会を開催し、研究者間の情報交換の
促進を図ります。

5　成果の普及等

　地球環境保全等試験研究費、環境研究総合推進費、
循環型社会形成推進科学研究費補助金及び地球温暖化
対策技術開発等事業の競争的研究資金により実施され

た研究成果について、引き続き、広く行政機関、民間
企業等に紹介し、その普及を図ります。
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2　持続可能な地域づくりに対する取組

 集約型・低炭素型の都市の構築など、環境負荷の
小さいまちづくりの実現に向け、CO2 削減シミュレー
ションを通じた計画策定や事業の実施、並びに、都市
再開発における先進的な取組を支援します。また、国

民の個人資産を地域の環境保全などの社会的な事業に
活用する市民出資・市民金融の取組を促進する方策を
検討します。

第4節　環境情報の整備と提供・広報の充実

1　環境情報の体系的な整備と提供

（1）環境情報の整備と国民等への提供

　環境省ホームページをはじめとして、アクセシビリ
ティ等利便性を向上させるとともに、より一層の情報
提供内容の充実を図ります。
　さらに、「環境情報戦略」に基づき、環境情報に立
脚した環境行政の実現や利用者のニーズに応じた環境
情報の提供を一層推進していきます。
　環境の状況等を地理情報システム（GIS）を用いて
提供する「環境GIS」については、引き続き情報の充
実を図ります。
　港湾など海域における環境情報を広く共有し、有機
的な連携を図るための基盤システムである海域環境デ
ータベースの整備・運用を引き続き行います。
　生物多様性については、自然環境保全基礎調査やモ
ニタリングサイト 1000の成果等に係る情報の整備と
提供を図ります。「インターネット自然研究所」にお
いて、国立公園のライブ映像をはじめとする各種情報

の提供を引き続き行います。
　加えて、海洋の生物多様性に関する広域的なデータ
を収集整理し、「海洋自然環境情報図」を作成します。
　また、国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターに
おいては、サンゴ礁保全に必要な情報の収集・公開等
を行います。

（2）各主体のパートナーシップの下での取組
の促進

　環境省と国連大学が共同で運営している地球環境パ
ートナーシッププラザを交流・対話の拠点として、パ
ートナーシップの促進のための情報収集・発信を行う
とともに、全国各ブロックの地方環境パートナーシッ
プオフィスにおいても地域と行政をつなぐ環境情報の
収集・提供を進めます。また、環境保全団体の経済的
な自立を推進するため、事業型環境 NPO、社会的企
業の立ち上げ支援の取組も進めていきます。

2　広報の充実

　地球環境問題から身近な環境問題までの現状と取組
について、各種媒体を通じた広報活動を行います。環
境基本法に定められた「環境の日」（6月 5 日）を中心
とした環境月間においては、国、地方公共団体、民間
団体、産業界など広く国民各層の協力の下に、環境保

全活動の普及・啓発に関する各種行事等を全国的に展
開します。また、引き続き大臣等と国民との直接の意
見交換の場を設け、環境問題について対話を実施しま
す。

第5節　地域における環境保全の推進

1　地方環境事務所における取組

　地域の行政・専門家・住民等と協働しながら、廃棄
物・リサイクル対策、地球温暖化対策、国立公園の保
護・管理、外来生物対策などに機動的できめ細かな対

応を行い、地域の実情に応じた環境施策の展開に努め
ます。
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第6節　環境保健対策、公害紛争処理等及び環境犯罪対策

3　公害防止計画

　公害防止計画策定地域について、環境質の改善状況
及び施策の実施状況等を検証するとともに、引き続き、

今後の制度のあり方等について検討を行います。

第6節　環境保健対策、公害紛争処理等及び環境犯罪対策

　公害に係る健康被害については、予防のための措置
を講じ、被害者の発生を未然に防止するとともに、公
害健康被害の補償等に関する法律（昭和 48 年法律第

111 号。以下「公健法」という。）の被認定者に対し
ては、汚染者負担の原則を踏まえて迅速かつ公正な保
護及び健康の確保を図ります。

1　健康被害の救済及び予防

（1）公害健康被害補償及び予防

ア　公害健康被害の補償等に関する法律の適切な
運用

　（ア）補償給付等の実施
　被認定者に関する補償給付については、労働者の平
均賃金の動向等を踏まえて必要な給付額の改定を行う
とともに、被認定者の健康の回復等を図るため、公害
保健福祉事業を引き続き実施します。
　（イ）公害健康被害予防事業の実施
　独立行政法人環境再生保全機構において、公害健康
被害予防基金をもとに、調査研究、知識の普及及び研
修の各事業を直接行うとともに、地方公共団体等が旧
第一種地域等を対象に行う計画作成及び健康相談、健
康診査、機能訓練、施設等整備等の各事業に対し助成
金の交付を行います。
　（ウ）費用負担
　旧第一種地域に係る補償給付額（公害保健福祉事業
に係る原因者負担分を含む。）の所要額は、平成 22 年
度において約 511 億円と見込まれており、これらの費
用を賄うため、工場・事業場分については汚染負荷量
賦課金を徴収し、自動車分については自動車重量税収
見込額の一部に相当する額を引き当てます。

イ　水俣病対策の推進

　水俣病対策については、水俣病被害者の救済及び水
俣病問題の解決に関する特別措置法に基づき、関係地
方公共団体とも協力しながら取組を進めます。また、
医療事業等の円滑な実施を図っていきます。さらに、
水俣病被害者等の高齢化に対応した医療と地域福祉を
連携させた取組等を進めます。

（2）アスベスト（石綿）健康被害の救済

　石綿による健康被害については、石綿救済法に基づ
き、引き続き、被害者及びその遺族の迅速な救済を図
ります。救済給付に必要な費用については、引き続き
事業主及び各都道府県から拠出を受けます。また、中
央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会
において「石綿健康被害救済制度における指定疾病に
関する考え方について」及び「今後の石綿健康被害救
済制度の在り方について」（諮問）に関する審議が行
われています。今後も同小委員会の検討結果に基づき、
救済制度のさらなる充実に向けた検討を進めます。

（3）環境保健に関する調査研究

ア　環境保健施策基礎調査等

　（ア）大気汚染と呼吸器疾患に係る調査研究
　大気汚染と健康状態との関係について引き続き環境
保健サーベイランス調査を行います。
　幹線道路沿道の局地的大気汚染による健康影響につ
いて疫学的な解明を行うため、学童コホート調査、幼
児症例対照調査及び成人を対象とした疫学調査で得ら
れたデータについて、取りまとめを実施します（そら
（SORA）プロジェクト）。
　また、（独）環境再生保全機構においても、大気汚
染の影響による健康被害の予防に関する調査研究を引
き続き行っていきます。
　（イ） 新たな環境要因による健康影響に関する調査

研究
　花粉症に関する取組として、発生源対策、花粉飛散
量予測・観測、発症の原因究明、予防及び治療を関係
省庁が協力して推進します。環境省では、スギ・ヒノ
キ科花粉総飛散量予測及び花粉終息予測の公表等を引
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き続き実施します。また、花粉自動計測器の適切な維
持管理を行うとともに、花粉観測システム（愛称：は
なこさん）の改良を図り、花粉飛散情報の迅速かつ正
確な提供に努めます。
このほか、化学物質によるアレルギーや黄砂等の健康
影響に関する調査等を進めます。

イ　カドミウム環境汚染地域住民健康調査

　カドミウム汚染地域住民の保健管理等今後の環境保
健対策に資するため、神通川流域住民健康調査を引き
続き実施します。

ウ　重金属等の健康影響に関する総合研究

　水銀やカドミウムなどの重金属等の健康影響に関し
て、科学的な知見を得るために調査研究を実施します。

エ　石綿による健康被害に関する調査等

　健康リスク調査を拡充するとともに、石綿救済法に
基づく被認定者に関する医学的所見等の解析調査・還
元等事業及び諸外国の制度に関する調査等を引き続き
実施します。

2　公害紛争処理等

（1）公害紛争処理

　公害等調整委員会では、地方在住者の負担を軽減す
るために当事者双方の主張や立証を聴取する期日を現
地で積極的に開催し、迅速かつ適正に事件を処理する
ために調査を適時適切に実施し、都道府県公害審査会
等の連携を強化するなど、国民に身近で効率的な公害
紛争処理制度の活発な運用を進めます。

（2）公害苦情処理

　地方公共団体の公害苦情処理事務が適切に運営され
るよう、苦情の受付及び処理の実態を把握するための
「公害苦情調査」を行うとともに、公害苦情の処理に
当たる地方公共団体の担当者を対象とする公害苦情相
談研究会の開催等を通じて、指導などに当たります。

3　環境犯罪対策

　産業廃棄物の不法投棄等の悪質な環境破壊行為の取
締りを重点として、地域住民の協力を得て違反情報の
入手に努めるとともに、環境犯罪に対する取締りの強
化を図ります。また、関係行政機関、環境保護団体、

事業者団体などの連携を強め、広報啓発活動を積極的
に推進し、廃棄物の排出事業者などの遵法意識を高め
るとともに、広く国民の間に、環境犯罪を許さない意
識を醸成します。
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第7節　環境教育・環境学習の推進及び環境保全活動の促進

第7節　環境教育・環境学習の推進及び環境保全活動の促進

1　環境教育・環境学習の推進

　環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進
に関する法律及び同法に基づく基本方針に沿って、環
境教育をさらに充実していくとともに、「21 世紀環境
教育プラン～いつでも（Anytime）、どこでも
（Anywhere）、誰でも（Anyone）環境教育 AAAプ
ラン～」として、関係府省が連携して、家庭、学校、
地域等における生涯にわたる質の高い環境教育の機会
を提供していきます。

　さらに、より幅広い主体が連携し、体験を重視した
場や機会を広げながら、表 6-7-1 をはじめとした環境
教育・環境学習に関する各種施策を総合的に推進して
いきます。
　平成 22 年度に中国で開催される第 11 回日中韓環境
教育ワークショップ・シンポジウムの成功に向け、中
国や韓国と協力していきます。

人
材
の
育
成

場
や
機
会
の
拡
大

水俣病経験の普及
啓発セミナー

小・中・高等学校の先生、環境・教育を学ぶ学生等を中心に、NPOや環境に興味のある一般市民を対
象とする水俣病経験の普及啓発セミナーを実施。

環境保全に関する意識の啓発を図るため、環境白書の小中学生向け簡易版を作成し、環境教育教材とし
て主に教育委員会を通じて参考配布するとともに、インターネットで公開。

市民参加による酸性雨の簡易測定の普及、「大気汚染防止推進月間」における各種キャンペーン、全国
星空継続観察、音環境モデル都市事業等の大気環境保全に関する普及啓発の実施。

国有林野を国民による自主的な森林づくり活動の場として利用できる「ふれあいの森」の設定・活用を
推進。

国有林野を利用した森林環境教育の一層の推進を図るため、農山漁村における体験活動とも連携し、
フィールドの整備及び学習・体験プログラムの作成を実施。

子どもたちの継続的な森林体験活動を通じた森林環境教育の場、市民参加や林業後継者育成に資する林
業体験学習の場等の森林・施設の整備を実施。

子どもたちの地域における自主的な環境活動・環境学習を支援するため、「こどもエコクラブ」の結成、
登録の呼びかけを実施。

学校校舎における環境負荷低減のための改修等のハード整備と、これを活用した学校、地域での環境教
育事業等のソフト事業を一体的に推進するモデル事業を実施。

「自然とふれあうみどりの日の集い」（4月）や「全国自然歩道を歩こう月間」（10月）、「平成21年度
自然公園ふれあい全国大会」（8月）など、自然とふれあうさまざまな行事を全国各地で実施。

自然再生事業において、その対象地が自然環境学習の場として活用されるよう必要な協力に努める。

国有林野を学校等の体験学習の場として利用できる「遊々の森」の設定・活用を推進。

平成19年度に策定した「アジア環境人材育成ビジョン」に基づき、アジアの環境人材を育成するため、
産官学民の連携による環境人材育成の取組を促す環境人材育成コンソーシアムの設立、大学で活用でき
る教育プログラムの開発・普及事業及びアジア環境大学院ネットワーク（Pro SPER.NET）の構築の
取組を行う。

学校施設を教材として活用し、地域の環境・エネルギー教育の発信拠点とするとともに、温室効果ガス
の削減目標達成に貢献するため、関係省庁と連携し太陽光発電、木材利用、雨水利用など環境を考慮し
た学校施設（エコスクール）の整備を推進。

ESDの取組の裾野を広めるとともに、地域に根ざしたESDの取組を全国的に普及させるため、ESD
の団体登録制度を立ち上げ、コーディネーター育成の研修を試行する。
身近に存在する川などの水辺における環境学習・自然体験活動を推進するため、市民団体、教育関係者、
河川管理者等が一体となった体制の整備を行うとともに、必要に応じ、水辺に近づきやすい河岸整備等
を行っている。

大気環境保全に関す
る普及啓発事業

自然再生事業対象地
の環境学習への活用

森林・林業体験交流
促進事業

森林の多様な利用・
緑化の推進

自然とのふれあいの
推進

地域におけるESD取
組強化推進事業

「子どもの水辺」再発
見プロジェクト

学校エコ改修と環境
教育事業

アジア環境人材育成
イニシアティブ推進
事業

エコスクール
パイロット・モデル
事業

文部科学省
経済産業省
農林水産省
環境省

農林水産省
国土交通省
環境省

遊々の森

こども環境白書

環境省 継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

環境省

環境省

環境省

農林水産省

農林水産省

農林水産省

農林水産省

施策名 実施省 概要

ふれあいの森

こどもエコクラブ事業

環境省

環境省

環境省

環境省

植樹祭等の緑化行事の実施や企業の社会貢献活動としての森林づくりをはじめとする森林ボランティア
活動等への支援を実施。

森林づくり国民運動
推進事業 新規農林水産省

文部科学省
国土交通省
環境省

表6-7-1　環境教育・環境学習に関する施策の例
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2　環境保全活動の促進

（1）市民、事業者、民間団体による環境保全
活動の支援

　環境省では、引き続き環境カウンセラーの登録を促
進するとともに、個々の環境カウンセラーの活動を支
援することにより、環境カウンセラー制度の一層の普
及を図ります。
　（独）環境再生保全機構が所管する「地球環境基金」
において、引き続き、国内外の民間団体が国内及び開
発途上地域で行う環境保全活動への助成、セミナーの
開催、民間団体による環境保全活動を促すための事業
を行います。
　さらに、森林ボランティアをはじめ、企業、NPO
等多様な主体が行う森林づくり活動等を促進するため
の事業及び緑の募金を活用した活動を推進します。

（2）各主体間のパートナーシップの下での取
組の促進

　環境省では、事業者、市民、民間団体等のあらゆる
主体のパートナーシップによる取組の支援や交流の機
会を提供するために、「地球環境パートナーシッププ
ラザ」及び「地方環境パートナーシップオフィス」を
拠点としてパートナーシップの促進を図ります。
　また、広く NGO・企業等からの政策への提言等を
受け、すぐれた提案についてはモデル事業化するなど、
引き続き、パートナーシップによる政策の企画立案に
努めます。さらに、国際的に環境協力を行っている
NGO間の連携を強化するため、NGO連携連絡会合の
開催等の取組を行います。

3　「国連持続可能な開発のための教育の10年」の取組

　2005 年（平成 17 年）から始まった「国連持続可能
な開発のための教育の 10 年」については、2009 年（平
成 21 年）に前半の 5 年間を経過したことから、この
5 年間の進捗も踏まえ、わが国における実施計画に基

づき、多様な主体とともに、関係府省が緊密に連携し
て関連施策を推進します。また、アジアの環境リーダ
ー育成イニシアティブの展開等の国際的な協力をさま
ざまなレベルで進めます。

4　環境研修の推進

　環境調査研修所では、各研修の内容を環境行政の新
たな展開や地方公共団体等からの研修ニーズに対応さ

せ、充実を図ります。

第8節　社会経済のグリーン化の推進に向けた取組

1　経済的措置

（1）経済的助成

　都市における緑地の整備等各種の公害防止のための
事業助成を引き続き推進するほか、中小企業が円滑に
公害防止を実施できるよう、指導・相談、技術開発に
係る助成等の充実を図ります。

　税制上の措置等

　平成 22 年度税制改正において、①自動車税のグリ
ーン化及び低燃費車等（中古車）の取得に係る自動車
取得税の特例措置について、軽減対象の追加・見直し

を行った上で延長、②自動車重量税・自動車取得税に
ついて、時限的に免除・軽減する措置の対象自動車の
区分の追加、③既存住宅について一定の省エネ改修を
行った場合の固定資産税の減額措置及び認定長期優良
住宅に係る固定資産税・不動産取得税の特例措置の延
長、④産業廃棄物処理用設備等に係る特別償却制度に
ついて対象設備の見直し・延長、⑤最終処分場の維持
管理積立金制度に係る特例措置の延長、⑥公害防止用
設備及び廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の課
税標準の特例措置について対象設備の見直し・延長、
⑦試験研究費の額が増加した場合等の法人税額等の特
別控除（Ｒ＆Ｄ税制）の延長等を行います。



413

第
6
章　

各
種
施
策
の
基
盤
、
各
主
体
の
参
加
及
び
国
際
協
力
に
係
る
施
策

第8節　社会経済のグリーン化の推進に向けた取組

（2）経済的インセンティブ

　環境への負荷に経済的負担を課すことを通じ、環境
負荷低減へのインセンティブを与える手法については、
地球温暖化防止のための二酸化炭素排出抑制、都市・

生活公害対策、廃棄物の抑制などの分野に応じ、その
適切な活用について検討します。
地球温暖化対策のための税については、平成 23 年度
実施に向けた成案を得るべく、さらに検討を進めます。

2　環境配慮型製品の普及等

（1）グリーン購入の推進

　グリーン購入法に基づく基本方針において、国等の
機関が特に重点的に調達を推進すべき物品等として定
めている特定調達品目及びその判断の基準については、
環境物品等の開発・普及の状況や科学的知見の充実等
に応じて適宜追加・見直しを行うこととしています。
このため、平成 22 年度も学識経験者による検討会を設
置するとともに、重点的に検討する品目ごとに分科会
を設け、品目のさらなる拡充及び基準の強化を図りま
す。
　国等の各機関では、基本方針に即して、特定調達品
目ごとの具体的な調達目標などを定めた調達方針を作
成・公表し、これに基づいて環境物品等の優先的調達
を推進するほか、年度終了後にはその調達実績の概要
を公表します。
　また、環境表示の信頼性を確保するための検討を行
い、グリーン購入のさらなる推進を図ります。

（2）環境配慮契約（グリーン契約）

　国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮し
た契約の推進に関する法律（平成 19 年法律第 56 号）
に基づく基本方針（平成 19 年 12 月 7 日閣議決定。平
成 22 年 2 月 5 日変更）では、電力調達、自動車調達、
船舶調達、ESCO（省エネルギー改修）事業、建築設
計の 5分野における契約について、具体的な環境配慮
の方法や手続について定めており、適宜追加・見直し
を行っていきます。国及び独立行政法人等は、この基
本方針にしたがって環境配慮契約に取り組む義務があ
り、機関ごとに契約の締結実績を公表することになり
ます。

（3）環境ラベリング

　購入者が、製品やサービスに関連する適切な環境情
報を入手できるよう、環境ラベリングその他の手法に
よる情報提供を進めるため、国際的な動向を踏まえな
がら、環境ラベル制度の相互認証確立に向けた調査及
び検討を行います。また、グリーン購入の取組を促進

する民間団体による情報提供の取組を促進します。さ
らに、タイプⅡ環境ラベルや民間団体が行う情報提供
の状況を引き続き整理・分析して提供するとともに、
適切な情報提供体制のあり方について検討します。

（4）ライフサイクルアセスメント（LCA）

　ライフサイクルアセスメントを活用した仕組みであ
るカーボンフットプリントについて、平成 21 年度試
行事業の結果を踏まえて、ルールの見直し等を行い、
仕組みの構築とカーボンフットプリントの普及拡大に
努めるとともに、LCA手法を導入する企業の拡大を
推進します。

（5）標準化の推進

　日本工業標準調査会（JISC）は、環境配慮製品の
市場の創出・拡大を図るため、3R・環境配慮設計・
地球温暖化対策・有害物質対策・環境汚染対策に資す
る規格の制定・改正に取り組むほか、環境関連法令や
契約等の中で環境 JISがどのように活用されているか
について調査・検討を継続して行い、環境 JIS の制定・
改正・活用の促進に役立てます。

（6）家電エコポイント・住宅版エコポイント

　地球温暖化対策の推進、経済の活性化及び地上デジ
タル放送対応テレビの普及を図ることを目的に実施し
ている家電エコポイント事業について、利用者の利便
性を考慮した申請手続の改善、対象とするテレビの省
エネ基準の強化、ＬＥＤ電球等の商品交換促進などを
行い、適用期限を延長 ( 平成 22 年末まで ) して事業を
実施します。
　また、一定の省エネ基準を満たすエコ住宅の新築、
二重サッシ化や複層ガラス化などの窓の断熱改修、外
壁や天井等の断熱材の施行といったエコリフォームに
対して、多様な商品等と交換できるエコポイントを付
与する「住宅版エコポイント」について、引き続き円
滑な事業の実施を図ります。
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3　事業活動への環境配慮の組込みの推進

（1）環境マネジメントシステム

　環境マネジメントシステムの導入を幅広い事業者に
広げていくため、さらなる普及促進に努めます。中小
規模の事業者向けに策定された環境マネジメントシス
テムである「エコアクション 21」について、平成 21
年度に行われたガイドライン改訂に関する内容の周知
を図るとともに、一層の普及促進を図ります。また、
国際標準化機構（ISO）については、環境マネジメン
トシステムの段階的適用の指針（ISO14005）の平成
22 年発行に向けて、作業を進めるとともに、同規格
の迅速な日本工業規格（JIS）化に向けて準備を進め
る予定です。

（2）環境会計

　総合的な環境会計ガイドライン等を通じて、環境会
計手法の一層の普及促進を図るとともに、発展途上に
ある環境会計の手法確立に向けて、ガイドラインの改
訂に向けた検討を進めます。また、環境管理会計の一
手法であるマテリアルフローコスト会計の国際標準化
作業を円滑に推進するために、国内における優良導入
事例の蓄積を目的とした事業者団体等によるマテリア
ルフローコスト会計導入実証事業等を支援します。加
えて、平成 23 年 3 月の ISO 国際規格発行を目指し、
わが国が議長及び幹事を務めるWGにおいて引き続
き主導的な役割を果たします。

（3）環境報告書

　環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境

に配慮した事業活動の促進に関する法律（平成 16 年
法律第 77 号）に沿って、環境報告書の作成・公表の
さらなる普及促進と事業者・国民による利用促進のた
めの施策を引き続き推進します。
　具体的には、環境報告書に関するポータルサイトの
適切な運用や、すぐれた環境報告書の表彰、普及啓発
のイベント等を通じて、質の高い環境報告書の作成・
公表を促進していくほか、環境報告書の信頼性の向上
を図るため、環境報告書の自己評価や第三者審査など
の自主的な取組の推進を図ります。

（4）効果的な公害防止の取組の促進

　平成 22 年 1 月の中央環境審議会答申を受けて、地
方自治体及び事業者における効果的な公害防止の取組
を促進するための方策等を検討、実施します。また、「大
気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法
律」の施行に向けて政省令等の内容を検討します。

（5）温室効果ガスの排出量等の定量化等に関
する標準化

　引き続き温室効果ガスの排出量・削減量の定量化等
に関する国際規格（ISO14064-2～3）の日本工業規格
（JIS）化に向けた作業を進めるとともに、平成 22 年
度より、温室効果ガスの排出量・削減量の検証を行う
機関に対する要求事項を規定した国際規格（ISO14065）
についても日本工業規格（JIS）化を進めます。上記
作業はいずれも平成 22 年度内に終了し、対応する日
本工業規格（JIS）が同年度内に制定・公示される予
定です。

4　環境に配慮した投融資の促進

　個人金融資産の有効な活用という視点も踏まえ、環
境に配慮した事業活動を評価する投融資の普及促進を
図ります。そのため、以下に掲げる市場への環境配慮
の織り込みを促進するための事業を実施するほか、金
融機関も含めた事業者への情報提供や普及啓発を行っ
ていきます。

（1）市場への環境配慮の織り込み

　国民の個人資産を地域の環境保全事業等に活用する
コミュニティ・ファンドの取組を促進するため、コミ
ュニティ・ファンドが投融資する事業に対して、事業
関係者を含めて環境面等からの評価を実施し、その結
果を事業の見直しに反映させる取組を支援します。ま

た、企業の環境配慮の取組全体をスクリーニング手法
等により評価し、その評価結果に応じて金利優遇を行
う「環境格付」手法を用いた融資の取組について支援
します。
　金融機関が投融資等に当たって、環境に配慮する旨
を謳う「日本版環境金融行動原則（仮称）」について、
検討します。原則へのコミットとフォローアップを通
じ、金融機関全体としての環境に配慮した投融資等へ
の意識と取組の向上を図ります。
　さらに、環境報告書の比較可能性・信頼性の向上や
適切な環境表示の推進等により、環境情報の利用を促
進し、市場の中で環境配慮の取組が適切に考慮される
ように努めます。
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第8節　社会経済のグリーン化の推進に向けた取組

（2）環境投資の促進

　地球温暖化対策投資の推進により、企業の環境対策
の促進と経済活性化を同時に図るため、意欲的な CO2
削減を誓約した企業に対し、利子補給による支援を行
います。また、企業における環境に配慮した事業活動
及び投資活動の現状把握、環境ビジネスの振興、グリ
ーン購入など需要面からの環境投資の促進、環境配慮
型融資や社会的責任投資（SRI）等の普及促進など、

環境投資のための資金調達の円滑化の促進に引き続き
取り組みます。さらに、投資判断に資する企業の環境
情報の提供促進についても検討してまいります。

（3）「環境力」評価手法の活用

　日本企業がもつ環境力を適切に評価できる仕組みの
あり方等について、平成 21 年度に実施した調査等を
踏まえて検討を行います。

5　その他環境に配慮した事業活動の促進

　平成 20 年度より開始している、国民一人ひとりの
温暖化対策行動に経済的インセンティブを付与するエ
コ・アクション・ポイントについて、これまでの全国
型及び地域型のモデル事業の成果を活用し、経済的に

自立した民間主導のエコポイントのビジネスモデルを
確立するため、多種多様な業と接続できるポイント管
理システムへの改良、対象商品・交換商品の大幅拡充
を可能とするシステム開発等を行います。

6　社会経済の主要な分野での取組

（1）農林水産業における取組

　環境と調和のとれた農業生産活動を推進するため、
農業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき農業環
境規範の普及・定着を引き続き推進します。さらに、
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律
（平成 11 年法律第 110 号）に基づき、土づくりと化学
肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む農
業者（エコファーマー）の認定促進、エコファーマー
の技術や経験の交流を図るための全国ネットワーク化
の支援や、共同利用機械・施設等の整備に関する支援
を引き続き行います。また、森林・林業においては、
育成複層林施業等の森林整備を促進するとともに、計
画的な保安林の指定の推進及び治山事業等による機能
が低下した保安林の保全対策、多様な森林づくりのた
めの適正な維持管理に努めるほか、関係省庁の連携の
下、木材利用の促進を図ります。
　水産業においては、持続的な漁業生産等を図るため、
適地での種苗放流等による効率的な増殖の取組を支援
するとともに、漁業管理制度の的確な運用に加え、漁
業者による水産資源の自主的な管理や資源回復計画に
基づく取組を支援します。さらに、沿岸域の藻場・干
潟の造成等生育環境の改善を実施します。また、持続
的養殖生産確保法（平成 11 年法律第 51 号）に基づく
漁協等による養殖漁場の漁場改善計画の作成を推進し
ます。

（2）運輸・交通

　地方公共団体や民間事業者等が低公害車を導入する
際の補助制度、排出ガス性能や燃費性能のすぐれた環
境負荷の小さい自動車に係る自動車税のグリーン化、
自動車重量税・自動車取得税について、時限的に免除・
軽減する措置等、政府系金融機関を通じた融資制度等
を通じて低公害車のさらなる普及促進を図ります。
　また、ディーゼルエンジンの高い熱効率を維持した
まま排出ガスの低減を図ることを目的とした予混合圧
縮燃焼エンジン技術、革新的後処理システム技術の開
発を引き続き進めるとともに、次世代低公害トラッ
ク・バスについて、産学官の適切な連携により、開発・
試作したジメチルエーテル自動車や非接触給電ハイブ
リッド自動車等の実証走行試験等を実施します。
　都市鉄道新線の整備、在来幹線鉄道の活性化、次世
代型路面電車システム（LRT）の整備、駅のバリアフ
リー化、オムニバスタウン整備、ノンステップバスの
導入、鉄道・バス相互の共通 IC カードシステムの整
備等に対する支援等を通じて環境負荷の小さい公共交
通機関の利用促進を図ります。
　さらに、マイカーから公共交通機関への利用転換を
推進するエコ通勤優良事業所認証制度の拡充を図ると
ともに、地域公共交通活性化・再生総合事業の枠組み
を活用しながら、通勤交通グリーン化を推進します。
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第9節　国際的取組に係る施策

1　地球環境保全等に関する国際協力等の推進

（1）地球環境保全等に関する国際的な連携の
確保

ア　多国間の枠組みによる連携

　（ア）国連を通じた取組
　① ヨハネスブルグ・サミット後の持続可能な開発に

向けた取組
　ヨハネスブルグ・サミットにおいて採択された「実
施計画」が着実に実施され、持続可能な開発に向けた
全世界的な取組が強化されるよう国連持続可能な開発
委員会（CSD）等を通じて、最大限貢献していきます。
　②国連環境計画（UNEP）における活動
　環境基金への財政的な支援を引き続き行うとともに、
管理理事会で決定された重点分野のさらなる推進のた
め、日本の環境分野での多くの経験と豊富な知見を生
かし、今後とも積極的に貢献します。また、UNEP
親善大使を通じて草の根環境保全活動を推進します。
　UNEP 国際環境技術センター（IETC）が実施する
開発途上国等への環境上適正な技術（EST）の移転に
関する支援及び環境保全技術に関する情報の収集・整
備及び発信への協力等を継続するとともに、関係府県
市等と協力して、同センターの円滑な業務の遂行を引
き続き支援します。
　また、UNEP アジア太平洋地域事務所（ROAP）が
実施する、アジア太平洋地域における持続可能な開発
のためのショーケースプロジェクトを支援します。
　③国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）
　平成 22 年 9 月末に開催予定のMCED6 に向けて、
アジア太平洋地域における環境と開発に関する日本の
経験と知見を生かし、積極的に貢献します。
　（イ）世界気象機関（WMO）における取組
　WMOが実施する地球環境保全のための取組につい
て、アジア太平洋地域をはじめとする各国の気象機関
等と協力して推進します。
　（ウ） 経済協力開発機構（OECD）における取り組

み
　平成 22 年 1 月に就任した環境政策委員会の議長や、
同委員会の下でのわが国に対する 3度目の環境保全成
果レビュー等の着実な実施を通じ、今後とも OECD
の環境分野における活動に積極的に参画・貢献します。
　（エ）世界貿易機関（WTO）等における取組
　自由貿易の推進と環境保全の両立を図っていくよう、
WTO における議論に積極的に参加します。また
WTOにおける多国間の貿易自由化に加え、最近取組

が進んでいる二国間の経済連携協定等の推進に当たっ
ても、貿易をはじめとする国際経済活動と環境保全と
の相互支持性を向上させるための具体的取組をさらに
進めます。
　（オ）アジア太平洋地域における取組
　平成20年に開催された第1回東アジア首脳会議（EAS）
環境大臣会合の結果を受けて、東アジアにおける「環
境的に持続可能な都市」の実現に向けた協力を積極的
に進めるとともに、第 2 回 EAS 環境大臣会合及び第
9 回 ASEAN ＋ 3（日中韓）環境大臣会合の成功に向
けて、引き続きアジア地域の環境協力において主導的
役割を果たします。また、環境と共生しつつ経済発展
を図り、持続可能な社会の構築を目指すクリーンアジ
ア・イニシアティブを引き続き推進していきます。
　平成 22 年度に第 12 回を迎える日中韓三カ国環境大
臣会合（TEMM）は、わが国で開催されることが予
定されており、わが国のリーダーシップによって、三
カ国共同行動計画の策定等、会合の成功に貢献してい
きます。また、北東アジア準地域環境協力プログラム
（NEASPEC）等への積極的な参加を通じ、北東アジ
ア地域、さらには地球規模の環境保全に関する政策対
話の強化に努めます。
　地球温暖化アジア太平洋地域セミナーを今後とも開
催するとともに、東アジア酸性雨モニタリングネット
ワーク（EANET）を推進します。
　黄砂については、中国、韓国、モンゴル等の関係各
国や国際機関との連携を強化しつつ、国際的なプロジ
ェクト等を推進していきます。
　アジア水環境パートナーシップ（WEPA）事業を
推進するため、関係各国と連携し、水環境ガバナンス
向上に向けた人材育成、ネットワークの拡充を行いま
す。また、その過程で得られた有益な情報等を収集・
整理し、WEPAデータベースを充実させます。
　アジア諸国における石綿対策技術支援については、
過去の 3年間の実績を踏まえ、石綿対策のプライオリ
ティの高い国を対象として、大気環境中の石綿濃度の
実態把握の第一段階である石綿の発生源情報の把握及
び整理について協力を行います。
　一方、石綿対策のプライオリティの低い国に対して
は、石綿に関する基礎的な研修を行います。
　アジアEST地域フォーラムの枠組みを通じて、今後
ともほかの参加国と協働しながら、国際連合地域開発
センター（UNCRD）とともに、アジア地域における環
境にやさしい交通の実現を目指す取組を進めます。
　日本モデル環境対策技術等の国際展開については、
中国・ベトナム・インドネシアの状況に応じた日本の
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技術の普及・展開方策の具体化を進めるとともに、関
連する各国との協力事業を引き続き推進します。
　東アジア地域の非意図的生成残留性有機汚染物質
（POPs）削減に関するワークショップを今後とも開
催し、わが国に係るダイオキシン類対策に係る経験の
発信等を通じて、国際協力の推進を図ります。
　（カ）世界的な問題解決に向けた国際連携の強化
　国連水と衛生に関する諮問委員会等、水に関する国
際会議へ積極的に参加し、日本の経験や知恵、すぐれ
た技術の情報発信などにより、世界的な水問題の解決
に向けて貢献します。
　また、日本国政府が作成に協力したUNESCO の「河
川流域における総合水資源管理（IWRM）ガイドライ
ン」を活用しつつ、UNESCO やアジア河川流域ネッ
トワーク（NARBO）と連携して、環境も含めた総合
水資源管理の促進に貢献します。
　また、下水道システムの海外展開における技術支援
や、国内外の関係者をつなぐ国際的なプラットフォー
ムとして設立された「下水道グローバルセンター」や、
基礎的な衛生施設、浄化槽等のオンサイトの汚水処理
や都市の汚水・雨水対策としての下水道の整備まで幅
広いサニテーションを視野に入れアジア太平洋地域の
ナレッジ・ハブとして設立された「日本サニテーショ
ンコンソーシアム」を中心として、わが国のすぐれた
下水道技術や、浄化槽等のオンサイト処理システムに
関する技術の海外展開により、世界の水と衛生問題の
解決に向けた取組を推進します。
　国際熱帯木材機関（ITTO）に関しては、平成 22 年
12 月に横浜市で開催予定である第 46 回理事会に積極
的に参加し、熱帯木材の貿易と有効利用、熱帯林の持
続可能な経営等に関する議論及び国際協力の推進に貢
献します。また、ITTOへの拠出を通じ、熱帯林の持
続可能な経営及び違法伐採対策等を推進するための支
援を行います。

イ　二国間の枠組みによる連携

　米国、ロシア、中国、韓国等との環境保護協力協定

に基づく協力、米国、ドイツ等との科学技術協力協定
に基づく共同研究・調査等、モンゴル、インド等との
環境政策対話を進めます。
　特に中国においては、引き続き、環境汚染対策分野
における協力を推進します。

ウ　国際的な連携の確保に資する海外広報の推進

　国際的に要望の高い行政資料の英語版、目的に応じ
た海外広報用資料などの作成・配布やインターネット
を通じ、環境問題に対する取組につき積極的に海外広
報を行います。

（2）開発途上地域の環境の保全

　温暖化対策、酸性雨対策、オゾン層保護対策、砂漠
化対策、国際河川流域環境管理、生物多様性保全、化
学物質管理など、地球規模及び広域的問題の解決に対
して、積極的に貢献します。その際、二国間協力と多
国間協力の連携を強化し、プロジェクト形成機能の強
化を図ります。
　日本の経験や技術をいかしつつ、コベネフィット・
アプローチによる協力を進めるなど、途上国の環境分
野における主体的な取組強化と対処能力向上を促し、
持続可能な開発を支援します。
　また、世界銀行、UNDP、UNEP などの国際機関を
通じた協力やほかのドナー国との連携を進めます。

（3）国際協力の円滑な実施のための国内基盤
の整備

　地球環境保全などに関する国際的な連携に資するた
め、東アジアを中心とした諸外国の環境の状況や国際
機関の環境保全戦略に関する情報収集に努めるととも
に、国民の理解と支持を得るため、環境省ホームペー
ジを活用した広報等を積極的に行います。

2　調査研究、監視・観測等に係る国際的な連携の確保等

（1）戦略的な地球環境の調査研究・モニタリ
ングの推進

　「全球地球観測システム（GEOSS）10 年実施計画」
に基づき、地球観測に関する政府間会合（GEO）の専
門委員会である構造及びデータ委員会の共同議長国と
して、GEOSS構築に向けた取組に積極的に貢献します。
また、「地球観測の推進戦略」に基づき、関係府省の
連携の下、実施方針を策定し、地球観測を行います。
　「統合地球観測戦略（IGOS）パートナーシップ」に

おいて、8つのテーマ（海洋、大気化学、炭素循環、
水循環、陸域災害、沿岸／サンゴ礁、雪氷圏、陸域）
の下、全球海洋観測及び全球水循環観測等が実施段階
となっており、熱帯降雨観測衛星（TRMM）及び米国
地球観測衛星（Aqua）の改良型高性能マイクロ波放
射計（AMSR-E）等による観測データを活用し、積極
的に国際的な観測・監視計画に貢献します。なお、
IGOS は第 4回地球観測サミット（2007 年 11 月）にお
いて承認され、GEOSSに統合することとされています。
　地球環境の監視・観測については、GAW計画を含
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むWMOの各種計画、WMO／ユネスコ政府間海洋学
委員会（IOC）合同海洋・海上気象専門委員会（JCOMM）
の活動、全球気候観測システム（GCOS）、全球海洋
観測システム（GOOS）等の国際的な計画に参加・連
携して実施します。
　温室効果ガスなどの観測・監視に関し、WMO温室
効果ガス世界資料センターとして全世界の温室効果ガ
スのデータ収集・管理・提供業務を、WMO品質保証
科学センターとしてアジア・南西太平洋地域における
観測データの品質向上に関する業務を、さらにWMO
全球大気監視較正センターとしてメタン等の観測基準
（準器）の維持を図る業務を引き続き実施します。さ
らに、黄砂に関する情報及び有害紫外線に関する情報
の発表を継続します。
　気象の観測・監視に関し、WMOや GCOS 等が推
進する気候変動の監視等のための総合的な観測システ
ムの運用・構築に積極的に参加するほか、世界各国か
らの地上気候観測データの入電数状況や品質を監視す
る GCOS 地上観測網監視センター（GSNMC）業務や
アジア地域の気候観測データの改善を図るための
WMO関連の業務を各国気象局と連携して推進します。
また、アジア太平洋気候センターを通じて、アジア太
平洋地域各国の気象機関に対し基盤的な気候情報を引
き続き提供するとともに、気候情報提供の改善や域内
各国の人材育成への協力などを通じて、域内各国の気
候情報業務の改善に協力していきます。
　さらに、VLBI（超長基線電波干渉法）や GPS を用
いた国際観測に参画するとともに、験潮・絶対重力観
測等と組み合わせて地球規模の地殻変動等の観測・研

究を行います。
　化学物質についても、東アジア地域における残留性
有機汚染物質（POPs）の汚染実態の把握を目的とし
たモニタリングを、引き続き主導的役割を果たしつつ
強力に推進します。

（2）国際的な各主体間のネットワーキングの
充実、強化

　アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN）
においては、2010 年 3 月に策定された第 3 次戦略計
画に基づいて、神戸市内のAPNセンターを中核として、
地域内の研究活動等の支援を積極的に行います。特に、
日本がヨハネスブルグ・サミットにおけるパートナー
シップ・イニシアティブの一つとして提唱した「持続
可能な開発に向けた開発途上国の研究能力開発・向上
プログラム（CAPaBLE）」を着実に推進します。
　地球地図プロジェクトを主導し、各国と協力して、
地球環境の現状を表す地球地図の提供を進めます。ま
た、国際連合アジア太平洋地域地図会議の決議に基づ
き、アジア太平洋地域の各国と協力しつつ、引き続き
基盤的地理空間情報の整備等を推進していきます。
　また、引き続き東アジアをリアルタイムでカバーで
きる温暖化影響観測ネットワーク網の構築により東ア
ジアの環境影響評価を行うとともに、気候変動影響に
対して脆弱なアジア太平洋地域における気候変動への
適応について関係機関の能力強化を図るアジア太平洋
気候変動適応ネットワークを支援します。

3　国際協力の実施等に当たっての環境配慮

　ODA及びその他公的資金においては、平成 22 年 4
月 1 日に旧 JICAと旧 JBICの環境社会配慮ガイドラ
インを一本化した新ガイドラインが策定され平成 22

年 7 月 1 日から、同ガイドラインによる事業を開始し
ます。

4　地方公共団体や民間団体による活動の推進

　開発途上国の自立的取組の促進のため、地方公共団
体、民間団体、事業者などの役割を踏まえた多元的パ
ートナーシップを形成しつつ、厚みのあるきめの細か
い協力を推進します。

（1）地方公共団体の活動

　環境分野において豊富な経験と人材を有し、また独
自に国際環境協力を実施している地方公共団体との連
携を一層推進します。また、地方公共団体等が国際協

力機構と連携して行う草の根技術協力事業の活用を進
めます。

（2）民間の活動

　外務省の草の根・人間の安全保障無償資金協力、日
本 NGO 連携無償資金協力、NGO 事業補助金、JICA
の草の根技術協力等の既存の支援策を引き続き活用す
るとともに、支援策の拡充・強化を図ります。



［あ］
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
愛がん動物用飼料（ペットフード）の製造等に関する規制を行う
ことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛
がん動物（ペット）の健康を保護し、動物の愛護に寄与すること
を目的とする法律。平成21年6月1日施行。

悪臭防止法
工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭につ
いて必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することによ
り、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的と
したもの。同法では都道府県知事（指定都市、中核市、特例市及
び特別区においてはその長）が規制地域の指定及び規制基準の設
定を行うこととしている。また、平成12年5月に改正され、臭気
測定業務従事者（臭気判定士）制度や事故時の措置について規定
された。

アジア森林パートナーシップ
アジアの持続可能な森林経営の促進を目的として、アジア・大洋
州諸国や欧米諸国、国際機関、市民社会、民間セクター等の間で
の自発的な協力を促進するためのパートナーシップ。わが国とイ
ンドネシア政府が提唱し、2002年（平成14年）のヨハネスブル
グサミットにおいて、タイプ2の取組（各国政府、国際機関、
NGO等が自主的に参加する取組）として発足した。

アジア太平洋環境会議
アジア太平洋地域各国の環境大臣及び関係国際機関の代表等によ
る自由な意見交換を行う場を提供することにより、この地域にお
ける環境分野での協力を推進し、持続可能な開発の実現に資する
ことを目的として、1991年（平成3年）よりほぼ毎年日本で開催
している。

アジア太平洋環境開発フォーラム
アジア太平洋環境開発フォーラム。アジア太平洋地域にふさわし
いより衡平で持続可能な開発のモデルを提示することを目的に、
エコアジア2001において設立された有識者会議。2005年度（平
成17年度）より第2段階目の活動（APFEDII）として、2004年（平
成16年）12月に取りまとめられた提言を実施すべく取り組んで
いる。

アジア太平洋地球変動研究ネットワーク
アジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN＝Asia-Pacific 
Network for Global Change Research）は、アジア太平洋地域に
おける地球変動研究を推進し、科学研究と政策決定の連携を促進
することを目的として1996年（平成8年）に発足した政府間ネッ
トワークであり、現在21か国が参加している。

アジア水環境パートナーシップ
アジア地域を中心に水環境管理体制の強化を目指して、水環境に
関するデータベースの構築や人材育成を行っている環境省の水問
題に関する国際協力事業。（関係国：カンボジア、中国、インド
ネシア、韓国、ラオス、ミャンマー、タイ、マレーシア、フィリ
ピン、ベトナム、日本）

アジェンダ21
21世紀に向け持続可能な開発を実現するために各国及び各国際
機関が実行すべき行動計画を具体的に規定するものとして、1992
年（平成4年）6月にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催さ
れた国際会議（通称：地球サミット）で採択。持続可能な開発を
実現するための具体的な行動計画である「アジェンダ21」が合
意された。大気、水、廃棄物などの具体的な問題についてのプロ
グラムとともに、この行動を実践する主要グループの役割強化、
財源などの実施手段のあり方が規定されている。

有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律
国民的資産である有明海及び八代海を豊かな海として再生するこ
とを目的とする法律。両海域の再生に関する基本方針を定めると
ともに、当該海域の環境の保全及び改善並びに水産資源の回復等
による漁業の振興に関し実施すべき施策に関する計画を策定し、
その実施を促進するための特別の措置を講ずることを定めてい
る。

［い］
イタイイタイ病
厚生省（当時）の公式見解によれば、「イタイイタイ病の本態は
カドミウムの慢性中毒によりまず腎臓障害を生じ、次いで骨軟化
症をきたし、これに妊娠、授乳、内分泌の変調及び栄養としての
カルシウム等の不足などが誘因となって、イタイイタイ病という
疾患を形成したものである。骨軟化症のため、容易に骨折がおこっ
たり、そのため激しい痛みを患者が感じ、体型の変型をおこす。
三井金属鉱山神岡工業所の事業活動に伴って排出されたカドミウ
ム等の重金属が神通川を汚染し、かつ流域の土壌汚染をひきおこ

し、食品濃縮の過程を経て人間に多量のカドミウムが摂取された
結果、発病したもの」とされている。

一酸化炭素
燃料等の不完全燃焼により生じ、自動車が主な発生源とされてい
る。COは血液中のヘモグロビンと結合して酸素運搬機能を阻害
する等の健康への影響のほか、温室効果のあるメタンの寿命を長
くする。

いっしょにあったまろう。
～ウォームシェア～
ウォームビズの2009年（平成21年）度のテーマ。
一人ひとりが体の内側から温まるためにみんなでアイデアをシェ
アしよう、暖房エネルギーの無駄遣いを避けるためにみんなで空
間や時間をシェアしようと呼びかけ、過度な暖房使用を控えて
CO2削減を進めていこうといったウォームビズの提案。

一般環境大気測定局
一般環境大気の汚染状況を常時監視する測定局。

一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物。一般廃棄物はさらに「ごみ」と「し尿」
に分類される。また、「ごみ」は商店、オフィス、レストラン等
の事業活動によって生じた「事業系ごみ」と一般家庭の日常生活
に伴って生じた「家庭ごみ」に分類される。

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に
関する法律
カルタヘナ議定書を国内で担保するために、使用形態に応じた遺
伝子組換え生物等の使用等の規制、輸出入に関する手続等につい
て定めた法律。平成15年6月に公布され、平成16年2月に施行。

インターネット自然研究所
国民の自然環境に対する理解と関心を深めるため、親しみやすく、
かつ実用的な自然環境情報を提供するホームページ。さまざまな
IT（情報技術）を活用することにより、最新の自然情報の提供
や環境教育・環境学習に役立つ豊富なコンテンツを分かりやすく
提供している。（http://www.sizenken.biodic.go.jp）

インベントリータスクフォース
温室効果ガスの排出・吸収量の算定の精度を高め、その方法を各
国間で統一するため、科学的な立場から検討することを目的に、
IPCC内に設置されたタスクフォース。平成11年7月にIGES内に、
そのタスクフォースを支える技術支援ユニットが設置されており、
わが国はその中核的機能を担っている。

［う］
ウォームビズ
暖房時のオフィスの室温を20℃にした場合でも、ちょっとした
工夫により「暖かく効率的に格好良く働くことができる」という
イメージを分かりやすく表現した、秋冬の新しいビジネススタイ
ルの愛称。重ね着をする、温かい食事を摂る、などがその工夫例。

［え］
エコアクション21
中小企業等においても容易に環境配慮の取組を進めることができ
るよう、環境マネジメントシステム、環境パフォーマンス評価及
び環境報告を一つに統合した環境配慮のツール。幅広い事業者に
対して環境への取組を効果的・効率的に行うシステムを構築する
とともに、環境への取組に関する目標を持ち、行動し、結果を取
りまとめ、評価し、報告するための方法を提供している。平成
21年11月に、環境問題に関する昨今のさまざまな動きを踏まえ、
さらに取り組みやすく、またレベルアップが図れるように、その
内容を全面的に改訂した。

エコアジア
「アジア太平洋環境会議」参照。

エコカー減税
一定の排ガス性能、燃費性能等を備えた自動車に対する自動車重
量税・自動車取得税について、時限的に免除・軽減する措置。対
象となるのは電気自動車（燃料電池自動車を含む）、一定の天然
ガス自動車、一定のハイブリッド自動車、プラグインハイブリッ
ド自動車、クリーンディーゼル乗用車、要件を満たしたディーゼ
ル重量車、中量車、一定の低燃費、低排出ガス認定車であり、自
動車重量税にあっては平成21年4月1日から平成24年4月30日ま
で（当該期間における最初の車検時に限る）、自動車取得税にあっ
ては平成24年3月31日までの新車の取得について、それぞれ免除・
軽減される。

エコタウン事業
先進的な環境調和型のまちづくりを推進することを目的として、
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平成9年度に創設された事業。具体的には、それぞれの地域の特
性に応じて、都道府県又は政令指定都市が作成したプランについ
て環境省と経済産業省の共同承認を受けた場合、当該プランに基
づき実施される事業について、総合的・多面的な支援を実施する
もの。

エコツーリズム
自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し学ぶとともに、
対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全に責任をもつ観光の
あり方。一般には1982年（昭和57年）にIUCN（国際自然保護
連合）が「第3回世界国立公園会議」で議題としてとりあげたの
が始まりとされている。日本においてもエコツアーが数多く企
画・実施されており、環境省では持続可能な社会の構築の手段と
してエコツーリズムの推進に向けた取組を進めている。

エコツーリズム推進法
エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、
エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定、
特定自然観光資源の保護に関する措置等を定める法律。平成20
年4月1日施行。

エコファーマー
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（持続農業
法）に基づき土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一
体的に取り組む計画を立て、都道府県知事の認定を受けた農業者
の愛称。

エコロジカル・ネットワーク
人と自然の共生を確保していくため、原生的な自然地域等の重要
地域を核として、生態的なまとまりとを考慮した上で、有機的に
繋いだ生態系のネットワーク。ネットワークの形成により、野生
生物の生息･生育空間の確保、人と自然とのふれあいの場の提供、
地球温暖化防止等多面的な機能が発揮されることが期待される。

［お］
オゾン層
地球を取り巻く大気中のオゾンの大部分は地上から約10～50km
上空の成層圏に存在し、オゾン層と呼ばれている。太陽光に含ま
れる有害紫外線の大部分を吸収し、地球上の生物を保護する役割
を果たす。

オゾン層の保護のためのウィーン条約
オゾン層の保護のための国際的な対策の枠組みを定めた条約。国
際的に協調して各国が適切な措置を講じ、オゾン層やオゾン層を
破壊する物質に関する研究や組織的観測を進めること等を定めて
いる。1985年（昭和60年）に採択され、わが国は1988年（昭和
63年）に締結。

オゾン層保護法
「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」参照。

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書
国際的に協調してオゾン層保護対策を推進するため、オゾン層破
壊物質の生産削減等の規制措置等を定めたもの。1987年（昭和
62年）に採択され、わが国は1988年（昭和63年）に締結した。
当初の予想以上にオゾン層破壊が進行していること等を背景とし
て、これまで6度にわたり規制対象物質の追加や規制スケジュー
ルの前倒し等、段階的に規制強化が行われている。

オゾンホール
南極域等の上空でオゾンの量が大きく減少した領域。南極域上空
では、冬から春にかけて極めて低温な状態となり、極域成層圏雲
と呼ばれる雲が生じる。成層圏に到達したCFC等由来の塩素や
臭素は、この雲の粒子表面での反応で活性度の高い状態に変換さ
れ、春（9～11月）の太陽の光によってさらに分解された塩素原
子や臭素原子が、触媒となって連鎖的にオゾンを破壊する。

オフセット・クレジット制度
国内のプロジェクトによる温室効果ガス排出削減・吸収量につい
て、環境省が運営するオフセット・クレジット（J-VER）認証運
営委員会が、排出削減・吸収の信頼性を審査し、カーボン・オフ
セットに用いることのできる市場流通可能なクレジット（J-VER： 
Japan Verifi ed Emission Reduction）として認証する制度。

オフロード法
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」参照。

温室効果ガス
大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し再放出する気体。
京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロ
フルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄の6物
質が温室効果ガスとして排出削減対象となっている。

温泉法
「温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスに
よる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もって公共の
福祉の増進に寄与すること」を目的とする法律で、昭和23年に
制定。これは、貴重な自然資源である温泉の保護等を図るために、
温泉を掘削し、ゆう出路を増掘しもしくは動力を装置しようとす
る場合又は温泉の採取を業として行おうとする場合は都道府県知
事の許可を、温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は
都道府県知事又は保健所設置市の市長等の許可を受けなければな
らないなどの必要な手続を定めるとともに、温泉の公共的利用増
進のための地域指定等について規定している。

［か］
カーボン・オフセット
自らの日常生活や企業活動等による温室効果ガス排出量のうち削
減が困難な量の全部又は一部を、ほかの場所で実現した温室効果
ガスの排出削減や森林の吸収等をもって埋め合わせる活動。

カーボンフットプリント制度
カーボンフットプリント。商品・サービスの原材料調達から廃棄・
リサイクルにいたるライフサイクル全体における温室効果ガス排
出量をCO2量に換算し表示する仕組み。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃
棄物を排出すること、油、有害液体物質等及び廃棄物を海底下廃
棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船
舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却す
ることを規制すること等により、海洋汚染等の防止を図るための
法律。

海洋汚染防止法
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」参照。

海洋地球研究船「みらい」
海洋研究開発機構が所有する海洋観測船（全長128.6m、総トン
数8,687トン）。耐氷性にすぐれ、また、荒天時も安定した観測が
可能。気候変動とかかわりがあるとされる、海洋の熱・物質循環
の解明などをミッションとする。

外来種
国外や国内の他地域から人為的（意図的又は非意図的）に導入さ
れることにより、本来の分布域を越えて生息又は生育することと
なる生物種。外来種のうち、導入先の生態系等に著しい影響を与
えるものを特に侵略的な外来種と呼び、これらは自然状態では生
じ得なかった影響を人為的にもたらすものとして問題となってい
る。

科学技術連携施策群
各府省の縦割りの施策に横串を通す観点から、総合科学技術会議
が行う、各府省の関連施策の不必要な重複を排除し連携を強化し
て研究を推進する体制。

化学品の分類及び表示に関する世界調和システム
Globally Harmonized System of Classifi cation and Labelling of 
Chemicals（GHS）。化学品の危険有害性（ハザード）ごとの各
国の分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、
世界的に統一したルールとして提供するもの。2003年（平成15年）
7月に国際連合から勧告がなされ、日本を含め各国はこれを受けて、
今後、化学品の分類や表示を適切に行っていくよう努力すること
が求められている。

化学物質アドバイザー
市民、企業、行政からの要請に応じて、中立的な立場で化学物質
や化学物質による環境リスク、PRTR制度の仕組みに関する疑問
に答えたり、関連する情報を提供することなどにより、化学物質
に関するリスクコミュニケーションを推進するための専門的な能
力を有する人材。平成15年4月より派遣を開始している。

化学物質審査規制法
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」参照。

化学物質と環境円卓会議
化学物質の環境リスクについて、国民的参加による取組を促進す
ることを目的として、市民、産業、行政等から個人の立場で参加
したメンバーによる化学物質の環境リスクに関する情報の共有及
び相互理解を促進する場として、平成13年12月に設置され、定
期的に開催されているもの。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
昭和48年法律第117号。人の健康を損なうおそれ又は動植物の生
息もしくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境
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の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し、
事前にその化学物質の性状に関して審査する制度を設けるととも
に、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等に
ついて必要な規制を行うことを目的とする法律。平成21年5月に
改正を行い、包括的な化学物質管理の実施によって、有害化学物
質による人や動植物への悪影響を防止するため、化学物質の安全
性評価に係る措置を見直すとともに、国際的動向を踏まえた規制
合理化のための措置等を講ずることとしている。

化学物質の内分泌かく乱作用
化学物質が、内分泌系に影響を及ぼすことにより、生体に障害や
有害な影響を引き起こす外因性の作用。

化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針に
ついて-ExTEND 2005-
1998年（平成10年）に策定された「環境ホルモン戦略計画
SPEED'98」を改訂し、2005年（平成17年）3月、化学物質の内
分泌かく乱作用に関して環境省としての新たな取り組み方針をま
とめたもの。この方針では、1）野生生物の観察、2）環境中濃度
の実態把握及びばく露の測定、3）基盤的研究の推進、4）影響評
価、5）リスク評価、6）リスク管理、7）情報提供とリスクコミュ
ニケーション等の推進、という7つの柱に沿って、事業を実施し
ていくことを示している。

化学物質排出把握管理促進法
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進
に関する法律」参照。

拡大生産者責任
Extended Producer Responsibility（EPR）。生産者が、その生産
した製品が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適正
なリサイクルや処分について物理的又は財政的に一定の責任を負
うという考え方。具体的には、製品設計の工夫、製品の材質・成
分表示、一定製品について廃棄等の後に生産者が引取りやリサイ
クルを実施すること等が含まれる。OECDでは2000年（平成12年）
に加盟国政府に対するガイダンス・マニュアルを策定している。

カスケード利用
リサイクルを行った場合には、通常その度に品質の劣化が起こる。
このため、無理に元の製品から同じ製品にリサイクルせずに、品
質劣化に応じて、より品質の悪い原材料でも許容できる製品に段
階的にリサイクルを進めていくことで効率的なリサイクルを行う
ことをいう。紙について、コピー用紙、新聞紙、段ボールへと段
階的に利用していくことがその例。なお、エネルギーについても、
熱エネルギーを温度の高いほうから順に、電気（照明・動力）、
次いで蒸気（冷暖房）、さらに温水（給湯）といったかたちで有
効利用することをエネルギーのカスケード利用という。

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（家畜
排せつ物法）
畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し必要な事項を定
めるとともに、家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設の
整備を計画的に促進する措置を講ずることにより、家畜排せつ物
の管理の適正化及び利用の促進を図り、もって畜産業の健全な発
展に資することを目的とする法律。

家畜排せつ物法
「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」参
照。

家電リサイクル法
「特定家庭用機器再商品化法」参照。

花粉観測システム（愛称：はなこさん）
花粉の飛散状況をリアルタイムで情報提供するシステム。
（http://kafun.taiki.go.jp/）

カルタヘナ議定書
正式名称「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関す
るカルタヘナ議定書」。遺伝子組換え生物等の利用等による生物
多様性保全等への影響を防止するために、特に国境を越える移動
に焦点をあわせた国際的な枠組み。

カルタヘナ法
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保
に関する法律」参照。

環境影響評価
環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業について、その事業
の実施に当たり、あらかじめその事業の環境への影響を調査、予
測、評価し、その結果に基づき、その事業について適正な環境配
慮を行うこと。わが国においては、環境影響評価法等に基づき、

道路やダム、鉄道、発電所などを対象にして、地域住民や専門家
や環境担当行政機関が関与しつつ手続が実施されている。

環境会計
企業等が、社会との良好な関係を保ちつつ環境保全への取組を効
率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動にお
ける環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認
識し、可能な限り定量的（貨幣単位又は物量単位）に測定する仕
組み。この中でも、企業の廃棄物削減と生産性向上に着目したも
のをマテリアルフローコスト会計という。

環境カウンセラー
環境保全に関する専門的知識や豊富な経験を有し、環境省の実施
する審査に合格し、その知識や経験をもとに市民や事業者等の環
境保全活動に対して助言等を行うことのできる人材。

環境関連税
OECD統計上、強制的、一方的な政府への支払いであって、特定
の環境関連と考えられる課税対象に課せられるものと定義されて
いる。環境に関連した課税対象には、エネルギー製品、自動車、
輸送機関、廃棄物管理、オゾン層破壊物質等が含まれる。（「OECD
環境データ集」（2006年、2007年版））

環境技術実証事業
すでに適用可能な段階にありながら、普及が進んでいない先進的
環境技術の環境保全効果等を、第三者が客観的に実証する事業。

環境基準
環境基本法第16条の規定に基づき、「人の健康を保護し、及び生
活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として国
が定めるもの。

環境基本計画
環境基本法第15条に基づき、政府全体の環境保全施策の総合的
かつ計画的な推進を図るため、総合的かつ長期的な施策の大綱な
どを定める計画である。平成6年に第1次計画、平成12年に第2
次計画、平成18年に第3次計画が閣議決定された。

環境基本法
環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、
事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関
する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関
する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国
民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に
貢献することを目的としている。

環境研究総合推進費
環境問題が人類の生存基盤に深刻かつ重大な影響を及ぼすことに
かんがみ、さまざまな分野における研究者の総力を結集して学際
的、国際的な観点から総合的に調査研究及び技術開発を推進し、
もって持続可能な社会構築のための環境保全に資することを目的
とした政策指向型の競争的研究資金。平成22年度より、地球環
境研究総合推進費と環境研究・技術開発推進費を統合。

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事
業活動の促進に関する法律
事業者の自主的な環境配慮の取組を促進することをねらいとして、
環境報告書の普及促進と信頼性向上のための制度的枠組みの整備
や一定の公的法人（特定事業者）に対する環境報告書の作成・公
表の義務付け等について規定。平成17年4月1日より施行。

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律
持続可能な社会を構築する上で国民、民間団体等が行う環境保全
活動並びにその促進のための環境保全の意欲の増進及び環境教育
が重要であることにかんがみ、環境保全活動、環境保全の意欲の
増進及び環境教育について、基本理念を定め、並びに国民、民間
団体等、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基
本方針の策定その他の環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進
に必要な事項を定める法律。

環境配慮契約
「グリーン契約」参照。

環境配慮契約法
「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推
進に関する法律」参照。

環境配慮設計
Design for Environment（DfE）。分解が容易である、リサイク
ルしやすいよう単一素材を使用するなど製品等の設計段階におい
て環境配慮を行うための手法のこと。環境適合設計や、エコ・デ
ザインともいう。
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環境配慮促進法
「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した
事業活動の促進に関する法律」参照。

環境報告書
名称の如何を問わず、事業者が、事業活動に係る環境配慮の方針、
計画、取組の体制、状況や製品等に係る環境配慮の状況等の事業
活動に係る環境配慮等の状況を記載した文書。

環境放射線等モニタリングデータ公開システム
放射性物質などのデータを専用のホームページで情報提供するシ
ステム。（http://housyasen.taiki.go.jp/）

環境保護に関する南極条約議定書
国際的に高い価値が認められている南極地域（南緯60度以南の
地域）の環境及びそれに依存する生態系の保護を目的としている
議定書。議定書は、本文及び5つの附属書で構成されており、各
附属書において、環境影響評価の実施、動植物相の保護、廃棄物
の処分及び管理、海洋汚染の防止並びに特定別保護地区の保護及
び管理が規定されている。1991年（平成3年）に採択、1997年（平
成9年）に受諾。議定書本文及び附属書I～IVについては1998年
（平成10年）に、附属書Vについては2002年（平成14年）に発効。

環境マネジメント
事業者が自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境
に関する方針や目標等を自ら設定し、これらの達成に向けて取り
組んでいくこと。

環境ラベリング
「環境ラベル」参照。

環境ラベル
製品の環境側面に関する情報を提供するものであり、1）「エコマー
ク」など第三者が一定の基準に基づいて環境保全に資する製品を
認定するもの、2）事業者が自らの製品の環境情報を自己主張す
るもの、3）ライフサイクルアセスメント（LCA）を基礎に製品
の環境情報を定量的に表示するもの等がある。

環境リスク
人の活動によって環境に加えられる負荷が環境中の経路を通じ、
環境の保全上の支障を生じさせるおそれ（人の健康や生態系に影
響を及ぼす可能性）。

環境リスク評価
環境リスクの大きさを判定すること。化学物質であれば、人の健
康及び生態系に対する有害性を特定し、用量（濃度）－反応（影
響）関係を整理する（有害性評価）とともに、人及び生態系に対
する化学物質の環境経由のばく露量を見積もり（ばく露評価）、
両者の結果を比較考慮することによってリスクの程度を判定する。
これには、まず多数の化学物質の中から相対的に環境リスクが高
そうな物質をスクリーニングするための「初期評価」と、次の段
階で化学物質の有害性及びばく露に関する知見を充実させて評価
を行い、環境リスクの管理方策などを検討するための「詳細評価」
がある。

環境ロードプライシング
有料道路の料金に格差を設け、住宅地域に集中した交通を環境影
響の少ない地域に誘導することを目的とした施策。

環境GIS
環境の状況等を地理情報システム（Geographic Information 
System：GIS）を用いて提供する、国立環境研究所が運営するウェ
ブサイト。

環境JIS
環境・資源保全に関するJIS（日本工業規格）。3R対策、設計・
生産段階での環境配慮、地球温暖化対策、有害化学物質対策、環
境汚染対策などの推進に利用するJISを指す。

官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム
産業界と国が連携して、既存化学物質の安全性情報（物理化学的
性状、人への毒性、生態毒性等）の収集を加速化し、化学物質の
安全性について広く国民に情報発信することを目的に、平成17
年6月から開始したプログラム。

［き］
企業の社会的責任（CSR）
Corporate Social Responsibility。企業は社会的な存在であり、自
社の利益、経済合理性を追求するだけではなく、ステークホルダー
（利害関係者）全体の利益を考えて行動するべきであるとの考え
方であり、行動法令の遵守、環境保護、人権擁護、消費者保護な
どの社会的側面にも責任を有するという考え方。

気候変動に関する国際連合気候変動枠組条約の京都議定書
一般的に京都議定書と呼ばれる。1997年（平成9年）12月に京都
で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議（COP3）にお
いて採択された。先進各国の温室効果ガスの排出量について法的
拘束力のある数値目標が決定されるとともに、排出量取引、共同
実施、クリーン開発メカニズムなどの新たな仕組みが合意された。
2005年（平成17年）2月に発効。米国は批准していない。

気候変動に関する国際連合枠組条約
一般的に気候変動枠組条約と呼ばれる。地球温暖化対策に関する
取組を国際的に協調して行っていくため1992年（平成4年）5月
に採択され、1994年（平成6年）3月に発効した。本条約は、気
候系に対して危険な人為的影響を及ぼすこととならない水準にお
いて、大気中の温室効果ガス濃度を安定化することをその究極的
な目的とし、締約国に温室効果ガスの排出・吸収目録の作成、地
球温暖化対策のための国家計画の策定とその実施等の各種の義務
を課している。

気候変動に関する政府間パネル
1988年（昭和63年）に、国連環境計画（UNEP）と世界気象機
関（WMO）により設立。地球温暖化に関する科学的・技術的・
社会経済的な評価を行い、得られた知見を政策決定者をはじめ広
く一般に利用してもらうことを任務とする。5～6年ごとに地球
温暖化について網羅的に評価した評価報告書を発表するとともに、
適宜、特別報告書や技術報告書、方法論報告書を発表している。

揮発性有機化合物
トルエン、キシレン等の揮発性を有する有機化合物の総称であり、
塗料、インキ、溶剤（シンナー等）などに含まれるほかガソリン
などの成分になっているものもある。

キャップ・アンド・トレード方式
政府が、排出枠（温室効果ガスを排出することのできる上限量）
の交付総量を設定し、個々の事業者に排出枠を割り当てる制度。
同時に、各主体間での排出枠の取引等を通じて、自らの排出量と
同量の排出枠を確保することにより、削減義務を達成したとみな
す制度。域内・国内制度としてＥＵや米国等で導入・検討されて
おり、わが国でも、地球温暖化対策基本法案において、本方式に
よる国内排出量取引制度の創設が盛り込まれた。

共通だが差異のある責任及び各国の能力の原則
地球環境問題の解決における基本原則の一つとして用いられる考
え方。各国は、地球環境問題に対して共通責任があるが、その責
任の程度の差異や、各国の資金や技術等の負担能力の違いを背景
として、地球環境問題解決において果たすべき役割が異なってく
るという考え方。

共同実施
Joint Implementation（JI）。京都議定書による京都メカニズムの
一種類（第6条）。先進国同士が温室効果ガスの排出削減・吸収
増進事業を共同で行い、その結果生じた削減量・吸収量を投資国
が自国の削減目標達成のために利用できる制度。

京都議定書
「気候変動に関する国際連合気候変動枠組条約の京都議定書」を
参照。

京都議定書目標達成計画
地球温暖化対策の推進に関する法律第8条に基づき、平成17年4
月に閣議決定され、平成20年3月に改定された、京都議定書によ
る我が国の6％削減約束を達成するために必要な対策・施策を盛
り込んだ計画。

京都メカニズム
京都議定書において導入された、国際的に協調して数値目標を達
成するための制度。1）国際排出量取引（International Emissions 
Trading）、2）共同実施（JI：Joint Implementation）、3）クリー
ン開発メカニズム（CDM：Clean Development Mechanism）の
3種類がある。

業務用冷凍空調機器
業務用のエアコンディショナー並びに冷蔵機器及び冷凍機器（自
動販売機を含む）。多くの場合、冷媒としてフロン類が充てんさ
れているため、オゾン層保護及び地球温暖化防止の観点から、「特
定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法
律（フロン回収・破壊法）」により、機器の整備時及び廃棄時に、
当該機器に充てんされているフロン類を適切に回収し、破壊処理
すること等が義務付けられている。

［く］
クールビズ
冷房時のオフィスの室温を28℃にした場合でも、「涼しく効率的
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に格好良く働くことができる」というイメージを分かりやすく表
現した、夏の新しいビジネススタイルの愛称。「ノーネクタイ・ノー
上着」スタイルがその代表。

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進
に関する法律
環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築するため、
国等の公的部門が契約をする際に、価格だけでなく、温室効果ガ
ス等の排出等、環境への負荷をも考慮すること等を目的としてい
る。平成19年11月22日施行。

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
国等の公的機関が率先して環境物品等（環境負荷低減に資する製
品・サービス）の調達を推進するとともに、環境物品等に関する
適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り，持続
的発展が可能な社会を構築を推進することを目的としている。平
成13年4月1日施行。

グリーン・イノベーション
革新的な環境・エネルギー技術の研究開発の加速化・新技術の創
出を行い、その研究開発成果の実利用・普及を強力に推進するた
めに社会システムの転換を図り、これを通じて産業・社会活動の
効率化、新産業の創造や国民生活の向上に資するものであり、わ
が国のみならず世界規模での環境と経済が両立した低炭素社会の
構築に貢献するものであって、平成21年10月8日総合科学技術
会議の「平成22年度の科学技術に関する予算等の資源配分の方針」
に引用されているもの。

クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ
2005年7月にアジア太平洋を中心に、クリーンで効率的な技術の
開発・普及・移転を通じ、増大するエネルギー需要、エネルギー
安全保障、気候変動問題などに対処するために設立された。参加
国は、米国、カナダ、オーストラリア、中国、インド、日本、韓
国の7か国。参加国間のボランタリーな官民パートナーシップを
基本とし、気候変動枠組条約に整合的であり、また京都議定書を
代替するものではなく、これを補完するものである。

グリーン・ツーリズム
農山漁村地域において自然・文化、農林漁業とのふれ合いや人々
との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。

グリーン・ニューディール
厳密な定義はないが、一般的には、環境分野への投資を通じた景
気浮揚策を指すことが多い。

クリーン開発メカニズム
Clean Development Mechanism（CDM）。京都議定書第12条に
規定する京都メカニズムの一種類。議定書の削減約束を達成する
に当たって、先進国と途上国が共同で排出削減・植林事業を行い、
その結果生じた削減量・吸収量を「認証された排出削減量（クレ
ジット）」として事業に貢献した先進国等が獲得できる制度。途
上国にとっては投資と技術移転がなされるメリットがある。

グリーン契約（環境配慮契約）
製品やサービスを調達する際に、環境への負荷ができるだけ少な
くなるような工夫をした契約。

グリーン購入
製品やサービスを購入する際に、その必要性を十分に考慮し、購
入が必要な場合には、できる限り環境への負荷が少ないものを優
先的に購入すること。

グリーン購入法
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」参照。

グリーン電力証書制度
風力、太陽光、バイオマス、水力、地熱を利用した電気（グリー
ン電力）のもつ「電気自体の価値以外のもう一つの価値（＝環境
付加価値）」を証書として取引する仕組み。証書を購入した企業・
団体はグリーン電力を使用したと見なすことができる。

クリーンな環境のための北九州イニシアティブ
2000年（平成12年）9月の国連アジア太平洋経済社会委員会
（ESCAP）環境大臣会議において採択された「クリーンな環境の
ための北九州イニシアティブ」等の効果的な実施に向けて2001
年（平成13年）11月に発足したアジア太平洋地域の都市間ネッ
トワーク。

グリーン物流パートナーシップ会議
物流部門でのCO2の一層の削減を図るため、荷主企業と物流事業
者の連携・協働（パートナーシップ）により、物流システムの改
善に向けた施策の幅を広げ、中小企業を含めた裾野の広い取組拡

大を図るため、平成17年4月に正式発足した会議体。荷主企業、
物流事業者、地方公共団体、シンクタンク、有識者など2,800を
越える会員登録がある（平成20年5月現在）。

［け］
景観法
都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な
景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、
景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観
の形成のための規制等所要の措置を講ずる日本で初めての景観に
ついての総合的な法律。

経済協力開発機構
経済・社会分野において幅広く協力することを目的とした国際機
関であり、現在31か国（2010年以降イスラエルなど数か国が新
規加盟予定）が加盟している。最高意思決定機関は理事会。

京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会
都市再生本部で決定されたプロジェクトである「大都市圏におけ
るゴミゼロ型都市への再構築」を実現するため、平成14年7月に、
都市再生本部事務局を事務局とし、京阪神圏の9府県市（滋賀県、
京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都市、大阪市、
神戸市）及び関係各省（農林水産省、経済産業省、国土交通省、
環境省）により設置された協議会。

限界集落
集落人口の過疎化や高齢化により、社会的共同生活の維持が困難
な状態にある集落のこと。

健康項目
原則的に全公共用水域及び地下水につき一律に定められている、
人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
一定規模以上の建設工事について、その受注者に対し、コンクリー
トや木材等の特定建設資材を分別解体等により現場で分別し、再
資源化等を行うことを義務付けるとともに、制度の適正かつ円滑
な実施を確保するため、発注者による工事の事前届出制度、解体
工事業者の登録制度などを設けている。

建設リサイクル推進計画2008
国土交通省における建設リサイクルの推進に向けた基本的考え方、
目標、具体的施策を内容とする計画として策定。目標年度は平成
24年度。

建築環境総合性能評価システム（CASBEE）
産学官共同で開発された、住宅・建築物の居住性（室内環境）の
向上と地球環境への負荷の低減等を、総合的な環境性能として一
体的に評価を行い、評価結果を分かり易い指標として示す評価シ
ステム。

建築物用地下水の採取の規制に関する法律
地盤沈下の防止を図るため、特定の地域における、井戸による建
築物用地下水の採取についての規制を定めたもの。平成21年3月
現在、4都府県4地域が政令により指定されている。

［こ］
広域臨海環境整備センター法
昭和56年法律第76号。廃棄物の広域的処理が必要な区域において、
海面埋立てによる広域処理場の建設、管理等の業務を行う法人の
設立手続等を定める。本法に基づき、現在、近畿圏の2府4県を
処理対象区域とする「大阪湾フェニックス計画」が推進されてい
る。 

公園管理団体
民間団体や市民による自発的な自然風景地の保護及び管理の一層
の推進を図る観点から、一定の能力を有する一般社団法人又は一
般財団法人、NPO法人であって、国立公園にあっては環境大臣が、
国定公園にあっては都道府県知事が指定する団体。風景地保護協
定に基づく風景地の管理や公園内の利用に供する施設の管理等を
行う。

公園計画
自然公園の保護と利用を適正に行うために、公園ごとに定める計
画。「規制計画」と「事業計画」に大別され、この計画に基づき、
公園内の規制の強弱、施設の種類や配置、生態系の維持又は回復
のための事業の実施方針等が定められる。

公害健康被害の補償等に関する法律
公害健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため、公害健康被害
補償法が昭和49年9月1日から施行された。本制度は、民事上の
損害賠償責任を踏まえ、汚染物質の排出原因者の費用負担により、

語
句
説
明
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公害健康被害者に対する補償給付等を行うもの。制度の対象とな
る疾病は、気管支ぜんそく等のような原因物質と疾病との間に特
異的な関係のない疾病（大気汚染が著しく、その影響による気管
支ぜんそく等の疾病が多発している地域を第一種地域として指定）
並びに水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症のような原因
物質と疾病との間に特異的な関係がある疾病（環境汚染が著しく、
その影響による特異的疾患が多発している地域を第二種地域とし
て指定）の2種類がある。このうち第一種地域については、大気
汚染の態様の変化を踏まえて見直しが行われ、昭和61年10月に
出された中央公害対策審議会答申「公害健康被害補償法第一種地
域のあり方等について」に基づき、1）第一種地域の指定解除、2）
既被認定者に関する補償給付等の継続、3）大気汚染の影響によ
る健康被害を予防するための事業の実施、4）「公害健康被害の補
償等に関する法律（公健法）」への法律名の改正等を内容とする
制度改正が行われ、昭和63年3月から施行されている。

公害健康被害予防事業
昭和63年3月の公害健康被害補償法の改正法の施行により、新た
に大気汚染の影響による健康被害を予防するため、独立行政法人
環境再生保全機構（以下「機構」という。）に置かれた公害健康
被害予防基金の運用益により、機構が直接行う事業（1）調査研究、
2）知識の普及、3）研修）と、機構の助成を受けて地方公共団体
等が旧第一種地域等を対象として行う事業（1）計画作成、2）健
康相談、3）健康診査、4）機能訓練、5）施設等整備、6）施設等
整備助成）。

公害防止計画
環境基本法第17条の規定に基づく法定計画で、現に公害が著し
い地域等において、環境大臣の策定指示により関係都道府県知事
が作成し、環境大臣により同意される公害の防止を目的とした地
域計画。

公害防止事業費事業者負担法
公害防止事業に要する費用の事業者負担に関し、公害防止事業の
範囲、事業者の負担の対象となる費用の範囲、各事業者に負担さ
せる額の算定その他必要な事項を定めたもの。

光化学オキシダント
工場・事業場や自動車から排出される窒素酸化物（NOx）や揮
発性有機化合物（VOC）などが太陽光線を受けて光化学反応を
起こすことにより生成されるオゾンなどの総称で、いわゆる光化
学スモッグの原因となっている物質。強い酸化力を持ち、高濃度
では眼やのどへの刺激や呼吸器に影響を及ぼすおそれがあり、農
作物などにも影響を与える。

公共車両優先システム
PTPS（Public Transportation Priority Systems）。バス専用・優
先レーンの設定等の交通規制を行うとともに、バスがなるべく停
止しないように進行方向の信号を優先的に青にすること等により、
バスの定時運行と利便性向上を図るシステム。

工業用水法
工業の健全な発達と地盤沈下防止を図るため、特定の地域におけ
る、井戸による工業用地下水の採取についての規制を定めたもの。
平成21年3月現在、10都府県17地域が政令により指定されている。

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関す
る法律
国土交通大臣が設置する公共用飛行場のうち騒音等による障害が
著しいと認めて指定した特定飛行場及び成田国際空港について、
騒音の程度に応じて区域指定を行い、区域ごとに行う対策を定め
ている。また、周辺が市街化しているため、計画的な整備が必要
な空港については周辺整備空港と指定し、空港周辺整備機構が当
該空港に係る騒音対策事業の実施主体となることを規定している。
最近では、平成14年に一部改正を行い、平成15年10月より空港
周辺整備機構を独立行政法人化した。

航空機騒音・新幹線鉄道騒音に係る環境基準
航空機騒音に係る環境基準は、告示により、WECPNL（加重等
価平均感覚騒音レベル　Weighted Equivalent Continuous 
Perceived Noise Level ）の値をもっぱら住居の用に供される地
域については70以下、それ以外の地域であって通常の生活を保
全する必要がある地域については75以下にすることとされている。
新幹線騒音に係る環境基準は、主として住居の用に供される地域
は70デシベル以下、商工業の用に供される地域等は75デシベル
以下とすることとされている。

公健法
「公害健康被害の補償等に関する法律」参照。

交通公害低減システム
EPMS（Environmental Protection Management System）。大気

汚染や騒音等の状況を考慮した交通情報提供や信号制御を行うこ
とにより、排気ガス等道路交通に起因する公害を低減するととも
に、自動車からの二酸化炭素排出を抑制することにより、地球温
暖化を防止し、もって環境の保護を図るシステム。

交通需要マネジメント
TDM（Transportation Demand Management）。都市又は地域
レベルの交通需要の時間的・空間的集中を緩和するため、時間の
変更、経路の変更、手段の変更、自動車の効率的利用、発生源の
調整等により、交通需要量を調整（＝交通行動の調整）する手法。

高度道路交通システム
ITS（Intelligent Transport Systems）。道路交通の安全性、輸送
効率、快適性の向上等を目的に、最先端の情報通信技術等を用い
て、人と道路と車両とを一体のシステムとして構築する道路交通
システムの総称。

神戸3R行動計画
2008年5月に神戸で開催されたG8環境大臣会合で合意された、
今後G8各国が3Rの一層の推進にむけて取り組む具体的な行動が
列挙された計画。（1）3R関連政策の優先的実行及び資源生産性
の向上（2）国際的な循環型社会の構築（3）開発途上国の能力開
発に向けた連携、を掲げている。

合流式下水道
汚水及び雨水を同一の管きょで排除し処理する方式。分流式下水
道に比べ管路施設の建設が容易でコストも安い。古くから下水道
が普及してきた大都市等において多く採用されているが、雨天時
に公共用水域に流出する未処理下水により、水質汚濁上、公衆衛
生上の問題が発生している。

国際海事機関
国際海事機関（IMO）は船舶の安全及び船舶からの海洋汚染の
防止等、海事問題に関する国際協力を促進するための国連の専門
機関として、1958年に設立（設立当時は「政府間海事協議機関
（IMCO）」。1982年に国際海事機関（IMO）に改称。）。わが国は
設立当初に加盟国となり、理事国の地位を保持している。2010
年4月現在、169の国・地域が正式に加盟、3地域が準加盟国となっ
ている。

国際協力機構
Japan International Cooperation Agency。開発途上地域等の経
済及び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的
とし、政府開発援助（ODA；技術協力、有償及び無償の資金協力）
等を行う。有償資金協力（海外経済協力業務）は、「簡素で効率
的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（行政
改革推進法）に基づき、国際協力銀行から2008年（平成20年）
10月1日に承継したもの。同時に、無償資金協力についても外務
省が実施する一部のもの以外は原則として国際協力機構が実施す
ることとなった。

国際協力銀行
JBIC（Japan Bank for International Cooperation）。平成11年10
月1日に日本輸出入銀行（JEXIM）と海外経済協力基金（OECF）
が統合して発足。業務はJEXIMが行っていた輸出金融・輸入金融・
投資金融・アンタイドローン等と、OECFが行っていた政府開発
援助（ODA）としての円借款等を、それぞれ「国際金融等業務」
「海外経済協力業務」として継承。
なお、平成18年5月26日付けで成立した「簡素で効率的な政府
を実現するための行政改革の推進に関する法律」（行政改革推進法）
に基づき、国際協力銀行は2008年（平成20年）10月1日に、国
際金融等業務が株式会社日本政策金融公庫の国際金融部門として
承継され、海外経済協力業務が独立行政法人国際協力機構（JICA）
に承継された。

国際サンゴ礁イニシアティブ
日米が中心となり、平成7年に開始されたサンゴ礁保全と持続可
能な利用に関する包括的な国際的な枠組み。地球規模でのサンゴ
礁モニタリングの推進及び途上国の能力開発等を実施。わが国は、
地域会合及びワークショップ等を開催することにより、その活動
を推進している。

国際自然保護連合（IUCN）
IUCNは、International Union for Conservation of Nature and 
Natural Resourcesの略。IUCNは、1948年（昭和23年）に国家、
政府機関、非政府機関という独特の世界的な協力関係の下で設立
された。2008年（平成20年）4月現在、84か国から、111の政府
機関、874の非政府機関、35の団体が会員となり、181か国から
の約10,000人の科学者、専門家が参画する世界最大の国際的な自
然保護機関。本部は、スイスのグラン。

424



国際生物多様性年国内委員会
2010年（平成22年）は国連が定めた「国際生物多様性年」であり、
すべての国連加盟国に対し、経済界、学術会等多様な分野の代表
者を含む国家的な委員会を設置し、国際年を記念する行事等を行
うことが奨励されている。こうした点を踏まえ、生物多様性に対
する社会の認識を高めるとともに、生物多様性の保全と持続可能
な利用に資する活動の実施及び促進を行う組織（平成22年1月
25日設立）。

国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ
化学物質管理について、関連する国際機関や諸外国が連携・協力
して取り組むための中長期的な行動計画。2006年（平成18年）2
月の第1回国際化学物質管理会議で承認された。

国際熱帯木材機関（ITTO）
International Tropical Timber Organization。「1983年国際熱帯
木材協定（ITTA 1983）」に基づき1986年（昭和61年）に設立さ
れた国際機関。本部は横浜市に置かれており、60か国とECが加
盟している。熱帯木材の貿易と有効利用や熱帯林の持続可能な経
営に関する議論及び国際協力の推進を目的に活動をしており、こ
れまで「熱帯生産林の持続可能な経営のためのガイドライン」等
技術的なガイドラインの策定のほか、違法伐採対策、熱帯木材貿
易の統計情報能力の向上、環境配慮型伐採方法の普及・訓練、熱
帯木材の利用効率の向上等のプロジェクトを実施している。

国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤について
の事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約
人の健康及び環境を保護し、当該化学物質の環境上適正な使用を
促進するために、化学物質の輸入に関する事前同意（PIC：Prior 
Informed Consent）手続や輸入国に対して有害情報の送付を行
う制度等を定めた条約。1998年（平成10年）9月にロッテルダム
において採択され、2004年（平成16年）2月に発効した。日本は
2004年（平成16年）6月に受諾。

国際民間航空機関
国際民間航空条約（シカゴ条約）が発行した1947年（昭和22年）
に正式に設立された国連の専門機関の一つである。国際民間航空
の安全かつ秩序ある発展及び国際航空運送業務の健全かつ経済的
な運営を図ることを目的とし、技術的問題、法律的問題等に関す
る各種の活動のほか、最近では経済的問題に関する活動も行って
いる。本部はモントリオールにあり、平成22年4月現在、190か
国が加盟している（日本は昭和28年10月に加盟）。

国立水俣病総合研究センター
水俣病に関する総合的な調査及び研究並びに国内及び国外の情報
収集、整備及び提供をつかさどることを目的に熊本県水俣市に設
置。

国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）
国連経済社会理事会の下部機構の地域委員会の1つとして、1947
年（昭和22年）に前身の国連アジア極東経済委員会（ECAFE）
が設立され、1974年（昭和49年）に現在の名称に改称し、アジ
ア太平洋地域の経済・社会開発にかかわる地域協力プロジェクト
等を実施している。ESCAPアジア太平洋環境と開発に関する閣
僚会議（MCED）は、ESCAP各国の環境大臣が一堂に会し、ア
ジア太平洋地域の持続可能な開発の実現に向け意見交換を行う会
議であり、5年に1回開催されている。

国連環境開発会議
昭和47年（1972年）6月にストックホルムで開催された国連人間
環境会議の20周年を機に、平成4年（1992年）6月にブラジルの
リオ・デ・ジャネイロで開催された首脳レベルでの国際会議。地
球サミットとも呼ばれる。人類共通の課題である地球環境の保全
と持続可能な開発の実現のための具体的な方策が話し合われた。
「環境と開発に関するリオデジャネイロ宣言（リオ宣言）」や宣言
の諸原則を実施するための「アジェンダ21」そして「森林原則
声明」が合意された。

国連環境計画
1972年（昭和47年）にストックホルムで開催された国連人間環
境会議の結果として設立された国連機関であり、本部はケニアの
ナイロビに置かれている。国連諸機関が行っている環境に関する
諸活動の総合的調整管理及び環境分野における国際協力の推進を
目的としている。

国連持続可能な開発委員会
1992年（平成4年）6月にブラジルのリオデジャネイロで開催さ
れた「環境と開発に関する国連会議」（地球サミット）において
設置が決まった国連組織。環境と経済の統合のための国際的な政
策決定能力の促進やアジェンダ21の実施の進捗状況の審査を行
うことを主な目的として、国連の経済社会理事会の下に設置され
ている。

国連持続可能な開発のための教育の10年
①2005年1月からの10年間を「国連持続可能な開発のための教
育の10年」とし、②ユネスコにその国際実施計画を作成するよ
う要請し、③各国政府がその実施のための措置を国内の教育戦略
及び行動計画に盛り込むよう呼びかけた第57回国連総会決議に
基づく取組。2005年9月にユネスコ執行委員会において国際実施
計画が承認され、日本では、同年12月、関係省庁連絡会議を内
閣官房の下に設置し、各方面から寄せられた意見等にも十分に配
慮しつつ検討を進め、2006年3月、関係省庁連絡会議において、
わが国における「国連持続可能な開発のための教育の10年」実
施計画を定めた。

国連食糧農業機関
世界の人々の栄養及び生活水準の向上、食料及び農産物の生産、
流通の改善、並びに農村住民の生活条件の改善を通じた世界経済
の発展及び人類の飢餓からの解放を目的として、1945年（昭和
20年）に設立された国連の専門機関。2007年現在で、191か国及
びECが加盟している。森林分野では、世界の森林の現況を取り
まとめた「世界森林資源評価」の発刊や森林・林業関係フィール
ド・プロジェクトの実施、森林に関する情報の収集、分析、普及
などの活動を行っている。

国連森林フォーラム
地球サミット以降、世界の持続可能な森林経営の推進を協議する
場として国連に設置された、森林に関する政府間パネル（IPF）、
森林に関する政府間フォーラム（IFF）を受けて、2001年（平成
13年）に国連経済社会理事会（ECOSOC）の下に設置された機関。
2007年（平成19年）の第7回会合では、2015年（平成27年）ま
でに持続可能な森林経営と4つの世界目標を達成するための方策
等を盛り込んだ文書が採択された。

国連水と衛生に関する諮問委員会
2004年（平成16年）3月、アナン国連事務総長が世界水の日のメッ
セージにおいて設置を発表した諮問組織。世界の水問題解決策の
検討を目的としており、世界中のさまざまな分野から、閣僚経験
者や国際機関の長を務めた有識者やNGOの代表など約20名の委
員で構成されている。

国連ミレニアム開発目標
MDGs（Millennium Development Goals）。2000年（平成12年）
9月に採択された国連ミレニアム宣言と、1990年代に開催された
主要な国際会議やサミットで採択された国際開発目標とを統合し、
一つの共通の枠組みとしてまとめたもの。2015年（平成27年）
までに達成すべき8つの目標を掲げている。

湖沼水質保全計画
湖沼水質保全特別措置法に基づき、特に緊要な対策が必要として
環境大臣が指定した指定湖沼（現在、琵琶湖、霞ヶ浦等11湖沼）
ごとに、関係都道府県知事が環境大臣の同意を得て策定する。
COD（化学的酸素要求量）、総りん及び総窒素（排水規制対象湖
沼のみ）について水質改善目標値を設定し、湖沼の水質保全に資
する事業に関する方針、水質保全に資する事業に関すること、規
制その他の措置に関すること等を定める。

湖沼水質保全特別措置法
湖沼は閉鎖性の水域であり、汚濁物質が蓄積しやすいため、水質
汚濁防止法に基づく諸対策のみでは環境基準の達成がむずかしい
ことから、湖沼の水質保全を総合的に推進するために制定された。

国家ハロンマネジメント戦略
モントリオール議定書締約国会合の決定に基づき、日本における
ハロンの管理についての考え方、取組を取りまとめたもの。2000
年（平成12年）7月に国連環境計画のオゾン事務局に提出した。

固定価格買取制度
固定価格買取制度（フィード・イン・タリフ制度）とは、再生可
能エネルギーにより発電された電気の買取価格（タリフ）を法令
で定める制度で、主に再生可能エネルギーの普及拡大を目的とし
ている。再生可能エネルギー発電事業者は、発電した電気を電力
会社などに、一定の価格で、一定の期間にわたり売電できる。
ドイツ、スペインなどでの導入の結果、風力や太陽光発電が大幅
に増加した実績などが評価され、採用する国が増加している。一
方で、国民負担の観点にも配慮が必要である。

コベネフィット・アプローチ
地球規模の課題である温室効果ガスの削減と、開発途上国の喫緊
の課題である環境負荷の削減を同時に実現する対策・プロジェク
トを進めるアプローチ。
急速に発展しつつある開発途上国の温暖化対策への取組を促す上
で有効と考えられている。

語
句
説
明

425



ごみ発電
ごみ焼却時に発生する熱エネルギーをボイラーで回収し、蒸気を
発生させてタービンを回して発電を行うもの。化石燃料の使用削
減につながることから温暖化対策としても注目されている。

［さ］
サーマルリサイクル
「熱回収」参照。

再資源化施設
リユース・リサイクルを進めるための施設の総称。

最終処分場
廃棄物は、資源化または再利用される場合を除き、最終的には埋
立処分又は海洋投入処分される。最終処分は埋立てが原則とされ
ており、大部分が埋立てにより処分されている。最終処分を行う
施設が最終処分場であり、ガラスくず等の安定型産業廃棄物のみ
を埋め立てることができる「安定型最終処分場」、有害な産業廃
棄物を埋め立てるための「遮断型最終処分場」、前述の産業廃棄
物以外の産業廃棄物を埋め立てる「管理型最終処分場」及び一般
廃棄物最終処分場（「管理型最終処分場」と同様の構造）とに分
類される。これらは埋め立てる廃棄物の性状によって異なる構造
基準及び維持管理基準が定められている。

再使用（リユース）
いったん使用された製品や部品、容器等を再使用すること。具体
的には、（1）あるユーザーから回収された使用済み機器等をその
まま、もしくは修理などを施した上で再び別のユーザーが利用す
る「製品リユース」、（2）製品を提供するための容器等を繰り返
し使用する「リターナブル」、（3）ユーザーから回収された機器
などから再使用可能な部品を選別し、そのまま、もしくは修理等
を施した上で再度使用する「部品リユース」などがある。

再生可能エネルギー
エネルギー源として永続的に利用することができる再生可能エネ
ルギー源を利用することにより生じるエネルギーの総称。
具体的には、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスな
どをエネルギー源として利用することを指す。

再生利用
廃棄物等を原材料として再利用すること。効率的な再生利用のた
めには、同じ材質のものを大量に集める必要があり、特に自動車
や家電製品といった多数の部品からなる複雑な製品では、材質の
均一化や材質表示などの工夫が求められる。なお、再生利用のう
ち、廃棄物等を製品の材料としてそのまま利用することをマテリ
アルリサイクル（例：びんを砕いてカレットにした上で再度びん
を製造する等）、化学的に処理して利用することをケミカルリサ
イクルという（例：ペットボトルを化学分解して再度ペットボト
ルにする等）。

里地里山
奥山自然地域と都市地域の中間に位置し、さまざまな人間の働き
かけを通じて環境が形成されてきた地域であり、集落を取り巻く
二次林と人工林、農地、ため池、草原などで構成される地域概念。

砂漠化対処条約
正式名称は「深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国（特にアフリ
カの国）において砂漠化に対処するための国際連合条約」。1994
年（平成6年）に採択され、1996年（平成8年）に発効した。わ
が国は、同条約を1998年（平成10年）に受諾した。砂漠化の影
響を受ける締約国は砂漠化に対処するための行動計画を策定し実
施すること、また、先進締約国は開発途上締約国のそのような取
組を支援すること等が規定されている。約190か国が加盟してい
る。

産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、
廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックなど20種類の廃棄物をいう。
大量に排出され、また、処理に特別な技術を要するものが多く、
廃棄物処理法の排出者責任に基づきその適正な処理が図られる必
要がある。

酸性雨
二酸化硫黄、窒素酸化物等の大気汚染物質は、大気中で硫酸、硝
酸等に変化し、再び地上に戻ってくる（沈着）。それには2種類
あり、一つは、雲を作っている水滴に溶け込んで雨や雪などの形
で沈着する場合（「湿性沈着」と呼ばれる。）であり、ほかの一つ
は、ガスや粒子の形で沈着する場合（「乾性沈着」と呼ばれる。）
である。当初はもっぱら酸性の強い（pHの低い）雨のことのみ
に関心が寄せられていた。しかし、現在ではより幅広く、「酸性雨」
は湿性沈着及び乾性沈着をあわせたものとしてとらえられている。
（したがって、より科学的には「酸性沈着」という用語が使用さ

れる。）

残留性有機汚染物質
毒性、難分解性、生物蓄積性及び長距離移動性を有する物質で、
POPs（Persistent Organic Pollutants）と呼ばれる。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
POPs（「残留性有機汚染物質」参照）の廃絶、削減等に国際的に
取り組むため、2001年（平成13年）5月に採択され、2004年（平
成16年）5月に発効。POPsの製造、使用の原則禁止及び原則制限、
非意図的生成物質の排出削減、POPsを含む在庫・廃棄物の適正
管理及び処理、これらの対策に関する国内実施計画の策定等を締
約国に義務付けている。現在PCB、DDT、ダイオキシン類など
12物質群が対象とされており、第4回締約国会議（2009年（平成
21年）5月）において新たに9物質群を対象とすることが決定さ
れた。日本は、2002年（平成14年）8月に締結。

［し］
G8環境大臣会合
主要国首脳会議（G8サミット）に先立ち、G8と欧州委員会の環
境担当閣僚が一堂に会し、主な環境問題について意見交換を行う
会議。1992年（平成4年）以来、ほぼ毎年1回、サミット議長国
が主催して開かれている。

資源生産性
投入された資源をいかに効率的に使用して経済的付加価値を生み
出しているかを測る指標で、循環型社会基本計画では、GDP（国
内総生産）を天然資源等投入量（国内・輸入天然資源及び輸入製
品の総量）で割ることによって算出している。天然資源等はその
有限性や採取に伴う環境負荷が生じること、また、それらが最終
的には廃棄物等となることから、より少ない投入量で効率的に
GDPを生み出すよう、資源生産性の増加が望まれる。

資源の有効な利用の促進に関する法律
平成3年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」の
改正法として、平成12年に制定されたもの。①製品の環境配慮
設計（軽量化等、解体の容易化等に配慮した設計）、②使用済製
品の自主回収・リサイクル、③製造工程で生じる副産物のリデュー
ス・リサイクル（事業所のゼロ・エミッション）といった3Ｒに
関するさまざまな取組を促進することにより、循環経済システム
の構築を目的とする。

資源有効利用促進法
「資源の有効な利用の促進に関する法律」参照。

指針値（環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図
るための指針となる数値）
指針値は、環境基本法第16条に基づき定められる環境基準とは
性格及び位置付けは異なるものの、人の健康に係る被害を未然に
防止する観点から科学的知見を集積し、有害性評価に係るデータ
の科学的信頼性において制約がある場合も含めて、評価した結果
として設定されたものであり、現に行われている大気モニタリン
グの評価に当たっての指標や事業者による排出抑制努力の指標と
しての機能を果たすことも期待されている。

自然環境保全基礎調査
全国的な観点からわが国における自然環境の現況及び改変状況を
把握し、自然環境保全の施策を推進するための基礎資料を整備す
るために、環境省が昭和48年度より自然環境保全法第4条の規定
に基づきおおむね5年ごとに実施している調査。一般に、「緑の
国勢調査」と呼ばれ、陸域、陸水域、海域の各々の領域について
調査項目を分類し国土全体の状況を調査している。調査結果は報
告書及び地図等に取りまとめられた上公表されており、これらの
報告書等は、自然環境の基礎資料として、自然公園等の指定・計
画をはじめとする自然保護行政のほか、環境影響評価等の各方面
において活用されている。

自然環境保全法
自然環境を保全することが特に必要な区域等の適正な保全を総合
的に推進することを目的とする法律。自然環境保全基本方針の策
定、自然環境保全基礎調査の実施、すぐれた自然環境を有する地
域を原生自然環境保全地域等として保全することなどを規定して
いる。

自然公園法
すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図
ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生
物の多様性の確保に寄与することを目的とする法律。

自然再生推進法
自然再生に関する施策を総合的に推進するための法律。自然再生
についての基本理念、実施者等の責務及び自然再生基本方針の策
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定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定めている。

持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（持続農業
法）
持続性の高い農業生産方式の導入を促進するための措置を講ずる
ことにより、環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、もって
農業の健全な発展に寄与することを目的とする法律

持続可能な開発に関する世界サミット（WSSD）2020年（平
成32年）目標
2002年（平成14年）9月に開催された持続可能な開発に関する世
界サミット（WSSD）において合意された、化学物質管理に関す
る世界共通の中長期目標。予防的取組方法に留意しつつ、透明性
のある科学的根拠に基づくリスク評価・管理手順を用いて、化学
物質が、人の健康と環境への著しい影響を最小化する方法で生
産・利用されることを、2020年（平成32年）までに達成する。

持続可能な開発に向けた開発途上国の研究能力開発・向上プログ
ラム
Scientifi c Capacity Building and Enhancement for Sustainable 
Development in Developing Countries（持続可能な開発に向け
た開発途上国の研究能力開発・向上プログラム）。アジア太平洋
地域の途上国を対象に、地球温暖化に関する科学的能力の向上を
目指す研究プログラム。APNの活動の一環として実施される。

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域にお
ける総量の削減等に関する特別措置法
自動車交通の集中等により、大気汚染防止法等の既存の施策のみ
によっては大気環境基準の確保が困難となっている地域において、
自動車から排出されるNOx及びPMの総量を削減し、大気環境
の改善を図ることを目的とした法律。現在、この法律に基づき、
関東、関西及び中部の約250市区町村が対策地域として指定され、
ほかの地域よりも厳しい特別の排出ガス規制（車種規制）が適用
されている。

自動車税のグリーン化
排出ガス及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さい一定の自動車
は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷
の大きい自動車は税率を重くする特例措置。

自動車排出ガス測定局
自動車走行による排出物質に起因する大気汚染の考えられる交差
点、道路及び道路端付近の大気を対象にした汚染状況を常時監視
する測定局。

自動車リサイクル法
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」参照。

自排局
「自動車排出ガス測定局」参照。

社会的責任投資（SRI）
SRI（Socially Responsible Investment）。従来からの株式投資の
尺度である企業の収益力、成長性等の判断に加え、各企業の人的
資源への配慮、環境への配慮、利害関係者への配慮などの取組を
評価し、投資選定を行う投資行動。

臭化メチル
主に土壌くん蒸や農産物の検疫くん蒸に使用される。オゾン層破
壊物質でありモントリオール議定書の削減規制対象物質である。

臭化メチルの不可欠用途を全廃するための国家管理戦略
モントリオール議定書締約国会合の決定に基づき、日本における
不可欠用途臭化メチルの削減に向けた考え方、取組を取りまとめ
たもの。2006年（平成18年）1月に国連環境計画にオゾン事務局
に提出した。

首都圏ゴミゼロ型都市推進協議会
都市再生本部で決定されたプロジェクトである「大都市圏におけ
るゴミゼロ型都市への再構築」を実現するため、平成13年7月に、
都市再生本部事務局を事務局とし、首都圏の8都県市（東京都、
神奈川県、埼玉県、千葉県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま
市（平成15年4月に加入））及び関係各省（農林水産省、経済産
業省、国土交通省、環境省）により設置された協議会。

種の保存法
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」参照。

シュレッダーダスト
廃自動車、廃家電製品等を破砕した後、比重の大きい鉄スクラッ
プと非鉄金属スクラップを選別回収した後の、プラスチックやガ
ラス、ゴムなど比重の小さいものからなる廃棄物。年間発生量は

約100万t前後で推移している。深刻化する埋立処分場不足、有
害物質の混入のほか、鉄スクラップ相場などの経済影響を受けや
すく、不法投棄や不適正処理につながりやすい。香川県豊島の不
適正処理はその代表的なもの。

循環型社会
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示
された概念。循環型社会基本法では、第一に製品等が廃棄物等と
なることを抑制し、第二に排出された廃棄物等についてはできる
だけ資源として適正に利用し、最後にどうしても利用できないも
のは適正に処分することが徹底されることにより実現される、「天
然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された
社会」としている。また、循環型社会基本計画では、このアンケー
ト結果を踏まえ、具体的な循環型社会のイメージを提示している。

循環型社会形成推進基本計画
循環型社会形成推進基本法に基づき、政府全体の循環型社会の形
成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環型社
会の形成に関する施策についての基本的な方針などを定める計画
である。平成15年に第1次計画、平成20年に第2次計画が閣議決
定・国会報告された。同計画は、循環型社会のイメージを明らか
にするとともに、経済社会におけるものの流れ全体を把握する「物
質フロー指標」等についての数値目標、国の取組、各主体の役割
等を定めている。

循環型社会形成推進基本法
循環型社会の形成について基本原則、関係主体の責務を定めると
ともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の
形成に関する施策の基本となる事項などを規定した法律。

循環資源
循環型社会基本法で定義されたものであり、廃棄物等（無価物で
ある廃棄物及び使用済製品等や副産物等で有価のもの）のうち有
用なものを指す。実態的には「廃棄物等」はすべて有用なものと
しての可能性を持っていることから、廃棄物等と同等であるとい
える。有価・無価という違いを越えて廃棄物等を一体的にとらえ、
その発生抑制と循環的利用（再使用、再生利用、熱回収）を推進
するために考案された概念である。

循環利用率
循環型社会基本計画で採用した指標。同計画では循環利用率＝循
環利用量／（循環利用量＋天然資源等投入量）（＝総物質投入量）
としている。ここで、循環利用量とはリユース又はリサイクルさ
れた量を指す。最終処分量を減らすために適正な循環利用が進む
よう、原則的には増加が望まれる。

準絶滅危惧
レッドリストのカテゴリーの1つ。存続基盤が脆弱な種。現時点
での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危
惧」として上位ランクに移行する要素を有するもの。

小水力発電
水力発電のうち、ダム等に設置された大規模な水力発電ではなく、
河川や水路に設置した水車などを用いてタービンを回し発電する
小規模な水力発電のこと。

使用済自動車の再資源化等に関する法律
自動車製造業者等を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付
けることにより、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るた
めの法律。自動車製造業者・輸入業者に、自らが製造・輸入した
自動車が使用済みになった場合に生じるシュレッダーダスト（破
砕された後の最終残さ）等を引き取ってリサイクルする等の義務
を課し、そのために必要な費用はリサイクル料金（再資源化預託
金等）として自動車の所有者が原則新車販売時に負担する制度。
解体業者などの関係事業者はすべて都道府県知事等の登録・許可
を受けることが必要であり、各事業者間の使用済自動車の流通は
一元的に情報管理される仕組みとなっている。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生抑制及び減量
に関する基本的事項を定めるとともに、登録再生利用事業者制度
等の食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずること
により、食品に係る資源の有効利用及び食品廃棄物の排出抑制を
図ること等を目的として制定された。

新エネルギー
「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」において、「新
エネルギー利用等」として規定されており、「技術的に実用化段
階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でない
もので、石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要なもの」
と定義されている。具体的には、太陽光発電、風力発電、バイオ
マス発電や、太陽熱、雪氷熱利用が該当する。

語
句
説
明
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新交通管理システム
UTMS（Universal Traffi  c Management Systems）。光ビーコン
を用いた個々の車両と交通管制システムとの双方向通信により、
ドライバーに対してリアルタイムの交通情報を提供するとともに、
交通の流れを積極的に管理し、「安全・快適にして環境にやさし
い交通社会」の実現を目指すシステム。

新・ゴミゼロ国際化行動計画
2008年（平成20年）5月に神戸で開催されたG8環境大臣会合の
際に、日本として、アジア等における循環型社会の構築に向けて
進めていく国際的取組を列挙した行動計画。（1）各国のニーズに
応じた廃棄物の適正処理と3Ｒの統合的推進（2）廃棄物の適正
管理・3Ｒを通じた温暖化対策への貢献（3）有害廃棄物の不法
な越境移動の防止（4）アジア全体の循環型社会の構築に向けた
取組（5）世界的な循環型社会の構築に向けた連携、を掲げている。

新成長戦略（基本方針）
平成21年12月30日に閣議決定された経済成長戦略。強みを活か
す成長分野として、グリーン・イノベーションによる環境・エネ
ルギー大国戦略及びライフ・イノベーションによる健康大国戦略
を掲げるとともに、これらのほかアジア経済戦略、観光立国・地
域活性化戦略、科学・技術立国戦略及び雇用・人材戦略の6つの
戦略分野について基本方針と目標を定めている。

振動規制法
工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生す
る相当範囲にわたる振動について必要な規制を行なうとともに、
道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境
を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としたもの。

森林原則声明
正式名称は「全てのタイプの森林の経営、保全及び持続可能な開
発に関する世界的合意のための法的拘束力のない権威ある原則声
明」。1992年（平成4年）の地球サミットで採択された森林に関
する初めての世界的な合意文書。

［す］
水質汚濁に係る環境基準
水質保全行政の目標として、公共用水域及び地下水の水質につい
て達成し維持することが望ましい基準を定めたもので、人の健康
の保護に関する環境基準（健康項目）と生活環境の保全に関する
環境基準（生活環境項目）の二つからなっている。

水質汚濁防止法
公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止し、国民の健康を保護
するとともに生活環境の保全を図るため、事業場からの排出水の
規制・生活排水対策の推進・有害物質の地下浸透規制等が盛り込
まれている。また、同法においては、閉鎖性水域に対して、汚濁
負荷量を全体的に削減しようとする水質総量規制が導入されてい
る。

スポット通信サービス（DSRCサービス）
スマートウェイの一環として、大容量の通信技術（スポット通信：
DSRC）を活用して、広域な道路交通情報提供や分かりやすい音
声による道路交通情報提供、道の駅等における情報接続などを行
うサービス。

スマートウェイ
交通安全、渋滞対策、環境対策などを目的とし、人と車と道路と
を情報で結ぶITS技術を活用した次世代の道路。

［せ］
生活環境項目
河川、湖沼、海域ごとに利用目的に応じた水域類型を設けてそれ
ぞれ生活環境を保全する等の上で維持されることが望ましい基準
値を定めている。

税制のグリーン化
環境への負荷の低減に資するための税制の見直し。

生態系サービス
人々が生態系から得ることのできる便益のことで、食料、水、木
材、繊維、燃料などの「供給サービス」、気候の安定や水質の浄
化などの「調整サービス」、レクリエーションや精神的な恩恵を
与える「文化的サービス」、栄養塩の循環や土壌形成、光合成な
どの「基盤サービス」などがある。

生態系サービスへの支払い制度
生態系サービスの恩恵を受けている人 （々受益者）に対して、サー
ビスの内容や規模に応じた対価を支払ってもらう仕組みのこと。
例えば、上流部の森林に水源かん養や水質浄化という生態系サー
ビスを提供してもらっている人々がこれを維持するための管理費

用を管理者に支払う場合などがこれに当たる。

生態系と生物多様性の経済学
The Economics of Ecosystems and Biodiversity（TEEB）。生態
系と生物多様性のもたらす経済的価値への理解を深め、価値を適
切に計算するための経済的ツールの提供を目指した研究。ドイツ
銀行のエコノミスト スクデフ氏を研究リーダーとしてドイツ政
府が中心となり実施。2008年（平成20年）の生物多様性条約
COP9の閣僚級会合において中間報告が発表された。

生態系ネットワーク
エコロジカル・ネットワークともいう。保全すべき自然環境やす
ぐれた自然条件を有している地域を核として、生息・生育空間の
つながりや適切な配置を考慮した上で、これらを有機的につない
だネットワークのこと。ネットワークの形成により、野生生物の
生息･生育空間の確保のほか、人と自然とのふれあいの場の提供、
地球温暖化への適応策等多面的な機能が発揮されることが期待さ
れる。

政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のた
め実行すべき措置について定める計画（政府の実行計画）
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、平成14年7月19
日に閣議決定し、平成17年4月28日に改訂。平成19年3月30日
に新たな計画を閣議決定。庁舎等からの温室効果ガスの総排出量
を平成13年度比で平成22年度から平成24年度までの総排出量の
平均を少なくとも8％削減することを目標とすること等を定めて
いる。

生物多様性基本法
平成20年法律第58号。生物多様性の保全及び持続可能な利用に
ついて基本原則を定め、国、地方公共団体、事業者、国民及び民
間の団体の責務を明らかにするとともに、生物多様性の保全及び
持続可能な利用に関する施策の基本となる事項を規定した法律。
生物多様性に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、生物多様
性から得られる恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する
社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目
的とする。

生物多様性国家戦略
生物多様性条約第6条に基づき、条約締約国が作成する生物多様
性の保全及び持続可能な利用に関する国の基本的な計画。わが国
は平成7年、平成14年、平成19年の3回、国家戦略を策定した。
平成20年に施行された生物多様性基本法第11条で、国家戦略の
策定が規定されたことから、平成22年3月に、同法に基づく初め
ての国家戦略となる「生物多様性国家戦略2010」を閣議決定した。

生物多様性情報システム（J-IBIS）
自然環境保全基礎調査などにより集積した成果をはじめ、日本の
自然環境、生物多様性に関する情報を総合的に収集・管理し、イ
ンターネットにより情報提供するシステム。（http://www.biodic.
go.jp/J-IBIS.html）

生物多様性条約
「生物の多様性に関する条約」参照。

生物多様性条約戦略計画
生物多様性条約第6回締約国会議（COP6（2002 年）、オランダ・
ハーグ）にて採択された。戦略計画の「使命」として「2010 年
までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させる」といういわゆ
る「2010年目標」を掲げている。

生物多様性条約第10回締約国会議
生物多様性条約の締約国（193の国と地域）が集まる最高意思決
定機関であり、2年に一度開催されている。その第10回の会議が、
平成22年10月に愛知県名古屋市で、わが国が議長国となり開催
される。2010年目標の評価と2010年以降の新しい目標の採択、
遺伝資源へのアクセスと利益配分（ABS）に関する国際的枠組
の検討などが主要な議題となる。

生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラット
フォーム
Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services（IPBES）。科学と政策のインターフェイス
の強化を図るための組織として、気候変動枠組条約のIPCCのよ
うな、生物多様性の動向評価等を行う政府間プラットフォームの
創設が提案されており、現在、国連環境計画（UNEP）の下で検
討プロセスが進められている。

生物の多様性に関する条約
生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資
源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的とした条約。
1992年（平成4年）に採択され、1993年（平成5年）12月に発効
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した。日本は1993年（平成5年）5月に締結した。条約に基づき
生物多様性国家戦略を策定し、これに基づく各種施策を実施して
いる。

世界気象機関
世界の気象事業の調和的発展を目標とした国際計画の推進・調整
を行うため、世界気象機関条約（1950年（昭和25年）発効）に
基づき設立されたもので、国連の専門機関の一つである。わが国
は1953年（昭和28年）に加盟。

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約（平成4年条約
第7号）。文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界の遺産
として損傷、破壊等の脅威から保護し、保存するための国際的な
協力及び援助の体制を確立することを目的とする。1972年（昭
和47年）に採択され、1975年（昭和50年）に発効した。わが国
においては1992年（平成4年）に発効し、平成22年3月現在、11
の文化遺産及び3つの自然遺産が登録されている。

セクター別アプローチ
温室効果ガスの削減量を決めるために、産業、運輸、業務、家庭
等の部門（セクター）ごとに対策など実施する手法。各セクター
ごとにエネルギー効率やCO2原単位、省エネ技術の普及状況など
から、最も高効率の技術を導入した場合の温室効果ガス削減可能
量を算出し、その量を合計して一国の排出削減目標可能性とする
ほか、最良の技術の普及やベストプラクティスの共有等を通じ、
途上国の削減行動を加速する有効なツール。

絶滅危惧IA類
ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。

絶滅危惧IB類
IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性
が高いもの。

絶滅危惧II類
絶滅の危険が増大している種。現在の状態をもたらした圧迫要因
が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧I類」のランクに
移行することが確実と考えられるもの。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好
な自然環境を保全することを目的とした法律。

瀬戸内海環境保全特別措置法
瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的として、瀬戸内海の環境
の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海環境保全基
本計画の策定、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発
生の防止、自然海浜の保全、埋立ての基本方針等に関することを
定めている。

ゼロ・エミッション
ある産業の製造工程から出る廃棄物を別の産業の原料として利用
することにより、廃棄物の排出（エミッション）をゼロにする循
環型産業システムの構築を目指すもの。国連大学が提唱し、企業
や自治体で取組が進んでいる。

全球大気監視（GAW）計画
温室効果ガス、オゾン層、エーロゾル、酸性雨など地球環境にか
かわる大気成分について、地球規模で高精度に観測し、科学的な
情報を提供することを目的に、世界気象機関（WMO）が1989年
（平成元年）に開始した国際観測計画。

全球地球観測システム（GEOSS）10年実施計画
国際的な連携によって、衛星、地上、海洋観測等の地球観測シス
テムを統合し、地球全体を対象とした包括的かつ持続的な地球観
測システムを10年間で整備し、政策決定に必要な情報を創出す
ることを目指す計画。2005年（平成17年）2月の第3回地球観測
サミットにおいて策定。

戦略的環境アセスメント
個別の事業の計画、実施に枠組みを与えることになる政策や計画、
事業の位置、規模又は施設の配置、構造等の検討段階に環境配慮
を組み込むため、これらの策定等の段階において、環境への影響
を把握・評価し、環境への配慮が十分に行われることを確保する
ための手続。

戦略的環境アセスメント導入ガイドライン
環境省において、第三次環境基本計画に基づき、戦略的環境アセ
スメント総合研究会を設置して検討を進め、平成20年4月に戦略
的環境アセスメント導入ガイドラインを取りまとめ、関係省及び
都道府県・政令指定都市に通知したもの。上位計画のうち位置・

規模等の検討段階のものについて、事業に先立つ早い段階で、著
しい環境影響を把握し、複数案の環境的側面の比較評価及び環境
配慮事項の整理を行い、計画の検討に反映させることにより、事
業の実施による重大な環境影響の回避又は低減を図るための共通
的な手続・評価方法等を示している。

［そ］
騒音規制法
工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生す
る相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、
自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保
全し、国民の健康の保護に資することを目的としたもの。

騒音に係る環境基準
騒音に係る環境上の条件について、生活環境を保全し、人の健康
の保護に資する上で維持されることが望ましい基準で、地域の類
型及び時間の区分ごとに指定される。航空機騒音、鉄道騒音及び
建設作業騒音を除く一般騒音に適用される。

総合静脈物流拠点港
広域的なリサイクル施設の立地に対応し、循環資源の収集・輸送・
処理の総合的な静脈物流拠点として、港湾管理者からの申請によ
り国土交通省港湾局に指定された港湾。このリサイクルポートを
核として、低廉で環境にやさしい海上輸送により、そのネットワー
ク化を図り、総合的な静脈物流システムを構築する。

［た］
ダイオキシン対策推進基本指針
平成11年3月に「ダイオキシン対策関係閣僚会議」において策定
された国の総合的かつ計画的なダイオキシン対策の具体的な方向
を取りまとめたもの（ダイオキシン類対策特別措置法の制定に伴
い、11年9月改定）。この基本指針では、「今後4年以内に全国の
ダイオキシン類の排出総量を平成9年に比べ約9割削減する」と
の政策目標を導入するとともに、排出インベントリーの作成や測
定分析体制の整備、廃棄物処理及びリサイクル対策の推進を定め
ている。

ダイオキシン法
「ダイオキシン類対策特別措置法」参照。

ダイオキシン類
ダイオキシン類対策特別措置法では、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－
ジオキシン（PCDD）とポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）に加え、
同様の毒性を示すコプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナー
PCB）と定義している。生殖、脳、免疫系などに対して生じ得る
影響が懸念されており、研究が進められているが、日本において
日常の生活の中で摂取する量では、急性毒性や発がんのリスクが
生じるレベルではないと考えられている。なお、これらの物質は
炭素・水素・塩素を含むものが燃焼する工程などで意図せざるも
のとして生成される。

ダイオキシン類対策特別措置法
平成11年7月に議員立法により制定されたダイオキシン類対策に
係る法律。ダイオキシン類による環境汚染の防止や、その除去な
どを図り、国民の健康を保護することを目的に、施策の基本とす
べき基準（耐容一日摂取量及び環境基準）の設定、排出ガス及び
排出水に関する規制、廃棄物処理に関する規制、汚染状況の調査、
汚染土壌に係る措置、国の削減計画の策定などが定められている。

大気汚染物質広域監視システム（愛称：そらまめ君）
窒素酸化物や浮遊粒子状物質などの大気環境データをリアルタイ
ムで収集・配信するシステム。（http://soramame.taiki.go.jp/）

大気汚染防止法
工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴う
ばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大
気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許
容限度を定めること等により、国民の健康を保護するとともに生
活環境を保全し、並びに健康被害が生じた場合における事業者の
損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図る
ことを目的としたもの。

耐容一日摂取量
Tolerable Daily Intake。生涯にわたって継続的に摂取したとし
ても健康に影響を及ぼすおそれがない1日当たりの摂取量。

脱温暖化社会に向けた中長期的政策オプションの多面的かつ総合
的な評価・予測・立案手法の確立に関する総合研究プロジェクト
（2050年脱温暖化社会プロジェクト）
（独）国立環境研究所等が参加し、環境省の競争的研究資金であ
る地球環境研究総合推進費により、平成16～20年に実施された
研究プロジェクト。日本における中長期脱温暖化対策シナリオの
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構築に向け、技術・社会イノベーション統合研究を行い、 2050年
までを見越した日本の温室効果ガス削減のシナリオとそれにいた
る環境政策の方向性を提示すること等を目的として行われた。

［ち］
地域循環圏
地域の特性や循環資源の性質に応じて、最適な規模の循環を形成
することが重要であり、地域で循環可能な資源はなるべく地域で
循環させ、地域での循環が困難なものについては循環の環を広域
化させていくという考え方。

チーム・マイナス6％
京都議定書によるわが国の温室効果ガス6％削減約束の達成に向
けて、国民一人ひとりがチームのように一丸となって地球温暖化
防止に立ち向かうことをコンセプトに、平成17年4月から政府が
推進している国民運動。

地球温暖化対策の推進に関する法律
地球温暖化対策を推進するための法律。京都議定書目標達成計画
の策定や、地域協議会の設置等の国民の取組を強化するための措
置、温室効果ガスを一定量以上排出する者に温室効果ガスの排出
量を算定して国に報告することを義務付け、国が報告されたデー
タを集計・公表する「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」
等について定めたもの。

地球環境研究総合推進費
地球環境保全のための政策を科学的側面から支援することを目的
として、研究課題を公募、審査により採択する競争的研究資金。
地球温暖化研究をはじめ、オゾン層の破壊、越境汚染、広域的な
生態系保全・再生、持続可能な社会・政策研究等、総合的に地球
環境研究を推進している。

地球環境戦略研究機関
持続可能な開発のための革新的な政策手法の開発、環境対策の戦
略を作成するための政策的・実践的研究を行っている。1998年（平
成10年）に設立された。

地球環境ファシリティ
開発途上国等における地球環境保全への取組を促進するための主
要な資金メカニズムの一つとして世界銀行、UNDP及びUNEP
の協力により1991年（平成3年）に発足。

地球観測に関する政府間会合
「全球地球観測システム（GEOSS）10年実施計画」の推進のため
の国際的な組織。2005年（平成17年）2月の第3回地球観測サミッ
トにおいて設置が決まったもの。本部はスイス（ジュネーブ）。
日米欧を含む77か国及び欧州委員会並びに56機関が参加。（平成
21年4月現在）

地球規模生物多様性概況
GBO（Global Biodiversity Outlook）。生物多様性条約事務局が
地球規模の生物多様性の状況を評価した報告書。条約の実施状況
を把握するために2001年（平成13年）に第1版が、2010年目標
の達成状況を評価するために第2版（2006年（平成18年））及び
第3版（2010年（平成22年））が公表されている。

地球サミット
「国連環境開発会議」参照。

地方公共団体実行計画
地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3第1項に基づき、
都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、当該
都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出
の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する
計画を策定することとされている。また、同法第20条の3第3項
に基づき、都道府県並びに政令市、中核市及び特例市は、区域の
自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うた
めの施策を策定することとされている。

チャレンジ25キャンペーン
温室効果ガス排出量を、すべての主要国による公平かつ実効性の
ある国際枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提に、2020
年（平成32年）までに1990年（平成2年）比で言えば25%削減
という目標を実現させるために、2010年（平成22年）1月14日
よりスタートした地球温暖化防止のための国民的運動。

チャレンジ25宣言
「チャレンジ25キャンペーン」の趣旨に賛同している個人、企業・
団体が同キャンペーンに参加の意思を表す宣言。

中間処理
収集したごみの焼却、下水汚泥の脱水、不燃ごみの破砕、選別な

どにより、できるだけごみの体積と重量を減らし、最終処分場に
埋立て後も環境に悪影響を与えないように処理すること。さらに、
鉄やアルミ、ガラスなど再資源として利用できるものを選別回収
し、有効利用する役割もある。

中部圏ゴミゼロ型都市推進協議会
都市再生本部で決定されたプロジェクトである「大都市圏におけ
るゴミゼロ型都市への再構築」を実現するため、平成17年9月に、
都市再生本部事務局を事務局とし、中部圏の7県市（長野県、岐
阜県、静岡県、愛知県、三重県、静岡市、名古屋市）及び関係各
省（農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）により設置
された協議会。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による被
害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、
鳥獣の保護と狩猟の適正化を図ることを目的とした法律。

鳥獣保護法
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」参照。

鳥類観測ステーション
鳥類標識調査を重点的に実施するために設定してきた調査地点で、
現在、全国各地に計60か所が設定されている。

鳥類標識調査
かすみ網などの捕獲用具を使って鳥類を捕獲し、足環などによっ
て個体識別することで、渡り鳥の渡り経路や生態を解明するため
の調査。鳥類の識別について十分な知識を持ち、鳥を安全に捕獲
して放鳥する技術を身に付けた調査員によって調査が実施されて
いる。

［と］
動物の愛護及び管理に関する法律
動物の虐待防止、適正な取扱について定め、動物愛護の気風の招
来、生命尊重、友愛等の情操のかん養に資するとともに、動物の
管理に関する事項を定めて、動物による人の生命、身体及び財産
への侵害を防止することを目的とするもの。

道路交通情報通信システム
VICS（Vehicle Information and Communication System）。ドラ
イバーの利便性の向上、渋滞の解消・緩和等を図るため、渋滞状
況、所要時間、工事・交通規制等に関する道路交通情報を、道路
上に設置したビーコンやFM多重放送により、ナビゲーションシ
ステム等の車載機へリアルタイムに提供するシステム。光ビーコ
ン、電波ビーコン、FM多重放送の3種類のメディアにより情報
提供される。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被
害を防止するため、特定外来生物として指定した生物の飼養、栽
培、保管又は運搬、輸入、譲渡し等及び野外に放つこと等を規制
し、防除等を行うことを定めた法律。

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に
関する法律
事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境保全
上の支障の未然防止を図ることを目的としている。環境への排出
量の把握等を行うPRTR制度及び事業者が化学物質の性状及び取
扱に関する情報（MSDS）を提供するMSDS制度等が定められて
いる。

特定家庭用機器再商品化法
エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫及び冷凍庫について、小売業
者に消費者からの引取り及び引き取った廃家電の製造者等への引
渡しを義務付けるとともに、製造業者等に対し引き取った廃家電
の一定水準以上のリサイクルの実施を義務付けたもの。

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法
平成15年法律第98号。平成10年6月以前に不適正処分された産
業廃棄物に起因する生活環境保全上の支障の除去等を自ら行う都
道府県等に対し、それに要する経費に国が財政支援等を行うため
の枠組みを規定している。

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する
法律
オゾン層を破壊したり地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン
類の大気中への排出を抑制するため、特定製品に使用されている
フロン類の回収及び破壊を実施するための措置等を定めた法律。
平成18年6月に改正され、機器の廃棄時にフロン類の回収行程を
管理する制度が導入されたほか、整備時の回収義務の明確化等が
盛り込まれ、平成19年10月1日に施行された。
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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
特殊自動車の使用による大気の汚染の防止を図り、国民の健康を
保護するとともに生活環境を保全するため、これまで未規制で
あった公道を走行しない特殊自動車（オフロード特殊自動車）に
対する排出ガス規制を行う法律。

特定農薬
その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼす
おそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大
臣が指定する農薬（農薬取締法第2条第1項）。平成22年1月現在、
重曹、食酢及び使用場所周辺にもともといた天敵が指定されてい
る。

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
国際的に協力してオゾン層の保護を図ることを目的として、オゾ
ン層の保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に
関するモントリオール議定書を的確かつ円滑に実施するための特
定物質の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する
措置等を定めた法律。

特定物質の排出抑制・使用合理化指針
昭和64年環境庁・通商産業省告示第2号。オゾン層保護法第20
条に基づき、使用事業者による特定物質の排出の抑制対策として、
密閉、吸着、凝縮等を通じ、特定物質の大気中への放出の抑制を
図ること、また、特定物質の使用の合理化対策として、代替品の
導入、回収再利用、省フロン型設備の導入等を通じ、日本全体と
しての特定物質の有効利用を図ること等を定めている。

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
バーゼル条約を担保する国内法であり、特定有害廃棄物等の定義
のほか、基本的事項の公表、輸出入の承認、移動書類の交付、措
置命令等を規定している。

特別管理廃棄物
廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性があるなど人の健康又は生
活環境に被害を及ぼすおそれがある性状を有するもの。ほかの廃
棄物と区別しての収集運搬や、特定の方法による処理を義務付け
るなど、特別な処理基準が適用される。特別管理一般廃棄物と特
別管理産業廃棄物に分けて政令で指定することとされており、特
定の施設から生ずるばいじん、病院等から生ずる感染性廃棄物、
廃PCB、廃石綿などが指定されている。

土壌汚染対策法
土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的と
して、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置
及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めたも
の。平成21年4月の改正により、一定規模以上の土地の形質変更
時の調査の実施、自主的な調査を活用、汚染土壌の適正な処理の
義務付けなどが規定された。

［な］
ナショナル・トラスト活動
寄附を募って土地や建造物等を取得したり、所有者と保全契約を
結んで開発を防ぐなどの方法により、国民自らが自然環境や歴史
的価値を有する文化遺産等の景観を保全、管理し、それらの財産
を広く一般に公開する市民運動。この活動は19世紀末のイギリ
スで始まり、現在、日本各地でも広く行われている。

ナノテクノロジー
ナノ（10億分の1）メートルの精度を扱う技術の総称。マイクロ
－マシンなどの加工・計測技術だけでなく、新素材の開発なども
含めていう。

南極地域の環境の保護に関する法律
国際的に協力して、南極地域の環境の包括的な保護を図り、「環
境保護に関する南極条約議定書」の的確かつ円滑な実施を確保す
るため、南極地域活動計画の確認制度を設けるとともに、環境影
響評価の実施、南極動植物の保護、廃棄物の処分及び管理、海洋
汚染の防止並びに特別保護地区における活動の制限などを規定し、
南極地域における行為の制限に関する所要の措置等を講じている
もの。また、同法第5条第1項に基づき、南極地域で観光、冒険
旅行、取材等のあらゆる活動（ただし、海域における漁業活動等
は除く）を行う場合は、当該活動について環境大臣へ申請し、南
極地域に与える影響に係る基準を満たしている旨の確認を受ける
必要がある。また、日本以外の議定書締約国において、確認に類
する許可等の行政処分を受けた場合には、同法第5条第3項に基
づき環境大臣への届出が必要となる。詳細については、「南極地
域の環境保護」ホームページ（http://www.env.go.jp/earth/
nankyoku/kankyohogo/）参照。

［に］
二国間渡り鳥条約・協定
「日米渡り鳥等保護条約」、1972年（昭和47年）に採択、1974年（昭
和49年）に発効。「日豪渡り鳥等保護協定」、1974年（昭和49年）
に採択、1981年（昭和56年）に発効。「日中渡り鳥保護協定」、
1981年（昭和56年）に採択、1981年（昭和56年）に発効。「日
ソ渡り鳥等保護条約」（日本とロシア連邦との間で承継）、1973年
（昭和48年）に署名、1988年（昭和63年）に発効。これらは、
渡り鳥の捕獲等の規制、絶滅のおそれのある鳥類の保護（日中を
除く。）及びそれらの鳥類の生息環境の保護等を目的としている。
条約等に基づく会議は、それぞれおおむね2年ごとに日本、相手
国交互に開催されているほか、韓国との間でも渡り鳥保護協力会
合の開催等を行っている。

二酸化硫黄
硫黄分を含む石油や石炭の燃焼により生じ、かつての四日市ぜん
そくなどの公害病や酸性雨の原因となっている。

日中韓三カ国環境大臣会合
北東アジアの中核である日本・中国・韓国の3か国の環境大臣が
一堂に会し、地域及び地球規模の環境問題に関する対話や協力関
係を強化するため、1999年（平成11年）より毎年開催。

日中水環境パートナーシップ
中国における水質汚濁防止に関する協力として、排水処理対策の
遅れている中国の農村地域へ日本の排水処理技術を移転するため
の、日中両環境省による共同事業。また、人材育成と併せて中国
国内における排水処理技術の普及促進を支援する。

日本版バイオセーフティクリアリングハウス
カルタヘナ議定書事務局が運営しているバイオセーフティに関す
る情報交換センター（バイオセーフティクリアリングハウス：
BCH）と連携して環境省が運営しているホームページ。

［ね］
熱回収
廃棄物等から熱エネルギーを回収すること。廃棄物の焼却に伴い
発生する熱を回収し、廃棄物発電をはじめ、施設内の暖房・給湯、
温水プール、地域暖房等に利用している例がある。リユース、マ
テリアルリサイクルを繰り返した後でも熱回収は可能であること
から、循環型社会基本法では、原則としてリユース、マテリアル
リサイクルが熱回収に優先することとされている。なお、熱回収
はサーマルリカバリーともいう。

［の］
農薬登録保留基準
農薬取締法に基づき登録の申請のあった農薬について、登録を認
めるかどうかの判断基準。環境省では、1）作物残留、2）土壌残
留、3）水産動植物の被害防止及び4）水質汚濁の観点からそれ
ぞれ基準を定めている。

農薬取締法
昭和23年法律第82号。農薬について登録の制度を設け、販売及
び使用の規制等を行うことにより、農薬の品質の適正化とその安
全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の
健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与する
ことが目的。

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
農用地のカドミウム等による土壌汚染防止及び対策についての国
及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、人の健康を損
なうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物の生育が阻害
されることを防止することが目的。鉱山の廃水等に由来した重金
属類による農用地汚染等が原因と考えられる健康被害（イタイイ
タイ病）や作物の生育阻害が大きな問題となったことから制定さ
れた。

［は］
バーゼル条約
正式名称は「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制
に関するバーゼル条約」。1989年（平成元年）に採択、1992年（平
成4年）に発効し、日本は1993年（平成5年）に加入。有害廃棄
物の輸出に際しての許可制や事前通告制、不適正な輸出、処分行
為が行われた場合の再輸入の義務等を規定している。

バーゼル法
正式名称は「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」。
平成4年12月16日法律第108号。バーゼル条約を担保する国内法
であり、特定有害廃棄物等の定義のほか、基本的事項の公表、輸
出入の承認、移動書類の交付、措置命令等を規定している。

語
句
説
明
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バイオマス
再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。廃棄
物系バイオマスとしては、廃棄される紙、家畜排せつ物、食品廃
棄物、建設発生木材、黒液、下水汚泥などがある。主な活用方法
としては、農業分野における飼肥料としての利用や汚泥のレンガ
原料としての利用があるほか、燃焼して発電を行ったり、アルコー
ル発酵、メタン発酵などによる燃料化などのエネルギー利用など
もある。

バイオマスタウン
域内において、広く地域の関係者の連携の下、バイオマスの発生
から利用までが効率的なプロセスで結ばれた総合的利活用システ
ムが構築され、安定的かつ適正なバイオマス利活用が行われてい
るか、あるいは今後行われることが見込まれる地域。平成22年3
月末現在、全国268地区がバイオマスタウン構想を策定・公表し、
取組を進めている。

バイオマス・ニッポン総合戦略
バイオマスの積極的な利活用に向けて平成14年12月に閣議決定
した総合戦略（平成18年3月改訂）。http://www.maff.go.jp/j/
biomass/で入手可能。

バイオレメディエーション
微生物等の働きを利用して汚染物質を分解等することによって、
土壌、地下水等の環境汚染の浄化を図る技術のこと。

廃棄物処理法
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」参照。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な分別、保管、収集、運搬、
再生、処分等の処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図
ることを目的とした法律で、廃棄物処理施設の設置規制、廃棄物
処理業者に対する規制、廃棄物処理に係る基準等を内容とする。

排出者責任
廃棄物等を排出する者が、その適正なリサイクル等の処理に関す
る責任を負うべきとの考え方。廃棄物処理に伴う環境負荷の原因
者はその廃棄物の排出者であることから、排出者が廃棄物処理に
伴う環境負荷低減の責任を負うという考え方は合理的であると考
えられ、その考え方の根本は汚染者負担の原則にある。

ばいじん
工場・事業場から発生する粒子状物質のうち、燃料その他の物の
燃焼等に伴い発生する物質。

発生抑制（リデュース）
廃棄物の発生自体を抑制すること。リユース、リサイクルに優先
される。リデュースのためには、事業者には原材料の効率的利用、
使い捨て製品の製造・販売等の自粛、製品の長寿命化など製品の
設計から販売にいたるすべての段階での取組が求められる。また、
消費者は、使い捨て製品や不要物を購入しない、過剰包装の拒否、
良い品を長く使う、食べ残しを出さないなどライフスタイル全般
にわたる取組が必要。

バリ行動計画
2007年（平成19年）12月にインドネシアのバリ島で開催された
気候変動に関する国際連合枠組条約第13回締約国会議において
採択された計画。2013年（平成25年）以降の地球温暖化対策に
関して、2009年（平成21年）の第15回締約国会議で合意を得ら
れるように作業を進めるという計画。

ハロン
主に消火剤として使用される。オゾン層破壊物質でありモントリ
オール議定書の削減規制対象物質である。温室効果ガスでもある。

［ひ］
ヒートアイランド現象
都市域において、人工物の増加、地表面のコンクリートやアスファ
ルトによる被覆の増加、それに伴う自然的な土地の被覆の減少、
さらに冷暖房などの人工排熱の増加により、地表面の熱収支バラ
ンスが変化し、都心域の気温が郊外に比べて高くなる現象をヒー
トアイランド現象という。この現象は、都市及びその周辺の地上
気温分布において、等温線が都心部を中心として島状に市街地を
取り巻いている状態により把握することができるため、ヒートア
イランド（熱の島）といわれる。

ヒートアイランド対策関係府省連絡会議
ヒートアイランド対策に関係する行政機関が相互に密接な連携と
協力を図り、ヒートアイランド対策を総合的に推進するため、平
成14年9月に設置された。内閣官房、警察庁、文部科学省、農林
水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省で構成される。

ヒートアイランド対策大綱
ヒートアイランド対策に関する国、地方公共団体、事業者、住民
等の取組を適切に推進するため、基本方針を示すとともに、実施
すべき具体的な対策を体系的に取りまとめたもの。平成16年3月、
ヒートアイランド対策関係府省連絡会議において策定された。

東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ
東アジア・オーストラリア地域において、渡り性水鳥及びその生
息地の保全に関する国際協力の推進を図ることを目的とした、政
府機関、国際機関、国際NGO等のためのパートナーシップ。
1996年（平成8年）から実施されたアジア太平洋地域渡り性水鳥
保全戦略の成果を踏まえ、その解消とともに、わが国及び豪州環
境省が主導し、2006年（平成18年）11月に発足した。渡り性水
鳥の重要生息地ネットワークの構築、その普及啓発及び保全活動
の促進等を行っている。

東アジア酸性雨モニタリングネットワーク
東アジア地域における酸性雨の現状やその影響を解明するととも
に、この問題に対する地域協力体制の確立を目的として、各国の
自主的な参加、貢献の下で設立されているネットワーク。参加国
は共通の手法を用いて酸性雨のモニタリング（湿性沈着、乾性沈
着、土壌・植生、陸水の4分野）を行っており、得られたデータ
はネットワークセンターに集積され、解析、評価及び提供がなさ
れている。また、データの質の向上のため、精度保証・精度管理
活動等も推進している。事務局は国連環境計画（UNEP）が指定
されており、アジア太平洋地域資源センター（バンコク）におい
てその活動を行っている。また、ネットワークセンターには、（財）
日本環境衛生センター・酸性雨研究センター（新潟県）が指定さ
れている。現在の参加国は、カンボジア、中国、インドネシア、
日本、韓国、ラオス、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、フィ
リピン、ロシア、タイ及びベトナムの13か国。

干潟
干出と水没を繰り返す平坦な砂泥底の地形で、内湾や河口域に発
達する。浅海域生態系の一つであり、多様な海洋生物や水鳥等の
生息場所となるなど重要な役割を果たしている。

光害
良好な「光環境」の形成が、人工光の不適切あるいは配慮に欠け
た使用や運用、漏れ光によって阻害されている状況、又はそれに
よる悪影響。

光ビーコン
ビーコン（路側に設置し、アンテナ部を通じ、車両の位置座標や
道路交通情報等を送受信する装置）の一種。通過車両を感知して
交通量等を測定するとともに、車載のカーナビゲーション装置等
と交通管制センターの間の情報のやり取りを媒介する路上設置型
の赤外線通信装置である。赤外線の代わりに準マイクロ波を使用
する電波ビーコンも実用化されている。

微小粒子状物質
浮遊粒子状物質のうち、粒径2.5μm（マイクロメートル：μm=100
万分の1m）以下の小さなもの。健康への影響が懸念されている。

非特定汚染源
工場・事業場や家庭からの排水などと異なり、汚濁物質の排出ポ
イントが特定しにくく、面的な広がりをもつ市街地、農地、山林
等の地域を発生源とする負荷や降雨等に伴って大気中から降下し
てくる負荷のこと。

非メタン炭化水素
Non-methane Hydrocarbons。全炭化水素（メタンを含むすべて
の炭化水素）からメタンを除いたもの。

貧酸素水塊
溶存酸素濃度が極度に低下した水塊のこと。水域の底層において
は、微生物などが富栄養化によって増殖したプランクトンの死骸
や水域に流入する有機物を分解するため、酸素を消費し、溶存酸
素濃度が極度に低下する。貧酸素水塊が水の表層に上昇すると青
潮を引き起こす。水生生物が貧酸素水塊に長時間接することで死
滅する等の被害が出ることがある。

［ふ］
風景地保護協定
自然公園内の里山や二次草原などの良好な自然の風景地の保護を
図るため、土地所有者と公園管理団体等との間で協定を締結し、
公園管理団体等により、草原の火入れ、刈払いなどの自然の風景
地の管理を行う制度。

富栄養化
湖沼や内湾が水中に窒素、りん等の栄養塩が多い状態に遷移する
こと。藻類の異常繁殖により、アオコ、赤潮等の原因となる。湖
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沼や東京湾等の内湾で生活排水等の人為的な原因で急速に進行し
ていることが問題になっている。

物質フロー会計
Material Flow Accounts（MFA）。区域及び期間を区切って、当
該区域への物質の総投入量、区域内での物質の流れ、区域外への
物質の総排出量等を集計したもの。資源生産性などの指標を算定
する基礎となる。循環型社会白書では、日本という単位で集計し
ているが、地方公共団体、企業、事業場などを単位としても集計
することが可能。また、物質フロー会計を用いて資源利用の効率
性を分析することを「物質フロー分析」という。物質フロー分析
は、通常の経済統計では分からない、経済における天然資源その
他の資源の浪費を見出すのに役立つ。 

浮遊粒子状物質
大気中に浮遊する粒子状の物質（浮遊粉じん、エアロゾルなど）
のうち粒径が10μm（マイクロメートル：μm=100万分の1m）
以下のものをいう。

プロファイル信号制御方式
上流の交差点における交通量を計測して、その情報に基づいて下
流の交差点に到達する交通量を予測し、それに応じて直ちに最適
な信号制御を行う次世代の信号制御方式。あらかじめ作成した複
数の制御パターンから選択して制御していた従来の信号制御に比
べ、よりきめ細かな信号制御が可能となる。

フロン回収・破壊法
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関す
る法律」参照。

粉じん
物の破砕、選別その他の機械的処理等に伴い発生、飛散する物質。

分野別推進戦略
科学技術基本計画（第3期）に基づき、環境分野を含む8つの分
野について、重要な研究開発課題、推進方策や今後5年間に集中
投資すべき戦略重点科学技術などを明確化したもの。平成18年3
月に総合科学技術会議によって決定された。

［へ］
平均生物種豊富度（MSA）
Mean Species Abundance。代表的な生物種の母集団の大きさに
ついて平均的な傾向を表した指標。平均生物種豊富度は、ある特
定の地域に住む固有種のみを対象として計算されるため、固有種
の減少を分かりにくくする日和見種の増加は除外される。

［ほ］
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
自衛隊等の行為又は防衛施設の設置もしくは運用により生ずる障
害の防止等のため防衛施設周辺地域の生活環境等の整備について
必要な措置を講ずるとともに、自衛隊の特定の行為により生ずる
損失を補償することにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向
上に寄与することを目的とし、騒音防止工事の助成（学校、病院
等の防音工事）、住宅防音工事の助成、移転等の補償、移転先地
の公共施設整備の助成、土地の買い入れ、買い入れた土地の無償
使用、緑地帯の整備等の各種施策を定めたもの。

北西太平洋地域海行動計画
海洋環境の保全のため国連環境計画（UNEP）が進めている地域
海計画の一つ。日本海及び黄海を対象とし、1994年（平成6年）
に日本、中国、韓国及びロシアの4か国により採択された。その
事務局機能を果たすRCU（地域調整ユニット）が、日本（富山）
及び韓国（釜山）に2004年（平成16年）に設置された。

北東アジア準地域環境協力プログラム（NEASPEC）
1993年（平成5年）に「北東アジア環境協力高級事務レベル会合」
で決定した地域の環境協力の取組を具体化するための包括的な協
力メカニズム。これまでに、大気汚染対策のためのトレーニング
やデータ収集、大型哺乳類や渡り鳥の保全計画づくりを行ってい
る。

ポリ塩化ビフェニル（PCB）
PCBは昭和4年に初めて工業製品化されて以来、その安全性、耐
熱性、絶縁性を利用して電気絶縁油、感圧紙等、さまざまな用途
に用いられてきたが、環境中で難分解性であり、生物に蓄積しや
すくかつ慢性毒性がある物質であることが明らかになり、生産・
使用の中止等の行政指導を経て、昭和49年に化学物質審査規制
法に基づき製造及び輸入が原則禁止された。しかし、PCB廃棄
物については、処理施設の整備が進まなかったことなどから事業
者が長期間保管し続けてきており、平成13年にPCB廃棄物処理
特別措置法が制定され、処理体制の整備を図った上で平成28年
までに処理を終えることとしている。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置
法
ポリ塩化ビフェニル廃棄物について、処理体制の速やかな整備と
確実かつ適正な処理を推進し、国民の健康の保護と生活環境の保
全を図ることを目的として定められたもの。処分そのものを一定
期間内に確実に行う点に重きを置いて立法措置がとられた。

［ま］
マテリアルフローコスト会計
企業の生産プロセスにおいて、原材料などのマテリアルのフロー
とストックを数量と金額で測定することで「ロスの見える化」を
可能にするシステムであり、生産性の向上によるコスト削減と環
境負荷低減を同時に実現することができる。

慢性砒素中毒症
砒素中毒症には急性型と慢性型がある。慢性中毒症は長期にわ
たって砒素が摂取される場合にみられ、多彩な症状を呈する。す
なわち、皮膚には初期に皮膚炎、後には摩搾部を中心として色素
沈着、色素脱失が認められ、足蹠、手掌などを中心として角化症
がみられるようになる。一方、神経系に対する障害も知られてい
る。

［み］
緑の回廊
森林生態系保護地域を中心にほかの保護林とのネットワークの形
成を図るため、これらの保護林間を連結する野生動植物の移動経
路のこと。野生動植物の移動経路を確保し、生息・生育地の拡大
と相互交流に資することを目的として管理を行うことにより、分
断化された個体群の保全と個体群の遺伝的多様性の確保、生物多
様性の保全を期待している。

ミレニアム生態系評価
国連の主唱により2001年（平成13年）から2005年（平成17年度）
にかけて行われた、地球規模の生態系に関する総合的評価。95
か国から1,360人の専門家が参加。生態系が提供するサービスに
着目して、それが人間の豊かな暮らし（human well-being）にど
のように関係しているか、生物多様性の損失がどのような影響を
及ぼすかを明らかにした。これにより、これまであまり関連が明
確でなかった生物多様性と人間生活との関係が分かりやすく示さ
れている。生物多様性に関連する国際条約、各国政府、NGO、
一般市民等に対し、政策・意志決定に役立つ総合的な情報を提供
するとともに、生態系サービスの価値の考慮、保護区設定の強化、
横断的取組や普及広報活動の充実、損なわれた生態系の回復など
による思い切った政策の転換を促している。

［む］
ムーブメント信号制御方式
交通需要の少ない方向の青信号を削減し、交通需要の多い方向の
青信号に割り当てる信号制御方式である。流入方向ごとの交通需
要に応じた最適な信号制御が可能となる。

［め］
メタン発酵
嫌気性細菌の作用により汚水や汚泥に含まれる生物分解性有機物
（BOD成分）をメタンや二酸化炭素に還元分解する方法である。
還元したメタンは回収され、さまざまな用途に用いられる。

［も］
モーダルシフト
トラック等による幹線貨物物流を、環境負荷の少ない大量輸送機
関である鉄道貨物輸送・内航海運に転換すること。

モニタリングサイト1000
「重要生態系監視地域モニタリング推進事業」参照。

藻場
大型底生植物（海藻・海草）の群落を中心とする浅海域生態系の
一つであり、海洋動物の産卵場や餌場となるなど重要な役割を果
たしている。

モントリオール議定書
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」参照。

モントリオール・プロセス
地球サミットでの森林に関する合意を受け、欧州以外の温帯林・
北方林を対象とした、森林経営の持続可能性を把握・分析・評価
するための基準・指標の策定・運用に向けた取組。1993年（平
成5年）に開始された。1995年（平成7年）には「サンティアゴ
宣言」が採択され、持続可能な森林経営のための7基準67指標が
合意された。なお、世界的には9つの同様な取組が進められており、
FAOによれば2000年の時点で149か国がこれら9つの取組のう
ち少なくとも1つに参加している。

語
句
説
明
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［ゆ］
有害大気汚染物質
大気中から低濃度ではあるが検出され、長期間に渡ってばく露す
ることにより健康影響が生ずるおそれのある物質。

有害廃棄物の不法輸出入防止に関するアジアネットワーク
わが国の提案により、有害廃棄物の不法輸出入防止を目的として、
平成15年に開始された政府間ネットワーク。各国のバーゼル条
約担当官による日常的な情報交換やワークショップの開催、ウェ
ブサイトの運用等により、アジア各国のバーゼル条約実施能力の
向上及び情報交換体制の整備等を行っている。

［よ］
要監視項目
平成5年3月に人の健康の保護に関する環境基準項目の追加等が
行われた際に、人の健康の保護に関連する物質ではあるが公共用
水域等における検出状況等から見て、現時点では直ちに環境基準
健康項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断される
クロロホルム等の25物質について「要監視項目」と位置付け、
継続して公共用水域等の水質の推移を把握することとした。その
後、平成11年2月の見直しにより3項目を環境基準健康項目に移
行し、16年3月には、新たに5項目を追加し、21年11月には、公
共用水域については1項目、地下水については3項目を環境基準
健康項目に移行して、現在では、公共用水域26項目、地下水24
項目を設定している。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容
器包装リサイクル法）
平成7年法律第112号。一般廃棄物の減量及び再生資源の利用を
図るため、家庭ごみの大きな割合を占める容器包装廃棄物につい
て、消費者は分別して排出する、市町村は分別収集する、容器を
製造する又は販売する商品に容器包装を用いる事業者は再商品化
を実施するという新たな役割分担を定めたもの。

容器包装リサイクル法
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」
参照。

［ら］
ライダー装置
レーザー光線を発射し、返ってくる光を測定・解析することによ
り、上空の黄砂・エーロゾル・オゾンなどの鉛直方向の濃度分布
をリアルタイムで把握する装置。

ライフサイクルアセスメント
原材料採取から製造、流通、使用、廃棄にいたるまでの製品の一
生涯（ライフサイクル）で、環境に与える影響を分析し、総合評
価する手法。製品の環境分析を定量的・総合的に行う点に特徴が
ある。

ラムサール条約
正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関す
る条約」。1971年（昭和46年）に採択、1975年（昭和50年）に
発効し、日本は1980年（昭和55年）に加入。国際的に重要な湿
地及びそこに生息、生育する動植物の保全と賢明な利用を推進す
ることを目的としている。平成22年3月現在、わが国では37か
所の湿地が登録されている。

［り］
リサイクル
廃棄物等を再利用すること。原材料として再利用する再生利用（再
資源化）、焼却して熱エネルギーを回収するサーマル・リサイク
ル（熱回収）がある。

リサイクルポート
「総合静脈物流拠点港」参照。

リ・スタイル（Re-Style）
リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）
の3つのリ（Re）を推進する、循環型社会におけるライフスタイ
ル、ビジネススタイルを「リスタイル」として平成14年版循環
型社会白書で提唱。 

リデュース
「発生抑制」参照。

硫酸ピッチ
強酸性で油分を有する泥状の廃棄物。雨水等と接触して亜硫酸ガ
スを発生させ、周辺の生活環境保全上の支障を生じる可能性があ
る。近年不法投棄等が問題となっており、不正軽油（軽油引取税
の脱税を目的として製造される軽油）を密造する際に不正軽油の
原料であるA重油や灯油に濃硫酸処理を施すことにより副産物

として発生することが多い。

リユース
「再使用」参照。

［れ］
レッドデータブック
レッドリストに掲載されている種について生息状況や減少要因等
を取りまとめた本。

レッドリスト
日本の絶滅のおそれのある野生生物種のリスト。日本に生息又は
生育する野生生物について、生物学的観点から個々の種の絶滅の
危険度を評価し、絶滅のおそれのある種を選定してリストにまと
めたもの。

［ろ］
ロンドン条約1996年議定書
正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染
の防止に関する条約の1996年の議定書」。1996年（平成8年）に
採択、2006年（平成18年）に発効、2007年（平成19年）10月締
結。ロンドン条約の内容を改正・強化した議定書であり、廃棄物
の海洋投棄及び海底下廃棄を原則禁止とするとともに、投棄可能
な廃棄物についても、その環境影響についての事前の検討等を求
めている。

［わ］
ワシントン条約
正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関
する条約」。1973年（昭和48年）に採択、1975年（昭和50年）
に発効し、日本は1980年（昭和55年）に加入。野生動植物の国
際取引の規制を輸入国と輸出国が協力して実施することにより、
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保護を図ることを目的とし
ている。条約の附属書に掲載された野生動植物の国際取引は禁止
又は制限され、輸出入の許可書等が必要となっている。

［A］
AFP
「アジア森林パートナーシップ」参照。

APFED
「アジア太平洋環境開発フォーラム」参照。

APN
「アジア太平洋地球変動研究ネットワーク」参照。

APP
「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ」
参照。

Argo計画
地球全体の海洋変動をリアルタイムにとらえることを目指す国際
的な研究計画。水深2,000mまでの水温や塩分のデータを、世界
の海に展開されたアルゴフロートと呼ばれる観測機器によって取
得し、人工衛星を介して各国に配信する。気候変動のメカニズム
解明や予測精度の向上につながることが期待されている。

［B］
BOD
Biochemical Oxygen Demand。水中の有機汚濁物質を分解する
ために微生物が必要とする酸素の量。値が大きいほど水質汚濁は
著しい。

BRT
Bus Rapid Transit。輸送力の大きなノンステップバスの投入、
バス専用レーン、公共車両優先システム等を組み合わせた高次の
機能を備えたバスシステム。

［C］
CAPaBLE
「持続可能な開発に向けた開発途上国の研究能力開発・向上プロ
グラム」参照。

CASBEE
「建築環境総合性能評価システム」参照。

CCS
二酸化炭素回収・貯留技術のこと。例えば、火力発電所や製鉄所
などの大規模発生源において、二酸化炭素濃度の高い排ガスから
二酸化炭素を回収し、地中や海中に貯留する技術。
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CDM
「クリーン開発メカニズム」参照。

CFC
クロロフルオロカーボン。いわゆるフロンの一種。冷媒、発泡剤、
洗浄剤等として使用される。オゾン層破壊物質でありモントリ
オール議定書の削減規制対象物質である。また、強力な温室効果
ガスである。

COD
Chemical Oxygen Demand。化学的酸素要求量。水中の有機汚
濁物質を酸化剤で分解する際に消費される酸化剤の量を酸素量に
換算したもの。値が大きいほど水質汚濁は著しい。

COP
Conference of the Parties。条約の締約国会議を意味する略称。
気候変動枠組条約や生物多様性条約などで使われることが多い。

CSD
「国連持続可能な開発委員会」参照。

CSR
「企業の社会的責任」参照。

CTE
「WTO貿易と環境に関する委員会」参照。

［D］
DO
Dissolved Oxygen。溶存酸素量。水に溶解している酸素の量。
水生生物の生息に必要であり、数値が大きいほど良好な環境。

［E］
EANET
「東アジア酸性雨モニタリングネットワーク」参照。

EPMS
「交通公害低減システム」参照。

ESCAP
「国連アジア太平洋経済社会委員会」参照。

ESCO
Energy Service Companyの略称で、ビルや工場の省エネ化に必
要な、「技術」・「設備」・「人材」・「資金」などのすべてを包括的
に提供するサービス。ESCO事業は、省エネ効果をESCOが保証
するとともに、省エネルギー改修に要した投資・金利返済・
ESCOの経費等が、すべて省エネルギーによる経費削減分でまか
なわれるため、導入企業における新たな経済的負担はなく、契約
期間終了後の経費削減分はすべて顧客の利益となる。

ETC
別称：自動料金支払いシステム。有料道路における料金所渋滞の
解消等を目的に、料金所ゲートと通行車との間の無線通信により
自動的に料金の支払いを行い、料金所を停止することなく通行可
能とするシステム。

E-waste
Electronic and Electrical Wastes （電気電子機器廃棄物）の略称。
使用済みのテレビ、パソコン等の電気電子機器であって中古利用
されずに分解・リサイクル又は処分されるものを指す。その発生
量及び輸出入量が増加しているといわれているが、鉛などの有害
物質が含まれているため、不適正な処理に伴う環境及び健康に及
ぼす悪影響が懸念されている。

［F］
FAO
「国連食糧農業機関」参照。

［G］
GBO
地球規模生物多様性概況第3版のこと。

GEF
「地球環境ファシリティ」参照。

GEO
「地球観測に関する政府間会合」参照。

GHS
「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム」参照。

GIS
Geographic Information System。地理情報システム。電子化し
た地理情報をコンピュータ上で管理し、検索、編集、分析などを
行えるシステム。

GSNMC
GCOS Surface Network Monitoring Centre。GSN監視センター。
全球気候観測システム（GCOS）を構成する地上の観測網（GSN）
として、WMO加盟各国の観測点の中から約1000地点が設定さ
れており、この観測網から通報される地上月気候値気象通報
（CLIMAT報）の入電率や品質のリアルタイム監視を行うセン
ター。気象庁とドイツ気象局で協同して業務を行っている。

［H］
HCFC
ハイドロクロロフルオロカーボン。いわゆるフロンの一種。CFC
の代替物質として使用される。オゾン層破壊物質であり、モント
リオール議定書の削減規制対象物質である。オゾン層破壊係数は
CFCよりも小さい。また、強力な温室効果ガスである。

HFC
ハイドロフルオロカーボン。いわゆる代替フロンの一種。CFC、
HCFCの代替物質として使用される。オゾン層破壊効果はないも
のの、強力な温室効果ガスであり、京都議定書において排出削減
の対象となっている。

［I］
ICAO
「国際民間航空機関」参照。

ICRI
「国際サンゴ礁イニシアティブ」参照。

IETC
「UNEP国際環境技術センター」参照。

IGES
「地球環境戦略研究機関」参照。

IMO
「国際海事機関」参照。

IPBES
「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラッ
トフォーム」参照。

IPCC
「気候変動に関する政府間パネル」参照。

ISO
国際標準化機構（International Organization for Standardization）
の略称。国際標準化機構は、国際的な非政府間機関（民間機関）
であり、製品及びサービスの国際貿易を容易にし、知的・科学的・
技術的・経済的活動分野における国際間の協力を助長するために、
世界的な標準化とその関連活動の発展開発を図ることを目的とし
ている。例えば、環境マネジメントシステムの規格である
ISO14001を発行している。

ITS
「高度道路交通システム」参照。

ITTO
「国際熱帯木材機関」参照。

IUCN
「国際自然保護連合」参照。

［J］
Japanチャレンジプログラム
「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム」参照。

JATA世界旅行博
（社）日本旅行業協会（JATA）が主催する、旅行業界関係者の
商談・情報交換や、一般消費者向けの旅行商品・サービスをアピー
ルする旅行見本市・展示会。毎年10万人規模の入場者を誇る、
アジア最大級の旅行関連イベント。

JBIC
「国際協力銀行」参照。

JI
「共同実施」参照。
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JICA
「国際協力機構」参照。

J-VER
「オフセット・クレジット制度」参照。

［L］
LCA
「ライフサイクルアセスメント」参照。

LRT
欧米を中心とする各都市において都市内の道路交通渋滞緩和と環
境問題の解消を図るために導入が進められている新しい軌道系交
通システム。道路の幅員、交通量と沿道土地利用に応じて、路面
のみならず地下、高架も走行でき、柔軟性に富んだ走行性と利便
性をあわせ持っており、また、建設・導入コストがほかの交通シ
ステムと比較して安いことが特徴といえる。近年では、ユニバー
サルデザインの思想の下、多くの車両が高齢者にもやさしい超低
床車両（Light Rail Vehicle）となるなど、路面からすぐに乗れ
る公共交通として利用されている。

［M］
MARPOL条約
正式名称は「船舶による汚染の防止のための国際条約」（1973年（昭
和48年）採択、1978年（昭和53年）及び1997年（平成9年）の
議定書により改正。）。1983年（昭和58年）に発効し、日本も同
年に加入。船舶からの油、有害液体物質等の排出による海洋汚染
の防止を目的としており、油、有害液体物質の排出方法等を規制
している。

MDGs
「国連ミレニアム開発目標」参照。

MSDS（化学物質等安全データシート）制度
Material Safety Data Sheet。化学物質等安全データシート。有
害性のある化学物質及びそれを含有する製品を他の事業者へ譲渡、
又は提供する際に、化学物質等の性状及び取扱に関する情報を相
手へ提供することを義務付ける仕組みをいう。

MY COOL BIZ
～私らしくクールビズ～
クールビズの2009年（平成21年）度のテーマ。オフィス・家庭
での個性豊かな知恵をいかしたクールビズや、商業施設、公共交
通機関等のパブリックスペースでのさまざまな工夫によるクール
ビズの提案。

［N］
NEASPEC
「北東アジア準地域環境協力プログラム」参照。

NOWPAP
「北西太平洋地域海行動計画」参照。

［O］
OECD
「経済協力開発機構」参照。

OECD環境政策委員会
全世界的な環境問題への関心の高まりを受け、1970年（昭和45年）
7月にOECD内に環境委員会が設置され、その後1992年（平成4年）
3月に、環境政策委員会に改組された。各加盟国政府が環境政策
を企画立案する上で重要と思われる問題を調査・研究、検討し、
その成果は公表・活用されているほか、必要に応じて理事会に報
告し、理事会決定あるいは勧告として採択されている。なお、数
年ごとに閣僚級会合も開催されている。近年は、「貿易と環境」、「農
業と環境」、「税と環境」等ほかの委員会との合同作業等、分野横
断的な活動が行われている。

OPRC－HNS議定書
正式名称は「2000年の危険物質及び有害物質による汚染事件に
係る準備、対応及び協力に関する議定書」。2007年（平成19年）
6月発効。日本も同年に加入。船舶等からの油以外の危険物質及
び有害物質の海洋への流出事故への対応を目的として船舶等への
緊急措置手引書の備え付け、国家的な緊急時計画の策定、汚染へ
の対応に関する国際協力等について規定している。

OPRC条約
正式名称は「1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力
に関する国際条約」。1990年（平成2年）11月採択、1995年（平
成7年）5月発効。1996年（平成8年）1月日本について効力発生。
1989年（平成元年）3月米国で発生した21万トンタンカー「エク
ソンバ　ルディーズ号」の座礁事故に伴う大量の油流出事故（原

油約4万kl）を契機として、海洋環境保護に対する国際的な機運
の高まりを受け船舶等からの油流出事故への対応を目的として、
油汚染緊急計画の備え付け義務や油汚染の通報手続等を規定して
いる。

［P］
PCB
「ポリ塩化ビフェニル」参照。

PCB特別措置法
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措
置法」参照。

PCB廃棄物
PCBは昭和4年に初めて工業製品化されて以来、その安全性、耐
熱性、絶縁性を利用して電気絶縁油、感圧紙等、さまざまな用途
に用いられてきたが、環境中で難分解性であり、生物に蓄積しや
すくかつ慢性毒性がある物質であることが明らかになり、生産・
使用の中止等の行政指導を経て、昭和49年に化学物質審査規制
法に基づき製造及び輸入が原則禁止された。しかし、PCB廃棄
物については、処理施設の整備が進まなかったことなどから事業
者が長期間保管し続けてきており、平成13年にPCB廃棄物処理
特別措置法が制定され、処理体制の整備を図った上で平成28年
度までに処理を終えることとしている。

PES
「生態系サービスへの支払い制度」参照。

PFC
パーフルオロカーボン。強力な温室効果ガスであり、京都議定書
において排出削減の対象となっている。

pH
水の酸性・アルカリ性を表す指標。中性は7。数字が小さいほど
酸性度が高い。

PIC条約
「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤につい
ての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条
約」参照。

PM2.5
「微小粒子状物質」参照。

POPs
「残留性有機汚染物質」参照。

POPs条約
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」参照。

PRTR制度
Pollutant Release and Transfer Register。化学物質排出移動量
届出制度。人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれのある
化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれて事業
所の外に移動する量を事業者が自ら把握し、国に報告を行い、国
は、事業者からの報告や統計資料等を用いた推計に基づき、対象
化学物質の環境への排出量等を把握、集計し、公表する仕組みを
いう。

PTPS
「公共車両優先システム」参照。

［S］
SAICM
「国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ」参照。

SATOYAMAイニシアティブ
人と自然との共生を目指し、世界的な規模で生物多様性の保全と
持続可能な利用・管理を促進するための取組。日本の里地里山の
ような人間の営みにより形成・維持されてきた農地や人工林、二
次林などの二次的な自然地域を対象とし、環境省が国際機関など
とともに提唱している。

SF6
六フッ化硫黄。強力な温室効果ガスであり、京都議定書において
排出削減の対象となっている。

SPIRIT21
Sewage Project, Integrated and Revolutionary Technology for 
21st century。下水道技術開発プロジェクト。下水道で特に重点
的に技術開発を推進すべき分野について、民間主導による技術開
発を誘導・推進するとともに、開発された技術の早期かつ幅広い
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実用化を目的とした産学官の連携による新たな技術開発プロジェ
クトであり、平成14年3月にスタートした。

SRI
「社会的責任投資」参照。

［T］
TEEB
「生態系と生物多様性の経済学」参照。

TEMM
「日中韓三カ国環境大臣会合」参照。

TMR
関与物質総量（Total Material Requirement）は、資源の採取等
に伴い目的の資源以外に採取・採掘されるか又は廃棄物等として
排出される「隠れたフロー」を含むものであり、源利用の持続可
能性や地球規模で与える環境負荷を定量的に表すための一つの目
安と考えられる。

［U］
UNCCD
「砂漠化対処条約」参照。

UNEP
「国連環境計画」参照。

UNEP国際環境技術センター
開発途上国等への環境上適正な技術の移転促進を目的として、淡
水湖沼集水域の環境管理問題を担当する滋賀事務所と、大都市の
都市環境管理問題を担当する大阪事務所とから構成され、環境保
全技術に関するデータベースの整備、情報提供、研修、コンサル
ティング等の業務を行っている。

UNEP親善大使
アジア太平洋地域の環境保全活動に対する日本国内及び相手国の
国民の認識向上を図ることを目的に、①草の根レベルの環境保全
活動現場の訪問、激励、②現場の取組をさらに進めるために必要
な事項の調査、③環境の現状と環境保全活動についての報告、④
アジア太平洋地域、特に日本・訪問国における広報を活動内容と
している。歌手の加藤登紀子さんは2000年（平成12年）10月30
日にUNEP事務局長より任命されている。

UNFF
「国連森林フォーラム」参照。

UTMS
「新交通管理システム」参照。

［V］
VICS
「道路交通情報通信システム」参照。

［W］
WMO
「世界気象機関」参照。

WTO貿易と環境に関する委員会
環境問題への関心の高まりを受け、1994年（平成6年）にWTO
に設置された委員会。貿易と環境に関する国際的な議論の中心的
なフォーラムの一つであり、毎年3～5回会合が開催され、「多国
間環境協定に規定される貿易措置とWTOの下での多角的自由貿
易体制との関係」等の項目について検討が行われている。

［数字］
2010年目標
2002年（平成14年）にオランダのハーグで開催された生物多様
性条約第6回締約国会議（COP6）において採択された生物多様
性条約の戦略計画に盛り込まれた「2010年までに生物多様性の
損失速度を顕著に減少させる」という目標。同年に開催された持
続可能な開発に関する世界首脳会議（WSSD）において採択され
た「実施計画」においても、同趣旨の目標に言及されている。
2010年（平成22年）に愛知県名古屋市で開催されるCOP10では、
2010年目標の評価が行われるとともに、2010年以降の新たな目
標（ポスト2010年目標）が決定される予定。

3R
リデュース（Reduce）：廃棄物等の発生抑制、リユース（Reuse）：
再使用、リサイクル（Recycle）：再生利用の3つの頭文字をとっ
たもの。

3Rイニシアティブ
3Rを通じて、地球規模での循環型社会の構築を目指すこと。
2004年（平成16年）のG8シーアイランドサミットにおいて小泉
総理（当時）が提唱し、2005年（平成17年）4月に東京で開催さ
れた3Rイニシアティブ閣僚会合において正式に開始された。閣
僚会合では、国際的に3Rの取組を推進することについて合意が
得られた。現在、各国でリサイクル法制度の確立やグリーン購入
の導入など、3Rの具体的な取組が進められている。

6つのチャレンジ
「チャレンジ25キャンペーン」においてオフィスや家庭、地域で、
私たち一人ひとりがCO2削減に向けて実践できる具体的な行動の
提案。
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年月日 事　　項

平成21年

4月1日 ○家電リサイクル法施行令の改正に伴う同法
対象機器追加（液晶テレビ・プラズマテレビ、
衣類乾燥機）

4月6日 ○第32回南極条約協議国会議及び第12回環
境保護委員会（～17日、ボルチモア（アメ
リカ））

4月22日 ○G8環境大臣会合（～24日、シラクサ（イ
タリア））

4月24日 ○「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」
公布

4月27日 ○家電リサイクル法対象機器の不適正処理に
係る勧告

4月28日 ○「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表
彰式

○「愛がん動物用飼料の成分規格等に関する
省令」公布

4月30日 ○「2007年度（平成19年度）の温室効果ガス
排出量（確定値）について」公表

5月1日 ○水俣病犠牲者慰霊式（水俣市）

5月4日 ○ストックホルム条約第4回締約国会議
（COP4）（～8日、ジュネーブ（スイス））

5月7日 ○第3回日中廃棄物・リサイクル政策対話（中
国）

5月11日 ○「低炭素社会実現のための温暖化対策に関
する日米ワークショップ（第6回）」及び「日
米環境政策対話（第1回）」（～12日、ワシ
ントンDC（アメリカ））

○第2回国際化学物質管理会議（ICCM2）（～
15日、ジュネーブ（スイス））

5月12日 ○「日露隣接地域生態系保全協力プログラム」
締結

5月18日 ○「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関す
る法律施行規則」公布

5月20日 ○「化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律の一部を改正する法律」公布

5月22日 ○国際生物多様性の日シンポジウム2009（東
京都）

5月27日 ○NGO/NPO・企業環境政策提言フォーラム
（東京都）

6月1日 ○「気候変動枠組条約の下での長期的協力の
行動のための特別作業部会第6回会合
（AWG-LCA6）」及び「京都議定書の下での
附属書Ｉ国の更なる約束に関する特別作業
部会第8回会合（AWG-KP8）」並びに「気
候変動枠組条約第30回補助機関会合
（SB30）」（～12日、ボン（ドイツ））

6月2日 ○ＵＮＥＰ持続可能な資源管理に関する国際
パネル第4回会合及び運営委員会（～5日、
フランス）

○「平成21年版 環境・循環型社会・生物多
様性白書」閣議決定

6月3日 ○「自然公園法及び自然環境保全法の一部を
改正する法律」公布

6月6日 ○「エコライフ・フェア2009」（～7日、東京都）

○「エコカーワールド2009 in 横浜（低公害
車フェア）」（～7日、神奈川県）

6月7日 ○第2回日中ハイレベル経済対話（東京都）

6月14日 ○ 第11回 日中韓三ヵ国環 境大臣会合
（TEMM11）（北京（中国））

6月18日 ○「騒音規制法の規制対象施設の在り方につ
いて（第二次答申）」答申 

6月22日 ○第33回世界遺産委員会（～30日、セビリア
（スペイン））

6月23日 ○「地球温暖化対策の推進に関する法律関係
省令」公布

○日中環境汚染対策に関する局長級政策対話
（第7回）（日中環境汚染対策協力ゴールデ
ンウィークの一環として）中国

6月29日 ○国際再生可能エネルギー機関（IRENA）設
立準備委員会第2回会合（～30日、シャルム・
エル・シェイク（エジプト））

6月30日 ○「容器包装リサイクルのフローの透明化等
に関する検討会 中間取りまとめ」公表

○第11回日本水大賞表彰式（東京都）

7月1日 ○中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関
するストックホルム条約の附属書改正に係
る化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律に基づく追加措置について（一次答
申）」を環境大臣に答申

○エコポイントの活用によるグリーン家電普
及促進事業（家電エコポイント）エコポイ
ント登録・商品交換申請受付開始

7月7日 ○クールアース・デー記念「七夕ライトダウ
ンin北九州」（福岡県）

7月10日 ○「フロン回収・破壊法に基づく平成20年度
のフロン類の破壊量の集計結果について」
公表

7月15日 ○「美しく豊かな自然を保護するための海岸
における良好な景観及び環境の保全に係る
海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」
公布・施行

○「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解
決に関する特別措置法」公布

7月16日 ○「南極地域の環境の保護に関する法律施行
規則の一部を改正する省令」公布

平成21年度における主な環境問題の動き
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7月21日 ○「水生生物の保全に係る水質環境基準の類
型指定について（第3次答申）」答申

○アジア太平洋地域における生物多様性観測
のネットワーク化のための国際ワークショ
ップ（～22日、名古屋）

7月30日 ○中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関
するストックホルム条約の附属書改正に係
る化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律に基づく追加措置について（二次答
申）」を環境大臣に答申

○中央環境審議会「化学物質の審査及び製造
等の規制に関する法律に基づく第二種特定
化学物質の表示義務及び技術上の指針の対
象となる製品の指定について（答申）」を環
境大臣に答申

7月31日 ○アジア太平洋環境開発フォーラム第2フェ
ーズ（APFEDII）第5回全体会合（～8月3
日、石川県）

8月3日 ○生物多様性アジアユース会議in愛知2009（～
5日、名古屋市）

8月10日 ○アジア太平洋地域におけるE-wasteトレー
ニングワークショップ（～14日、ハノイ（ベ
トナム））

○「気候変動枠組条約の下での長期的協力の
行動のための特別作業部会（AWG-LCA）」
及び「京都議定書の下での附属書I国の更
なる約束に関する特別作業部会（AWG-KP）」
非公式会合（～14日、ボン（ドイツ））

8月24日 ○第4回日韓廃棄物・リサイクル政策対話（～
25日、韓国）

8月28日 ○「遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ
る生物の多様性の確保に関する法律（カル
タヘナ法）の施行状況の検討について」公表

9月3日 ○「微小粒子状物質に係る環境基準の設定に
ついて」答申

9月8日 ○飯能市エコツーリズム推進全体構想が国の
認定第1号

9月9日 ○「微小粒子状物質に係る環境基準について」
告示

9月12日 ○自然公園ふれあい全国大会（～13日、京都
府宮津市）

9月14日 ○「一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成
19年度速報）について」公表

○第3回日中韓における化学物質管理に関す
る政策ダイアローグ及びGHS専門家会合
（～16日、北京（中国））

9月15日 ○「中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
プラスチック製容器包装に係る再商品化手
法専門委員会、産業構造審議会環境部会廃
棄物・リサイクル小委員会容器包装リサイ
クルWGプラスチック製容器包装に係る再
商品化手法検討会合同会合 中間取りまとめ」
公表

○「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する
環境基準等の見直しについて（第2次答申）」
答申

9月21日 ○国連砂漠化対処条約（UNCCD）第9回締
約国会議（COP9）（～10月2日、ブエノス
アイレス（アルゼンチン））

9月22日 ○国連気候変動首脳会合（ニューヨーク（ア
メリカ））

9月28日 ○「気候変動枠組条約の下での長期的協力の
行動のための特別作業部会第7回会合
（AWG-LCA7）」及び「京都議定書の下での
附属書Ｉ国の更なる約束に関する特別作業
部会第9回会合（AWG-KP9）」（～10月9日、
バンコク（タイ））

9月29日 ○トキ放鳥（佐渡島で19羽のトキを放鳥）

10月1日 ○第23回全国浄化槽大会開催（東京都）

○SATOYAMAイニシアティブに関するアジ
ア太平洋地域有識者会合（～2日、マレー
シア）

10月3日 ○第21回「星空の街・あおぞらの街」全国大
会（～4日、静岡県）

10月5日 ○生物多様性と生態系サービスに関する科学
政策プラットフォーム（IPBES）に関する
第2回政府間マルチステークホルダー会合
（～9日、ケニア）

10月9日 ○「第1回生物多様性 日本アワード」授賞式

10月12日 ○「低炭素社会国際研究ネットワーク（LCS-
RNet）」第1回年次会合（～13日、ボロー
ニャ（イタリア））

10月13日 ○第9回　日中韓環境産業円卓会議（～14日、
北京（中国））

○日中環境汚染対策に関する局長級政策対話
（第8回）（東京都）

10月15日 ○神戸生物多様性国際対話（～16日、神戸市）

○「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する
政令」公布

10月16日 ○3R推進全国大会（～18日、千葉市）

10月18日 ○日印ハイレベル環境対話（～21日、インド）

10月22日 ○「汚染土壌処理業の許可の基準、汚染土壌
の処理に関する基準等を定める汚染土壌処
理業の許可の申請の手続等に関する省令」
公布

10月27日 ○国指定鳥獣保護区として「北硫黄島」を新
規指定

10月28日 ○国指定鳥獣保護区として「南鳥島」を新規
指定

10月29日 ○「『支障除去等に関する基金のあり方懇談会』
報告書のとりまとめについて」公表

○グリーンランド・ダイアローグ：気候変動
に関する閣僚級非公式対話（～31日、バル
セロナ（スペイン））
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10月30日 ○第8回ASEAN+3環境大臣会合（シンガポ
ール）

○「化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律施行令の一部を改正する政令」公布

○国指定鳥獣保護区として「やんばる（安田）」
「やんばる（安波）」を新規指定

10月31日 ○田島副大臣の水俣訪問及び水俣病被害者団
体からの意見聴取

○第29回全国豊かな海づくり大会中央大会
（東京都）

11月1日 ○第13回世界湖沼会議（～3日、武漢（中国））

11月2日 ○「気候変動枠組条約の下での長期的協力の
行動のための特別作業部会第7回会合後半
（AWG-LCA7.2）」及び「京都議定書の下で
の附属書Ｉ国の更なる約束に関する特別作
業部会第9回会合後半（AWG-KP9.2）」（～6
日、バルセロナ（スペイン））

11月5日 ○日中環境汚染対策に関する局長級政策対話
（第9回）（中国）

11月8日 ○UNEP持続可能な資源管理に関する国際パ
ネル第5回会合及び運営委員会（～11日、
中国）

11月9日 ○第45回国際熱帯木材理事会（～14日、神奈
川県）

11月10日 ○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
規則の一部を改正する省令」等公布

11月11日 ○アジア3R推進フォーラム設立会合（～12日、
東京都）

○「2008年度（平成20年度）の温室効果ガス
排出量（速報値）について」公表

11月16日 ○気候変動枠組条約第15回締約国会議
（COP15）及び京都議定書第5回締約国会合
（COP／MOP5）閣僚準備会合（～17日、
コペンハーゲン（デンマーク））

11月19日 ○東アジア酸性雨モニタリングネットワーク
（EANET）第11回政府間会合（～20日、
バンコク（タイ））

11月27日 ○「一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成
19年度実績）について」公表

11月30日 ○「廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシ
ン類濃度等について」公表

○「水質汚濁に係る環境基準についての一部
を改正する件」告示

○「地下水の水質汚濁に係る環境基準につい
ての一部を改正する件」告示

12月1日 ○第2回日中韓光化学オキシダント科学研究
ワークショップ（仁川広域市（韓国））

12月2日 ○「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保
存に関する法律施行令の一部を改正する政
令」公布（国内希少野生動植物種の追加等）

12月7日 ○気候変動枠組条約第15回締約国会議
（COP15）及び京都議定書第5回締約国会合
（COP/MOP5）（～19日、コペンハーゲン（デ
ンマーク））

12月8日 ○第5回国際サンゴ礁イニシアティブ（ICRI）
東アジア地域会合（～11日、ホイアン（ベ
トナム））

12月10日 ○アジア太平洋地域生物多様性観測推進のた
めの国際会議（AP-BON）（～11日、東京）

12月10日 ○小沢大臣エコプロダクツ2009視察（東京都）

12月11日 ○「特定外来生物による生態系等に係る被害
の防止に関する法律施行令の一部を改正す
る政令」公布

○「環境基本計画の進捗状況の第3回点検結
果に関する中央環境審議会の報告について」
閣議報告

12月12日 ○東・東南アジア生物多様性情報イニシアテ
ィブ（ESABII）政府間会合（～14日、東京）

12月15日 ○2010年以降に向けた生物多様性条約戦略計
画改定に関する東・南・東南アジア地域ワ
ークショップ（～17日、東京）

12月22日 ○地球温暖化対策税の23年度からの実施に向
けて検討する旨を記載した、税制改正大綱
を閣議決定

平成22年

1月6日 ○「生物多様性条約ポスト2010年目標に関す
る日本提案」生物多様性条約事務局提出

1月11日 ○2010年国際生物多様性年開始記念式典（ド
イツ）

1月14日 ○第5回エコツーリズム大賞表彰式

○地球温暖化防止のための国民運動「チャレ
ンジ25キャンペーン」キックオフ・イベン
ト（東京都）

1月21日 ○UNESCO主催国際生物多様性記念式典（～
22日、フランス）

1月25日 ○第1回地球生きもの委員会（国際生物多様
性年国内委員会）（東京都）

○「地球いきもの応援団」MY行動宣言式（東
京都）

1月26日 ○コペンハーゲン合意への賛同・排出削減目
標の提出

○南極地域における我が国初の査察（～2月
15日、南極地域）

1月27日 ○有害廃棄物の不法輸出入防止に関するアジ
アネットワークワークショップ2010（～29日、
横浜市）

1月29日 ○「自動車リサイクル制度の施行状況の評価・
検討に関する報告書」公表

○SATOYAMAイニシアティブに関する国際
有識者会合（～30日、フランス）
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○「今後の効果的な公害防止の取組促進方策
の在り方について」答申

○「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する
法律等の一部を改正する法律案」閣議決定

2月1日 ○第6回生物多様性トロンハイム会合（～5日、
ノルウェー）

2月2日 ○「平成20年度廃家電の不法投棄等の状況に
ついて」公表

2月5日 ○「環境物品等の調達の推進に関する基本方
針」（グリーン購入法基本方針）変更閣議決
定

○「国及び独立行政法人等における温室効果
ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進
に関する基本方針」（環境配慮契約法基本方
針）変更閣議決定

2月9日 ○「建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律施行規則の一部を改正する省令」公
布

2月11日 ○新千歳ECO AIRPORT 2010（北海道）

2月15日 ○「産業廃棄物の不法投棄等の状況（平成20
年度）について」公表

2月16日 ○平成21年度「循環・共生・参加まちづくり
表彰」表彰式

2月22日 ○バーゼル条約、ロッテルダム条約、ストッ
クホルム条約の協力・連携の促進に関する
拡大合同締約国会議（～24日、バリ（イン
ドネシア））

○中央環境審議会「今後の環境影響評価制度
の在り方について」を環境大臣に答申

2月24日 ○国連環境計画（UNEP）第11回特別管理理
事会／グローバル閣僚級環境フォーラム
（～26日、バリ（インドネシア））

2月26日 ○「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正す
る省令」公布

○「汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に
関する省令の一部を改正する省令」公布

○「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及
び指定支援法人に関する省令の一部を改正
する省令」公布

3月1日 ○中央環境審議会「生物多様性国家戦略の策
定について」答申

○第13回環境コミュニケーション大賞表彰
式・環境コミュニケーションシンポジウム
（東京都）

3月2日 ○「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一
部を改正する法律案」閣議決定

3月5日 ○「循環型社会形成推進基本計画の進捗状況
の第2回点検結果に関する中央環境審議会
の報告について」（閣議報告）

○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一
部を改正する法律案」閣議決定

3月7日 ○小沢大臣の水俣訪問及び水俣病被害者団体
からの意見聴取

3月8日 ○エコポイントの活用による環境対応住宅普
及促進事業（住宅エコポイント）エコポイ
ント登録・商品交換申請受付開始

3月11日 ○主要森林流域に関する国際会合（パリ（フ
ランス））

3月12日 ○「地球温暖化対策基本法案」閣議決定

3月13日 ○環境大臣との直接対話「温暖化が生物多様
性に与える影響についての集い」（香川県）

○ワシントン条約第15回締約国会議開催（～
25日、カタール）

3月16日 ○「生物多様性国家戦略2010」閣議決定

○アジアの市長による環境的に持続可能な交
通に関する「京都宣言」の署名式 （ソウル（韓
国））

3月17日 ○アジア太平洋地球変動研究ネットワーク
（APN）第15回政府間会合/科学企画グル
ープ会合（～19日、釜山（韓国））

3月18日 ○国連持続可能な廃棄物管理会議準備会合
（～19日、東京都）

○「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関す
る法律施行規則の一部を改正する省令」公
布

○「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関し
て必要な事項を定める告示の一部を改正す
る告示」公布

3月19日 ○「環境影響評価法の一部を改正する法律案」
閣議決定

3月22日 ○第9回アクセスと利益配分（ABS）に関す
るアドホック公開作業部会（～28日、コロ
ンビア）

3月27日 ○こどもエコクラブ全国フェスティバル　～
一人の一歩、みんなの未来～

3月29日 ○平成21年度「こどもホタレンジャー」表彰
式・活動報告会（東京都）

3月30日 ○「海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推
進するための基本的な方針」閣議決定

3月31日 ○「地球温暖化対策に係る中長期ロードマッ
プの提案～環境大臣 小沢鋭仁 試案～」公
表

○「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガ
スの排出量の算定に関する省令の一部を改
正する省令」公布

○「第7次水質総量削減の在り方について」
答申

○地球温暖化対策税の23年度からの実施に向
けて検討する旨を記載した「所得税法等の
一部を改正する法律」公布
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日本の国立公園
日本の国立公園は、日本を代表する自然の風景地として、自然公園法に基づき環境大臣の指定を受
け、管理されています。国立公園は、全国で29 カ所が指定されており、56 カ所ある国定公園、300 カ所
を超える都道府県立自然公園とともに、日本の自然公園のネットワークをつくり、その中心となって
います。国立公園の面積は合計約209 万ヘクタールで、日本の国土面積の約5.5％を占めています。国立
公園は開発の波から自然を守り、自然とのふれあいの場としてだれもが利用できるところで、年間約
４億人が訪れています。

1. 利尻礼文サロベツ国立公園

日本最北端に位置する国立公園で、海からそそり立つような
利尻山や高山植物が咲き乱れる礼文島、湿原植物が豊かなサロ
ベツ原野や稚咲内の砂丘林など変化に富んだ景観が楽しめます。
（写真：利尻山）

指定：昭和49年９月20日　面積：24,166ha

2. 知床国立公園

原始性の高い自然を有する国立公園で、オジロワシやシマフクロウ、
ヒグマが生息しています。森に囲まれた知床五湖から眺める知床連山
の眺めは絶景で、海域は冬に流氷で閉ざされます。世界自然遺産に
登録されています。（写真：知床連山、知床五湖）

指定：昭和39年６月１日　面積：38,633ha

3. 阿寒国立公園

雌阿寒岳をはじめ複数の火山があります。深い森に囲まれ、マリモ
が生育する阿寒湖、世界有数の透明度を誇る摩周湖、周囲に強酸
性の温泉群のある屈斜路湖などの湖沼の景観が美しい国立公園です。
（写真：摩周湖）

指定：昭和９年12月４日　面積：90,481ha

4. 釧路湿原国立公園

釧路湿原は日本最大の湿原です。周辺の展望台からは、広大な湿
原とともに、蛇行する釧路川を見ることができます。タンチョウの繁殖地
で、湿原の東側には塘路湖、シラルトロ湖などの湖沼があります。( 写
真：キラコタン)

指定：昭和62年７月31日　面積：26,861ha

5. 大雪山国立公園

北海道の屋根といわれる山岳地帯を含む日本一大きな国立公園で
す。北海道最高峰の旭岳、十勝岳などの火山群や、石狩岳の雄大
な山並みと高山植物が特徴で、ナキウサギの生息地でもあります。（写
真：白雲岳）

指定：昭和９年12月４日　面積：226,764ha



467

6. 支笏洞爺国立公園

支笏湖、洞爺湖の二大湖に、羊蹄山や有珠山、昭和新山や樽前
山のような新しい火山があり、活発な火山活動で形成された個性的な
山岳景観を見ることができます。洞爺湖は北限の不凍湖としても有名
です。（写真：洞爺湖）

指定：昭和24年５月16日　面積：99,473ha

7. 十和田八幡平国立公園

雄大な十和田湖や奥入瀬、八幡平一帯に広がるアオモリトドマツの
森林や湿原など、水と緑の豊かな景観を有する国立公園です。古くか
らの湯治場も点在し、登山と温泉が楽しめます。（写真：奥入瀬）

指定：昭和11年２月１日　面積：85,551ha

8. 陸中海岸国立公園

岩手県の久慈海岸から宮城県の気仙沼までの延長約 180kmの海
岸からなる国立公園です。大断崖がつづくさまは壮観で、海のアルプ
スともいわれています。ウミネコ、オオミズナギドリなど海鳥の繁殖地に
もなっています。（写真：北山崎）

指定：昭和30年５月２日　面積：12,212ha

9. 磐梯朝日国立公園

山岳信仰の地として名高い出羽三山、奥深い朝日・飯豊連峰の山々、
磐梯山と猪苗代湖をはじめとする大小多数の湖沼がある山と森と湖に
恵まれた国立公園です。カモシカやツキノワグマなどが生息しています。
（写真：磐梯山）

指定：昭和25年９月５日　面積：186,404ha

11. 尾瀬国立公園

ミズバショウなどの湿原植物が豊かな尾瀬ヶ原や田代山山頂に代表される
湿原景観、燧ヶ岳や会津駒ヶ岳に代表されるオオシラビソやブナ、ダケカンバ
といった森林景観が見られます。平成19 年に日光国立公園尾瀬地域とその
周辺地域をあわせ、新たな国立公園として指定されました。（写真：尾瀬ヶ原）

指定：平成19年８月30日　面積：37,200ha

10. 日光国立公園

日光東照宮の歴史的建築物、山上の避暑地中禅寺湖畔や戦場ヶ
原に代表される奥日光、鬼怒川、塩原の渓谷や那須岳山麓の高原な
ど、多様な表情をあわせもつ国立公園です。（写真：男体山、中禅寺湖）

指定：昭和９年12月４日　面積：114,908ha
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12. 上信越高原国立公園

群馬、長野、新潟県にまたがり、日本で2 番目に面積の大きい国立公
園です。谷川岳など2,000ｍ級の険しい山々や、浅間山、妙高山などの
火山が多い一方で、志賀高原、妙高高原、菅平など広 と々した高原も
所々に見られます。（写真：志賀高原）

指定：昭和24年９月７日　面積：188,046ha

13. 秩父多摩甲斐国立公園

雲取山、御岳山など古い地層の山が多く、コメツガやシラビソの自然
林が見られます。荒川、千曲川、多摩川の源流域には自然豊かな森林と
渓谷があり、絶好の野外レクリエーションの場となっています。御岳山、三
峰山は古くからの山岳信仰の地でもあります。（写真：奥秩父）

指定：昭和25年７月10日　面積：126,259ha

14. 小笠原国立公園

東京の南方、1,000 ～1,200ｋｍに浮かぶ小笠原諸島のうち、父島、母
島などの大小30 余りの島々からなる日本で最も面積が小さい国立公園
です。海洋に囲まれているため、オガサワラオオコウモリ、ムニンノボタンな
ど、固有の動植物が多いことが特徴です。（写真：南島）

指定：昭和47年10月16日　面積：6,629ha

15. 富士箱根伊豆国立公園

日本の最高峰である富士山とその裾野の富士五湖や青木ヶ原樹海の雄大
な景観が特徴で、神山、駒ヶ岳の火山と仙石原、芦ノ湖がつくる箱庭のような景
観や伊豆半島の山 と々海岸からなる景観もすぐれています。また、伊豆七島は
各島特有の自然と景観に恵まれています。（写真：富士山、本栖湖）

指定：昭和11年２月１日　面積：121,695ha

16. 中部山岳国立公園

北アルプスの白馬岳、立山、槍ヶ岳、穂高岳、乗鞍岳など、日本を代表する
3,000ｍ級の山々が南北に連なる国立公園です。黒部川や梓川などの河川が
作る渓谷や渓流が美しく、弥陀ヶ原、五色ヶ原など所々にお花畑があり、高山植
物が咲き乱れます。ライチョウの重要な生息地でもあります。（写真：涸沢）

指定：昭和９年12月４日　面積：174,323ha

17. 白山国立公園

白山は、昔から信仰の山として登山が行なわれ、富士山、立山と並ん
で日本三霊山の一つに数えられます。高山植物の宝庫として、植物研
究の歴史も古く、白山にちなんだ名前を持つ植物が多くあります。（写真：
刈込池）

指定：昭和37年11月12日　面積：47,700ha
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18. 南アルプス国立公園

山梨、長野、静岡の３県にまたがり、北岳を筆頭に3,000ｍ級の山々が
連なる国立公園です。北岳や仙丈ヶ岳には、高山植物のお花畑が見ら
れ、ここにしかない貴重な植物が生育しています。（写真：北岳）

指定：昭和39年６月１日　面積：35,752ha

19. 伊勢志摩国立公園

鳥羽湾から的矢湾、英虞湾、五ヶ所湾、贄湾と続く複雑な海岸線と周
辺の島々がつくる景観が優美な国立公園です。伊勢神宮は日本の信
仰、歴史、文化の上で重要な地であり、神宮の奥山の神宮林には、シイ
類とスギ、アカマツが混在する自然林が広がっています。（写真：英虞湾）

指定：昭和12年11月20日　面積：55,544ha

21. 山陰海岸国立公園

奥丹後半島の網野海岸から鳥取砂丘まで、延長約75kmの国立公園で、
海水などの浸蝕でつくられた洞門、洞窟が美しい景観を形成しています。鳥
取砂丘は起伏量が100ｍにも達していることが特徴で、絶えず砂が移動する
厳しい環境に適応した砂丘独特の動植物が見られます。（写真：鳥取砂丘）

指定：昭和38年７月15日　面積：8,783ha

22. 瀬戸内海国立公園

瀬戸内海の島々は、小さなものまで数えると約3,000にもなるといわれ、鷲羽山
から眺める備讃諸島など、静かな海と密集する島々からなる景観が特徴です。
渋川海岸や慶野松原など砂浜と松が織りなす景観、段々畑など人の生活と自
然が一体となった景観も美しい国立公園です。（写真：備讃諸島）

指定：昭和９年３月16日　面積：66,934ha

23. 大山隠岐国立公園

中国山地最高峰の大山から蒜山までの山岳地帯と隠岐諸島、島根
半島海岸部、三瓶山一帯からなる国立公園です。山頂部東側が大きく
崩れて荒 し々い岩壁となっている大山と、海水などの浸蝕によってできた
断崖が連なる隠岐島の景観が代表的です。（写真：大山）

指定：昭和11年２月１日　面積：35,053ha

20. 吉野熊野国立公園

紀伊半島の中央山岳地帯と山間を蛇行して流れる川及び半島南東部の海
岸からなる国立公園です。桜と史跡の吉野山、古くから修験道の道場とされてき
た大峯山脈や熊野三山が広く知られています。また、尾鷲から潮岬の長い海岸
は断崖が数多く、変化に富んだ景観が見られます。（写真：熊野古道）

指定：昭和11年２月１日　面積：59,793ha
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24. 足摺宇和海国立公園

四国の西南端、愛媛県から高知県に位置する国立公園です。南
部の足摺岬はスケールの大きな断崖が連なり、北部の宇和海は細かく
出入りする海岸線と島々がつくる景観が特徴で、竜串ではサンゴや熱
帯魚など色彩豊かな海中景観も楽しめます。（写真：竜串海岸）

指定：昭和47年11月10日　面積：11,345ha

25. 西海国立公園

佐世保の九十九島から平戸島、五島列島を含む国立公園です。
大小 400に及ぶ島々が特徴で、多数の小島が密集する九十九島や
若松瀬戸の景観が代表的です。また、島々には断崖地形が多く、福
江島には珍しい火山地形があります。（写真：九十九島）

指定：昭和30年３月16日　面積：24,646ha

26. 雲仙天草国立公園

島原半島の中央にある雲仙岳周辺と、天草諸島からなる国立公園
です。雲仙地域は平成２年に噴火した普賢岳や雲仙温泉地を中心と
する避暑地の一つで、天草地域は有明海や八代海に浮かぶ大小 120
の島々が美しい所です。（写真：平成新山）

指定：昭和９年３月16日　面積：28,279ha

27. 阿蘇くじゅう国立公園

周囲約 100ｋｍに及ぶ世界最大級のカルデラや火山活動でできた多
数の山 を々持つ国立公園です。阿蘇地域は今も噴煙をあげる中岳な
どの阿蘇五岳と草原が作る雄大な景観が特徴で、くじゅう地域は久住
連山、由布岳などの景観がすぐれています。（写真：阿蘇山中岳）

指定：昭和９年12月４日　面積：72,678ha

28. 霧島屋久国立公園

霧島地域には韓国岳をはじめ、20を超える火山があり、山麓はシイ、
カシ、アカマツなどの自然林が広がっています。また、錦江湾地域の
桜島の景観も代表的です。屋久島は縄文杉、大王杉など樹齢千年を
超える屋久杉の島として有名です。（写真：霧島山）

指定：昭和９年３月16日　面積：60,794ha

29. 西表石垣国立公園

日本列島西南端の西表島と石垣島、その間にはさまれた海域からな
る国立公園です。西表島は80％が亜熱帯林に覆われ、イリオモテヤ
マネコなど希少な野生動物も多く生息しています。また、石西礁湖に
は広大なサンゴ礁が広がっています。（写真：石西礁湖）

指定：昭和47年５月15日　面積：20,569ha
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日本の世界自然遺産とその候補地
将来の世代に引き継ぐべき人類共通のかけがえのない財産として世界遺産条約に基づく世界遺産一覧表に記載された資
産が「世界遺産」です。世界遺産には、文化遺産、自然遺産、複合遺産があり、自然遺産として記載されるためには、世界遺産
の評価基準のうち、（vii）自然景観、（viii）地形・地質、（ix）生態系、（x）生物多様性のいずれかを満たす必要があります。
日本では「知床」「白神山地」「屋久島」が自然遺産として記載されています。また、国内の候補地としては「小笠原諸島」「琉
球諸島」が選定されており、小笠原諸島については、平成22年１月に世界遺産条約の事務局であるユネスコに推薦書を提出し
ています。

1. 知床

流氷の形成に伴う豊富な栄養のため、生産性の極めて高い生態系
が存在します。海と陸の生態系の相互関係のすぐれた見本であるととも
に、絶滅のおそれのある海鳥、渡り鳥、トドや鯨類など多くの海の動物に
とって重要な地域です。

登録：平成17年７月　適合基準：（ix）（x）　面積：71,103ha

2. 白神山地

かつて北日本の山地や丘陵に広く分布していた冷温帯性のブナ林
が、原生的な状態を保って広く分布する最後の地域です。さまざまな群
落型、更新のステージを示しており、進行中の生態学的なプロセスの顕
著な見本です。

登録：平成５年12月　適合基準：（ix）　面積：16,971 ha

3. 屋久島

樹齢千年を越えるスギの巨木をはじめ、亜種を含めて約1,900 種もの
植物が生育するなど豊かな生物相を有します。また、海岸部から亜高山
帯に及ぶ植生の典型的な垂直分布が見られます。

登録：平成５年12月　適合基準：（vii）（ix）　面積：10,747ha

● 小笠原諸島（推薦地）

海洋性島弧の発達過程を、大規模に露出した地層から読み解くこと
のできる地球上唯一の場所です。また、固有種の多い特異な島嶼生態
系で、隔離された海洋島の特徴を良く保存しており、多くの国際的に重
要な希少種や固有種の生息・生育地です。

推薦書提出：平成22年１月　推薦基準：（viii）（ix）（x）　面積：7,408ha

● 琉球諸島（国内候補地）

大陸との分離結合を繰り返した地史を反映した生物の進化を示すと
ともに、遺存固有種を含む多くの国際的な希少種の生息・生育地となっ
ています。

平成15年候補地選定（トカラ列島以南の南西諸島が検討対象）
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世界自然遺産●

日本の国立・国定公園と世界自然遺産
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